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第一部 【企業情報】

注(1) 本書において、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、下記の語は下記の意味を有するものとする。

・　「当社」及び「ドイツテレコム」

文脈上、別異に解する必要がある場合を除き、ドイツテレコム・アーゲーを意味する。1995年１月１日以前、ド

イツテレコムはドイツの郵便・電話・電信国家機関であるドイツ・ブンデスポスト(Deutsche Bundespost)の一部

署として営業を行っていた。また、本書において「ドイツテレコム」は、ドイツテレコム・アーゲーの前身機関

をも意味し、「ドイツポスト(Deutsche Post)」及び「ドイツポストバンク(Deutsche Postbank)」は、それぞれ

ドイツポスト・アーゲー(Deutsche Post AG)及びドイツポストバンク・アーゲー(Deutsche Postbank AG)並びに

それぞれの前身機関を意味する。

・　「当グループ」

ドイツテレコム並びに(適切な場合には)グループとしてのドイツテレコム及びその直接・間接子会社を意味する

(但し、「第６ 経理の状況」についてはこの限りではない。)。

・　「ドイツ」、「連邦共和国」又は「共和国」

ドイツ連邦共和国を意味する。

・　「当社株式」

当社の無額面普通株式を意味する。

(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」及び「€」は一定の欧州連合加盟国の法定通貨であるユーロ

を、「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルを指すものとする。本書におい

て便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、１ユーロ＝135.92円、１米ドル＝124.24

円の換算率(いずれも2015年６月１日に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表した対顧客電信直物売買相場の仲値)によ

り計算されている。

(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

(4) 本書において、インターネットのページを参照する場合、かかるページの内容は本書の一部を構成するものではな

い。
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第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

総　　論

ドイツ法は、各種の企業形態について規定している。

－　合名会社(Offene Handelsgesellschaft －「OHG」)

商法典(HGB)第105条－160条の適用を受け、組合員全員が組合の負債につき無限責任を負う。

－　合資会社(Kommanditgesellschaft －「KG」)

商法典(HGB)第161条－177条aの適用を受け、最低１名の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、

他の(有限責任)社員はその出資額を限度とする責任を負う。

－　GmbH＆Co. KG(合資会社の特殊形態)

有限会社がその唯一の無限責任社員となる。

この種の会社は、合資会社に適用ある規定の適用を受ける。

－　有限会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung －「GmbH」)

有限会社法(GmbHG)の適用を受け、法人格を有する。

会社債権者に対する債務は、会社の資産のみをもって弁済され、社員は責任を負わない。

最低25,000ユーロの最低資本を有し、かかる資本は持分に分割される。但し、持分は公正証書によっての

み譲渡可能である。

－　株式会社(Aktiengesellschaft －「AG」)

株式会社法(AktG)の適用を受け、有限会社と同様法人格を有する。会社債権者に対する債務は会社の資産

のみをもって弁済され、株主は責任を負わない。最低50,000ユーロの最低資本を有し、かかる資本は株式

に分割される。株式は、公証人の認証がなくとも譲渡可能である。一般に、株式会社法上認められた会社

の構造は有限会社法上のそれと比べると柔軟性に乏しい。

株式会社の特徴を以下に敷衍する。

 

設　　立

株式会社は、１名以上の者を発起人として設立され、発起人は出資と引換えに全株式を引き受けなければな

らない。株式は額面株式又は無額面株式のいずれも発行することができる。資本及び額面株式はユーロで表示

される額面金額を有するものとし、設立時の資本の額は最低50,000ユーロで、額面株式１株の額面金額は１

ユーロ又はその倍数に相当する額となる。株式は、無記名式又は記名式のいずれでもよい。

定款は公正証書によって作成され、会社の本店所在地を管轄する区裁判所(Amtsgericht)が保管する商業登

記簿に登記されなければならない。定款の必要的記載事項は以下の通りである。

－　会社の名称及び本店所在地

－　会社の目的

－　資本の額
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－　資本における額面株式又は無額面株式の割合。額面株式においては、株式の額面金額及び種類並びに各額

面金額毎の株式数

－　株式の記名式・無記名式の別

－　取締役の員数又は員数決定の根拠となる規則

－　公告の方法

株式会社は、商業登記簿に登記されたときに、その法人格が成立する。

 

会社と株主との関係

一般に株主は、等しい状況下では平等の取扱いを受けることができる。株主は、応分の純利益を受領する権

利を有するが、準備金に組み入れること等を理由として法律、定款又は株主の決議により分配から除外される

ものについてはこの限りでない。現金配当以外に、現物配当も認められる。

また、株主は、定款に別段の定めがない限り、その所有持株に応じて議決権を有する。利益配当について優

先的権利を付された優先株は、無議決権株式として発行することができる。

株主となったことを会社に対抗するため、記名式株式の買主は新株主として会社の株主名簿に登録されなけ

ればならない。

記名式株式(Namensaktien)の保有者は、その保有に係る株式数や登録番号の他に、個人情報(氏名、住所及

び生年月日等)を会社に通知する義務を負う。会社は株主名簿に登録された株主がその記名式株式を実質株主

として保有しているのか、あるいは名目上の株主として保有しているのかについて、その者から情報を要求す

る権利を有する。後者の場合、その名目上の株主は、当該株式の保有を依頼した者の個人情報を提供する義務

を負う。会社は、今度は名目上の株主によって識別情報が開示された者に対して、個人情報を要求することが

できる。株主名簿に登録された株主は、会社が要求する情報を提供しない場合は、その提供がなされるまで法

律によって議決権を剥奪される。

会社は、株式会社法第71条に定める一定の場合にのみ自社株を取得することができる。

企業が国内に本店を有する非上場の株式会社の株式を４分の１を超え、又は２分の１を超え所有することと

なった場合、当該企業はこの事実を非上場の株式会社に対し不当に遅滞することなく書面で通知しなければな

らない。さらに、かかる株式数を所有しなくなった場合にも、当該企業はその会社に通知しなければならな

い。上記の通知義務を負う企業が所有する株式の権利は、当該企業がかかる通知義務を怠っている間は行使す

ることができない。
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さらに、法令で定義される「発行者(Issuer)」であって本社所在国がドイツ連邦共和国である者の議決権を

有する株主は、その保有割合が３％、５％、10％、15％、20％、25％、30％、50％若しくは75％の基準値に到

達した場合、これを超えた場合又は到達後にこれを下回った場合には、ドイツ証券取引法

(Wertpapierhandelsgesetz)に従い、不当に遅滞することなく(遅くとも、その保有割合がいずれかの基準値に

到達した、これを超えた若しくはこれを下回ったと知った日又は知ることができた日から４取引日以内とす

る。)、当該発行者及び連邦金融サービス監督局(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)(以下

「BaFin」という。)に対して書面により報告をすることが求められている。株主は当該報告に、とりわけ自己

の保有する議決権数及び彼らに帰属する第三者の議決権数を記載しなければならない。このような株主は当該

開示基準を満たすまで、いかなる権利(当該株式に係る議決権及び配当を受ける権利を含む。)も行使すること

ができない。また、かかる報告を怠った場合には、法律で定められた罰則の適用を引き起こすこととなる。そ

の上、本社所在国がドイツ連邦共和国である会社を発行者とする発行済議決権付株式を取得(但し、自己のイ

ニシアチブのみを動機とし、かつ法的拘束力のある契約に基づく場合とする。)する権利を付与される結果と

なる法令上定められた一切の金融商品を直接又は間接に保有する者は、上述の基準値(但し、３％である場合

を除く。)に到達した、これを超えた又はこれを下回った場合に、不当に遅滞することなくその旨を当該発行

者及びBaFinに報告しなければならない。さらに、10％若しくはそれ以上の開示基準値に到達した又はこれを

超えた株主は、その到達日又は超過日後20取引日以内に、発行者に対して保有目的及び資金調達源を報告しな

ければならない。発行者は、不当に遅滞することなく(但し、当該報告を受けた日から３取引日以内とす

る。)、株主から受けた報告(あるいは報告義務が果たされていない旨)を公表しなければならない。さらに、

2012年２月１日を発効日とする新しい法的要求により、議決権の(取得資格を与えるのではなく)取得を可能と

するに過ぎない全ての金融商品及びその他の商品を直接的又は間接的に保有する場合にまで通知義務が拡大さ

れた。それに加えて、ドイツ証券取引法には、株式の帰属が、株式に係る議決権の行使に実質的な支配力を有

する者に対して、確実になされるように設計された様々なルールが含まれている。さらに、ドイツ企業買収法

(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz)は、「支配権」の取得(対象企業の議決権の30％以上を直接又は

間接に保有することをいう。)を公表することを求めている。

さらに、ドイツ証券取引法の下、当社株式又は当社株式にリンクした金融商品に係る取引を、当社取締役若

しくは監査役又は定期的に内部情報に接し、かつ、重要な経営判断を行う権限を有するその他一切の役員、並

びにこれらの者に密接に関連性を有する者が行う場合には、その者は５営業日以内に当該取引を当社及び

BaFinに書面により開示しなければならない(但し、１暦年中の有価証券取引の総額が5,000ユーロを下らない

場合に限る。)。当社は、こうした有価証券取引を直ちに公告し、同時にBaFinに対しその公告を通知し、そし

て直ちに(但し、公告後に)当該公告を当社の登録簿(Unternehmensregister)に提出しなければならない。
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会社の組織

取締役会(Vorstand)

取締役会は自己の責任において会社の業務を執行しなければならない。取締役の員数は１名でも数名でも

よい。定款に明示的に別段の定めがない限り、株式資本が3,000,000ユーロを超える会社については、最低

２名の取締役が必要とされる。取締役の資格は自然人かつ完全な行為能力を有する者に限られる。さらに、

最近５年間以内に一定の破産犯罪について有罪判決を受けた者又は判決若しくは行政命令によって特定の職

業若しくは営業に従事することを禁じられた者も取締役となる資格を有しない。

取締役会は業務規程を制定することができる。但し、定款が監査役会(Aufsichtsrat)に業務規程の制定権

を与えている場合又は既に監査役会が取締役会のために業務規程を作成している場合はこの限りでない。

取締役会は、裁判上及び裁判外において会社を代表する。取締役会が数名によって構成される場合、全取

締役は共同してのみ代表権限を有する。但し、定款に別段の規定がある場合はこの限りでない(実際は、か

かる規定を設けるのが通常である。)。定款は、取締役が単独又は登記済代理権(以下「プロクラ」とい

う。)を有する者と共同で代表権限を有する旨定めることができる(かかるプロクラは商法典の適用を受ける

代理権であり、商業登記簿に登記される。)。共同代表権を有する取締役は、個々の共同代表権を有する取

締役に一定の事業又は一定の種類の事業を行うことを授権することができる。

取締役会又は代表権限の変更は、その都度商業登記簿に登記されなければならない。

取締役は、任期を最長５年として監査役会により任命される。再任又は任期の延長は、それぞれ最高５年

を任期として許される。

取締役は、重大な理由がある場合に、監査役会の決議によってのみ解任することができる。

取締役会は内部的監視システムを設立し、監査役会に会社の運営及び基礎的計画に関する定期報告書を提

出しなければならない。監査役会はまた、いつでも特別報告書を請求することができる。株式会社法は会社

の取締役及び監査役の兼任を禁止している。取締役及び監査役は双方とも会社に対する忠実義務及び注意義

務を負う。

 

監査役会

株式会社法第95条に従い、監査役会は最低３名乃至最高21名の監査役(その員数は３で割り切れる数でな

ければならない。)によって構成される。

但し、1976年５月４日付共同決定法(Mitbestimmungsgesetz、MitbestG)(以下「共同決定法」という。)

は、異なる構成について規定しており、同法は、一般に従業員数が2,000名を超える全ての会社に適用され

る(以下の記載は共同決定法に従う会社に関するものである。)。

共同決定法に従い、監査役会は以下に従って構成されなければならない。

(イ)一般に従業員数が10,000名以下の会社の場合は、12名の監査役。その内訳は、株主代表６名及び従業員

代表６名(そのうち４名は会社従業員、２名は労働組合代表)とする。但し、定款で員数を16名又は20名

と規定することができる。
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(ロ)一般に従業員数が10,000名超20,000名以下の会社の場合は、16名の監査役。その内訳は、株主代表８名

及び従業員代表８名(そのうち６名は会社従業員、２名は労働組合代表)とする。但し、定款で員数を20

名と規定することができる。

(ハ)一般に従業員数が20,000名を超える会社の場合は、20名の監査役。その内訳は、株主代表10名及び従業

員代表10名(そのうち７名は会社の従業員、３名は労働組合代表)とする。

株主代表に関する監査役会の構成は共同決定法の適用を受けないが、従業員代表に関しては、共同決定法

にさらに詳しく規定されている。

定款により具体的な指名権が定められていない限り、株主代表は株主総会で選任される。従業員代表の選

任については共同決定法第９条乃至第24条が適用され、共同決定法の授権に基づき1977年６月23日に発布さ

れた３つの規則にさらに詳細な規定がある。

監査役の任期は、当該監査役の就任後４事業年度目に係る同監査役の解任につき決議する株主総会をもっ

て終了する期間、すなわち約５年を超えることはできない。

監査役の代理人は任命することができないが、株主代表であるか、また従業員代表であるかを問わず個々

の監査役については、かかる正規の監査役とともに補欠を選任することができる。かかる補欠は、正規の監

査役が任期満了前に離任した場合に監査役になる。

 

監査役会の職務権限

監査役会は、取締役の任命及び業務執行の監査を職務としている。監査役会は、会社の財産のほか会社の

帳簿及び記録を閲覧・監査することができる。各監査役は、取締役会に対して報告書を監査役会に提出する

ように要求する権限を有する。裁判上及び裁判外において取締役会を相手方とする場合には、監査役会が会

社を代表する。また会社の利益のために必要な場合は、株主総会を招集しなければならない。

業務執行の機能を監査役会に委譲することはできないが、定款又は監査役会は、監査役会の同意を得なけ

れば一定の業務執行上の措置を行ってはならない旨定めなければならない。

監査役は、その監査機能を各自遂行しなければならず、第三者への委譲は認められない。

さらに、監査役会は年次財務書類及び経営報告書並びに連結財務書類及びグループ経営報告書の確定過程

に参加する。これらの書類及び報告書は全て、独立監査人から監査役会へ提出される。独立監査人との間の

契約は、監査役会により承認される。これらの書類及び報告書は全て、監査役会会長宛で直接監査役会に対

して提出されなければならない。監査役会は、同書の検討結果について株主総会において書面で報告し、か

つ、取締役会にかかる報告書を提出しなければならない。

監査役の報酬は、定款又は株主総会決議により決定することができる。

 

会長、決議、委員会

監査役会は、監査役の中から監査役会会長１名及び副会長１名以上を選任しなければならない。
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法律又は定款に別段の定めがない限り、法律又は定款に規定された決議のための定足数は全監査役の半数

以上である(株式会社法第108条第２項及び(該当する場合は)共同決定法第28条)。他の監査役又は監査役会

に出席する権利を有するその他の者を通じて書面で投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の

定めがない限り、決議には投票数の過半数が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができる

が、この場合も可否同数であれば監査役会会長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はな

い(共同決定法第29条)。

監査役会は、監査役によって構成される委員会を設置することができ、かかる委員会に対して、株式会社

法第107条第３項に特定される一定の事項以外の事項につき監査役会に代わって決定することを委任するこ

とができる。１つの例外を除き、ドイツの会社法は監査役会に関する特定の委員会の創設を義務付けてはい

ない。従業員が2,000名を超えるドイツの会社は、取締役の任命又は解任に伴い発生する監査役間の争議に

関して、監査役会を補佐する調停委員会を設置するよう義務付けられているだけである。

 

取締役の任命

取締役の任命には、一般的に監査役会の構成員の過半数の賛成が必要とされる。共同決定法が適用される

場合、取締役選任のための監査役会決議には３分の２の多数が必要となる(共同決定法第31条)。かかる多数

が得られない場合、監査役４名によって構成される調停委員会は１か月以内にかかる選任の提案をしなけれ

ばならない。その後は、かかる提案が承認されると否とにかかわらず、監査役会決議を過半数で採択するこ

とができる。可否同数の場合、会長が追加投票による２回目の投票権を有する。

 

株主総会

株主は、株主総会でその権利を行使し、株式会社法又は定款に定められた事項について当該総会で決議す

る。その主な決議事項は以下の通りである。

(イ)監査役会における株主代表の選任

(ロ)純利益処分案

(ハ)取締役及び監査役の解任

(ニ)独立監査人の選任

(ホ)定款変更

(ヘ)増資及び減資

(ト)特別独立監査人の選任

(チ)会社の解散

株主総会は、取締役会からその旨請求された場合に限り、業務執行上の問題につき決議することができ

る。
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定時株主総会は、事業年度終了後８か月以内に開催されなければならない。当該総会は、承認された年次

財務書類及び連結財務書類を受領しなければならない。年次財務書類及び連結財務書類は取締役会によって

作成され、会社の進展状況及び現状に関する正確かつ公正な見解が記載されていなければならない。さらに

また、事業年度終了後に生じた事象で特に重要なものについての記載、並びに(もし可能であれば)会社の将

来における進展及び研究開発分野における活動についても記載することが求められる。年次財務書類の内容

をもとにして、定時株主総会では純利益処分案並びに取締役及び監査役の解任について決議を行う。また当

該総会は独立監査人を選任する。株主総会は、会社の利益のために必要な場合にもまた招集されなければな

らない。株主総会を招集できるのは、取締役会、監査役会又は５％以上の株式資本を有する株主である。招

集通知は連邦官報に公告されなければならない。招集公告には、株主総会の開催日、場所並びに出席のため

の前提条件及び議案を記載するものとし、招集は、株主総会開催日より少なくとも30日前までに公告されな

ければならない(周知期間)。定款により登録が必要とされる場合には、上述の周知期間は申込期間の日数に

応じて延長されるものとする。取締役会及び監査役会は、決議を要する各議案につき提案を行わなければな

らない(監査役及び独立監査人の選任決議案は、監査役会のみが提案を行う。)。

株主は、株主総会において議案に対して反対提案又は選択提案を提出することができる。株主が、株主総

会開催の少なくとも14日前までに、会社に対し、反対提案をその理由書とともに送付するか又は選択提案を

送付した場合には、会社は、かかる提案を(それに対する会社の意見(もしあれば)とともに)株主に伝達する

ようにしなければならない。

各株主は、当該情報が議題の適切な判断に必要な場合に限り、株主総会において、取締役会に対して会社

の業務に関する質問について回答を求めることができる。株式会社法第131条第３項に定める一定の事由(例

えば回答することが会社に相当の不利益を与える場合)がある場合は、取締役会は回答を拒否することがで

きる。

株式に伴う議決権は、株主が自ら又は株主が選任した代理人を通じて行使することが可能である。株主

は、会社が指名する代理人の任命を選択することもできる。

代理人が金融機関、持株会又は株式会社法第135条の範囲に含まれる「その他の者」に該当する場合、株

式会社法によれば代理権限を付与するために書面が必要とはされておらず、また定款にはかかる場合につい

て定めた特別の規定は置かれていない。それゆえに、上述の金融機関、持株会及びその他の者は代理人選任

の様式を用意し、かかる様式は代理権限の付与に適用される法定の規定(特に株式会社法第135条に含まれる

規定)を遵守していれば足りる。

代理人が金融機関、持株会又は株式会社法第135条の範囲に含まれる「その他の者」のいずれにも該当し

ない場合、当該代理人の代理権は、書面により付与されなければならない。ドイツテレコム・アーゲーの定

款に従い、代理権の授与及びその取消し並びに権限の証拠は、株主総会招集の際に示されるファックス番号

を使用してファックスにより、又はかかる目的のために当社が提供するパスワード制御されたインターネッ

ト・ダイアログを利用することにより当社に送付することもできる。
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株主総会の決議は、行使された議決権の過半数によって行うことができる。定款は、額面金額いくらに対

し１個の議決権を付与するかを規定する。一定の場合(例えば定款変更、増資、減資、解散、事業会社との

間の契約の承認等の場合)には、法律により総会において決議が議決権の４分の３の多数でなされることが

要求される。但し、いくつかの例外(例えば会社の目的の変更、増資の際の新株引受権の排除、減資等)の場

合を除き、かかる４分の３の多数要件を定款で行使された議決権の過半数までに軽減することができる。

株式が証券取引所に上場されている場合、株主総会については公証人により議事録を作成することが要求

される。かかる議事録には投票の結果が記載されなければならない。議事録は、商業登記所に提出される。

 

計算、純利益処分

取締役会は、事業年度終了後３か月以内に、年次貸借対照表及び損益計算書(年次財務書類)、前事業年度に

ついての年次営業報告書並びに連結財務書類及びグループ経営報告書(該当する場合)を作成し、これを独立監

査人に提出しなければならない。年次財務書類及び連結財務書類は、適正会計の原則に従っていなければなら

ず、簡潔かつ記載漏れがなく、また会社の財政状態及び営業成績を偽りなく表示するものでなければならな

い。会社は法定準備金を積み立てなくてはならず、その積立ては下記のもの等から成る。

(イ)前期繰越損失額を減じた当期純利益の５％(当該準備金が定款記載の株式資本の10％以上に達するまで)

(ロ)新株発行の際の額面超過額

(ハ)転換社債又は新株引受権付社債の発行価額のうち当該社債の償還額を上回る部分に相当する金額

(ニ)株式に対する優先権の対価として株主が支払ったプレミアム額

法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損填補の場合に限られる。

会社が自社株を購入する場合、当該株式の簿価と同額の自己株式準備金の設定が可能でなければならない。

法定準備金のほか、他の公示積立金を設定することができ、株式会社法及び定款の規定の範囲内で、会社の

純利益の一部又は全部をかかる他の公示積立金に組み入れることができる。

取締役会の報告書には、営業状況及び会社の状態を記載するとともに事業年度終了後に生じた事象で特に重

要なものも報告することを要し、さらに年次財務書類及び連結財務書類について説明しなければならない。

帳簿及び取締役会の報告書を含む年次財務書類並びに連結財務書類及びグループ経営報告書は、監査役会の

提案に基づき株主総会で選任された独立監査人の監査を受けなければならない。当該監査人は、監査の結果を

書面で報告する。かかる監査の最終結果に基づき異議のない場合、当該監査人は、当該年次財務書類に承認の

付記をすることによりその旨確認する。承認の付記についてはその文言が法律(商法典第322条第２項)により

規定されている。
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独立監査人は監査後、年次財務書類、取締役会の報告書、連結財務書類、グループ経営報告書及び監査報告

書を監査役会に提出しなければならない。監査役会は、年次財務書類、取締役会の報告書、連結財務書類及び

グループ経営報告書と併せて取締役会の純利益処分案を監査しなければならない(上記参照のこと。)。監査役

会は、監査の結果を書面で株主総会に報告しなければならない。さらに、監査役会は、独立監査人による年次

財務書類及び連結財務書類の監査結果について意見を述べなければならない。監査役会は上記報告書の末尾

に、その監査の最終結果に基づき異議を申し立てるべきか否か、並びに取締役会の作成した年次財務書類及び

連結財務書類を承認するか否かを記載することを要する。監査役会が年次財務書類及び連結財務書類を承認す

れば、当該年次財務書類及び連結財務書類は確定する。但し、取締役会及び監査役会が、かかる確定を株主総

会に委ねる旨を決定した場合はこの限りでない。通常は、取締役会及び監査役会がかかる確定を株主総会に対

して委ねることはない。

 

純利益処分案

株主総会は、純利益処分案について決議しなければならないが、この場合、確定された年次財務書類に拘束

される。

配当は、年次財務書類における処分済み純利益(Bilanzgewinn)のみを原資として宣言され、支払われる。年

次財務書類は取締役会及び監査役会の決議により、確定・承認される。配当可能な貸借対照表上の利益の決定

に際し、取締役会及び監査役会は、法定準備金及び繰越損失額へ割り振った金額を控除した後の年次剰余金

(Jahresüberschuss)の全部又は一部を、利益準備金(andere Gewinnrücklagen)に配分しなければならない。

 

公告及び提出義務

年次財務書類、取締役会の報告書、連結財務書類、グループ経営報告書、監査役会の報告書、取締役会の純

利益処分案並びに、商法典第289条第(4)号、第(5)号及び第315条第(4)号に従って要求される情報を含んだ説

明報告書は、株主総会招集日以降、会社の本店内で株主の閲覧に供せられる。要求があればかかる書類の写し

が株主に提供される。これらの義務は、かかる書類が同期間中に当社のインターネットのページにて閲覧可能

な場合には適用されない。会社は、これらの書類を、株主総会議案、株主によって提出された当該提案に係る

議案に対する異議及び監査役に関する代替の指名案(これらは一般に入手可能にする必要がある。)並びに株主

総会に関するその他の書類とともに自社のインターネット・サイトにおいても公表する。通常は、連結財務書

類、グループ経営報告書、及び監査役会の報告書は会社の年次報告書に含まれ、かかる報告書は株主その他の

利害関係者に提供される。

取締役会は、事業年度終了後４か月以内に、特に独立監査人の承認の付記がなされた年次財務書類、連結財

務書類、取締役会の報告書、グループ経営報告書及び監査役会の報告書並びにドイツ企業統治基準を遵守して

いるか否かを説明するものを連邦官報に提出しなければならない。一定の形式上の要件を除き、連邦官報のオ

ペレーターは、当該年次財務書類及び取締役会の報告書が法律及び定款の規定に従っているか否かを審査する

必要はない。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

株　　式

2014年12月31日時点で、当社の資本金は11,611,062,392.32ユーロであり、かかる資本は、無額面株式

4,535,571,247株に分割される。当社の株式は全て記名式であり、また自由に譲渡することが可能である。

 

株　　主

(イ)株主総会

株主総会は、各事業年度の最初の８か月以内に開催されなければならない。

全ての株主に対して定時株主総会に出席する権利が付与されており、同総会は取締役会によって招集さ

れる。当該総会の招集は、株主総会から少なくとも30日前に公告される(周知期間)。定款により登録が必

要とされる場合には、上述の周知期間は申込期間の日数に応じて延長されるものとする。株主による株主

総会への登録最終日は、「登録締切日」として定義される。

株主総会は、定款に別段の規定がない限り、当社の登記上の本店所在地又はドイツの証券取引所の所在

地において開催される。ドイツテレコム・アーゲーの定款に従って、株主総会は人口が250,000人を超え

るドイツの都市においても開催することができる。さらに、取締役会は、株主総会の全て又は一部を、音

声及びビデオによって放送することを許可する権限を有する。

定時株主総会の議長は、特定の人が務めなければならないと規定する法的規制はない。ドイツテレコ

ム・アーゲーの定款に従って、定時株主総会の議長は監査役会の会長が務める。会長が出席できない場合

には、監査役会が決定したその他の監査役が株主を代表して議長を務めるものとする。

(ロ)参加権及び議決権

各無額面株式毎に株主総会における１個の議決権が付与され、行使される。

当社の定款第16条は、株主の参加権及び議決権について以下の通り規定している。

「(1)　　株主名簿に登録されており、かつ、当社に対して適時に登録をした全ての株主は、株主総会

に参加する資格及び株主総会で議決権を行使する資格を有する。株主は、また、ファックスに

より又はかかる目的のために当社が提供するパスワード制御されたインターネット・ダイアロ

グを利用することにより登録を行うことができる。当社は、株主総会招集の際にかかる目的の

ために規定される住所において、遅くとも株主総会の６日前(株主総会の日及び登録の受理日を

含まない。)までに登録を受理しなければならない。

(2)　　議決権は代理人により行使することができる。代理権の付与が株式会社法第135条の適用を受

けない場合は、代理権の付与、その取消し及び権限の証拠も、株主総会招集の際に指定される

ファックス番号を利用してファックスにより又はかかる目的のために当社が提供するパスワー

ド制御されたインターネット・ダイアログを利用して当社に送付することができる。但し、代

理権の付与、その取消し及び権限の証拠の当社への送付に関して既に法律により直接規定され

ているいかなる形式も制限するものではない。
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(3)　　取締役会は、株主が各開催地に出席せずまた代理人なしで、電子通信の方法によっても総会

に参加し、その権利の全て又は一部を完全に又は部分的に行使できることとする権限を有する

(オンライン参加)。

(4)　　取締役会は、株主が総会に出席することなくして、書面又は電子通信の方法によっても投票

できることとする権限を有する(不在投票)。」

(ハ)決　　議

当社の定款に従って、決議は、強行法規の規定に別段の定めがある場合を除き、投票数の過半数により

可決される。法律により、過半数の投票に加え、過半数の株式所有も要求されている場合には、決議時に

おける株式所有の過半数により可決される。

 

会社の機関

(イ)取締役会

取締役会は少なくとも２名の構成員により構成されるが、その員数は監査役会によって決定される。監

査役会は、取締役会の会長及び副会長を任命することができる。取締役は、電気通信、経済又は事業経営

についての優れた専門家でなければならない。

取締役会は、監査役会によって承認された手続規則及び職務権限分担に従ってその業務を遂行する。取

締役会は、全会一致によって手続規則を採択するものとし、同規則は監査役会の同意を必要とする。

取締役会は、以下の例を含む一定の行為については、監査役会の同意を得なければならない。

－　当社又は当グループの純資産、財政状態及び業績又はリスク・エクスポージャーを根本的に変える

ような、当社又は株式会社法第16条乃至第18条に定義されるその関連会社の決定又は施策。かかる

施策には、その経営構造に影響を及ぼすもの並びに、新しい業種の開始、既存の業種の停止又は重

要な業種についての実質的な制約に影響を及ぼすものが含まれる。

－　設立、解散、企業、企業の一部及び議決権付株式の買収又は売却、並びに当社が直接所有する株式

の変更(特定の措置の価値が総額125,000,000ユーロを超える場合)。

当社は、２名の取締役によって又は取締役１名とプロクリスト１名(「プロクリスト」とは、商法典第

48条の「プロクラ」と称される一般的な商業上の代理権を有する者をいう。)との共同によって法律上代

表される。
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(ロ)監査役会

監査役会は、20名の監査役によって構成される。10名の監査役は共同決定法の規定に従って当社の従業

員により選任される。現在従業員を代表する監査役は、2013年11月26日に会社の代表者による集会によっ

て選任されたか、又は裁判所によって選任された。

他の監査役は株主総会によって選任される。いずれの監査役の任期も、就任後４事業年度目に係る当該

監査役の活動の正式な承認を行う株主総会の終了までとする。就任時期の属する事業年度は、前述した任

期の計算からは除かれる。

監査役会は、共同決定法の規定に従って、監査役会の会長及び副会長を選任する。

共同決定法第27条第３項により要求される調停委員会に加えて、ドイツテレコム・アーゲーの監査役会

は、当社の独立監査人が株主総会において承認を受けた時点で、その正式な雇用を取り扱う監査委員会を

設置している。監査委員会はまた、会計、リスク管理、コンプライアンス及び独立監査人の独立性に関す

る諸問題を扱っている。加えて、監査役会は、その業務を促進するために他の委員会を設置している。す

なわち、総務委員会、財務委員会、従業員委員会、指名委員会及び技術革新委員会である。米国事業のた

めの特別委員会は、2014年５月14日に再設置され、運営を再開した。当該委員会は当グループの米国にお

ける戦略的ポジショニングの監視を担当する。
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２ 【外国為替管理制度】

国際連合、欧州連合及びドイツ経済エネルギー省により採択された適用のある決議により、特定の地域、企業

又は人物に関する限定的な禁輸状況を除けば、現在、ドイツでは国際間の資本移動及び外国為替取引に関して法

的な制限は存在しない。現在のところ、とりわけシリア、エジプト、リビア、ジンバブエ、ロシア、ウクライ

ナ、スーダン、ソマリア、イラン及びイラクに関する制限が存在している。ドイツ連邦銀行(ドイツ中央銀行)

(Deutsche Bundesbank) は 、

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktionen/Sanktionsregimes/sanktionsregimes.html

上で、金融制裁プログラムに関する情報を公開している。

但し、統計上の目的から、国境を越えた通貨移動を伴う取引に関しては、限定的な報告義務が課されている。

いくつかの例外を除いて、ドイツ国内に拠点のある法人又はドイツ国内に居住する個人は全て、ドイツ連邦銀行

に対して、(ⅰ)非居住者から12,500ユーロ(又は外貨による相当額)を超える支払いを受領し、又は非居住者に対

して12,500ユーロ(又は外貨による相当額)を超える支払いを行う場合、及び(ⅱ)居住者たるノンバンクは、月末

時点における非居住者に対するその債権合計額又は債務合計額が５百万ユーロ(又はそれに相当する額。)を超え

る場合に、当該債権及び債務について報告する義務を負う。支払いは、口座引き落とし、小切手及び手形を用い

て行われる現金支払、ユーロ建て及びその他の通貨建ての送金、並びにネッティング及び決済協定を含む。さら

に、居住者たるノンバンク(個人を除く。)は、非居住者に対するデリバティブ金融商品から生じる債権又は債務

が500百万ユーロを超える場合、当該非居住者に対する債権及び債務を１年に１度(年末に)報告しなくてはなら

ない。

居住者たる法人及び個人は、資本金に対する持分又は議決権保有比率が10％又はそれ以上である場合、かつか

かる投資企業の貸借対照表合計が３百万ユーロ(又はそれに相当する額。)を超える場合には、その外国エクイ

ティ投資について毎年報告する義務を負う。

報 告 義 務 に 関 す る 詳 細 は 、

http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Service/Reporting_systems/reporting_systems.html上で入手可

能である。
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３ 【課税上の取扱い】

ドイツテレコム・アーゲーの株式の購入を予定する者は、ドイツ、日本国及び居住する各国の税法に基づく、

当該株式の購入、保有及び処分の税効果(あらゆる国税及び地方税の効果を含む。)について、各自の税務顧問に

助言を求めるべきである。

 

(1) ドイツの課税上の取扱い

2009年１月１日以降、ドイツテレコム・アーゲーによって日本国の株主に支払われる配当金は、通常、25％

の源泉課税(資本配当税(Kapitalertragsteuer))及び支払課税額の5.5％の連帯付加税(総課税割合は26.375％)

の対象となる。配当金がドイツ法人税法(steuerliches Einlagekonto)第27条の意味する範囲内のいわゆるド

イツ税金拠出勘定(German tax contribution account)から支払われる場合、当該支払いからは一切のドイツ

の源泉課税を徴収されない
(注)

。所得に対する租税及び他の一定の租税に関する二重課税の回避のための日本

国とドイツとの間の協定に従い、源泉課税率が15％に引き下げられる。この引下げは、特別課税を含む法定

レートと当該条約の適用レートの差額の還付によって行われる。還付のための届出書はドイツ、ボンD -

53225、アンデルクッペ１の連邦税務庁に提出されなければならない。当該届出書の提出期間は配当金を受領

した年から第４暦年目の末日までに限定されている。残りの15％の源泉徴収分は日本国において外国税額控除

の適用を受けられる。

日本国居住者(及び特にドイツの税法上の非居住者)が得るドイツテレコム・アーゲーの株式の売買益は、ド

イツの所得税の対象とならない。

日本国居住者(ドイツ国民ではない。)が所有するドイツテレコム・アーゲーの株式に関するドイツの相続税

(Erbschaftsteuer)は、当該日本国居住者がドイツテレコム・アーゲーの株式の10％以上を所有する場合、又

は相続人がドイツ居住者であるか若しくはドイツ国民である一定の場合に限り課税される。またドイツの資産

税(Vermögensteuer)は、現在ドイツでは課されていない。

(注)　2015年５月21日付の株主総会決議に基づいて、ドイツテレコム・アーゲーの株主に支払われる配当金は、一切の

ドイツの税金を源泉徴収されることなく支払われる。

 

(2) 日本の課税上の取扱い

所得税法、法人税法、相続税法及びその他の日本の関連法令に従いかつその制限の下で、日本国居住者又は

内国法人は、適用ある租税条約に従い、上記で述べたところに従って個人又は法人の各所得について(また個

人については相続についても)支払ったドイツ税額につき日本の税務当局に税額控除を請求することができ

る。
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４ 【法律意見】

ドイツにおける当社のヴァイス・プレジデント兼社内法律顧問であるDr.アクセル・リュッツナーより、次の

趣旨の法律意見書(ドイツの税法に関する事項を除く。)が提出されている。

(イ)　当社は、ドイツ法に基づく会社として適法に設立され有効に存続しており、有価証券報告書に記載された

通り事業を営み、財産を所有し管理するための完全な法的権能及び権限を有している。

(ロ)　当職の知りかつ信ずるところによれば、有価証券報告書に記載されたドイツ法(税法を除く。)に関する事

項についての記述は真実かつ正確である。

ドイツにおける当社のグループ税務担当シニア・ヴァイス・プレジデントであるDr.クリスチャン・ドーレン

カンプより、当職の知りかつ信ずるところによれば、有価証券報告書に記載されたドイツの税法に関する事項に

ついての記述は真実かつ正確である、との趣旨の税務意見書が提出されている。

上記意見書は、ドイツの法律に基づいて交付されたものであり、ドイツの法律に従ってのみ解釈及び適用され

なければならない。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(イ)次の表は、最近５事業年度における当グループの連結ベースの主要な経営指標等の推移を示す。

 

 12月31日に終了した年度

 2010年  2011年  2012年  2013年  2014年

営業収益(十億ユーロ) 62.4  58.7  58.2  60.1  62.7

営業損益(EBIT)(十億ユーロ) 5.5  5.6  (4.0) 4.9  7.2

当期純利益(損失)(十億ユーロ) 1.7  0.5  (5.4) 0.9  2.9

資本金(十億ユーロ) 11.1  11.1  11.1  11.4  11.6

年次報告書の提出日時点における普通

株式総数(百万株)
(1) 4,321  4,321  4,321  4,451  4,536

株主持分(十億ユーロ) 43.0  40.0  30.5  32.1  34.1

総資産(十億ユーロ) 127.8  122.5  107.9  118.1  129.4

１株当たり純資産－基本及び希釈化後
(ユーロ)

10.0  9.3  7.1  7.2  7.5

１株当たり利益(基本及び希釈化後)
(ユーロ)

0.39  0.13  (1.24) 0.21  0.65

平均従業員数
(訓練生を除くフルタイム当量)(千名)

252  240  232  230  228
 

 

注(1) ドイツテレコム・アーゲーが保有する自己株式を含む。
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(ロ)次の表は、最近５事業年度における当社の単体ベースの主要な経営指標等の推移を示す。

 

 12月31日に終了した年度
(1)

 2010年  2011年  2012年  2013年  2014年

営業収益(十億ユーロ) 4.3  3.8  3.8  3.8  3.7

経常利益(十億ユーロ) 2.6  2.1  (4.4)  3.0  4.3

当期純利益(十億ユーロ) 3.0  1.6  (4.5)  2.8  4.0

資本金(百万ユーロ) 11,063  11,063  11,063  11,395  11,611

発行済株式総数(百万株) 4,321  4,321  4,321  4,451  4,536

株主持分(十億ユーロ) 59.3  58.0  50.4  51.4  54.2

総資産(十億ユーロ) 100.1  98.4  96.8  104.7  104.4

自己資本比率(％)
(2) 59  59  52  49  52

１株当たり純資産(ユーロ) 13.73  13.42  11.67  11.54  11.94

ドイツGAAPに基づく１株当たり当期純

利益－基本(ユーロ)
(3) 0.69  0.37  (1.06)  0.65  0.89

年間平均従業員数
(訓練生を除く常勤者)(千名)

37  35  32  30  29
 

 

注(1) ドイツGAAPに基づいている。

(2) 株主持分の合計を総資産で除した比率。

(3) 当期純利益(損失)を発行済普通株式数の加重平均で除したものを基準としている。
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２ 【沿革】

歴史的背景

当グループは、総合電気通信事業者であり、世界中の当グループの顧客に対して、電気通信事業及びIT分野

における最先端サービスの包括的なポートフォリオを提供している。

ドイツにおける公共の電気通信サービスの提供は、従前のドイツ連邦共和国憲法の規定に従い、長い間国家

により独占されていた。1989年に、ドイツ連邦共和国は、従前はかかる事業の独占的供給業者に管理されてい

た郵便、電話及び電信サービスを市場原理に基づく事業に変換し、従前の独占的事業をその路線に従って３つ

の独立した企業に分割した。これらのうちの１つが、当グループの前身であるドイツ・ブンデスポスト・テレ

コムであった。同時にドイツ連邦共和国は、ドイツの電気通信市場の自由化を開始した。当グループは、1995

年１月１日に、民営の株式会社に組織変更された。

ドイツでは、1996年８月１日に、公共の固定回線音声電話を除く全ての電気通信サービスに関するネット

ワークの運営(ケーブル・ネットワークを含む。)が自由化された。これは、ドイツの電気通信分野の規制に関

する新たな法的枠組みである電気通信法が施行された時であった。電気通信法で義務付けられ、欧州委員会か

ら指令を受けたため、ドイツの電気通信分野は、公共の固定回線音声電話サービスが競争にさらされるように

なったことを通じて、1998年１月１日にさらに自由化された。以来、当グループは激しい競争に直面してお

り、特に、当グループの固定回線ネットワークへのアクセスを、規制された相互接続料金で競合会社に提供す

ることを義務付けられている。当グループの固定回線事業における競争に対する規制がもたらす影響に関する

詳細は、「第３ 事業の状況－７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項を参照のこ

と。

当グループの事業の発展における2010年１月１日以降の重要な事象は下記の通りである。

2010年１月１日、ドイツテレコムはSTRATO及びClickandBuyを買収した。

2010年４月１日、ジョイントベンチャーのEverything Everywhereが、英国にて成功裏に設立された。

2010年４月１日、ドイツテレコムはヨーロッパ事業セグメント並びに南及び東ヨーロッパ事業セグメントの

統合を行った。

2010年６月、ドイツテレコムはニューヨーク証券取引所への上場を廃止、また2010年７月には東京証券取引

所への上場を廃止した。

2011年３月20日、ドイツテレコム・アーゲー及び米国ダラスに所在するAT＆T Inc.(以下「AT＆T」とい

う。)は、TモバイルUSA(T-Mobile USA)のAT＆Tへの売却に関する合意を締結した。しかし、当事者らは2011年

12月19日に当該契約を解除した。

2011年７月11日、ドイツテレコムは10％のヘレニック・テレコミュニケーションズ・オーガニゼーション

S.A.(OTE)(以下「OTE」という。)の株式を追加取得した。

2011年10月７日、ドイツテレコム及びフランステレコム(France Telecom)-オレンジ(Orange)の調達ジョイ

ントベンチャーであるBUYINが事業を開始した。

2012年１月25日、テレコム・セルビア(Telekom Srbija)株式の売却が完了した。

2013年５月１日、TモバイルUSA(T-Mobile USA)及びメトロPCS(MetroPCS)(以下「メトロPCS」という。)の経

営統合が完了した。かかる取引の完了に伴って、当社は新会社における74.29％の持分を取得した(2013年５月

１日時点)。
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2013年第１四半期において、当グループのヨーロッパ事業セグメントの一部であるOTEは、その子会社であ

るヘラス・サット(Hellas Sat)(以下「ヘラス・サット」という。)について所有していた全株式を売却した。

2013年７月31日、OTEはコスモ・ブルガリア・モバイル(Cosmo Bulgaria Mobile (Globul))(以下「グローブ

ル」という。)及びジャーマノス・テレコム・ブルガリア(Germanos Telecom Bulgaria (Germanos))(以下

「ジャーマノス」という。)について保有していた株式をノルウェーの電気通信事業者であるテレノール

(Telenor)に売却し、同社は100％の持分を取得した。全ての関連当局は、当該取引を承認している。

2013年９月１日を効力発生日として、DIGIスロバキア(DIGI Slovakia)(以下「DIGIスロバキア」という。)

は、ヨーロッパ事業セグメントにスロバキアテレコム(Slovak Telekom)(以下「スロバキアテレコム」とい

う。)の完全子会社として含まれた。交渉の成功の末、当該買収契約は2013年５月14日に締結された。競争当

局は、2013年７月31日にかかる取得に同意した。

2013年11月初旬に、ドイツテレコムは、GTSセントラル・ヨーロッパ・グループ(GTS Central Europe group

(GTS))(以下「GTS」という。)の、総額５億ユーロでの買収に関して国際的なプライベート・エクイティ・カ

ンパニーのコンソーシアムと契約を締結した。規制当局は、2014年４月15日にかかる買収を承認した。2014年

５月30日付でGTS取引は完了し、同日付でドイツテレコムはGTSグループの連結を開始した。

2014年２月12日に、当グループはスカウト24・ホールディングGmbH(Scout24 Holding GmbH)(以下「スカウ

ト24・ホールディング」という。)の70％の株式のヘルマン＆フリードマン・エル・エル・シー(Hellman &

Friedman LLC(H&F))(以下「ヘルマン＆フリードマン」という。)への売却を完了した。規制当局は、2014年１

月に当該取引を承認した。

将来の価格の増加によって利益を得ることができるよう、当グループは、グループ本部・グループ事業セグ

メントの一部であるスカウト24・グループの約30％の持分を維持する。スカウト24・インターナショナル・マ

ネジメント・アーゲー(Scout24 International Management AG)の100％の持分を取得することにより、リンギ

エー・デジタル・アーゲー(Ringier Digital AG)は、2014年１月24日付でスカウト24・ホールディングが間接

的に保有していたスカウト24・シュヴァイツ・アーゲー(Scout24 Schweiz AG)の57.6％の持分を取得した。ス

カウト24・インターナショナル・マネジメント・アーゲーは、現在はクラシファイズ・ビジネス・ベタイリグ

ングス・ウント・フェアヴァルトゥングス・アーゲー(Classifieds Business Beteiligungs- und

Verwaltungs AG)の名称で事業を行っている。これら２つの取引の売却総額は16億ユーロに上った。約30％の

保有株式の再評価を含む売却による利益は17億ユーロを維持した。

2014年２月７日に、当グループは、８億ユーロでTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)にお

ける未所有であった残りの39.23％の株式を取得するために購入契約に署名した。当該取引は2014年２月25日

に完了した。当該取引は規制当局の認可を要しなかった。
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2014年12月から、当グループとオレンジ(Orange)は、それぞれ50％ずつ保有するEEジョイント・ベンチャー

(EE joint venture)の持分の売却について、BTと交渉を行ってきた。当該売却契約は、2015年２月５日に署名

された。合意した売却価格の125億ポンドで当該取引が完了すれば、当グループは、BTの持分を約12％保有す

る最大株主となる。取引完了時のBTの株価及びその他の要因次第では、当グループは、BTの12％の持分に加え

て現金支払を受ける可能性もある。当該取引は、未だBTの株主及び関連当局による承認を受けていない。当該

取引により、当グループは、固定ネットワーク及びモバイル通信の総合プロバイダーであるBTによって提供さ

れる機会から恩恵を受けることが可能になる。

 

買収及び売却

次の表は最近３事業年度間において当グループが行った主要な買収及び売却をそれぞれ示している。

 

年　　度  セグメント  事　　象  金　　額

      (十億ユーロ)

2014年  ヨーロッパ  GTSセントラル・ヨーロッパ・グループの取得  0.5

2014年  ヨーロッパ  Tモバイル・チェコ共和国の残存持分39％の持分の取得  0.8

2014年  ヨーロッパ  スカウト24・ホールディングの持分のうち70％の売却  1.7

2013年  米　　国  メトロPCSの取得  1.6

2013年  ヨーロッパ  OTEのヘラス・サットの持分の売却  0.2

2013年  ヨーロッパ  OTEのグローブル及びジャーマノスの持分の売却  0.6

2013年  ヨーロッパ  スロバキアテレコムからのDIGIスロバキアの取得  0.1

2012年  ヨーロッパ  テレコム・セルビア(Telekom Srbija)株式の売却  0.4
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日本における活動

下記はティー・システムズ・ジャパン株式会社に関する情報である。

「ティー・システムズ・ジャパン株式会社」は、2002年１月１日に旧法人「ドイツテレコム株式会社」

(1990年４月12日に設立)をもとに設立された。2002年４月１日以降、「ティー・システムズ・ジャパン株式会

社」は、当社の100％子会社であるTシステムズ・インターナショナルGmbH(以下「Tシステムズ」という。)の

100％子会社である。

 

設立年月日 ：1990年４月12日

資本金 ：495百万円

代表取締役 ：グレガー・B.マース

従業員数 ：11名(2014年12月31日時点)

日本において提供

するサービス及び

製品

 

 

：

 

 

変革プログラム「Tシステムズ2015+」の一環として、日本の部門は、2015年中

に小規模な日本国内のネットワーク・サービスを中心とする事業体に変更され

る予定である。APAC向けの日本国内のネットワーク・サービス、並びにグロー

バルなTSI(T-Systems International)及びDTネットワークに加えて、TC(電話

通信)関連サービスを主とした限定的なサービスを日本で提供する予定であ

る。

  ネットワーク・ソリューション － テレコム・グローバル・ネット

・　事業内リンク

・　グローバルATM

・　グローバル・フレーム・リレー

・　グローバル・イントラネット

・　グローバル・インターネット

・　T-VPNグローバル/T-VPNグローバル・ベーシック

・　グローバル・リモート・アクセス

  国際通信事業者向けの販売及びサービス

・　ボイス

・　帯域幅

・　グローバルIP/データ
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３ 【事業の内容】

(1) 会社の目的

事業目的は、ドイツ国内外において、電気通信、情報技術、マルチメディア、情報及びエンターテインメン

ト(ギャンブル又はくじを目的とするものを含む。)、セキュリティー・サービス、販売及び仲介サービス、電

子バンキング、電子マネー及びその他の支払ソリューション、集金代行、ファクタリング並びにレセプション

及び監視の全分野、並びにこれらの分野に関連するあらゆるサービス、並びにこれらの関連分野に従事するこ

とである。

当社の事業目的は、特に、前述の分野に関連する企業の事業に従事することであるが、それのみではなく、

ベンチャー・キャピタル持分の取得、保有、管理及び売却を含む、ベンチャー・キャピタルの分野の事業に従

事することも含んでいる。さらに、当社の事業目的は、当社の定款第２条第１項第１文に規定される分野に関

連する再保険の領域に従事することであるが、かかる活動は、当社自身によって直接に行われてはいけない。

さらに当社は、上記の事業目的に資するに適切と考えられるその他一切の取引を締結し、その他一切の施策

を行うことができる。また、当社はドイツ国内外において、同一又は類似するその他の事業を設立し、取得し

かつそれらに参加することができる。また、当社はかかる事業を経営し、又は自らの参加について制限を設け

ることができる。当社は関係企業に自らの事業の全部又は一部を分離することができる。

 

(2) 事業の内容

当社の主要な事業は電気通信サービスの提供である。詳細は、「第３ 事業の状況」の項を参照のこと。

 

(3) 事業内容の変更等

本書に別途記載のあるものを除き、2014年12月31日以降、当社の事業内容に重要な変更はなかった。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社の状況

当社に親会社は存在しない。但し、当社の少数株主であるドイツ連邦共和国は、平均的な出席者数の水準故

に株主総会の安定的多数を代表するため、ドイツテレコムは株式会社法第17条第１項に従い、ドイツ連邦共和

国の子会社(dependent company)となる。

 

(2) 子会社の状況

主要子会社は次の表の通りである。

 

名称及び本店所在地
当社持分割合
2014年12月31日

(％)

株主持分
2014年12月31日
(百万ユーロ)

2014年度
営業収益

(百万ユーロ)

2014年度
従業員数
(年間平均)

TモバイルUSインク (べル

ビュー、ワシントン、米国)
(1)(2) 66.29 14,060 22,408 37,858

Tシステムズ・インターナショナ
ルGmbH (フランクフルト/マイン)

100.00 997 6,472 21,590

テレコム・ドイチュラントGmbH
(ボン)

100.00 4,223 21,760 12,423

ヘレニック・テレコミュニケー
ションズ・オーガニゼーション
S.A. (OTE) (アテネ、ギリシャ)
(1)

40.00 3,591 3,918 21,903

マジャールテレコム・パブリッ
ク・リミテッド・カンパニー (ブ

ダペスト、ハンガリー)
(1)(2)

59.23 2,137 2,013 14,559

Tモバイル・ネザーランド・ホー
ルディングB.V. (ハーグ、オラン

ダ)
(1)(2)

100.00 2,508 1,551 1,439

Tモバイル・ポルスカS.A.(ワル

シャワ、ポーランド)
(2) 100.00 2,395 1,492 4,641

Tモバイル・チェコ共和国a.s.

(プラハ、チェコ共和国)
(1)(2) 100.00 1,588 874 3,419

フルバツキテレコムd.d. (ザグレ

ブ、クロアチア)
(1)(2) 51.00 1,964 905 5,359

Tモバイル・オーストリア・ホー
ルディングGmbH (ウィーン、オー

ストリア)
(1)(2)

100.00 973 815 1,113

スロバキアテレコム a.s. (ブラ

ティスラバ、スロバキア)
(1)(2) 51.00 1,956 768 3,752

注(1) サブグループ会社の連結財務書類

(2) ドイツテレコム・アーゲーの間接保有

 

商法典(HGB)第313条に従って、投資持株の完全なリスト(これは連結財務書類に対する注記にも含まれてい

る。)は連結財務書類とともに、電子版連邦官報(Bundesanzeiger)で公表される。当該リストは、ドイツテレコ

ム・アーゲー(ボン)のインベスター・リレーションにおいて請求の上で入手可能である。さらに、当該投資持株

のリストは、商法典(HGB)第264条第３号に従った簡易オプションを実施している全ての子会社又は商法典(HGB)

第264条bに従った簡易開示オプションを実施している全ての子会社の完全なリストを含む。

下記「第３ 事業の状況」及び「第６ 経理の状況」の連結財務書類に対する注記も参照のこと。
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５ 【従業員の状況】

・　2014事業年度末日におけるドイツ国内外の従業員数：227,811名

・　2014年のドイツ国内外の従業員の平均年齢：40.6歳(ドイツ国内：45.3歳、ドイツ国外：35.8歳)

・　2014年12月31日時点のドイツ国内の従業員の平均勤続年数：21.74年(グループ全体の数値は入手不可

能)

・　2014年のドイツ国内外の従業員の平均年間給与(賞与を含む。)：54.1千ユーロ

・　2014年のドイツ国内外の年間フルタイム当量：60.5千

 

従 業 員

 

-　HR戦略の実行

-　2015年のHR戦略

-　従業員数の推移

 

詳細は、当グループのその他の出版物(www.telekom.com/media/publications)を参照のこと。

 

ヒューマン・リソース戦略

当グループのヒューマン・リソース戦略とは、常にビジネスを変化させることである。当グループは、明日

の課題に対処するために今日何ができるのか、常に自分自身に問いかけなければならない。高い業績を上げる

マネージャー、従業員及びチームは、当グループの経済的成功の基盤である。当グループは、満足した従業員

のみが一貫して優れた業績を上げると考えている。これを踏まえて、従業員の成功と同様に当社の成功に向け

て有効なHR活動に専心している。

ヒューマン・リソースの職務は、ヨーロッパにおける優れた電気通信プロバイダーになるために、適切な手

段及びイニシアチブを取ることでグループ戦略を支援することである。当グループの行動範囲は、外部及び内

部環境によって定義されている。当グループは、競争が激しく頻繁に厳しい規制が課されるICT市場で成功す

るために、懸命に努力している。非常に強い価格圧力により、当グループはさらに革新的かつ効率的になるこ

とを余儀なくされている。当グループはまた、HR活動の形成に影響を及ぼす世界的なトレンド(デジタル化、

グローバル化、変化する基準及び価値、人口変動並びに知識社会への進化)も考慮している。同時に、当グ

ループは社会憲章(Social Charter)、行動規範(Code of Conduct)及び基本理念(Guiding Principles)を含む

内部的な価値にも常に留意している。
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当グループのHR戦略は、ドイツテレコムの全てのHR部門が同じ目的に焦点を合わせるように、こうしたあら

ゆる点を考慮し、前進する方法を示している。2014年に当グループは、５つの主要なテーマに分けてHR活動を

行った。５つのテーマは、HRのビジョンをより具体的な項目(以下のHR Big 5)にまとめたものである。

-　HR Big 1- 事業による総合的な労働力の管理を続ける

-　HR Big 2- リーダーシップ及び成果の発現を奨励する

-　HR Big 3- 当グループの労働力の雇用適性を養う

-　HR Big 4- 組織的効果を増加させる

-　HR Big 5- 無駄を省きシンプルにする

 

以下に示すのは、当事業年度において、当グループのヒューマン・リソース戦略が成功裏に実行されたこと

を説明するいくつかの例であり、HR Big 5に従ってカテゴリーに分類されている。

 

HR戦略の実行

HR Big 1 － 事業による総合的な労働力の管理を続ける

当グループの変革は最優先課題であり、今後数年間にわたって最優先課題であり続けるだろう。当グループ

は、例えばTシステムズにおいて、当グループの変革プログラム(transformation program)を通じて当グルー

プのビジネス・モデルに必要とされる調整、ビジネス・ニーズに焦点を当てた人材開発及び継続的な従業員研

修といった様々な変革の側面に取り組んでいる。かかる変革プログラムにおいて、当グループは、デジタル成

長分野に向かって進むこと、ICT事業を変革すると同時にその効率化を図ること及び無駄な成長を抑えること

により、利益性をさらに高めている。そのためには、複雑な雇用削減も必要である。かかる雇用削減の一環と

して、当グループは、当事業年度の間に社会的に配慮した方法で、雇用者数の見直しを何とか行ってきた。当

グループは、様々な人員削減方法及び革新的な変更管理手続によって、不要とされた職務に就いていた全従業

員をサポートし、新たなキャリアを見つけるよう支援している。これは、当グループが強制的な解雇を回避

し、有資格のIT専門家を有する新たなビジネス分野を構築できることを意味している。

当グループは、ドイツの特に新たな仕事が生まれている成長分野において、外部スタッフよりも内部の候補

者に優先権を与えるHRイニシアチブを成功裏に遂行している。かかるイニシアチブの目的は、欠員のポジショ

ン及び外部スタッフの業務に人員を配置する際に、特に余剰人員が出た部門に所属しているふさわしい内部希

望者に優先権を与えることである。当事業年度だけでも、約600の内部への配置に成功した。かかる取組み

は、当グループの人員削減のための中央サービス提供会社であるヴィヴェント(Vivento)が協力・管理してい

る。ヴィヴェント(Vivento)は、2014年４月１日より、「テレコム・プレースメント・サービス(Telekom

Placement Services)」という名称で内部的に活動している。
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HR Big 2 － リーダーシップ及び成果の発現を奨励する

当グループのマネージャーのスキル及び従業員の成果の発現は、当グループにとってグローバル競争におけ

る２つの成功の鍵である。そのため、当グループは、リーダーシップ・モデルを再編し、一貫性のあるグルー

プ規模のリーダーシップ原則を構築した。これらの活動は、当グループのHRイニシアチブ「リード・トゥ・

ウィン(Lead to win)」に組み込まれている。

当グループのリーダーシップ・モデル「リード・トゥ・ウィン」は、基本理念(Guiding Principles)に加え

て新たなリーダーシップ原則である「協調(Collaborate)」、「革新(Innovate)」、「実行力の付与(Empower

to perform)」に基づき、2014年に最初に上級管理職の間で導入された。このリーダーシップ・モデルは、

2015年中に他の管理職レベルにも徐々に展開していく予定である。基本的に、「リード・トゥ・ウィン」は、

マネージャー及び従業員の間における、業績及び開発の課題(パフォーマンス・ダイアログ(Performance

dialog))、業績評価とインセンティブの直接的なつながり(リワード(Rewards))並びに自己啓発の道筋

(ニュー・ホライズン(New horizon))に関する継続的な意見交換に焦点を当てている。

 

HR Big 3 － 当グループの労働力の雇用適性を養う

当グループは、「当グループの労働力の雇用適性を養う」という戦略的焦点を実行するために、特に以下の

２つの目的を追求している。

 

-　当グループのHRイニシアチブであるエデュケーション3.0(Education 3.0)では、従業員の専門知識の拡

大及び将来的に高い需要が見込まれるスキルに向けた研修の推進に焦点を当てる。

-　当グループの多様性に関する様々な側面をサポートする多様性対策。当グループは、女性の割合を高

め、従業員の国際化を図るという決定を維持する。人口変動に関しては、統合的な人口変動管理に依存

し、特に、高齢者従業員の雇用適性の確保に熱心に取り組む。さらに、人生の各段階におけるワーク・

ライフ・マネジメントの一環として様々な対策を講じることで、こうした取組みを促進する。具体的な

対策としては、柔軟な労働時間モデル、社内のチャイルド・ケア施設及び家族の緊急時のための休暇な

どがある。これらの活動は、「人口変動及びワーク・ライフ・マネジメント」という表題の下で統合さ

れている。
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当グループの研修に関するHRイニシアチブであるエデュケーション3.0(Education 3.0)は、研修のポート

フォリオをグループの戦略的なスキル要件に一致させるためのものである。当グループは、研修への投資によ

る効果を期待している。従業員及び当社への最大限の恩恵を確保するために、単独に提供する研修、追加研修

及び大学教育を統合的な教育チェーンに組み込んでいる。こうした手法により、当グループは、従業員がシー

ムレスなプロセスの中でスキルを向上させることを可能にしている。当事業年度では、当グループは既に、IT

セキュリティ、全てのIP及びビッグ・データに関する戦略的なスキル要件のための教育チェーンを確立し、必

要性に基づいた新たな研修プログラムをプロセスに導入している。例えば、サイバー・セキュリティ・プロ

フェッショナル(Cyber Security Professional)は、共同研修プログラムにおいて、研修生及び受講生の中に

IT専門家の戦略的な発展の促進をもたらすため、こうした重要なビジネス分野においてスキルを持つ専門家が

不足しているという問題に対処することができる。同時に、当グループは、研修という点においても、デジタ

ル化された仕事の必要性を満たすために、最新のデジタル・サポートによる学習方法への依存度を高めてい

る。

人口変動及びワーク・ライフ・マネジメント。労働市場は変化している。労働力が多世代にわたる中、今後

は異なる価値観、考え及び必要性を持つ様々な年代の人々が長期にわたって協力して働くことが必要になる。

これにより、一連の課題が生まれる。当グループは、これらの課題を意識し、当事業年度も引き続き組織的な

人口変動管理プログラムの微調整を行い、あらゆる年齢及び人生の段階に適した多くの手法を導き出した。こ

れらの中には、ヘルスケア・プログラム及び世代を超えたワーキング・チームの推進も含まれている。当グ

ループは、ワーク・ライフ・バランスに焦点を当てることで、従業員が人生のどのステージにおいても仕事面

とプライベート面のバランスをより効果的にとれるようになって欲しいと考えている。一例として、２名の従

業員が１つの職務を共有するタンデム・ポジション(tandem position)の促進がある。さらに、新たなイニシ

アチブによって、多くのマネージャーには、自分自身のための様々な柔軟な労働時間モデル及びオプションを

試験的に導入し、パイロット・プロジェクトの一環として自らが代表者となって活動する機会が与えられた。

女性クォータ制度。当グループは、女性管理職の割合を高めることに尽力しており、2010年から女性クォー

タ制度を導入している。当グループの目標は、2015年末までに、全世界の上級及び中間管理職位の少なくとも

30％を女性が占めることである。2013年末には、ドイツではこうした管理職５名のうち約１名、全世界では４

名のうち１名を女性が占めていた。2014年には、主に企業買収及び売却の結果として、増加ペースがやや鈍化

した。かかる変化は、管理職位の女性の数を増やすという当グループのイニシアチブを一部相殺した。しか

し、中期的には、2015年を大幅に過ぎても女性の割合を30％にするという目標を確実に達成したいと考えてい

る。管理職に就く女性の数が増加すれば、当社全体に文化的変革が深く根差し、チームの多様性が促進され

る。当初より、女性クォータ制度の達成に向けた当グループのプログラムは、グローバルなタレント・パイプ

ライン全体に適用されている。そのための手段として、採用から管理職開発プログラム及び選出審査全般にわ

たり、全てのエントリー及び選出の段階で女性の割合が算出され、状況の改善に向けた独自の目標が設定され

ている。
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全体として、管理職位における女性の比率は、2010年以降増加している。グループ全体では、2010年２月の

19％から2014年12月には25.6％に増加した。2010年以降、当グループはまた、監査役会における女性の割合を

(特に従業員代表の中で)恒常的に増加させている。ドイツでは2010年に、女性は監査役のうち17.7％を占めて

いたが、2014年12月までに28.1％に増加した。同期間においては、当グループの国際監査役会における女性従

業員代表者の割合も同様に増加が加速し、7.4％から22.6％に増加した。また当グループは、数年間にわたっ

て取締役会に女性が含まれている数少ないDAX構成企業の１つである。当グループの取締役会下に置かれる国

際経営チームであるビジネス・リーダー・チームの女性メンバーの数は、2010年２月の２名から2014年12月に

は８名(合計55名中)に増加した。

当事業年度における多様性及び女性の促進を図る重要な施策には、セグメントの境界線を越えて当グループ

の才能に対する認知度を高めること及び監査役候補者の研修プログラムも含まれている。当グループは、独自

のプラットフォームであるタレント＠テレコム(Talents@Telekom)を構築した。これにより、HRのスタッフは

グループ内の他の部門に所属する従業員のプロフィールにアクセスでき、欠員が発生した際には適した候補者

への打診が可能になる。2014年第４四半期に、当グループは、関連会社を対象とした潜在的な女性監査役の

プールを構築するために、開発プログラムをスタートさせた。内部の監査役会では、約250の職位を定期的に

埋める必要がある。現在、こうした職位のうち女性が占める割合は25％以下にとどまっている。このため、当

社は、社内の全部門において献身的な準備プログラムの立案を進めたところ、2014年には各国から29名の女性

マネージャーがプログラムに参加した。2014年のもう１つの重要な施策は、選択的に女性に呼びかけることで

あった。かかる施策は、例えば、当グループのウェブサイト「ウーマン・スペシャル(women special)」、内

部及び外部の広告、さらには、フェムテック(femtec)等の特に女性を対象とした見本市への参加を通じて行っ

た。また、当グループ内部の女性のネットワークとの連携を強化し、例えば求人のニュースレターを通じて、

関心を持っている女性や意欲的な女性への働きかけを広げている。
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HR Big 4 － 組織的効果を増加させる

仕事の量と内容が拡大しているため、求められるものは常に増加している。このため、個人及び組織の双方

のレベルで高い柔軟性が必要とされている。当グループは、先進的な手法及びツールを使用し、従業員が新た

な課題に素早く適応できるように支援している。最新の職場、労働時間モデル及び仕事の形式は、当グループ

の柔軟性のある仕事環境のコンセプトの枠組みを提供しており、かかる枠組みは、2014年にさらに拡大され

た。これは、グループ内の連携の促進及びイノベーションの強化に寄与している。当グループには、効果的な

仕事の技術に焦点を当てた２つのHRイニシアチブがある。それは、シェアグラウンド(Shareground)及び

フューチャー・ワーク(Future Work)である。

シェアグラウンドは、当グループが2013年に開始したイニシアチブであり、多くの優れたプロジェクトの第

一歩となった。シェアグラウンドは、新たな仕事の方法、連携の形態及び革新的な学習形式に向けた道を開い

た。これらは、当社の変革の力を強化し、また、変更プロジェクトを確実に成功させる上で役立っている。さ

らに、シェアグラウンドは、顧客の利益に一貫して焦点を当てると同時に、従業員の間に革新的な思考を促し

ている。またシェアグラウンドは、当グループ内におけるリーダーシップの新たなコンセプト及び変革に焦点

を当てた文化的イノベーションの実行にも寄与している。

１つの例として、マゲンタMOOC(Magenta MOOC)形式がある。これは、ドイツのDAX上場企業が提供する初の

「大規模公開オンライン講座(MOOC)」であった。MOOCは、インターネット・ベースのディスタンス・ラーニン

グの手法であり、著名な科学者及び名高い専門家によるビデオ講義を中心に展開され、双方向の訓練及びグ

ループ討議による補強が施されている。マゲンタMOOCは、グループ全体がアクセスできるオンライン講座であ

り、グループ内での実質的な連携に焦点を当てている。2014年のMOOCのテーマは、「企業精神の共有(Share

your corporate spirit)」であった。当該テーマは、2014年４月から７月にかけて適用された。27か国から

3,600名以上の従業員が参加した。分野横断的に、会社全体のチームが合同でアジャイル手法を使用し、顧客

に焦点を当てた革新的なソリューションを開発した。かかるソリューションは、変革のトレンド、顧客のニー

ズ及びシンプル化の戦略に由来している。これを手掛かりに、100件のビジネス及び製品のアイディアが生ま

れた。

シェアグラウンド・シンプリシティ(Shareground Simplicity)は、マネージャー、チーム及び従業員に直接

向けられたサービスであり、その目的は、仕事の基本原則としてシンプルさを組み入れ、各自の管理及び作業

において関連する技術の使用を推進することである。その結果、例えば、製品ポートフォリオ、顧客関連のプ

ロセス及び内部のワークフローがシンプル化された。2014年には、約750名の従業員が当該サービスを取り入

れた。

シェアグラウンド・ビジネス・ラボ(Shareground Business Labs)は、現在のビジネス上の課題及び焦点に

関する実地研修を提供する。これは、厳選した最大の変革プロジェクトにおいて、ユーザー中心の仕事の手法

を教え、その手法を関連する仕事の状況に適応させるものである。当事業年度中は、当グループでは当該プロ

ジェクトが55件行われた。
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フューチャー・ワークというタイトルの下で、当グループは仕事のデザインも行っている。これは当グルー

プにとって、雇用者としての魅力及び変化する環境下における効果的な仕事に関わるものである。当グループ

は、会社組織、ITインフラ並びに労働及びリーダーシップ文化の間にできる限り円滑な相互作用を確保したい

と考えている。なぜなら、イニシアチブ及び起業家精神に基づく最新のリーダーシップも仕事の一部になって

いるためである。当グループは、従業員には、効率的な連携を促進して創造の自由を豊富にもたらしてくれる

最新の職場環境を経験してもらいたいと考えている。当グループは、2014年にフューチャー・ワークの基本的

な枠組みを設定し、当グループが理想とする将来の会社環境の概要をまとめた。これは、以下の４つの原則、

すなわち「開かれた会社環境が部門間の連携をサポートする」、「新たなリーダーシップのスタイルは個人の

責任に基づいている」、「ワークステーションの共有及び自由な選択はコミュニケーションを促進し、ワーク

ステーションの数を最適化する」及び「モバイル・ワーキングは柔軟な仕事組織を可能にする」に基づいてい

る。

 

HR BIG 5 － 無駄を省きシンプルにする

５つ目の焦点は、HR活動の運営のさらなる改善を図り、継続的にビジネスのニーズに合致させることであ

る。さらに、HR活動で使用するITを調和、単純化及び統合するプロセスも継続していきたいと考えている。こ

れらの目標は、以下の２つのHRイニシアチブ、すなわち「HR製品ポートフォリオの合理化」及びHRスイート/

ワンHR(HR Suite/One.HR)によって実現する。

「HR製品ポートフォリオの合理化」イニシアチブでは、当グループは、多くの異なるHR製品で構成されるHR

サービスを継続的に最適化する。当グループは、製品ポートフォリオの最大限の標準化を実現すると同時に、

最新のビジネス要件に確実に対応したいと考えている。2013年のプロジェクト開始以降、当グループは、製品

ポートフォリオを合計５％縮小した。これを達成するために、標準化のプロセスを通じて製品数を削減すると

同時に、新たな最新のHR製品を導入する余地を創造した。

HRスイート/ワンHRイニシアチブによるHR ITシステムの標準化もまた、当事業年度の焦点となる課題であっ

た。HRスイートITシステムの展開は、グループ全体のHRプロセスを結びつけ、共有ITシステムにおけるHRプロ

セスをサポートする。ここでの注目点の中には、従業員の採用及び研修プロセスが含まれている。様々なHR

ITシステムのリンクの成功における基盤となったのは、ワンHRという名の下で導入された、一般に標準化され

たマスター・データ・システムである。かかるプロジェクトは、ドイツ国内及び国際的なモジュールで構成さ

れている。2014年には、双方のプロジェクトにおいて様々なITシステムが標準化され、2015年もさらに多くの

システムがこれに続く予定である。
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受　　賞

2014年に当グループは、公正かつ社会的責任がある持続可能なHR方針、革新的なキャリア・ウェブサイト、

模範的な健全経営により、HR活動で多数の賞を受賞した。当事業年度において、当グループのHR部門は、合計

で30のドイツ国内外の賞を受賞した(獲得した賞の全リストについては、www.telekom.com/employer-awardsを

参照のこと。)。

下記は、いくつかの主な賞の詳細である。

-　当グループは、2014年に再びHRエクセレンス・アワード(Excellence Award)を受賞した。当グループの

「AppSelect(デジタル界における個人向け診断プログラム)」プロジェクトは、「個人向け診断プログラ

ム」部門で評価された。AppSelectは、評価センター向けの初の専門的かつDIN規格に準拠したiPadアプ

リであり、HR ITシステムの分野に統合されている。

-　当グループの「タンデム・モデル(Tandem model)」は、定年退職への移行を柔軟に進めるための革新的

なアプローチであり、慈善団体の「ベルーフウントファミーリエgGmbH(berufundfamilie gGmbH)」によ

る「アルバイト・ウント・アルター(Arbeit und Alter：仕事と高齢化)」アイディア・コンテストで入

賞した。

-　健全性を重視するという当グループの模範的な姿勢及び当グループがドイツで最も健全性の高い企業に

含まれているという事実が認められ、ハンデルスブラット経済新聞(Handelsblatt business

newspaper)、テュフズード・テクニカル・サービス・コーポレーション(TÜV Süd technical service

corporation)及び調査会社のEuPDリサーチ・サステナブル・マネジメント(EuPD Research Sustainable

Management)より、コーポレート・ヘルス・アワード(Corporate Health Award)が授与された。

-　ポーランド雇用者協会(The Polish Employers' Institute)は、当グループのモバイル通信子会社である

Tモバイル・ポルスカ(T-Mobile Polska)に対し、最も優れた雇用対策に与える最高雇用者協会認定書

(Top Employers Institute's Certification)を５年連続で授与した。

-　ハンガリー科学アカデミー(The Hungarian Academy of Sciences)は、当グループのマジャールテレコム

(Magyar Telekom)グループに特別賞「最高ファミリー・フレンドリー企業(Most family-friendly

company)」を授与した。

-　当グループは、その他にブラインド・アプライイング(Blind Applying)のアイディア(トレンデンス・イ

ノベーション・アワード(Trendence Innovation Award))及びイコール・ペイ・デイ(Equal Pay Day)

キャンペーンについても賞を受賞した。イコール・ペイ・デイ・キャンペーンでは、当グループの給与

支払体系は、ロギブ-Dコンサルティング・サービス(Logib-D consulting service)による検査を無事通

過した。当グループの革新的なキャリア・サイト及びモバイル採用チャネルは、アプリオリ・スタディ

(APRIORI study)の第２位入賞に寄与した。また、2014年オンライン・タレント・コミュニケーション・

スタディ(Online Talent Communication Study)においても当グループのオンライン・キャリア・サイト

が第２位にランクされた。
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従業員満足。魅力的な雇用者としての当グループのイメージは成長を続けており、従業員から高い評価を受

けている。2012年に実施された直近のグループ全体の従業員調査は、2005年から５回目を迎え、27か国の約

195,000名の従業員を対象とし、18の言語でフィードバックを求めた。世界中から約150,000名の従業員が調査

に参加し、回答率は76％だった。また当グループは、一定の間隔で社員意識調査を実施し、従業員の満足度を

測っている。一貫した高い参加率は、関心の高さ及び当グループの形成に積極的に寄与したいという従業員の

意識の高まりを証明している。かかる調査の結果は、直近の2014年社員意識調査が示す通り、依然として高い

水準となっている。次回の従業員調査は、2015年４月/５月に実施の予定である。

 

2015年のHR戦略

HR活動における戦略的優先課題の決定及び詳細の具体化については、引き続きリーディング・ヨーロピア

ン・テルコ(Leading European Telco)企業戦略に従って行う。かかる戦略では、野心的な企業目標が設定さ

れ、当グループは、各従業員が毎日確実に素晴らしい成果及び業績を上げることで、目標を達成する。当グ

ループのリーディング・ピープル・フォー・リーディング・テルコ(Leading People For Leading Telco)の理

念は、HR戦略を定義し、形成している。当グループの従業員及び従業員の優れた業績は、当グループの生産性

及び革新的な強さを増幅し、ヨーロッパの優れた電気通信プロバイダーになるための基盤を構築する道を開

く。こうした目的は、2015年の当グループの戦略的優先課題「HR Big 1～4」によって強調されている。

 

HR Big 1 － 労働力の変革を管理する。当グループは、競合他社よりも速いペースでビジネス・モデルを発

展させたいと考えている。そのため、継続的に従業員のスキル及び知識の強化に向けて投資を行っている。例

えば、従業員に対し、欠員のポジションに就くための訓練、戦略的な追加研修の提供、出向労働者及び臨時労

働者から置換するための訓練を行う。結局のところ、従業員を教育して市場性のある先進的なスキルを身につ

けさせることは、人員削減における重要な要素である。ドイツでは、当グループは、かかるプロセスについて

人員削減のための中央サービス提供会社であるヴィヴェント(Vivento)のサポートを受けている。ヴィヴェン

ト(Vivento)は、「テレコム・プレースメント・サービス(Telekom Placement Services)」という名称で内部

的に活動している。同社は目的を明確に示し、従業員に対し、各自のノウハウが最も喫緊に必要とされている

会社の長期的な雇用の見通しを的確に提供することに焦点を当てている。

 

HR Big 2 － 才能及び戦略的スキルを伸ばす。イノベーションは、当グループを競合他社から際立たせてい

るブランドの重要な部分である。当グループは、継続的にイノベーション(新製品、社内プロセス及び当グ

ループに対する顧客経験の分析)に取り組んでいる。当グループが国際競争を勝ち抜くための基本的な要件

は、社内の才能を発揮させ、戦略的に関連するスキル及び専門知識を特定して伸ばすことである。例えば、ク

ラウド、ビッグ・データ、サイバー・セキュリティ、インテリジェント・ネットワーク等の成長分野又はヘル

スケア、エネルギー及び自動車分野における新たな市場を開拓することである。
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HR Big 3 － リーダーシップ及び業績の発展を促進する。当グループは全体で、誇れるような成果を達成し

たいと考えている。2015年もまた、当グループのマネージャー及びスタッフの能力向上、並びにリーダーシッ

プ・スキルのさらなる発展を可能にすることが不可欠である。2014年に開始した「リード・トゥ・ウィン」プ

ログラムは、拘束力のあるグループ全体のリーダーシップ原則をカバーしており、当該プログラムにおいて、

当グループは役員を増やす必要がある。リーダーシップ原則は、実行に向けた連携、イノベーション及び権限

の付与に焦点を当てている。当グループのマネージャーが目指しているのは、従業員の中にイノベーションの

可能性を見出して活用し、労働文化を創造することである。かかる労働文化とは、人々が継続的に現状に挑

み、日頃の行いを省みる文化、過ちを恐れる必要のない文化及び自分の考えを大胆に唱え、自分のために熱意

を持って闘うことができる文化である。

 

HR Big 4 － グローバルな文化及び連携を育成する。当グループは、社内における効果的な部門間協力のサ

ポートを目指している。そのために、グループ全体における知識及び経験の交換を支援している。当グループ

の活動には、専門家を対象とした国際間のジョブ・ローテーション及び一時的な交換プログラムの導入が含ま

れている。かかる活動により、従業員は全体の状況に精通することができ、また、新たな同僚や外国の文化と

の間に接点を持つことで社会的なスキルを発展させることができる。そして、本来の部門に戻る際には、価値

のある情報及びアイディアを持ち帰る。その結果、相互支援が容易かつ効果的になる。かかるアプローチによ

り、当グループは、自社の多様性を集結させ、多くのイノベーションの可能性を解き放つ。

 

従業員数の推移

当グループの従業員数は、2013年末をわずかに下回った。当グループのセグメントでは、ある程度の相殺効

果が示された。ドイツ事業セグメントでは、主に当グループの「未来のネットワーク(networks of the

future)」の拡張及びアップグレードに向けてスタッフが採用されたため、2014年の従業員数は前年比で３％

増加した。当グループの米国事業セグメントでは、当事業年度に従業員総数が７％増加した。これは、拡大す

る顧客基盤へのサービス提供に向けて、小売及び顧客サービスのスタッフが追加採用されたためである。当グ

ループのヨーロッパ事業セグメントでは、2013年12月31日と比較して従業員水準は2.4％低下した。かかる傾

向は２つの相殺効果に起因している。一方では従業員数は、オランダのユーロネット・コミュニケーションズ

(Euronet Communications)の株式売却により、減少した。ルーマニア、クロアチア及びハンガリーといった当

グループの事業セグメントの多くの国々における効率性向上施策も、減少に寄与した。他方では従業員数は、

2014年５月30日以降にGTSが含まれたこと及びギリシャにおける人員削減後の増加により、増加した。当グ

ループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの従業員数は、主にドイツにおける人員削減措置によ

り、3.6％減少した。グループ本部・グループ事業セグメントの従業員数は、2013年末と比較して10.7％減少

した。かかる減少の主な理由は、スカウト24グループ(Scout24 group)の非連結化及び人員削減活動であっ

た。
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人材統計

当グループの従業員数 2014年 2013年(2) 2012年(2) 2011年 2010年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日

合　　計 227,811 228,596 229,686 235,132 246,777

うちドイツテレコム・アーゲー 28,569 29,577 30,637 33,335 35,855

うち公務員(ドイツ国内、在職中) 19,881 20,523 21,958 23,516 25,570

ドイツ事業セグメント 68,754 66,725 67,497 69,574 70,902

米国事業セグメント 39,683 37,071 30,288 32,868 37,760

ヨーロッパ事業セグメント 51,982 53,265 57,937 58,794 63,338

システムズ・ソリューションズ事業セ
グメント

47,762 49,540 52,106 52,170 51,742

グループ本部・グループ事業 19,631 21,995 21,858 21,726 23,035

地域別内訳      

ド イ ツ 114,749 116,643 118,840 121,564 123,174

ドイツ国外 113,061 111,953 110,846 113,568 123,603

うちその他のEU加盟国 63,032 63,939 63,244 64,257 68,941

うちその他のヨーロッパ 3,127 3,238 9,422 9,736 9,991

うち北アメリカ 40,346 37,856 31,037 33,511 38,467

うち上記以外の諸外国 6,556 6,920 7,143 6,064 6,204

生産性の動向
(1)      

従業員１名当たり営業収益(千ユーロ) 275 262 250 244 247

 

注(1) 平均従業員数に基づく。

(2) ヨーロッパ事業セグメント及びシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの過年度の数値は調整されてい

る。
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人 件 費

 2014年  2013年  2012年  2011年  2010年

 (十億ユーロ)

当グループ人件費 14.7  15.1  14.7  14.8  15.1

特別要因
(1) 0.9  1.4  1.2  1.2  1.0

当グループ人件費(特別要因調整後) 13.8  13.7  13.5  13.6  14.1

営業収益 62.7  60.1  58.2  58.7  62.4

調整後人件費率(％) 22.0  22.7  23.2  23.1  22.5

ドイツGAAPに基づくドイツ
テレコム・アーゲーの人件費

2.8  3.1  3.3  3.4  3.4

 
注(1) 従業員関連施策費用。詳細は、「第３ 事業の状況－７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－

グループにおける事業の動向」の項を参照のこと。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

下記「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項を参照のこと。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

下記「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項を参照のこと。

 

３ 【対処すべき課題】

「４ 事業等のリスク」、「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第６ 経

理の状況」に記載されるものの他に当社はその経営又は業務上の対処すべき課題を認識していない。

 

４ 【事業等のリスク】

リスク要因

本書に記載されている他の情報に加え、当グループの証券を保有する投資家は、以下のリスクを慎重に検討

する必要がある。当グループの財政状態、経営成績又は当グループの証券の取引価格は、これらのリスクのい

ずれによっても重大な悪影響を受ける可能性がある。

以下の考察には、将来の予測に関する記述が多く含まれている。将来の予測に関する記述は、2014連結事業

年度末時点での判断に基づいている。

 

リスク及び機会管理

リスク及び機会

以下に、当グループにとって重要であり、現状ではドイツテレコムの業績、財務状況及び/又は評判に影響

が及ぶ可能性がある、又は子会社の業績によりドイツテレコム・アーゲーの営業成績、財務状況及び/又は評

判に影響が及ぶ可能性があると判断された、全てのリスク及び機会について記す。多くのリスクについては、

リスク抑制の方策が講じられる前のものを記載する。かかるリスク抑制方策が講じられたにもかかわらず依然

としてリスクが特定された場合にはその旨が記載されている。リスク又は機会が明確に事業セグメントに当て

はまる場合は続けて提示されている。

報告日及び財務状態書類作成時現在において、ドイツテレコム・アーゲー及び主要なグループ会社の継続企

業としての存続を脅かすリスクは存在しない。

影響について容易に理解及びよりよく説明できるようにするため、個別に評価したリスクを次の通り分類し

た。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

 38/636



 

会社のリスク     

 発生可能性 リスクの範囲 リスクの程度
前年からの

変化

産業、競争及び戦略     

経済リスク‐ドイツ 低 小 低 変化なし

経済リスク‐米国 低 中 低 改善

経済リスク‐ヨーロッパ 低 中 低 改善

市場及び環境に関するリスク‐ドイツ 中 小 低 改善

市場及び環境に関するリスク‐米国 低 大 中 悪化

市場及び環境に関するリスク‐ヨーロッパ 中 中 中 改善

技術革新(代替)に関するリスク 中 中 中 改善

戦略的転換及び統合に関するリスク 中 中 中 変化なし

規　　制
下記の「規制に起因したリスク及び機会」の項を参照
のこと

事業運営上のリスク     

人事‐ドイツ及びシステムズ・ソリューションズ 中 小 低 変化なし

IT/NTネットワーク運営に関するリスク‐ドイツ 極めて低い 非常に大きい 中 変化なし

IT/NTネットワーク運営に関するリスク‐米国 極めて低い 大 中 変化なし

IT/NTネットワーク運営に関するリスク‐ヨーロッパ 極めて低い 大 低 変化なし

既存のITアーキテクチャに関するリスク‐米国 中 中 中 悪化

ITアーキテクチャの将来の実現可能性‐米国 中 大 中 悪化

調達 低 小 低 変化なし

データ保護及びデータのセキュリティ 中 中 中 変化なし

ブランド、コミュニケーション及び評判     

ブランド及び評判(メディア報道) 低 小 低 変化なし

持続可能性リスク 極めて低い 小 低 改善

健康及び環境 低 中 低 変化なし

訴訟及び独占禁止に関する手続き 下記の「訴訟」の項を参照のこと

財務リスク     

流動性、信用、通貨、金利の各リスク 低 小 低 変化なし

税務リスク 下記の「税務リスク」の項を参照のこと

その他の財務リスク 下記の「その他の財務リスク」の項を参照のこと
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産業、競争及び戦略によるリスク及び機会

マクロ経済環境に関するリスク及び機会。当グループの市場における経済動向及び見通しは、部分的には

ECBの拡張的金融政策によって、改善した。しかしながら、政府債による危機の新たな激化及び銀行危機が再

び急に起こる可能性が、特に、当社グループの存在する欧州各国では、依然として最大の経済リスクである。

現在又は将来の地政学的危機の急進的な拡大も、当グループが営業する各国の経済に悪影響を及ぼす可能性が

ある。ギリシャの経済回復は、トロイカと合意した予算政策からの大きな逸脱によって、悪影響を受ける可能

性がある。

経済発展へのリスクは、ヨーロッパの国の一部で様々な形で現れる可能性があり、消費者及び法人顧客は、

経済が再び急減速し、不確実性が増大し続けた場合、消費を抑制する可能性がある。各国政府による引締め政

策も、公的需要の減少及び民間部門における可処分所得の減少に起因する電気通信サービスの需要に、マイナ

スの影響を及ぼす可能性がある。各国政府による統合への取組みのために、当グループの運営事業もまた、特

に南ヨーロッパ及び東ヨーロッパ市場においてはさらなる予告なしの増税又は特別課税のリスクに直面する。

その上、政府債による危機から生じるリスクはまた、不安定な為替相場変動を引き起こすこととなる。

一方で、当グループが営業している国々における経済状況の明らかな改善は消費者の行動並びに企業及び公

共部門による投資活動のさらなる増大をもたらし、これにより一般消費者、法人顧客及び公共部門による電気

通信及びICTサービスの需要を穏やかに増加させる可能性がある。

 

市場及び環境に関するリスク。当グループが直面する主要な市場リスクは、固定ネットワーク及びモバイル

通信の音声及びデータ・サービスの価格水準の一貫した下落である。これは、規制当局により課された価格引

下げに加えて、主に電気通信業界における競争激化、新しい製品及びサービスによるカニバリゼーション効

果、並びに技術進歩に帰するものである。市場を安定化させた整理統合及びパートナーシップは、前年度と比

較してリスクを低減させるのに役立ち、将来さらなるプラスの効果をもつ可能性がある。

特にドイツ及びヨーロッパにおける固定ネットワークにおいて、競争圧力は継続すると予想される。ブロー

ドバンド市場においては、特にドイツにおいて、新たな顧客事業におけるケーブル・ネットワーク事業者の市

場シェアが高まり続けている。その上、地域電気通信事業者はさらに対象市場を拡大する可能性がある。一部

の地域では、競合会社は一般世帯向けに自社の光ファイバー網を拡大しており、このためローカル・ループに

おいても当社のネットワークから独立している。もう１つの競争上のリスクは、本業が通信セクターには属さ

ないような、むしろ、インターネット及び一般消費者向け電気製品業界の主要事業者である競合会社との競争

に一層直面していることにある。当グループは引き続き市場シェアを失うリスク及び収益率減少のリスクにさ

らされている。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

 40/636



当グループは、また、携帯電話の音声通信及びデータ通信サービスのさらなる価格下落を予測しており、そ

れは当グループのモバイル収益に悪影響を与える可能性がある。ドイツ及びその他のヨーロッパの市場で事業

を拡大するディスカウント事業会社が、価格下落の主要原因の１つとなっている。主要なスマートフォン製造

業者からの純粋なeSIMスマートフォンのサービスも、携帯電話の音声通信及びデータ通信サービスの価格をさ

らに押し下げる可能性がある。当グループのヨーロッパにおける各国企業(national companies)は、きわめて

競争的な環境で営業を続けている。一方では、整理統合(例えばオーストリアにおいて)及びパートナーシップ

が、安定化への勢いを提供している。しかし、他方では、周波数競売及びホールセール協定(特に、モバイル

通信において)の結果、新たな市場参加者があるために、競争が依然として激しい。加えて、より小規模の競

合会社が、予測できない、積極的な価格設定方策をとるリスクもある。

当事業年度中、当グループは全米モバイル事業者４社の中で最小規模であり、プリペイドセグメントにおい

ては三番目に大きな規模であった。当グループの米国における相対的な市場ポジションは、とりわけ市場シェ

ア、ブランド・ポジショニング、ネットワーク・カバー率(ローミング協定を含む。)及びネットワーク品質に

関連して、特定のリスクを伴う。当グループは、米国モバイル業界におけるジョイント・ベンチャー、合併、

買収及び戦略的事業提携は、米国市場においてさらなる競争をもたらすものと予想している。当グループに

とって最強の競合会社３社(ベライゾン・ワイヤレス(Verizon Wireless)、AT＆T、スプリント－ネクステル

(Sprint-Nextel))は、その市場ポジション及び市場シェアのおかげで、より迅速かつ効果的に市場機会に対応

し、顧客獲得のためにより多くの金額を投資することができる。将来、TモバイルUS(T-Mobile US)(以下「Tモ

バイルUS」という。)は、容量への高まる需要を満たすべく、追加の周波数帯を必要とするだろう。周波数帯

が取得されない場合のリスクとしては、周波数容量の飽和によるサービス品質の低下が含まれる。Tモバイル

USは、2015年１月29日に終了したFCC周波数競売に参加した。さらなる情報については、「７ 財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－経済環境」の項を参照のこと。当グループは、これら及びさらな

る取引が、ブロードバンド周波数帯のネットワークカバー率を改善し、LTEカバー領域を拡大させることを期

待している。2015年に、TモバイルUSは、ポートフォリオを拡大するべく、さらなる周波数帯を取得するよう

試みる。またTモバイルUSは、他のプロバイダーから周波数帯を取得するという選択も進めており、他のネッ

トワーク事業者との間でネットワーク容量を共有するための協定の締結も進めている。

当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントもまた、課題に直面している。結局のところ情

報通信技術市場は激しい競争の継続、しつこい価格の侵食、長期化する収益周期及びプロジェクト受注の抑制

に支配されている。このことは、Tシステムズにおける収益損失及び減少する収益率という潜在的リスクを生

み出す。
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市場及び環境に関する機会。以下の項に、各事業セグメントについての機会を記す。当グループはこれらの

機会により平均を上回る市場拡大を達成し得ると考えており、これは当グループの将来の財務状況及び財務成

績において大きな意味を有する可能性がある。

電気通信及びITの市場は非常にダイナミックであり、激しい競争がその特徴である。経済状況が当グループ

の活動に影響を及ぼし、当社の指標に影響を及ぼす。当グループは、概括的には、状況が「７ 財政状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－予測－市場予測」の項に記載するように展開するものと予想す

る。(「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－予測」の項も参照のこと。)

ドイツ市場における機会の１つは、ブロードバンド接続に対する顧客の需要が、当グループの計画の前提よ

りもかなり高いことから生じる可能性がある。一般消費者及び法人顧客セグメントにおける固定ネットワーク

及びモバイル通信を含む収束製品(convergent products)のマーケティングも、当グループの計画の前提以上

に、高価値の客層を増やす可能性がある。全ての国内競合会社がLTEに基づくパフォーマンスの高いブロード

バンドネットワークに投資を増やすこと並びにモバイル及び固定ネットワーク市場の整理統合が継続されるこ

とにより、パフォーマンスに基づいた競争が増えるようになり、過去数年間の実質的な価格の侵食を低減させ

ることができる可能性がある。製造業者間で競争が盛んなためにエンド・カスタマーに対する価値が益々増し

ている、モバイル・データ接続をもつタブレット及びスマートフォンに対する当グループの期待を超える堅調

なトレンドから、さらなる機会が生じる可能性がある。

正味の移民数が増えていることは人口増加につながっており、電気通信市場に、特にモバイル市場に、プラ

スの影響が出ている。しかしこのことはまた、特に、高齢化が始まっており、場合によっては既に縮小が始

まっている工業国において、さらなる機会の提供ともなる。移民労働者を受け入れることにより、これらの国

は生産性レベルを保つことができ、熟練労働者の不足に対処することができる。

TモバイルUSの市場状況の改善は、データ・サービスのマネタイゼーションにプラスの影響を持つ可能性が

ある。これは、特に、革新的な料金プランを継続的に導入することによって奨励され得る。さらに、調達量を

バンドリングして仕様を簡素化した場合、下中流のセグメントの端末機器事業におけるマージンを改善するこ

とができる可能性がある。加えて、米国のモバイル市場におけるアンキャリア(Un-carrier)戦略がもたらした

推進力は、2015年にも引き継がれることが予想されており、これによって、TモバイルUSにおいて、当グルー

プの期待を超える収益の生成及び顧客の増加が見込まれる。米国市場の推進力は、米国人口において正味の移

民数が多いことによっても支持されている。
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技術革新に関するリスク。さらに短期化する革新周期は、新製品及びサービスをますます短期化する間隔で

提供するという課題に通信事業セクターを直面させている。新たな技術が、既存の技術、製品又はサービスに

部分的に入れ替わっており、場合によっては完全に入れ替わっている。このことは、音声及びデータ通信の両

方における価格及び収益の低下をもたらす可能性がある。将来的には、ウェブRTC(ウェブ・リアルタイム・コ

ミュニケーション)などの新しい技術発展の効果が、電気通信市場に大きな影響を及ぼす可能性がある。例え

ばウェブRTCの場合、顧客は純粋なデータのみについての料金体系を求める可能性がある。このような代替リ

スクは、特にヨーロッパ及び米国事業セグメントの営業収益に影響を及ぼす可能性がある。当グループは、新

規及び既存の顧客に、ドイツテレコムの通信ポートフォリオにおける統合ソリューションを提供する、パッ

ケージ料金を提供することによって、代替リスクの影響に対処している。

 

戦略的転換及び統合に関するリスク。当グループは、引き続き戦略的調整及び費用削減構想の過程にある。

これらの転換及び統合措置を計画通りに実行することができない場合、当グループはリスクにさらされる。言

い換えると、かかる措置の利益が、当初予定よりも少ないか、予定時期に遅れて功を奏するか、又は全く発生

しない可能性があることを意味する。これらの要素は、単独であれ組み合わさった場合であれ、当グループの

事業状況、財務状況及び営業成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

戦略的イニシアチブ、革新及びパートナーシップに関する機会。以下の項に、当グループが平均を上回る市

場拡大の達成を可能にすると考える機会であって、当グループの将来の財務状況及び財務成績において大きな

意味を有する可能性があるものを記す。

ドイツテレコムは、新たなERPプラットフォームに基づいてプロセスの再設計を行っている。この転換は、

財務、調達、ヒューマン・リソース、生産、サービス及びロジスティクス並びにこれらのマスター・データの

分野を網羅している。プロセス、データ及びITは、グループ全体で標準化され、新たなレベルに高められてい

る。これは、高いレベルの品質及び速度を生み、節約を行うことを可能とする。これはさらに、経営管理を実

行する際の新しい基礎も提供しており、したがって最適化することができる。当グループのプログラムが当グ

ループのネットワーク・インフラを拡大させるための支援を改善すること及びパートナーシップの実施を簡略

化することにはさらなる利点がある。

TモバイルUSは、法人顧客市場にもっと戦略的に着目していくことで、本セグメントにおける市場シェアを

大きくする機会を得ることができる。これによって、より大きな収益及び利益を生み出す可能性も高まる。
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規制に起因したリスク及び機会

以下に、現状では当グループの業績、財務状況若しくはキャッシュ・フロー及び/又は評判に影響を及ぼす

可能性がある規制及び政治に関する主要なリスク及び機会を説明する。

当グループのドイツ国内及び国外の会社は、部門固有の市場規制から影響を受け続けている。国家規制当局

は、当グループの営業活動に相当の影響を与えるプロダクト・デザイン及び価格体系に介入できる広範囲の権

限を持っている。当グループは、当局による規制介入を限られた範囲でしか予期することができない。このこ

とはさらに、既存の価格及び競争圧力を上昇させる可能性がある。

ドイツ及びその他のヨーロッパ諸国における規制が、固定ネットワーク及びモバイル通信における収益傾向

に、中長期的な衝撃を与え続ける可能性がある。

国家の規制当局機関が、関連する電気通信市場において当グループが「顕著な市場支配力」を持つものとみ

なす場合には、当グループは厳格な規制に常に服することとなる。これは、かかる国家の規制当局機関が当グ

ループのネットワークに対する競合会社のアクセスを許可するよう当グループに強要することができることを

意味している。他方で、かかる国家の規制当局機関は、特定のホールセール製品及びこれらに対して支払う料

金を規制することもできる。

料金規制の種類に関しては、事前及び事後の規制の区別をつける必要がある。事前の規制においては、価格

は、発効される前に、規制当局機関に、承認のために提出される必要がある。ドイツにおいては、アンバンド

ルされたローカル・ループ回線(ULL)へのアクセスのための当グループのホールセール・サービス及び当グ

ループの固定及びモバイルネットワークにおける音声通話着信について厳格なコスト審査が行われている。２

種類目の料金規制が、事後規制であり、これには厳格なコスト審査は行われないが、価格が過度に高い又は低

すぎるかの調査はいつの時点にも開始される可能性がある。ドイツにおいては、ビットストリーム製品は、通

知要件を伴う事後料金規制の対象である。これは、当グループが、発効前に連邦ネットワーク庁に料金設定方

策を予告する必要があり、連邦ネットワーク庁がより包括的な審査を行う場合があることを意味している。連

邦ネットワーク庁による決定は、一方では、価格の低下につながるために収益が下がるおそれがあり、事後手

続きでは、価格設定方策の導入が遅れるおそれがある。他方で、連邦ネットワーク庁が安定した又は上昇する

価格を承認する場合には、機会が生じる。より長期的に承認されると、最終的に当グループの計画の信頼性が

高まる。
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周波数の割当て。周波数帯に関する規制についてのリスク及び機会について特筆すべきは、複数の国におい

て準備又は計画されている、周波数帯の割当プロセスである。割当手続きは主に、0.8GHz、1.8GHz及び2.6GHz

の帯域の周波数帯の競売に関連する。

不適切な競売規則及び周波数使用規定、過剰な導入費用が必要なこと、並びに不相応に高い周波数帯の年間

料金によって、対象周波数帯の取得が危険にさらされるおそれがある、という事実がリスクを生じさせる可能

性がある。これとは対照的に、当グループは、かかる周波数帯の割当手続きにより、モバイル事業者が、自身

の目的に理想的で十分な周波数帯を取得することができる、という事実に、特に機会を見い出している。した

がって当グループは、さらなる成長及び革新の準備を整えるつもりである。現在進行中である、又は2014年に

完了した周波数競売の情報については、「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－経

済環境」の項を参照のこと。割当手続きは現在、アルバニア、ドイツ、ポーランド及びチェコ共和国で準備中

であり、2015年の上半期に開始される見込みである。周波数競売は、モンテネグロ、イギリス、オランダ及び

米国でも中期に行われる。

 

消費者保護。2014年２月に、連邦ネットワーク庁は、電気通信サービスにおけるさらなる透明性及びコスト

管理の実現を意図する規制草案を提示した。包括的な要件によって、消費者及びその他のエンド・ユーザー

は、例えば要求次第でモバイル及び固定ネットワークにおける自身のインターネット速度をチェックする機会

を与えられる。大量のデータ消費がある場合の警告及び予想外の高額請求を回避するための新しい規制も構想

に入っている。これら新しい規制は、テレコム・ドイチュラントGmbH(Telekom Deutschland GmbH)(以下「テ

レコム・ドイチュラント」という。)側の大きな調整を必要とする。いくつかの箇所で、規制草案は、後にはEU

全般に適用されるであろう電子通信の単一市場に対する規制の文脈でEUレベルで協議中の懸案も提起してい

る。現在のところ、連邦ネットワーク庁の草案は、政府の関連する閣僚の合意を得ているところであり、その

後で、ドイツの立法府である連邦議会(Bundestag)で合意を得る必要がある。規制は、６か月の移行期間の後

に発効される。個々の規則については12か月の延長移行期間が構想されている。

 

料金承認に関する遡及的な新規則。ドイツにおいては、既に述べた一般的な規制上のリスクに加えて、国内

規制当局が行った料金決定を行政裁判所が覆すことができるということから生じる不確実性もある。行政裁判

所の手続きのさらなる情報については下記の「訴訟」の項を参照のこと。規制当局はその後、再度過去の期間

の料金について決定を下さなければならない。料金が変更されるかどうか、また変更されるならどの程度ま

で、どちらの方向で変更されるかについては、全くもって不明である。
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EUレベルでは、関連する規制の枠組みは、加盟諸国が直接適用する規制、加盟国が国内法に置き換える指

令、及び直接的な拘束力は持たないものの、国内規制当局により勘案されるべき欧州委員会の勧告によって、

主に決定される。重要な規制及び勧告の例は以下の通りである。

-　2012年７月１日に発効されたローミング規制は、2017年までのローミング小売サービスのための価格の

上限を規定している。欧州委員会による電子通信の単一市場に対する規制草案の一部に含まれる、ロー

ミングに対する早期の可能性のある新しい規制から、リスクが生じる。例えば、草案は、2016年からの

国内料金と比較したときのローミング割増料金(roaming premiums)の廃止を構想している。いわゆる

ローム・ライク・アット・ホーム(Roam Like at Home)の導入により、実質的な収益の損失及び大きな実

施コストが生じ得る。

-　EUにおける固定及びモバイル着信料金の規制上の取扱いに関する2009年５月７日付欧州委員会勧告は、

欧州連合における着信料金が、2013年１月１日から、新しいコスト決定方法に基づいて設定されること

を規定している。この結果、当グループの欧州及びドイツにおける子会社の着信料金が実質的に低下

し、関連する規制当局による予備草案及び規制上の決定によって、2015年からさらに低下する。欧州委

員会は、さらに、価格基準変更の勧告が遵守されない場合には、モバイル及び固定ネットワークの着信

料金についての連邦ネットワーク庁の最終決定について訴訟を検討する旨を発表した。

-　2014年10月９日に発行された関連する市場についての勧告の改訂版においては、一般的に規制の措置が

適用される様々な製品市場が定義されている。改訂された勧告によると、規制対象の市場の数が７から

４に減らされた。新たな勧告によれば、電話サービス市場(電話回線のリテール料金及びCall by Callな

どのホールセール製品など)における規制緩和の機会が提供される。勧告は、さらに、光ファイバー回線

のための、より効率的で「アクティブな」ホールセールサービスのために、アクセス・ネットワークを

「物理的にアンバンドル」する義務を免除する。他方で、勧告は、法人顧客市場のための個々のホール

セールサービスにおける規制を増加させるリスクを有している。国内規制当局は、将来の市場分析手続

きにおいて、かかる勧告を考慮する必要がある。記載された機会及びリスクは、国内の決定において考

慮された場合にのみ効力を生じ得る。

 

新たなEU規制又は指令という形態の、ヨーロッパの法的枠組みのさらなる展開は、法的な確実性を高める機

会を提供するが、さらなる規制上の制限のリスクも生じさせる。

-　周波数帯政策及び規制上の原則に関するプラスの提案に加えて、元の欧州委員会による電子通信の単一

市場に対する規制草案において、ヨーロッパ内におけるローミング料金及び国際的通話料金の規制の削

減が構想されている。同時に、顧客保護規制に関する協調が進み、ネットワークの中立性についての規

制がEUレベルで正式に規定されることが予期される。欧州議会及び欧州理事会において継続されている

立法手続において、草案は既にかなり変更されている。例えば欧州理事会は、周波数政策について提案

された規制についての協議を止め、2016年のローミング・サービスの割増料金の廃止に向けて動き出し

ている。当グループは、規制が、早くとも2015年の第２四半期まで、おそらくは2015年の下半期になっ

ても、制定されないと予想している。
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-　どのように実施されるかに応じて、ネットワーク中立性に対して計画されているEU規制は、当グループ

のプロダクト・デザインの自由度を大幅に縮小する可能性を持っている。欧州議会が合意した形態の規

制では、「特殊サービス」を厳格な条件下においてのみ提供することが許可されるが(例えば設定された

場合のデータトラフィック管理)、他方で、モバイル通信のオプションの通話プランの妨害となったり、

一定のインターネット・サービス及びアプリケーションへのアクセスを制限したり、又は量的規制から

排除したりする可能性がある。欧州理事会は現在、より制約が少なく、より原則に基づいた方法につい

て話し合いを行っている。欧州理事会及び欧州議会は、共同声明で合意する必要がある。特にモバイル

通信については、サービス及びアプリケーションの差別化を図る数々のビジネス・モデルが違法化され

るリスクが、EU立法から生じ得る。

-　電気通信について適用可能なEUの法的枠組みの完全な調査が、欧州委員会によって来年開始される。

「事前」の規制の低減等の機会及び全般的なサービスの義務又は顧客保護の分野等におけるリスクにつ

いては、目下のところ決定的な評価を下すことができない。

 

事業運営上のリスク及び機会

人事。2014年、当グループにおいて、特に公共部門における自主退職、部分退職、早期退職及びヴィヴェン

ト(Vivento)が斡旋する公務員や従業員のための雇用の機会などを主たる手段として、人員をさらに削減する

ための社会的に責任ある施策が講じられた。続く事業年度においても、人員の再構築は引き続き実施される。

これらの施策を計画通りに実施できない又は全く実施できないという状況になれば、当グループの財政目標及

び収益性にマイナスの影響が生じる可能性がある。公務員がドイツテレコムに再就職できる権利もまたリスク

をはらむ。公務員を雇用するグループ法人が売却された場合、公務員が同意する又は将来的に該当部署での雇

用を申請する場合には、売却されるグループ法人で雇用を継続することは一般的に可能である。しかし、例え

ば公務員の身分から一時的に離れた期間の経過後に、当社が仕事を提供することができないままに、公務員が

売却された法人から当社へ戻るというリスクがある。

現在、2,200名程度の公務員が、かかる方法によるドイツテレコムへの再就職の権利を持つ(2014年12月31日

現在)。これら全ての公務員が当事業年度に当社で再雇用されたと仮定すると、年間最大リスクは約１億ユー

ロに上る。このリスクは、例えば補償支払により削減することができるが、完全に解消することはできない。

人事に関連した主要な訴訟については、下記の「訴訟」の項を参照のこと。
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IT/NTネットワーク運営に関するリスク。当グループには、当グループが拡張及び現代化を継続している、

益々高度な情報技術(IT)及びネットワーク技術(NT)のインフラがある。現在及び将来の技術インフラの停止

は、完全には未然に防ぐことはできない。こうした障害は、特定の状況下において、収益損失又はコスト増加

に帰結する可能性がある。当グループのIT/NTリソース及び構成が、事業のための主要な組織的及び技術的

バックボーンであることがその理由である。

インターネット・アクセスが必要な全てのIT/NTシステム及び製品に関する当該領域には、リスクが発生す

る可能性がある。例えば新開発及び既存のIT/NTシステム間で障害があれば、事業プロセス並びにスマート

フォン及びエンターテイン(Entertain)等の製品及びサービスに中断を発生させる可能性がある。当グループ

は、自然災害又は火災等による停止リスクを避けるため、技術的な早期警告システム及びミラー化された

IT/NTを使用している。当グループのTシステムズにおけるコンピューター緊急事態対策チーム(Computer

Emergency Response Team(CERT))は、当グループの法人顧客のサーバーへのセキュリティを提供している。ク

ラウド・コンピューティングでは、全てのデータ及びアプリケーションはデータセンターで保管される。ドイ

ツテレコムのデータセンターにはセキュリティ証明があり、厳しい法律上のデータ保護規則及びEU規制を満た

している。会社及び個人に関連する全てのデータは外部アクセスから守られている。メンテナンスの持続及び

自動更新は安全対策を常に最新のものにしている。グループ規模で標準化されている事業継続性管理に基づ

き、当グループは、損害を防止する、又は効果を最小限にするための組織的及び技術的措置も講じている。さ

らに、当グループはグループ規模の保険リスクに対する付保を行っている。

 

既存のITアーキテクチャに関するリスク。TモバイルUSは、そのITインフラに関してリスクにさらされてい

る。販売及びサービスのためのシステムの効率性が徐々に低下しており、これは中断又は停止へとつながる。

ITシステムのアップグレード期間中は、TモバイルUSは、販売過程及びサービスが制限されることを予測し続

けなければならない。

 

ITアーキテクチャの将来の実現可能性。TモバイルUSが技術的進歩による利益を活用するのに間に合わな

かった場合には、当グループには当グループのサービスへの需要の減少を危惧する理由があることになる。シ

ステム障害、セキュリティ侵害、データ保護違反、事業停止、並びに当グループのネットワーク及び他のシス

テムの無権限使用又は障害があった場合には、当グループの評判を害し、財務状況に悪影響を与える可能性が

ある。2014年には、TモバイルUSが、新たな課金システムの導入を開始し、これは、実施に成功すると、転換

を実質的に支援するものである。新たな課金システムの統合は、事業運営上のリスクを伴う。加えて、Tモバ

イルUSは、市場において迅速に活動し、認証管理及びアクセス保護のための広く認められた規格を遵守する能

力を維持するために、2015年にIT分野において長期的な措置をとる必要がある。

 

ITアーキテクチャによって生じる機会。TモバイルUSは、ITインフラに多額の投資を行っており、これに

は、顧客サービスシステムの最適化が含まれている。これらの投資が、顕著に改善している販売及びサービス

プロセスにおいて成功した場合には、現在予想しているよりも多くコストを削減する機会が生じる。
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調達。サービス・プロバイダー並びに電気通信及びIT製品のオペレーター及びプロバイダーとして、当グ

ループは、ソフトウェア、ハードウェア、伝送システム、交換システム、局外設備及び端末機器等、多様な技

術コンポーネンツの供給業者と提携している。

供給リスクを完全に排除することはできない。輸送上の障害、価格上昇、経済情勢又は供給業者の製品戦略

の変化は、当グループの事業プロセス及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。リスクは、特定の供給業者へ

の依存又は経済危機を直接の原因とするベンダーの債務不履行等から発生することがある。こうしたリスクに

対応するため、当グループでは、組織的な施策、契約上の施策及び購買戦略施策を採用している。

 

データ保護及びデータのセキュリティ。当グループの製品及びサービスは、特に顧客、パートナー又は従業

員情報への無権限アクセスに関連して、データ保護及びデータのセキュリティとの関係で、リスクにさらされ

ている。

顧客データのセキュリティ及び保護は、常に当グループの最優先課題である。このことは成長中のクラウ

ド・コンピューティング事業にも該当することであり、当グループの他の全製品と同程度のセキュリティ及び

データ保護のための厳格な要件を満たさなければならない。これらの高い標準を維持してリスクを最大限排除

するため、会社がヨーロッパ市場でサービスを提供する場合には欧州データ保護規則の準拠を義務付けるべき

という考え方を、当グループは支持している。これにより、ヨーロッパ全域に渡って同一の権利を消費者に付

与することになるものと考えられ、ヨーロッパにおけるデータ保護の抜け穴も防げるうえ、均一的な競争条件

が生み出される可能性がある。

ITセキュリティに関しては、当グループは多くの新たな課題に直面している。近年、焦点は防止から分析に

移った。ここで当社の早期警告システムが役立つ。それはサイバー攻撃の新たな出所及び類型を検出し、厳密

なデータ保護を維持すると同時に攻撃者の行動を分析することで、セキュリティ分野での新たな傾向を示して

いる。ITシステムにある弱点を予測するハニーポット・システムに対応して、当グループの早期警告システム

は、スパム・メール、ウィルス及びトロイアンに対する警報及び分析ツールを含んでいる。当グループがこれ

らのセンサーから得た情報は、新たな攻撃パターンの検出及び新たな保護システムの開発を可能にするため

に、公共団体や民間団体と交換されている。

サイバー犯罪及び産業スパイは増大している。当グループはこれらのリスクに対し、包括的なセキュリ

ティ・コンセプトで対応しており、例えば公共団体及び民間団体等との提携関係によって、従来以上に対応し

ている。このことは、当グループがより大きな透明性を作り出すことを可能とし、よりうまく脅威に立ち向か

うことを可能とする。セキュリティ・バイ・デザインにより、当グループはセキュリティを新製品及び情報シ

ステムのための固定化された開発の構成要素として確立した。また、当グループは集中的かつ必須のデジタ

ル・セキュリティ・テストを実施する。

( 当 グ ル ー プ は 、 当 グ ル ー プ の ウ ェ ブ サ イ ト (www.telekom.com/dataprotection 及 び

www.telekom.com/security)において、これらの領域における最新動向について定期的にレポートを掲載して

いる。)
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ブランド、コミュニケーション及び評判から生じるリスク及び機会

ネガティブなメディア報道。当グループの製品及びサービス又は企業活動及び責任に関する予測不能なネガ

ティブなメディア報道は、当グループの評判、地位及びブランド・イメージに極めて大きな影響を及ぼす可能

性がある。ソーシャル・ネットワークが、そのような情報や意見が数年前に比べてより速くかつ広く拡散する

ことを可能にした。

究極的には、ネガティブな報道は当グループの営業収益及びブランド価値に影響を及ぼし得る。ネガティブ

な報道を回避するため、当グループはとりわけ顧客、メディア及び金融界と恒常的、集約的、かつ建設的な対

話を求めている。当グループの利害関係者を幸せにし、それにより当グループの評判を維持することを優先し

ている。

 

情報機関による電話及びインターネット通信監視に関する継続的なメディア報道。情報機関による電話及び

インターネット通信監視についての報道が継続していることを踏まえ、ドイツにおける調査はインターネッ

ト・サービスに対するドイツの一般利用者の信頼が損なわれていることを示している。ネットワークの事業者

としてその評判に対する間接的なダメージ及びそれに伴う商業上のリスクを取り除くことはできない。なぜな

ら、他のネットワーク事業者と同様にドイツテレコムもまた各国の安全保障機関と協力することを義務付けら

れており、非開示義務に基づき、そのことについては限定的にしか公に語ることができないからである。

 

持続可能性のリスク。当グループにとって、リスク及び機会の包括的な管理には、企業責任(CR)のリスク及

び機会の検討も含まれる。CR管理の一環として、当グループは、現在及び潜在的なリスク及び機会を特定する

にあたり、異なる利害関係者層が体系的に関与する戦略を追求している。そのため、当グループは多くの委員

会及び協議会に参加している。CRに関する問題を継続的にモニタリングすることにより、持続可能性に関する

問題についての利害関係者の立場を体系的に特定することが可能になる。そのため、当グループは、例えば

NGOレーダー(NGO Radar)を用いる。NGOレーダーは、関連するNGOの活動、研究プロジェクト、出版物及び見解

を要約し、当グループのために評価する。また、当グループは、年に１度CR報告の一環として、当グループの

利害関係者に、最も重要な持続可能性に関する問題を質問する。

-　環境保護。現在、基準期間中の環境保護目標の達成について深刻なリスクは認識していない(「７ 財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－予測」の項を参照のこと。)。ドイツテレコム

は、とりわけ環境保護を機会であるとみなしている。ICTの製品及びサービスは、他の産業のカーボン・

エミッションについて、ICT産業のカーボン・エミッションの７倍の量を節減できる潜在性を有している

(SMARTer2020調査)。外部機会をもたらしたものの例としては、顧客の期待の変化、エネルギー革命を引

き起こす政治的施策、入札及び調達において持続可能性基準がより重視されるようになった点、並びに

持続可能な投資を行う投資家(社会的責任投資―SRI)がある。例えばカーボン・ディスクロージャー・プ

ロジェクトは767の機関投資家(約92兆米ドル)を管理しており、環境に優しい資産投資を選択している。

ドイツテレコムが自ら創出することができる機会は、環境に優しい製品及びサービスを利用することで

自らのカーボン・エミッションを削減する他、電力消費及び排出を継続的に削減することにより、新た

なターゲット層と有利な関係を築くことである。
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-　供給業者。当グループは、当グループのサプライ・チェーンのさらなる持続可能性を、機会と捉えてい

る。これにより当グループの評判が高まり経済的成功が促進される。したがって、開発プログラムに

よって、当グループは、戦略的な供給業者が社会的及び生態学的に許容することができ経済効率のよい

事業慣行を導入する手助けを行っている。2014年に導入されたプログラムは、既に相当な初期的成功を

収めており、2015年にもさらに展開する予定である。同時に、当グループの世界規模での調達活動に

よって、当社グループは、カントリー・リスク及び供給業者に特異的なリスクにさらされる可能性があ

る。これには、例えば供給業者の現地工場における未成年労働者の使用、環境破壊の意識的な容認、又

は不適切な労働安全環境が含まれる。NGOの報告やメディアの報道は当社の評判についてのリスク要因と

なり得るだけでなく、供給に関するリスクの要因ともなり得る。当グループは、体系的に供給業者を調

査することによりこれらのリスクを低減させている。

重要な持続可能性ランキングであるSAMにおいて、ドイツテレコムは、過去数年間、その供給業者管理にお

いて非常に高い評価を受けている。2014年にはさらに改善され、2013年の88ポイントから93ポイントとなっ

た。国際的な持続可能性基準を遵守する供給業者とのパートナーシップにより、高水準の製品品質及び調達の

信頼性が確保される。

 

健康及び環境。モバイル通信又はモバイル通信で使用される電磁場は、潜在的な健康へのリスクについて、

定期的に公衆に懸念されている。この課題に関しては、活発な公共的、政治的及び科学的討論が交わされてい

る。公衆の受忍問題はモバイル通信及び携帯電話の使用の両方に関わっている。モバイル通信において、これ

はモバイル通信インフラの整備拡張及びモバイル携帯電話の使用等のプロジェクトに影響している。固定ネッ

トワークにおいては、伝統的なDECT(デジタル・コードレス)電話器及びWi-Fi技術を使用する機器に関わって

いる。モバイル通信における予防措置(例えば、建築法の改正や携帯電話のラベリング要件)の実施又は閾値の

低下などの規制介入のリスクもある。

この数年間で、世界保健機構(WHO)や国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)等の認められた専門機関は、モ

バイル通信のための現在の制限値を繰り返し検証しており、現在の科学知識に基づけば、これらの値がモバイ

ル技術の使用に合致したものであるのならば、安全であることを確認している。2011年に、WHOの機関である

国際がん研究機関(IARC)は科学的根拠が不足しているにもかかわらず、隔絶された兆候に基づき、高周電磁場

を予防的措置として「潜在的ながん発生要因有り」と分類した。これは潜在的な発がん効果を示している最も

弱い分類である。コーヒーを飲むことも同じ分類に含まれている。しかしながら、この分類によって、マスコ

ミで取り上げられる機会が増え、さらに専門家の間で議論が行われることとなった。ドイツ放射線防護委員会

は、委員会の見解ではIARCの分類については科学的根拠が不十分であるとし、批判した。依然として、全ての

機関及び専門委員会は、これまでのところは、高周電磁場からの健康リスクの科学的根拠がないが、この問題

についてさらなる研究が必要であることを合意している。
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当グループは、特定の閾値が遵守されればモバイル通信技術が安全であると確信している。当グループのこ

の確信は、認められた機関の評価により支えられている。モバイル通信に係る当グループの責任ある管理の基

礎は、ドイツテレコムのEMFポリシーである。このポリシーによって、当グループはさらなる透明性、情報、

参加及びモバイル通信についての独立した研究の財政支援に貢献しており、これは法律で定められているもの

よりもはるかに幅広いものである。当グループは公衆が抱く不確実性を、客観的かつ科学的に根拠があり、ま

た透明性ある情報ポリシーを追求することにより克服しようと努める。したがって、当グループは、法定要件

を超えたところで地方自治体との間の信頼に基づいた良好なコミュニケーションを維持するよう依然として努

めている。同じことは、2013年に制定されたネットワーク事業者による自発的約束に基づいて過去に実施され

たモバイル・ネットワーク整備拡張との関連において、地方自治体との間に長期的協力関係が築かれた後で

あっても、当てはまる。

 

訴　　訟

主な係争中の訴訟。ドイツテレコムは政府機関、競合会社及びその他の当事者に対して、裁判所内外の訴訟

における当事者となっている。下記の訴訟は、当グループの観点から特に重要なものである。極端に稀なケー

スにおいて、個々の訴訟及び独占禁止手続の重要性に関して要求された開示が行われなかった場合には、当グ

ループは、これらの開示が、関連する訴訟の結果を著しく損なう可能性があると結論づける。

 

主な係争中の訴訟

トール・コレクト仲裁手続

目論見書に係る責任に関する訴訟

加入者情報提供に関する損害賠償請求

提携相手である電話帳出版社による請求

価格圧搾による損害賠償請求

ケーブル管路の共有の料金に関する損害賠償請求

連邦ネットワーク庁の決定に関する係争

　アンバンドルされたローカル・ループ回線の月額料金

　LTE周波数帯の競売

給与テーブルの減少

スロバキアテレコムに対する賠償請求

OTEに対する賠償請求

特許及びライセンス

旧ドイツ・ブンデスポスト(Deutsche Bundespost)公務員年金の当グループの負担額の減少
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-　トール・コレクト仲裁手続。トール・コレクトのコンソーシアム主要メンバーはダイムラー・ファイナン

シャル・サービシズ・アーゲー及びドイツテレコム・アーゲーである。これらの主要株主及びコンソーシ

アム会社であるトール・コレクトGbRと連邦共和国との間の仲裁手続において、2005年８月２日、ドイツ

テレコムは連邦共和国より請求書面を受領した。連邦共和国は同書面において、運営開始の遅延により、

約35億1,000万ユーロ及び利息に相当する通行料金収益の損失を被ったと主張した。契約違約金の全請求

額は、16億5,000万ユーロ及び利息となる。これらの主張は、操業契約の違反疑惑(業務委託に対する合意

の欠缺、車載装置及びモニタリング機器の提供遅延)に基づく。2008年５月16日付の書簡にて、連邦共和

国は通行料金収益の損失に対する賠償請求額の再計算を行い、169百万ユーロ減の修正を加えた。請求額

は約33億3,000万ユーロ及び利息となり、連邦共和国による主な請求額(契約違約金を含む。)は約49億

8,000万ユーロ及び利息である。さらなる審問が2014年春及び秋に開かれた。2014年春の審問に関して

は、ドイツテレコムが負っている訴訟及びリスクの割合が再検討され、その結果、財務状態書類ではリス

クの適切な引当金が認識された。

-　目論見書に係る責任に関する訴訟。1999年５月28日(第２回募集又はDT２)及び2000年５月26日(第３回募

集又はDT３)付の目論見書に従って売り出されたドイツテレコム株式の購入者と称する約16,000人によ

り、約2,600件の訴訟が係争中である。原告は、これらの目論見書で示される個々の数字は不正確又は不

完全であると主張している。賠償請求の総額は約80百万ユーロである。訴訟の一部には、ドイツ復興金融

公庫(Kreditanstalt für Wiederaufbau)(以下「ドイツ復興金融公庫(KfW)」という。)及び/又は連邦共和

国並びに株式発行銀行に対する訴訟も含まれる。フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、ドイツに

おける投資者モデル手続法(Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz(KapMuG))に基づき、認証質問書を

フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所に提出し、第一審を一時的に留保した。2013年７月３日の

第２回募集(DT２)に関するモデル手続き(Musterverfahren)において、フランクフルト・アム・マイン上

級地方裁判所が判決し、問題の株式目論見書に間違いはなかったとの決定を下した。フランクフルト・ア

ム・マイン上級地方裁判所は2012年５月16日に第３回募集(DT３)のモデル手続き(Musterverfahren)につ

いて、ドイツテレコムの第３回募集の目論見書にも間違いはなかったとの決定を下していた。したがっ

て、フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所は、ドイツテレコム・アーゲーに責任があると判示す

る根拠はない、と信じている。2014年10月21日の判決において、連邦司法裁判所は、この判決を棄却し、

目論見書に誤りがあったとして、フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所に本件を差し戻した。損

害に対して負う可能性のある責任に関する判決は出ていない。当グループは、ドイツテレコム・アーゲー

が損害に対して責任を負う必要がないことには説得的な理由がある、という意見を持ち続けている。現在

のところは、財務上の影響を十分な確実性をもって推定することはできない。
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-　加入者情報提供に関する損害賠償請求。2005年、ドイツテレコム・アーゲーは、テレゲイト・アーゲー

(telegate AG)から約86百万ユーロ及び利息の賠償請求を受けた。テレゲイト・アーゲーは、ドイツテレコ

ム・アーゲーが1997年から1999年までの期間において顧客情報提供の費用を過剰請求したことが、マーケ

ティング施策への資金不足を招き、目標である市場シェアの未達成を招いたと主張している。同じく2005

年、ドイツテレコム・アーゲーは、テレゲイト・アーゲーの創設者であるDr.ハリッシュから約329百万

ユーロ及び利息の賠償請求を受けた。Dr.ハリッシュは、1997年から1999年までの期間において顧客情報提

供の費用が過剰請求されていたことで、テレゲイト・アーゲーの株価が数回にわたり大幅に下落し、その

結果、増資を要したと主張している。また、これにより同氏と他の株主が保有株式の売却を強いられ、残

りの所有株式の希釈化をもたらしたと訴えている。その後、原告は請求額を612百万ユーロ及び利息に増加

して訴えている。ケルン地方裁判所は、2013年５月28日に、２つの訴訟を棄却する旨を決定した。Dr.ハ

リッシュ及びテレゲイト・アーゲーはいずれも上訴した。2014年７月２日付の判決において、デュッセル

ドルフ上級地方裁判所は、Dr.ハリッシュの上訴を棄却し、Dr.ハリッシュは、2014年７月８日に連邦司法

裁判所に上訴不許可について異議申立てを行った。さらに2006年、現在はテレゲイト・アーゲーの一部で

あるクリックテル・アーゲー(klickTel AG)により、過剰請求がなければ1999年頃にはオンライン・ディレ

クトリを開始していたであろうことによる、相当な利益の損失を根拠とした約14百万ユーロ及び利息の損

害賠償請求が起こされた。この訴えも、2012年11月27日のケルン地方裁判所の判決において棄却された。

これに対する原告の上訴を、デュッセルドルフ上級地方裁判所は、2013年12月11日の判決において棄却し

た。判決は確定している。

-　提携相手である電話帳出版社による請求。2013年末、加入者の電話帳を編集し出版するために、ドイツテ

レコム・アーゲーの完全子会社であるデーテー・メディエンGmbH(DeTeMedien GmbH)(以下「デーテー・メ

ディエン」という。)と共同してジョイントベンチャーを立ち上げた複数の出版社が、デーテー・メディエ

ン及び/又はドイツテレコム・アーゲーを提訴した。原告らは、デーテー・メディエンに対して損害賠償又

は返還を請求し、デーテー・メディエンに次ぐ連帯債務者としてのドイツテレコム・アーゲーに対して、

一定の限度で損害賠償又は返還を請求している。原告らは、ジョイントベンチャーにおいて加入者情報提

供料金が過剰請求されたとする主張を請求の根拠とする。2014年に、提携相手であるさらなる電話帳出版

社が、デーテー・メディエンに対して補償又は返還を請求した。2014年末に、何人かの原告が、さらに、

請求額を明示した。したがって現在の請求総額は、約470百万ユーロ及び利息となっている。2014年７月16

日に、デーテー・メディエンに対してフランクフルト・アム・マイン地方裁判所で提訴された２つの訴訟

に関して審問が開かれ、当該裁判所は、2014年10月22日の判決において却下した。判決はまだ確定してい

ない。原告側は、判決に対してフランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所に上訴した。当グループ

は、他の数多くのケースにおける判決が2015年に出ると予期している。ドイツテレコムは、2014年の財務

状態書類にてリスクの適切な引当金を認識している。
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-　価格圧搾による損害賠償請求。2003年に欧州委員会が罰金を科した判決の一部として価格圧搾が認定され

た後、ローカル・ネットワークのホールセール料金及び小売料金の間に価格圧搾を発生させたことを論拠

に、複数の競合会社がドイツテレコム・アーゲー又はテレコム・ドイチュラントに対して損害賠償請求を

行った。EWEテルが約82百万ユーロ及び利息を求めて提起した上訴手続きにおいて、デュッセルドルフ上級

地方裁判所は、2014年１月29日に、とりわけ消滅した請求範囲についてケルン地方裁判所判決を変更する

旨を判示し、賠償額に関してケルン地方裁判所に差し戻し、上訴を不許可とした。EWEテルGmbH及びテレコ

ム・ドイチュラント両者は、連邦司法裁判所に上訴不許可について異議申立てを行った。連邦司法裁判所

は、バーサテル(Versatel)による、約70百万ユーロを請求する上訴手続きにおいて、2014年９月23日付の

判決において、バーサテルの上訴不許可についての異議申立てを棄却した。判決は確定している。本件に

関して、EWEテルの請求以外の係争中の手続きは存在しない。

-　ケーブル管路の共有の料金に関する損害賠償請求。2012年春に行われた損害賠償請求では、カベル・ドイ

チュラント・フェアトリーブ・ウント・セルビスGmbH(Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH

(KDG))は２つの主張を行っている。第一に、テレコム・ドイチュラントが将来ケーブル管路の容量を使用

する権利の年間手数料を削減すること。第二に、これに関連して2004年以降に行われた支払いの一部の払

戻しを行うこと。KDGは、2012年まで(同年を含む。)に負担した請求額を約340百万ユーロ及び利息である

と算定した。フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、2013年８月28日の判決において、この請求を

棄却した。上訴手続きにおいて、KDGは、請求の追加によって2013年分の請求も明示して、現在、約407百

万ユーロを超えて支払ったとしている額及び約34百万ユーロの正味利息を受領したとしている額、並びに

各ケースの利息の償還を求めている。2014年12月９日に、フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所

は、上訴を棄却して、さらなる上訴を不許可とした。KDGは、連邦司法裁判所に上訴不許可について異議申

立てを行った。2013年１月23日、テレコム・ドイチュラントはユニティーメディア・ヘッセンGmbH &

Co.KG(Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG)、ユニティーメディアNRW GmbH(Unitymedia NRW GmbH)及びカベ

ルBW GmbH(Kabel BW GmbH)からも損害賠償請求を受けた。かかる請求においては、テレコム・ドイチュラ

ントがケーブル管路の共有について、特定及び正確に定められた金額より多い金額を原告に請求すること

をやめるよう、要求している。さらに、ケーブル管路の共有で、2009年から2012年を含んで2012年まで必

要以上に料金を多く支払ったとして、ユニティーメディア・ヘッセンGmbH & Co.KGは約36.5百万ユーロ及

び利息、ユニティーメディアNRW GmbHは90.8百万ユーロ及び利息、並びにカベルBW GmbHは61.5百万ユーロ

及び利息を現在要求している。いずれの訴訟についても、現時点では十分な確信をもって財務的影響を計

算することはできない。
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-　連邦ネットワーク庁の決定に関する係争。数社の競合会社はドイツテレコム又はテレコム・ドイチュラン

トに有利になされた連邦ネットワーク庁による決定の取消しを求めている。これらの申立てが成功すれ

ば、通常、連邦ネットワーク庁による新たな決定が要求されるであろう。以下に述べる訴訟手続は、当グ

ループから見て特に重要なものである。

-　アンバンドルされたローカル・ループ回線の月額料金。1999年、2001年、2005年及び2010年からの一時

料金の認可を除いて、アンバンドルされたローカル・ループ回線(ULL)に係る認可は、ULLを求める会社

が管轄裁判所による取消しを求めており、これらの会社に対する拘束力を有しない。特定の認可は取り

消され、これは最終的かつ拘束力のあるものであるため、連邦ネットワーク庁は再度、前の原告に関連

する料金を決定しなければならない。現在、これは具体的には1999年、2001年、2003年、2005年及び

2007年からのULL月額料金認可、並びに2002年からのキャンセル料金についてのULL一時料金に関する新

しい決定が対象である。

-　LTE周波数帯の競売。2010年、連邦ネットワーク庁は800MHz、1.8GHz、2.0GHz及び2.6GHz帯で追加周波

数を競売にかけ、この競売にはモバイル・ネットワーク事業者の全４社が参加した。複数の会社が連邦

ネットワーク庁によるかかる競売についての規則に関して上訴した。放送局及びケーブル・ネットワー

ク事業者による異議申立てが、棄却されて確定の効果が生じるとともに、依然として係属中であった電

気通信会社１社の上訴が2014年９月３日付のケルン行政裁判所の判決により最近棄却された。この判決

は、まだ確定していない。原告は、連邦司法裁判所に上訴不許可について異議申立てを行った。全ての

原告がテレコム・ドイチュラントに対する周波数の割当てに対しても上訴しているが、これについては

まだ判決は出ていない。

-　給与テーブルの減少。公務員法(Dienstrechtsneuordnungsgesetz)の改正を受け、議会は、2009年に、賞与

支払に関する連邦法に基づき、全連邦公務員に年１回支払われていた年末賞与を、基本月額給与に統合し

た。連邦公務員報酬法(Bundesbesoldungsgesetz(BBesG))第78条に基づき、これはドイツ・ブンデスポスト

の承継会社に雇用される公務員には適用されない。新規の減少された給与テーブルについて、シュトゥッ

トガルト行政裁判所に対するものも含めて複数の異議申立てがなされた。連邦憲法裁判所がこの規定を合

憲とみなすことを助言する付託命令を下した後、多くの申立ては取り下げられたか、又はシュトゥットガ

ルト行政裁判所によって棄却された。したがって、係属中の事件において償還請求訴訟がなされる可能性

は低いと考えている。

-　スロバキアテレコムに対する賠償請求。1999年、スロバキアテレコムの法律上の前身が、基本的契約に反

して国際ラジオ番組の放送を停止したという告発に基づき、スロバキアテレコムに対し訴訟が起こされ

た。原告は当初、損害及び利益の損失に関し、約100百万ユーロ及び利息を要求した。2011年11月９日、ブ

ラティスラヴァ地方裁判所は、一部原告の要求を認める判決を下し、スロバキアテレコムに対し約32百万

ユーロ及び利息の支払いを命じた。2011年12月27日、スロバキアテレコムはこの判決について最高裁判所

へ上訴した。ドイツテレコム・アーゲーは、スロバキアテレコムに対して最終的かつ法的拘束力のある判

決が下された場合、請求された金額の一部について、第三者に対し償還請求を主張できる。
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-　OTEに対する賠償請求。2009年５月、ランネット・コミュニケーションズS.A.(Lannet Communications

S.A.)は、OTEに対して、OTEによる違法と考えられるサービス停止(主に相互接続サービス、ローカル・

ループのアンバンドリング及び専用回線のリース)から生じた、176百万ユーロ及び利息の損害賠償を求め

る訴訟を起こした。2013年５月30日に審問が実施されたが、判決は下されていない。

-　特許及びライセンス。他の多くの大手電気通信及びインターネット・プロバイダーと同様に、ドイツテレ

コムは、知的財産権紛争に巻き込まれる機会が増えている。ライセンス料及び/又は賠償金を支払う必要が

生じるリスクがある。また、例えば、製品の販売、又は技術利用に関して、停止命令が下されるリスクも

ある。

-　旧ドイツ・ブンデスポスト公務員年金の当グループの負担額の減少。ドイツテレコムは、旧ドイツ・ブン

デスポスト職員のための法規定に関するドイツ法(Postpersonalrechtsgesetz)に基づく、公務員年金基金

の負担金支払義務を遵守している。旧ドイツ・ブンデスポスト職員のための法規定に関する法は、公務員

年金の負担金支払義務を負う旧ドイツ・ブンデスポスト会社が、かかる支払いが競争における不合理な負

担となることをドイツ政府に証明できる場合は、市場実勢に沿った、かつ同業他社と同じ水準まで同義務

を減少し得る旨を定めている。ドイツテレコムは、以前、管轄当局である連邦財務省に負担金支払義務の

減少を申請したが、退けられた。当該申請が退けられた後、ドイツテレコムは、支払済みの負担金の一部

返還及び将来支払う負担金の減額を求めて管轄する行政裁判所に上訴した。

さらに、ドイツテレコムはこれらの公判、調停及び仲裁手続のそれぞれにおいて、毅然として抗弁及び/又

は主張をするつもりである。
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終結した手続き

-　メトロPCS。2012年10月及びそれ以降において、ドイツテレコムは、メトロPCSコミュニケーションズ・

インコーポレーテッド(MetroPCS Communications Inc.(メトロPCS))及びTモバイルUSA(T-Mobile USA)の

企業結合に対して米国で提起されているいくつかの集団訴訟について知った。2014年末までに、メトロ

PCS及びTモバイルUSA(T-Mobile USA)の企業結合に対する全ての係属中の訴訟が解決した。案件のうち主

要なものの決着がついた。

-　GSM周波数帯使用の延長。2009年７月に、連邦ネットワーク庁はTモバイル・ドイチュラントGmbH(現テレ

コム・ドイチュラント)に割り当てられたGSM周波数の使用期限を、元の2009年12月31日から2016年12月

31日にまで延長した。複数の会社が、連邦ネットワーク庁のこの決定に対して異議を唱えた。唯一係属

していた手続きの2014年10月９日の判決において、Airdataの請求を却下した2013年11月28日のケルン行

政裁判所による判決に対するAirdataの上訴不許可に対する異議申立てに対して、マンステール上級行政

裁判所が、この請求を棄却した。したがって、当該行政裁判所の判決は法的拘束力を有するに至った。

-　LTE周波数帯割当競売(Tモバイル・オーストリア)。2013年12月６日に、Tモバイル・オーストリアはオー

ストリア行政裁判所に、オーストリアの規制当局であるTKKによる割当兼納付通知書について訴訟を提起

した。規制当局は、この係争に関する通知において、2013年10月21日の周波数競売で落札した周波数帯

をTモバイル・オーストリアに割当て、支払料金を記載した。2014年12月11日の判決において、オースト

ラリア行政裁判所は、異議申立てを却下し、決定は確定した。

-　プレミアムSMSコンテンツに対する課金。2014年７月に、TモバイルUSに対して、第三者が提供するプレ

ミアムSMSコンテンツについて認可されていない課金を行ったとして、FTCによって提訴がなされた。こ

の訴訟に加えて、FCC及びその他の米国当局は、TモバイルUSのプレミアムSMSコンテンツの課金について

調査及び尋問を開始した。TモバイルUSに対する手続き及び調査は、FCC、FTC、及びその他の米国当局と

の合意の締結をもって、2014年12月19日に終了した。

 

独占禁止に関する手続き

他の多くの企業と同様に、当グループは独占禁止法の条項に従う。いくつかの国において、ドイツテレコム

及びその子会社、ジョイントベンチャー並びに関連会社は、独占禁止法若しくは競争法による様々な訴訟にさ

らされており、その後の民事上の請求にもつながる可能性がある。ドイツテレコムは、個々の申立てが根拠の

ないものであると考える。主な独占禁止及び消費者保護訴訟を以下で述べる。
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ポーランドの独占禁止委員会による訴訟。2011年11月23日、ポーランドの独占禁止委員会(UOKiK)は、2010

年に開始した調査を終了した。同委員会はTモバイル・ポルスカ(T-Mobile Polska)(旧PTC)(以下「Tモバイ

ル・ポルスカ」という。)及びポーランドのその他の電気通信会社が、独占禁止法違反の価格協定を行ったと

いう判定を下し、Tモバイル・ポルスカに34百万PLN(約８百万ユーロ)の罰金を科した。Tモバイル・ポルスカ

はこの申立ては根拠のないものであると考え、この判定に対して異議を唱える訴訟を起こした。結果として、

罰金はまだ支払われていない。同じことが、消費者保護法違反として、2012年１月２日にUOKiKがTモバイル・

ポルスカに科した21百万PLN(約５百万ユーロ)の罰金にも当てはまる。裁判所は未だ判決を下していない。

 

欧州委員会によるスロバキアテレコム及びドイツテレコムに対する訴訟。欧州委員会は、スロバキアテレコ

ムがスロバキアのブロードバンド市場で市場支配力を乱用していたことを2014年10月15日に発見したと公表

し、その結果、スロバキアテレコム及びドイツテレコムに対し罰金を科した。欧州委員会は、スロバキアテレ

コムが、スロバキアテレコムのローカル・ループに対するアンバンドルされたアクセスを拒否し、別のプロバ

イダーに対するマージンを圧搾した、という見解をとっている。罰金は、スロバキアテレコム及びドイツテレ

コムに対して38.8百万ユーロであり、ドイツテレコムには2003年にドイツにおけるマージンの圧搾により既に

罰金が科されていたために、ドイツテレコムに対してはさらに31.1百万ユーロが加算された。当グループは引

き続き、スロバキアテレコムによる独占禁止法の違反について、ドイツテレコムにも責任を負わせる根拠はな

いと考えている。さらに当グループは、スロバキアテレコムが適用法令を遵守していると確信している。スロ

バキアのブロードバンド市場における激しい競争及び継続中の価格の侵食はスロバキアテレコムによる競争会

社への妨害と相反している。この理由から、ドイツテレコム及びスロバキアテレコムは、2014年12月29日、欧

州連合司法裁判所の前に、欧州委員会の決定に対して異議を申し立てた。罰金は、2014年12月31日時点で、他

の債務に含まれている。

 

財務リスク

ドイツテレコムは、その資産、負債及び予定される取引に関して、とりわけ、流動性リスク、信用リスク並

びに為替及び金利の変化によるリスクにさらされている。財務リスクの管理は、これらのリスクを継続的な営

業及び財務活動により制限することを目指している。当グループは、異なるワースト・ケース及びマーケッ

ト・シナリオに基づくシミュレーション計算によって、異なる条件の影響を予測することができる。リスクの

評価に応じて、当グループは、リスクを軽減するため、一定のデリバティブ商品及び非デリバティブ商品

(ヘッジ手段)を用いている。しかしながら、ドイツテレコムは、グループのキャッシュ・フローに影響を及ぼ

すリスクのみをヘッジする。当グループは、デリバティブをヘッジ手段としてのみ用いる。すなわち、トレー

ディング又はその他の投機目的のためには用いない。以下に記載する流動性、信用、通貨及び金利の各リスク

分野はリスク制限措置を講じた後に評価されたものである。評価については、上記の「会社のリスク」の表を

参照のこと。
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流動性リスク。グループ及びドイツテレコム・アーゲーの支払能力及び財務のフレキシビリティを常に徹底

するため、クレジット・ライン及び現金による流動性準備金が維持されている。中期及び長期金融に用いられ

るのは、多様な通貨及び地域で発行される債券及びミディアム・ターム・ノート(MTN)である。これらは通

常、ドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(Deutsche Telekom International Finance

B.V.)(DTIF)(以下「ドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンス」という。)を通して発行され、グ

ループ内融資として取引される。

次のグラフは、流動性準備金の推移を満期日に関連付けて示している。2014年末時点及びそれ以前の四半期

時点において、流動性準備金の当社目標を明確に達成し、24か月以内に迎える満期をカバーした。

 

 

ドイツテレコムは、継続的な流動化管理を確立した。当グループ及びドイツテレコム・アーゲーの支払能力

及び財務上の柔軟性を常に保証するために、ドイツテレコムは、クレジット・ライン及び現金の形で流動性準

備を維持している。この流動性準備は、いつの時点においても次の24か月間の資本市場の満期をカバーするも

のである。

報告済みの銀行への債務に加えて、ドイツテレコムは、2014年12月31日時点で21の銀行との間で総額123億

ユーロの標準化された二者間クレジット協定を結んでいる。2014年12月31日時点で、これらクレジット・ライ

ンの２億ユーロが利用済みである。本クレジット協定に従って条件はドイツテレコムの格付に従う。二者間ク

レジット協定の当初満期は36か月であり、12か月経つ毎に、さらに12か月間延長されて、36か月間の満期が更

新される。現在の見解では、国際借入資本市場に対するアクセスは危ぶまれていない。ドイツテレコムは2014

年に社債を発行していない。TモバイルUSは、2014年事業年度に総額30億米ドル相当の社債を発行し、10億米

ドル相当の社債が期日前償還された。2014年12月には、TモバイルUSが、10億米ドルに相当する強制転換優先

株式を発行し、これは、３年間経つと、TモバイルUSの株式に転換される。強制転換優先株式の名目額も、社

債として認識されている。
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信用リスク。ドイツテレコムは、事業運営及び一定の財務活動により信用リスクにさらされている。そのリ

スクとは、カウンターパーティーが契約上の義務を履行しないというものである。概して、財務活動に関する

取引は、信用管理システムとの関係でBBB+/Baa1の信用格付以上のカウンターパーティーとのみ行われる。営

業に関しては、債務残高を各地域すなわち現地で継続的にモニタリングしている。法人顧客、とりわけ国際

キャリアとの事業における支払能力は別途モニタリングしている。

デリバティブ取引に関しては、担保に関する合意の一部として、支払不能に陥った際は全ての既存契約を清

算し、その債権又は債務残高のみが残る旨をカウンターパーティーとの間で合意している。デリバティブ取引

に起因する信用リスクは、担保の交換を通じてさらに減少されている。既存の担保に関する合意のための既存

の債権残高については、ドイツテレコムは、カウンターパーティーから即時利用可能な現金のかたちで保証を

受領し、債務差額が生ずる場合にはかかる保証を提供する。

 

通貨リスク。ドイツテレコムは、投資、資金調達及び営業活動において通貨リスクにさらされている。外貨

の変動によるリスクは、当グループのキャッシュ・フローに影響が及ぶ場合(すなわち、キャッシュ・フロー

がそれぞれのグループ企業の機能通貨建てでない場合)にヘッジされる。当グループのキャッシュ・フローに

影響が及ばない外貨リスク(すなわち、外国事業の資産負債計算書を当グループの報告通貨に換算することに

より生じるリスク)は、一般的にはヘッジされない。しかしながら、ドイツテレコムは、一定の状況下ではこ

の外貨リスクについてもヘッジし得る。

 

金利リスク。ドイツテレコムの金利リスクは主に有利子負債に起因し、主としてユーロ圏及び米国において

存在する。これらの地域における金利変動の影響を最小化するため、ドイツテレコムは、ユーロ建ての純負債

と米ドル建て純負債を分けて金利リスクを管理する。取締役会は、年に１度、最低３年間の計画期間について

固定金利純負債と変動金利純負債の理想的な組合せを定める。当グループの既存及び計画された債務構造を考

慮し、財務部門は、取締役会が定めた純負債の構成に金利構造を調整するため、金利デリバティブを利用す

る。詳細は、連結財務書類に対する注記37「金融商品及びリスク管理」を参照のこと。

 

税務リスク。多くの国において、ドイツテレコムは適用ある法定の税務規制に服す。税務上の損金及び課税

所得並びに未収税及び納税債務に影響を及ぼすリスクは、各地域の税法又は税務管轄の変更及び既存規制の異

なる解釈によって生じ得る。

 

その他の財務リスク

本項には、現時点では重要性を有しないか、又は現時点の認識に基づいて評価することができない他の財務

リスクについての情報を記載する。
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格付リスク。2014年12月31日の時点で、ムーディーズによるドイツテレコムの信用格付はBaa1であり、

フィッチ及びスタンダード＆プアーズの格付はBBB+であった。この３社全てが、当社の見通しを「安定的」と

した。当社の格付が定められた一定レベルより下がった場合には、発行済みの一部債券及びMTNの利率が上昇

すると予想される。

 

連邦共和国又はドイツ復興金融公庫(KfW)による株式売却。2014年12月31日現在、連邦共和国及びドイツ復

興金融公庫(KfW)は共同で約31.7％のドイツテレコム・アーゲー株式を保有している。

連邦共和国は民営化政策を今後も継続し、資本市場を阻害しない方法で、ドイツ復興金融公庫(KfW)による

関与の下、株式持分をさらに売却する可能性がある。連邦共和国若しくはドイツ復興金融公庫(KfW)のいずれ

かによってドイツテレコム・アーゲーの株式が大量に市場で売り出されることにより、又はそれに対する憶測

により、当社株式の価格がマイナスの影響を受けるリスクがある。

 

ドイツテレコム・アーゲー資産の減損。ドイツテレコム・アーゲー及びその子会社の資産価値は、定期的に

検証されている。定期的な年１回の測定に加え、特定の減損テストを実施することがあり得る。例えば、経

済、規制、事業又は政治の環境変化が、のれん、無形資産又は不動産、工場、設備の価値を減じさせる可能性

がある場合である。詳細は、連結財務書類に対する注記「会計方針の要約―判断及び見積り」の項を参照のこ

と。これらのテストにより、現金支出を伴わない減損損失が認識されることもあり得る。これは、当グループ

の業績に多大な影響をもたらす可能性があり、その結果、ドイツテレコムの株価に悪影響を及ぼし得る。

 

Tシステムズ・フランスにおけるSI事業部門の売却。2013年中旬になされたTシステムズ・フランス(T-

Systems France)のシステム・インテグレーション事業部門の売却に際して、所管の労使協議会に対して15か

月分の保証を提供しなければならなかった。保証は、買い手に支払不能事由が生じた場合に、従業員に補償を

行うことを目的としたものであった。2014年９月初めに、当該事由が生じることなく、15か月の保証期間が満

了した。
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５ 【経営上の重要な契約等】

下記「７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載されるものの他に当社はその

経営又は業務に関連する重要な契約を認識していない。
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６ 【研究開発活動】

技術革新及び製品開発

技術革新に関するより詳細な情報は、当グループのオンライン・レポート(www.telekom.com/innovation)を

参照のこと。

 

-　閃きを与える革新的な製品の開発

-　パートナーとの成功

 

デジタル時代の設計者

当グループは、電気通信及び情報技術の世界における主要なプロバイダーのうちの１つである。この地位を

確固たるものにするために、当グループは技術革新能力を強化しなければならない。これは究極的には当グ

ループの顧客を利することにつながる。というのは、革新的な技術により、当グループが優れたネットワーク

(とりわけモバイル通信にとって)を供給することができるようになり、また、革新的な製品及びサービスを顧

客に提供することができるようになるからである。

当グループは、デジタル時代の設計者として未来を作り上げる助けをしたいと考えている。そのために当グ

ループが使用する基礎となるものは変わっておらず、それは、固定ネットワーク及びモバイル・ネットワーク

向けの高速ブロードバンド・インフラである。伝送及び蓄積されるデータ量は天文学的に増加している。それ

ゆえ、今後数年間、当グループはインフラに重点的に投資を続けなくてはならず、またそうする予定である。

ドイツにおける取組みは、モバイル通信のLTEネットワークの敷設並びに固定ネットワークにおける光ファ

イバー及びベクタリング技術に集中する。加えて、当グループは当グループの固定ネットワーク及びモバイル

通信の強み(すなわち、能力及び速度)を合わせたハイブリッド製品を開発する。ドイツでは、当グループは既

にスピードポート・ハイブリット(Speedport Hybrid)ルーターを市場にもたらしており、それによって再び当

グループの技術革新の能力を実証している。IPトランスフォーメーションは、当グループの統合ネットワーク

戦略のために必要で、当グループの将来の製品及びサービスの全ての基礎である。
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技術革新文化及び技術革新プロセス

技術革新を定めることはできない。技術革新は、育まれ、その内部から命を吹き込まれなければならない文

化である。当社の企業グループのような大企業は、特に、技術革新を促進する力強い企業文化を必要とする。

かかる文化にとって、効率的な内部プロセス、創造的な潜在能力の解放、新たなアイディアの推進及び挑戦並

びに企業家の構想に基づく、迅速な決定及び実施が重要な要素となる。

技術革新はドイツテレコムの専門の技術革新部門で生まれるだけでなく、従業員全体(当社の従来の中核事

業部門及び当グループの国内市場におけるダイレクト・マーケティング部門も含む。)からももたらされる必

要がある。技術革新及び当グループの中核事業の相互作用は、様々な市場において顧客のための技術革新を生

み出すことを成功させるための唯一の方法である。

明確なプロセスの仕組みは、成長を必要とする分野にアイディアを与え、革新的な製品及びサービスへと転

換する。下図に示す通り、当社の技術革新プロセスでは、４つのフェーズを経ている。

 

 

-　第１に、アイディアである。それは、市場調査若しくは顧客のフィードバックの結果である場合もあ

り、又は、中核製品の専門家及び技術革新部門、テクノロジー・レーダー若しくはアイディア・マネジ

メントから内部的にもたらされる場合もある。この他、当グループは、グローバル・スカウティング・

ネットワークを確立しており、ドイツ、米国、イスラエル及びアジアのトレンド・スカウトとの協働を

視野に入れている。

-　選択のフェーズでは、実施はどの程度容易か、潜在性はどの程度か、顧客の関心はどの程度高いか、各

アイディアを評価する。

-　開発のフェーズでは、設計に関する顧客の要望及び要求を集約し、それを製品又はサービスの構想に盛

り込む。

-　最終的に、製品又はサービスが市場に出される。
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４つの各フェーズにおいて、当社は必然的に、当社が使用する資源が、予想される結果にどの程度対応して

いるかを検証することになる。これにより、技術革新プロセスのあるフェーズで淘汰される製品の開発に繋げ

ることができる。全ての良いアイディアが良い製品又は良いサービスになる見込みがあるとは限らないため、

これは必要不可欠な選択である。あらゆる技術革新が、当社の顧客に付加価値を提供するものでなければなら

ない。顧客が技術革新を受け入れない場合又は技術革新のタイミングが適切でない場合、最高のアイディアで

さえも無価値なものである。

持続可能性基準は、技術革新プロセスの全段階を通じて織り込まれている。新しい製品が開発されるとき

は、当グループの拘束力のある設計ガイドラインが適用される。かかる設計ガイドラインには、持続可能性の

観点及び設計の原則が含まれる。最初の設計ガイドラインはCR戦略から取られており、「責任を持って行動

し、グローバルに考える(Act responsibly - think globally)」と述べられている。

当グループは、当グループにおける技術革新プロセスを管理して、技術革新文化をさらに促進するために、

技術革新管理の構想を策定した。それには当社が正しく優先順位を決めることを確実にするためのポートフォ

リオ及び技術革新委員会(Portfolio & Innovation Board)が含まれる。当該委員会は、当グループのための技

術革新の焦点を見極め、選択して、その実施のための個々の戦略を決議する。これは、例えば、最大の機会を

提供するポートフォリオを定め、これらの実際の利用を確実にすることを意味する。当グループは、現在下記

の領域に焦点を当てている。

-　製品及びサービス(例：Joyn)

-　プラットフォーム事業(例：M2M)

-　パートナーシップ(例：スポティファイ(Spotify)及びネットフリックス(Netflix)と)

-　プロセス(例：顧客サービスにおける追加的なダイレクト・マーケティング(場合によっては、アプリ又

は当グループの新しい「テレコム・ヒルフト(Telekom hilft)」ビデオアプリ等のビデオエージェント)

の選択)

-　ネットワーク(例：次世代モバイル通信である5Gの標準化への当グループの寄与)

-　デバイス(例：アマゾンとのファイアフォン(Fire Phone)の排他的な販売パートナーシップ)
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３方面からの技術革新戦略

当グループは、将来の課題に直面している。さらに技術革新能力を大きく高めるために、当グループは自己

の技術革新を利用するだけではなく、グループ外部の技術革新を組み込むことにも成功している。当グループ

は、３つの異なる方法で技術革新による成長を生み出す。つまり、社内開発によるもの、パートナーシップに

よるもの、そして株式投資によるものである。下図に示す通り、当グループは３方面からの戦略として技術革

新を見ている。妥協せず中心にあるのは、常に当グループの顧客の利益である。
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Tラボ：当グループ自身のアイディアを生み出す場所

当グループの中心的な研究及び技術革新部門であるテレコム技術革新研究所(Tラボ)とともに、当グループ

は、ドイツのベルリン、ダルムシュタット及びボン、イスラエルのベエルシェバ及びテル・アビブ並びに米国

のマウンテンビューを含む様々な場所で、自社の研究開発施設を運営している。そこでは、様々な分野の約

500名の専門家及び科学者が、国際的な大学及び研究機関と緊密に協力しながら、新技術の開発及び実験を

行っている。その目的は、新しいアイディアを提案し、革新的製品、サービス及びインフラの開発及び展開を

支援するために当グループの事業セグメントと提携することである。

Tラボは、その主要なベルリンの施設において、2004年以降、ベルリン技術大学(Technische Universität

Berlin)と提携しており、それはヨーロッパ有数の最大かつ最もよく知られた官民パートナーシップの１つで

ある。2014年、Tラボは、下記の主なトピックに焦点を当てた。

-　インフラ及びネットワーク技術：異なる種類の接続技術を集約するプロトタイプ・ソリューション(例え

ば、DSL及びLTEから成るハイブリッド技術の集約、隣接するDSL回線を集約するDSLコミュニティ、並び

に新しい4G+技術を使用する能力及び品質の向上のための費用効果的な方法及びツール)を開発してい

る。これに加えて、同じ費用で顧客に100倍の周波数帯域幅を提供する新技術(例えば、5G及び最適化さ

れたFTTxアーキテクチャーを用いて)にも取り組んでいる。

-　自動化及び仮想化：IT及びネットワーク・リソースの自動化及びシームレスな仮想化は、新サービスの

開始を劇的に加速させ、既存のリソースの効率性を向上させる可能性を有する。これにより、新規事業

モデルがブロードバンドを構築することができる。１つのネットワーク事業者のリソースが、他のネッ

トワーク事業者によってシームレスに利用できることが特に重要である。今後、これらのソリューショ

ンは、今日のビット・ストリーム・アクセスを越えて広がるだろう。より大きな生産柔軟性を促進する

イニシアチブは、顧客の家庭及び中小企業におけるインストールの仮想化及び/又は自動化に基づく。

-　標準化及びライセンス付与：Tラボは、ブロードバンド・アクセス及び家庭のネットワーク化技術の標準

化への取り組みを促進する。Tラボの特許は、技術革新を保護し、ドイツテレコムの直接的及び間接的な

ライセンス費用を削減するのを助けもする。適例は、モバイル通信ネットワークの次世代プロトタイプ

(例えば、LTE/4Gネットワークに代わるワイヤレス技術及び光ファイバー技術のような次世代の固定回線

ネットワーク)の開発である。
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-　データの分析：Tラボは、ビッグデータを適切に活用し分析する方法に取り組んでいる。個人ユーザーグ

ループのパターンに関する情報を取得し、その情報をカスタム化したサービスを市場に提供するための

基礎として利用することを目的としている。ここで再び、当グループは、他の業界セクターの企業と新

たな事業モデルを開発することを計画している。電気通信及びパートナーのデータを集積及び分析する

ことにより、業界及びエンドユーザーに対して、新しい付加価値を生み出すことができる。データ分析

の分野では、予知保全、モバイル・モニタリング及びモバイル通信に現在の焦点を当てて、最先端のM2M

ソリューションにも取り組んでいる。体系化されていないビッグデータの分野において、初期の分析を

実行し、最初の発見をスピードアップするため、Tラボは「アナリティックス・ワークベンチ・アンド・

ツールボックス(Analytics Workbench and Toolbox)」を展開している。当グループはまた、当グループ

におけるビックデータについて、グループ全体における透明性を作りだし、関連部門間の交流を保証

し、トピックを展開するという目的の下、所管チームを設置している。クリエイション・センター

(Creation Center)のサポートの下、当該所管チームはユーザーを中心とする観点からビッグデータにつ

いて綿密な検討を行い、当グループのビッグデータ・ビジネスのガイドラインを開発した。

-　インダストリー4.0(Industry 4.0)：当グループは、2014年10月に、ヨーロッパにおける産業のデジタル

化を推進するため、シーメンス(Siemens)との共同研究に合意した。当該共同研究の目的は、インダスト

リー4.0(Industry 4.0)として知られる製造業のコンピューター化における当グループの優位を守ること

である。かかる協力は、まず３年間実施される予定で、新たなパートナーに対しても開放されている。

最初のステップは、パイロット・プロジェクトにおいてシーメンスの３つの場所をリンクする予定であ

る。課題の１つは、遅延のないリアルタイムな通信及びデータのセキュリティーを保証する方法を明ら

かにすることがある。ファーミング4.0(Farming 4.0)プロジェクトでは、Tシステムズ及びTラボは、ICT

が農業において生産及びエネルギー効率を大幅に改善し、同時に従業員の作業負荷を減らすことができ

る方法を示すために農業機械メーカーであるCLAASと提携した。関連するTラボのDEXmp(Data Exchange

Marketplace(データ交換市場))プロジェクトの１つの目的は、包括的なサービスのプラットフォームを

利用できるようにすることである。これにより農家及びその他の農業従事者は、状態及び動向のデータ

を収集し、処理及び評価することができ、ひいてはリアルタイムでプロセスの透明性を高めることがで

きる。また、幅広い分析及びプランニング作業を扱うことができるようになる。そのためTラボは、Tシ

ステムズとともに、包括的な役割と権限管理機能を有する様々な横並びのサービスを開発し、実施して

いる。これらのサービスは、農業用途のためだけでなく、土木工学のようなその他のインダストリー4.0

プロジェクトでも利用できる。
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-　ソフトウェア・ディファインド・ネットワーキング(Software Defined Networking)：ソフトウェア・

ディファインド・ネットワーキング(SDN)は、当グループのネットワーク・インフラの効率性及び柔軟性

を向上させるための、仮想化及び自動化に依存する重要な技術である。これは顧客が例えば、数秒のう

ちにサービスを予約しかつ開始することができ、自宅のネットワークで各種サービスへのモバイル・ア

クセスを楽しむことができ、自分でデバイスの設定を一切しなくて済むことを意味する。SWANプロジェ

クトでは、SDN技術をワイド・エリア・ネットワーク(WAN)に対応させることに取り組んでいる。それに

よって、より高い効率とスピードで企業にVPNサービス及びその他の付加価値を有するゲートウェイ・

サービスを提供することが可能になる。Tシステムズとの緊密な協力で、Tラボは、WANサービスのために

割く時間の大幅な削減を達成すること計画している。これは、オンデマンド利用の新しい収益モデルを

作ることを可能にするだろう。VPN2Go製品のプロトタイプのTシステムズへの移行は成功し、当グループ

が販売している。さらに、Tラボは、WANプラットフォームの次世代の試作版に取り組んでいる。

 

アイディアの場の提供

テレコム・イノベーション・アリーナは、将来のデジタル・ライフに関するアイディアの理想的なシナリオ

を作り上げる。イノベーション・アリーナは、24時間利用可能な最先端のITインフラ、近代的建築及びアイ

ディアを交換する機会から、リラクゼーションのためのクリエイティブ・ルームに至るまで、初めての及び最

も進んだ最適な仕事環境を提供する。ここでは、Tラボ、hub:raum及びデザイン・アンド・パートナリング分

野の従業員が、現在約8,000平方メートル以上に広がる施設を持つデジタル事業部門でともに働いている。当

グループの技術革新事業の全ての領域からの人々の創造的な混合は、企業家から開発者及びデザイナーに亘

り、イノベーション・アリーナをドイツにおけるアイディアのホットスポットにしている。当グループのグ

ループ事業開発ユニットは、そのパートナー活動の枠組みにおいて、新規事業をスカウトする際の主な基盤と

して、イノベーション・アリーナに依存している。当グループはまた、当グループの国際的パートナーにベル

リンにおける新規事業環境を展開する場所を提供するため、かかる施設を利用している。2014年に第２回「ナ

イト・オブ・ザ・スタートアップス(Night of the Start-ups)」がベルリンで開催された。当グループがその

イベントを主催し、ドイツ、イスラエル及び米国の100以上の新規事業が、2,500人以上の訪問者に向かってプ

レゼンテーションを行った。
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社内開発

今後、当グループの技術革新セグメントであるデジタル事業部門(DBU)は、技術革新の課題により深く焦点

を当て、グループのために中心的となって管理する予定である。その際、市場との距離をより近く、より速く

するために、事業セグメントとより緊密に協力する。当グループの技術革新能力は、激化する競争に直面する

中で自らの存在を主張し、長期的に高品質のプロバイダーとしての地位を得ることが不可欠である我々の中核

の事業部門において非常に重要である。2014年、DBUは、トリノ(tolino)、ハイブリッド・ルーター、ローミ

ング・パス(Roaming Pass)、グローバル・コーポレート・アクセス(Global Corporate Access)及びキビコ

ン・スマート・ホーム(QIVICON Smart Home)を含む様々な製品の強化及び導入に深く関与した。

 

パートナーシップ及び協力関係

当グループの技術革新分野における変化は、当グループのグループ戦略に完全に沿っている。当グループの

事業の戦略的事業分野である「パートナーとの成功」は、当グループの将来の成功のための協力の重要性を強

調している。当然のことながら、当グループは自身のアイデアに依存し続ける。しかし、社外からの技術革新

を受け入れ、新しいパートナーと協力することを計画している。社内開発については、当グループは主力分野

であるネットワーク、ネットワークに関連するサービス及びプラットフォームに焦点を当てる。その他のサー

ビスについては、パートナーシップに集中し、製品及びサービスの幅広いポートフォリオを提供するために

パートナーと提携する。大きなグローバル企業にも、小さなベンチャー企業にも、当グループの対等なパート

ナーになるチャンスがある。それから、当グループ自身のアイデアを強化するために、パートナーの開発を利

用することができる。優れたコンセプトは、多くの場合、顧客により良いサービスを提供するために知的に組

み合わせることができる。

パートナとの提携は、当社の競争における差別化に役立つ。優れたネットワーク及び最高のサービスは、顧

客に対する当グループの成功の基盤である。しかし、顧客は、オンラインの世界からの最新のアプリ及びサー

ビスを期待している。そこで当グループは、シリコンバレー、ドイツ及びその他の技術革新ホットスポットの

大規模かつ革新的な能力に依存している。パートナーシップには、エバーノート(Evernote)、ドロップボック

ス(dropbox)及びルックアウト(Lookout)等の企業が含まれる。かかるパートナーシップ戦略は、例えば、クラ

ウドからの顧客管理ソリューションのプロバイダーであるセールスフォース・ドットコム(salesforce.com)と

の提携のように、企業顧客セグメントでも有効である。ITセキュリティ及びサイバーセキュリティの分野で

は、当グループの専門家は現在、ファイアアイ(FireEye)と密接に連携して取り組んでいる。
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当グループは、当グループの顧客が必要とするデジタル・サービスを標準プラットフォームで魅力的なパー

トナーとともに提供したいと考えている。当グループは、複数口電源タップにデバイスを差し込むかのような

方法で、パートナー及びパートナー製品をかかる技術的な商業的プラットフォームに、速く、柔軟に、そして

少ない費用で接続することができる。当グループは、標準化されたインターフェースへの高速アクセスを保証

し、請求、セキュリティ、バックグラウンドでの伝送品質についても対処する。そして、当グループの顧客

は、迅速かつ容易にそのようなスポティファイ(Spotify)の音楽ストリーミングサービスのようなサービスに

加入することができる。当グループの協力及びパートナーシップの詳細については、「７ 財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析－2014事業年度のハイライト」の項を参照のこと。

デジタル時代の設計者として、当社は未来を作り上げたいと考えている。当社のネットワークは、そのため

の基礎である。当社は、デジタルな未来へのパートナー(例えば、エネルギー、ヘルスケア及びコネクテッ

ド・カーを含む他のセクターの企業との協働)として多くの需要がある。

-　エネルギー：当社は、ドイツの今後のスマート・メーターの展開のための、電力業界の熟達したプロバ

イダーとして位置付けられる。ドイツにおいて、エネルギー公益事業がかかるアップグレードを開始す

るため、スマート・メーターの法的及び規制の根拠がすぐに施行される必要がある。当社は、RWEのよう

な顧客のために約50,000台のメーター・システムを作動させており、既に最大のプロバイダーの１つで

ある。また、当社は、エネルギー・セクターにおけるセキュリティ・サービスの主導的なプロバイダー

となることに成功している。当社が提供するセキュリティ・ソリューションは、安全なスマートメー

ターのための中心的な要素である。セキュリティ・ソリューションには、当グループが半導体メーカー

であるNXPとともに開発したセキュリティ・モジュール及びエネルギー・ネットワークにおける暗号化通

信を可能にする技術的証明の問題の核心が含まれる。

-　ヘルスケア：当社は、2014年もヘルス・セクターで成長を遂げた。最初の６か月間では、ブライトワン

(brightONE)から取得したヘルスケアIT事業を統合することに成功し、その事業の発展に満足している。

2014年５月時点で、当社は国際市場におけるテレコム・ヘルスケア・ソリューション(Telekom

Healthcare Solutions)の存在を標準化した。当社は、製品開発の側面で成長し続ける。ヘルスケアを専

門とする会社であるでカールス・コンシリウム・ザクセン(Carus Consilium Sachsen)とともに、ザクセ

ン州のために未来の遠隔医療インフラを開発している。高齢者の独立した生活を可能にするためのス

マートケア製品は、2015年のフィージビリティ・スタディの対象となる予定である。唯一のサプライ

ヤーとして、バイエルン州及びザクセン州での試験のためにテレマティックス・インフラを開発してい

る。この試験期間は2015年に開始する予定で、ドイツ全体における将来の拡張のための前提条件にな

る。
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-　コネクテッド・カー：当社は、自動車をモバイルな仕事場として促進するため画期的なパートナーシッ

プを締結した。当社は、メルセデス(Mercedes)のマルチメディア・システムであるCOMAND Online

(Daimlerによるグローバルな車両及びドライバー向けサービスのプラットフォーム)のための車両バック

エンド(Vehicle Backend)を開発し市場に出した。3,300箇所のホットスポットが、レンタカー会社であ

るジクスト(Sixt)のBMW車両にインストールされ、全ての乗客が車内でブロードバンド・インターネット

に接続することができるようになった。これに加えて、当社は、ヨーロッパ最大のトラックレンタル会

社であるペマ(PEMA)並びにMAN及びコンチネンタル(Continental)が当社のテレマティックス・ソリュー

ションの１つをドイツテレコムから購入することを選択したことにより、商業用自動車市場において高

得点を獲得した。中国移動通信(China Mobile)との提携では、コネクテッド・カーのためのピア・

ツー・ピアのジョイントベンチャーを設立し、このために2014年の秋に契約を締結した。計画では、中

国の、まずは上海市において、コネクテッド・カーのための製品及びサービスを提供する提携を行う予

定である。クラウドベースのコネクテッド・カー・プラットフォームというコア技術を提供し、当社の

テレマティックス・セクターにおけるノウハウをプロジェクトに役立てる。中国移動通信は、LTEに基づ

く最新式モバイル通信ネットワークを用いて、例えばアプリ又は車両ベースのサービスにより自動車の

ためのデジタル・サービスを提供する。この目的は、当該ジョイントベンチャーが中国のコネクテッ

ド・カー市場における主導的なテレマティックス・プロバイダーとしての地位を確立することである。

 

新規事業への資金提供及び株式保有

社内の研究開発による従来のアプローチ以外に、当社はオープンな技術革新にも依拠する。当社は、社内と

同様に社外でも最良のアイディアと最良の頭脳を探している。ジョイント・ベンチャーに参入することによ

り、当社は資金だけではなく、助言及び支援も提供する。当社の技術革新へのアクセスを拡大するために、当

社は、ベンチャー・キャピタル及び技術革新分野における投資範囲及び投資量の大幅な増加を計画している。

５年間で、当社は500百万ユーロの投資量を提供することを検討しており、これは当社の現在のベンチャー・

キャピタル及び技術革新への投資量の２倍に当たる。新しいファンド・ストラクチャーは、ドイツテレコム・

キャピタル・パートナーズ(Deutsche Telekom Capital Partners(DTCP))の名の下、当社の活動の基盤を提供

する予定である。DTCPは、2015年に立ち上げの予定で、ヨーロッパ最大のイノベーション・ファンドの１つに

なる予定である。今後は、当社は主にDTCPを介して、当社の中核事業以外への新たな投資を行う予定である。

着実に成長している新興企業界に焦点を当てたベンチャー・キャピタルへの投資と並んで、DTCPは、設立済み

の会社のプライベート・エクイティへの投資を含むよう活動を拡げる予定であり、それによって当グループ及

び「OTTプレイヤー」と呼ばれる者との提携を推進する。これに加えて、DTCPは、当グループに既存の保有株

式についてのコンサルティング・サービスを提供する予定である。DTCPは大企業の強みと、専門性、俊敏性及

び柔軟性という小規模投資会社の長所を結合させるものであり、そのため当グループの領域を大幅に拡張す

る。
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2014年、当社は、当社のベンチャー・キャピタルの部門である、Tベンチャー(T-Venture)を通じて技術革新

を推進してきた。1997年のTベンチャーの創業以来、当社は200を超える少数株式保有を取得し、活発な投資家

として、これらの会社の発展を支援し、多数の会社を売却し利益を得てきた。DTCPの始動以降、Tベンチャー

は既存のファンドからの新しい投資を扱わない予定であるが、既存のポートフォリオの管理及びかかるポート

フォリオへの追加投資の担当は継続する予定である。今後数年間で、この目的のために、100百万ユーロ以上

が利用できるようになる予定である。さらに、Tベンチャーはテレコム・イノベーション・プールGmbH

(Telekom Innovation Pool GmbH(TIP))の支援及びhub:raumへの投資も継続する予定である。Tベンチャーは現

在、約100社の持分を保有している。そのうち２つを下記に記載する。

-　ラセミ(Racemi)は、物理的サーバーからクラウドへの移行に関して最高の効率を保証する。ラセミは、

オペレーティング・システム、アプリケーション・ソフトウェア及びデータを、クラウド・データセン

ター環境へ、最小のエラーで完全に自動的に移行することを可能にするアルゴリズムを使用する。した

がって当社の顧客は、サーバーを稼働停止させることなく、手間のかからないサーバー移行を行うこと

ができるという利益を享受する。2014年、Tベンチャーは他の著名な投資家とともに、このアトランタに

本社を置く米国企業の持分を取得した。

-　マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology(MIT))のスピンオフであるETAデバ

イス(ETA Devices)は、モバイル・デバイス及びモバイル通信の基地局のアプリケーションのために、リ

ファレンス・デザインの開発並びに革新的なマイクロチップを用いた計器用変圧器のアーキテクチャの

製造及びライセンス供与を行っている。この技術は、かかるアプリケーションの中で、最も多くエネル

ギーを消費する計器用変圧器を小型化し、最大70％効率性を向上させ、将来のモバイル通信基準及び関

連して増加する周波数帯域幅の商業的利用に役立つ。ETAデバイスにより、第一に、ネットワーク構築及

び運営に関するコスト削減により、第二に、バッテリー寿命がより長く、より強力かつより小型化され

たデバイスにより、当社及び当社の顧客は利益を得る。当社は、ここではさらに、ずっと少ないエネル

ギーがモバイル通信ネットワークのために消費されるため、環境保護に対してもさらに貢献をする。

 

テレコム・イノベーション・プールGmbH(TIP)の目的は、若い会社を当グループに統合することである。TIP

は、社内の事業分割である、独立した会社としてドイツテレコムから外部委託される部門も引き継ぐ。

当社はまた、hub:raum起業支援事業によって新興企業の創業を支援することにしており、その目的は革新的

な事業アイディアにより人と資本のネットワーク化を促進すること及び新規事業を確立することである。既

に、hub:raumは新興企業界においてよく知られた名前である。hub:raumは、第１に、特にイスラエルの新興企

業を対象にするプログラムを作り、及び、第２に、クラクフにおけるポーランド独自のhub:raumの立ち上げる

ことによって、国際的なレベルで足場を得た。また、2014年には、hub:raumは、西ヨーロッパの主導的な新興

企業市場(例えば、ロンドン、パリ及びストックホルム)とパートナーシップを結んだ。
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特　　許

特許は、電気通信産業において、より一層重要性を増している。市場関係者及びその活動分野は変化してお

り、当社の知的財産権計画に波及効果を与えている。当グループの行動範囲は維持しなければならない一方

で、当グループの研究開発活動と並行して、当社は、協力とパートナーシップを通じオープンな技術革新への

扉を開けることを望んでいる。国内及び国際的な知的財産権は、このような種類の活動にとって重要である。

当社は、当社自身の知的財産権を生み出すことに深く専念する。当事業年度中、当グループは特許を196件出

願し、これにより当グループが保有する財産権の総数は約7,900件となった(2013年は7,500件)。

知的財産権ポートフォリオの開発及び構成に集中的に取り組んだことにより、当社が保有する権利は非常に

価値が高く、当グループの戦略的目的としっかりと調和している。当社は、当社が知的財産権アセットを安全

に保つために、専門的な特許法管理プロセスを導入した。さらに、当社は、様々な規格統一機関の代表もして

いる。当社は費用や便益面に基づき知的財産権を処理し、厳格な管理計画に従い、厳選された出願のみを申請

する。

 

研究開発における費用と投資

研究開発費用は、代替可能な製品、プロセス、システム及びサービスの調査といった生産開始前の研究開発

を含む。一方で、当グループは生産性を向上させ、ビジネスプロセスをより効率的にすることに向けられたシ

ステム及びユーザー・ソフトウェアの開発費用を、研究開発費用として分類していない。2014年、ドイツテレ

コム・グループにおける研究開発費用は95.6百万ユーロに達し、これは前年とほぼ同じ水準であった。親会社

として、ドイツテレコム・アーゲーは当グループの研究開発費用の一部を負担する。かかる負担は60百万ユー

ロで、かかる金額は、前年の数値と同じであった(2013年は60百万ユーロ)。

しかしながら、かかる指標は既述の３方向からの技術革新戦略と切り離して考慮されてはならない。かかる

戦略では、当グループは社内開発だけでなく、外部パートナーからの技術革新及び新興企業への資本拠出にも

依存している。2015年は、当グループはDTCPを通じたベンチャーキャピタル及び技術革新への投資を大幅に増

加させる予定である。

社内で計上される無形資産へのドイツテレコムの投資額も、対前年比で減少し、93.2百万ユーロであった。

この投資は大半が、主にシステムズ・ソリューションズ事業セグメントにおいて社内で開発されたソフトウェ

アに関係するものである。当事業年度は、約2,900名(2013年は約2,900名)の従業員が、新製品開発並びにそれ

らをより効率的に販売するプロジェクト及び活動に従事した。成果志向の研究及び技術革新の担当部署である

Tラボで働く従業員の大半は、多種多様な分野からの研究者である。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

 75/636



研究開発における費用と投資

 

 2014年  2013年  2012年  2011年  2010年

 (百万ユーロ)  

研究開発費用 95.6  97.0  65.9  121.4  145.6

社内で計上される無形資産への投資額 93.2  112.0  78.0  122.4  162.2
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の考察には、将来の予測に関する記述が多く含まれている。かかる将来の予測に関する記述は、2014事

業年度末時点の判断に基づいている。

 

2014事業年度のハイライト

上級役員の異動

2014年１月１日、ティモテウス・ヘッティゲスは、ドイツテレコム・アーゲーの取締役会会長の地位をレー

ネ・オーベルマンより引き継いだ。また、当事業年度の初めには、トーマス・ダーネンフェルトがティモテウ

ス・ヘッティゲスより最高財務責任者の地位を引き継いだ。どちらの変更も監査役会が2013年５月15日に承認

している。最高人事責任者兼労務担当取締役のProf.マリオン・シックは、2014年４月30日を効力発生日とし

て、健康上の理由により退任した。2014年１月よりDr.トーマス・クレマーがProf.マリオン・シックの代理と

して活動してきたが、Prof.マリオン・シックの退職後、Dr.トーマス・クレマーはデータ保護・法務・コンプ

ライアンス担当取締役としての自身の職務に加え、人事担当の暫定取締役も務めている。

 

従 業 員

グループ本部及びテレコム・ドイチュラントの団体協約。2014年４月９日、ドイツテレコム及び統一サービ

ス産業労働組合(ver.di)は、グループ本部及びテレコム・ドイチュラントの団体協約の条件について合意し

た。新たな団体協約(2014年２月１日に効力を生じ、24か月間有効である。)は、当該団体協約の対象となる約

55,000名の従業員の給与を２段階(2014年４月１日時点で少なくとも2.5％、そして2015年２月１日時点でさら

に2.1％)で昇給させると規定している。

ドイツにおけるTシステムズの団体協約。2014年４月30日、Tシステムズ及び統一サービス産業労働組合

(ver.di)は、団体協約の対象となるドイツにおける約20,000名のTシステムズの従業員のための当該団体協約

の条件について合意した。当該協約は、2014年４月から遡及的に効力を生じ、２年間有効である。中でも特筆

すべき条項として、当該協約は、従業員の給与を２段階(2014年６月１日時点で1.5％、そして2015年４月１日

時点でさらに2.0％)で昇給させると規定している。

マジャールテレコム(Magyar Telekom)は、労働組合との合意に達した。2014年７月末に、マジャールテレコ

ム(Magyar Telekom)は、2015年から2016年の人員削減及び賃金引上げに関して、労働組合との合意に達した。

当該合意の条件の下、当グループの子会社である同社は、最大1,700名の従業員を削減することになる。かか

る２年間の人員削減プログラムに関連する退職費用は、合計約39百万ユーロになる予定である。

テレコム・ドイチュラントのための退職金及び早期退職プログラム。2014年12月、テレコム・ドイチュラン

トは、運営及び中央機能で働くスタッフのために特別な退職金及び早期退職プログラムを導入した。当該プロ

グラムは、特に管理部門において、業界のトレンドに従った社会的責任のある人件費削減の実行を目的として

いる。
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配 当 金

前年度、成功裏に行われた初のオプション付与に続き、当グループは再び株主に対し、2013事業年度の配当

金を現金で受け取る代わりに株式に転換するというオプションを付与した。当該オプションが受け入れられた

割合は、有配当株式の約45％となり、予想を上回った。オプションが行使された結果、現在の発行済株式数

は、84.4百万株弱増加して約4,536百万株となっている。かかる増加は資本の約２％増加に相当する。当該オ

プションを選択しなかった株主に支払われた現金配当金は、総額約12億ユーロだった。当グループは、2014事

業年度についても、株主への当該オプションの提供を検討している。

 

企業間取引

2014年２月12日に、当グループは、スカウト24ホールディングの株式のうち70％をヘルマン＆フリードマン

に売却する取引を完了した。関連当局は2014年１月に当該取引を承認した。今後の価値の増加による利益を獲

得し続けるために、当グループはスカウト24(Scout24)グループの株式の約30％を保有し続ける。スカウト24

(Scout24)グループは、当グループのグループ本部・グループ事業セグメントの一部である。リンギエール・

デジタル・アーゲー(Ringier Digital AG)は、スカウト24インターナショナル・マネジメント・アーゲー

(Scout24 International Management AG)の株式の100％を取得したことにより、2014年１月24日を効力発生日

として、スカウト24シュバイツ・アーゲー(Scout24 Schweiz AG)の持分57.6％を取得した。当該持分は、過去

にスカウト24ホールディングが間接保有していたものである。スカウト24インターナショナル・マネジメン

ト・アーゲー(Scout24 International Management AG)は、現在はクラシファイズ・ビジネス・ベタイリグン

グス・ウント・フェアヴァルトゥングス・アーゲー(Classifieds Business Beteiligungs- und Verwaltungs

AG)の名称で事業を行っている。両方の取引の総売却価格は16億ユーロとなった。売却収益は、再評価された

約30％の保有株式を含めて、17億ユーロに達した。

2014年２月７日に、当グループは、８億ユーロでTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)にお

ける未所有であった残りの39.23％の株式を取得するために購入契約に署名した。当該取引は2014年２月25日

に完了した。当該取引は規制当局の認可を要しなかった。かかる取得により、当グループは、優れた全ヨー

ロッパの総合電気通信プロバイダーになるという目標にまた一歩近づくことになった。Tモバイル・チェコ共

和国(T-Mobile Czech Republic)は、既に当グループのヨーロッパ事業セグメントに完全に連結されることに

なった。

2013年11月初め、当グループは国際的なプライベート・エクイティ投資会社のコンソーシアムとの間で、

GTSを総額約５億ユーロで買収する契約を締結した。GTSは、中央及び東ヨーロッパにおける電気通信サービス

のインフラ・ベースの大手プロバイダーの１つである。当該取引は2014年５月30日付で完了した。関連当局は

既に、2014年４月15日までに無条件で当該取得を承認していた。GTSは、2014年５月30日より当グループの

ヨーロッパ事業セグメントに連結されている。当該買収により、当グループは、各地域及び全ヨーロッパの

B2B事業の強化並びに当該事業のさらなる発展を図る意向である。
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2014年12月から、当グループとオレンジ(Orange)は、それぞれ50％ずつ保有するEEジョイント・ベンチャー

(EE joint venture)の持分の売却について、BTと交渉を行ってきた。当該売却契約は、2015年２月５日に署名

された。合意した売却価格の125億ポンドで当該取引が完了すれば、当グループは、BTの持分を約12％保有す

る最大株主となる。取引完了時のBTの株価及びその他の要因次第では、当グループは、BTの12％の持分に加え

て現金支払を受ける可能性もある。当該取引は、未だBTの株主及び関連当局による承認を受けていない。当該

取引により、当グループは、固定ネットワーク及びモバイル通信の総合プロバイダーであるBTによって提供さ

れる機会から恩恵を受けることが可能になる。

 

ブランド・プレゼンスの拡大

当グループのルーマニアの子会社であるロムテレコム(Romtelecom)及びコスモテ・ルーマニア(Cosmote

Romania)は、2014年９月からドイツテレコム・ブランドの下で業務を行っており、それぞれ、テレコム・ルー

マニア(Telekom Romania)及びテレコム・ルーマニア・モバイル(Telekom Romania Mobile)に社名を変更して

いる。現在の両社の正式なトレードマークは、広く親しまれている「T」のロゴであり、関連するブランド・

スローガン「人生は分かち合うためにある(Life is for sharing)」を掲げている。これは、ヨーロッパにお

ける当グループの市場プレゼンスの拡大に向けたさらなる一歩であり、当グループの戦略に従い、技術リー

ダーシップによって最高の顧客経験を提供することができる。

2014年11月に、当グループは、ケルンに1,000番目の独占販売店をオープンした。当グループの製品・サー

ビスのみを販売する独占販売店は、重要な販売チャネルである。当該販売店は、当グループの卓越したサービ

ス及び適切なアドバイスを保証し、顧客のためのポートフォリオ全体に生命を吹き込んでいる。

 

ネットワーク及び新たな周波数帯への投資

当グループのドイツ事業セグメントでは、統合ネットワーク戦略の実行が順調に進んでいる。

-　ドイツにおける光ファイバーの展開が本格化している。当事業年度末時点で、当グループは44.4％のカ

バー率(約18.7百万世帯)を達成した。さらに、2014年９月からは、新たなベクタリング技術を用いた

VDSL回線の販売を行っており、ダウンロードでは最大100Mbit/s、アップロードでは最大40Mbit/sの伝送

速度を顧客に提供している。

-　当グループは、LTEモバイル・ネットワークのアップグレードを続けている。かかる目的のために、

1.8GHz及び2.6GHzの帯域で大都市圏における周波数帯のさらなる展開を行っている。２つのLTE周波数を

合わせることで、追加的な容量が形成され、最大伝送速度は300Mbit/sになる。当グループは既に、最大

速度150Mbit/sのLTEによる高速インターネットによって、人口の約80％(約65.3百万人の住民)をカバー

している。
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-　IPへの移行が本格化している。2014年末までに、当グループは、5.8百万を超える固定ネットワーク回線

(小売及びホールセール)をIP技術に移行させ、その結果、IPの割合は25％に達した。時には、１週間に

最大60,000人の顧客を移行させたこともあり、こうしたことは継続的な事業の間に行った。IP技術は、

当グループの顧客に多くのメリット(例えば、固定ネットワークとモバイル・ネットワーク間の通話のた

めのHD音質での音声伝送など)をもたらす。

 

TモバイルUSは、ネットワーク展開のペースを加速している。

-　TモバイルUSの4G/LTEネットワークは現在、265百万人をカバーしている。同社は、ブロードバンドLTE

ネットワークの展開で急速に進展している。同時に、Aブロックからの700MHz周波数帯、及び1,900のPCS

周波数帯における4G/LTEの展開も行っている。加えて、TモバイルUSは、最初にVoLTE(voice over LTE)

の販売を開始し、VoLTEの全国的なカバー率を達成した会社であり、200百万人以上をカバーしている。

-　2014年４月末に、TモバイルUSは、ベライゾン・コミュニケーションズ(Verizon Communications)から

0.7GHzのAブロック周波数帯を取得した。同じく４月末に、両社は特定のAWS及びPCS周波数帯を交換した

が、これは2013年11月からの契約に基づき行われた。新たな周波数帯は23の市場で150百万人を超える住

民をカバーしており、これは、米国の人口の約50％、TモバイルUSの顧客の約70％に相当する。Tモバイ

ルUSは、その他にも様々な企業との取引を開始しており、現金や特定のAWS及びPCS周波数帯のライセン

スと引換えに、40百万人を超える人々をカバーする700MHzのAブロック、AWS及びPCS周波数帯のライセン

スを取得しようとしている。懸案中の特定の取引が完了すれば、TモバイルUSは、185百万人以上をカ

バーする700MHzのAブロック周波数帯を保有することになる。さらに同社は、AWS-3周波数帯(2015年１月

29日に終了した。)の競売でも落札に成功した。

-　TモバイルUSは、ネットワーク全体で、速度、容量及びカバー率を急速かつ継続的に拡大している。メト

ロPCSとの合併前にも、TモバイルUSは、特に、メトロPCSの符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク及び特

定の余剰ネットワークのセルサイトの廃止をもたらす統合計画を開発した。2014年７月に、TモバイルUS

はかかる廃止を開始した。これにより、TモバイルUSは、TモバイルUSAとメトロPCSの企業結合に伴う

ネットワーク・シナジーを実現することができる。

 

当グループは、当グループのヨーロッパ事業セグメントにおいても、統合ネットワーク戦略の実行に果敢に

取り組み続けている。ポーランドでは、当グループは2014年６月初めからLTEモバイル技術を提供している。

このことは、アルバニアを除く当グループの全ヨーロッパ・モバイル市場において、当グループがLTEの代名

詞となる存在であることを意味している。ギリシャ、ハンガリー及びポーランドにおいて、当グループは、ラ

イセンスの競売に成功裏に参加した。モバイル周波数の受賞に関する詳細は、「経済環境」の項を参照のこ

と。当グループの各国企業(national companies)では、IP基盤回線への移行の勢いが著しく加速した。マケド

ニア旧ユーゴスラビア共和国及びスロバキアでは、かかる移行は既に完了している。当事業年度末時点で、IP

基盤回線は回線全体の38.6％(3.5百万回線に相当)を占めている。
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Tシステムズは、ITの中心としてのドイツの地位を強化し続けている。2014年７月初めに、当グループは、

マクデブルク近くのビーレに国内最大かつ最新のデータセンターを開設した。これにより、ドイツに拠点を置

く安全なクラウド・サービスに対する需要の急増に対応できるようになる。Tシステムズは、2018年までに世

界の11か所にIT生産を集約する予定である。ビーレのデータセンターは、今後、世界的なデータセンター・イ

ンフラの主要なハブになる。

 

規制上の決定

2014年７月29日、連邦ネットワーク庁は、ヨーロッパ通知の完了後、ドイツでのベクタリングの実行を許可

する最終決定を発表した。2014年９月１日に、当グループは、ベクタリング技術を用いたVDSL回線の販売を開

始した。

 

連邦ネットワーク庁による地域における規制緩和のコンセプト。最初の草案文面に続き、規制当局は一部の

地域におけるビットストリーム市場の規制緩和について、初めて検討している。当グループは、他の地域にお

けるアンバンドルされたローカル・ループ回線(ULL)を求めるケーブル事業者及び企業からの強力な競争圧力

により、さらに規制緩和が行われる可能性があると考えている。当該プロセスは、2015年半ばに完了する見通

しである。

 

連邦ネットワーク庁は相互接続料金を引き下げた。2014年12月１日時点で、連邦ネットワーク庁は、予備承

認として、テレコム・ドイチュラントの固定ネットワークにおける着信通話料金を20％、モバイル・ネット

ワークにおける同料金を約４％引き下げた。料金に関する最終決定は、EU全体の整理統合プロセス完了後に発

表の予定である。2014年の規制上の決定に関する詳細は、「経済環境」の項を参照のこと。現時点で当グルー

プが評価できない規制分野におけるさらなる進展は、「４ 事業等のリスク－リスク及び機会管理」の項にて

検討する。

 

パートナーシップ

パートナーシップは、当グループの成功の鍵である。2014年に当グループは、多くのパートナーシップの締

結、拡大を進めた。そのうちの一部を詳しく紹介する。

-　2014年７月初め、当グループは、セールスフォース・ドット・コム(salesforce.com)との広範なパート

ナーシップに同意した。今後、ビジネス・クラウド・ソリューションの米国マーケット・リーダーである

同社は、ドイツにあるTシステムズのデータセンターのサービスを利用することになる。その一方で、当グ

ループは、2014年７月の契約締結に伴い、クラウド・ソリューションのセールスフォース・ワン

(Salesforce1)の共同販売を開始した。顧客関係管理ソフトウェアは、中小企業がデジタル世界における顧

客の動向を有効に分析する上で役に立つ。
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-　2014年10月、当グループは、優れたサイバー・セキュリティ専門企業のファイア・アイ(FireEye)とパート

ナーシップを締結した。ファイア・アイ(FireEye)のソリューションは、当グループが開発したアドバンス

ト・サイバー・ディフェンス(Advanced Cyber Defense)セキュリティ・ポートフォリオを補完するもので

ある。かかるセキュリティ・ポートフォリオは、多国籍企業のセキュリティ要件を満たすよう作成されて

いる。したがって、ファイア・アイ(FireEye)及びTシステムズは、ITによるスパイ行為及びサイバー攻撃

から迅速かつ効果的に企業を保護するために、包括的に管理されたサービスを初めて提供することにな

る。

-　Tシステムズ及びITグループのシスコシステムズ(Cisco Systems)は、戦略的パートナーシップの一環とし

て、ヨーロッパに安全なクラウドを構築したいと考えている。そのため、Tシステムズは、世界最大のクラ

ウド・ネットワークであるインタークラウド(Intercloud)の共同創設会社の１つとなる。Tシステムズは、

ヨーロッパのプラットフォームの運営・販売を行っている。今後、インタークラウド技術により、当グ

ループは、ドイツのセキュリティ要件に基づき、一元的に中堅顧客及び企業顧客へのクラウド・サービス

の提供が可能になる。

-　半導体メーカー、インフィニオン(Infineon)とのパートナーシップにおいて、当グループは、2014年10月

の国家ITサミットにおいて、ネットワーク化された生産のためのセキュリティ・ソリューション「メイ

ド・イン・ジャーマニー(made in Germany)」(インダストリー4.0)を紹介した。その際、ドイツの２つの

場所の間で、慎重に扱う必要がある生産データを完全に安全な通信チャネルを通じて送信することが可能

になる方法を示した。当グループは、信頼できるパートナーとして、既にネットワーク化された産業にセ

キュリティ・ソリューションを提供している。結局のところ、インダストリー4.0の成功には、データ・セ

キュリティが必要不可欠である。

-　「Eメール・メイド・イン・ジャーマニー(E-Mail made in Germany)」産業イニシアチブへの参加により、

2014年４月29日時点で、全ての電子メール通信の暗号化が完了した。これは、約50百万人のドイツの消費

者、ドイツテレコム、フリーネット(freenet)、GMX及びWEB.DEの各社の顧客が、使用している電子メー

ル・プログラムにかかわらず、暗号化された電子メール通信を自動的に享受できることを意味する。当該

合意により、ドイツでは、あらゆるデータが完全に処理及び保存される。

-　2014年10月末に、当グループは、ヨーロッパのM2Mプログラム(M2M program)を開始した。当該プログラム

により、当グループは、広範にわたるM2Mソリューションを国際的に提供することが可能になる。また、当

該プログラムは、当グループのパートナーがヨーロッパ全体で各社のM2Mソリューションの販売を行う上で

役に立つ。当該プログラムの開始時点で、ポーランド、オランダ、スロバキア、ハンガリー及びチェコ共

和国を含む合計15のパートナーによる34のソリューションが参加の指名を受けた。国際的に販売するため

の広範な要件が満たされている場合、M2Mプログラムの委員会がパートナーシップを審査し、許可を与え

る。
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-　当事業年度に、当グループは、当グループのスマート・ホーム・プラットフォームであるキビコン

(QIVICON)について、約20の新たなプラットフォーム及び販売パートナーを獲得した。これらの中には、ワ

イヤレス・ミュージック・システムの大手プロバイダーであるソノス(Sonos)、フランスのウェザー・ス

テーション及びインテリジェント・ヒーティング・コントロール・システムのメーカーであるネットアト

モ(Netatmo)、革新的な照明システムのプロバイダーであるフィリップス・ライティング(Philips

Lighting)及びオスラム(OSRAM)、並びに中国の情報・電気通信ソリューションのプロバイダーである

ファーウェイ(Huawei)が含まれている。加えて、テレコム・ドイチュラントは、ドイツの大手保険会社で

あるアリアンツ・ドイチュラント(Allianz Deutschland)と提携し、スマート・ホーム・サービスを試験的

に行っている。全体では、現在、多くの経済分野から30を超えるパートナーが協力し、人々が自宅をイン

テリジェントに管理できる消費者向け製品の提供を行っている。さらに、独立した大規模開発コミュニ

ティの１つであるエクリプス財団(Eclipse Foundation)にキビコン(QIVICON)が加わり、開発者や新規事業

向けのプラットフォームを開設する。

-　ホヴォゲ・ヴォーヌングスバウゲゼルシャフト(HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft)との提携により、2014

年末までにベルリンの26,000を超える集合住宅が当グループの光ファイバー・ネットワークに接続し、当

グループのケーブル・テレビ製品であるテレビジョン(TeleVision)の提供を受けている。その他のサービ

スとしては、当グループのIPTV製品であるエンターテイン(Entertain)及び電話・インターネット回線があ

る。

-　2014年２月に締結したプロ・ジーベン・ザット・アインツ・メディア・アーゲー(ProSiebenSat.1 Media

AG)とのパートナーシップのおかげで、2014年中頃からエンターテイン(Entertain)の顧客も当該放送グ

ループのオンデマンド・サービスを利用できるようになった。かかる顧客は、マックスドーム(maxdome)・

サブスクリプション・パッケージにより、ドイツ最大のオンライン・ビデオ・ストアの50,000を超えるタ

イトルの中から選択することができる。加えて、エンターテイン(Entertain)の顧客は、当該放送グループ

のメディアセンターのポートフォリオから1,000を超えるコンテンツ・アイテムを無料で視聴することがで

きる。さらに、当グループは、サービスにネットフリックス(Netflix)を取り入れた最初のテレビ・プロバ

イダーとなった。そのため、エンターテイン(Entertain)の顧客は現在、申込みをすれば、米国の大手ビデ

オ・ストリーミング・サービスのコンテンツをSD及びHD音質で視聴することができる。

-　2014年12月、Tモバイル・ポルスカとポーランドの大手民間放送局の１つであるTVN SAとの戦略的パート

ナーシップにより、ポーランドにおいて新たなモバイル・テレビ・サービスであるTモバイル・ゾーン(T-

Mobile Zone)の提供が可能になった。Tモバイル・ポルスカの顧客は、ビデオ・オン・デマンドとして当該

放送グループのコンテンツを月単位で契約し、好きな時に好きな場所で、自分のモバイル機器でかかるコ

ンテンツを視聴することができる。
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-　2014年７月中旬から、ベルギーではトリノ(tolino)のeリーダーも利用できるようになった。国際的なパー

トナーであるスタンダード・ブックハンデル(Standaard Boekhandel)は、同社の支店及びウェブ・ショッ

プでトリノ(tolino)を提供しており、かかる方法により、ベルギー市場においてeリーディング・サービス

の定着を計画している。2014年10月に、当グループは、さらに書籍の卸売会社であるリブリ(Libri)との間

でもパートナーシップを締結した。リブリ(Libri)は、オンライン・ショップの大規模なネットワーク向け

ショップ技術を運用している。今後、1,000を超えるオンライン・ショップでトリノ(tolino)の全製品群を

提供することになる。

 

新たな法人顧客取引

当事業年度は、クラウドが事業の重要な推進力であったが、当グループは、その他の分野においても、多く

の取引の締結及び拡大に成功した。新たな法人顧客契約の例は以下の通りである。

-　Tシステムズ及び世界最大の醸造グループの１つであるSABミラー(SABMiller)は、今後５年間のIT及び電

気通信サービスに関する契約を締結した。今後、世界各地にあるSABミラー(SABMiller)は、当グループ

の世界的な高速ネットワークによって結ばれる。

-　当グループは、自動車メーカーのダイムラー・アーゲー(Daimler AG)と契約を締結した。同社は億単位

の受注量を有している。Tシステムズは、長期間にわたり単独で、ダイムラー(Daimler)の主要な全事業

部門における多数のソフトウェア・アプリケーションのメンテナンス、開発及び統合を担うことにな

る。加えて、かかる２つの会社は、自動車のネットワーク化やクラウド・ベースのワークステーション

など、見込まれる課題に協力して取り組んでいく。

-　当グループのTシステムズ子会社のサテリック・エヌブイ(Satellic N.V.)は、ベルギーにおける衛星を

利用したトラック通行料金収受システムの設置・運営契約を獲得した。2014年７月25日に、サテリック

(Satellic)とベルギーの関連当局であるヴィアパス(Viapass)は、契約を締結した。当該契約は、少なく

とも12年の契約期間を有し、当初においては、サテリック(Satellic)が契約締結後18か月で新しい料金

収受システムを確立することを想定している。Tシステムズは、サテリック(Satellic)の株式の76％、ス

トラバーグ・アーゲー(STRABAG AG)は同24％を保有している。

-　2014年11月、保険グループのエルゴ(ERGO)は調達契約を延長した。今後、Tシステムズは、約300か所の

エルゴ(ERGO)に対し、2020年まで音声及びデータの交換に関する全ての電気通信サービスを提供する。

当グループは、2010年にパートナーシップが始まって以降、当該保険会社の電気通信状況の近代化及び

コスト削減を段階的に進めている。

-　Tシステムズは、ティッセンクルップ(ThyssenKrupp)と当社史上最大の契約の１つを締結した。ティッセ

ンクルップは、当グループの支援を得て、34か国の約80,000のコンピューター・ワークステーション及

び約10,000のサーバー・システムをクラウドに移行する。当該取引は、２つの要素で構成されている。

１つ目は、当グループがダイナミックな職場サービスを提供することである。それによって従業員は、

世界中の様々な機器で柔軟かつ容易にワークステーション・システムを使用し、データ及び文書を安全

に交換することが可能になる。２つ目は、当グループがITプロセス及びサービスを当グループのデータ

センターに移すことである。
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-　2014年12月、連邦政府(federal government)は、トール・コレクト(Toll Collect)(当グループとダイム

ラー(Daimler)及びフランス企業のコフィルート(Cofiroute)とのコンソーシアム)との契約をさらに３年

間延長した。当該契約は、トラックの通行料金の収受に関するものであり、今後2018年まで有効とな

る。また、トール・コレクト(Toll Collect)は、総重量7.5トン以上のトラックへの通行税の施行も委託

されている。しかも、トラックへの通行料金支払請求は、さらに連邦道路1,100キロメートルにも拡大さ

れて行われることになっている。

 

イノベーション

当グループは、世界をリードする電気通信プロバイダーの１つとして、特にイノベーションに重点を置いて

いる。当グループ独自のサービス及び製品の開発に加え、パートナーシップや株式投資によって、当グループ

外部からのイノベーションの統合にも成功している。詳細(例えば、新たに設立されたドイツテレコム・キャ

ピタル・パートナーズ(Deutsche Telekom Capital Partners)(DTCP)とともに行うベンチャー・キャピタル及

び技術革新分野への投資コミットメント、コネクテッド・カーに関する中国移動通信(China Mobile)とのジョ

イント・ベンチャー、インダストリー4.0のさらなる開発に向けたシーメンス(Siemens)とのリサーチ・パート

ナーシップに関する情報)については、「６ 研究開発活動－技術革新及び製品開発」の項を参照のこと。

 

新製品及び料金プラン

当グループは、2014年も市場において新たな製品、サービス及び料金プランを開始した。そのうちの一部を

以下に紹介する。

-　９月初めに、ベルリンの見本市、国際コンシューマー・エレクトロニクス展(Internationale

Funkausstellung)(以下「IFA」という。)において、当グループ初となる統合消費者サービスが承認され

た。当グループはドイツの顧客に対し、マゲンタ・アインツ(MagentaEINS)によってモバイル・サービス

と固定ネットワーク・サービスのスマートな組み合わせによる魅力的なパッケージを提供している。同

時に、マゲンタ・アインツ(MagentaEINS)は、新たな製品の世界への入り口になっている。純粋なモバイ

ル製品は、マゲンタ・モビル(MagentaMobil)、純粋な固定ネットワーク製品は、マゲンタ・ツーハウゼ

(MagentaZuhause)という名の下で、それぞれ集約されている。この他に、マゲンタ・エンターテインメ

ント(MagentaEntertainment)、マゲンタ・ヴォーネン(MagentaWohnen)及びマゲンタ・サービス

(MagentaService)があり、これらには、様々な要素を個別に組み合わせるための追加的なパッケージ及

び製品という特徴がある。

-　さらにIFAにおいて、当グループは、新たなハイブリッド・ルーターを提供する世界初のプロバイダーの

１つとなったことも発表した。顧客が自宅でネット・サーフィンを行う場合、スピードポート・ハイブ

リッド(Speedport Hybrid)があれば、固定ネットワークとモバイル・ネットワークの周波数帯域幅を自

動的に結合させることができる。このようにDSL基準とLTE基準を結合させることにより、カバー率がそ

れほど高くないエリアにおいても、高速インターネット・アクセスが可能になる。当グループは、2014

年秋に当初はごく一部の連邦州でハイブリッド料金プランの販売を開始したが、2015年春からは、ドイ

ツ全体で提供する予定である。
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-　TモバイルUSは、2014事業年度もアンキャリア(Un-carrier)の価値ある提案(Un-carrier value

proposition)を引き続き行った。2014年12月にアンキャリア(Un-carrier)・イニシアチブのフェーズ8.0

(Phase 8.0)を導入し、顧客に対し、未使用の高速データを毎月自動的に個人のデータ・スタッシュ

(Data Stash)に入れ、１年以内ならば必要な時にいつでも使い切ることができるというオプションを提

供した。

-　2014年３月のCeBITのために、当グループは、中小企業(SME)のニーズに合わせたIT及び電気通信サービ

スの標準化された費用対効果の高いポートフォリオの提供を目的として「SMEイニシアチブ(SME

initiative)」を立ち上げた。かかるイニシアチブの主要な要素の１つは、より統合された製品及びクラ

ウド・ソリューションを提供することである。例えば、新たなクラウド・サービスの例として、「ネッ

トからのドイツLAN PABX (DeutschlandLAN PABX from the Net)」、マネッジド・ワークプレイス

(Managed Workplace)(すなわち、プライベート・クラウドからのホステッド・デスクトップ)及びソー

シャルな会社ネットワークであるチームライク(TeamLike)が挙げられる。

-　当グループは、当事業年度においても引き続きセキュリティ・ソリューションのポートフォリオを拡大

した。例えば、コーポレート・セキュリティ・ハブ(Corporate Security Hub)は、従業員のモバイル機

器を攻撃やマルウェアから保護する。安全な接続による暗号化通信によって、追加的な保護機能が提供

される。2014年８月に、当グループは、市場においてスマートフォン向けのモバイル暗号化ソリュー

ションを発売した初のプロバイダーの１つとなった。アンドロイド(Android)機器及びiOS機器向けの

「モバイル暗号化アプリ(Mobile Encryption app)」は、世界中で適用可能である。その他のソリュー

ションと異なり、当該アプリは、全ての電話ネットワークにおいて、またWi-Fiや衛星リンクを通じた

SIMカードがなくても機能する。当該アプリにより、インターネット通話が遮断されている国でも暗号化

通信が可能になる。

-　2014年５月、当グループは、ドイツ及びスロバキア向けに当グループの製品、マイ・ウォレット

(MyWallet)を発売した。当該製品は、既に2012年にポーランドで成功裏に販売が開始されていた。ス

マートフォンをデジタルの財布に変えるマイ・ウォレット(MyWallet)は、将来的には、アクセス・カー

ドやクレジット・カードはもちろん、旅行のチケットや入場券の機能も持つようになる。当グループ

は、当事業年度にハンガリーにおいてもモバイル支払サービスを導入した。

-　2014年10月末に、当グループのクロアチアの子会社であるフルバツキテレコム(Hrvatski Telekom)は、

エトラネット・グループ(Etranet Group)と共同で行うモバイル・チケット発行サービス(Mobile Ticket

Issuing Service)を発表した。かかるクラウド・ベースのサービスは、旅客輸送、パーキング、映画及

び劇場の他、ショーや展示会のチケットの販売(認証及び請求を含む。)に使用することができる。
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-　2014年11月から、当グループは、新たな「テレコム・ヒルフト(Telekom hilft)」(Telekom helps)ビデ

オ・アプリを用いた顧客サービスの提供をさらに進めている。当グループの個人向けのアドバイスが初

めてモバイルになった。当該アプリにより、顧客はビデオ・チャットで当グループのアドバイザーとコ

ンタクトを取ることができ、連絡を受けたアドバイザーは、例えば、ルーターのインストールや書類の

記入を手助けする。当グループは、このようなシンプルかつ迅速なサービスで顧客に喜んでもらいたい

と考えている。

 

受　　賞

当グループの優れたネットワーク及びサービスは定期的に表彰されている。特に、当グループの最先端ネッ

トワークは、ドイツ国内市場の全ての主要ネットワーク・テストにおいて、第１位となった。また当グループ

は、当グループのヨーロッパ事業セグメントの各国企業(national companies)の中で、高得点を獲得した。以

下は、2014年に当グループが受賞した賞の一部である。

-　当グループは、ドイツのネットワーク事業者として再び記録を打ち立て、2014年12月初めに、

「connect」誌による主要モバイル・ネットワーク・テストにおいて、４回連続で第１位を獲得した。当

グループは、「非常に良い」と評価された唯一のプロバイダーだった。2014年５月、当グループは、

「connect」の読者が選ぶ賞で７部門同時に第１位を獲得した。この７部門の中には、最も重要な「ベス

ト・モバイル・ネットワーク・オペレーター(best mobile network operator)」部門及び「ベスト・

フィックストネットワーク・オペレーター・オブ2014(best fixed-network operator of 2014)」部門も

含まれていた。これに加え、当グループの第２ブランドである「コングスター(congstar)」が最高モバ

イル通信プロバイダーに選ばれ、さらにTモバイル・オーストリア(T-Mobile Austria)がオーストリアの

最高モバイル・ネットワーク事業者に選ばれた。また当グループは、業界誌のComputer Bildによる主要

モバイル通信テストにおいても、最高位を獲得した。かかるテストでは、100都市のネットワークが初め

て比較され、従来のテストとは異なり、実際のユーザー・データに基づきテストが行われた。2014年10

月に、当グループは、業界誌CHIPによる主要モバイル・ネットワーク・テストにおいても再び第１位を

獲得し、電話通信及びネット・サーフィンの両方で最高ネットワークに選ばれ、当グループの速いデー

タ速度が特に印象付けられた。かかるテストでは、LTEについても具体的な調査が行われたが、ここでも

当グループは高い得点を獲得した。

-　当グループの固定ネットワークは、業界誌「connect」が行った主要な2014年ネットワーク・テストにお

いて、再び優秀な成績を収めた。かかるテストの試験者は、ドイツ国内の様々なプロバイダーの固定

ネットワークを精査して約1.6百万の測定を行い、DSL回線及びブロードバンド・ケーブル回線の品質性

能評価を行った。その結果、当グループは、全てのテスト分野で納得のいく性能を示したため、2014年

もプロバイダー業界のトップとなった。
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-　当グループは、コンピューター雑誌CHIPによる2015年ホットライン・テスト(Hotline Test)において、

一貫して高得点を獲得した。テストは、16業界、250社のホットラインを対象に６週間にわたって行わ

れ、特に、顧客サービス、待機時間に加え、可用性及び透明性に焦点が当てられた。当グループのホッ

トラインは、固定ネットワーク及びインターネット向けに提供している便利で優れたアドバイスが評価

され、特別賞を受賞した。顧客サービスにおいては、当グループは、エンターテイン(Entertain)及び

ウェブホスティングで高い得点を獲得した。また、モバイル通信の可用性及び待機時間でも、非常に高

い得点を達成し、固定ネットワークの可用性についても「非常に良い」との評価を受けた。当グループ

の無料モバイル・ホットラインも「connect」誌のサービス・テストで優秀な成績を収め、ドイツ国内の

他の全てのモバイル通信プロバイダーを退けて第１位に輝いた。特に試験者から評価されたのは、当グ

ループのホットラインの可用性、利便性及び電子メール・サービスであった。

-　当グループは、国際部門でも優秀な成績を収めた。当グループのギリシャの子会社、OTEの子会社である

コスモテ(Cosmote)は、ギリシャで最高速のモバイル・インターネット・ネットワークを提供している。

最高速というのは、2014年４月にオークラ(Ookla)によって実施された独自の速度測定テストで確認され

ている。事実、コスモテ(Cosmote)のネットワークの速度は、第２位のネットワークよりも27％速いこと

が分かっている。さらに、2014年６月には、電気通信分野の優れた国際的なエンジニアリング・サービ

ス・プロバイダーであるP3コミュニケーションズ(P3 Communications)が、OTEの当該子会社のモバイ

ル・データ・サービスに対して２つの賞を同時に授与した。オーストリアをリードするテクノロジー・

ポータル・サイトのフューチャーゾーン(Futurezone)は、Tモバイル・オーストリア(T-Mobile Austria)

を「モバイル・ブラウジング(mobile browsing)」部門の最高速オーストリア・プロバイダーに選んだ。

Tモバイル・オーストリア(T-Mobile Austria)は、全ての分野で市場リーダーに対する信頼できる挑戦者

であるとして、全体で第２位を獲得した。

-　2014年９月、独立したITリサーチ・コンサルティング会社のエキスパートン(Experton)は、ドイツの

ビッグ・データ・プロバイダーについて２回目となる評価を行い、121のIT企業を分析した。その結果、

Tシステムズは、ビッグ・データ・オペレーションズ(Big Data Operations)、ビッグ・データ・セキュ

リティ・アナリティクス(Big Data Security Analytics)及びビッグ・データ・コンサルティング＆ソ

リューションズ(Big Data Consulting & Solutions)の部門でトップ３のプロバイダーに入った。これ

は、部分的には、当グループの再編が功を奏した。当グループは、競争の激しいIT市場の将来に適合す

るために、ビッグ・データ、クラウド・コンピューティング、サイバー・セキュリティといった成長分

野において、新たなビジネス・モデルを強化したいと考えている。
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-　ドイツテレコムは、ブランド・ファイナンス・グローバル500(Brand Finance Global 500)で、最も価値

のあるドイツのブランドに選ばれた。当グループが第１位に選ばれたのは、主に当グループの傘下ブラ

ンドの再設計が成功した結果である。当グループは、ヨーロッパ最大の消費者調査であるヨーロピア

ン・トラステッド・ブランド2014(European Trusted Brands 2014)で、最も信頼されるドイツのブラン

ドとして高い評価を得た。当グループは、携帯電話ネットワーク(Mobile Phone Network)及びインター

ネット・サービス・プロバイダー(Internet Service Provider)の部門で、特に優秀な成績を収めた。

-　当グループの環境保護面及び社会面での成果は評価を受けた。環境保護、顧客重視、電気・電子機器廃

棄物の発生予防、及び持続可能なサプライ・チェーンは、当グループが今年度の「エコム・インダスト

リー・レポート・テレコミュニケーションズ(oekom Industry Report Telecommunications)」において

特に優秀な成績を収めた分野であり、エコム・インダストリー・ランキング(oekom industry ranking)

で第１位を獲得した。エコムGmbH(oekom GmbH)は、全部で108社の電気通信会社を対象に、長期的な持続

可能性の実績及び開発を含めて、分析を行った。当グループのCR報告「我々は責任を持つ(We take

responsibility)」が評価され、当グループは、エコン・アワード(Econ Award)という同名の出版社が発

表している賞をオンライン・レポーティング(Online Reporting)部門で受賞し、最高位のプラチナ

(Platinum)を獲得した唯一の受賞者となった。当グループのCR報告は、経済、環境及び社会の分野の報

告で、全審査員を納得させた。

-　当グループは、接続型のコンバイン収穫機について、農業機械メーカー・グループであるCLAASとのリ

サーチ・パートナーシップに集中的に取り組んできた。当該プロジェクトにより、当グループは、ドイ

ツの全国コンテストである「ランドマークス・イン・ザ・ランド・オブ・アイディアズ(Landmarks in

the Land of Ideas)」の2014年/2015年の受賞者に名を連ね、農業においてもインダストリー4.0が好調

に機能していることを証明した。例えば、コンバイン収穫機の穀槽がいっぱいになると、自動的に報告

されるようになっている。機械にはセンサーが取り付けられており、１秒毎のデータがモバイル通信で

送信され、ドライバーに収穫状況に関するリアルタイムの情報が提供される。かかる仕組みは、ワーク

フローを改善するだけでなく、時間及び燃料を節約するため、CO2排出量も削減できる。
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-　Tモバイル・ポルスカは、活字及び電子メディアの業績を判断するトップ・マルカ・ランキング(Top

Marka Ranking)の電気通信部門において、２回連続で第１位を獲得した。９月にはプラハにおいて、当

グループの子会社であるTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)が、独自のマーケティン

グ・キャンペーン及び効果的な広告宣伝活動で、スーパーブランド(Superbrand)に選ばれた。年末に

は、OTEが、特に、ギリシャの電気通信市場における重要な役割、並びにギリシャのイノベーション、イ

ンフラ及び成長への投資について評価され、第16回インターナショナル・インフォコム・ワールド・コ

ングレス(16th International InfoCom World Congress)で「カンパニー・オブ・ジ・イヤー(Company

of the Year)」に選ばれた。マジャールテレコム(Magyar Telekom)は、最高のオンライン顧客サービス

を有している。かかる評価は、2014年11月のエクセレンス・イン・カスタマー・サービス(Excellence

in Customer Service)コンテスト(ハンガリーにおける最大で最も重要な顧客サービス・コンテスト)の

結果である。

-　当グループは、最高のインベスター・リレーションズ(IR)業務を選ぶジャーマン・インベスター・リ

レーションズ・プライズ2014(German Investor Relations Prize 2014)をDAX30企業部門で受賞した。ト

ムソン・ロイター・エクステル・サーベイ(Thomson Reuters Extel Survey)では、ヨーロッパ全体のあ

らゆる産業の中で最高のインベスター・リレーションズ業務を行っているとして、75を超える国の

16,000人の投資家及びアナリストから投票で選ばれた。当グループの合併・買収部門は、成功裏に行わ

れたTモバイルUSA(T-Mobile USA)とメトロPCSの企業結合が認められ、コーポレート・ファイナンス・ア

ワード(Corporate Finance Award)を受賞した。当グループのHR活動に対する受賞の詳細は、「第２ 企

業の概況－５ 従業員の状況－従業員」の項を参照のこと。

 

訴　　訟

当グループでは、当事業年度において以下の訴訟が終結した。「メトロPCS－メトロPCSとTモバイルUSA(T-

Mobile USA)の企業結合に対する訴訟」、「GSM周波数使用の延長」、「LTE周波数の競売、Tモバイル・オース

トリア(T-Mobile Austria)」及びTモバイルUSにおける「プレミアムSMSコンテンツの課金」。詳細は、「４

事業等のリスク－リスク及び機会管理」の項を参照のこと。
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グループ組織

 

-　事業活動及び組織

-　経営及び監査

 

事業活動及び組織

当グループは将来においても引き続き成功を収めたいと考えている。このために、当グループは既に、全く

新しい展望の下、伝統的な電話会社からサービス会社への移行を進めている。その間常に、ヨーロッパにおけ

る主導的な電気通信プロバイダーになるという明確な目標を持ち続けている。この基盤となるものであり、か

つ引き続き当グループの主要な事業となるのは、ネットワーク及び回線の設置、運営及びマーケティングであ

る。同時に、新たな成長機会をもたらす事業分野を集中的に開拓している。

我々を取り巻く環境において「ギガビット・ソサイエティ」が成長を続けており、そこでは高速インター

ネットは、家庭及び移動中の双方において当然のこととなっている。デジタル時代は我々のコミュニケーショ

ンの方法を根本的に変えている。インターネット・アプリケーションが我々の生活に欠くことのできないもの

になってから久しい。過去のユートピアは今、現実となった。ウェブから映画をダウンロードすることがで

き、携帯電話でサッカーの試合を観ることができ、そしてスマートフォンから写真やビデオを送ったり、ソー

シャル・ネットワークを通じて友人と共有することができる。

技術的な点から見ると、このことは、ますます大量化するデータが、ますます速いスピードで伝送される必

要があることを意味する。これをドイツテレコムにおいて可能にしたいと考えている。これに加えて、当グ

ループは、顧客がいる場所や使用するデバイスを問わず全てのプライベート・データへの安全なアクセスを確

保する固定ネットワーク、モバイル通信、インターネット及びインターネットTVを一元的に提供することを目

指している。「ギガビット・ソサイエティ」はますます高性能なネットワークを必要とする。当グループはこ

れらのネットワーク―急速に増している周波数帯域幅の需要を満たすだけでなく、あらゆる分野(エネル

ギー、ヘルスケア又は自動車産業等)で新たな事業分野を開発するのに十分な情報処理機能を有するもの―を

構築している。

しかしこれだけではない。今後数年の間に、多くの分野が社会のアジェンダ・セッティング(議題設定)的発

展を経験すると考えられる。当グループは、信頼できるコーポレート・ガバナンスを理解していることから、

これらの発展において役割を担う必要があると考えている。当グループは、経済、社会及び環境の各側面は調

和され得ると考え、全ての活動の中心に持続性を据えている。２つだけ例を挙げる。当グループは、グループ

全体で拘束力のある環境保護目標を採択し、また、経営者に女性クォータを導入した最初のDAX30上場企業で

ある。当グループの信頼できるコーポレート・ガバナンス及び事業の成功は、当グループ共通の企業価値及び

基本理念(Guiding Principles)に基づいている。それは以下の通りである。

-　顧客の喜び及びシンプルさが当社の活動を推進する

-　当グループの行動は尊敬及び誠実さから導かれる

-　同じチーム－別々のチーム (Team together - Team apart)
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-　活躍しかつ成長するための最高の場所

-　アイ・アム「T」－私に期待してください

これにより、当グループは競合相手からの差別化を行っている。当グループの基本理念(Guiding

Principles)は当グループの信用度を高め、顧客及び株主からの当グループの強さ及び能力への信頼も高め

る。同時に、従業員、製品及びサービスに対する顧客経験を向上させる。言い換えれば、当グループは、顧客

を喜ばせ、投資家のために価値を創造し、また、従業員が仕事を楽しめるような持続的に成長を続ける会社に

なりたいと考えている。

 

事業活動：主導的な総合電気通信業者

約151百万人のモバイル顧客、30百万回線の固定ネットワーク及び17百万回線を超えるブロードバンド回線

を有し、当グループは、世界における主導的な総合電気通信事業者の１つである。当グループは一般消費者で

ある顧客向けに固定ネットワーク/ブロードバンド、モバイル通信、インターネット及びインターネットTVの

製品及びサービスを、法人顧客及び企業顧客向けにICTソリューションを提供している。当グループは国際的

に活動し、世界50か国以上に進出している。2014事業年度では、営業収益の60％超、すなわち377億ユーロ

が、ドイツの国外で生まれた。当グループの従業員総数は約227,800名である(2014年12月31日時点)。

固定ネットワーク事業は、固定ネットワーク及びブロードバンド技術をベースとした全ての音声及びデータ

通信活動を含む。これは端末機器及びその他のハードウェアの販売並びに再販業者へのサービスの販売も含ま

れる。

モバイル通信事業は、音声及びデータのモバイル・サービスを一般消費者及び法人顧客に提供している。こ

れらのサービスの販売にあたり、当グループは携帯電話機及びその他のハードウェアも販売している。さら

に、当グループでは、独自にネットワーク・サービスを購入し第三者に販売している再販売業者及び企業(仮

想移動体通信業者(MVNO))に対して、モバイル・サービスを販売している。

当社の大型顧客部門、Tシステムズは、データセンター及びネットワークの全世界的なインフラストラク

チャーを利用して、多国籍企業及び公共機関のための情報通信技術(ICT)システムを運営している。これに基

づいて、Tシステムズは、より一層ダイナミック・プラットフォームに集中して、つながり合うビジネスの世

界及び社会の将来のための総合的なソリューションを提供する。クラウド・コンピューティングがその一例で

ある。

 

組織：４つの事業セグメント

当社の財務報告は当社のグループ戦略に従い、次のような組織構造に基づいている。グループは４つの事業

セグメントのビジネスに分かれており、そのうちの３つのセグメントの事業活動は地域別に割当てられ、１つ

のセグメントは顧客及び製品別に割当てられている。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

 92/636



下記の図は当グループの組織構造の概観を示したものである。以下にその詳細を説明する。

 

 

当グループのドイツ事業セグメントは、ドイツにおける全ての固定ネットワークとモバイル活動を包括して

いる。さらに、当セグメントでは当グループの他事業セグメントに対して、電気通信サービスのホールセール

を行っている。

当グループの米国事業セグメントは、米国市場における当社の全てのモバイル事業を包括するものである。

当グループのヨーロッパ事業セグメントでは、ギリシャ、ルーマニア、ハンガリー、ポーランド、チェコ共

和国、クロアチア、オランダ、スロバキア、オーストリア、アルバニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和

国、モンテネグロの各国企業(national companies)の全ての固定ネットワーク及びモバイル事業を対象として

いる。英国におけるEEジョイントベンチャーは、従前はヨーロッパ事業セグメントに属していたが、2014年１

月１日付でグループ本部・グループ事業セグメントに移管された。それ以降、EEジョイントベンチャーの新し

い経営モデルの定義に基づき、財政審議部門の下に報告されている。比較用の数値は遡及的に調整されてい

る。
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一般消費者向け事業に加えて、個々の各国企業(national companies)は、法人顧客にもICTソリューション

を提供している。2014年５月30日付で、当グループはGTSの取得を完了させた。それ以降、GTSは国外の企業顧

客セグメントをさらに発展させる助けをしている。ヨーロッパ事業セグメントには、インターナショナル・

キャリア・セールス・アンド・サービス(ICSS)部門、グループ・テクノロジー部門及びグローバル・ネット

ワーク・ファクトリー(GNF)部門も含まれる。ICSSは、主に当グループの他事業セグメントに対する電気通信

サービスのホールセールを提供している。グループ・テクノロジーは、モバイル及び固定ネットワークについ

ての、効率的かつ顧客志向の技術、プラットフォーム及びサービスの提供を確実にする。GNFは、ホールセー

ル顧客に音声及びデータ通信を提供するため世界規模のネットワークを設計し運営する。2013年12月31日まで

システムズ・ソリューションズ事業セグメントに組織的に属していたローカル事業部門(LBU)のICSS及びGNFの

事業は、2014年１月１日付で併合されて現在はヨーロッパ事業セグメントの下に報告されている。これらの部

門は、ヨーロッパ(ドイツを除く。)の内外にあり、主にヨーロッパ事業セグメントの一部としてのICSS及び第

三者へ、電気通信サービスのホールセールを提供している。さらに、2014年１月１日付で、従前はシステム

ズ・ソリューションズ事業セグメントで管理されていたTシステムズ・チェコ共和国のローカル企業顧客部門

が、Tモバイル・チェコ共和国に合併された。モバイル及び固定ネットワーク事業活動に加えて、当該会社

は、現在は法人顧客及び行政機関向けのICTソリューションも提供している。当該会社の活動は、ヨーロッパ

事業セグメントの下で開示される予定である。報告方法の変更は、これらの部門の管理の方法を改善すること

を目的とするものである。比較用の数値は遡及的に調整されている。

データセンター及びネットワークの全世界的なインフラストラクチャーを利用して、当グループのシステム

ズ・ソリューションズ事業セグメントは、多国籍企業及び公共機関のための情報通信技術(ICT)システムを運

営している。これに基づいて、Tシステムズは、つながり合うビジネスの世界及び社会の将来のための総合的

なソリューションを顧客に提供する。また、複雑さを増すデジタル世界に対応して、中小企業向けにもICTソ

リューションを提供している。Tシステムズのサービスには、主にクラウド・サービス、M2M及びセキュリ

ティー・ソリューションズが含まれ、補足的に、高度に標準化されたモバイル及び固定ネットワーク製品並び

に仮想協調及びITプラットフォームのためのソリューションも含まれる。これらは、企業顧客向けのデジタル

事業モデルの基礎を築いている。

システムズ・ソリューションズ事業セグメントは、マーケット・ユニット及びテレコムITの２つの事業分野

からなる。マーケット・ユニットは、主に外部顧客との事業を担当する。テレコムITは、当グループ内部の国

家ITプロジェクトに焦点を当てている。
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グループ本部・グループ事業には、１事業セグメントに直接的には振り分けられない全てのグループ内部門

が含まれている。グループ本部は方針を定め、促進する役割を担う。当グループの戦略的目標を明確にし、か

つこれが確実に達成されるようにし、また、特定のグループ・プロジェクトに直接関与する。グループ事業

は、グループ全体にサービスを提供する。グループ事業には、財務会計、人事サービス及び調達などの典型的

なサービスに加えヴィヴェント(Vivento)も含まれる。ヴィヴェント(Vivento)は、公務員及び主に公共部門の

従業員のために外部雇用機会を確保する。さらに、当該サービス提供者は、2014年から、グループ内の専門家

の雇用維持に関して、新たに中心的役割を果たしている。それによって、外部スタッフの登用を減らすことを

目的としている。その他の部門としては、グループ・リアルエステート・マネジメント並びに車両の管理及び

運行サービスの総合サービス事業者であるモビリティ・ソリューションズがある。デジタル・サービス成長事

業及びインターネット・サービス・プロバイダーのSTRATOの業務及び機能は、グループ本部・グループ事業の

下位組織であるデジタル・ビジネス・ユニットに吸収された。2014年２月、当グループは、スカウト24・ホー

ルディングの70％の株式のヘルマン＆フリードマン・エル・エル・シーへの売却を完了させた。残りのスカウ

ト24グループへの30％は、持分法で会計処理されており、引き続き本セグメントの一部であり続ける。このよ

うに、当グループはスカウト24の今後の価値の増加から、引き続き利益を得る予定である。さらなる情報につ

いては、連結財務書類に対する注記32「セグメント報告」を参照のこと。

 

経営及び監査

取締役会の報酬システムは、当グループの長期的なパフォーマンスを目的とする。2013年１月１日以降、監

査役会の報酬システムは、ドイツ企業統治基準に基づき、長期的な報酬の要素を含んでいない。ドイツ企業統

治基準の指示は、遵守されている。

2014年12月31日時点で、取締役会の責任範囲は、７つの部門に分かれている。そのうちの以下の４つの部門

は、機能の枠を超えた管理の領域に属するものである。

-　取締役会会長

及び以下の各部門

-　財務

-　人事

-　データ保護、法務及びコンプライアンス

さらに、以下の３つのセグメントをベースとした取締役会の各部門がある。

-　ドイツ

-　ヨーロッパ及び技術

-　Tシステムズ
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取締役会の構成の変化。2014年１月１日付で、ティモテウス・ヘッティゲスが、レーネ・オーベルマンの後

任として取締役会会長に就任した。2014年１月１日を効力発生日として、トーマス・ダーネンフェルトが、

ティモテウス・ヘッティゲスの後任として財務担当の取締役に就任した。2014年４月30日深夜12時を効力発生

日時として、Prof.マリオン・シックの人事及び労務担当の取締役としての任期は、双方の合意により解消さ

れた。2014年１月より、Dr.トーマス・クレマーが、Prof.マリオン・シックの代理を務め、Prof.マリオン・

シックの離任以降は、自身のデータ保護、法務及びコンプライアンス担当取締役の任務に加えて、人事担当の

取締役を暫定で兼任している。

監査役会の構成の変化(株主代表)。2014年５月15日の株主総会において、従前に裁判所より監査役に任命さ

れたヨハネス・ガイスマン、ラルス・ヒンリッヒ及びカール－ハインツ・シュトライビッヒが監査役に選任さ

れた。2014年５月15日の株主総会において、Dr.ウルリヒ・シュレーダーが監査役に再び選任された。Dr.h.c.

ヴァルターは、2015年１月11日に逝去した。イネス・コルムゼーは、2015年１月31日から2015年の株主総会終

了時までの任期で、管轄地方裁判所により株主代表の監査役として任命された。

監査役会の構成の変化(従業員代表)。2014事業年度中に従業員代表の変更はなかった。

ドイツテレコム・アーゲーの監査役会は、取締役会に対して助言及び忠告を行い、事業運営を監督する。監

査役会は、20名の監査役によって構成され、そのうちの10名が株主を代表し、残りの10名が従業員を代表す

る。

取締役は、ドイツ株式会社法(Aktiengesetz-AktG)第84条及び第85条、そしてドイツ共同決定法

(Mitbestimmungsgesetz-MitbestG)第31条に基づいて任命及び解任される。

定款の改正は株式会社法第179条及び第133条、そして定款第18条に基づいて行われる。定款第21条により、

監査役会には、会社にとって拘束力のある形で、定款を株主総会の決議なく、新しい法律上の規定にあわせて

修正する権限が与えられている他、表現上の修正にあたる定款の修正を行う権限がある。

 

取締役会の構成

 

取 締 役  責任部門

ティモテウス・ヘッティゲス  取締役会会長(CEO)

ラインハルト・クレメンス  Tシステムズ

ニーク・ヤン・ファン・ダム  ドイツ

トーマス・ダーネンフェルト  財務(CFO)

Dr.トーマス・クレマー  
データ保護・法務・コンプライアンス及び暫定的に人
事

クラウディア・ネマート  ヨーロッパ及び技術
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グループ戦略

 

-　ドイツテレコムはヨーロッパにおける主導的な電気通信プロバイダーになることを目指している

-　新しいグループ戦略の実施における最初の成功

 

データ容量の急激な増加を考慮して、顧客は高性能ネットワークを有する電気通信プロバイダーを選択して

いる。しかし、オンラインサービスの提供者にとっても、独自のサービスを迅速かつ簡単に設定することを可

能にする高品質な技術プラットフォームを必要とする強力なネットワークは重要な選択基準である。結果とし

て、統合された電気通信プロバイダーは、固定のみ又はモバイルのみのプロバイダーよりも競争力のある立場

にある。

 

当グループの企業戦略：リーディング・ヨーロピアン・テルコ(Leading European Telco)

2014年以降、当グループは、ヨーロッパにおける主導的な電気通信プロバイダーになることをその目的とす

るリーディング・ヨーロピアン・テルコ(Leading European Telco)戦略に沿って、当グループの全ての企業活

動をまとめてきた。当グループは、当グループ自身を、近代的かつ競争力のあるデジタルなヨーロッパへの推

進力として見ている。当グループのリーダーシップの達成すべき目標は４つの特徴を有する。それは、「最高

のネットワーク、最高のサービス、最高の製品及びビジネス顧客に選ばれるプロバイダー」である。さらに、

当グループは、全ての人がアクセス可能な情報及び知識社会作りを目指し、持続可能な経済活動から得られる

利益のため、経済的、環境的及び社会的目的を調和させるよう努めている。

次の表は、当グループのリーディング・ヨーロピアン・テルコ(Leading European Telco)戦略が基礎とす

る、当グループのリーダーシップの達成すべき目標及び顧客に焦点を合わせることから派生する４つの事業分

野及び当グループの内部的活動の枠組みを提供する３つの支援的な事業運営の分野を示している。
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戦略的な事業運営の分野

統合IPネットワーク

当グループの中心事業はネットワーク及び回線の設置、運営及びマーケティングである。当グループは、常

に最高のネットワーク及び実現し得る最速の接続を顧客に提供することを目標とする。したがって、平均以上

のネットワーク品質は、当グループを差別化する要素であり、それによって他の競合相手と当グループを明確

に区別することが可能となる。当グループは、独立したネットワークテストにおいて、定期的に優れた結果を

得ている。当グループのネットワーク及び受賞についての詳細は、「2014事業年度のハイライト」の項を参照

のこと。これは、当グループが、体系的にネットワークをアップグレードし、増加する競争圧力にもかかわら

ず品質のリーダーであり続けている証拠である。

ネットワークの拡張は、当グループの企業目標及び社会的目標にも寄与する。すなわち、最新式のネット

ワークは、当グループの製品及びサービスをより多くの潜在的な顧客にとって魅力的なものにし、潜在的な収

益の増加をもたらす。最新式のネットワーク及びシステムは当グループのエネルギー効率も向上させる。同時

に、当グループはより多くの人々に対して、最新式の情報及び電気通信サービスへのアクセスを提供する。

当グループは、段階的に、全ての顧客の全固定ネットワークをインターネット・プロトコル(IP)に移行す

る。長期的には、統合された全ヨーロッパのIPネットワークにより、変化する顧客の希望に迅速、柔軟かつ経

済的に対応することが可能になるだろう。新型のIPネットワークへの段階的な移行は、下図に示す通り、連結

対象の全ての各国企業(national companies)において既に実行されている。当グループは、この完全なIPネッ

トワークへの移行を、ドイツ及びヨーロッパにおいて2018年までに完了させたいと考えている。現在の当グ

ループのネットワーク展開の状況については、「2014事業年度のハイライト」の項を参照のこと。

 

 

当グループは、可能な限り最高のブロードバンドのカバレッジを提供し、この市場での競争力を維持するた

めに固定ネットワークへの投資を継続する。当グループは、FTTC(ファイバー・トゥ・ザ・カーブ)技術を用い

て光ファイバーをより顧客の身近にし、それによって、周波数帯域幅を増加させている。例えばドイツでは、

当グループは新しいベクタリング技術及びそのさらなる発展のおかげで、規制上可能であれば、2018年までに

人口の約80％に最低50Mbit/sのダウンロード周波数帯域幅を提供できるようにすることを計画している。
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モバイル通信においては、LTEネットワークの展開を進めたいと考えている。当グループは、2018年までに

LTEのカバー率をドイツでは人口の約95％に、ヨーロッパの各国企業(national companies)では人口の75％か

ら95％にする計画である。さらに、当グループはドイツでより実質的に多くのWLANホットスポットを提供し、

高性能のスモールセルを利用することによりさらに濃密なモバイル通信ネットワークを構築したいと考えてい

る。米国では、当グループのLTEネットワーク利用は2014年末に265百万人以上に達し、当グループのカバレッ

ジ目標である約225百万人を超えた。

 

最高の顧客経験

最高のネットワーク、統合された製品及び最高のサービスをもって、当グループは傑出した顧客経験を創出

している。当グループは、専門技術、シンプルさ及び速さで顧客を喜ばせる。またそのために、当グループは

継続的にプロセス及びITシステムを改善する。

2014年、当グループは、当グループの統合された固定ネットワーク及びモバイル通信がバンドルされた製品

であるマゲンタ・アインツ(MagentaEINS)を開始した。2014年末までに、当グループはこの製品の506千人の顧

客を獲得した。当グループは、2018年までにこの顧客数を約３百万人までに増やしたいと考えている。収束さ

れた製品ポートフォリオにより、当グループの顧客は、電気通信がいかにシンプルかつ単純になり得るかを知

ることができる。ビジネスの観点からは、収束された製品により、新規顧客を獲得し、既存の顧客からの支持

及び営業収益を増加することができることを期待する。

当グループはまた、フィックスド・モバイル・コンバージェンス(FMC)の分野における提供を大きく拡大さ

せたいと考えている。FMCは顧客にシームレスな(一貫性がありかつ異なる技術をまたがる)電気通信体験を提

供する。当事業年度において、当グループはドイツでハイブリッドルーターを導入した。ハイブリッドルー

ターは、固定ネットワークの長所(一貫して大容量)とモバイル通信の長所(高い伝送速度)が組み合わされてお

り、そのため顧客が利用可能な周波数帯域幅を大幅に増加させている。ハイブリッド料金プランの販売は、

2014年末に既にドイツのいくつかの地域で開始されている。当グループのハイブリッド技術は2015年にはドイ

ツ全国で利用可能になる予定である。

当グループは、ただ顧客を満足させるだけでなく、喜ばせたいと考えている。当グループの活動の本質は、

顧客が当グループと接点を有する場合にはいつでも、最高の顧客経験を提供することである。当グループに

とってこの課題がいかに重要かは、当グループが顧客定着/満足度を世界的に認められたTRI
*
M手法により評価

しているという事実からも分かる。このTRI
*
M業績評価指標は、当グループの顧客対応プロセス並びに製品及

びサービスを改善するのにも役立っている。当グループは、顧客に支持されているかを調査で決定する。その

結果は業績評価指標であるTRI
*
M指標として-66から134の間の数値で示される。当事業年度の数値は、同等

ベースの計算に基づくと65.9(前事業年度は64.9)であった。当グループは、2018年までにこの数値を3.0％増

加させたいと考えている。また、2018年までに、顧客及び効率性に焦点を当て、顧客サービスも改善したいと

考えている。当グループは、全てのチャネル(ショップ、ホットライン及びオンライン)で傑出しかつ一貫性の

あるサービス経験を顧客に提供したいと考えている。当グループは、とりわけ、オンライン・チャネルのアッ

プグレード及び異なるチャネル間におけるシームレスな移行に注意を払っている。
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当グループの顧客にとって、データ・プライバシー及びセキュリティは、非常に重要であり、したがって、

競争においては極めて重要な差別化要因である。当グループは、顧客のデータの扱いについてセキュリティ及

び機密性を保証している。サイバー攻撃の脅威は増加している。2014年末時点で、当グループは、当グループ

のネットワーク上において、１日に１百万の攻撃を記録した。これに加えて、一般の人々のセキュリティ上の

問題意識も高まっている。したがって、当グループは、データ保護及びセキュリティも成長している事業分野

であると見ており、既存及び新規のセキュリティ・ソリューションを用いて当該分野を大きく拡張したいと考

えている。当グループはまた、セキュリティを強化するために、顧客にソリューションを提供している。他社

と共同で、例えば、「Eメール・メイド・イン・ジャーマニー」イニシアティブを立ち上げ、Eメール通信のセ

キュリティを強化するため、特にデータ容量及び伝送の基準を高めることに注力した。

 

パートナーとの成功

当グループは革新的な会社である。当グループは、その革新的な能力を、当グループのネットワーク、当グ

ループのプロセス分野、当グループの製品の製造及び販売のための特定のプラットフォーム並びに当グループ

のアクセス製品に傾注している。パートナーとともに、当グループは幅広い製品及びサービスを提供し、当グ

ループの顧客が望むデジタルサービスを提供する。当グループは、当グループのパートナーに、大規模かつ魅

力ある顧客基盤、確立したマーケティング及びセールス並びに技術的なホールセール・サービスへのアクセス

を提供する。これは、当グループのパートナー及び当グループの両方にとって、競合相手との差別化を図る上

での機会となる。

当グループは、革新的なパートナーが製品を販売する際に選ばれる電気通信プロバイダーになりたいと考え

ている。当事業年度において、当グループは、パートナーとその製品をこのプラットフォームに迅速、柔軟か

つ低費用で結びつける技術及び商業プラットフォームの創設を開始した。この標準化されたプラットフォーム

は、例えば、パートナーが簡単にそのサービスを接続することができる電源タップとして考えられる(下図を

参照のこと。)。当グループは、2016年までに当グループの各国企業(national companies)において、2017年

までにドイツにおいて、段階的にパートナー・プラットフォームの技術コンポーネントを完了することを予定

している。

 

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

100/636



当グループは、テレビ事業もさらに改善しており、ここでも成長を加速化したいと考えている。当グループ

の目標は、当グループのテレビサービスをグループ全体で10百万人の顧客(うち５百万人は2017年までにドイ

ツにおいて。)に供給することである。当グループは、当グループの魅力的なコンテンツの提供を拡げ、スカ

イ(Sky)又はネットフリックス(Netflix)との提携等の提携関係の構築も拡大する予定である。こうしたコンテ

ンツに、顧客が、テレビ、スマートフォン又はタブレットにかかわらず、全てのスクリーンを通じてアクセス

できるようにする。2014年において、例えば、当グループは、当グループのスクリーン間をまたがるテレビ製

品である「エンターテイン・トゥ・ゴー(Entertain to go)」によって「全てのスクリーンでテレビを(TV on

all screens)」に向けてさらに歩みを進めた。

 

ビジネスにおける主導的な地位の維持

当グループは、法人顧客から選ばれる電気通信及びITサービスのプロバイダーになりたいと考えている。T

システムズが持続的なベースで収益を上げ続けることができるように、当グループは現在のマーケット・ユ

ニットの事業モデルを適用している。従来のIT及び電気通信事業に加えて、当グループはプラットフォームを

基盤とするサービス及びクラウドサービスにさらに注力し続ける予定である。当グループの目標は、2018年ま

でにTシステムズの営業収益の半分以上をこのようなデジタルの成長分野において生み出すことである。2014

年には、年間の平均は34％であった。新しく設立されたデジタル部門(Digital Division)は、Tシステムズ内

における重要な成長の推進力となるだろう。すなわち、当グループは2018年までに、ヘルスケア、コネクテッ

ド・カー及びエネルギー・セクター並びに当グループ自身及びパートナーのクラウド製品における２桁台の大

幅な成長を予測する。

 

成長分野

2012年キャピタル・マーケッツ・デイにて発表された当グループの５つの成長分野における目標水準の達成

は、変化してきた。モバイル・インターネット成長分野では、2014年の当グループの営業収益は115億ユーロ

で、既に2015年の目標を上回っている。コネクテッド・ホーム成長分野では、当グループの営業収益は63億

ユーロで、2015年の目標水準として発表されている70億ユーロに近い。インターネット・サービスでは、2014

年の営業収益は７億ユーロだった。2014年２月に完了したスカウト24(Scout24)グループの株式の70％の売却

の結果、20億ユーロの目標水準は達成しないだろう。DBU及びTシステムズの再編を踏まえて、2012年に発表さ

れたTシステムズ(外部収益)及びインテリジェント・ネットワーク・ソリューション成長分野の目標水準は、

当初計画されていた通りには達成しない予定である。
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2012年時点のドイツテレコムの成長分野

 

営業収益(単位：十億ユーロ) 2014年 2015年の目標水準
(1)

モバイル・インターネット 11.5 約10

コネクテッド・ホーム 6.3 約7

インターネット・サービス 0.7 約2

Tシステムズ(外部収益)
(2) 5.8 約7

インテリジェント・ネットワーク・ソリューション(エネル
ギー、ヘルスケア及びコネクテッド・カー)

0.3 約1

 

注(1) 2012年キャピタル・マーケッツ・デイに発表した2015年の目標水準。

(2) インテリジェント・ネットワーク・ソリューションの営業収益を除く。

 

支援的な事業運営の分野

支援的な事業運営の分野は、当グループの内部活動の枠組みを示す。

 

ポートフォリオの構成を変更する。当グループは引き続き株式保有ポートフォリオの改善を図る予定であ

る。当グループの焦点は、当グループの一体となっている各国企業(national companies)を強化することであ

る。さらに、当グループは新たに設立されたドイツテレコム・キャピタル・パートナーズ(Deutsche Telekom

Capital Partners (DTCP))により、将来的には主に中核事業以外への投資を行う予定である。

 

財務目標及び効率を進展させる。当グループの財務戦略は、貸借対照表比率の安定を確保する。中期的に資

本コストを稼得し、また、非流動資産を有効利用し、かつ更新投資の点で高い費用対効果で管理したいと考え

ている。引き続き厳格なコスト管理を固守する。
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リーダーシップ及び成果の発現を奨励する。キャリアをスタートさせたばかりの者から、最上級の幹部まで

の従業員１名１名が優れた結果及び業績を上げることによって、当グループはその意欲的な企業目標を達成す

る。これは当グループの生産性及び革新的な強度を高めるための基礎である。当グループの経営陣は、特定の

責任を負っている。すなわち、それぞれの分野を当グループの戦略的焦点に沿うようにし、それぞれのチーム

とともにその実行を追求することである。これが、当グループが経営陣の業績文化及び専門性を、長期的視点

に立って保護及び構築することが重要である理由である。当グループの経営陣にその将来の課題及び共同の目

的を追求するための覚悟をさせるという観点から、当グループは、統一されたリーダーシップ原則に基づき、

2014年に新しいリーダーシップ・モデルを導入した。当該リーダーシップ原則は、特に協働、革新及び実行力

の強化に焦点を置いている。また、当グループは当グループのHR戦略に以下の重要なポイントを組み込む。す

なわち、当グループの目標は、グループ内での国際的な協働を強化し、国境を越えた知識及び経験のシェアを

促進することである。当グループは、従業員の多様性を革新の推進力として利用する。当グループは、有能な

従業員を認識し、グループ全体での協調的向上プロセスを介して、彼らを育成することにコミットしている。

当グループは、当グループの継続的な成功(将来の事業分野における成功を含む。)を確実にするために、当グ

ループにとって戦略的に必要なスキル及び知識を識別する。この点で当グループの行動は、当グループ会社の

変革を持続可能かつ前向きな方法で形作る必要性によって導かれている。当グループのHR戦略の詳細は、「第

２ 企業の概況－５ 従業員の状況－従業員」の項を参照のこと。

 

要約すると、当グループのリーディング・ヨーロピアン・テルコ(Leading European Telco)戦略は以下の当

グループの目標にも反映されている。

 

ヨーロッパにおける主導的な電気通信プロバイダー

-　主導的なプロバイダーの１つとして、当グループは既に、当グループの顧客のために非常に高性能の

ネットワーク及び傑出したサービスを有している。

-　当グループのネットワークは統合されており、統一的な技術標準を用いている。

-　当グループは、一般消費者及び法人顧客の両セグメントにおいて、好結果をもたらすパートナーシップ

のためのプラットフォームを提供する。

-　当グループの本質は電気通信プロバイダーであるが、優れたICTビジネス・モデルも提供する。
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グループのマネジメント

 

-　2014年の財務戦略は堅実に実施された

-　グループ全体における価値管理

 

当グループは、価値重視のコーポレート・ガバナンスのコンセプトに取り組み続けている。当グループを成

功裏にかつ持続的に管理するため、常に全利害関係者層の期待を念頭に置かなくてはならない。

-　株主は、投下資本に対して適切かつ確実な利益を期待している。

-　借入資本の提供者は、適切な利益及びドイツテレコムの負債の返済能力を期待している。

-　従業員は、安全な職場、将来的な展望及び必要とされる人員再編が責任ある方法で行われることを期待

している。

-　「企業内の起業家」は、ドイツテレコムの将来的な事業形成並びに顧客のための製品開発、技術革新及

びサービスの開発を可能にする、十分な投資資金の拠出を期待している。

 

財務戦略

当グループは、魅力的な配当、負債の返済、責任ある従業員の再編及びポジティブな顧客経験のための新し

い投資のために十分な資金が利用可能となるように、これらの利害関係者の異なった期待の均衡を取りたいと

を考えている。

当グループは、2012年12月に、ボンで開催された当グループのキャピタル・マーケッツ・デイにおいて、当

グループの2013年から2015年にかけた財務戦略を発表した。2013年及び2014年はこの戦略を堅実に実施し、

2015年のキャピタル・マーケッツ・デイにおいて、次年度以降の基盤となる構造を確認する予定である。これ

には財務比率(負債比率(純負債の調整されたEBITDAに対する比率)及び自己資本比率)の達成及び少なくとも今

後24か月における当グループの資本市場での満期償還をカバーする流動性準備金の確保も含まれる。このよう

な明確な計算書により、当グループはA-/BBBの格付を維持し、キャピタル・マーケットへの圧倒的なアクセス

を守りたいと考えている。

信頼性のある株主への配当方針は、関連機関の承認及びその他の法定要件を充足することが必要となってい

る。当グループは、2015年から2018年の間に、少なくとも、配当金を生じる株式１株当たり0.50ユーロの配当

金を支払うつもりである。フリー・キャッシュ・フローの相対的な増加も、特定の事業年度の配当金の金額を

決定する際には考慮される。このように、当グループは、魅力的な利益還元及び計画的な信頼性の両方を当グ

ループの株主に提供する。2012年の最初の成功に続き2013事業年度も、当グループは、株主に配当金を現金で

受領する代わりにドイツテレコム・アーゲーの株式に転換するオプションを提供した。後者は、投資家に対し

て、資金を当社に留め、さらに財務比率を改善し、かつ長期的な投資の成功によりさらなる利益を得る機会を

提供する。かかるオファーは、前年よりもさらに大きな規模で選択された。当グループは、2014事業年度にお

いても当グループの株主に対してこのオプションを提供した。
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今後数年は、資本支出の合計額は高額を維持する予定である。投資の範囲は、ブロードバンド・インフラの

さらなる展開及び当社のIPベースの製品モデルへの変革を推し進めるために用いられる。インフラの展開は、

モバイル通信では最新のLTE標準に、固定ネットワークでは光ファイバー及びベクタリングに焦点を当てる予

定である。

当該財務戦略は、当グループが変革するための当グループのリーディング・ヨーロピアン・テルコ(Leading

European Telco)企業戦略をサポートする(「グループ戦略」の項を参照のこと。)。持続的な価値の増加を図

るため、当グループは、中期的に資本コストを稼得することを意図している。非流動資産の利用最適化などに

よりこの目標達成を目指している。例えばドイツでは、コンティンジェント・モデル(contingent model)に基

づくマーケティングは、2014年も大きな成功を納めた。ヨーロッパでは、固定ネットワーク顧客のIP技術への

移行が、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及びスロバキアにおいて完了した。当グループはまた、厳格なコ

スト管理を通じて資本コストの稼得という目標を達成することを意図している。この目標を達成するために、

目標コスト計算方式が、最初のプロジェクトで導入され、今後グループ全体で展開される予定である。その目

的は、費用について過去の視点から離れて将来達成可能な市場価格に基づいた目標コストを堅実に指向するこ

とにある。当グループはまた、管理機能の効率性を強化するさらなる施策を通じて、当社の成長能力を確実に

する。2013年以降、当グループは、調整前EBITを操作することにもさらに注力してきた。投資コストを勘案す

ると、EBITはROCEのコンセプトに近く(ROCEが重要な業績評価指標であることについての詳細は本項で後述す

る説明を参照のこと。)、よって、ドイツテレコム・グループ内の効率的な資本配分についての一貫した目標

を支える。

2014事業年度において、スカウト24(Scout24)グループの株式の70％の売却のようなポートフォリオの変更

が成功裏に行われた。例えば、当グループがオレンジ(Orange)とともに運営するジョイントベンチャーである

EEに関して、その他のポートフォリオの変更の可能性も検討された。すなわち、英国会社であるBTがジョイン

トベンチャーEEを取得する可能性について、売却の交渉が2014年12月に開始された。当該売却契約は2015年２

月５日に締結された。
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価値管理及び業績管理システム

当グループの戦略目標をより効率的に達成するため、当グループはグループ全体の価値管理アプローチを推

進している。最終的には、成功を評価するため特別な業績評価指標が必要となる。この基本は、信頼性及び理

解可能な業績管理システムである。下記の情報は、当グループの主要な財務及び非財務の業績評価指標の概要

を示している(下記の「財務業績評価指標」の表及び「非財務業績評価指標」も参照のこと。)。

 

収 益 性

当グループの良好な長期的発展の重要性を明確にするため、当グループは、当グループの持続的な企業価値

の成長を当グループの中期目標に組み込み、それをグループ全体の独立したKPI(重要業績評価指標)として活

用することにした。使用総資本利益率(ROCE)は2009年以降重要なKPIとなっている。ROCEは減価償却費、アモ

チゼーション及び減損損失、そして計算上の税額を差し引いた営業損益(税引後営業純利益(NOPAT))と、１年

間にかかる目的のために投下した資産の平均的価値(営業純資産(NOA))の比率である。

ROCEは、営業活動の全域で当グループの価値を持続的に高めるという目標を固定化するのに役立つ業績評価

指標である。使用総資本利益率が資本コストを上回る場合に、追加の価値が生じる。それゆえ、当グループの

目標は、資本市場の要件とする基準に基づいて借入れ資本及び株主資本の提供者によって課せられた収益目標

を達成又は上回ることである。当グループは、収益目標の尺度として資本加重平均コスト(WACC)を使用してい

る。

当グループは、ROCEこそ上述の４者の利害関係者の期待を最もよく反映していると考えている。この指標

は、当グループが使用総資本に対して収益を如何に効率的に創出したかを評価する。ROCEは長期的視点で見た

場合に特に有益である。なぜなら資本集約的なインフラ活用による使用総資本の大きな価値及びそれらの活用

の両方を考慮するからである。これにより、KPIの重要な利点が明らかとなる。それは、生み出された利益の

絶対額に注目するのではなく、むしろ使用総資本がどのくらいの利益を生み出したかに注目する。ROCEは、当

グループが新しい見地から投資の検討を可能とする全体的な視点を示している。

当グループは、ROCEを持続的に改善するため、関連するあらゆる分野において同時に施策を実行している。

費用削減計画及び特定の再編成施策は当グループのNOPATを増加させることを意図したものであり、間接費用

の継続的な削減に傾注する。グループ全体の効率的な資本配分及び投資済み資本の利用を確かなものにすると

いう特殊な役割を担う委員会が設置された。この側面における重要な要素は、より早く投資が利益を上げるよ

うにする製品のプレマーケティングである。ROCEの改善のために今日までに実行したその他の施策例として

は、ネットワーク・パートナーシップ、コンティンジェント・モデル(contingent model)、ジョイント・ベン

チャーの締結、ポートフォリオの変更、本部の管理及びサービス機能の再編成並びに既存のプラットフォーム

及びインフラを最大限可能な限り利用することにさらに焦点を当てるということがある。

当グループは、運営管理に以下に挙げるKPIも使用している。KPIの動向については、下記の「財務業績評価

指標」の表及び「非財務業績評価指標」の表並びに「グループにおける事業の動向」の項を参照のこと。
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収　　益

営業収益は、当グループの事業活動の価値に対応している。絶対的な営業収益は、当グループが、どれだけ

当グループの製品及びサービスを市場にて販売することができるかに依存する。営業収益の動向は、当社の成

功を測定するための非常に大きな指標である。新製品及びサービス並びに追加の販売活動は、営業収益が増加

しなくては成功したとは言えない。KPIの動向については、「財務業績評価指標」の表及び「非財務業績評価

指標」の表並びに「グループにおける事業の動向」の項を参照のこと。

EBITDAは減価償却費、アモチゼーション及び減損損失前のEBIT(営業利益/損失)に相当する。EBIT及び

EBITDAは各事業分野の短期的な業績及び成功を評価する。当グループでは、EBIT及びEBITDAのマージンを使

い、これらの指標値が営業収益とどのように関連するのかを示している。これによって、規模の異なる利益生

成単位の収益能力の比較が可能となる。調整前EBITDA/EBITを業績評価指標として用いるということは、特別

要因も考慮に入れることを意味する。これにより、費用について総合的な視野がもたらされる。しかしなが

ら、特別要因は事業情報の表示に影響を及ぼし、業績評価指標の従前の年度の対応する値との比較を難しくす

る。このため、当グループでは、透明性を確保するため、業績評価指標を追加的に調整する。この調整を行わ

ない場合には、将来の収益展開について、限られた範囲でしか述べることができない。調整後の指標は、調整

前の業務評価指標に基づいて計算される。特別要因による調整後の各値のEBITDA、EBIT及び純利益/損失につ

いての当該調整については、「連結損益計算書及び特別要因の影響」の表を参照のこと。

 

財務業績評価指標

 

  2014年  2013年  2012年  2011年  2010年

ROCE　(％)  5.5  3.8  (2.4) 3.8  3.5

営業収益 (十億ユーロ)  62.7  60.1  58.2  58.7  62.4

営業利益(損失)(EBIT) (十億ユーロ)  7.2  4.9  (4.0) 5.6  5.5

EBITDA (特別要因調整後)(十億ユーロ)  17.6  17.4  18.0  18.7  19.5

フリー・キャッシュ・フロー (配当金支払、周

波数帯への投資前)
(1)

(十億ユーロ)
 4.1  4.6  6.2  6.4  6.5

現金設備投資
(2)

(十億ユーロ)  (9.5) (8.9) (8.0) (8.3) (8.5)

格付 (スタンダード・アンド・プアーズ、
フィッチ)

 BBB+  BBB+  BBB+  BBB+  BBB+

格付 (ムーディーズ)  Baa1  Baa1  Baa1  Baa1  Baa1

注(1) さらに、PTC及びAT＆Tとの各取引並びにメトロPCS従業員への補償金支払前。

(2) 周波数帯への投資前。
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財務の柔軟性

当グループでは、フリー・キャッシュ・フローを、事業活動によるキャッシュ・フローから無形資産(のれ

んを除く。)及び有形固定資産に対する投資純額を差し引いたものとして定義している。この指標は、借入資

本及び株主資本の提供者にとっての主たる尺度である。フリー・キャッシュ・フローは、当グループの今後の

成長ポテンシャル(例えば、有機的成長を生み出す力、配当金支払能力及び債務返済能力)を示している。

当グループのフリー・キャッシュ・フローの集中管理は運転資本のさらなる改善を目指している。フリー・

キャッシュ・フローの管理は、透明性、ステアリング、予測及び当グループのフリー・キャッシュ・フロー並

びに特に運転資本に関するパフォーマンス測定に対して責任がある。2010年には、運転資本を長期的に改善す

るため、当グループはCORE(Cash Optimization for ROCE Enhancement(ROCE強化のための現金の最適化))プロ

ジェクトを立ち上げた。2014年には、当グループの全体を通じた全ての事業セグメントにおける債権管理の最

適化に重点的に取り組んだ。これにはファクタリングも含まれる。今後数年間、当グループは運転資本の改善

に引き続き取り組みたいと考えている。このため、当グループは次の分野を重視する予定である。すなわち、

負債の分野における改善(例えば、リバース・ファクタリング計画)、TモバイルUS及びヨーロッパの債権及び

棚卸資産の分野における改善である。

 

現金設備投資(周波数帯への投資前)とは、無形資産(のれんを除く。)及び有形固定資産に対する投資額であ

り、フリー・キャッシュ・フローの支出額に相関する。帳簿上の資本支出と異なり、現金設備投資には、当該

事業年度に投資したもののその支払いが将来年度になされるものは含まれない。

格付は、統一基準による、債務証券及びその発行者の信用性についての分析又は分類である。格付機関によ

る信用性の評価は債務証券の金利及び借入コストに影響を及ぼす。当グループの財務方針として、格付の目標

幅が定められている。当グループは、A-からBBB(スタンダード・アンド・プアーズ、フィッチ)又はA3から

Baa2(ムーディーズ)の間の格付であれば、必要な資金調達のためのキャピタル・マーケットへの参加条件を本

質的に備えるものであると確信している。

世界中で、電気通信及び情報技術を提供する主導的なプロバイダーの１つとして、当グループの発展及びそ

れに伴う財務業績評価指標もまた、顧客数の展開と密接に結びついている。したがって、顧客の獲得及び維持

が当社が成功するために不可欠である。事業セグメントの事業活動毎の顧客数の展開を数える方法は複数あ

る。当グループは、各セグメントの活動により、モバイル顧客数並びに/又はブロードバンド及び固定ネット

ワーク回線数を数える。
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当グループは、顧客に満足してもらいたい又はさらには喜んでもらいたいと考えている。なぜなら、満足し

た顧客は当社の成功のための乗数の役割を果たすからである。責任あるサービス指向の会社として、当社に

とって顧客のニーズ及び意見は非常に重要であり、当グループは長期間当社の顧客であり続けて欲しいと考え

ている。このため、当社では、世界的に認められたTRI
*
M手法を用いて顧客定着/満足度を測っている。体系的

な調査の結果は、TRI
*
M指数として知られる指標によって表される。当社事業における顧客定着/満足度の主要

な意義を強調するため、当社は、2010年より、この重要な指標を、新たに定められた経営陣の長期変動報酬

(変動報酬Ⅱ)の４つの条件のうちの１つにしている。それぞれの事業法人について算定されたTRI
*
M指数を、

グループ全体のTRI
*
M価値合計を構成する総収益に占めるそれぞれの法人の割合の概数とみなす。権利を有す

る経営陣は４年間、グループ全体において、顧客定着/満足度の発展から利益を享受することができる。顧客

満足度のさらなる情報については、「グループ戦略」の項を参照のこと。

 

非財務業績評価指標

 

  2014年  2013年  2012年  2011年  2010年

顧客満足度 (TRI
*
M指数)  65.9  64.9  -  -  -

従業員満足度 (コミットメント指数)
(1)  4.0  4.0  4.0  -  -

固定ネットワーク及びモバイル顧客           

モバイル顧客 (百万)  150.5  142.5  127.8  125.1  124.6

固定ネットワーク回線
(2)

(百万)  29.8  30.8  32.1  34.7  36.0

ブロードバンド回線
(2)(3)

(百万)  17.4  17.1  16.9  16.9  16.4

システムズ・ソリューションズ           

オーダー・エントリー
(4)

(百万ユーロ)  7,456  7,792  8,737  7,396  9,281

注(1) コミットメント指数は2012年の直近の従業員調査による。

(2) 従前保有していた当グループのオランダ子会社のユーロネット・コミュニケーションズ(Euronet Communications)の

株式の売却に伴い、当該会社の回線は2014年１月２日以降、ヨーロッパ事業セグメントに含まれない。それに従っ

て、2013年及び2012年の比較数値は、調整されている。

(3) ホールセールを除く。

(4) 前年の比較数値は、2014年１月１日に実施された当グループのグループ構造の変更により遡及的に調整されている。

詳細は、連結財務書類に対する注記32「セグメント報告」を参照のこと。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

109/636



当社の従業員は、当社のさらなる発展に寄与し、当社との一体感を得たいと考えている。当社は、従業員と

の開かれた対話及び生産的な交流を確立したいと考えている。通常の調査と同様に、新しい働き方及び新しい

コミュニケーション手段がその実現を支援する。従業員満足度を調査するための当グループの最も重要な

フィードバックの手法には、通常の従業員調査及び１年に２回実施されるパルス・チェックが含まれる。当社

では、コミットメント指数を用いて従業員満足度に関する業績評価指標を測る。この指数は、直近の従業員調

査の結果を最新のパルス・チェックの結果により最新のものにすることによって算出する。従業員満足度のさ

らなる情報については、「第２ 企業の概況－５ 従業員の状況－従業員」の項を参照のこと。

当社の成功における従業員満足度の主要な意義に照らして、経営陣は現在、長期変動報酬(変動報酬Ⅱ)によ

り管理され、動機づけられている。2010年以降、従業員のフィードバックが関連する４条件のうちの１つとし

て、変動報酬Ⅱの一部を構成している。これにより、権利を有する経営陣は、グループ全体において、従業員

満足度の発展から利益を享受することが可能になる。

当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントにおいては、オーダー・エントリーを非財務業

績評価指標として用いる。オーダー・エントリーをシステムズ・ソリューションズ事業セグメントにおける未

処理の顧客注文から生じる金額の合計と定義して算出する。長期契約のオーダー・エントリーは、当グループ

にとって、潜在的収益力を予測するために非常に重要である。言い換えれば、オーダー・エントリーは、計画

に高い信頼性を与える指標である。
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経済環境

 

-　経済状況は当グループの中核市場において改善

-　電気通信市場の整理統合の傾向は引き続き上昇

 

マクロ経済の状況

2014年、世界経済は慎重な成長を示しただけであった。2015年１月からの現在の予想の中で、国際通貨基金

は世界経済が2014年に3.3％成長していると予想する(前年度の成長率は3.3％であった。)。2014年の世界の主

要な経済において、いくつかの対照的な動向を観察することができた。2014年において、米国、英国及び中央

ヨーロッパの成長率は上昇した一方、一部の西ヨーロッパの経済は停滞し、新興経済の成長率は減退した。

当グループの中核市場のほとんどにおいて、経済情勢は前年度比で改善した。国内総生産(GDP)は、ドイツ

で1.5％増加し、他の西ヨーロッパ諸国よりも大きな増加であった。米国経済は、特に2014年の後半に大きく

勢いを増したが、これは、不動産市場におけるプラスの動向に加え、特に、個人消費の増加が継続しているた

めであった。全体として、米国のGDPは2.4％上昇した。当グループのヨーロッパ事業セグメントのほとんど全

ての経済は、経済発展の改善を示した。ギリシャでは、経済活動の低下が2014年の半ばから緩やかになり、当

事業年度の最終四半期における成長率はプラスであった。オランダ及びオーストリアでは、2014年にGDPが穏

やかに成長した。ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、英国、スロバキア及びチェコ共和国が、それよりも

大きな成長を記録した。クロアチアの経済は、主に慎重な改革及び当国の競争力の欠如によって、再度縮小し

た。この傾向は、観光産業の成長が抑制されたこと及び夏季の貿易からの収益が弱かったことにより、さらに

増強された。
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2012年から2014年までの当グループの中核市場のGDPの動向及び失業率

 

  

 
2012年のGDP
(対2011年)

(％)

 

 
2013年のGDP
(対2012年)

(％)

 

2014年の
GDP予測

(対2013年)
(％)

 

 
2012年の
失業率
(％)

 

 
2013年の
失業率
(％)

 

 
2014年の
失業率予測

(％)

ド イ ツ  0.6  0.2  1.5  6.8  6.9  6.7

米　　国  2.3  2.2  2.4  8.1  7.4  6.2

ギリシャ  (6.6) (4.0) 1.1  24.6  27.5  26.4

ルーマニア  0.7  3.1  3.1  5.0  5.2  5.2

ハンガリー  (1.5) 1.6  3.2  10.5  9.8  7.5

ポーランド  1.8  1.5  3.4  12.8  13.5  12.3

チェコ共和国  (0.7) (0.7) 2.3  6.8  7.7  7.7

クロアチア  (2.4) (0.6) (0.6) 19.1  20.3  19.7

オランダ  (1.6) (0.7) 0.7  6.4  8.2  8.4

スロバキア  1.8  0.9  2.4  14.0  14.2  13.3

オーストリア  1.0  0.1  0.4  4.4  4.9  5.0

英　　国  0.7  1.7  2.6  4.8  4.2  3.0

(出典) オックスフォード・エコノミクス(Oxford Economics) 2015年１月

 

当グループにとって最も重要な市場の2014年のGDP成長率の傾向及び失業率は、上記の表の通りである。

国内労働市場の動向は、2014年の当グループの中核的な国において差異があった。ドイツ及びオーストリア

のこれらの市場は安定した状態を維持した。米国及び英国の経済回復も、労働市場を復活させた。ギリシャに

おける近年の厳しい後退は、労働市場を大いに弱めるものであった。クロアチア、ポーランド、スロバキア及

びハンガリーにおいては、特に年配の就業者において構造的な失業が高い。この結果、構造的な失業の影響を

受ける者の購買力の低下につながり、彼らの消費意欲に影響を与えた。一部の顧客は需要行動を適合させた。

特にギリシャ、クロアチア及びスロバキアにおいて、高い失業率の影響が顕著である。

高い失業率に加えて、公共部門における緊縮政策措置及び投資意欲の低さも、ICTサービスの需要に悪影響

を及ぼした。一部の国においては、国家財政を強化しようとする圧力により、例えば、ハンガリーの場合のよ

うに、電気通信会社に対する特別税の維持につながった。当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セ

グメントの市場環境において、2014年の世界的な経済規模での抑制された成長は、費用圧縮の継続、投資の遅

延及び競争のますますの激化を生じさせた。
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電気通信市場

世界的には、2014年には、情報通信技術(ICT)の市場が4.0％成長した。この増加は、特に中国及び米国にお

ける、電気通信機器及びサービスへの強い需要によるものであった。ハイテク連合であるドイツIT・通信・

ニューメディア産業連合会(Federal Association for Information Technology, Telecommunications and

New Media(BITKOM))及び欧州情報技術研究所(European Information Technology Observatory(EITO))は、

2014年の電気通信市場セグメントが、4.8％という明らかな増加を記録し、1.64兆ユーロとなると予測してい

る。電気通信インフラストラクチャーからの収益は、7.4％成長すると予測されている。電気通信サービスの

増加は、3.9％に留まると予想されている。見積りに従えば、特にモバイル・データ・サービスを含む事業

が、世界的にみて、15.7％という大きな成長をするだろう。

対照的に、ヨーロッパの電気通信市場の動向には、相変わらず激しい競争が影響を与えた。従来の電気通信

サービスからの収益は引き続き減少したが、この傾向は減速した。一方では、この減少は、着信料金の低減及

び低い小売価格の重視等の規制上の介入に起因している。他方では、従来の音声及びメッセージング・サービ

スがOTTプレーヤに取って替わられたことが、ヨーロッパの電気通信市場にマイナスの影響を与えた。

経済及び社会のデジタル化は、一方では、既存の市場構造を変え、他方では、これまでアナログだった多く

の産業の市場の現実を変える。データ・サービスの利用は、指数関数的に増加している。これにより、固定

ネットワーク及びモバイル・ネットワークにおけるダウンロード及びアップロード両方において、さらなる高

速化への要求が絶えず高まり続けている。モノのインターネット(Internet of Things)、インダストリー4.0

(Industry 4.0)、ビッグ・データ又はクラウド・コンピューティング等の新たな技術により、ネットワーク・

インフラの需要が高まり、多くのアプリケーションの成功にとってユビキタス接続並びに高性能規格及びセ

キュリティが不可欠である。ネットワーク・インフラを大幅にアップグレードする必要があり、競合する市場

プレーヤー達の広範なエコシステムが発達した市場環境においては、消費者、産業及びデジタル的に独立した

経済のために、投資のインセンティブを生じさせる必要がある。
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2014年、ヨーロッパの電気通信産業においては、整理統合への圧力が依然として高かった。これは主に、

ネットワークの展開への投資の必要は依然として高かったものの、収益は減少したことによるものであった。

最終的な目標は、急速に高まるデータ量及び速度と歩調を合わせることであった。2013年にボーダフォン

(Vodafone)がカベル・ドイチュラント(Kabel Deutschland)を買収してから、他のEU加盟国でも整理統合が推

進された。2014年５月には、欧州委員会が、ハチソン3G(Hutchison 3G)によるテレフォニカ・アイルランド

(Telefónica Ireland)の買収を承認し、７月には、テレフォニカ・ドイチュラント(Telefónica Deutschland)

によりEプラス(E-Plus)の買収が行われた。欧州委員会は、2014年12月から、スペインにおけるオレンジ

(Orange)によるジャズテル(Jazztel)の買収の計画を審査中であり、BTは、当グループの英国におけるジョイ

ントベンチャーEEを取得する交渉をしている。さらに、国際的な競合会社と比較した際の多くのヨーロッパの

電気通信会社の株式市場価値の低迷(究極的にはこれも過剰なネットワーク・アクセス及び価格統制に起因す

る。)は、持分を購入する又は拡大することに、戦略的な投資家の関心を喚起させた。アメリカ・モバイル

(América Móvil)及びハチソン3G(Hutchison 3G)が、既にいくつかのヨーロッパ市場に足場を得ているもの

の、米国の電気通信グループAT＆Tも、ヨーロッパ市場への参入に引き続き興味を示している。

 

ヨーロッパの規制環境

欧州連合は、規則(加盟国は直接適用しなければならない。)、指令(加盟国は国内法に置き換えられなけれ

ばならない。)及び欧州委員会の勧告(直接的な拘束力は持たないが、国内規制当局により勘案されなければな

らない。)を通じて、関連する規制の枠組みを大きく設定した。このさらなるヨーロッパの法的枠組みの発展

は、単一のヨーロッパ市場におけるより高い法的な確実性と一貫した枠組みの条件のための機会を提供する

が、さらなる規制上の制約のリスクも孕んでいる。来年、欧州委員会は、電気通信について適用されるEUの法

的枠組みの完全な改訂を導入する。現在のところは、事前リターン規制(return to ex-ante regulation)等に

ついての機会及びリスクを断定的に査定することは不可能である。

 

次へ
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ド イ ツ

ドイツが将来生き残ることができるかは、革新及び競争を機能させることに決定的に依っている。経済のデ

ジタル化は、研究、生産及び販売からコーポレート・コミュニケーション及びロジスティクスに至るまで、全

ての産業及びセクターにおいて急速に進んでいる。企業は、価値連鎖をより有効でエネルギー効率のよいもの

とし、新たなビジネスモデルを開拓するために、インターネット技術の機会を利用している。

欧州情報技術研究所(European Information Technology Observatory(EITO))は、情報通信技術及び家電に

関する市場データを公表した。EITOによると、当事業年度におけるドイツのIT製品及びサービス、電気通信並

びに娯楽産業からの収益は、1.6％増加して、1,530億ユーロとなった。とりわけ情報技術の業績が良好であっ

た。SMEのデジタル化の推進が、この点において重要な役割を果たした。BITKOMの見積りによると、ドイツの

電気通信収益は、0.9％減少して、650億ユーロとなった。データ・サービスのわずかな増加は、音声サービス

からのかなりの収益低減を補うことはできなかった。この困難な状況にもかかわらず、ネットワーク事業者

は、もう一度、ネットワークへの投資を増やしている。

ドイツのモバイル通信市場及び固定ネットワーク市場は、買収及び企業結合、特に、テレフォニカ

(Telefónica)及びEプラス(E-Plus)の合併並びにボーダフォン(Vodafone)によるカベル・ドイチュラント

(Kabel Deutschland)の買収に特徴付けられるものであった。市場は、また、光ファイバー・ネットワーク及

びLTE技術への多額の投資にも特徴付けられるものであった。さらに、EUの競争当局が課す条件の一環とし

て、合併されたテレフォニカ(Telefónica)は、自身のネットワークを持たない事業会社にネットワーク容量を

譲るよう強いられた。2013年末に、当グループは、当グループの固定ネットワーク・ホールセール・サービス

のための(特に、VDSL及びベクタリングのための)コンティンジェント・モデル(contingent model)を導入し

た。このコンティンジェント・モデルは、2014年において市場での評判がよかった。

ドイツのブロードバンド市場は、2014年に３％を超える成長をした。現在ドイツには30百万ものブロードバ

ンド回線が存在している。この成長は主に、ブロードバンド・ケーブル事業会社間のプラスの傾向に起因して

いる。VATM(Association of Telecommunications and Value-Added Service Providers(電気通信付加価値

サービスプロバイダー協会))によると、固定ネットワークのブロードバンド・インターネット通信の総データ

量は、2013年と比較して、約30％増加し、93億ギガバイトとなった。ドイツでは、モバイルサービスの収益

は、主に厳しい価格競争並びにFacebook等のソーシャルネットワーク及びWhatsApp等のIPサービスの使用の増

加により、対前年比で約1.6％低下して、約190億ユーロとなった。定額料金の販売が増え、スマートフォン及

びタブレットの急速な普及が続いた。この結果、テキスト・メッセージの置換がますます進んでいる。VATMの

予測によると、2014年のモバイル・ネットワークからの総出力データ量は、48％増加して、約395百万ギガバ

イトとなった。モバイル・インターネットのユーザーの割合は、加速を続けている。ドイツでは、当事業年度

に、37百万人の人がモバイル・インターネットを利用し、これは、2013年よりも25％増加している。
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前年度と同様に、電話及びインターネット回線から成る複合製品を提供する電気通信市場において締結され

る契約の割合は引き続き増加した。非常に新しい動向としては、固定ネットワーク及びモバイル通信を結合す

るコンバージェント・オファー(convergent offers)が増加していることである。2014年の秋に、当グループ

は、固定ネットワーク及びモバイル通信を、マゲンタ・アインツ(MagentaEINS)により組み合わせた、当グ

ループ初の統合オファーを発売した。統合オファーは、従来の個々のオファーと比較して魅力が増している

が、これは一方では、例えば高速であること及び顧客関係がより単純なことに起因しており、他方では、当社

にとって顧客維持力が大きいことに起因している。

 

米　　国

米国のモバイル市場はいまだ４つの全国的な主要携帯事業者(AT＆T、ベライゾン・ワイヤレス(Verizon

Wireless)、スプリント・ネクステル及びTモバイルUS)並びに複数の地域ネットワーク事業者に分割されてい

る。加えて、モバイル・バーチャル・ネットワーク事業者も多数存在し、彼らのモバイル及びデータ通信を伝

送するため全国事業者４社の１つ以上のネットワークを使用している。全国的なネットワーク事業者のうち最

大手の２社は、AT＆T及びベライゾン・ワイヤレス(Verizon Wireless)である。

米国におけるスマートフォンの市場浸透率は失速し、加えて、市場浸透率が100％を超え、モバイル市場は

現在、飽和状態となった。このことは、モバイル市場に影響を与え、当事業年度においてわずかな成長のみが

記録された。2014年において、音声分野の収益は全体的に再度低下した。しかし、データ分野の収益の継続し

た増加は、これを相殺してもなお余りあるものであった。

TモバイルUSは2013年から重大な営業上の方向転換を行ってきており、米国モバイル市場における競争水準

を高めてきた。これは、主にネットワークの改善、iPhoneの販売開始による他の事業者とのデバイス・パリ

ティ及び首尾よく顧客満足度に貢献したアンキャリア(Un-carrier)戦略によるものである。その結果、Tモバ

イルUSは１百万を超える純契約増加数を７四半期連続して記録した。

2014年の初め、英国の電気通信会社ボーダフォン(Vodafone)は、ベライゾン・ワイヤレス(Verizon

Wireless)株式を売却し、米国市場から完全撤退した。2014年７月31日に、フランスの携帯事業者イリアド

(Iliad)は、プレスリリースで、Tモバイルの取締役会に対して、Tモバイルの56.6％を買収する、という暫定

的なオファーを行った、と公表した。2014年10月13日に、イリアド(Iliad)は、さらなるプレスリリースを行

い、この買収計画はもはや実行しないという趣旨の公表を行った。
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ヨーロッパ

当グループのヨーロッパ事業セグメントのマクロ経済環境は、2014年にわずかに改善した。当事業年度にお

ける従来の電気通信市場の減退は前の数年度より急峻ではなかったが、これは主に、2014年にはモバイル着信

料金が低下した市場が少なかったこと及び例えばモバイル着信料金が大きく低下したことにより当グループの

市場のほとんど全てが影響を受けた2013年と比較して、低下がそこまで急峻ではなかったことによるもので

あった。しかし、当グループのヨーロッパ事業セグメントの市場は、ネットワーク事業者及びMVNOが主導する

厳しい競争によって引き続き特徴付けられるものであった。これに加えて、WhatsApp及びAppleのiMessage等

のOTTプレーヤの提供により、従来の音声及びテキスト・メッセージの代替がますます進んだ。例えばギリ

シャ及びハンガリーにおける国内の緊縮プログラムも、例えば電気通信サービスに対するインフラストラク

チャー賦課金又は特別税により、当事業年度における電気通信産業に影響を与えた。

当グループは当グループのヨーロッパ事業セグメントの市場において合計約80の競合会社を有している。そ

の結果、市場シェアをめぐる競争は、主に積極的な価格設定に基づいている。一方では、市場は、オーストリ

アにおけるハチソン3G(Hutchison 3G)によるオレンジ(Orange)の買収等の、ネットワークのパートナーシップ

及び企業結合によって落ち着き、これにより価格の下落が低速し得る。他方で、市場には新たな競争会社が参

入し続けており、例えば、周波数競売中においてのMVNOのようなケースや、確立されている固定ネットワー

ク・プロバイダーであっても、事業を拡大して、モバイル通信を含めるルーマニアのRCS＆RDSのようなケース

もある。これは、当グループのヨーロッパ事業セグメントの電気通信市場において競争圧力が依然として大き

いことを意味している。

顧客に真の付加価値を提供する高品質のネットワーク並びに魅力的かつ革新的なコンテンツ及びサービス

が、競争における重要な強みとなる。加えて、データの容量及び伝送速度が常に増えて続けている。したがっ

て、当グループは、高性能なブロードバンド範囲への投資及び当グループの光ファイバー・ネットワークの展

開を続けており、さらに当グループは当グループのネットワークをインターネット・プロトコル(IP)に変換し

ている。固定ネットワーク回線からIPへの移行は、全ての当グループの統合された子会社、関連会社及びジョ

イントベンチャーにおいて開始され、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及びスロバキアにおいて既に完了し

ている。これに基づいて、当グループは、当グループのサービスの一元化されたクラウドベースでの生成を可

能とするために、当グループのネットワーク及びITアーキテクチャーを調和させている。この新しいIP基盤生

成モデルの利点は、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の「オンデマンドのブロードバンド(Broadband on

Demand)」、ルーマニアの新しいIPTVプラットフォーム又はクロアチアのテラ・ストリーム(TeraStream)等の

製品で見ることができる。当グループは、ここで、迅速な可用性、個別化及びデータ接続の信頼性並びに帯域

幅において、完全に新しい顧客体験を生成しようとしている。当グループは、パートナー企業とともに、スポ

ティファイ(Spotify)又はエバーノート(Evernote)等の最も現代的なインターネット・サービスを提供するこ

ともできる。モバイル通信においては、より高速のデータ伝送の需要も伸び続けている。したがって当グルー

プは、常に、当グループのヨーロッパ事業セグメントの各国のモバイル・ネットワークを、特にモバイル通信

規格LTEによって、現代化及びアップグレードしている。2014年に、当グループは、ギリシャ、ハンガリー及

びポーランドで必要なネットワーク周波数を確保することができた。
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当グループの市場には、製品パッケージに対して強い需要がある。当グループはこの需要に、高いネット

ワーク品質並びに固定ネットワーク及びモバイル技術のインテリジェントな組み合わせで応えている。確立さ

れている総合電気通信事業会社として、当グループは、FMC(Fixed Mobile Convergence(固定電話と移動電話

の融合))という業界の動向を形成するための主導的役割を果たしており、当グループの国際的な企業のほとん

どを統合されたビジネスモデルにしようとしている。この点において特筆すべきものに、GTSの買収があり、

これに関して、当グループは、特にポーランド及びチェコ共和国において、重要な企業顧客セグメントを統合

されたオファーで強化させたいと望んでいる。固定ネットワーク及びモバイル通信の間を橋渡しするFMCも、

ブロードバンド回線のハイブリッド回線への統合が増えているなかで見ることができる。当グループはこれ

を、当グループの統合ネットワーク戦略で反映させている。加えて、当グループの既に統合された各国企業の

全てが、現在ではFMC製品を提供している。

 

システムズ・ソリューションズ

2014年には、当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの全体的な需要の変化がさらに進

んだ。サイバー・セキュリティ・サービス又はICTセキュリティ、クラウド・サービス、インテリジェント・

ネットワーク、そして、とりわけビッグ・データ、インダストリー4.0(Industry 4.0)及びマシーン間通信

(M2M)の成長及び革新的分野全てが、重要性を増した。

遅々とした世界経済の回復は当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントにとって、ICT市

場に限定的な影響を及ぼしただけであった。ICT市場の個々のセグメントの進展には大きな差異があった。

-　経済全体の傾向は電気通信市場セグメントに比較的小さな影響を及ぼした。前年度と同様に、この市場

は電気通信サービスの継続的な価格の下落及び激しい競争によって特徴付けられた。

-　ITサービス市場の成長は前年度よりも2014年は大幅に高かった。コンピューティング＆デスクトップ・

サービスの分野において、さらなる回復が明白である。これは、クラウド・サービス及びプラット

フォームベースのソリューションの成功の高まりのためであった。ITプロジェクト事業は、依然として

経済に大きく依拠している。前２事業年度と比較して2013年の比較的弱い発展の後、当事業年度の成長

は勢いを増した。主要な貢献要素は、クラウド・サービスへの移行、ビッグ・データ等の成長分野、

M2M、標準的なプロジェクト事業並びに自動車、ヘルスケア及びエネルギー・セクターの環境における産

業向けのシステム・インテグレーション事業であった。
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主要な規制上の決定

当グループの事業活動は、その大部分が、各国及び欧州の規制の対象となっており、この規制は、当グルー

プのプロダクト・デザイン及び価格設定に介入する広範囲な権力と関連している。2014年度において、当グ

ループは、当グループのモバイル及び固定ネットワーク事業において再び広範囲な規制の対象となった。

これは、モバイル周波数帯の割当てとともに、とりわけホールセール(直接又はさらに加工したうえで、自

身の最終顧客に対してサービスを販売する第三者向けにサービスを販売する事業をいう。)のブロードバン

ド・サービス並びに新しいネットワーク及びインフラストラクチャー(次世代ネットワーク及び次世代アクセ

ス(NGN及びNGA))への投資などのホールセール・サービス並びに対応する料金に対する規制に主に関係してい

る。

 

ホールセール顧客向けのサービスに対する規制

連邦ネットワーク庁が、ベクタリングに関して最終的な決定を公布。2013年８月に、連邦ネットワーク庁

は、既にベクタリング伝送技術の使用について原則的に青信号を与えていたが、いくつかの規制は、一定の

ホールセール・サービス(ビットストリーム・アクセス)の提供を条件としていた。その後の行政手続の中で連

邦ネットワーク庁は、このサービス及びその他の契約上の規定を定義する必要があった。当グループは、2014

年６月初旬に、ドイツにおいて当グループがベクタリングを実施することを許可する内部決定を通知された。

ヨーロッパ通知の完了後、連邦ネットワーク庁は、2014年７月29日に、最終的な決定を公布した。当グループ

は、ベクタリング技術を使用するVDSL回線のマーケティングを2014年９月１日に開始した。展開した範囲にお

ける顧客は、ネットサーフィンを、最速100Mbit/sのダウンロード速度及び最速40Mbit/sのアップロード速度

で行うことができる。

 

連邦ネットワーク庁による地域の規制解除構想。2014年11月12日に、連邦ネットワーク庁は、ビットスト

リーム市場分析という新しい草案を提出し、これは、ドイツで初めて、地域に分けられたビットストリーム市

場を定めたものである。連邦ネットワーク庁は、以下の都市のみに規制解除の可能性をみている。すなわち、

ボーフム、ボットロプ、ブレーマーハーフェン、ケルン、ゲルゼンキルヘン、ヘルネ、カールスルーエ、キー

ル、ライプツィヒ、レバークーゼン、マンハイム、オスナブリュック、プフォルツハイム、レクリングハウゼ

ン及びロイトリンゲンである。これは、世帯の５％の規制解除に相当する。したがって、連邦ネットワーク庁

は、ハンブルク及びベルリン等の競争的な領域における規制の主張を続けており、アンバンドルされたローカ

ル・ループ回線(ULL)を要求するケーブル事業会社及び企業から生じる強い競争圧力を無視している。このプ

ロセスは、2015年の半ばには完了することが予期されている。「事業年度後に発生した重大な事象－規制」の

項も参照のこと。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

119/636



価格設定及び特別税に関する規制

ビットストリーム製品に対する価格設定方策の実施が可能である。ビットストリーム製品についてのテレコ

ム・ドイチュラントの価格設定方策は連邦ネットワーク庁の「事後」価格規制の対象であり、その効力が生じ

る前に同庁に通知する必要がある。これに従い、テレコム・ドイチュラントは、ブロードバンド展開のために

計画されたパートナーシップに関連してIPビットストリーム市場における価格設定方策を通知した。同庁によ

るかかる価格設定方策の検証の結果、かかる方策に関連する競争抑止的行動の証拠はみつけられなかった。国

際的整理統合及び2014年３月14日の欧州委員会によるコメントに続いて、連邦ネットワーク庁も、自身の検証

を公式に完了させ、価格設定方策の2014年４月１日付での施行が可能となった。

 

ドイツにおけるアンバンドルされたローカル・ループ回線のための一時料金は依然として安定している。連

邦ネットワーク庁は、2014年６月30日に、アンバンドルされたローカル・ループ回線(ULL)の提供及び着信に

関して料金を設定した。最もよく要求されるULLオプションのための料金は、ごくわずかに低減した。特定の

オプションについては、料金は増加した。料金は、2016年９月30日まで適用される。

 

連邦ネットワーク庁は、相互接続料金を引き下げる。2014年４月28日及び５月２日に、テレコム・ドイチュ

ラントは、モバイル及び固定着信料金についての料金適用を、連邦ネットワーク庁に提出した。2014年７月11

日に、連邦ネットワーク庁は、2014年12月１日付で固定ネットワーク着信料金を20％引き下げて、１分当たり

0.24ユーロセントとする決定草案を公布した。2014年９月３日に、連邦ネットワーク庁は、新たなモバイル着

信料金を設定する決定草案も公布し、これによると、2014年12月１日から2015年11月30日までの料金は１分当

たり1.72ユーロセントに引き下げ、2015年12月１日から2016年11月30日までの料金は１分当たり1.66ユーロセ

ントに引き下げる。予備承認に基づいて2014年12月１日からこの新たな料金が市場で課されている。EU全体の

整理統合プロセスが完了するまでは料金に関する最終決定は出ない。

 

当グループのドイツ国外子会社に影響を及ぼす追加特別税。例えばギリシャ、ハンガリー及びルーマニアで

既に設定されている特別税に加えて、クロアチア政府は、2014年５月23日を発効日として、周波数の使用料金

を３倍にすると決定した。現在、ライト・オブ・ウェイ料金(right-of-way fees)の改定に関する公衆聴聞会

もクロアチアで行われており、これにより、フルバツキテレコム(Hrvatski Telekom)にはさらなる圧力が加わ

る可能性がある。
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モバイル周波数帯の割当て

以下の重大な周波数帯の競売又は準備が、2014年にドイツ及びドイツ国外の当グループ子会社において行わ

れた。

-　2014年７月初旬における、ドイツにおけるテレフォニカ・ドイチュラント(Telefónica Deutschland)及

びEプラス(E-Plus)の合併の承認に続いて、2014年秋には、連邦ネットワーク庁は、ドイツのネットワー

ク事業者のGSMライセンスの0.9GHz及び1.8GHz周波数帯の権利を再割当てし、0.7GHz(デジタル化の配当

Ⅱ(Digital Dividend II))及び1.5GHzの帯域からさらに周波数帯を入札にかけるためのプロセスについ

ての競売構想の審議を開始した。2015年１月29日、連邦ネットワーク庁は、ドイツのネットワーク事業

者のGSMライセンスの0.9GHz及び1.8GHz周波数帯の権利割当並びに0.7GHz(デジタル化の配当Ⅱ(Digital

Dividend II))及び1.5GHzの帯域からのさらなる周波数帯の割当てに関する最終条件を提示した。2015年

３月６日、テレコム・ドイチュラントは、かかる競売に参加するための申請書を余裕を持って提出し

た。2015年４月末、連邦ネットワーク庁は、次の参加者の参加が認められると発表した。すなわち、テ

レフォニカ(Telefónica)、テレコム・ドイチュラント及びボーダフォン(Vodafone)である。当該競売は

2015年５月27日に開始する予定である。

-　ギリシャでは、2014年10月13日に規制当局EETTが同時型複数ラウンドオークションの形で、0.8GHz(デジ

タル化の配当(digital dividend))及び2.6GHzの帯域の周波数帯を割り当てた。当グループのギリシャの

子会社コスモテ(Cosmote)を除くと、ボーダフォン(Vodafone)及びWINDという２つの他の携帯事業会社の

みが、本競売に参加した。コスモテは競争力のある周波数帯割当てを確保することができた。

-　ハンガリーでは、0.8GHz、0.9GHz、1.8GHz及び2.6GHzの帯域における周波数帯の割当てに向けた３段階

プロセスが完了した。マジャールテレコム(Magyar Telekom)は、かかる入札プロセスへの参加に成功

し、所望した周波数帯リソースを確保することができた。

-　チェコの規制機関であるCTUは、1.8GHz及び2.6GHzの帯域において2013年の競売で売却されずに残った周

波数帯の競売について、審議を開始した。Tモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)は、条

件の分析を行い、2015年に予定されている本プロセスに参加する準備を進めている。

-　アルバニアでは、AMCが0.9GHz及び1.8GHzの帯域における周波数帯のGSMライセンス(2014年８月が有効期

限であった。)の延長を申請した。全ての条件が満たされているため、延長証書がまもなく送られること

が予期される。アルバニアの規制当局AKEPは、2015年に0.9GHz、1.8GHz及び2.6GHz帯域のさらなるモバ

イル周波数帯を入札にかけることを予定している。

-　ポーランドでは、規制局UKEが、2014年10月14日に、0.8GHz及び2.6GHzの帯域からの周波数帯の入札プロ

セスを開始した。直近の競売計画で既に分かっている付与条件に基づくところが大きい。規制局UKEは

2015年２月10日に、同時型複数ラウンドオークションの形で0.8GHz及び2.6GHzの帯域からの周波数帯の

割当手続を開始した。Tモバイル・ポルスカ及びその他５社が参加を申請した。その後、１社の入札者が

当該プロセスから離脱した。当該入札フェーズの完了は、現時点では予測することができない。
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-　モンテネグロでは、割当てに係る最終規定の発表及び入札フェーズの開始が2014年上半期に見込まれて

いたが、周波数帯競売の準備はさらに遅れている。2015年４月初旬、規制当局は、2015年夏までに割当

ての条件に関する２つの審議会を開催し、2015年11月までに規定を確定し、2016年第１四半期に競売を

行う予定であると発表した。

-　米国連邦通信委員会(FCC)は、1.6GHz、1.7GHz及び2.1GHz帯域の合計65MHzの周波数帯(AWS-3)の競売を実

行した。最終価格は449億米ドルであり、全周波数帯についての最低競売価格が約105億米ドルを超えて

数倍に至った。TモバイルUSは、2015年１月29日に終了した本競売に参加した。TモバイルUSが取得した

ライセンスは、97百万人をカバーしており、18億米ドルの総価値がある。関連する当局による承認を受

けて、2015年４月８日、米国連邦通信委員会(FCC)は、TモバイルUSに、同社が2015年１月に行われた競

売において16億ユーロで獲得したAWS-3周波数帯を正式に割当てた。
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グループにおける事業の動向

 

-　企業目標は達成された

-　調整されたEBITDAは176億ユーロ

-　フリー・キャッシュ・フローは41億ユーロ

 

2014年における事業の動向に関する取締役会報告

ボン、2015年２月10日

 

2014年は、当グループにとって新たな成果をあげた年であった。当グループは最も重要な企業目標を達成し

た。調整されたEBITDAを176億ユーロとする当グループの予測は的確であった。41億ユーロのフリー・キャッ

シュ・フロー(配当金支払前及び周波数帯への投資前)は当グループの企業目標に含まれていた。さらに、関係

機関による承認及びその他の法的要件の充足を条件として、当グループは計画通りに株主報酬戦略を引き続き

実行し、株主総会に対して有配当株式１株当たり0.50ユーロの配当を提案する予定である。当グループは、配

当金を現金で支払うか、ドイツテレコム・アーゲーの株式に転換するかの選択肢を当グループの株主に対して

再び付与することを検討している。

2013年５月１日にメトロPCSが初めて含まれた際に、特に継続的な顧客大幅増加によって押し上げられた効

果と並び、主に前年度比20％以上に上る米国事業セグメントにおける営業収益の好調な発展により、当グルー

プの営業収益は4.2％も増加し、627億ユーロに上った。

当事業年度において、当グループは72億ユーロの営業利益を生み出した。これにより、スカウト24グループ

(Scout24 group)の株式の70％を売却したことに関連した非連結収益の結果として、当期純利益も20億ユーロ

から29億ユーロに増加した。

当グループの債務純額は、391億ユーロから425億ユーロに増加した。これは、モバイル周波数帯の獲得、配

当金の支払い及び他社の株式取得のための現金流出に加え、主に通貨換算の為替レートの変動によって生じる

影響によるものである。スカウト24グループ(Scout24 group)の売却によるフリー・キャッシュ・フロー及び

現金流入は、特にプラスに影響した。

電気通信産業における傾向は依然として困難である。市場の飽和、競争の激化、厳しい規制上の要件は、全

てさらなる価格低下を引き起こしている。これらの困難をうまく乗り越え、ドイツテレコムの継続的な発展性

を確保するために、当グループはネットワークにさらなる投資をしている。2014年には、前年より７億ユーロ

増え、95億ユーロの投資(周波数帯への投資前)をした。固定ネットワークに関しては、ドイツにおけるベクタ

リング/光ファイバーの展開、IPTV、及びドイツの事業セグメント並びに当社の各国企業(national company)

における継続的なIP基盤のネットワークへの移行に対する投資に我々は力を注いだ。モバイル通信において

は、LTEに投資を行い、ネットワークのカバー領域を拡大し、データ量への高まる需要に応えるための容量の

アップグレードを実施した。当グループへの評価は、今後数年間における当グループの資本支出の計画を柔軟

に管理することに役立ち、さらには将来における成長にも貢献する。
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当グループは2014事業年度にその価値を高め、当グループのポートフォリオも変更した。２月始めにスカウ

ト24グループ(Scout24 group)の株式の70％を売却した後、同じく２月にTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile

Czech Republic)の残りの株式を取得し、５月にはGTSを買収し、2015年２月には所有するEEジョイント・ベン

チャーの株式の売却についてBTと合意に達した。

2014年５月及び11月に実施されたパルス・サーベイの結果が示すように、ドイツ・テレコムにおける従業員

満足度は高いレベルを維持している。当グループの顧客満足度も同様に高くなっている。当事業年度におい

て、当社は顧客満足度指数TRI*Mをさらに高めた。Tシステムズ(が高いレベルを維持している一方で、ドイツ

及びヨーロッパにおける指数が特に高くなった。

上記を踏まえて、当グループは2014年以来追求してきた戦略的目標へのコミットメントすなわちリーディン

グ・ヨーロピアン・テルコ(Leading European Telco)となることを再確認したいと考えている。かかる目標に

従い、当グループは当事業年度において最初の成功を収め、当グループを近代的かつ競争力のあるデジタル・

ヨーロッパの原動力とみなしている。

 

グループの予測と実際の数値の比較

2013年度年次報告書において、当グループは2014事業年度における、我々の管理体制に根を下ろしている重

要な財政及び非財務業績評価指標を予測した。下記の「重要な財務業績評価指数と実際の数値比較」及び「重

要な非財務業績評価指数と実際の数値比較」の表は2013年の結果、予測された当事業年度の結果、及び2014年

に実際に到達した結果をまとめたものである。2013年度年次報告書において予測した業績評価指標及びその発

展は各項に記載されている。

 

重要な財務業績評価指数と実際の数値比較

    2013年結果  2014年予測  2014年結果

ROCE  ％  3.8  増加  5.5

営業収益  十億ユーロ  60.1  わずかに増加  62.7

営業利益(損失)(EBIT)  十億ユーロ  4.9  大幅に増加  7.2

EBITDA (特別要因調整後)  十億ユーロ  17.4  約17.6  17.6

フリー・キャッシュ・フロー (配当金支払、周

波数帯への投資前)
(1)  十億ユーロ  4.6  約4.2  4.1

現金設備投資
(2)  十億ユーロ  8.9  約9.3  9.5

格付 (スタンダード・アンド・プアーズ、
フィッチ)

   BBB+  A-/BBB  BBB+

格付 (ムーディーズ)    Baa1  A3/Baa2  Baa1
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重要な非財務業績評価指数と実際の数値比較

  2013年結果 2014年予測 2014年結果

顧客満足度(TRI
*
M指数)  64.9 わずかに増加 65.9

従業員満足度(貢献指数)
(3)  4.0 安定的傾向 4.0

固定ネットワーク及びモバイル顧客     

ド イ ツ     

　モバイル顧客 (単位：百万) 38.6 わずかに増加 39.0

　固定ネットワーク回線 (単位：百万) 21.4 減少 20.7

　ブロードバンド回線 (単位：百万) 12.4 わずかに増加 12.4

米　　国     

　ブランド後払型 (単位：百万) 22.3 大幅に増加 27.2

　ブランド前払型 (単位：百万) 15.1 大幅に増加 16.3

ヨーロッパ     

　モバイル顧客 (単位：百万) 56.7 わずかに減少 56.0

　固定ネットワーク回線
(4)(5) (単位：百万) 9.3 減少 9.0

　小売ブロードバンド回線
(4)(5) (単位：百万) 4.7 増加 5.0

システムズ・ソリューションズ     

　受　　注
(4) (単位：百万ユーロ) 7,792 大幅に減少 7,456

注(1) さらに、AT＆T取引及びメトロPCS従業員への補償金支払前。

(2) 周波数帯投資前。

(3) 貢献指数は2012年の従業員調査による。

(4) 対前年比は2014年１月１日に実施された当グループの構造の変更に伴い遡及的に調整されている。詳細については、連

結財務書類に対する注記32「セグメント報告」を参照のこと。

(5) 2014年１月２日以降、保有していた株式売却により、当グループの子会社であるオランダのユーロネット・コミュニ

ケーションズ(Euronet Communications)はヨーロッパ事業セグメントに含まれていない。それに伴い、2013年の比較は

調整されている。

 

当事業年度において、当グループは当時予測した全ての財務業績評価指数を達成した。グループの純営業収

益に関しては、当グループは予測されていたわずかな増加を大きく超えている。当グループの現金による設備

投資も、ガイダンスにおいて予測された数値である約93億ユーロより高い。当グループの重要な財務及び非財

務業績評価指数の傾向については、本項と同様に「事業セグメントにおける事業の動向」においても記載され

ている。
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利害関係者の期待と実際の数値の比較

以下の方法及び達成した目標は４つのグループの利害関係者(株主、負債の供給者、従業員及び「企業内の

起業家」)による当グループに対する異なる期待を確実にするために役立つ。当グループの財務戦略につい

て、詳しくは「グループのマネジメント」の項を参照のこと。

 

 

グループの経営成績

営業収益

2014事業年度において、当グループは627億ユーロの営業収益を生み出し、前年と比べて25億ユーロも増加

した。特に、当グループの米国事業セグメントは、2013年５月１日付で含まれ、前年の第２四半期から考慮さ

れるようになったメトロPCSによって生み出された収益及び顧客大幅増加の結果、かかる傾向に貢献した。当

グループのドイツ事業セグメントは、特にモバイル市場においては優勢な競争環境を有しているが、主に従来

の固定ネットワークビジネスにおける回線損失により、全体的な収益はわずかに減少した。ヨーロッパ事業セ

グメントにおいて、当グループの収益は規制当局の判断及び競争による価格減少により再度重大な不利な影響

を受けた。

Tシステムズのビジネス・モデルの再編成が開始され、一般的なIT及び通信サービスの価格の減少傾向と同

様に、当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの収益にマイナスの影響を与えた。グルー

プ本部及びグループ・サービス事業セグメントの収益は、主に2014年２月始めに終了したスカウト24グループ

(Scout24 group)の株式の70％の売却により前年に比べて減少した。
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グループ構成の変更による影響に応じて合計８億ユーロ調整され、収益は前年水準と比べて17億ユーロ又は

2.9％増加した。為替レート(ネット)は、唯一当グループの収益の増加に重大な影響を及ぼした。米ドルから

ユーロへの換算が引き起こしたわずかばかりのプラスの影響は、東ヨーロッパ通貨のユーロへの換算によって

順番に相殺された。ドイツ、米国、ヨーロッパ及びシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの収益の傾

向に関する詳細については、グループ本部・グループ事業セグメントの収益の傾向に関する詳細と同じく、

「事業セグメントにおける事業の動向」の項を参照のこと。

 

事業セグメント別収益

 

 2014年  2013年  増　　減  変 化 率  2012年

 (百万ユーロ)  (百万ユーロ)  (百万ユーロ)  (％)  (百万ユーロ)

営業収益 62,658  60,132  2,526  4.2  58,169

ド イ ツ 22,257  22,435  (178) (0.8) 22,736

米　　国 22,408  18,556  3,852  20.8  15,371

ヨーロッパ 12,972  13,704  (732) (5.3) 14,441

システムズ・ソリューションズ 8,601  9,038  (437) (4.8) 9,551

グループ本部・グループ事業 2,516  2,879  (363) (12.6) 2,835

セグメント間収益 (6,096) (6,480) 384  5.9  (6,765)

 

当グループの米国事業セグメントは、35.8％の割合で、当グループの営業収益に最も大きく寄与し、メトロ

PCSが含まれたこと及び進行中の新規顧客大幅成長を一因として、当グループの営業収益における割合を対前

年比でほぼ4.9パーセンテージ・ポイント増加したのに対し、ドイツ、ヨーロッパ及びシステムズ・ソリュー

ションズ事業セグメントの営業収益及びグループ本部・グループ・サービス事業セグメントは減少した。国外

において生じた営業収益の比率は引き続き増加し、前年の57.8％から、当事業年度では60.1％に増加した。
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EBITDA、調整されたEBITDA

当グループのEBITDAは、対前年比で20億ユーロ増加し、178億ユーロとなった。３億ユーロにのぼるポジ

ティブな特別要因は2014年のEBITDAに含まれた。これらは主にスカウト24グループの売却による収益の17億

ユーロによるものである。2014年４月に開始したTモバイルUS及びベライゾン・コミュニケーションズ

(Verizon Communications)におけるAブロック周波数(A-Block spectrum)の獲得及び交換のための取引による

４億ユーロの収益もポジティブな影響を及ぼした。対照的に、当グループの米国事業セグメントにおけるメト

ロPCSのCDMA回線の廃止及び欧州委員会の一部としてスロバキアテレコム(Slovak Telekom)及びドイツテレコ

ムに課せられた罰金による約３億ユーロの費用はマイナスの影響を及ぼした。罰金の決定に関する詳細につい

ては、「４ 事業等のリスク－リスク及び機会管理」の項を参照のこと。費用は、主に、従業員関連措置に関

連した費用及び従業員に関連しない再編成に係る費用で構成されており、前年に比べ４億ユーロ減少し、12億

ユーロとなった。前年には、Tシステムズ・イタリア(T-Systems Italia)の処分及びTシステムズ・フランス

(T-Systems France)のSI(システムズ・インテグレーション)事業分野の売却に関連して約１億ユーロの損失が

生じた。約１億ユーロのヘラス・サットの当グループの持分売却及び同じく約１億ユーロの当グループのブル

ガリアにおける各国企業(national company)の売却は2013年において相殺する効果を有した。

特別要因を除き、調整されたEBITDAは、対前年比でわずかに増加し、当事業年度には176億ユーロとなっ

た。為替レート効果(ネット)は、重大な影響調整されたEBITDAの動向に、唯一重大な影響を及ぼした。ここで

も、米ドルからユーロへの換算が引き起こしたわずかばかりのプラスの影響は、東ヨーロッパ通貨のユーロへ

の換算によって同様に相殺された。当グループの事業セグメントにおけるEBITDA及び調整されたEBITDAの動向

の詳細については、「事業セグメントにおける事業の動向」の項を参照のこと。特別要因の動向に関する概要

は、下記の「連結損益計算書及び特別要因の影響」の表を参照のこと。
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事業セグメント別調整されたグループ内EBITDA

 

  2014年  

調整された
グループ内
EBITDAに
占める割合

 2013年  

調整された
グループ内
EBITDAに
占める割合

 増　　減  変 化 率  2012年

  
(百万
ユーロ)

 (％)  
(百万
ユーロ)

 (％)  
(百万
ユーロ)

 (％)  
(百万
ユーロ)

グループ内EBITDA
(特別要因調整後)

 17,569  100.0  17,424  100.0  145  0.8  17,973

ド イ ツ  8,810  50.1  8,936  51.3  (126) (1.4) 9,166

米　　国  4,296  24.5  3,874  22.2  422  10.9  3,840

ヨーロッパ  4,432  25.2  4,550  26.1  (118) (2.6) 4,972

システムズ・ソリュー
ションズ

 835  4.8  774  4.4  61  7.9  711

グループ本部・グルー
プ事業

 (667) (3.8) (655) (3.8) (12) (1.8) (715)

調　　整  (137) (0.8) (55) (0.2) (82) n.a. (1)

 

マーケティング費用

当事業年度において、マーケティング費用は25億ユーロに達し、前年度レベルの24億ユーロからわずかに増

加した。かかる増加は、主に通年で初めてメトロPCSが含まれたこと及び新規顧客事業の大幅増加の結果とし

てTモバイルUSに高額のマーケティング費用がかかったことによる。マーケティング費用は、マーケット・リ

サーチ、市場分析、ターゲット市場調査、マーケティング戦略の決定、マーケティング・ミックスの設計並び

にマーケティング・イニシアチブの実行及び管理の費用を含んでいる。また、それらの費用は、顧客囲い込み

プログラム、市場計画及び市場セグメンテーション並びに製品予測の費用も含んでいる。

ドイツテレコムにおいては、マーケティング・コミュニケーションは、主としてエンターテイン

(Entertain)、モバイル・インターネット - LTE(Mobile Internet - LTE)、ネットワーク及びセキュリティ・

イニシアチブ、及び「ハインツ・ファミリー(Heins family)」との「マゲンタ・アインツ - 全ては１つの

ソースから(MagentaEINS - everything from a single source)」などの製品及びブランドキャンペーンの形

を取っている。

 

EBIT

グループ内EBITは、前年度より大幅に23億ユーロ増加し、72億ユーロとなった。当事業年度においてのれん

及びその他非流動資産に認識された１億ユーロの減損損失は対前年比で７億ユーロ減少した。かかる影響は、

主に昨年の５月からメトロPCSが含まれたこと及びTモバイルUSの近代化プログラムの一環としてLTEネット

ワークが展開されたことに起因して、減価償却費及びアモチゼーションにおいて対前年比で４億ユーロ増加し

たことによって部分的に相殺された。詳細については、連結財務書類に対する注記30「減価償却費、アモチ

ゼーション及び減損損失」を参照のこと。
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税引前利益/損失

税引前利益は前述の影響により大幅に22億ユーロ増加し、44億ユーロの利益となった。対前年比で１億ユー

ロ高いEEジョイント・ベンチャー(EE joint venture)における株式の損失、通年で初めてメトロPCSを含んだ

こと及びTモバイルUSの地域財政状況にもかかわらず、財務活動による損失は対前年比でほんのわずかに増加

したのみであった。外貨でのヘッジ会計においてヘッジとして利用されたデリバティブによる収益を含む通貨

換算の収益へのマイナスの影響により、財務活動による損失も影響を受け、その他デリバティブによる収益へ

のプラス影響によって相殺された。

 

当期純利益/損失

当期純利益は20億ユーロ増加し、29億ユーロとなった。当事業年度中の税務費用は、11億ユーロに達し、前

年水準より２億ユーロ高かった。詳細については、連結財務書類に対する注記25「法人税等」を参照のこと。

非支配持分に帰属する利益は３億ユーロであり、前年と比べて安定的であった。当グループがまだ保有して

いない、Tモバイル・チェコ共和国の残りの株式の取得はマイナスの影響を与えた。TモバイルUSの非支配持分

の増加が相殺の効果を有した。事業成績の動向に関する詳細については、連結財務書類に対する注記「連結損

益計算書に対する注記」を参照のこと。
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次の表は、各数値を特別要因で調整した後のEBITDA、EBIT及び純利益/損失の調整を示す。

 

連結損益計算書及び特別要因の影響

 

  
EBITDA
2014年

EBIT
2014年

 
EBITDA
2013年

EBIT
2013年

 
EBITDA
2012年

EBIT
2012年

  
(百万
ユーロ)

(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

(百万
ユーロ)

EBITDA/EBIT  17,821 7,247  15,834 4,930  17,995 (3,962)

ド イ ツ  (254) (254) (535) (540) (560) (560)

従業員関連措置  (223) (223) (506) (506) (492) (492)

従業員に関連しない再編成  (9) (9) (16) (16) 0 0

事業統合及びその他の取引の収益への影響  0 0  (23) (23) (8) (8)

そ の 他  (22) (22) 10 5  (60) (60)

米　　国  (52) (52) (232) (329) 1,479 (9,110)

従業員関連措置  (133) (133) (179) (179) (69) (69)

従業員に関連しない再編成  0 0  (1) (1) (28) (28)

事業統合及びその他の取引の収益への影響  78 78  (52) (52) 1,558 1,558

減損損失  - 0  - (97) - (10,589)

そ の 他  3 3  0 0  18 18

ヨーロッパ  (131) (153) (179) (793) (210) (573)

従業員関連措置  (91) (91) (327) (327) (184) (184)

従業員に関連しない再編成  (9) (9) 3 3  (16) (19)

事業統合及びその他の取引の収益への影響  (5) (5) 183 183  0 0

減損損失  - (22) - (614) - (360)

そ の 他  (26) (26) (38) (38) (10) (10)

システムズ・ソリューションズ  (540) (549) (416) (431) (403) (415)

従業員関連措置  (286) (286) (212) (212) (237) (237)

従業員に関連しない再編成  (205) (212) (128) (130) (165) (177)

事業統合及びその他の取引の収益への影響  (23) (23) (71) (84) 0 0

そ の 他  (26) (28) (5) (5) (1) (1)
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EBITDA
2014年

EBIT
2014年

 
EBITDA
2013年

EBIT
2013年

 
EBITDA
2012年

EBIT
2012年

  
(百万
ユーロ)

(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

(百万
ユーロ)

グループ本部・グループ事業  1,229 1,200  (228) (228) (282) (282)

従業員関連措置  (174) (174) (226) (226) (243) (243)

従業員に関連しない再編成  (54) (54) (34) (34) (13) (13)

事業統合及びその他の取引の収益への影響  1,631 1,631  40 40  (46) (46)

減損損失  - (29) - 0  - 0

そ の 他  (174) (174) (8) (8) 20 20

グループ調整  0 0  0 0  (2) (1)

従業員関連措置  0 0  (1) (1) (1) (1)

従業員に関連しない再編成  0 0  0 0  0 0

事業統合及びその他の取引の収益への影響  0 0  1 1  0 0

そ の 他  0 0  0 0  (1) 0

特別要因合計  252 192  (1,590) (2,321) 22 (10,941)

EBITDA/EBIT(特別要因調整後)  17,569 7,055  17,424 7,251  17,973 6,979

財務活動による利益(損失)(特別要因調整後)   (2,784)  (2,772)  (2,546)

税引前利益(損失)(特別要因調整後)   4,271   4,479   4,433

法人税(特別要因調整後)   (1,474)  (1,364)  (1,451)

利益(損失)(特別要因調整後)   2,797   3,115   2,982

下記に起因する利益(損失)
(特別要因調整後)：

         

親会社の株主に帰属する(純利益(純損失))
(特別要因調整後)

  2,422   2,755   2,537

　非支配持分(特別要因調整後)   375   360   445
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グループの財政状態

連結財政状態計算書　要旨

 

 
2014年
12月31日
時点

 増　　減  
2013年
12月31日
時点

 
2012年
12月31日
時点

 
2011年
12月31日
時点

 
2010年
12月31日
時点

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

資産の部            

流動資産 29,798  7,835  21,963  15,019  15,865  15,243

現金及び現金等価物 7,523  (447) 7,970  4,026  3,749  2,808

売掛金及びその他の未収金 10,454  2,742  7,712  6,417  6,557  6,889

売却目的で保有される非流動資産及び処
分予定グループ

5,878  4,845  1,033  90  436  51

その他の流動資産 5,943  695  5,248  4,486  5,123  5,495

非流動資産 99,562  3,377  96,185  92,923  106,631  112,569

無形資産 51,565  5,598  45,967  41,847  50,227  53,807

有形固定資産 39,616  2,189  37,427  37,407  41,797  44,298

持分法で会計処理された投資 617  (5,550) 6,167  6,726  6,873  7,242

その他の非流動資産 7,764  1,140  6,624  6,943  7,734  7,222

資産合計 129,360  11,212  118,148  107,942  122,496  127,812

負債及び株主持分の部            

流動負債 28,198  5,702  22,496  22,995  24,215  26,452

金融負債 10,558  2,667  7,891  9,260  10,219  11,689

買掛金及びその他の未払金 9,681  2,422  7,259  6,445  6,436  6,750

流動引当金 3,517  397  3,120  2,885  3,095  3,193

売却目的で保有される非流動資産及び処
分予定グループに直接関連する負債

6  (107) 113  9  -  -

その他の流動負債 4,436  323  4,113  4,396  4,465  4,820

非流動負債 67,096  3,507  63,589  54,416  58,249  58,332

金融負債 44,669  961  43,708  35,354  38,099  38,857

非流動引当金 10,838  1,761  9,077  9,169  7,771  8,001

その他の非流動負債 11,589  785  10,804  9,893  12,379  11,474

株主持分 34,066  2,003  32,063  30,531  40,032  43,028

負債及び株主持分合計 129,360  11,212  118,148  107,942  122,496  127,812
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資産合計は、2013年12月31日時点と比較して、特に無形資産及び有形固定資産の増加により、112億ユーロ増

加した。かかる数値のうち４億ユーロは、主に米ドルからユーロへの換算により、為替レート効果のみによって

生じた。買掛金及びその他の未払金も、前年に比べ大幅に増加した。特に流動負債の増加により、負債及び株主

持分の合計は増加した。

現金及び現金等価物は、対前年比で４億ユーロ減少した。かかる変化に関する詳細については、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結財務書類に対する注記31「連結キャッシュ・フロー計算書の注記事項」を参照のこ

と。

 

 

売掛金及びその他の未収金は、とりわけ顧客増加及び当グループの米国事業セグメントにおいて分割払いで販

売された端末機器の割合が増加したことにより、27億ユーロ増加し105億ユーロとなった。これは、端末機器が

もはや補助金付きの価格ではなく、例えば設置計画に基づき販売されることを考慮して、新規料金プランを導入

したTモバイルUSの戦略によるものである。
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売却目的で保有される非流動資産及び処分予定グループの純帳簿価額は、主にBTとの売却交渉に関連するEE

ジョイント・ベンチャーの再編成によって48億ユーロ増加した。前年に影響を与えた次の効果は除外されてい

る。米国事業セグメントにおいて、ベライゾン・コミュニケーションズ(Verizon Communications)との間で６億

ユーロでモバイル周波数帯ライセンスの交換が完了した。グループ本部・グループサービス事業セグメントにお

いては、３億ユーロに上るスカウト24グループの株式の売却が完了した。

 

主に72億ユーロの資本支出によって無形資産は56億ユーロ増加した。かかる数値は、TモバイルUSによるモバ

イル・ライセンスの獲得、特に2014年４月に締結された、ベライゾン・コミュニケーションズ(Verizon

Communications)とのモバイル・ライセンスの獲得及び交換という２つの取引に関連する、36億ユーロの増加を

含んでいる。GTSが含まれたことによるグループ構成の変更の影響は、合計２億ユーロにのぼり、また、この関

連で認識された１億ユーロののれんもかかる増加に寄与した。主に米ドルからユーロの換算による28億ユーロの

為替レート効果もまた、無形資産の帳簿価額を増加させた。無形資産の帳簿価格は、主にベライゾン・コミュニ

ケーションズ(Verizon Communications)とのモバイル周波数の交換による38億ユーロのアモチゼーションの認識

及び８億ユーロの処分によって相殺された。

 

 

2013年12月31日に比べ、有形固定資産は22億ユーロ増加し、396億ユーロとなった。特に、ドイツ及び米国事

業セグメントにおける79億ユーロの資本支出が帳簿価格を増加させた。さらに、70％が事業活動能力の向上を意

図する投資に関係するものであった。それらは主として、新製品及び新技術への投資の他に、既存の製品や技術

の容量を増加させ、それらの品質を向上させる諸施策であった。為替レート効果(主に米国ドルからユーロへの

換算)は帳簿価格を10億ユーロ増加させた。この増加は、また、主にGTS(２億ユーロ)を含んだこと及びドイツに

おけるデータセンター事業のための４つの構造化された賃貸SPEを初めて統合しこと(２億ユーロ)による当グ

ループの再構成における変化の効果４億円に起因した。66億ユーロの減価償却及び３億ユーロの処分は有形固定

資産を減少させた。
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持分法で会計処理された投資の帳簿価格は、当事業年度において56億ユーロ減少した。かかる減少は、主にEE

ジョイント・ベンチャーへの当グループの投資を、売却目的で保有される非流動資産及び処分予定グループに再

分類したことに起因する。

 

 

当グループの流動及び非流動金融負債は、対前年比で36億ユーロ増加し、合計552億ユーロとなった。金融負

債への重大な影響は、下記の表及び付随する説明に説明されている。

買掛金及びその他の未払金は、端末機器(特にスマートフォン)の貯蓄及び米国事業セグメントにおけるネット

ワークの増築を一因として、前年と比較して24億ユーロ増加した。米ドルからユーロへの換算による為替レート

効果は14億ユーロの増加となった。

引当金(流動及び非流動)は、全体で22億ユーロ増加し、そのうち15億ユーロは年金及びその他従業員利益のた

めの引当金に関連している。これは、主に16億ユーロ(税引前)の数理計算上の損失を継続的な利率の低下の結果

として資本に直接認識したことに起因する。現在のサービス費用は、年金引当金を２億ユーロ増加させた。年金

資産は３億ユーロ増加し(契約信託制度に基づき割当て)、相殺する効果を有した。

株主持分は、32億ユーロの収益及び資本に直接認識した18億ユーロの通貨換算効果によって、2013年12月31日

と比較して20億ユーロ増加し、341億ユーロになった。さらに、その配当を受ける地位を株式に転換するという

当グループの株主の付与されたオプションに関連して、配当を受ける地位の拠出も含めて10億ユーロの増資が実

施された。22億ユーロのドイツテレコム・アーゲーの株主に対する2013事業年度における配当金支払及び１億

ユーロの非支配持分に対する配当金支払は相殺効果を有した。その上、８億ユーロでのTモバイル・チェコ共和

国の残りの株式の取得及び11億ユーロの数理計算上の損失(税引後)により、株主持分も減少した。
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金融負債

 

 2014年12月31日時点

   期　　限

 合　　計  １年以内  
１年超
５年以内

 ５年超

 (百万ユーロ)  (百万ユーロ)  (百万ユーロ)  (百万ユーロ)

債券及びその他の証券化された負債        

債券 32,751  3,250  9,333  20,168

コマーシャル・ペーパー、ミディアム・
ターム・ノート及び類似負債

11,468  2,175  4,557  4,736

銀行借入金 3,676  1,369  1,934  373

 47,895  6,794  15,824  25,277

リース負債 1,461  180  570  711

約束手形によるノンバンクに対する負債 946  40  647  259

その他の利付負債 1,775  1,196  392  187

その他の無利息負債 2,055  1,942  110  3

デリバティブ金融負債 1,095  406  442  247

 7,332  3,764  2,161  1,407

金融負債 55,227  10,558  17,985  26,684

 

負債のコスト。当事業年度末時点の金融負債の平均利率は、5.8％(2013年度は5.6％)であった。主に、2014年

におけるTモバイルUSの自己投資の大幅な増加により、平均利率は前年に比べ高かった。
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債務純額

 

 
2014年
12月31日
時点

 増　　減  
2013年
12月31日
時点

 
2012年
12月31日
時点

 
2011年
12月31日
時点

 
2010年
12月31日
時点

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

金融負債(流動) 10,558  2,667  7,891  9,260  10,219  11,689

金融負債(非流動) 44,669  961  43,708  35,354  38,099  38,857

金融負債 55,227  3,628  51,599  44,614  48,318  50,546

未払利息 (1,097)  (6)  (1,091)  (903)  (966)  (1,195)

企業間取引による負債 -  -  -  -  -  (1,566)

そ の 他 (1,038)  (157)  (881)  (754)  (615)  (467)

債務総額 53,092  3,465  49,627  42,957  46,737  47,318

現金及び現金等価物 7,523  (447)  7,970  4,026  3,749  2,808

売却可能/トレーディング目的金
融資産

289  (21)  310  27  402  75

デリバティブ金融資産 1,343  572  771  1,287  1,533  835

その他の金融資産 1,437  (46)  1,483  757  932  1,331

債務純額 42,500  3,407  39,093  36,860  40,121  42,269

 

 

当グループの債務純額は、対前年比で34億ユーロ増加して425億ユーロとなった。これに関する要因は「債務

純額の変化」の図に示されている。「その他の影響」の19億ユーロは、投資より支払可能な取引及び過程で関係

する銀行を取り込み、ゆくゆくはそのうち満期になる事業活動投資オプションを含んでいる。「その他の影響」

はホールセール取引の一部としての支払いも含んでいる。
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債務純額は、取得日においてメトロPCSが初めて含まれたことにより、34億ユーロ増加した。金融負債もかか

る取引の結果、51億ユーロ増加し、同時に当グループは、現金及び現金等価物並びにその他の資産を合計17億

ユーロの価値で引き継いだ。

オフバランス資産及び金融商品。財政状態計算書で認識される資産に加えて、当グループは、オフバランス資

産を使用している。これは主にリース資産に関係するものである。詳細については、連結財務書類に対する注記

34「リース」及び注記35「その他の金融債務の開示」を参照のこと。

オフバランス金融商品は主にファクタリングの手法を用いた売掛金の売却に関係している。2014年12月31日時

点で売却された売掛金の総額は14億ユーロとなった(2013年12月31日時点では15億ユーロ)。

さらに、2014事業年度において、当グループは、合計６億ユーロの金融調達のオプションを選択し(2013年は

４億ユーロ)、それによりその過程で関係する銀行による事業及び投資活動による仕入債務の支払期限が延長さ

れた。かかる債務は、財務状態書に金融負債として記載されている。

財務管理。ドイツテレコムの財務管理は当グループの継続的な支払能力を確保し、したがって、その財務的均

衡を確保する。ドイツテレコムの財務方針の基本は、取締役会により毎年策定され、監査役会により監督されて

いる。当グループの財務部は財務方針の実施及び継続的なリスク管理に対して責任を有している。

 

ドイツテレコム・アーゲーの格付

 

 
スタンダード
＆プアーズ

 ムーディーズ  フィッチ

長期格付      

2010年12月31日時点 BBB+  Baa1  BBB+

2011年12月31日時点 BBB+  Baa1  BBB+

2012年12月31日時点 BBB+  Baa1  BBB+

2013年12月31日時点 BBB+  Baa1  BBB+

2014年12月31日時点 BBB+  Baa1  BBB+

短期格付 A-2  P-2  F2

アウトルック 安定的  安定的  安定的
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財務上のフレキシビリティ

 

  2014年  2013年  2012年  2011年  2010年

負債倍率           

債務純額
EBITDA(特別要因調整

後)
 2.4  2.2  2.1  2.1  2.2

自己資本比率(％)  26.3  27.1  28.3  32.7  33.7

 

財務上のフレキシビリティを確保するため、2014年は原則的に負債倍率の重要業績評価指標(KPI)を用いる。

このKPIを構成する要素の１つは債務純額で、当グループはこれを投資家、アナリスト及び格付(格付機関による

証券又は債務者の信用力の評価をいう。ドイツテレコムは、国際的な資本市場へのアクセスを守るために策定さ

れたその財務戦略において格付コリドーを定義する。)機関に係る重要な指標として使用する。

 

連結キャッシュ・フロー計算書　要旨

 

 2014年  2013年  2012年

 (百万ユーロ)  (百万ユーロ)  (百万ユーロ)

営業活動より生じた純現金 13,393  13,017  13,577

AT＆T取引による影響 -  137  470

メトロPCS従業員に対する報酬の支払い -  60  -

営業活動より生じた純現金
(注) 13,393  13,214  14,047

無形資産(のれんを除き、周波数帯への投資前)及び有形
固定資産への投資による現金流出(現金設備投資)

(9,534) (8,861)  (8,021)

無形資産(のれんを除く)及び有形固定資産の処分による
収入

281  253  213

フリー・キャッシュ・フロー

(配当金支払前及び周波数帯への投資前)
(注) 4,140  4,606  6,239

投資活動に使用された純現金 (10,761) (9,896)  (6,671)

財務活動による(に使用された)純現金 (3,434) 1,022  (6,601)

現金及び現金等価物に対する為替レート変動の影響 323  (167)  (28)

売却目的で保有される非流動資産及び処分予定グループ
に関連する現金及び現金等価物の変動

32  (32) -

現金及び現金等価物の純増(減) (447) 3,944  277

現金及び現金等価物 7,523  7,970  4,026

 

(注) AT＆T取引及びメトロPCS従業員に対する報酬の支払い以前。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

140/636



 

フリー・キャッシュ・フロー。当グループの配当金支払前及び周波数帯への投資前のフリー・キャッシュ・フ

ローは、対前年比で５億ユーロ減少した。これは、無形資産(のれんを除く。周波数帯への投資前)及び有形固定

資産の投資キャッシュ・フローが、主にブロードバンドのさらなる展開及び既存のネットワークの容量の拡大に

より、対前年比で７億ユーロ増加したことに起因する。モバイル通信において、当グループは、LTEに投資し、

ネットワークのカバー領域を拡大し、そしてデータ容量の需要の拡大に対応するために容量をアップグレードし

た。固定ネットワークエリアでは、光ファイバー基盤の拡大、IPTV及び既存の電話ネットワークからIP基盤ネッ

トワークへの継続的な移行が優先事項である。

営業活動より生じた純現金は、対前年比で４億ユーロ増加し134億ユーロとなった。

EEジョイント・ベンチャーから受領した配当金支払が対前年比で１億ユーロ増加し、営業活動より生じた純現

金にプラスの影響を及ぼした。当事業年度において、その過程で関係する銀行への取引債務の支払期限が延長さ

れるオプションが選択され、支払いが行われたとき、かかる金融調達は資金調達の資金から/調達資金として使

用された純現金として記載される。これは、４億ユーロの営業活動より生じた純現金に対して、全体的にプラス

の影響を及ぼした。前年の営業活動より生じた純現金は、AT＆T及びメトロPCSとの取引と関連して、全体で２億

ユーロの現金流出及び３億ユーロ増加した退職及び早期退職金への現金流出を含んでいた。これとは対照的に、

営業活動による純現金は、純利息支払額の４億ユーロの増加により減少した。前年には、かかる項目には、項目

の締結、金利デリバティブの条件をキャンセル又は変更したことから２億ユーロ高い現金流入が含まれていた。

投資活動に使用された純現金及び財務活動による(に使用された)純現金に関する詳細については、連結財務書類

に対する注記31「連結キャッシュ・フロー計算書の注記事項」を参照のこと。
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2014年の主要な数値の開示の変更に関する調整

 

 営業収益合計  営業利益(損失)(EBIT)  EBITDA

 2013年  2012年  2013年  2012年  2013年  2012年

 
(百万
ユーロ)

 
(百万

ユーロ)
 

(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

計上された表示(調整前)            

ド イ ツ 22,435  22,736  4,435  4,213  8,401  8,606

米　　国 18,556  15,371  1,404  (7,547)  3,642  5,319

ヨーロッパ 13,659  14,406  958  1,437  4,340  4,728

システムズ・ソリューションズ 9,491  10,016  (279) (307)  390  342

グループ本部・グループ事業 2,879  2,835  (1,582) (1,750)  (883) (997)

合　　計 67,020  65,364  4,936  (3,954)  15,890  17,998

調　　整 (6,888) (7,195) (6) (8)  (56) (3)

グループ 60,132  58,169  4,930  (3,962)  15,834  17,995

2014年１月１日時点のローカル事
業部門の開示の増減(+/-)

           

ド イ ツ -  -  -  -  -  -

米　　国 -  -  -  -  -  -

ヨーロッパ 45  35  14  16  31  34

システムズ・ソリューションズ (453) (465) (15) (16)  (32) (34)

グループ本部・グループ事業 -  -  -  -  -  -

合　　計 (408) (430) (1) -  (1) -

調　　整 408  430  1  -  1  -

グループ -  -  -  -  -  -

2014年１月１日時点のEEジョイン
ト・ベンチャーの開示の増減(+/-)

           

ド イ ツ -  -  -  -  -  -

米　　国 -  -  -  -  -  -

ヨーロッパ -  -  -  -  -  -

システムズ・ソリューションズ -  -  -  -  -  -

グループ本部・グループ事業 -  -  -  -  -  -

合　　計 -  -  -  -  -  -
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 営業収益合計  営業利益(損失)(EBIT)  EBITDA

 2013年  2012年  2013年  2012年  2013年  2012年

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

調　　整 -  -  -  -  -  -

グループ -  -  -  -  -  -

2014年12月31日時点の表示(＝)            

ド イ ツ 22,435  22,736  4,435  4,213  8,401  8,606

米　　国 18,556  15,371  1,404  (7,547)  3,642  5,319

ヨーロッパ 13,704  14,441  972  1,453  4,371  4,762

システムズ・ソリューションズ 9,038  9,551  (294) (323)  358  308

グループ本部・グループ事業 2,879  2,835  (1,582) (1,750)  (883) (997)

合　　計 66,612  64,934  4,935  (3,954)  15,889  17,998

調　　整 (6,480) (6,765) (5) (8)  (55) (3)

グループ 60,132  58,169  4,930  (3,962)  15,834  17,995
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 調整されたEBITDA  

減価償却費及び
アモチゼーション

 減損損失  セグメント別資産

 2013年  2012年  2013年  2012年  2013年  2012年  2013年  2012年

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

計上された表示
(調整前)

               

ド イ ツ 8,936  9,166  (3,959)  (4,389) (7) (4) 30,738  31,224

米　　国 3,874  3,840  (2,133)  (2,265) (105) (10,601) 38,830  27,436

ヨーロッパ 4,518  4,936  (2,738)  (2,903) (644) (388) 35,552  36,579

シ ス テ ム ズ ・ ソ
リューションズ

806  747  (656)  (632) (13) (17) 8,705  9,045

グループ本部・グ
ループ事業

(655) (715) (627)  (654) (72) (99) 91,594  95,182

合　　計 17,479  17,974  (10,113)  (10,843) (841) (11,109) 205,419  199,466

調　　整 (55) (1) 47  (5) 3  -  (87,271)  (91,524)

グループ 17,424  17,973  (10,066)  (10,848) (838) (11,109) 118,148  107,942

2014年１月１日時点
のローカル事業部門
の開示の増減(+/-)

               

ド イ ツ -  -  -  -  -  -  -  -

米　　国 -  -  -  -  -  -  -  -

ヨーロッパ 32  36  (17)  (18)  -  -  268  230

シ ス テ ム ズ ・ ソ
リューションズ

(32)  (36)  17  18  -  -  (277)  (279)

グループ本部・グ
ループ事業

-  -  -  -  -  -  -  -

合　　計 -  -  -  -  -  -  (9)  (49)

調　　整 -  -  -  -  -  -  9  49

グループ -  -  -  -  -  -  -  -

2014年１月１日時点
の開示のEEジョイン
ト・ベンチャーの増
減(+/-)

               

ド イ ツ -  -  -  -  -  -  -  -

米　　国 -  -  -  -  -  -  -  -

ヨーロッパ -  -  -  -  -  -  (5,844)  (6,352)

シ ス テ ム ズ ・ ソ
リューションズ

-  -  -  -  -  -  -  -

グループ本部・グ
ループ事業

-  -  -  -  -  -  (7,998)  (7,492)
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 調整されたEBITDA  
減価償却費及び
アモチゼーション

 減損損失  セグメント別資産

 2013年  2012年  2013年  2012年  2013年  2012年  2013年  2012年

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

 
(百万
ユーロ)

合　　計 -  -  -  -  -  -  (13,842)  (13,844)

調　　整 -  -  -  -  -  -  13,842  13,844

グループ -  -  -  -  -  -  -  -

2014年12月31日
時点の表示(＝)

               

ド イ ツ 8,936  9,166  (3,959)  (4,389)  (7)  (4)  30,738  31,224

米　　国 3,874  3,840  (2,133)  (2,265)  (105)  (10,601)  38,830  27,436

ヨーロッパ 4,550  4,972  (2,755)  (2,921)  (644)  (388)  29,976  30,457

システムズ・ソ
リューションズ

774  711  (639)  (614)  (13)  (17)  8,428  8,766

グループ本部・グ
ループ事業

(655)  (715)  (627)  (654)  (72)  (99)  83,596  87,690

合　　計 17,479  17,974  (10,113)  (10,843)  (841)  (11,109)  191,568  185,573

調　　整 (55)  (1)  47  (5)  3  -  (73,420)  (77,631)

グループ 17,424  17,973  (10,066)  (10,848)  (838)  (11,109)  118,148  107,942
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事業セグメントにおける事業の動向

ド イ ツ

顧客動向
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2014年
12月31日
(千)

 
2013年
12月31日
(千)

 
増　　減
(千)

 
変 化 率
(％)

 
2012年
12月31日
(千)

合　　計           

モバイル顧客  38,989  38,625  364  0.9  36,568

契約型顧客  22,287  21,553  734  3.4  19,570

前払型顧客  16,701  17,072  (371) (2.2) 16,997

固定ネットワーク回線  20,686  21,417  (731) (3.4) 22,384

うち小売IP基盤  4,383  2,141  2,242  n.a.  937

ブロードバンド回線  12,361  12,360  1  -  12,427

うち光ファイバー  1,799  1,246  553  44.4  904

テレビ(IPTV、衛星)  2,442  2,177  265  12.2  1,966

アンバンドルされたローカル・ルー
プ回線(ULL)

 8,801  9,257  (456) (4.9) 9,436

アンバンドルされたホールセール回
線

 2,153  1,564  589  37.7  1,303

うち光ファイバー  718  274  444  n.a.  81

バンドルされたホールセール回線  305  390  (85) (21.8) 518

うち消費者           

モバイル顧客  29,068  29,943  (875) (2.9) 28,811

契約型顧客  16,040  15,669  371  2.4  13,990

前払型顧客  13,027  14,275  (1,248) (8.7) 14,821

固定ネットワーク回線  16,260  16,923  (663) (3.9) 17,789

うち小売IP基盤  3,974  1,960  2,014  n.a.  856

ブロードバンド回線  9,938  9,963  (25) (0.3) 10,039

うち光ファイバー  1,547  1,064  483  45.4  776

テレビ(IPTV、衛星)  2,254  2,001  253  12.6  1,804

うち法人顧客           

モバイル顧客  9,921  8,682  1,239  14.3  7,757

契約型顧客  6,247  5,885  362  6.2  5,581

前払型顧客(M2M)  3,674  2,797  877  31.4  2,176

固定ネットワーク回線  3,402  3,445  (43) (1.2) 3,510

うち小売IP基盤  387  164  223  n.a.  55

ブロードバンド回線  2,096  2,072  24  1.2  2,062

うち光ファイバー  248  180  68  37.8  127

テレビ(IPTV、衛星)  186  174  12  6.9  161
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全　　体

当グループは、ドイツにおいて固定ネットワーク及びモバイル通信の市場リーダーとしての地位を維持し、

さらに、サービス収益においても市場のリードを拡大した。かかる成功は、当グループの極めて優れたネット

ワークに起因している。当グループは、固定ネットワーク及びモバイル通信のどちらにおいても、再び全ての

主要ネットワーク・テスト(例えば、業界誌「connect」によるネットワーク・テスト、さらに「connect」誌

によるモバイル・ホットラインのサービス・テストでは初めて)で優勝した。

2014年９月に、当グループは、マゲンタ・アインツ(MagentaEINS)の販売を開始した。マゲンタ・アインツ

(MagentaEINS)は、固定ネットワーク及びモバイルの要素から成る当グループ初の統合型製品であり、これに

より、当グループは、これまでに506千人の顧客を獲得している。

当グループは、当グループの「未来のネットワーク(network of the future)」により、最先端の接続技術

を提供している。当グループは、2018年までに当グループのネットワーク全体をIP技術に移行したいと考えて

いる。当グループはこれまでに、5.8百万の小売及びホールセールの顧客をIPに移行させ、移行率は25％と

なっている。また、当事業年度下半期に当グループは、統合ネットワーク戦略の一環として、ベクタリング及

びLTE300の販売を開始した。

全体としては、当グループのドイツテレコム・ブランド及び第２ブランドの「コングスター(congstar)」の

下で、契約型顧客(特に、高価値のモバイル顧客)が734千人増加した。また、法人顧客部門の契約型顧客基盤

においても、データ容量を有する統合型モバイル料金プランへの高い需要により、プラスの進展があった。

当グループは、引き続き光ファイバー製品への好調な需要を記録した。具体的には、かかる回線の数は当事

業年度に約１百万回線増加し、合計2.5百万回線に達した。光ファイバーの展開及び革新的なベクタリング技

術において進展が見られれば、当グループは極めて高い帯域の販売を推進することになる。連邦ネットワーク

庁の認可を受けたベクタリング地域では、顧客は2014年９月から最大100Mbit/sのダウンロード速度及び最大

40Mbit/sのアップロード速度でネット・サーフィンを行うことが可能になった。

当グループのコンティンジェント・モデル(contingent model)及びその将来的な改良によって、当グループ

は、従来のホールセール製品(バンドルされたホールセール回線、アンバンドルされたローカル・ループ回線

等)から、より高品質のVDSLホールセール回線へと移行を促すインセンティブを作り出している。

住宅分野における当グループのパートナーシップも成功を収めており、2014年末までに約119千戸の集合住

宅が当グループのネットワークに接続した。
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モバイル通信

携帯電話及びデータ・サービス。高価値の契約型顧客及び新規の顧客に向けた当グループの優れたネット

ワーク品質及び新製品ポートフォリオは、新たな推進力をもたらしている。2014年末までに、当グループは合

計734千人の新たな契約型顧客を獲得した。当グループは、ドイツテレコム・ブランド及び「コングスター

(congstar)」ブランドの下で行っているブランド契約型顧客事業において、913千人の増加を記録した。加速

したデータ速度を有する統合型定額料金制への傾向は続いている。しかし、再販売事業(サービス・プロバイ

ダー)では179千人減少した。これは、2014年下半期におけるビジネス・モデルの調整に基づく解約によるもの

であった。前払型顧客の数は、主に、顧客が低コストの契約サービスに切り替えたことにより、371千人減少

した。

全体としては、当グループは、当事業年度に新規のモバイル顧客を364千人増やすことができ、契約型顧客

の増加は、前払型顧客の減少を相殺しても余りあるものとなった。合計283千人の顧客がモバイル・ブロード

バンド接続を利用した。

スマートフォンは、モバイル機器の71.6％を占めた。スマートフォンとは、主にアンドロイド及びiOS機器

(iPhone)であり、特に高額機器の需要があった。

 

固定ネットワーク

電話、インターネット及びテレビ。固定ネットワーク市場における発展は、主に競合会社による積極的な価

格提供により、依然として厳しい状況にあるため、当グループは、地域への提供並びにテレビ及びVDSL回線を

重視したマーケティングに新たな道を求めている。ブロードバンド回線の数は、12.4百万回線となり、2014年

も引き続き安定していたが、当グループの事前の予想には届かなかった。しかし、新規顧客の獲得では、2013

年に比べてわずかではあるが増加した。全体では、当グループのブロードバンド顧客のうち19.8％はテレビ顧

客であり、前年度に対して2.2パーセンテージ・ポイント増加した。従来の固定ネットワークでは、回線数は

731千回線減少した。四半期毎の回線喪失については、2014年第２四半期から第４四半期において、10年ぶり

に200千回線を下回った。

当グループは、2014年10月からマゲンタ・ツーハウゼ(MagentaZuhause)料金プラン(IP技術及び帯域に基づ

いた固定ネットワーク向けの新製品ポートフォリオ)の販売を行っている。

 

消 費 者

全てのスクリーンのいたる所でコネクテッド・ライフ(connected life)を。2014年に当グループは、371千

人の新規のモバイル契約型顧客を獲得することができた。当グループは、ドイツテレコム・ブランド及び「コ

ングスター(congstar)」ブランドの下で、2013年と比較してブランド顧客の551千人の増加を記録した。これ

は、「コングスター(congstar)」向けのオールネットフラット(AllnetFlat)料金プランが好評を得たこと、及

び2014年９月に新たなマゲンタ・モビル(MagentaMobil)料金プランが導入されたことによる効果だった。再販

売事業(サービス・プロバイダー)では、2014年下半期に使用されていない契約型カードの解約が増加したた

め、179千人減少した。全体では、モバイル顧客の数は、対前年比で2.9％減少した。前払型顧客の数は、特に

再販売セグメントにおいて、魅力的な契約型料金プランへの切替えにより、1.2百万人減少した。
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当事業年度に、当グループは、2.0百万人の顧客をIP基盤小売回線に移行させた。また、2013年末に比べて

新たに253千人のテレビ顧客を獲得した。9.9百万のブロードバンド回線のうち、約1.5百万人の顧客は光ファ

イバー回線を使用しており、そのうちの483千人は2014年に新たに加わった顧客である。固定ネットワークに

おける回線喪失は、2014年に合計663千回線(2013年に記録した866千回線を大きく下回った。)となり、顧客は

主にケーブル・ネットワーク事業者及び地域のプロバイダーに乗り換えた。

 

法人顧客

革新的なソリューションによるコネクテッド・ワーク(connected work)を。当事業年度に、当グループは、

特にモバイル通信において成功を収めて合計で1.2百万人の新規顧客を獲得したが、そのうち362千人は高価値

の契約型顧客だった。当グループは、M2Mの分野の極めて積極的な価格付けが行われる市場において、877千枚

の新規カードの契約を獲得した。かかる増加は、特に自動車・物流産業において、SIMカードの利用が増加し

たことによるものである。モバイル・インターネットにおいては、端末機器の品質向上に伴い、より高い帯域

を持つプランを選択する顧客がますます増加している。固定ネットワーク回線の数は3.4百万回線で、2013年

と比較してほぼ安定した状態が維持された。ブロードバンド回線は2.1百万回線と前年度の水準で維持され、

光ファイバー顧客の数は37.8％増加した。

コネクテッド・ワーク分野の製品は積極的に開発された。当グループは、例えば、当グループの料金プラン

である「ドイチュラント・ラン － アナタのオフィスのための完璧なソリューション(DeutschlandLAN -

Complete Solution for your Office)」において、さらなる成長を記録した。データ通信では、当グループ

は、特にインターネット・ベースのデータ・ネットワーク(IP VPN)及び高帯域の拠点ネットワークにより、

ネットワーク数及び接続数を大幅に増加させた。クラウド製品の需要が特に高まった。

 

ホールセール

ホールセール分野の回線数は11.3百万回線となり、2013年と比較して全体的に安定した状態が維持された。

2014年末時点で、光ファイバー回線は全回線の6.4％を占めていた。当グループのアンバンドルされたホール

セール回線の数は、589千回線(37.7％)増加したが、これは主に、コンティンジェント・モデル(contingent

model)に関連する好調な需要に起因していた。しかし、バンドルされたホールセール回線の数は85千回線減少

した。当グループの競合会社がバンドルされたホールセール製品からより広い帯域を有するアンバンドルされ

たホールセール製品又は競合会社自身のインフラへの切替えを進めていることから、かかる傾向は今後数年間

続く可能性が高い。アンバンドルされたローカル・ループ回線(ULL)の数は、2013年に比べて456千回線

(4.9％)減少した。これは、第１には、高品質のVDSLホールセール回線への移行が起きたこと、第２には、顧

客がケーブル事業者へ切り替えたこと、及び競合会社が自社の小売顧客の一部をモバイル基盤回線に移行させ

たことによるものである。
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事業の動向

 

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増 減 額

(百万ユーロ)
 

変 化 率
(％)

 
2012年

(百万ユーロ)

収益合計  22,257  22,435  (178) (0.8) 22,736

消 費 者  11,970  12,122  (152) (1.3) 12,197

法人顧客  5,726  5,676  50  0.9  5,680

ホールセール  3,775  3,811  (36) (0.9) 4,035

付加価値サービス  242  288  (46) (16.0) 367

そ の 他  544  538  6  1.1  457

営業利益(EBIT)  4,663  4,435  228  5.1  4,213

EBITマージン(％)  21.0  19.8      18.5

減価償却費、アモチゼーション及
び減損損失

 (3,893) (3,966) 73  1.8  (4,393)

EBITDA  8,556  8,401  155  1.8  8,606

EBITDAに影響する特別要因  (254) (535) 281  52.5  (560)

EBITDA(特別要因調整後)  8,810  8,936  (126) (1.4) 9,166

EBITDAマージン
(特別要因調整後)(％)

 39.6  39.7      40.3

現金設備投資  (3,807) (3,411) (396) (11.6) (3,418)

 

収益合計

2014年に収益は0.8％減少したが、前年度と比べるとわずかに改善した。これは、回線喪失による収益の減

少がわずか2.5％にとどまった従来の固定ネットワーク事業に起因していた。端末機器、IT及びテレビの収益

は、固定ネットワークの収益動向にプラスの影響をもたらした。しかし、従来の固定ネットワーク電話及びブ

ロードバンド事業における収益の減少を完全に相殺することはできなかった。モバイル収益は、特にスマート

フォンへの高い需要により、1.6％増加した。法人顧客部門のモバイル・サービス収益及び当グループの第２

ブランド「コングスター(congstar)」における好調な動向は、前払型事業及び再販売による収益の減少を相殺

した。

消費者からの収益は、主に固定ネットワークにおける頻度及び価格関連の低迷により、1.3％減少した。モ

バイル通信では、主に、スマートフォンの販売による端末機器収益の増加により、収益が1.1％増加した。モ

バイル・サービス収益は、音声電話の減少及び特に前払型セグメントにおけるテキスト・メッセージからの収

益の減少により0.9％減少したが、データ収益では23.2％と大幅な増加を記録した。

法人顧客からの収益は0.9％増加した。かかるプラスの傾向は、主に、モバイル・サービス収益の増加(特に

データ収益の9.2％増加による。)に起因していた。しかし、従来の音声電話からの収益の減少が相殺効果を

持っていた。
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ホールセール収益は、アンバンドルされたローカル・ループ回線の遡及的な価格低下による前年度第２及び

第４四半期の特別要因により、38億ユーロと横ばいだった。これらの影響を除くと、ホールセール収益はわず

かに2.5％減少した。かかる減少は、主に相互接続通話及び回線に関する頻度の減少(主にコンティンジェン

ト・モデル(contingent model)の結果として生じたアンバンドルされた回線におけるプラスの傾向により、一

部相殺された。)によるものである。

付加価値サービスからの収益は、主にプレミアム・レートによる番号サービスの利用の減少及び2013年末の

デジタルOOH(out-of-home)広告事業からの撤退に起因する収益の減少により、16.0％減少した。

 

EBITDA、調整されたEBITDA

2014年に特別要因調整後のEBITDAは、主に、人件費の増加(団体協約で規定された支払給与の増加及び当グ

ループの統合ネットワークの構築に向けた従業員の増加による。)により、対前年比でわずかに1.4％減少して

88億ユーロになった。特にスマートフォン販売の増加により高まったモバイル通信への市場の投資も、調整さ

れたEBITDAにマイナスの影響を及ぼした。調整されたEBITDAマージンは39.6％であり、当グループが予想した

目標レベルの40％の水準で維持された。当事業年度のEBITDAは、特に前年度の人員削減に関する特別要因の増

加により、対2013年比1.8％増の86億ユーロとなった。

 

EBIT

当グループのドイツ事業セグメントにおける営業利益は、対前年比で5.1％増加して47億ユーロとなった。

これは主に、特別要因の減少並びに減価償却費及びアモチゼーションのわずかな減少に起因していた。

 

現金設備投資

当事業年度に現金設備投資は、対前年比で396百万ユーロ(11.6％)増加した。2014年の間に、当グループは

統合ネットワーク戦略の一環として、ベクタリング/光ファイバーケーブルの展開、IP変換及びLTEインフラへ

の投資を再び拡大させた。
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米　　国

顧客動向

 

 

 
2014年
12月31日
(千)

 
2013年
12月31日
(千)

 
増　　減
(千)

 
変 化 率
(％)

 
2012年
12月31日
(千)

米　　国          

モバイル顧客 55,018  46,684  8,334  17.9  33,389

ブランド顧客 43,501  37,371  6,130  16.4  26,119

ブランド後払型 27,185  22,299  4,886  21.9  20,293

ブランド前払型 16,316  15,072  1,244  8.3  5,826

ホールセール顧客 11,517  9,313  2,204  23.7  7,270

M2M 4,421  3,602  819  22.7  3,090

MVNO 7,096  5,711  1,385  24.3  4,180
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米国事業セグメント(TモバイルUS)の顧客数は、2013年12月31日の46.7百万人に対し、2014年12月31日は

55.0百万人となった。2014年の顧客の純増数は8.3百万人となり、2013年の純増数の4.4百万人と比べて改善が

見られた(但し、メトロPCSとの企業結合の完了に関連して獲得した8.9百万人の顧客は含まれない。)。2014年

における顧客の大幅な純増は、下記に述べる通り、全ての顧客カテゴリーにおける増加に起因していた。

 

ブランド顧客。ブランド後払型顧客の純増数は、2013年12月31日に終了した年度の2,006千人に対し、2014

年12月31日に終了した年度は4,886千人となった。顧客動向の顕著な改善は、新規顧客による契約の増加及び

ブランド後払型の解約数の改善(当社のアンキャリア(Un-carrier)イニシアチブの持続的な成功、販売促進に

対する顧客の強力な反応、及び新たな人気機器の販売開始による。)に起因していた。加えて、モバイル・ブ

ロードバンド・サービス及び機器の販売促進に対する顧客の強力な反応は、ブランド後払型顧客の純増に寄与

した。ブランド後払型顧客の純増数は、2014年12月31日に終了した年度に4,886千人となり、当社が2014年の

純増数として予想した上限を超えた。

ブランド前払型顧客の純増数は、2013年12月31日に終了した年度の328千人に対し、2014年12月31日に終了

した年度は1,244千人となった。顧客動向の改善は、ブランド前払型顧客の総増加数の拡大(2013年のメトロ

PCSの企業結合後の追加的な市場への参入を含むメトロPCSブランドの成長及び拡大による。)に起因してい

た。かかる増加は、米国の前払型の市場における競争環境によって解約が増加したことにより、一部相殺され

た。

 

ホールセール顧客。ホールセール顧客の純増数は、2013年12月31日に終了した年度の2,043千人に対し、

2014年12月31日に終了した年度は2,204千人となった。かかる増加は、主に、好調な契約件数によるM2M顧客の

総増加数の拡大(解約数が増加してMVNO顧客の純増数が対前年比で減少したことにより、一部相殺された。)に

起因していた。
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事業の動向

 

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増 減 額

(百万ユーロ)
 

変 化 率
(％)

 
2012年

(百万ユーロ)

収益合計  22,408  18,556  3,852  20.8  15,371

営業利益(損失)(EBIT)  1,405  1,404  1  0.1  (7,547)

EBITマージン(％)  6.3  7.6      (49.1)

減価償却費、アモチゼーション及
び減損損失

 (2,839) (2,238) (601) (26.9) (12,866)

EBITDA  4,244  3,642  602  16.5  5,319

EBITDAに影響する特別要因  (52) (232) 180  77.6  1,479

EBITDA(特別要因調整後)  4,296  3,874  422  10.9  3,840

EBITDAマージン
(特別要因調整後)(％)

 19.2  20.9      25.0

現金設備投資  (5,072) (3,279) (1,793) (54.7) (2,560)

 

収益合計

2014年における当グループの米国事業セグメントの収益合計は224億ユーロとなり、2013年の186億ユーロに

対して20.8％増加した。米ドルでは、TモバイルUSの収益合計は、主に、ブランド前払型の収益の増加(2013年

５月からのメトロPCSの業績の連結、メトロPCSブランドの成長、及び追加的な市場への拡大による。)によ

り、対前年比で20.3％増加した。メトロPCSの営業利益を除くと、サービス収益は増加した。これは主に、当

社のアンキャリア(Un-carrier)イニシアチブの持続的な成功、並びにサービス及び機器の販売促進に対する顧

客の強力な反応によってブランド後払型の平均顧客数が増加したためである。かかる増加は、他のブランド後

払型料金プランよりも安価な料金プランであるシンプル・チョイス(Simple Choice)プランが増加したことで

ブランド後払型顧客１人当たりの平均収益が減少したため、一部相殺された。加えて、新規顧客の増加及び機

器のアップグレード件数の増加を受けた機器販売台数の大幅な増加により、機器の売上げ(分割払いによる販

売を含む。)は増加した。
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EBITDA、調整されたEBITDA、調整されたEBITDAマージン

調整されたEBITDAは、2013年の39億ユーロに比べて10.9％増加し、43億ユーロとなった。米ドルでは、調整

されたEBITDAは、2013年５月からメトロPCSの利益を連結したことによるプラスの影響を含めると、10.3％増

加した。調整されたEBITDAは、ブランド後払型のサービス収益の増加(当社のアンキャリア(Un-carrier)イニ

シアチブ及び販売促進活動に対する強力な反応によりブランド後払型顧客の基盤が成長したことによる。)に

より、プラスの影響を受けた。かかる増加は、スマートフォンの販売量の増加、販売促進費用の増加、及び顧

客の総増加数の拡大に係る手数料費用の増加によって機器販売における損失が増加したため、一部相殺され

た。2014年度の調整されたEBITDAは、主にベライゾン・コミュニケーションズ(Verizon Communications)との

周波数帯のライセンス取引における４億ユーロの利益(株式報酬費用の１億ユーロ及びメトロPCSの符号分割多

元接続(CDMA)ネットワークの廃止に関連する３億ユーロにより、一部相殺された。)に関連する１億ユーロを

除外している。調整されたEBITDAマージンは、前述の要因により対前年比で減少し、収益の増加は、2014年度

の調整されたEBITDAの増加を上回った。

 

EBIT

EBITは、前年度の水準の14億ユーロをわずかに上回った。かかるわずかな増加は、調整されたEBITDAの増加

及び周波数帯ライセンス取引に関する利益(減価償却費の増加及びメトロPCSの符号分割多元接続(CDMA)ネット

ワークの廃止に関連する費用の認識により、一部相殺された。)の認識によるものであった。減価償却費の増

加は、2013年５月からのメトロPCSの営業利益の連結及びネットワークの近代化プログラムに関連するLTEネッ

トワーク資産の展開によるものであった。

 

現金設備投資

現金設備投資は、主に、総額18億ユーロとなった700MHzのAブロック周波数帯ライセンスの購入により、

2013年の33億ユーロに対して2014年には51億ユーロ(対前年比54.7％増加)となった。

 

ヨーロッパ

ローカル事業部門(LBU)のICSS/GNF事業は、2013年12月31日までは組織上システムズ・ソリューションズ事

業セグメントに割り当てられていたが、2014年１月１日時点で取りまとめられ、現在はヨーロッパ事業セグメ

ントの下で報告されている。さらに、2014年１月１日時点で、Tシステムズ・チェコ共和国(T-Systems Czech

Republic)の現地の法人顧客部門(以前はシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの下で管理されてい

た。)がTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)と統合されたため、かかる法人顧客部門は、

ヨーロッパ事業セグメントの下で報告されている。比較数値は遡及的に調整されている。当グループのヨー

ロッパ事業セグメントに関する詳細は、「グループ組織」の項及び連結財務書類に対する注記32「セグメント

報告」を参照のこと。
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顧客動向

 

 
(注) 当グループの子会社であるオランダのユーロネット・コミュニケーションズ(Euronet Communications)の系列は、

当該会社の保有株式の売却ののち、2014年１月２日以降ヨーロッパ事業セグメントに含まれていない。
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2014年
12月31日
(千)

 
2013年
12月31日
(千)

 
増　　減
(千)

 
変 化 率
(％)

 
2012年
12月31日
(千)

ヨーロッパ、

合計
(1) モバイル顧客  55,992  56,679  (687)  (1.2) 57,357

 固定ネットワーク回線  9,033  9,284  (251)  (2.7) 9,699

 　うちIP基盤  3,486  2,472  1,014  41.0  1,586

 小売ブロードバンド回線  4,995  4,744  251  5.3  4,500

 
テレビ(IPTV、衛星、ケー
ブル)

 3,714  3,503  211  6.0  2,901

 
アンバンドルされたロー
カル・ループ回線(ULL)/
ホールセールPSTN

 2,325  2,230  95  4.3  2,157

 
バンドルされたホール
セール回線

 140  150  (10)  (6.7) 153

 
アンバンドルされたホー
ルセール回線

 144  101  43  42.6  74

ギリシャ モバイル顧客  7,280  7,477  (197)  (2.6) 7,697

 固定ネットワーク回線  2,624  2,746  (122)  (4.4) 2,952

 ブロードバンド回線  1,388  1,286  102  7.9  1,203

ルーマニア モバイル顧客  6,047  6,153  (106)  (1.7) 6,368

 固定ネットワーク回線  2,239  2,369  (130)  (5.5) 2,422

 ブロードバンド回線  1,199  1,193  6  0.5  1,134

ハンガリー モバイル顧客  4,964  4,887  77  1.6  4,837

 固定ネットワーク回線  1,645  1,596  49  3.1  1,611

 ブロードバンド回線  969  922  47  5.1  875

ポーランド モバイル顧客  15,702  15,563  139  0.9  16,040

チェコ共和国 モバイル顧客  6,000  5,831  169  2.9  5,498

 固定ネットワーク回線  131  129  2  1.6  120

 ブロードバンド回線  131  129  2  1.6  120

クロアチア モバイル顧客  2,252  2,303  (51)  (2.2) 2,326

 固定ネットワーク回線  1,076  1,133  (57)  (5.0) 1,208

 ブロードバンド回線  725  670  55  8.2  658

オランダ モバイル顧客  3,900  4,441  (541)  (12.2) 4,720

スロバキア モバイル顧客  2,220  2,262  (42)  (1.9) 2,311

 固定ネットワーク回線  894  922  (28)  (3.0) 960

 ブロードバンド回線  559  521  38  7.3  480

オーストリア モバイル顧客  4,020  4,091  (71)  (1.7) 4,104

その他
(2) モバイル顧客  3,607  3,671  (64)  (1.7) 3,457

 固定ネットワーク回線  423  390  33  8.5  427

 ブロードバンド回線  307  274  33  12.0  258

  
注(1) 当グループの子会社であるオランダのユーロネット・コミュニケーションズ(Euronet Communications)の系列は、当

該会社の保有株式の売却ののち、2014年１月２日以降ヨーロッパ事業セグメントに含まれていない。それらは、比較

可能性の向上のため、過去の顧客の数値から除外されている。

(2) その他：アルバニア、マケドニア旧ユーゴスラビア及びモンテネグロの各国企業(national companies)及びGTSの系列

(2014年５月30日以降)。
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全　　体

2014年の当グループのヨーロッパ事業セグメントの市場では、顧客数の動向において様々な状況が示され

た。当グループの電気通信市場は、継続的な激しい競争によって圧力を受け続けたが、当グループの事業セグ

メントの一部の国で経済状態が若干改善したため、プラスの影響がもたらされた。モバイル顧客数は、前年度

の水準に比べてわずかに減少した。これは主に、当グループのオランダの子会社がシンペル(Simpel)ブランド

及び当該ブランドの下で管理していた顧客関係を売却したことによるものである。ブロードバンド技術を継続

的に推進するという当グループの戦略は、好調な利益をもたらしている。例えば、ブロードバンド分野では、

過去数四半期のプラスの傾向が引き続き見られた。小売ブロードバンド回線の数は、2013年末と比べて5.3％

増加した。特に光ファイバー技術に基づく製品は、当グループの顧客の間でますます人気が高まっている。ま

た、テレビ事業もかかる傾向によって利益を上げており、2013年12月31日と比べて6.0％増加した。当グルー

プのIP回線の数は、41.0％と大幅に増加した。これは主に、当グループのヨーロッパ事業セグメントの多くの

国において、従来のPSTN回線からIP技術への移行が成功したこと、及び2014年５月30日からのGTSの連結によ

るものである。そのため、顧客数及び回線は、当グループの2014年の予想に沿った展開となった。

 

モバイル通信

携帯電話及びデータ・サービス。当事業年度末時点で、当グループは、約56.0百万人(対前年比でわずかに

1.2％の減少)のモバイル顧客を有していた。当グループのオランダの子会社によるシンペル(Simpel)ブランド

売却の影響を除くと、契約顧客基盤は、前年度と比較してセグメント・レベルでわずかに増加した。当グルー

プがヨーロッパ市場で直面する競合会社の数は常に増加しているが、当グループは、高品質のプロバイダーと

して、また多くの国では最高のモバイル・ネットワークのプロバイダーとして、競争から一線を画すことがで

きる。当グループはネットワーク戦略の一環として、モバイル通信を通じたさらに高速のブロードバンド接続

を顧客に提供し、4G/LTE技術によるネットワークの組織的なアップグレードを図っている。当グループの成功

は明らかである。現在、当グループのLTEの電波到達範囲には、アルバニアを除く当グループの事業セグメン

トの国々におけるあらゆるモバイル市場が含まれている。当グループのネットワークの速度は、革新的なバン

ドルされた製品と組み合わせて提供されるため、モバイル端末機器(特にスマートフォン及びタブレット)の売

上高はさらに増加した。法人顧客部門では、当グループのモバイル・ネットワークが明確な競争優位を構成し

ている。これは、特に契約型顧客事業において明らかになっている。具体的には、当事業年度末時点の顧客総

数は約25.4百万人だが、法人顧客が契約型顧客基盤全体の32％を占めている。契約型顧客基盤の割合で見た対

2013年比の法人顧客数の増加は、顧客数のわずかな減少(シンペル(Simpel)ブランドの下で管理されていた顧

客を除く。)を相殺してもあり余るものとなった。当グループの事業セグメントのほぼ全ての国は、かかる増

加にプラスに寄与した。
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当事業年度末において、前払型顧客の数は2013年に比べて減少した。これは、一部は当グループのヨーロッ

パ各国のモバイル市場における激しい競争、また一部は高価値の契約型顧客に焦点を当てた当グループの戦略

によるものであった。

 

固定ネットワーク

電話、インターネット及びテレビ。過去数四半期にわたり、テレビ事業は、当グループのヨーロッパ事業セ

グメントにおいて持続的な成長の推進力としての地位を確立してきた。例えば、総顧客基盤は、2014年12月31

日時点で6.0％増加して3.7百万人となった。総純増数211千人の大部分は、衛星テレビ顧客(特にギリシャにお

ける)、IPTV顧客(特にハンガリーにおける)及びルーマニアにおけるケーブル・テレビ顧客であった。

IP基盤回線の数においても一貫した傾向が見られ、前年度に比べて41.0％と大幅に増加して約3.5百万回線

となった。2014年第４四半期にはIP回線の数において特に堅調な増加が見られたが、その大部分は、マケドニ

ア旧ユーゴスラビア共和国に続いて2014年12月にIP技術への移行を成功裏に完了したスロバキアに関連してい

た。また、モバイル通信及び固定ネットワークで当グループが代表する存在となっているその他の統合された

国々においても、PSTN回線からIP基盤回線への移行が著しく加速している。既に当グループの移行率は、ハン

ガリー及びモンテネグロにおいては50％超、さらにクロアチアにおいては70％超に達している。2014年末に

は、IP基盤回線は全回線の38.6％を占めていた。GTSの連結は、かかる傾向にプラスに寄与した。2014年末時

点で、当グループのヨーロッパ事業セグメントでは約9.0百万人の顧客が固定ネットワーク回線を使用してい

た。その数は対2013年末比で2.7％減少したが、これは主に、従来の電話(PSTN)における回線喪失に起因して

いた。

小売ブロードバンド回線の数は、5.3％増加して約5.0百万回線となった。2014年第４四半期だけで、当グ

ループは2.4％の増加を記録したが、これは主に、テレビとインターネット・サービスをバンドルした革新的

な料金プラン及び多様で魅力的なテレビ・コンテンツによるものであった。小売ブロードバンド回線の増加の

大部分は、特にギリシャにおけるDSL事業に起因していた。将来を見据えたVDSL技術は、ここにきて特に力強

い成長を遂げた。しかし、ハンガリーのブロードバンド・ケーブル回線やルーマニアのFTTH回線といったその

他のアクセス技術も好調な成長率を記録した。また、かかる成長率には、GTSの連結もわずかに寄与した。
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事業の動向

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増 減 額

(百万ユーロ)
 

変 化 率
(％)

 
2012年

(百万ユーロ)

営業収益合計  12,972  13,704  (732)  (5.3) 14,441

ギリシャ  2,869  2,988  (119)  (4.0) 3,253

ルーマニア  1,002  1,017  (15)  (1.5) 1,037

ハンガリー  1,492  1,563  (71)  (4.5) 1,429

ポーランド  1,492  1,584  (92)  (5.8) 1,678

チェコ共和国  862  973  (111)  (11.4) 1,103

クロアチア  905  929  (24)  (2.6) 992

オランダ  1,551  1,666  (115)  (6.9) 1,664

スロバキア  768  828  (60)  (7.2) 837

オーストリア  815  828  (13)  (1.6) 878

その他(注)  1,442  1,548  (106)  (6.8) 1,838

営業利益(EBIT)  1,704  972  732  75.3  1,453

EBITマージン(％)  13.1  7.1      10.1

減価償却費、アモチゼーション
及び減損損失

 (2,597) (3,399) 802  23.6  (3,309)

EBITDA  4,301  4,371  (70)  (1.6) 4,762

EBITDAに影響する特別要因  (131) (179) 48  26.8  (210)

EBITDA(特別要因調整後)  4,432  4,550  (118)  (2.6) 4,972

ギリシャ  1,138  1,165  (27)  (2.3) 1,205

ルーマニア  266  283  (17)  (6.0) 289

ハンガリー  445  438  7  1.6  474

ポーランド  579  599  (20)  (3.3) 586

チェコ共和国  362  425  (63)  (14.8) 511

クロアチア  365  404  (39)  (9.7) 468

オランダ  630  495  135  27.3  525

スロバキア  310  337  (27)  (8.0) 354

オーストリア  211  192  19  9.9  234

その他(注)  125  216  (91)  (42.1) 330

EBITDAマージン
(特別要因調整後)(％)

 34.2  33.2      34.4

現金による設備投資  (2,101) (3,661) 1,560  42.6  (1,739)
 
 

各国企業(national companies)の数値は、それぞれの非連結財務書類に対応するものであり、事業セグメントレベルでの連

結効果を考慮していない。

 

(注) その他には、ブルガリア(2013年７月31日(同日を含む。)まで)、アルバニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及び

モンテネグロの各国企業(national companies)の他、ICSS(インターナショナル・キャリア・セールス・アンド・ソ

リューションズ)、LBUのICSS/GNF事業、GNF(グローバル・ネットワーク・ファクトリー)、GTS(2014年５月30日以降)、

ヨーロッパ本部及びグループ・テクノロジーが含まれる。
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営業収益合計

当グループのヨーロッパ事業セグメントは、2014年に130億ユーロ(対前年比で5.3％減少)の収益合計を生み

出した。その結果、収益合計は、当グループの2014年の予想と一致した。有機的(すなわち、当グループの構

成の変化による影響及び為替レート効果を考慮しない。)に見ると、セグメント収益は4.0％減少した。2013年

の売却(例えば、ヘラス・サットやブルガリアの当グループの子会社の売却)及びその結果失われた収益への寄

与に加え、当グループは、2014年１月２日にオランダのユーロネット・コミュニケーションズ(Euronet

Communications)の株式を売却した。さらに、収益は、ユーロに対するマイナスの為替レート効果(特にハンガ

リーフォリント及びチェココルナ)により、影響を受けた。2013年９月１日からのDIGIスロバキアの連結及び

2014年５月30日からのGTSの連結は、プラスの効果があった。

規制当局による決定は、継続的に当グループのセグメント収益に多大な影響を及ぼしている。当グループの

事業セグメントのほぼ全ての国におけるモバイル着信料金の引下げ及びローミング規制は、当グループの有機

的収益が減少した要因の半分以上を占めた。加えて、いくつかの市場では回復の初期的な兆候が現れ始めた

が、モバイル通信及び固定ネットワーク通信における競争によって誘発された価格の引下げは、当事業年度に

おける当グループの収益に持続的にマイナスの影響を及ぼした。

国別の有機的なセグメント収益を見ると、2014年における収益の絶対的な減少により、ギリシャの事業が最

も大きな打撃を受け、次いでポーランド、スロバキア及びチェコ共和国となった。これらの国々では、規制及

び市場によって誘発された収益の損失が発生した。セグメント・レベルでは、消費者事業からの収益が法人顧

客との事業を大幅に上回る減少となった。ホールセール事業も全体的に減少を記録した。
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当グループは、ヨーロッパ事業セグメントにおける各国の成長分野に一貫して注力してきたため、セグメン

ト・レベルで音声電話による収益へのマイナスの影響を一部相殺した。当事業年度では、既に成長分野がセグ

メント収益の４分の１を占めていた。最大の推進力となったのはモバイル・データ事業であり、収益は対前年

比で13％(177百万ユーロ)増加し(当グループの構成の変化による影響及び為替レート効果を除く。)、当グ

ループの事業セグメントの全ての国(特に、オランダ、チェコ共和国、オーストリア及びハンガリー)がこれに

寄与した。モバイル・データ事業からの収益の大部分は、消費者に起因していた。スマートフォンやタブレッ

トといった端末機器の幅広いポートフォリオと組み合わせた魅力的な料金プランにより、データ・サービスの

利用量は大幅に増加した。テレビ事業においては、過去数四半期のプラスの傾向が引き続き見られた。2014年

にテレビ収益は27％増加した(特にクロアチア及びギリシャにおいて)。DIGIスロバキアの取得を除くと、収益

の増加率は23％であった。GTSの取得に加え、当グループの拡大する製品及びサービス・ポートフォリオに

よって、法人顧客とのB2B/ICT事業の収益は対前年比で増加した。これに寄与した各国企業(national

company)は、特にギリシャ、ルーマニア及びクロアチアであった。成長分野に加え、端末機器の販売による収

益もわずかに増加した。かかる収益の増加は、部分的には、当グループのヨーロッパ事業セグメントの一部の

国が従来のバンドルされた料金プランに代わる代替モデルを導入したことによるものである。端末装置は割引

きになるがサービス料金が高いバンドル型の料金プランとは異なり、代替モデルには、顧客がサービスと装置

を別々に契約できるという特徴がある。顧客は毎月、定額のサービス料金に加えて、選択した装置の料金を支

払う。そのため、顧客にとっては、補償費用なしでも装置の手頃な価格が維持される。
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EBITDA、調整されたEBITDA

当グループのヨーロッパ事業セグメントは、当事業年度において、対前年比で2.6％減となる44億ユーロの

調整されたEBITDAを生み出した。当グループの構成の変化による影響及びユーロに対するマイナスの為替レー

ト効果を除くと、調整されたEBITDAは、前年度の水準に比べてわずかに0.9％減少した。かかる減少は、主

に、ギリシャのモバイル事業、並びにチェコ共和国、クロアチア及びスロバキアの事業からのEBITDAへの寄与

が減少したためであった。これは、オランダからの調整されたEBITDAのプラスの寄与、並びにギリシャ、ハン

ガリー及びオーストリアにおける固定ネットワーク事業からの調整されたEBITDAのプラスの寄与によってほぼ

相殺された。収益はICSS事業においても減少した。

セグメント・レベルの収益における全体的な有機的減少は、調整されたEBITDAの動向に対前年比でマイナス

の影響を及ぼした。法律、租税公課及び国家の財政緊縮策における変更は、当グループの収益に追加的な圧力

をもたらした。当グループは、効率性向上施策により、的を絞った方法で間接費用を削減することができたた

め、収益の減少によるマイナスの影響を緩和することができた。特に、ギリシャの固定ネットワーク事業にお

ける人件費の減少は、プラスの寄与をした。端末機器の代替モデルによる収益の寄与もまた、収益にプラスと

なった。加えて、当グループの直接費用は、一方では顧客維持及び顧客獲得を目的とした的を絞った施策が功

を奏し、他方では規制によって誘発された相互接続費用の引下げにより、全体的に減少した。EBITDAがわずか

な減少にとどまったのは、上述した理由の他に、前年度にブルガリアの当グループのモバイル会社及びヘラ

ス・サットの売却により計上した非連結化の利益(特別要因として認識された。)にも起因している。欧州委員

会によるスロバキアテレコム及びドイツテレコムに対する審理手続きの一環で科せられた罰金もまた、EBITDA

にマイナスの影響を及ぼした。
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主要国における事業の動向

ヨーロッパ事業セグメントは、統合された全ヨーロッパのオールIP事業者へと当グループの法人を成長させ

る、という構想を進めている。かかる戦略的焦点の一環として、当グループの法人を、その市場地位に従って

４つの集団に分類している。

「シニア・リーダー」は、モバイル事業及び固定ネットワーク事業の両方で主導的な地位にある法人(例え

ば、ギリシャ、ハンガリー、クロアチア及びマケドニア旧ユーゴスラビア共和国の法人)である。この集団に

属する法人は、固定ネットワーク市場及びモバイル市場の両方で市場リーダーシップの維持を目指している。

「ジュニア・リーダー」は、固定ネットワークでは強力な地位を有するが、モバイル市場のリーダーとはいえ

ない法人で構成される集団である。かかる法人に該当するのは、ルーマニア、スロバキア及びモンテネグロで

あり、これらは固定ネットワークでの強力な地位を利用してモバイル事業を推進したいと考えている。主にモ

バイル事業を中心に行っている企業には、当グループが「モバイル２位」と呼ぶ、特にポーランド、チェコ共

和国及びアルバニアの各国企業(national company)が含まれる。これらの企業は、統合型企業になるために組

織的に事業を行っている。ポーランド及びチェコ共和国については、当グループは、GTSの連結により、特に

法人顧客市場において統合型プレーヤーになるために、大きな一歩を踏み出した。当グループのオランダ及び

オーストリアの子会社は「スマート・アタッカー」といい、かかる会社と市場プレーヤーの間には大きな差が

ある。かかる２つの各国企業(national company)は、持続的にモバイル事業に焦点を当てており、積極的な価

格戦略を持つプロバイダー及び市場リーダーから自社を差別化している。両社は、顧客のニーズを最も重視す

るプロバイダーとして自社を位置付けており、かかる方法でモバイルに限定したプロバイダーというニッチ市

場を独占している。

以下に、４つの集団のそれぞれについて、各国企業(national company)の例を１つずつ挙げて具体的に紹介

する。

 

ギリシャ(シニア・リーダー)。ギリシャの収益は、2014年に対前年比4.0％減の合計29億ユーロとなった。

ヘラス・サットの売却に関連した2013年４月１日以降の収益の損失を調整すると、収益は3.8％の減少になっ

た。残りの有機的収益の減少は、主に、モバイル事業の動向によるものであった。例えば、モバイル音声収益

は、特に契約型顧客の間における定額料金の人気の高まり及びそれに関連する低価格戦略といった要因によ

り、継続的に圧力を受けた。テキスト・メッセージ収益は、テキスト・メッセージのアドオン・オプションを

契約する傾向が高まったため、対前年比で減少した。端末機器の販売による収益も減少した。かかる減少は、

データ・サービスへの需要が大幅に高まったことに一部起因してモバイル・データ・サービスからの収益が増

加したため、補完された。また、前年度に比べて増加したモバイル端末での音声の利用もモバイル音声収益に

おける傾向をある程度相殺した。
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固定ネットワーク分野もまた、主に音声サービスの減少(従来型の電話における約５％の回線喪失によりマ

イナスの影響を受けたため。)に起因する収益の減少により、影響を受けた。しかし、2014年の音声サービス

における収益の損失は、前年度を下回った。かかる減少の大部分は、テレビ事業の大規模な成長(76％増)に

よって相殺された。顧客数は、特にテレビ・サービスの拡大により、急速に増加した。また、減少傾向もブ

ロードバンド事業によってわずかに相殺された。これは主に、VDSL回線の割合が上昇したこともあって回線数

が増加したためである。法人顧客とのB2B/ICT事業もプラスの収益寄与を果たした。

ギリシャの調整されたEBITDAは、当事業年度において、対前年比2.3％減の11億ユーロとなった。ヘラス・

サットの非連結化による影響を除くと、調整されたEBITDAは、主にモバイル事業においてマイナスとなった収

益の影響により、1.9％減少した。当グループは、固定ネットワーク事業及びモバイル事業の効率性を高める

プログラムにより、かかるマイナスの影響を部分的に補完した。かかるプログラムの成功は、特に人件費が減

少した固定ネットワークにおいて確認されている。

 

スロバキア(ジュニア・リーダー)。当グループのスロバキアの子会社は、2014年に対前年比7.2％減となる

768百万ユーロの収益を生み出した。2013年９月１日時点のDIGIスロバキアの連結による影響を除くと、収益

は9.4％の減少となった。かかる減少は、主にモバイル事業に関係している。規制によって誘発された着信料

金の引下げ及びモバイル音声収益における価格水準の低下は、継続的に当グループの収益に多大な圧力をもた

らした。かかる減少は、音声サービスの利用の増加により、一部のみ相殺された。モバイル・データ・サービ

スは、主にデータ・サービスの高い利用率が続いたことで10％増加し、当事業年度も収益の持続的な推進力で

あることを証明した。固定ネットワークの収益は、音声サービスからの収益が落ち込んだため、減少した。音

声サービスの収益の減少は、一方では従来の音声電話における回線喪失、他方では価格水準の低下によるもの

であった。法人顧客とのB2B/ICT事業で生み出された収益も減少した。テレビ事業は2013年に比べて約50％成

長したため、かかるテレビ事業の成功がこれらの減少の大部分を相殺した。2013年のDIGIスロバキアの取得も

これに寄与した。

調整されたEBITDAは、当事業年度に対前年比8.0％減の310百万ユーロとなった。DIGIスロバキアの寄与を除

くと、調整されたEBITDAは、主に収益の損失により9.7％減少した。直接費用は、部分的には規制によって誘

発された相互接続費用の引下げ及び顧客獲得のための支出の減少により、2013年に比べて減少した。特に製

品・サービスの購入費用及び人件費における間接費用の節減もプラスの寄与をもたらし、収益の減少を一部相

殺した。
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ポーランド(モバイル２位)。当事業年度において、ポーランドの収益は、2013年に比べて5.8％減少して15

億ユーロとなった。ユーロに対するややプラスの為替レート効果を除くと、収益は、主に音声収益の減少によ

り、6.1％減少した。かかる減少は、一方では低下した小売価格の影響で市場への定額料金の浸透が進んだ結

果であり、他方では規制によって誘発された着信料金の引下げが行われた結果であった。またテキスト・メッ

セージからの収益も、テキスト・メッセージ・サービスの利用の減少に加えて平均価格も低下したため、対前

年比で減少した。かかる減少は、端末機器の販売による収益が増加したため、部分的に補完された。ローミン

グ収益の増加も収益にプラスの影響を及ぼした。

調整されたEBITDAは、2014年に対前年比3.3％減の579百万ユーロとなった。ユーロに対するややプラスの為

替レート効果を除くと、調整されたEBITDAは、3.7％の減少となった。かかる収益の減少は、顧客維持及び顧

客獲得を目的とした顧客との個別の対話の促進により、一部相殺された。間接費用に関する厳格なコスト管理

も、調整されたEBITDAにプラスの影響を及ぼした。

 

オランダ(スマート・アタッカー)。オランダでは、当グループは16億ユーロ(6.9％減)の収益を生み出し

た。2014年１月２日時点のユーロネット・コミュニケーションズ(Euronet Communications)の売却によって生

じた影響を除くと、主に規制によって誘発された音声収益の減少及び顧客基盤の縮小により、収益は2.2％減

少した。かかる減少は、モバイル・データ事業における対前年比22％の成長により大部分が相殺された。2013

年９月に導入された新たな料金プラン及びスマートフォンへの継続的な高い需要により、データ・サービスの

利用は大幅に増加した。端末機器の販売による収益も増加した。同様にMVNO事業も収益にプラスの寄与をし

た。

調整されたEBITDAは、当事業年度に27.3％増加して630百万ユーロとなった。ユーロネット・コミュニケー

ションズ(Euronet Communications)の株式の売却による影響を除くと、調整されたEBITDAは、30.7％の増加と

なった。かかる増加は、直接費用の減少(特に顧客維持及び顧客獲得に向けた的を絞った施策、並びに規制に

誘発された相互接続費用の引下げによる。)に起因していた。同様に間接費用(特に、製品・サービスの購入費

用及び人件費)の節減も、調整されたEBITDAにプラスの寄与をした。

 

EBIT

当グループのヨーロッパ事業セグメントにおけるEBITは、主に、2013年に認識された(特にオーストリアに

おける)のれんに関する減損損失により、当事業年度に対前年比75.3％増の合計17億ユーロとなった。これと

は対照的に、ルーマニアでは、2014年にのれんについて認識された減損損失は減少した。有形固定資産の減価

償却費は、特にギリシャ、ポーランド及びハンガリーにおいて、対前年比で減少した。かかる減少は、EBITDA

のわずかな減少によるマイナスの影響を相殺した。
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現金による設備投資

当事業年度において、当グループのヨーロッパ事業セグメントは、主に、前年度のオランダ、オーストリア

及びルーマニアにおけるモバイル・ライセンスの取得により、21億ユーロの現金設備投資(42.6％減)を計上し

た。2014年に、当グループは、主にハンガリー、チェコ共和国、ポーランド及びスロバキアにおいて、周波数

帯を取得した。周波数帯の取得及びブルガリアにおける各国企業(national company)の売却による影響を除く

と、現金設備投資はセグメント・レベルで、対前年比でわずかに減少した。かかる減少は、対照的な影響によ

るものである。１つ目は、当グループの各国企業(national company)が設備投資において極めて慎重な行動を

続けたことである。その背景には、困難な市況、規制当局による決定及び税金等の追加的な財務負担もあっ

た。これと対照的な影響をもたらしたのは、当グループが統合ネットワーク戦略の一環として行った活動(特

にギリシャのモバイル事業及びルーマニアの固定ネットワーク事業において)であった。かかる活動では、GTS

の連結により、現金設備投資はわずかに増加した。

 

システムズ・ソリューションズ

ローカル事業部門(LBU)のICSS/GNF事業は、2013年12月31日までは組織上システムズ・ソリューションズ事

業セグメントに割り当てられていたが、2014年１月１日時点で取りまとめられ、現在はヨーロッパ事業セグメ

ントの下で報告されている。さらに、2014年１月１日時点で、Tシステムズ・チェコ共和国(T-Systems Czech

Republic)の現地の法人顧客部門(以前はシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの下で管理されてい

た。)がTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)と統合されたため、かかる法人顧客部門は、

ヨーロッパ事業セグメントの下で報告されている。比較数値は遡及的に調整されている。当グループのシステ

ムズ・ソリューションズ事業セグメントに関する詳細は、「グループ組織」の項及び連結財務書類に対する注

記32「セグメント報告」を参照のこと。
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主要KPI

 

 

   
2014年
12月31日

 
2013年
12月31日

 増　　減  
変 化 率
(％)

 

2012年
12月31日

(注)

受　　注 (百万ユーロ)  7,456  7,792  (336)  (4.3) 8,737

コンピューティング＆
デスクトップ・サービス

           

管理及び提供した
サーバーの数

(台)  61,654  62,308  (654)  (1.0) 57,121

管理及び提供した
ワークステーションの数

(百万台)  1.58  1.31  0.27  20.6  1.93

システム・インテグレー
ション

           

請求時間 (百万)  6.1  6.6  (0.5)  (7.6) 6.3

稼 働 率 (％)  83.8  82.5    
1.3パーセ
ント・ポイ

ント
 85.1

(注) 2012年度の比較数値は、ヨーロッパ事業セグメントにおけるローカル事業部門及びTシステムズ・チェコ共和国(T-

Systems Czech Republic)の統括のために遡及的には調整されていない。
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事業の動向

2014年に、Tシステムズはドイツ国内及び国外において新規の契約を締結した。当グループは、例えば、

ティッセンクルップ(ThyssenKrupp)及びダイムラー(Daimler)との間で重要な契約を締結した。また、当グ

ループは、ベルギーにおける衛星を利用したトラック用料金収受システムの設置・運営契約を受注した。それ

にもかかわらず、2014年の受注数は、対前年比で4.3％減少したが、これは当グループの予想と一致してい

た。かかる減少は、持続的な利益を生む成長の徹底を目指してビジネス・モデルの再編を開始したことに起因

している。これに関連して、当グループは、新規の注文を受ける際の利益性基準の厳格化を図った。将来的に

は、一貫して利益性の低いサービスは専門のパートナーを通じて提供する、又は、需要が十分な利益をもたら

すとはいえない場合には、かかるサービスを完全に中止する方針である。当グループの成長分野であるクラウ

ド・コンピューティングによる標準的なソリューションは、再編によって強化され、特に、激しい競争を勝ち

抜いた。当グループの顧客にとって、これは次のことを意味している。つまり、顧客はクラウドによってます

ます広範囲にわたるサービスへのアクセスが可能になり、同時に、顧客を安全にクラウドへ誘導するための移

行サービスにおいて、当グループの専門技術から利益を得ることができる。これには、包括的なコンサルティ

ング業務、成功するクラウド・ソリューション(例えば、ダイナミック・サービシーズ・フォー・コラボレー

ション(Dynamic Services for Collaboration)(DSC)、ダイナミック・ワークプレース(Dynamic Workplace)、

さらにはSAPハナ(SAP Hana)をはじめとする当グループのSAPサービス)の持続的なさらなる開発、及びクラウ

ドにおける統合ソリューション(例えば、クラウド・ブローカー(Cloud Broker)、クラウド・インテグレー

ション・センター(Cloud Integration Center))の導入・拡大が含まれている。

当グループのクラウド事業の拡大で鍵となるもう１つの要素は、戦略的パートナーシップ(例えば、セール

スフォース・ドット・コム(salesforce.com)、ファイア・アイ(FireEye)及びシスコシステムズ(Cisco

Systems)とのパートナーシップ)である。つまり、当グループは、顧客のニーズを満たすために、ドイツの

データセンターを通じて当グループのパートナーのサービスを提供するのである。安全性及び高い可用性の側

面は、Tシステムズ及び当グループの顧客にとって重要な役割を果たしている。

当グループは、新規契約の要件を満たすために、継続的にICTリソースの近代化及び強化を行っている。高

性能のサーバー及び向上した稼働率により、前年度に比べて管理するサーバーの数が1.0％削減された。デー

タセンターでも同様の状況が見られた。具体的には、技術的な進歩により、さらに大規模で高パフォーマンス

の部門の設立が可能になった。例えば、2014年７月初めに、当グループは、マクデブルク近くのビーレにドイ

ツ最大のデータセンターを開設した。さらに、高パフォーマンスの部門により、当グループは、データセン

ターの数の削減も可能になり、当グループの費用効率にプラスの効果がもたらされている。管理及び提供され

ているワークステーションの数は、前年度に比べて20.6％増加して1.58百万台になった。
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事業の動向

営業収益合計

当事業年度における当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの収益合計は、対前年比

4.8％減の86億ユーロとなった。かかる減少は、主に、開始した再編に関連して収益において予想された減少

によるものである。

市場部門(すなわち、基本的に外部顧客との事業)の収益は、2013年に比べて5.1％減少して69億ユーロとな

り、国内収益及び国際収益がともに減少した。収益は、再編による収益の減少及びICT事業における一般的な

価格の下落傾向により、マイナスの影響を受けた。為替レート効果に加え、2013年上半期におけるTシステム

ズ・イタリア(T-Systems Italia)の売却及びTシステムズ・フランス(T-Systems France)のSI事業部門の売却

の結果、収益の損失が発生した。

テレコムIT(Telekom IT)事業部門(主に、当グループ内部のITプロジェクトを集めている。)においては、収

益は、主に当グループのIT費用における計画的な削減により、前年度に比べてわずかに減少した。

 

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増 減 額

(百万ユーロ)
 

変 化 率
(％)

 
2012年

(百万ユーロ)

営業収益合計  8,601  9,038  (437) (4.8) 9,551

営業損失(EBIT)  (422) (294) (128) (43.5) (323)

EBITに影響する特別要因  (549) (431) (118) (27.4) (415)

EBIT(特別要因調整後)  127  137  (10) (7.3) 92

EBITマージン
(特別要因調整後)(％)

 1.5  1.5      1.0

減価償却費、アモチゼーション
及び減損損失

 (717) (652) (65) (10.0) (631)

EBITDA  295  358  (63) (17.6) 308

EBITDAに影響する特別要因  (540) (416) (124) (29.8) (403)

EBITDA(特別要因調整後)  835  774  61  7.9  711

EBITDAマージン
(特別要因調整後)(％)

 9.7  8.6      7.4

現金による設備投資  (1,171) (1,066) (105) (9.8) (1,171)

 

EBITDA、調整されたEBITDA

当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの調整されたEBITDAは、テレコムIT(Telekom

IT)による寄与が大幅に高まったことにより、当事業年度に61百万ユーロ(7.9％)増加した。市場部門からの調

整されたEBITDAは、特に、持続的な利益を生む成長の徹底を目的としたビジネス・モデルの再編に費用が必要

とされたため、大幅に減少した。調整されたEBITDAマージンは、前年度の8.6％から上昇して9.7％となった。

EBITDAは、17.6％減少して295百万ユーロとなった。特別要因は、主に人員削減プログラムにより、前年度よ

りも増加した。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

171/636



EBIT、調整されたEBIT

2014年に調整されたEBITは、部分的には、特にグループ全体のERPシステムの高度な実装に関連した減価償

却費及びアモチゼーションの増加により、2013年に比べて10百万ユーロ減少した。調整されたEBITマージンの

1.5％は、前年度と同じ水準である。

 

現金による設備投資

当事業年度において、現金設備投資は12億ユーロとなり、前年度よりも105百万ユーロ増加した。かかる増

加は、ビジネス・モデルの再編に関連している。当グループは、企業のデジタル化の高まりに合わせてビジネ

ス・モデルの再編のさらなる進展を図っている。こうした理由から、当グループは、コネクテッド・カー、ヘ

ルスケア及びエネルギー等のインテリジェント・ネットワーク・ソリューションに加え、クラウド・コン

ピューティング及びサイバー・セキュリティ等の最先端のデジタル・イノベーション分野にも投資している。

効率性の向上(例えば、ICTプラットフォームの標準化による。)は、相殺効果をもたらした。

 

グループ本部・グループ事業

(当グループのグループ本部・グループ事業セグメントに関する詳細は、「グループ組織」の項及び連結財

務書類に対する注記32「セグメント報告」を参照のこと。)

 

営業収益合計

2014年における当グループのグループ本部・グループ事業セグメントの収益合計は、主に、2014年２月初め

に完了したスカウト24(Scout24)グループの株式の70％売却に関連する収益の損失により、対前年比で12.6％

減少した。グループ内のサービス収益は、主にコールセンター・サービス及び賃貸料により、対前年比でわず

かに減少した。

 

EBITDA、調整されたEBITDA

グループ本部・グループ事業の調整されたEBITDAは、スカウト24(Scout24)グループによる営業活動への寄

与が失われたため、2014年に対前年比で12百万ユーロ減少した。売却取引の完了以降、残りの約30％の持分に

よる収益は、持分法で会計処理される関連会社及びジョイントベンチャーに対する投資利益/損失として、財

務活動による利益/損失において報告されている。さらに、デジタル事業部門(DBU)のグループ内収益は、効率

性施策によって減少した。商標ライセンスによる収益も減少した。かかる減少は、不動産売却による収益の増

加、IT及びコンサルティング費用の減少、並びにヴィヴェント(Vivento)再編後の効率性の導入によるプラス

の効果によって、一部補完された。

全体として2014年は、主にスカウト24(Scout24)グループの非連結化に関連した収益により、約12億ユーロ

のプラスの特別要因がEBITDAに影響を及ぼした。費用(主に、従業員関連の施策及びその他の引当金の認識に

よる。)は、EBITDAにマイナスの影響を及ぼした。
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EBIT

営業活動からの損失は対前年比で約15億ユーロ減少したが、これは主に、スカウト24(Scout24)グループの

非連結化からの収益によるものである。

 

現金による設備投資

現金設備投資は、対前年比で30百万ユーロ減少した。これは主に、ソフトウェアのライセンスの購入が減少

したこと、及びスカウト24(Scout24)グループからの寄与を受けられなくなったことに起因していた。

 

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増 減 額

(百万ユーロ)
 

変 化 率
(％)

 
2012年

(百万ユーロ)

営業収益合計  2,516  2,879  (363) (12.6) 2,835

うちデジタル事業部門  635  970  (335) (34.5) 868

営業利益(損失)(EBIT)  (109) (1,582) 1,473  93.1  (1,750)

減価償却費、アモチゼーション
及び減損損失

 (671) (699) 28  4.0  (753)

EBITDA  562  (883) 1,445  n.a.  (997)

EBITDAに影響する特別要因  1,229  (228) 1,457  n.a.  (282)

EBITDA(特別要因調整後)  (667) (655) (12) (1.8) (715)

うちデジタル事業部門  (31) 121  (152) n.a.  137

現金による設備投資  (381) (411) 30  7.3  (379)
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ドイツテレコム・アーゲーにおける事業の動向

ドイツ連邦共和国内に種々の支店を持つドイツテレコム・アーゲーでは、ドイツ商法典と株式会社法に特記

されている、ドイツ会計基準(ドイツGAAP)の原則に基づき年度財務書類を作成している。

ドイツテレコム・グループの本社として、当社では戦略的でセグメントを越えるマネジメントの役割を果た

し、他のグループ会社へサービスを提供している。子会社の損益及びグループの財務施策は、当社の財務状態

及び業績に大きな影響を及ぼす。2014事業年度に、例えば、当社のドイツの子会社は、高度に競争的な環境の

なかで、特にモバイル通信の分野において業績が良かった。しかし、開始されたTシステムズのビジネス・モ

デルの再編成並びにIT及び通信事業における一般的な価格の下落傾向等の要因が、業績にマイナスの影響を及

ぼした。ヨーロッパ事業セグメントにおける収益には、特に、規制当局の決定及び競争が引き起こした価格の

低下による影響があった。法律、税金及び義務における変更並びに国家の財政緊縮案も、ヨーロッパ事業セグ

メントにおける当社の収益にさらなる圧力を与えた。

ドイツテレコム・アーゲーの2014事業年度の税引後利益は40億ユーロであった。営業事業に加えて、当事業

年度における事業の動向は、当社の自社事業並びに子会社、関連会社及び関係会社に関連する収益の両方から

生じた、様々な異なる影響(例えば、Tモバイル・グローバル・ツヴィッシェンホールディングGmbH(T-Mobile

Global Zwischenholding GmbH)(ボン)及びTモバイルグローバル・ホールディングGmbH(T-Mobile Global

Holding GmbH)(ボン)における評価損の逆転、スカウト24グループの株式の70％の売却並びに早期退職制度の

2014年事業年度への延長)によって影響を受けた。

 

ドイツテレコム・アーゲーの経営成績

マイナスの経営成績は前年度と比較して約11億ユーロ改善したが、営業収益は対前年比でわずかに低下し、37

億ユーロであった。

経営成績における改善は、対前年比で、その他営業収益が４億ユーロ増加したこと、その他営業費用が５億

ユーロ低下したこと及び人件費が２億ユーロ低下したことによるものであった。

当事業年度のその他営業収益は、スカウト24グループの株式の70％を売却したこと及びスカウト24グループの

株式の残りの30％を公正価格で新しい持株会社に拠出したことに関連する10億ユーロのプラスの影響を受けた。

特に、前年度と比較したときの３億ユーロという通貨換算利益の低下が、相殺効果を持った。

対前年度比での、その他営業費用の５億ユーロの低下は、特に、通貨換算損失が３億ユーロ低下したことによ

り得られたものである。

人件費の２億ユーロの低下は、主として、前年度と比較したときのドイツテレコムにおける公務員による早期

退職制度の利用の低下に起因したものである。

純財務収益は、２億ユーロ増加して、53億ユーロになった。これは、子会社、関連会社及び関係会社に関連す

る収益における４億ユーロの増加に起因するところが大きい。
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ドイツGAAP(総原価法)に基づくドイツテレコム・アーゲーの損益計算書

 

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増減額

(百万ユーロ)
 

変化率
(％)

 
2012年

(百万ユーロ)

営業収益  3,677  3,765  (88) (2.3) 3,817

棚卸資産とその他自己投資費用の
変動

 18  12  6  50.0  2

営業業績合計  3,695  3,777  (82) (2.2) 3,819

その他営業収益  3,639  3,254  385  11.8  5,296

製品及びサービス購入費用  (1,372) (1,405) 33  2.3  (1,456)

人件費  (2,836) (3,062) 226  7.4  (3,327)

減価償却費、アモチゼーション
及び評価損

 (434) (459) 25  5.4  (496)

その他営業費用  (3,688) (4,184) 496  11.9  (4,489)

経営成績  (996) (2,079) 1,083  52.1  (653)

純財務収益(費用)  5,281  5,046  235  4.7  (3,710)

経常利益  4,285  2,967  1,318  44.4  (4,363)

特別利益(費用)  (17) (17) 0  -  (17)

税金  (263) (113) (150) n.a.  (165)

税引後利益(損失)  4,005  2,837  1,168  41.2  (4,545)

 

当事業年度においては、子会社、関連会社及び関係会社に関する収益は、特にTモバイル・グローバル・ツ

ヴィッシェンホールディングGmbH(ボン)からのより高い利益の移転によってプラスの影響を受けた。これは主

に、当事業年度における、Tモバイルグローバル・ホールディングGmbHにおける評価増並びにEEリミテッド(EE

Limited)(ハットフィールド)及びTモバイルUSAインク(T-Mobile USA Inc.)(ベルビュー)に間接的に維持され

ている金融資産によるものであった。

2013事業年度において、無形資産の評価増に起因して、テレコム・ドイチュラント(ボン)から移転された利

益が３億ユーロ減少して、44億ユーロになったことは、相殺効果を持った。

正味支払利息の３億ユーロの増加は、特に、早期に取り消された金利デリバティブの数が2014年よりも2013

年において多かったので関連するプラスの効果が前年度にはあったこと及び当事業年度における内部資金管理

仮勘定の利息が、より低かったことに起因している。

経常利益は、特に前述の影響を受けて、2014年は合計で対前年比で13億ユーロ増加した。

17百万ユーロの特別費用及び263百万ユーロの税金費用は、上記の要因と相まって、2014年事業年度におい

て、4,005百万ユーロの税引後利益となった。当期未処分利益は、繰り越された当期未処分利益662百万ユーロ

を考慮すると、合計4,667百万ユーロであった。
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ドイツテレコム・アーゲーの財務状態

株主持分に加え、当社の財務状態は特に非流動資産並びにグループ会社に対する売掛金受取り及び買掛金支払

により決定付けられる。

貸借対照表合計額は対前年比で３億ユーロわずかに低下し1,044億ユーロとなった。

資産合計の動向は、主に、非流動性資産の８億ユーロの減少、現金及び現金等価物の７億ユーロの減少並びに

その他資産の５億ユーロの減少が、売掛金の18億ユーロの増加を相殺してなお余りがあったことにより影響され

た。
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ドイツGAAPに基づくドイツテレコム・アーゲーの貸借対照表

 

  
2014年
12月31日

(百万ユーロ)
 

2014年
12月31日
(％)

 
2013年
12月31日

(百万ユーロ)
 

増減額
(百万ユーロ)

 
2012年
12月31日

(百万ユーロ)

資産の部           

無形資産  310  0.3  285  25  197

有形固定資産  3,594  3.4  3,921  (327) 4,266

金融資産  85,705  82.1  86,215  (510) 81,632

非流動資産  89,609  85.8  90,421  (812) 86,095

棚卸資産、材料及び貯蔵品  5  0.0  3  2  2

売 掛 金  12,655  12.1  10,888  1,767  8,302

その他資産  1,135  1.1  1,654  (519) 942

現金及び現金等価物  387  0.4  1,122  (735) 997

流動資産  14,182  13.6  13,667  515  10,243

前払費用及び繰延費用  581  0.6  603  (22) 470

年金資産と部分退職給付債務の
差額

 6  0.0  7  (1) 9

資産合計  104,378  100.0  104,698  (320) 96,817

           

株主持分及び負債の部           

資本金及び準備金  49,497  47.4  48,491  1,006  47,357

当期未処分純利益  4,667  4.5  2,877  1,790  3,050

株主持分  54,164  51.9  51,368  2,796  50,407

年金及び類似債務  1,682  1.6  1,879  (197) 1,986

未 払 税  194  0.2  257  (63) 352

その他未払費用  3,110  3.0  2,894  216  3,127

未 払 金  4,986  4.8  5,030  (44) 5,465

債　　務  5,977  5.7  5,307  670  5,540

その他負債  39,037  37.4  42,764  (3,727) 35,157

負　　債  45,014  43.1  48,071  (3,057) 40,697

繰延利益  214  0.2  229  (15) 248

株主持分及び負債合計  104,378  100.0  104,698  (320) 96,817
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子会社からの売掛金の17億ユーロの増加は、ほとんどがテレコム・ドイチュラント(ボン)からの、資金管理

における売掛金の増加によるものであった。

金融資産の前年度比での５億ユーロの減少は、特に、テレコム・ドイチュラント(ボン)からの、総額17億

ユーロの貸付金返済に起因したものであった。新たな貸付金は、とりわけ、Tモバイル・ネザーランド(ハー

グ)に発行された総額９億ユーロの貸付金及びマジャールテレコム・テレコミュニケーションズ・パブリッ

ク・リミテッド・カンパニー(Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company)(ブダペスト)に

発行された総額３億ユーロの貸付金を含んだものである。

有形固定資産の減少は、主に、総額３億ユーロの不動産の減価償却によるものであった。

その他資産の５億ユーロの減少は、特に、担保からの未収金が４億ユーロと低かったことに起因したもので

あった。

負債合計の動向は主としてその他負債の37億ユーロの減少により減少した７億ユーロの金融負債及び株主持

分の28億ユーロの増加からなるものであった。

株主持分の増加は、特に当事業年度における40億ユーロの税引後利益及び当期未処分純利益へのその影響並

びに配当請求権実行の一環として、2014事業年度に配当請求権を株式に交換することを選択した株主による、

資本金及び準備金で報告されている10億ユーロの預かり金によるものであった。前年度における22億ユーロの

配当金支払は相殺効果を持っていた。

金融負債の増加は、主に、総額16億ユーロの新しいコマーシャル・ペーパーの発行によるものであった。銀

行への８億ユーロの負債の返済は、特に、相殺効果を持った。

その他負債は主に29億ユーロの子会社への借入金の純返済のために減少した。かかる減少は特にドイツテレ

コム・インターナショナル・ファイナンス(アムステルダム)からの30億ユーロの借入金の返済によるもので

あった。

総額８億ユーロの資金管理による負債の減少も効果を持っていた。

 

キャッシュ・フロー計算書

 

  
2014年

(百万ユーロ)
 

2013年
(百万ユーロ)

 
増減額

(百万ユーロ)

税引後利益  4,005  2,837  1,168

営業活動により生じた(に使用された)純現金  129  (980)  1,109

投資活動により生じた純現金  2,232  2,848  (616)

財務活動に使用された純現金  (3,096)  (1,743)  (1,353)

現金及び現金等価物の純増減額  (735)  125  (860)

現金及び現金等価物の期首残高  1,122  997  125

現金及び現金等価物の期末残高  387  1,122  (735)
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営業活動により生じた(に使用された)純現金は対前年比で11億ユーロ増加し、１億ユーロとなった。当事業

年度における税引後利益における総額10億ユーロのスカウト24グループの処分株式を差し引いた後、この傾向

は、特に、資金管理において売掛金が29億ユーロ純増した結果生じたものであり、この純増は、当グループの

資金管理に関連した短期借入の発行と同様に子会社によるより高い利益の移転によるところが大きかった。営

業活動により生じた(に使用された)純現金の増減は、主に前年度と比較して資金管理による負債が減少した結

果、前年度比の運転資本が改善したことによるところが大きい。

当事業年度における投資活動により生じた純現金は、主に、総額20億ユーロの子会社における中期及び長期

投資に関連した返済、スカウト24グループの株式の70％の16億ユーロでの売却及びデリバティブをヘッジする

ために備えられた担保金４億ユーロの預金による影響を受けた。子会社における18億ユーロの中期及び長期投

資は、相殺効果を持った。前年度に投資活動により生じた純現金は、特に、リファイナンスに関連してTモバ

イルUSAが発行した社債の一部の売却(43億ユーロ)に影響を受けた。

財務活動に使用された純現金の前年度比での14億ユーロの増加は、主に、ドイツテレコム・インターナショ

ナル・ファイナンス(アムステルダム)に対する中期及び長期財務負債の純発行額が31億ユーロ減少したことに

起因している。2014年の流動負債の純返済の11億ユーロの減少及び配当金の現金支払の７億ユーロの減少は相

殺効果を持った。当事業年度における財務活動に使用された純現金は、2013事業年度のための12億ユーロの配

当現金の支払いだけでなく、2013事業年度における20億ユーロの流動負債の純返済に主に関係している。

以上を統合すると、当事業年度において、このことは約７億ユーロの現金及び現金等価物の減少をもたらし

た。

 

ヘッジ会計におけるリスク管理

当グループは、金利変動リスク及び通貨変動リスクをヘッジするために、つまり、投機利潤を得る目的では

なく専らヘッジ目的のために、デリバティブを利用している。この過程において当グループは継続的にかかる

ヘッジの有効性を監視している。
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後発事象

事業年度後に発生した重大な事象

上級役員の異動

2015年２月25日、監査役会はDr.クリスチャン・P.・イレックを、2015年４月１日を効力発生時点として、ド

イツテレコム・アーゲーの新しい人事及び労務担当取締役として任命した。

 

企業間取引

当グループのEEジョイントベンチャー(EE joint venture)の売却に関する契約。2015年２月５日に、当グルー

プ及びフランスの電気通信事業者のオレンジ(Orange)は、EEジョイントベンチャー(EE joint venture)の売却に

関して、英国の電気通信事業者であるBTとの間で合意に達した。当該取引が、合意した売却価格の125億ポンド

で完了すると、ドイツテレコムは、BTの持分を約12％保有する最大株主となる予定である。取引完了時のBTの株

価及びその他の要因次第では、当グループは、BTの約12％の持分に加えて、現金の支払いを受ける可能性があ

る。当該取引は、未だBTの株主及び関連当局による承認を受けていない。当該取引は、2016年３月末までに完了

する見通しである。グループ本部・グループ事業セグメントの一部であるEEジョイントベンチャーは、2014年12

月31日時点で、売却目的で保有される非流動資産及び処分予定グループにおいて報告された。

 

ネットワーク及び周波数帯への投資

2015年１月、米国連邦通信委員会(FCC)は、TモバイルUSが、AWS-3周波数帯ライセンスの競売における落札者

になったことを発表した。このライセンスは、約97百万人をカバーし、落札価格は総額16億ユーロだった。2015

年第１四半期において、TモバイルUSは、FCCに対してAWS周波数帯ライセンスのために13億ユーロを支払った。

これは、2014年のオークションに関連してFCCに提供された３億ユーロのデポジット(保証金)への追加金であ

る。2015年１月に競売を行ったAWS-3周波数帯は、2015年４月８日付で、FCCにより正式に割り当てられた。2015

年１月29日に終了した米国における周波数の競売に関する詳細は、「経済環境」の項も参照のこと。

当グループの統合された全ヨーロッパのIPネットワーク戦略の一環として、2015年３月初頭に、まず３つの各

国企業(national companies)同士を接続した。クロアチア、ハンガリー及びスロバキアの顧客は、中央集中型の

生産モデルによって標準化された製品を購入することができるようになった。それら製品のうち、法人顧客向け

のサービスであるクラウドVPN(Cloud VPN)が最初に利用可能となった製品だった。2015年中には、顧客に対する

TVサービス及びビデオ・ゲームの提供がこれに続く予定である。また、当グループはモバイル・ネットワークの

構築の推進も続けている。2015年２月、当グループのクロアチアにおける子会社であるフルバツキテレコム

(Hrvatski Telekom)は、モバイル4Gネットワークにおける最高速度を75Mbit/sから150Mbit/sまでに増加させ

た。ギリシャでは、2015年初頭から4G+ネットワークが市場においてスタートした。特定の地域では、コスモテ

(Cosmote)の顧客は最高速度300Mbit/sでモバイル・インターネットを利用することができる。
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パートナーシップ

2015年２月、当グループはエアビーアンドビー(Airbnb)との間でヨーロッパ全体におけるパートナーシップを

締結した。エアビーアンドビーは、定評のあるオンライン市場で、顧客は世界中のユニークな宿泊施設を宣伝

し、予約することができる。かかるパートナーシップは、当グループのパートナーシップを通じて技術革新も追

求するという戦略的目標を推し進めるものである。当該パートナーシップにより、エアビーアンドビーもモバイ

ル・デバイスにより焦点を当て、ヨーロッパにおいてより多くの新規ユーザーに対応することができるだろう。

2015年３月上旬にバルセロナにおいて開催されたモバイル・ワールド・コングレス(Mobile World Congress)

において、当グループとインテルセキュリティ(Intel Security)との間のパートナーシップが発表された。この

パートナーシップによって、当グループは、True Key
TM
パスワード及びアイデンティティ管理ソリューションを

当グループのヨーロッパ中の顧客に提供することが可能になるだろう。インテルセキュリティが提供するTrue

Keyアプリケーションは、パスワード管理を容易にし、シンプルで、速く、かつ安全なデジタル世界へのアクセ

スを可能にする。また、当グループはモバイル・ワールド・コングレスにおいて、マイクロソフト(Microsoft)

との間の戦略的パートナーシップの拡張についても発表した。将来的には、ヨーロッパにおけるルミア(Lumia)

スマートフォンの販売及びマーケティングにともに取り組み、マイクロソフトのオンラインサービスも含めるた

めにこの連携を拡張するつもりである。マイクロソフトの広範囲に渡る端末機器、サービス及びプラットフォー

ムのポートフォリオによって、当グループは、スマートフォンを仕事とプライベートとの間で素早くかつ簡単に

切り替えて使用することを望む一般消費者及び法人顧客に対応し、一貫性のある顧客経験を提供する予定であ

る。

また、当グループは、パートナーであるファーウェイ(Huawei)とともに、情報技術の分野において将来的に協

力して取り組む予定である。当グループとファーウェイは、ネットワーク・コンポーネントの分野において何年

にも渡って協力してきた。2015年３月、当グループとファーウェイは、全世界において有効な枠組み合意をITイ

ンフラ・コンポーネントを含め、新しいクラウド・ソリューションをともに開発するために拡張した。ファー

ウェイは、中国からハードウェア及びソリューションの専門知識を拠出し、Tシステムズは広範なクラウドの専

門知識を拠出する。

 

新 製 品

当グループは、モバイル・ワールド・コングレスの来客者に対して、新しいファミリー向けアプリであるマイ

キディオ(myKIDIO)によって、エンターテイメント・プログラムを自動車のインフォテイメント・システムに組

み込む方法を紹介した。このアプリによって、全て編集スタッフが厳選した高品質のオーディオ・ブック、映画

及びTV番組へのアクセスをファミリー向けに提供する。このエンターテイメント・プログラムは、スマートフォ

ン及びタブレット並びにBMWコネクテッド・ドライブ(BMW ConnectedDrive)を通じてBMWの車内で利用することが

できる。ブルダニュース(BurdaNews)が、マイキディオのマーケティング及び顧客関係を対応している。当グ

ループはこのアプリの機能性に関して責任を負い、プラットフォームを運営し、自動車内での利用のための技術

を開発する。
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2015年３月に開催されたセビット(CeBIT)において、当グループは、ヴィアツシャフトヴンダー4.0-デジタイ

ザーション・メイド・イン・ジャーマニー(Wirtschaftswunder 4.0 - Digitization made in Germany)のモッ

トーの下、特に中小企業向けに設計された５つのデジタル化パッケージを発表した。固定ネットワーク、モバイ

ル通信及びクラウド・アプリケーションを１つにまとめるマゲンタ・アインツ(MagentaEINS)事業に加えて、当

グループは、中小企業が迅速かつ簡単にその機械を接続し、製品の状態を監視することを可能にするインダスト

リー4.0(Industry 4.0)パッケージも発表した。このパッケージには、機械のオンライン化に必要とされる全て

のものが含まれる。すなわち、ハードウェア、データ料金プラン付きのSIMカード並びに装置及びセンサーの

データを記録及び処理するクラウド・オブ・シングス(Cloud of Things)プラットフォームへのアクセスであ

る。

セキュリティ関連の製品は、2015年のCeBITで展示された当グループのトレード・フェアにおけるもう１つの

注力製品だった。ドイツの４社のITセキュリティ・プロバイダーとともに、当グループは、無料のセキュリ

ティ・パッケージを一般消費者及び中小企業顧客向けに作った。一連の保護プログラムは、コンピューター、ス

マートフォン及びタブレットの全ての主要なセキュリティの隙間を埋めるものであり、2015年第２四半期におい

て利用可能となる予定である。サイバー・スレット・ディテクター(Cyber Threat Detector)及びアドバンス

ド・サイバー・ディフェンス・フォー・SME(Advanced Cyber Defense for SMEs)は、大規模及び中規模企業向け

の新しいセキュリティ・プラットフォームである。

アンキャリア9.0(Un-carrier 9.0):ビジネス・フリーダム(Business Freedom)。2015年３月、TモバイルUS

は、シンプルで、透明性があり、手頃な価格の料金プランセットを導入した。当該料金プランセットは全ての法

人顧客に対して無制限の通話及びテキスト・メッセージ並びに4G LTEデータを1GB提供する。追加的なデータ

も、回線毎に又はまとめて購入することができる。2015年３月、フェーズ9.0に加えて、TモバイルUSは２つの主

要な一般消費者向けのイニシアティブも明らかにした。それは、アンコントラクト(Un-contract)及びキャリ

ア・フリーダム(Carrier Freedom)である。

約10,000人の顧客での試運用を終えて、2015年２月にTモバイル・ポルスカの新しいモバイルTVサービスが一

般市場用に開始した。ポーランドの当グループの顧客は、17から32のTVチャンネルを含む２つの料金プランから

選択することができる。顧客は、幅広い映画を含むビデオ・サービスを享受することができる。また、顧客は、

例えばスマートフォンとタブレットというように、２つのデバイスで同時にTVサービスを利用することもでき

る。
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受　　賞

ドイツテレコムは、再びブランド・ファイナンス・グローバル500(Brand Finance Global 500)において上位

に選ばれた。2015年１月１日の数値に基づいたランキングによると、当社のブランド価値は、当社史上最高の

311億米ドルだった。これにより、当社はヨーロッパで最も価値の高い電気通信ブランド、かつドイツではBMWに

続いて最も価値の高いブランドになった。

当社は３年連続で、ホットライン・サービスである店舗及びテクニカル・サービスにおいて、テュフ(TÜV)

シールで「良好」という全体的評価を受けた。2015年２月、テュフ・ラインランド(TÜV Rheinland)の技術検査

機関は、信用性、親しみやすさ及び専門知識に関連して肯定的な反応を示した顧客の代表サンプルを調査した。

また、当社は、「connect」誌の今年のモバイル・プロバイダーのホットライン・テストで再び最高位を受賞し

ている。当社は待ち時間の短さ、利便性及び優れたサービスにおいて高い評価を得た。

エキスパートン・グループ(Experton Group)のソーシャル・ビジネス・ベンダー・ベンチマーク(Social

Business Vendor Benchmark)では、当社はソーシャル・ビジネスにおける主導的な立場を維持した。Tシステム

ズ及び当社の子会社であるTシステムズ・マルチメディア・ソリューションズ(T-Systems Multimedia

Solutions)は、「アドバイス・アンド・インテグレイション(advice and integration)」(助言及び統合)カテゴ

リーにおける連携による専門知識について、再び高い評価を得た。

 

訴　　訟

加入者情報提供に関する損害賠償請求。2015年４月14日付の決定で、連邦司法裁判所はDr.ハリッシュの上訴

不許可についての異議申立てを却下した。したがって、約612百万ユーロ及び利息の請求の棄却は確定した。約

86百万ユーロ及び利息の損害賠償請求に関連するテレゲイト・アーゲー(telegate AG)の上訴について、デュッ

セルドルフ上級地方裁判所は、2015年４月22日付の決定で、テレゲイト・アーゲーの訴えを棄却した。

 

規　　制

ドイツにおける連邦ネットワーク庁の相互接続料金に関する最終決定の発表。2015年４月１日及び４月24日、

連邦ネットワーク庁は、固定ネットワーク及びモバイル着信料金に関する最終決定を発表し、既に2014年12月１

日付で暫定的に承認されていた料金が確定された。
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予　　測
(注)

経済見通し

地政学的な紛争地帯における深刻な激化又は欧州全体でのさらなるソブリン債若しくは銀行危機がなけれ

ば、当グループはグローバル経済の成長は2015年及び2016年中に加速すると予測する。当グループの中核市場

における経済見通しは以下の通りである。

―　ドイツでは、今後数年で安定成長が予想される。労働市場の状況は、前向きな環境を考慮すると、安定

した状態を保つと予測される。

―　米国では、経済は年３％超の成長が予想される。労働市場の状況は、かかる経済拡大に支えられて、引

き続き改善するであろう。

―　当グループのヨーロッパ事業セグメントの中核国では、多くの経済において2015年及び2016年の成長が

予測される。しかし、かかる勢いにもかかわらず、プラスの影響は中期の各労働市場に及ぶことが予測

されるのみである。これは部分的には、労働市場の回復におけるラグ効果によるものだけでなく、高い

レベルの構造的失業によるものでもある。ギリシャの経済回復は、トロイカ(Troika)と合意された予算

方針からの実質的な逸脱により悪影響を受ける可能性がある。

 

2015年及び2016年の当グループの中核市場におけるGDP成長予測及び失業率予測

 

  
2015年のGDP
(対2014年比)

(％)

2016年のGDP
(対2015年比)

(％)

2015年の失業率
(対2014年比)

(％)

2016年の失業率
(対2015年比)

(％)

ド イ ツ  1.5 1.5 6.8 6.8

米　　国  3.6 3.3 5.5 5.3

ギリシャ  2.6 2.4 24.6 22.9

ルーマニア  3.2 3.4 4.5 4.3

ハンガリー  2.5 2.6 6.9 6.9

ポーランド  3.6 3.8 11.5 11.0

チェコ共和国  2.8 2.9 7.2 6.9

クロアチア  0.8 1.8 19.6 19.3

オランダ  1.4 1.4 8.0 7.9

スロバキア  3.2 3.6 12.9 12.0

オーストリア  1.3 2.1 4.9 4.8

英　　国  2.7 2.4 2.5 2.2

(出典) オックスフォード・エコノミクス(Oxford Economics) 2015年１月
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市場予測

ド イ ツ

当グループは、ドイツの電気通信市場の下降傾向が2015年及び2016年も継続すると予想する。これは、競争

環境の激化に加えて、顧客の利用パターンの変化によるものである。顧客はその通信行動をフェイスブック若

しくはグーグル・プラス(Google+)などのソーシャル・ネットワーク又はWhatsAppなどのIPメッセージ・サー

ビスにシフトさせている。業界団体であるBITKOMによれば、情報及び電気通信技術のドイツ市場における収益

は、0.6％わずかに成長して1,543億ユーロになるであろう。データ技術、ソフトウェア及びサービスの事業は

成長が予想され、電気通信及び家庭用電化製品からの収益は減少が予測される。

固定ネットワーク及びモバイル市場における従来の音声収益は、主に、音声電話が定額料金で他の電気通信

製品とセット販売されることにより、引き続き減少するであろう。固定ネットワーク及びモバイル通信から構

成される革新的で魅力的な、統合製品並びにパートナーシップで組織される販売による顧客をめぐる争いは、

競争力にとって今までよりも重要になる。

当グループは、価格崩壊により、今後２年間でモバイル市場におけるサービス収益もさらに減少すると予想

する。さらには、テキスト・メッセージは、大部分が無料で提供されるIPメッセージング・サービスにより引

き続き置き換えられる。2014年12月の国内の着信料金に関する価格引下げ等の予想される規制による価格引下

げ及び2015年末のEUのローミング撤廃の可能性により、収益の下降傾向は一層強まる。統合されたデータ量及

び速度はますます、料金ポートフォリオの設計における競合他社の差別化をはかるものになっている。さら

に、音声及びメッセージング・サービスは次第に定額料金で提供されるようになっている。

固定ネットワーク・ブロードバンド市場では、当グループは、ケーブル・ネットワーク事業者が成長を続け

るであろうと予測する。当グループは、とりわけ、テレビ、クラウド・サービスを通じたIT、M2M、モバイル

支払及びサイバー・セキュリティ等の市場セグメントにおける成長を見込む。総合的な電気通信製品に対する

需要は、例えばクラウド・アプリケーションの形式でのとりわけ安全なデータ転送において中小企業の間で上

昇を続けると予想される。かかる成長機会を生かすことができるようにするため、電気通信企業は現代的なブ

ロードバンド統合ネットワーク、ネットワーク構想及びキャパシティ、IT並びにイノベーション及びパート

ナーシップへの投資を進めている。
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米　　国

米国のモバイル市場は、引き続き主要なモバイル通信事業者間の激しい競争によって特徴付けられる。米国

モバイル市場内の競争要因には、価格の劇的な変更、音声市場の飽和状態、サービス及び製品の販売、顧客経

験、ネットワーク品質、技術の発展及び展開、周波数ライセンスの利用可能性並びに規制による変更が含まれ

る。米国の後払型モバイル市場は、機器の分割払いプランを採用し、バンドルされた装置の購入又は支払いを

せずに、顧客が個別にワイヤレス・サービスの申込みができるようにしている。これらのプランにより、前払

いの装置の収益が、機器費用の大部分を相殺していることを通信事業者は認識している。さらに、データ・

サービスは引き続き成長の原動力であり、激しい競争にもかかわらず、米国のモバイル市場は、2015年及び

2016年に、モバイル・ブロードバンド・データ・サービスから成長することが見込まれ、さらには、米国モバ

イル市場の大手のモバイル通信事業者によるネットワークへの投資を支えている。

 

ヨーロッパ

当グループのヨーロッパ市場(ドイツを除く。)は、従来の電気通信業界、ケーブル・ネットワーク事業者及

び光ファイバー・ネットワーク事業者等の代替のブロードバンド事業者並びにショート・メッセージ(例え

ば、WhatsApp)及びインターネット・テレビ(例えば、Watchever)等のインターネット基盤のサービスの事業者

からの市場参加者間の厳しい競争によって支配されている。当グループはまた、競争がさらに激化し、今後２

年で電気通信市場がさらに確立されると予測する。一部の市場における価格回復の初期の兆候にもかかわら

ず、定額料金及び/又はSIMカード限定の販売を用いた積極的な価格設定をもたらしている。

当グループのヨーロッパ市場の多くにおいて、当グループは、一般的なマクロ経済の状況は改善すると予測

する。しかし、経験によると、GDPの上昇は、中期的な収益の増加につながるのみであることを示している。

当グループは、一部のヨーロッパ諸国の政府が、財務状態を一層改善したいと考えて、そして財政政策により

電気通信市場に介入することを懸念している。例えば、クロアチア政府は、2014事業年度の周波数帯費用を３

倍にすることを決定した。さらに、当グループは、国内の規制当局及び欧州連合による決定を予測し、そして

それは市場に圧力をかけ、将来のモバイル収益にマイナスの影響を及ぼすであろう。

全体として、当グループのヨーロッパ事業セグメントの各国の電気通信市場における収益の減少が今後２年

で弱まると予測する。これは、一方では、過去の年度と比較して着信料金の減少の弱まりにより、他方では、

とりわけ東ヨーロッパ並びにブロードバンド回線及び有料テレビ回線の数の増加による固定ネットワーク市場

におけるモバイル・ブロードバンドを有するスマートフォンの普及率の急速な上昇によるものである。2017年

から、当グループの電波が届く国の電気通信市場において当グループの収益が安定すると予測している。
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システムズ・ソリューションズ

たとえグローバル経済における回復予想が実現しないとしても、当グループは、今後２年間、ICT市場の成

長傾向は再び上昇すると予測する。当グループは、ICT市場がデジタル化、引き続くコスト圧力及び厳しい競

争により影響を受けると考えている。デジタル化は、クラウド・サービス、ビッグ・データ、インダストリー

4.0(Industry 4.0)、モノのインターネット(Internet of Things)及びM2Mのようなインテリジェント・ネット

ワーク・サービス並びに事業プロセスのモバイル化の分野からのソリューションの需要の増加につながってい

る。

当グループは、下記のように、当グループの両市場セグメントにおけるICT市場は、異なる経路をたどって

発展すると予想する。

－電気通信：様々な要因により、激しい競争が起こっている電気通信市場における新たな問題につながって

いる。たとえ、モバイル・データ・サービス事業が今後数年にわたり引き続き成長するとしても、変革、

激しい競争、価格崩壊の継続及び国の規制機関による介入が、一定した市場の低下をもたらす。

－ITサービス：当事業年度の低水準の成長の後、ITサービスの市場は、今後数年のうちに堅調に回復すると

予測される。しかし、ITサービス市場には、進化する標準化、インテリジェント・サービスの需要、クラ

ウド・サービスにより生じるアウトソーシング事業の変化並びにICTセキュリティ、ビッグ・データ及び

移動性の増大などの問題が引き起こす新たな課題によってもたらされる大きな変化が起きつつある。従来

のICT事業は、価格競争によりわずかに増加するだけであろう。一方で、クラウド・サービス、モビリ

ティ及びサイバー・セキュリティ等の分野における成長は２桁成長に達する可能性がある。それゆえ、当

グループは、クラウド・サービス、サイバー・セキュリティ及びヘルスケア部門又は自動車産業向けのイ

ンテリジェント・ネットワーク・ソリューション等の成長市場に対する投資を引き続き増加させる予定で

ある。

 

グループの動向の予測に関する当社の経営陣による意見

成長過程のドイツ・テレコム。2012年末にボンで開催された当グループのキャピタル・マーケッツ・デイに

おいて、当グループは、2014年から成長軌道に戻るという当グループの目標を発表していた。同一条件下で、

当グループは既に予定よりも１年前倒しで2013年にかかる目標を達成した。そして、当グループはいまだ成長

過程にあり、2014事業年度には、当グループは同一条件下で再び2.9％の成長を達成した。これは主に米国事

業セグメントにおける収益の増加によるところが大きい。ブランド後払型顧客数の顕著な増加からも分かるよ

うに、新たなビジネス・モデル及びTモバイルUSAとメトロPCSの合併は歓迎された。かかる顧客基盤の改善

は、その後数年間の収益及び利益に引き続き重大な影響を及ぼすことが予測される。当グループは今後数年、

米国外においても再び成長過程にあると予測される。

当グループは2016年までに個別の事業セグメントにおいて以下の動向があると予測している。

－ドイツの当グループのモバイル通信事業分野及びブロードバンド事業分野における当グループの市場リー

ダーとしての地位を維持し、2016年までに当グループの収益を安定化させるであろう。これは当グループ

の優れたネットワーク品質、当グループの革新的かつ使用しやすい製品及び当グループの優れた顧客サー

ビスに基づくものである。
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－当グループのヨーロッパ事業セグメントにおいて、当グループは、各国における当グループの堅固な市場

の地位を保持及び拡大し、厳しい競争環境及び規制環境並びに政府による介入にもかかわらず当グループ

の収益を安定化させたいと考えている。

－非常に肯定的な顧客の認識及び結果として生じる顧客基盤の傾向に基づき、当グループは、当グループの

米国事業セグメントにおける2015年の収益及び調整されたEBITDAを大幅に増加させたいと考えている。

－当グループのシステムズ・ソリューションズ事業セグメントはそのビジネス・モデルに引き続き取り組

み、デジタルイノベーション分野に投資するだけでなく、パートナーシップを一層拡大させている。それ

ゆえ、当グループは2015年において、収益のわずかな増加及び調整されたEBITDAのわずかな増加を予測し

ている。

これらの全体的に前向きな予測は、当グループの組織的な戦略的集中の結果である。当グループは、ヨー

ロッパにおける消費者及び法人顧客にとっての主要な電気通信プロバイダーになるべく、当グループの発展を

推し進めている。当グループは、家庭向け及び移動中のインテリジェント・ソリューションに基づき、最高の

顧客経験を提供したいと考えている。この目的を実現するために当グループは、数々の賞を獲得した当グルー

プのネットワーク品質を、ハイブリッド技術及びマゲンタ・アインツ(MagentaEINS)等の、当グループ自身の

革新的なアプリケーション及び料金プランと組み合わせるが、パートナーの製品とも統合する。当グループは

引き続きネットワークへの大規模な投資を行い、ブロードバンド・インフラの構築を継続する予定である。ド

イツ及びヨーロッパにおいて、当グループは、特に、光ファイバー及びベクタリング技術並びに高速モバイル

基準であるLTEに多額の投資をする予定である。このようにして、当グループは固定ネットワーク及びモバイ

ル通信における技術及び品質のリーダーシップを保持し、当グループの競争力を強化する予定である。米国に

おいて、当グループはモバイル・ネットワークの品質及びカバレッジにも多額の投資をする予定である。全体

として、当グループは2015年にはグループ全体で約98億ユーロの投資総額(周波数帯に対する投資を除く。)を

見込んでおり、続いて2016年にもわずかに増加する。しかし、当グループの投資は、現在及び将来において、

信頼性が高く、技術革新に対して友好的なヨーロッパ内の規制環境が必要条件である。

可能な限り利益性の高いヨーロッパの主要なプロバイダーへの転換をするために、当グループは、コスト

(特に間接費)を削減するためのより多くの施策及びイニシアチブを実施する予定であり、主に人的資源の効率

性、シナジーの活用、プロセスの最適化及び目標原価の達成に集中的に取り組む。

全体として、当グループは財務業績指標において以下の動向を見込んでいる。

－当グループは、2015年の収益が対前年比で増加すると予測しており、これは主に米国の収益におけるプラ

スの動向によるものである。当グループは、2016年には2015年と比較して再び収益が上昇すると予測して

いる。

－当グループは、調整されたEBITDAが2015年には約183億ユーロに達すると予測し、2016年には対前年比で

増加すると予測している。
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－当グループは、2014年と比較して、2015年のEBITDA及びEBITについて、急激な減少を予測している。これ

は一方では、2014事業年度ひいては比較の基礎にプラスの影響を及ぼしていた特別要因によるものであ

る。これらの特別要因は、スカウト24グループの非連結化並びに周波数帯の取得及びスワップに関するT

モバイルUS及びベライゾン・コミュニケーションズとの間の取引の完了による収益であった。他方では、

当グループは、とりわけ2015年において、中期的な間接費の節減の実現のための特別要因の増加を計画し

ていて、これは2015年のEBITDA及びEBITに対応するマイナスの影響を及ぼす。2016年において、事業のプ

ラス成長により、当グループは2015年と比較して、EBITDA及びEBITの急激な増加を予測している。

－当グループのフリー・キャッシュ・フローは2015年に約43億ユーロにのぼると予測され、2016年に再び急

速に増加すると予測される。

－当グループは、既述の2014年のプラスの特別要因及び2015年の特別要因の増加により、2015年に使用総資

本利益率(ROCE)の著しい減少があると予測している。当グループは2016年に急激な増加を予測している。

対前年比の全ての見積りは、比較可能な連結グループ構造及び比較可能な為替レートという前提に基づいて

いる。

当グループは今後引き続き、パートナーシップ又は当グループが進出している市場における適切な買収を通

してスケールメリット及びシナジー効果を活用していくつもりである。新興市場における大型買収又は拡大の

予定はない。当グループは引き続き、当社の価値を最大化することに重点を置いて、既存の協力活動及び投資

を戦略的に見直し続ける。

相当な資本的支出にもかかわらず、当グループは当グループ株主への適切な利益還元を継続したいと考えて

いる。関連組織の承認及びその他の法的要件の充足を条件として、2015事業年度から2018事業年度の各年につ

いて、配当金付株式１株当たり少なくとも0.50ユーロの配当金が支払われる予定である。フリー・キャッ

シュ・フローの相対成長も、特定の事業年度についての配当金額の算定時に考慮される予定である。

2014事業年度の配当金に関して、当グループは、株主に、現金で配当金の支払いを受ける代わりに、配当を

ドイツテレコム・アーゲーの株式に転換する選択肢を再度提供することを検討している。

2014年の国際金融市場の動向は、全般的に安定的と評することができる。環境はとりわけ中央銀行の包括的

な財政政策及びその結果としての持続する低金利期間に支配された。ドイツ政府の10年債の返済は当年度にお

いて70％超減少した。ユーロ圏は、金利水準が低いままであることにより、2015年に弱く脆弱な好転を経験す

ることが予測される。当グループは引き続き国際資本市場への傑出したアクセスを享受し続けており、継続的

な発行活動のおかげで、いつでも短期間でこれら市場で債券を発行できる立場にある。当グループの金融戦略

の一環として設定された下記の目標を満たすことを条件に、当グループは、国際的な借入資本市場への柔軟な

アクセスを享受し続けるだろう。

－格付：A-～BBB

－EBITDAに対する債務純額の割合：２～2.5倍

－自己資本比率：25～35％
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ドイツテレコムは2014年に借入資本を発行しなかった。流動性準備金は2014年を通して高かった。これはと

りわけ、TモバイルUSAとメトロPCSの事業結合の一部として取得した56億米ドル相当のTモバイルUSの債券を

2013年11月に売却したこと、スカウト24グループの株式の70％を売却したこと、及び多くの株主が配当金を受

ける権利を株式に転換することを選択したことを受けて、配当金の一部を株式で支払ったことによる。2014

年、TモバイルUSはライスセンスのための投資及び支出を調達するため総額30億米ドルの新規の債券を発行し

たが、このうち10億米ドルは発行済みの期限前償還条項付債券を買い戻すために使用された。2014年12月、T

モバイルUSはまた10億米ドル相当の強制転換型優先株式(Mandatory Convertible Preferred Stock)を発行し

た。

合計40億ユーロの債券の返済、ミディアム・ターム・ノート及び約束手形は2015年に満期になる予定であ

る。

2014年末、格付会社であるスタンダード＆プアーズ、フィッチ及びムーディーズは、当グループを安定した

投資適格企業とし、それぞれBBB+/BBB+/Baa1と格付した。この格付会社３社全ては、当グループの見通しを

「安定的」とした。今後も国際金融市場への安定したアクセスを確保するため、A-からBBBの間の安定した投

資適格級の維持は、当グループの金融戦略の一部である。堅実な格付は、今後数年に当グループが予定してい

る資本的支出を柔軟に管理することにも役立ち、ひいては将来の成長に寄与する。

2014年末時点で、当グループには約204億ユーロという十分な流動性準備金があった。2015年についても、

今後24か月の全ての満期をカバーできるだけの流動性準備金を維持する予定である。当グループの流動性維持

のために、当グループは2015年、資本市場にて資金を借り入れる予定である。何よりもまず、当グループは当

グループの金融政策の時期を様々な国際資本市場の状況と調整する予定である。

ドイツテレコム・アーゲーについての予測。当グループの親会社としてのドイツテレコム・アーゲーにおけ

る事業推移は、特に当社の子会社との取引関係、当グループの子会社の国内事業部門からの成果並びに子会

社、関連会社及び関係会社からのその他収益に反映される。言い換えれば、ドイツテレコム・アーゲーの数字

の今後の推移は、主に当グループの子会社の営業成績及び子会社が直面する機会や挑戦により形成される。し

たがって、当グループの予想に加え、各事業セグメントの収益及び利益推移に関し下記の予想(例えば、競争

激化、規制当局による介入、市場及び経済の予測等。)が、ドイツテレコム・アーゲーの今後の税引き後収益

の推移に関する当グループの予想に影響を与える。

当グループの事業セグメントの予想の記載及び影響を与える事由に基づき、かつ既存の留保利益を考慮し

て、ドイツテレコム・アーゲーは、関連組織の承認及びその他の法的要件の充足を条件として、2015事業年度

から2018事業年度について、配当金付株式１株当たり少なくとも0.50ユーロの配当を行うことも予測してい

る。フリー・キャッシュ・フローの相対成長も、特定の事業年度についての配当金額の算定時に考慮される予

定である。

2014事業年度の配当金に関連して、当グループは、株主に、現金で配当金の支払いを受ける代わりに、配当

金をドイツテレコム・アーゲーの株式に転換する選択肢を再度提供することを検討している。
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2016年までの予測及び2018年までの目標。2016年までの当グループ及び当グループの事業セグメントについ

ての予測は、次の表の通りであり、比較可能な連結されたグループ構造及び一定の為替レートを前提としてい

る。2018年までの目標についても同様である。マクロ経済状況が悪化した場合及び/又は予期せぬ政府又は規

制当局による介入があれば、予測は変わることがある。全ての傾向は前年比との変化を示している。

予測の強度及び傾向を示すために、次の評価マトリックス、大幅に減少、減少、わずかに減少、安定的傾

向、わずかに増加、増加、大幅に増加を用いる。
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財務業績指標   
2014年
結果

 
2014年

見積り
(1)  

2015年

予測
(2)  

2016年

予測
(2)  

2018年

までの目標
(2)

営業収益            

　グループ
(単位：

10億ユーロ)
 62.7  62.8  増加  増加  

CAGR 1から2％
(6)

　ド イ ツ
(単位：

10億ユーロ)
 22.3  22.3  わずかに減少  安定的傾向   

　米国(現地通貨)
(単位：

10億米ドル)
 29.7  29.7  大幅に増加  増加   

　ヨーロッパ
(単位：

10億ユーロ)
 13.0  13.1  減少  安定的傾向   

　システムズ・ソ
リューションズ

(単位：
10億ユーロ)

 8.6  8.6  わずかに増加  安定的傾向   

　　うちマーケッ
ト・ユニット

(単位：
10億ユーロ)

 6.9  6.9  増加  わずかに増加   

営業利益
(損失)(EBIT)

(単位：
10億ユーロ)

 7.2  7.2  大幅に減少  大幅に増加   

EBITDA
(単位：

10億ユーロ)
 17.8  17.8  大幅に減少  大幅に増加   

EBITDA
(特別要因調整後)

           

　グループ
(単位：

10億ユーロ)
 17.6  17.6  約18.3  増加  

CAGR 2から4％
(6)

　ド イ ツ
(単位：

10億ユーロ)
 8.8  8.8  約8.8  安定的傾向   

　米国(現地通貨)
(単位：

10億米ドル)
 5.7  5.7  約7.0  大幅に増加   

　ヨーロッパ
(単位：

10億ユーロ)
 4.4  4.5  約4.3  わずかに増加   

　システムズ・ソ
リューションズ

(単位：
10億ユーロ)

 0.8  0.8  約0.9  増加   

ROCE (％)  5.5    大幅に減少  大幅に増加  ROCE＞WACC
(7)

現金設備投資
(3) (単位：

10億ユーロ)
          

　グループ
(単位：

10億ユーロ)
 9.5  9.5  約9.8  わずかに増加  

CAGR 1から2％
(6)

　ド イ ツ
(単位：

10億ユーロ)
 3.8  3.8  安定的傾向  わずかに増加   

　米国(現地通貨)
(単位：

10億米ドル)
 4.3  4.3  わずかに増加  わずかに増加   

　ヨーロッパ
(単位：

10億ユーロ)
 1.6  1.6  増加  安定的傾向   

　システムズ・ソ
リューションズ

(単位：
10億ユーロ)

 1.2  1.2  減少  減少   

フリー・キャッシ
ュ・フロー(配当金
支払前及び周波数帯
への投資前)

(単位：
10億ユーロ)

 4.1  4.1  約4.3  大幅に増加  CAGR≈10％
(6)

格　　付            

　スタンダード＆プ
アーズ、フィッチ

  BBB+    A-からBBB  A-からBBB  A-からBBB

　ムーディーズ   Baa1    A3からBaa2  A3からBaa2  A3からBaa2
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2014年
結果

 
2014年

見積り
(1)  

2015年

予測
(2)

 
 

2016年

予測
(2)

 
 

2018年

までの目標
(2)

そ の 他            

　１株当たりの配当

金
(4)(5)

(単位：ユー
ロ)

 0.50    

フリー・キャッ
シュ・フロー
成長に基づく
配当金
最低0.50

 

フリー・キャッ
シュ・フロー
成長に基づく
配当金
最低0.50

 

フリー・キャッ
シュ・フロー
成長に基づく
配当金
最低0.50

　EPS(特別要因調整
後)

(単位：ユー
ロ)

 0.54    大幅に増加  大幅に増加  ≈1

　自己資本比率 (％)  26.3    25～35  25～35  25～35

　負債比率   2.4x    2～2.5x  2～2.5x  2～2.5x

 

注(1) 連結財務書類及び結合された経営者の報告書の作成日までの当グループの構成における重要な変更を含む。

(2) 同一条件に基づく。

(3) 周波数帯への投資前。

(4) １株当たり配当金に関する記載された予測は記載された各事業年度を参照。

(5) 関連機関の承認及びその他の法的要件の充足を条件とする。

(6) 2014年から2018年の期間における平均年間成長率。

(7) 加重平均資本コスト。
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非財務業績指標   2014年結果  2015年予測  2016年予測

グループ        

　顧客満足度(TRI
*
M指数)   65.9  わずかに増加  わずかに増加

　従業員満足度(貢献指数)
(1)   4.0  安定的傾向  安定的傾向

固定ネットワーク及び
モバイル顧客

       

ド イ ツ        

　モバイル顧客 (単位：百万)  39.0  増加  増加

　固定ネットワーク回線 (単位：百万)  20.7  わずかに減少  減少

　　うち小売IP基盤 (単位：百万)  4.4  大幅に増加  大幅に増加

　ブロードバンド回線 (単位：百万)  12.4  わずかに増加  わずかに増加

　テレビ(IPTV、衛星) (単位：百万)  2.4  大幅に増加  大幅に増加

米　　国        

　ブランド後払型 (単位：百万)  27.2  大幅に増加  増加

　ブランド前払型 (単位：百万)  16.3  増加  増加

ヨーロッパ        

　モバイル顧客 (単位：百万)  56.0  わずかに増加  安定的傾向

　固定ネットワーク回線 (単位：百万)  9.0  減少  減少

　　うちIP基盤 (単位：百万)  3.5  大幅に増加  大幅に増加

　小売ブロードバンド回線 (単位：百万)  5.0  大幅に増加  増加

　テレビ(IPTV、衛星、ケーブル) (単位：百万)  3.7  大幅に増加  大幅に増加

システムズ・ソリューションズ        

　受　　注 (単位：百万ユーロ)  7,456  わずかに増加  安定的傾向

企業責任の重要業績評価指標
(ESG KPI)

       

　CO2削減のESG KPI (単位：千トン)  3,872  わずかに減少  わずかに減少

　エネルギー消費のESG KPI
(2)(3) (MPEI)  118  減少  わずかに減少

　持続可能な調達のESG KPI (％)  72  75  わずかに増加

注(1) 貢献指数は2012年の直近の従業員調査による。

(2) 事実に基づく見積り及び/又は外挿を用いて算出。

(3) MPEIは電気消費量(千MWｈ)/収益(十億ユーロ)を示す。
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当グループは、TRI
*
M指数業績指標の観点から測定される2015年及び2016年の顧客維持率/顧客満足度の発展

においてわずかな改善を達成することを目標としている。

2012年の従業員調査及び2014年に実施されたパルス・サーベイの結果を受けて、(1.0から5.0の段階で)4.0

という高水準の貢献指数を既に達成しているため、当グループは、次回の従業員調査においても、当社に関す

る従業員の肯定的な回答が安定性を保つだろうと予測している。次回の従業員調査は2015年の４月/５月に行

われた。

当グループの計画は、次の表で仮定される為替レートに基づいて行われた。

 

為替レート

 

クロアチアクーナ  HRK  １ユーロ7.64

ポーランドズロチ  PLN  １ユーロ4.19

チェココルナ  CZK  １ユーロ27.54

ハンガリーフォリント  HUF  １ユーロ308.70

米ドル  USD  １ユーロ1.33
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次の表は、主要な潜在的な外的要因についてのモデル計算及び分析の概要を示す。

 

結果に対して影響を与える可能性のある要因

 

前　　提  予想される傾向  結果に対する影響

経　　済：     

ヨーロッパ(ドイツを含む。)における
マクロ経済の傾向

 改善  ＋

米国におけるマクロ経済の傾向  改善  ＋

ヨーロッパ(ドイツを含む。)及び米国
におけるインフレーション

 変化なし  ○

米ドル為替レートの動向  改善  ＋

ヨーロッパ通貨為替レートの動向  変化なし  ○

     

規制/国家介入：     

ヨーロッパ(ドイツを含む。)における
モバイル通信の規制

 増大  －

ヨーロッパ(ドイツを含む。)における
固定ネットワークの規制

 変化なし  ○

付加税(ヨーロッパ/米国)  増大  －

     

市場成長：     

ヨーロッパ(ドイツを含む。)及び米国
における電気通信分野の競争の激しさ

 増大  －

電気通信市場における価格圧力  増大  －

ICT市場  改善  ＋

データ・トラフィック  改善  ＋

＋　プラス　　　○　変化なし　　　－　マイナス

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

196/636



事業セグメントについての予測

ド イ ツ

当グループは、複合的な転送プログラムをドイツ事業セグメントにおいて開始している。プロジェクトは５

年間実行することが予定され、市場の指導権を確保することを目的としている。当グループはドイツにおける

大手の総合的電気通信プロバイダーであり続けたいと考えている。

光ファイバーは将来のインフラストラクチャーを象徴している。それは全ての顧客の要求が固定ネットワー

クにおいて実現されることを可能にする。当グループは、総合的なネットワーク戦略により光ファイバーのた

めの下準備をしている。当グループは、(例えば、当グループのVDSLネットワークをベクタリング技術に移行

することにより)将来、当グループの顧客に競争力のある高速回線を提供することができるように、新規の

ネットワークを構築している。また、当グループはより広い範囲でより高速で提供するために多額の投資をし

ている。

当グループはテレビ市場において、成長性の点で、ナンバー１になりたいと考えている。この目的を実現す

るため、当グループはIPTVプラットフォームに投資し、それにより新規顧客を獲得している。また、住宅部門

においてより多くの顧客が当グループのテレビ・サービスを利用している。

モバイル・インターネットは弱まることなく成長を続けている。当グループはかかる成長に加わるつもりで

ある。魅力的なLTE内蔵の装置、単一価格構造及び高品質で賢い消費者向けのブランドによって、当グループ

は市場全体に対応している。固定ネットワーク及びモバイル・パッケージ製品は総合的なプロバイダーにとっ

て「最上位の分野(Königsdisziplin/supreme discipline)」に相当するものである。最終的には、パッケージ

製品を利用する顧客はより忠実な顧客になる。当グループのポートフォリオは統合された固定ネットワーク/

モバイル・サービス(FMC)を含む。当グループはさらにこのようなバンドルされた製品を提供し、このように

して、例えば、家族はDSLに加えて特別のモバイル料金プランの契約をすることができるようになる。エン

ターテイン(Entertain)の顧客は、彼らのスマートフォンを利用してテレビ録画を管理することができ、「エ

ンターテイン・トゥ・ゴー(Entertain to go)」により彼らのタブレット上でテレビ番組をみることができる

ようになる。当グループは簡単な料金プラン及び恩恵を有する、ドイツ・テレコムの最高のネットワークによ

り顧客を獲得する。2014年秋より、当グループはマゲンタ・アインツ(MagentaEINS)及びマゲンタ・モビル

(MagentaMobil)のサービスを開始した。

IP転送は革新的で競争力あるサービスをより早く市場にもたらすことができるようになるために必要なもの

である。それゆえ当グループは全ての顧客を2018年までにIP製品に移行する予定である。これにより、FMC又

はセルフ・サービス等の新規製品を、早く、柔軟にかつ低コストで開発することが可能になるであろう。ひと

たびIPへの移行が完了すれば、当グループは古い技術の基盤を終わらせることができ、これによって営業費用

を削減し、最高の顧客経験及び最高レベルの顧客満足度により、当グループを未来に適合したものにすること

ができる。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

197/636



当グループは、モバイル通信及び固定ネットワークの双方において、マーケット・リーダーであり続けたい

と考えている。周波数帯域幅に対する需要は、急速に増加するであろう。それゆえ、当グループは、今後数年

間、ブロードバンド・ネットワーク、革新的製品及びカスタマー・サービスにより多額の投資を続ける予定で

あり、これらの投資における成功は当グループのネットワーク品質及び顧客満足度指数TRI
*
Mにおいて反映さ

れるであろう。全IPへの移行におけるもう１つのマイルストーンは革新的なハイブリッド技術の利用である。

かかる技術は固定及びモバイル・ネットワークの伝送容量をバンドルし、最大の帯域幅により付加的な利用が

可能になる。

ドイツ事業セグメントにおいて、当グループは2015年の収益は、前年比でわずかな減少を経験すると予測す

る。この主な理由は、音声通話の傾向にあり、そこでは固定ネットワーク及びモバイル通信の双方において収

益が引き続き減少したが、バンドルされた製品からの収益は増加している。ホールセール事業も価格及び量の

点で減少している。コンティンジェント・モデル(contingent model)として知られるもののプラスの効果はか

かる傾向の埋め合わせをできていない。その上、テキスト・メッセージへの代替効果があり、WhatsApp等の無

料のIPメッセージング・サービスにますます置き換えられている。収益も、2015年の例えばローミングにおけ

る規制による価格引下げによりマイナスの影響を受けるだろう。当グループは、モバイル・データ・サービス

及び携帯電話の需要が引き続きプラスの進展があると予測する。今後数年で、とりわけ、スマートフォン及び

タブレットのさらなる普及は、モバイル・データ及びインターネット利用に対してプラスの影響を及ぼし、ひ

いては当グループの収益にもプラスの影響を及ぼすであろう。同時に、当グループは引き続き、光ファイバー

サービスを拡大する予定であり、それにはコンティンジェント・モデル(contingent model)等のホールセール

製品を有するビジネス・モデル及び、例えば住宅部門におけるさらなるコラボレーションを含む。さらには、

当グループは、パートナーとともに新たなサービスを顧客に提供する予定である。

2016年より、当グループは収益を安定化させることを目標としている。当グループの優れたネットワーク品

質のおかげで、モバイル・サービス及び携帯電話の収益は需要の高まりにより前年比で増加すると当グループ

は予測する。当グループの複数のブランド戦略もまたプラスの影響を及ぼすであろう。かかる傾向は、SMEイ

ニシアティブからの当グループのIT収益及び技術支援サービスにより支えられるであろう。ホールセール収益

はコンティンジェント・モデル(contingent model)の高い需要を牽引役とするプラスの動向により安定化して

いる。

当グループは、ドイツ事業セグメントにおいて、調整されたEBITDAが2015年及び2016年も安定的であると予

測する。これは主に、間接費の節減(例えば、IT費用の低下)、共通機能の削減及び生産性の向上を通じて達成

されるであろう。当グループは2015年及び2016年の双方において、調整されたEBITDAマージンが約40％の範囲

でわずかに増加すると予測している。

当グループは革新及び成長の基盤を築いている。当グループは今後は非常に熱心に新しい技術に対する投資

を引き続き推進する予定の一方で、旧来の技術に対する投資を減らしている。このようにして、今後数年間、

当グループはネットワーク・インフラ、とりわけ、ベクタリング/光ファイバー及びLTEネットワークの構築へ

の投資を増やす予定である。これにより、現金設備投資は2015年は安定的なままであり、2016年にわずかに増

加するであろう。
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ドイツ事業セグメントにおける、当グループの中期予測は、2015年２月のイベント、キャピタル・マーケッ

ツ・デイにおいて公表されており、次の通りである。

 

中期目標レベル       

市　　場  
マゲンタ・アインツ(MagentaEINS)によ
りFMCにおいて１位

 顧客３百万人  2018年

  モバイル・サービス収益において１位  ≈67億ユーロ/マーケット・シェア＞36％  2018年

  ブロードバンドにおいて１位  ≈56億ユーロ/マーケット・シェア＞40％  2018年

品　　質  顧客ロイヤルティ指標  ≈64ポイント  2018年

財務数値  調整されたEBITDAマージン  ≈42％  2018年

  調整されたEBITDAの増加  CAGR　１から２％  
2014年から
2018年

  調整された現金拠出の増加  CAGR　≈２％  
2014年から
2018年

 

米　　国

2015年、TモバイルUSは米国の無線業界において最大の価値ある経験を提供するためのアンキャリア(Un-

carrier)の約束を引き続き遂行する予定である。アンキャリア(Un-carrier)の約束の主な要素は、顧客が困っ

ている点を取り除くことにより全ての顧客セグメントにおいて消費者のために独自の価値を提供すること及び

主要な大都市圏においてローバンド周波数帯により補完される強固なミッドバンド周波数帯のポジション及び

全国的な第４世代LTEネットワークを通じて優れた4Gサービスを提供することである。さらに、アンキャリア

(Un-carrier)の戦略は、顧客がほしいときに顧客が望むような装置を販売すること及びシンプルで、良心的な

価格でかつ無線の最大価値を提供するために不要な制限のないプランの提供による忠実な顧客層の獲得及び保

持に焦点を当てる。

TモバイルUSは、2015年のブランド後払型顧客の大幅な増加を予測しており、2016年のさらなる増加も予測

する。ブランド前払型顧客は2015年及び2016年に増加することが予測される。しかし、競争圧力及び米国の無

線通信業界における予期できない変化により、ブランド後払型顧客及びブランド前払型顧客を引きつけ維持す

るために期待される能力に多大な影響を与える可能性がある。

TモバイルUSは、2015年の米ドル建ての収益合計において大幅な増加を予測しており、2016年のさらなる増

加も予測する。2015年の業績は、顧客の成長の勢いの継続及び機器収益の増加(分割払いプランの融資による

ものを含む。)によりプラスの影響を受けることが予測される。

TモバイルUSはまた、2015年及び2016年に米ドル建ての調整されたEBITDAにおける大幅な増加も予測してい

る。ここ１年における顧客の大幅な増加により、収益の増加は費用の増加を上回ると予測される。また、Tモ

バイルUSは、コスト削減イニシアチブ重視の継続並びにメトロPCSとの事業結合によるオペレーショナル及び

ネットワークのシナジーの実現を予測している。しかし、調整されたEBITDAは、ネットワークへの投資の継続

及び顧客を引きつけて維持することに注力したTモバイルUSブランドのマーケティングの増加により影響を受

けることが予測される。さらに、競争圧力が、米ドル建ての収益及び調整されたEBITDAの予測に多大な影響を

与える可能性があり、為替レートが2015年及び2016年のユーロ建ての収益及び調整されたEBITDAに多大な影響

を与える可能性がある。
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周波数帯に関連する支出を除き、TモバイルUSは、4G LTEネットワークの敷設を継続するため、2015年及び

2016年に現金による資本的支出のわずかな増加(米ドル建て)を予測している。

米国事業セグメントにおける2017年までの中期に関する予測は、2012年のキャピタル・マーケッツ・デイと

比較して更新されており、2015年２月のイベント、当グループのキャピタル・マーケッツ・デイにおいて公表

されており、次の図の通りである。

 

 

注(1) 2012年から2014年の実際の数値に基づき更新された見通し及び2015年から2017年の予測。

(2) 資本的支出を控除したEBITDAとして定義されるフリー・キャッシュ・フロー。
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ヨーロッパ

かかる事業セグメントにおいて当グループが拠点とする国々の大半の激しい競争状況にもかかわらず、当グ

ループは各国における当グループの市場のポジションを保持し拡大するつもりである。当グループの統合され

た会社の場合、固定ネットワーク及びモバイル通信の双方におけるマーケット・リーダーシップを維持するこ

とに取り組み、その市場における各会社のポジションに応じて、当グループのモバイル事業を推進するために

固定ネットワークにおける強固なポジションの利用に取り組む予定である。とりわけ、GTSの取得並びにTシス

テムズ・チェコ共和国(T-Systems Czech Republic)とTモバイル・チェコ共和国(T-Mobile Czech Republic)と

のローカル事業部門の合併を通じて、当グループは、ポーランド又はチェコ共和国等の以前のモバイル事業の

みの会社における消費者及び法人顧客に対して、大幅に拡張された製品ポートフォリオを提供することがで

き、それらを統合会社に拡大することができる。

ヨーロッパの一流の大手電気通信事業者への道を歩む中で、当グループは製品モデル及び次世代アクセス

(Next Generation Access)における技術的リーダーシップにますます依存している。当グループはネットワー

クの単純化及び標準化を希望する。この目的を実現するため、当グループは今後数年間、ヨーロッパ全土の全

IPネットワークに投資し、固定ネットワーク・アーキテクチャを有する当グループの各国企業(national

companies)における全てのネットワークをIPに転換する予定である。2014年、当該転換は、マケドニア旧ユー

ゴスラビア共和国及びスロバキアにおいて完了した。今後数年間にわたり、ヨーロッパ事業セグメントの全て

の統合会社を2018年までにIPに転換させるまで、クロアチア及びモンテネグロ等のさらなる各国企業

(national companies)が後に続くであろう。これを構築するため、当グループのサービスの一元化及びクラウ

ドをベースにした製品を可能にするために、当グループはネットワーク及びITアーキテクチャを調和させてい

る。新しいIP基盤の製品モデルの利点は、当グループの製品及びサービスにより最高の顧客経験を生み出すこ

と及び最大限の効率性を成し遂げることにある。とりわけブロードバンド及びTVにおいて、マケドニア旧ユー

ゴスラビア共和国におけるブロードバンド・オン・デマンド(Broadband on Demand)等の製品により、当グ

ループは顧客に全ての装置で共通する個人向けのユーザー経験を提供することができる。これにより、顧客は

ブロードバンドの特性(例えば、速度)を変更することが可能になる。ルーマニアにおいて、当グループは完全

に個人化された製品、例えば、新しいIPTVプラットフォーム等を当グループの顧客に提供することができる。

当グループは、独占的なプレミアム・コンテンツ(一例としてギリシャにおけるUEFAチャンピオンズ・リーグ

の放送がある。)によりテレビのサービスをより充実させる予定である。しかし、当グループは、当グループ

自身のチャンネル及びネットフリックス(Netflix)のようなその他の会社との提携におけるコンテンツも引き

続き提供する予定である。当グループは、インターネット・サービス会社のスポティファイ(Spotify)、

ディーザー(Deezer)又はエバーノート(Evernote等のその他のデジタル・コンテンツ向けのパートナーと既に

連携をしている。
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未来のネットワークへの道におけるもう１つの技術的なマイルストーンは、テラ・ストリーム(TeraStream)

であり、これはクラウドをベースにしたIPアーキテクチャに基づくコンセプトである。かかるソリューション

により、当グループは、利用可能性、個人カスタマイズ、信頼性及び帯域幅の点で完全に新しい顧客経験を生

み出すことができるようになる。クロアチアにおいて試験プロジェクトが既に無事に進行中である。当グルー

プはまた、同様の試験プロジェクトをヨーロッパ事業セグメントの他の国において実施したいとも考えてい

る。テラ・ストリームのための第一段階として、当グループはギリシャ及びハンガリーにおいて、ブロードバ

ンド・ネットワーク・ゲートウェイ(BNG)の導入を開始している。当グループは2015年末前に、両国において

かかるプロセスを完了させることを計画している。

統合ネットワーク戦略に基づき、当グループはこれまでよりも早いペースで固定ネットワークにおける光

ファイバーの展開を推進する予定である。ギリシャにおいて、当グループは最も近いケーブル事業者まで光

ファイバーの敷設を継続しており、それにより次の段階でベクタリング技術を追加することが可能になる。そ

の他の全ての統合型企業において、当グループは数年にわたりFTTHの敷設に投資をしてきている。当グループ

は2015年に、とりわけハンガリー、クロアチア及びルーマニアにおいてこの点に関する努力を継続し、強める

予定である。

モバイル通信において、当グループは帯域幅への需要の急速な高まりに対応している。当グループは、全て

の国において、モバイル標準のLTEの展開のためのモバイル周波数帯を獲得することができた。今後数年間、

周波数帯のオークションが時折予定されるのみである。これにより当グループは、次の２分野におけるモバイ

ル通信の投資に重点を置くことができるようになる。それは、範囲の拡大及び150Mbit/s超の伝送速度を有す

るLTEアドバンスト(LTE-advanced)技術の実施である。当グループの各国企業(national companies)は様々な

構築目標を有している。当グループは、2018年までに人口の75％から90％をLTEでカバーしたいと考えてい

る。かかるネットワーク被覆の高い水準を達成するために、例えばポーランドにおいて現在立ち上げられてい

るのと同様の他の会社とのさらなるネットワーク提携が必要とされる。さらに、当グループは顧客サービス及

びプロセスをさらに改善するために投資をする予定である。当グループはモバイル通信においても新製品及び

サービスの開発及び実施をしている。この例の１つが、モバイル財布(Mobile Wallet)であり、これはポーラ

ンド、スロバキア及びハンガリーにおいて既に成功裏にサービスが開始されている。もう１つのイノベーショ

ンがアルティメットAPP(Ultimate APP)のアプリケーションであり、これは全てのサービスをドイツテレコム

の全ての製品のための、つまりモバイル通信、固定ネットワーク及びテレビのためのアプリケーションと組み

合わせるものである。これについての当グループのテスト市場はルーマニアである。
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ブロードバンド回線と様々な接続技術との統合の増加により、当グループは統合型電気通信事業者として、

固定ネットワークとモバイル通信の融合を推進している。当グループは固定通信と携帯電話の融合(fixed-

mobile-convergence (FMC))製品を顧客に提供する一方で、当グループのほとんどの各国企業(national

companies)を統合型ビジネス・モデルに発展させている。この点について特に注目すべきなのは、GTSの取得

であり、これによりポーランド及びチェコ共和国における当グループ企業は主要な法人顧客セグメントにおい

て統合型製品及びサービスの提供が可能になる。さらに、既に統合された各国企業(national companies)の全

てが現在FMC製品を提供している。

当グループは、当グループの高性能ICT製品により法人顧客の獲得もしたいと考えている。企業顧客だけで

なく中小企業においてもますますサービスの提供をしたいと考えている。当グループは、とりわけかかる顧客

グループ向けの安全なクラウド・ソリューションにより当グループの事業を一層拡大し続ける予定である。こ

の目的を達成するため、当グループは、国際的なM2Mプラットフォーム等のプラットフォームの標準化にさら

に取り組んでいる。かかるM2Mパートナー・プログラムにより、当グループは、優れたパートナーと連携して

単一ソースによる完全なパッケージとして業界間M2Mソリューションを当グループの顧客に提供するプロバイ

ダーとして当グループ自身を位置付けている。当グループのヨーロッパ事業セグメントの多くの国が既に本プ

ログラムに参加している。

当グループは、ヨーロッパ事業セグメントにおいて、バンドルされた製品の顧客をより多く獲得すると予測

する。これは、2015年のテレビ及びブロードバンド回線の急速な増加において反映される予定である。当グ

ループは、モバイル顧客数が来年にわずかに増加すると予測する。2016年において、当グループの国のうちの

１ヶ国において実施される予定の前払登録規制を除き、当グループは、安定したモバイル顧客の発展を予測す

る。当グループは今後２年間で固定ネットワーク回線の減少も予測する。これは一方ではモバイル通信がます

ます固定ネットワークに取って代わっているという事実によるものであり、他方で、激しい競争が続いている

ためである。

今後数年で、税金及び義務等の規制の変更並びに国家の緊縮政策は当グループの収益及び収入にマイナスの

影響を及ぼす可能性がある。このことは、現地での投資可能性を制限する可能性がある。為替レートも、当グ

ループのユーロ建て収入を圧迫する可能性がある。

これらの仮定及び特徴を踏まえ、当グループは、当グループのヨーロッパ事業セグメントにおける収益が、

一定の為替レートを仮定し、規制、新たな市場関係者、周波数競売及び同一の組織的構造についての仮定を踏

まえ、2015年において同一条件下で減少すると予測する。当グループの製品モデルの転換はヨーロッパ全土の

全IPネットワーク及び統合型ネットワーク戦略への当グループの投資を強化するであろう。結果として、現金

設備投資は2015年に増加するであろう。当グループは生産性及び経費削減を強化する予定であり、それには

ヨーロッパ事業セグメントの複数の国における人員削減によるものを含む。当グループはこれらの経費削減の

いくらかをネットワークの更新に投資したいと考えている。結果的に、当グループは調整されたEBITDAの一時

的な減少を予測する。2016年において、当グループは収益及び現金設備投資は安定的であり、調整された

EBITDAはわずかに増加すると予測する。
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ヨーロッパ事業セグメントの中期における当グループの予測は、2015年２月のイベント、キャピタル・マー

ケッツ・デイにおいて公表されており、次の表の通りである。

 

中期目標レベル     

技術的リーダーシップ  PANNET導入の開始、第１プラットフォームの転換  2015年

  全IP転換：100％IP基盤の全ての統合型各国企業(national companies)  2018年

  
次世代接続：LTEの人口カバー率が75から90％。最大100Mbit/sのFTTｘ

による住宅カバー率
(1)

が50％
 2018年

最高の顧客経験  
顧客経験イニシアティブ「eTransformation」：当グループの各国企業
(national companies)において、eServiceのシェアが30％から99％

 2018年

  革新的なFMC＆TVの経験の実施  
2015年から
2018年

  収益転換の継続：局所的な成長による38％の収益  2018年

優位なキャッシュ・パ
フォーマンス

 優位なキャッシュ・パフォーマンス：2018年までに2014年レベルに戻す  2018年

  間接費を４億ユーロ削減  
2018年と2014年

との比較

  営業上の使用総資本利益率の約２パーセンテージ・ポイントの改善  
2018年と2014年

との比較

注(1) 当グループの統合型各国企業(national companies)において。

 

システムズ・ソリューションズ

Tシステムズ・マーケット・ユニットは、ICTサービス成長市場に焦点を当て、企業顧客向けソリューション

を提供する。当グループは2014年に、ドイツ及びドイツ国外で、例えば、自動車製造業者であるダイムラー

(Daimler)、鉄鋼・工業製品会社であるティッセンクルップ(ThyssenKrupp)、イギリスのビール会社グループ

であるSABミラー(SABMiller)又はスイスのウィコール(WICOR)グループ等と主要な取引の締結もした。当グ

ループは、保険グループのエルゴ(ERGO)との契約も延長し、ベルギーにおいてトラック向けの衛星基盤の料金

システムを開設して運営するための契約を落札した。

さらに、クラウド・コンピューティングの成長分野における当グループの標準ソリューションは、熾烈な競

争にもかかわらず成功し、当グループの多くの企業顧客との契約獲得をもたらした。当グループはさらに、当

事業年度においてクラウドによる当グループのダイナミックなリソースを次第に拡大した。これによって将来

的に顧客に良い結果がもたらされるだろう。顧客は、顧客が必要とする周波数帯域幅、コンピューティング能

力、ストレージ及びソフトウェアを受領する一方で、インフラストラクチャーを共有し、従量課金制でのみ支

払うことになる。当グループは、パートナーシップ、例えばセールスフォース・ドットコム(salesforce.com)

(サービスとしてのソフトウェア(Software as a Service))、シスコシステムズ(Cisco Systems)(クラウド・

サービス)、ファイア・アイ(FireEye)(サイバー・セキュリティ)及びシーメンス(Siemens)(インダストリー

4.0(Industry 4.0))を通じてサービスの提供を補完している。
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Tシステムズ・マーケット・ユニットは、引き続きそのビジネス・モデルに取り組み、顧客の事業の進行中

のデジタル化をサポートするために、新たなデジタル・イノベーション分野への投資を行う予定である。さら

に、従来のICT事業に加えて、プラットフォーム基盤サービス及びクラウド・サービスがさらなる役割を果た

すであろう。例えばこれらには、サイバーセキュリティ、M2M及びビッグ・データ並びにインテリジェント・

ネットワーク・サービスのさらなる拡大が含まれる。当グループの事業モデルの実施におけるもう１つの重要

な要素は、当グループの戦略的パートナーシップの的を絞った拡大である。当グループは2016年までにデジタ

ル・イノベーション分野への転換を完了させたいと考えている。これらの分野における成長は、従来の外注事

業のマージンの低下を埋め合わせすることが見込まれている。

当グループのためのサービス・プロバイダーとして、テレコムITは、恒常的に当グループのグループITの展

望を発展させ、そのようにして当社の競争力に重要な貢献をしている。標準化及び最適化されたシステム及び

プロセスは、組織的効率管理及びさらなる当グループのITコスト削減に貢献している。当グループのIT支出の

削減は収益の低下に反映されている。それゆえ、当グループはテレコムITの収益がその後数年間は減少し続け

ると予測している。

当グループは、注文数、収益及びシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの調整されたEBITDAが2015

年にわずかに増加すると予測する。2016年において、当グループは注文数は安定的、収益は安定的及び調整さ

れたEBITDAは増加すると予測する。

持続的かつ利益性が見込めるように成長を継続するために、当グループは、ビジネス・モデルを拡大及び評

価する予定である。当グループは、拡張性のある成長及びクラウドベースのサービスにより成長を生み出し、

従来のICT要素をより利益性が見込めるものにするために変化させ、当グループがもはや自身で提供すること

を望まないサービスを特定することを目的として、かかる転換を推進する予定である。このようにして、当グ

ループは引き続き、当グループの成長分野からの製品を販売促進し販売するために努力を強化する予定であ

る。目的は、成長分野において２桁成長率を達成することである。新たに設立されたデジタル部門(Digital

Division)は、Tシステムズ内の成長分野をまとめたものであるが、これらの活動をサポートする予定である。

当グループはまた、高いマージンを生み出す製品を有する従来のICTも成長してほしいと考えている。

当グループは、上述の発展及び再編の開始の成功により、マーケット・ユニット(Market Unit)が2015年に

収益成長を生み出すと予測し、2016年にも再びわずかに成長すると予測する。当グループは、システムズ・ソ

リューションズ事業セグメントの現金設備投資が今後２年間で前年比で減少すると予測する。
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システムズ・ソリューションズ事業セグメントの当グループの中期予測は、2015年２月のイベント、キャピ

タル・マーケッツ・デイにおいて公表されており、次の表の通りである。

 

2018年の中期目標レベル    

TSI収益  ＞１％CAGR予測  

マーケット・ユニット収益  市場成長を上回る、３％CAGR予測  

品　　質  同業者平均を上回るTRI
*
M指数を維持及び

＞83ポイント
 

調整されたEBITマージン  
システムズ・ソリューションズ：約６％
マーケット・ユニット：約７％

 

 

グループ本部・グループ事業

当グループは現在、デジタル・ビジネス・ユニットを当グループの中心的なイノベーション部門として再編

成している。将来、当グループの事業セグメントのために及び当グループの事業セグメントとの緊密な対話に

よって開発されたイノベーション及び製品に重点が置かれるであろう。セグメントの必要性、それらの市場及

び顧客はこれらの活動にとって決定的な要因である。デジタル・ビジネス・ユニットは、M2M又はスマート

ホーム(Smart Home)等のプラットフォームとの事業により重点を置く予定である。

今後２年間で、当グループはグループ・サービス及びイノベーション分野内の当グループのコスト管理を引

き続き断固として行う。さらに、当グループは2015年に構造的政策を引き続き進める予定であり、これは2016

年以降の利益の改善に貢献するであろう。
 

(注) 上記の予測には、将来の出来事に関する経営陣の現在の考え方が反映された将来の予測に関する記述が含まれてい

る。「想定する」、「予測する」、「考える」、「見積もる」、「期待する」、「目指す」、「場合がある」、「可

能性がある」、「計画する」、「予想する」、「するであろう」、「したいと思う」及び類似の表現は、将来の予測

に関する記述であると識別される。これらの将来の予測に関する記述は、収益、EBIT、EBITDA、調整されたEBITDA、

ROCE、現金設備投資及びフリー・キャッシュ・フローについて予測される動向に関する記述が含まれる。このような

記述は、例えばヨーロッパ又は北アメリカにおける景気後退、為替レート及び利率の変更、ドイツテレコムが関与し

ている紛争の結果、並びに競争及び規制の動向などのリスクや不確定要素に左右されるものである。ドイツテレコム

の目的を達成する能力に影響を与える可能性のあるいくつかの不確定要素又は他の未知数要素は、本報告書の「４

事業等のリスク－リスク及び機会管理」の項に記載されている。これらの若しくはその他の不確定要素及び未知数要

素が実現した場合、又はこれらの記述のいずれかの裏付けとなる仮定が誤りであることが判明した場合、実際の業績

は、このような記述によって表示された、又は暗示された業績とは大きく異なる可能性がある。当グループは、当グ

ループの将来の予測に関する記述が正しいと証明されると保証することはできない。ここで示される将来の予測に関

する記述は、グループの現在の構造に基づくもので、ドイツテレコムが引き受ける可能性のある重要な買収、売却、

企業結合又はジョイントベンチャーを考慮に入れていない。これらの記述は、2014事業年度末時点の条件に基づいて

作成されている。資本市場法の下で既存の債務に影響を与えることなく、当グループは将来の予測に関する記述を更

新する義務を負うことを意図しておらず、又は負っていると考えていない。

 

前へ
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

 

ドイツにおけるインフラ

戦略的な事業運営の分野

統合IPネットワーク

当グループの中心事業はネットワーク及び回線の設置、運営及びマーケティングである。当グループは、常

に最高のネットワーク及び実現し得る最速の接続を顧客に提供することを目標とする。したがって、平均以上

のネットワーク品質は、当グループを差別化する要素であり、それによって他の競合相手と当グループを明確

に区別することが可能となる。

当グループは、段階的に、全ての顧客の全固定ネットワークをインターネット・プロトコル(IP)に移行す

る。長期的には、統合された全ヨーロッパのIPネットワークにより、変化する顧客の希望に迅速、柔軟かつ経

済的に対応することが可能になるだろう。新型のIPネットワークへの段階的な移行は、連結対象の全ての各国

企業(national companies)において既に実行されている。当グループは、この完全なIPネットワークへの移行

を、ドイツ及びヨーロッパにおいて2018年までに完了させたいと考えている。

当グループは、可能な限り最高のブロードバンドのカバレッジを提供し、この市場での競争力を維持するた

めに固定ネットワークへの投資を継続する。当グループは、FTTC(ファイバー・トゥ・ザ・カーブ)技術を用い

て光ファイバーをより顧客の身近にし、それによって、周波数帯域幅を増加させている。例えばドイツでは、

当グループは新しいベクタリング技術及びそのさらなる発展のおかげで、規制上可能であれば、2018年までに

人口の約80％に最低50Mbit/sのダウンロード周波数帯域幅を提供できるようにすることを計画している。

モバイル通信においては、LTEネットワークの展開を進めたいと考えている。当グループは、2018年までに

LTEのカバー率をドイツでは人口の約95％に、ヨーロッパの各国企業(national companies)では人口の75％か

ら95％にする計画である。さらに、当グループはドイツでより実質的に多くのWLANホットスポットを提供し、

高性能のスモールセルを利用することによりさらに濃密なモバイル通信ネットワークを構築したいと考えてい

る。米国では、当グループのLTEネットワーク利用は2014年末に265百万人以上に達し、当グループのカバレッ

ジ目標である約225百万人を超えた。
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最高の顧客経験

2014年、当グループは、当グループの統合された固定ネットワーク及びモバイル通信がバンドルされた製品

であるマゲンタ・アインツ(MagentaEINS)を開始した。2014年末までに、当グループはこの製品の506千人の顧

客を獲得した。当グループは、2018年までにこの顧客数を約３百万人までに増やしたいと考えている。ビジネ

スの観点からは、収束された製品により、新規顧客を獲得し、既存の顧客からの支持及び営業収益を増加する

ことができることを期待する。

当グループはまた、フィックスド・モバイル・コンバージェンス(FMC)の分野における提供を大きく拡大さ

せたいと考えている。FMCは顧客にシームレスな(一貫性がありかつ異なる技術をまたがる)電気通信体験を提

供する。当事業年度において、当グループはドイツでハイブリッドルーターを導入した。ハイブリッドルー

ターは、固定ネットワークの長所(一貫して大容量)とモバイル通信の長所(高い伝送速度)が組み合わされてお

り、そのため顧客が利用可能な周波数帯域幅を大幅に増加させている。ハイブリッド料金プランの販売は、

2014年末に既にドイツのいくつかの地域で開始されている。

 

パートナーとの成功

当グループは革新的な会社である。当グループは、その革新的な能力を、当グループのネットワーク、当グ

ループのプロセス分野、当グループの製品の製造及び販売のための特定のプラットフォーム並びに当グループ

のアクセス製品に傾注している。パートナーとともに、当グループは幅広い製品及びサービスを提供し、当グ

ループの顧客が望むデジタルサービスを提供する。当グループは、当グループのパートナーに、大規模かつ魅

力ある顧客基盤、確立したマーケティング及びセールス並びに技術的なホールセール・サービスへのアクセス

を提供する。

当事業年度において、当グループは、パートナーとその製品をこのプラットフォームに迅速、柔軟かつ低費

用で結びつける技術及び商業プラットフォームの創設を開始した。この標準化されたプラットフォームは、例

えば、パートナーが簡単にそのサービスを接続することができる電源タップとして考えられる。当グループ

は、2016年までに当グループの各国企業(national companies)において、2017年までにドイツにおいて、段階

的にパートナー・プラットフォームの技術コンポーネントを完了することを予定している。

当グループは、テレビ事業もさらに改善しており、ここでも成長を加速化したいと考えている。当グループ

の目標は、当グループのテレビサービスをグループ全体で10百万人の顧客(うち５百万人は2017年までにドイ

ツにおいて。)に供給することである。当グループは、当グループの魅力的なコンテンツの提供を拡げ、スカ

イ(Sky)又はネットフリックス(Netflix)との提携等の提携関係の構築も拡大する予定である。こうしたコンテ

ンツに、顧客が、テレビ、スマートフォン又はタブレットにかかわらず、全てのスクリーンを通じてアクセス

できるようにする。2014年において、例えば、当グループは、当グループのスクリーン間をまたがるテレビ製

品である「エンターテイン・トゥ・ゴー(Entertain to go)」によって「全てのスクリーンでテレビを(TV on

all screens)」に向けてさらに歩みを進めた。
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ビジネスにおける主導的な地位の維持

当グループは、法人顧客から選ばれる電気通信及びITサービスのプロバイダーになりたいと考えている。T

システムズが持続的なベースで収益を上げ続けることができるように、当グループは現在のマーケット・ユ

ニットの事業モデルを適用している。従来のIT及び電気通信事業に加えて、当グループはプラットフォームを

基盤とするサービス及びクラウドサービスにさらに注力し続ける予定である。当グループの目標は、2018年ま

でにTシステムズの営業収益の半分以上をこのようなデジタルの成長分野において生み出すことである。2014

年には、年間の平均は34％であった。新しく設立されたデジタル部門(Digital Division)は、Tシステムズ内

における重要な成長の推進力となるだろう。すなわち、当グループは2018年までに、ヘルスケア、コネクテッ

ド・カー及びエネルギー・セクター並びに当グループ自身及びパートナーのクラウド製品における２桁台の大

幅な成長を予測する。

 

不 動 産

2014年12月31日時点で、当連結グループの不動産ポートフォリオの簿価は7,950百万ユーロであり、これに

は無線伝送設備に係る不動産及びドイツ国外の子会社の不動産資産が含まれる。この価額のうち約52％(4,115

百万ユーロ)は、当グループのグループ本部・グループ事業が保有する不動産に関連するものである。残りの

48％(3,835百万ユーロ)の大部分は、当グループのヨーロッパ事業セグメントを通じて保有されている。

上記「第３ 事業の状況－７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項も参照のこ

と。
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２ 【主要な設備の状況】

上記「１ 設備投資等の概要」の項を参照のこと。

従業員に関する情報については、上記「第２ 企業の概況－５ 従業員の状況」の項を参照のこと。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

上記「１ 設備投資等の概要」の項を参照のこと。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

(2014年12月31日時点)

授　権　株　数　(株) 発 行 済 株 式 数 (株) 未 発 行 株 式 数 (株)

5,301,175,103
(1) 4,535,571,247 765,603,856

(2)

注(1) ドイツでは、新株の発行は、株主総会によって授権された株式数を上限として、取締役会の決議に基づいて行われ

る。したがって、(ⅰ)2014年末日以前に発行された株式に、(ⅱ)2014年末日以前に開催された株主総会によって発行

が授権されているがその時点で未発行の株式を加えた総数を記載している。

(2) なお、429,687,500株が、従業員ストック・オプションの目的で、並びにドイツテレコム及びその子会社により発行さ

れる可能性のある一定の社債に関連して、条件付で授権されている。

 

② 【発行済株式】

(2014年12月31日時点)

記名・無記名の
別及び額面・無
額面の別

種　　類 発　行　数(株)
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内　　容

記名式/無額面 普通株式 4,535,571,247

フランクフルト証券取引所
デュッセルドルフ証券取引所
ハンブルク・ハノーバー証券取引所
ミュンヘン証券取引所
シュトゥットガルト証券取引所
ベルリン証券取引所

優先株式又は
劣後株式では
ない、無制限
の議決権が付
与 さ れ た 株
式。

計 ― 4,535,571,247 ― ―

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし

 

(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

年　月　日

発行済株式総数 資　本　金

増 減 数 (株) 残　　高(株)
増 減 額
(ユーロ)

増 減 額 (円) 残　　高(ユーロ) 残　　高(百万円)

2010年
12月31日時点

(40,000,787) 4,321,319,206 (102,402,014.72) (13,918,481,841) 11,062,577,167.36 1,503,625

2011年
12月31日時点

- 4,321,319,206 - - 11,062,577,167.36 1,503,625

2012年
12月31日時点

- 4,321,319,206 - - 11,062,577,167.36 1,503,625

2013年
12月31日時点

129,855,897 4,451,175,103 332,430,832.64 45,183,998,772 11,395,008,000.00 1,548,809

2014年
12月31日時点

84,396,144 4,535,571,247 216,054,392.32 29,366,113,004 11,611,062,392.32 1,578,176
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(4) 【所有者別状況】

(イ)所有者別状況

(2014年12月31日時点)

分　　　　　類 株　　主　　数
株主総数に占める割合

(％)
株　式　数(株)

発行済株式に対する所
有株式数の割合(％)

機　　関
(1) 4,859 0.35 3,943,391,535 86.94

個　　人 1,396,417 99.65 592,179,712 13.06

計 1,401,276 100.00 4,535,571,247 100.00

注(1) 連邦共和国及びドイツ復興金融公庫(KfW)を含む。

 

(ロ)所有数別状況

(2014年12月31日時点)

所 有 株 式 数 株　　主　　数
株主総数に占める割合

(％)
所 有 株 式 数(株)

発行済株式に対する所
有株式数の割合(％)

１株～99株 624,970 45.42 27,123,297 0.60

100株～999株 627,993 45.64 184,315,526 4.06

1,000株～9,999株 116,577 8.74 253,805,529 6.40

10,000株以上 6,345 0.46 4,070,326,895 89.74

計 1,375,885 100.00 4,535,571,247 100.00

 

(上記の２つの表の数値は当社の株主名簿からの抜粋であり、個々の株主は株主名簿に登録する義務を

負っていないことに留意されたい。その結果、上記の２つの表の数値には差異が生じる場合がある。)
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(5) 【大株主の状況】

(2014年12月31日現在)

氏名又は名称 住　　　　　　所 所 有 株 式 数(株)
発行済株式総数に
対する所有株式数の

割合(％)

ドイツ復興金融公庫
(KfW)

ドイツ連邦共和国60325、フランクフルト・
アム・マイン、パルメンガルテン・シュト
ラーセ５-９

791,176,324 17.4

ドイツ連邦共和国 ― 646,575,126 14.3

ブラックロック・グ
ループ

米国10055、ニューヨーク州、ニューヨーク
市、東52番通り55

226,636,222 4.997

計 ― 1,664,387,672 36.697

 

関連当事者の開示

ドイツ連邦共和国及びその他の関連当事者。ドイツ連邦共和国は、直接及び(ドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグ

ループを介した)間接の株主であり、ドイツテレコム・アーゲーの資本金の約31.7％(2013年12月31日現在：

31.9％)を保有している。ドイツ連邦共和国は、通常出席率の高さにより株主総会において安定的多数を占めるこ

とから、ドイツテレコムはドイツ連邦共和国の管理下にある。したがって、連邦共和国及び連邦共和国により支配

される会社又は連邦共和国が重大な影響力を行使できる会社は、ドイツテレコムの関連当事者として分類される。

連邦共和国並びに政府部門及び政府機関、並びに個別の会社に提供されたサービスに係る請求は、ドイツテレコム

の商業価格方針に基づいて行われている。ドイツテレコムは連邦ネットワーク庁の周波数帯オークションに参加す

る。ライセンスを通じてモバイル通信周波数帯を獲得することにより、連邦ネットワーク庁が定める構築要件を満

たす場合がある。

連邦郵便通信機関(連邦機関)は、ドイツテレコム・アーゲー、ドイツポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバン

ク・アーゲーの全社的な課題に影響を及ぼす特定の業務を法律により委任されている。当該連邦機関の責任には、

ドイツテレコム・アーゲー、ドイツポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバンク・アーゲーのための公務員健康保

険基金(Postbeamtenkrankenkasse)、レクリエーション・サービス(Erholungswerk)、補足的退職年金機関

(Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost)及び福利厚生サービス(Betreuungswerk)の維持が含まれてい

る。調整及び管理業務は、代理期間契約に基づいて行われている。2012年度まで、ドイツテレコムは公務員の年金

制度のための共同基金であるBundes-Pensions-Service für Post und Telekommunikation e.V., Bonn (郵便通信

連邦年金サービス-BPS-PT)をドイツ・ポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバンク・アーゲーと共同で運営してい

た。ドイツの公務員年金基金の再編に関する法律(Gesetz zur Neuordnung der Postbeamtenversorgungskasse-

PVKNeuG)により、公務員年金に関連するBPS-PT(公務員年金基金内の組織)の機能は、2013年１月１日付で既存の連

邦機関に移管された。したがって、公務員年金機能は公務員年金基金によって、連邦機関の不可分な一部として遂

行される。この共同公務員年金基金は、これらの３社全ての基金としての役割を果たし、信託ベースで連邦共和国

の年金基金の財務管理も取り扱う。2014年度において、ドイツテレコムは58百万ユーロ(2013年度：58百万ユー

ロ、2012年度：61百万ユーロ)を拠出した。さらに、支払いは、公務員年金基金の再編に関する法律の条項に従

い、公務員年金基金に対しても行われた(連結財務書類に対する注記12「年金及びその他の従業員給付に対する引

当金」も参照のこと。)。
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連邦共和国及び連邦共和国により支配される会社、又は連邦共和国が重大な影響力を行使できる会社はドイツテ

レコムの顧客又は供給者であり、したがってドイツテレコムと相互に契約関係がある。

2014年に全ての株主に対して付与したオプションに関連して、ドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグループは保有

するドイツテレコム・アーゲーの株式の2013年度の配当権に対して、一部を現金、一部を授権資本からの株式で支

払うことを要求した。この結果、ドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグループは、2014年６月に32,559千株を受け

取った。2014年12月31日現在のドイツテレコム・アーゲーにおけるドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグループの持

分割合は合計で17.4％となった。この他には、ドイツテレコムは2014年度に、市場における取引条件以外又は、記

述されている通常営業活動以外で、個別に重要な取引を行っていない。
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２ 【配当政策】

次の表は、表示された各事業年度に関して支払われた１株当たりの年次配当を示している。配当は当該年度の

翌年度中に支払われる。

 

12月31日に終了した年度  普通株式１株当たりの支払配当

  ユーロ

2011年  0.70

2012年  0.70

2013年  0.50

2014年  0.50

 

株主は、2014年の配当を現金に代えて、株式の形で受け取ることができるオプションを再び付与された。約

45％がこのオプションを選択した。当該オプションの行使により発行済株式が84.4百万株増加し、約4,536百

万株になった。これは、ほぼ２％の資本金の増加に該当する。かかるオプションを選択しなかった当社の株主

に支払われた配当金は総額12億ユーロであった。当社は、2014事業年度の分についても当社の株主に当該オプ

ションを再び提供した。

2014事業年度において、当グループの取締役会及び監査役会は、配当金請求権を有するドイツテレコム株式

につき１株当たり0.50ユーロの配当を提案した。この提案は、2015年５月21日に開催された2014年の年次株主

総会において当グループの株主による承認を受けた。

2014事業年度に関する支払配当の金額及び時期を決定するためには、年次株主総会に出席し投票する株式の

過半数の票が必要である。連邦共和国及びKfW(連邦共和国の支配下にある。)は当社の発行済株式の約32％を

支配しているため、連邦共和国はかかる投票の結果に重大な影響を及ぼすことができる可能性がある。

支払われた配当金は通常ドイツの源泉徴収課税の対象となる。配当金がドイツ法人税法(steuerliches

Einlagekonto)第27条の意味する範囲内のいわゆるドイツ税金拠出勘定(German tax contribution account)か

ら支払われる場合、当該支払いからは一切のドイツの源泉課税を徴収されない。

2015年５月21日付の株主総会決議に基づいて、ドイツテレコム・アーゲーの株主に支払われる配当金は、一

切のドイツの税金を源泉徴収されることなく支払われる。

当グループは、ドイツテレコム・アーゲーの貸借対照表上の配当可能利益(Bilanzgewinn)(但し、商法典

(HGB)、ドイツ会計基準審議会により公表される会計基準及び株式会社法に基づいて決定され、利益剰余金へ

の振替又は利益剰余金からの振替と同様に、過年度から繰り越された損失又は利益を反映するための調整がな

されている。)からのみ、配当を宣言しかつこれを支払うことができる。2014年12月31日時点におけるドイツ

テレコム・アーゲーの非連結・単独の財務書類における利益剰余金の金額は、95億ユーロであった。配当とし

ての分配が可能な貸借対照表上の配当可能利益を計算する際には、一定の準備金(Ruecklagen)を計上しかつ控

除することが法律上要求されている。
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３ 【株価の推移】

次の表は、各期間のフランクフルト証券取引所における当社株式の最高・最低株価及び株式売買高の推移を示

している。なお、当社株式のフランクフルト証券取引所上場日は1996年11月18日である。

 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

Xetra
(1)

 

回　　次 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

決算年月日 2010年12月31日 2011年12月31日 2012年12月31日 2013年12月31日 2014年12月31日

最　　高
(ユーロ)

10.60 10.69 10.04 12.60 13.71

最　　高
(円)

1,441 1,453 1,365 1,713 1,863

最　　低
(ユーロ)

8.55 7.95 7.71 8.01 10.35

最　　低
(円)

1,162 1,081 1,048 1,089 1,407

注(1) 当社の株式は、Xetra(フランクフルト証券取引所の電子的取引基盤)で取引されており、今日では当該取引所の注文の

ほとんどがXetraを通じて行われている。

 

(2) 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

Xetra

 

月　　別 2014年７月 2014年８月 2014年９月 2014年10月 2014年11月 2014年12月

最　　高
(ユーロ)

12.90 12.09 12.17 12.02 13.70 13.71

最　　高
(円)

1,753 1,643 1,654 1,634 1,862 1,863

最　　低
(ユーロ)

12.06 11.09 11.47 10.35 11.77 12.48

最　　低
(円)

1,639 1,507 1,559 1,407 1,600 1,696
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４ 【役員の状況】

(1) 取 締 役

(本有価証券報告書の提出日時点)

氏名及び生年月日 役　　職 任　　期
実質所有
株　　式

主　　要　　略　　歴

ティモテウス・

ヘッティゲス

1962年９月18日

取締役会会長 2018年12月31日 203,775 2014年１月よりドイツテレコム・アーゲーの取締役

会会長を務めている。最高経営責任者(CEO)に任命

されるまで、2009年は財務管理担当の取締役を務め

ていた。2006年から2009年までは、Tホーム部門担

当の取締役であった。2005年から当グループの取締

役に任命されるまでの間は、Tモバイル・インター

ナショナル(T-Mobile International)の取締役とし

てヨーロッパ事業を率いた。2000年から2004年末ま

での間は、Tモバイル・ドイチュラント(T-Mobile

Deutschland)において、財務管理担当責任者を務

め、その後同社の取締役会会長を務めた。ケルン大

学で経営管理を学んだ後、経営コンサルタント会社

で３年を過ごし、後にはプロジェクト・マネジャー

になった。1992年の末に、ミュンヘンのVIAGグルー

プに移った。1997年には部門責任者となり、その後

拡張された取締役会において管理、企業計画及び

M＆Aを担当した。プロジェクト・マネジャーとし

て、2000年９月27日付で効力を発生したVIAGアー

ゲー(VIAG AG)及びフェーバ・アーゲー(VEBA AG)の

エーオン・アーゲー(E.on AG)を設立するための合

併において中心的な役割を果たした。

ニーク・ヤン・

ファン・ダム

1961年２月28日

取締役(ドイ

ツ担当)

2019年２月28日 63,265 2009年３月１日よりドイツテレコム・アーゲーの取

締役を務めており、現在はドイツ(すなわち、ドイ

ツにおける固定回線及びモバイル通信の販売、マー

ケティング及びサービス)を担当している。さら

に、2010年４月時点で、テレコム・ドイチュラント

の取締役会会長である。2004年１月から2009年２月

までTモバイル・ネザーランドの取締役会会長を務

め、オレンジ・ネーデルラントのモバイル通信及び

固定ネットワーク事業のTモバイル・ネザーランド

への買収・統合(2007年10月)を成功に導いた。かか

る役職就任中に、Tモバイル・インターナショナ

ル・グループの執行委員会における中核的なモバイ

ル通信市場の１つを代表した。アムステルダム自由

大学(Vrije Universiteit Amsterdam)で経済学を学

んだ。1993年にオランダの小売業者であるアホルド

(Ahold)に入社する前に、1986年にプロクター＆

ギャンブル(Procter & Gamble)に入社することで職

歴を開始した。1997年から1999年６月にベン・ネー

デルラント(Ben Nederland)(後のTモバイル・ネ

ザーランド)にマーケティング・コミュニケーショ

ン担当の取締役として入社するまでの間は、フロ

ア・ハイン・リテール(Floor Heijn Retail)のマ

ネージング・パートナーであった。
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氏名及び生年月日 役　　職 任　　期
実質所有
株　　式

主　　要　　略　　歴

ラインハルト・

クレメンス

1960年７月22日

取締役(Tシス

テムズ担当)

2017年11月30日 135,294 2007年12月から、Tシステムズ担当としてドイツテ

レコム・アーゲーの取締役を務めている。Tシステ

ムズの最高経営責任者(CEO)の役職にも就いてい

る。2012年１月１日、当グループの全てのIT活動に

関する責任を引き継いだ。1990年にインダストリ・

オートメーション協会(Association for Industry

Automation)のジェネラル・マネージャーとして職

歴を開始した。1994年にIBMで勤務を開始し、2001

年に販売責任者の取締役としてシステマティクス・

アーゲー(Systematics AG)に入社するために同社を

去るまで、販売、サービス及びアウトソーシングな

ど様々な役職に就いた。同じく2001年にドイツの企

業であるEDSで勤務を開始した。同社の取締役会会

長として、中央ヨーロッパの販売、法人事業及び戦

略についての責任者を務めていた。ドイツのアーヘ

ン に あ る RWTH ア ー ヘ ン 大 学 (RWTH Aachen

University)で電気工学の学位を取得しており、同

大学においては工作機械技術の教授の研究助手とし

ての職歴もある。

クラウディア・

ネマート

1968年12月12日

 

取締役(ヨー

ロッパ及び技

術担当)

2016年９月30日 71,370 2011年10月以降ドイツテレコム・アーゲーの取締役

(ヨーロッパ地域及び技術の戦略的操作を担当。)を

務めている。ドイツテレコムの前は、コンサルト会

社 の マ ッ キ ン ゼ ー ・ ア ン ド ・ カ ン パ ニ ー

(McKinsey＆Company)に17年間勤めた。同社におけ

る同氏の最後の役職は、ヨーロッパ、中東及びアフ

リカにおけるハイテク部門の担当であった。加え

て、全世界の会社に向けた情報通信技術インテグ

レーション(ICT)、サステイナブルIT及び医療技術

分野のプロジェクトを担当した。コンサルタントと

して、企業のリーダシップ及び業績の文化並びに多

様性が会社の業績にもたらす影響に関連する課題に

取り組んだ。ケルン大学にて物理学を学び、同大学

の理論物理学科及び数学科で教鞭をとったこともあ

る。
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氏名及び生年月日 役　　職 任　　期
実質所有
株　　式

主　　要　　略　　歴

Dr.トーマス・

クレマー

1958年３月８日

取締役(デー

タ保護、法務

及コンプライ

アンス担当)

2017年５月31日 42,958 2012年６月以降ドイツテレコム・アーゲーの取締役

(データ保護、法務及びコンプライアンス担当)を務

めている。以前は、ティッセン・クルップ・アー

ゲー(ThyssenKrupp AG)に勤めていた。同社の法務

部門に1994年に着任し、2003年には法務・コンプラ

イアンス・コーポレート・センターの責任者となっ

た。加えて、2007年にティッセン・クルップ・グ

ループ(ThyssenKrupp Group)のチーフ・コンプライ

アンス・オフィサーとなり、2011年にはジェネラ

ル・カウンセルに任命された。また、デュッセルド

ルフに所在するシェーファー・ヴィップレヒト・

シ ッ カ ー ト 法 律 事 務 所 (Sozietät Schäfer,

Wipprecht, Schickert)(現在のCMSハーシェ・ジー

グル法律事務所(CMS Hasche Sigle)にて弁護士とし

て一定期間勤務したこともある。法律を学んだ後、

ボン大学(ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大

学 ボ ン (Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn))にて研究助手として勤務した。

同氏の研究分野は、有限責任会社、株式会社及び企

業グループに関する法律を含んだ。1994年に法学博

士となった。

トーマス・ダー

ネンフェルト

1966年９月13日

取締役(財務

担当)

2018年12月31日 23,219 1966年生まれ。2014年１月以降、ドイツテレコム・

アーゲー最高財務責任者(CFO)を務めている。それ

以前は、2010年に設立されたテレコム・ドイチュラ

ントの財務担当の常務取締役であった。初めは、

2009年７月にTモバイル・ドイチュラント(T-Mobile

Deutschland)の最高財務責任者(CFO)に、その後

2010年１月にTホームの同職位に任命された。2010

年４月に、TモバイルとTホーム部門が、テレコム・

ドイチュラント設立のために統合された際は、同社

の最高財務責任者(CFO)になった。2007年から2009

年まで、Tホームの市場及び品質管理部門担当の取

締役を務め、それ以前はTモバイルの財務部門も担

当した。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

219/636



 

氏名及び生年月日 役　　職 任　　期
実質所有
株　　式

主　　要　　略　　歴

Dr.クリスチャ

ン・P.・イレッ

ク

1964年７月３日

取締役(人事

担当)

2018年３月31日 39,500 Dr.クリスチャン・P.・イレックは、2015年４月１

日より、ドイツテレコムの人事担当取締役を務めて

いる。Dr.イレックの前職はマイクロソフト・

ジャーマニー(Microsoft Germany)の取締役会会長

で、同社の厳格な勤労義務を解消することにより、

同社のフレックスタイム制モデルの形成に貢献し

た。2010年４月から2012年９月まで、同氏はドイツ

テレコムGmbHのマーケティング担当取締役であっ

た。当該役職においては、ドイツにおける一般消費

者及び法人顧客向けの両方を含む全てのマーケティ

ング活動について責任を負った。また、同氏は、

ホールセール・センター及び付加価値サービス・セ

ンター並びにドイツテレコムの固定ネットワーク、

IPTV及び収束された法人顧客ポートフォリオのため

の国際的な製品開発の担当でもあった。2007年初頭

にTホーム(T-Home)の取締役及び2009年５月にTモバ

イルのマーケティング担当取締役に任命される以前

は、Dr.イレックは、ドイツ及びスイスの両方にお

いて、ベイン・アンド・カンパニー(Bain &

Company)及びデル(Dell)の様々な経営陣としての役

職に就いていた。Dr.クリスチャン・P.・イレック

は、化学及び経営管理学をデュッセルドルフ及び

ミュンヘンで研究し、1989年にミュンヘンの大学に

おいてキャリアをスタートさせた。

 

取締役会の改変

ドイツテレコム・アーゲーの最高人事責任者兼労務担当取締役のProf.マリオン・シックは、2014年４月30

日深夜零時を効力発生時として健康上の理由のために退任した。2014年１月からDr.トーマス・クレマーが自

身の職務と兼任して、Prof.マリオン・シックのポートフォリオを暫定的に対応していたが、同氏の退職以降

はそのまま取締役会人事部門の責任者となっている。2015年２月25日、監査役会は、2015年４月１日を効力発

生日として、Dr.クリスチャン・P.・イレックを人事担当取締役として任命する決議をした。
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(2) 監 査 役

(本有価証券報告書の提出日時点)

氏名及び生年月日 就任年 任期
実質所有
株　　式

略　　　　　　　　　歴

Prof.Dr.ウルリヒ・レー

ナー
(1)

会長

1946年５月１日

2008年
2018年

株主総会
0

ヘンケルAG＆Co. KGaA(Henkel AG & Co. KGaA)

(デュッセルドルフ)の株主委員会委員

ローター・シュレーダー

(2)

副会長

1959年12月５日

2006年
2018年

代表者集会
0

統一サービス産業労働組合(ver.di)全国執行理事

会(ベルリン)の構成員

サリ・バルダウフ
(1)

1955年８月10日
2012年

2018年

株主総会
0

フォータム Oyj(Fortum Oyj)(フィンランドのエス

ポー)の非業務執行役員及び取締役会会長

ヨーゼフ・ベドナースキ

(2)

1954年８月15日

2013年
2018年

代表者集会
489

ドイツテレコム・アーゲー(ボン)のグループ事業

所委員会副会長及びドイツテレコム・クンデンセ

ル ビ ス GmbH(Deutsche Telekom Kundenservice

GmbH)(ボン)の中央事業所委員会会長

Dr.ヴルフ・H.・ベルノ

タット
(1)

1948年９月14日

2010年
2020年

株主総会
0

ベルノタット＆シー(Bernotat & Cie. GmbH)(エッ

セン)の常務取締役及びパートナー並びにエーオ

ン・アーゲー(E.on AG)(デュッセルドルフ)の元取

締役会会長

モニカ・ブランドル
(2)

1952年12月20日
2002年

2018年

代表者集会
774

ドイツテレコム・アーゲー(ボン)の中央事業所委

員会会長

Dr.フーベルタス・フォ

ン・グリュンベルグ
(1)

1942年７月20日

2000年
2016年

株主総会
0

アセア・ブラウン・ボベリ(ABB Ltd.)(スイスの

チューリッヒ)の取締役会会長

クラウス・ディーター・ハ

ナス
(2)

1957年８月23日

2012年
2018年

代表者集会
120

ドイツテレコム・クンデンセルビスGmbH(Deutsche

Telekom Kundenservice GmbH)(ボン)の労使協議会

会長

シルヴィア・ハウケ
(2)

1958年９月22日
2007年

2018年

代表者集会
37

テ レ コ ム ・ ド イ チ ュ ラ ン ト GmbH(Telekom

Deutschland GmbH)(ボン)の中央事業委員会会長

ラルス・ヒンリッヒ
(1)

1976年12月18日
2013年

2019年

株主総会
0

シンコ・キャピタルGmbH(Cinco Capital GmbH)(ハ

ンブルク)の最高経営責任者

ハンズ－ユルゲン・カー

ルマイヤー
(2)

1958年１月28日

2008年
2018年

代表者集会
1,600

Tシステムズ・インターナショナルGmbH(T-Systems

International GmbH)(フランクフルト・アム・マ

イン)の中央事業所委員会会長

ダグマー・P.・コールマ

ン
(1)

1964年７月９日

2012年
2017年

株主総会
0

企業家、ハイポ・リアル・エステート・ホール

ディング・アーゲー(Hypo Real Estate Holding

AG)(ウンターシュライスハイム)の監査役会の

副議長及びモルガン・スタンレー・バンク・アー

ゲー(Morgan Stanley Bank AG)(フランクフルト・

アム・マイン)の元最高経営責任者(CEO)、モルガ

ン・スタンレー・バンク・インターナショナル・

リミテッド(Morgan Stanley Bank International

Limited)(イギリスのロンドン)の元取締役
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氏名及び生年月日 就任年 任期
実質所有
株　　式

略　　　　　　　　　歴

ぺトラ・ステフィ・クロー

ゼル
(2)

1962年７月６日

2013年
2018年

代表者集会
0

Tシステムズ・インターナショナルGmbH(T-Systems

International GmbH)(フランクフルト・アム・マ

イン)の管理プログラム及びサポートの長、ドイツ

テレコム・アーゲー(ボン)の重役会議の副会長、T

システムズ・インターナショナル(T-Systems

International GmbH)(フランクフルト/マイン)の

副会長

ヴァルトラウド・リッ

ツェンベルガー
(2)

1951年12月21日

1999年
2018年

代表者集会
161

ドイツテレコム・アーゲー(ボン)のグループ事業

所委員会会長

Dr.ウルリヒ・シュレー

ダー
(1)

1952年３月19日

2008年
2019年

株主総会
0

ドイツ復興金融公庫(KfW)(フランクフルト・ア

ム・マイン)の取締役会会長

ミヒャエル・ゾンマー
(2)

1952年１月17日
2000年

2018年

代表者集会
0

ドイツ連邦労働組合連合会(German Confederation

of Trade Unions(DGB))(ベルリン)の元会長

シビール・スプー
(2)

1961年12月３日
2010年

2018年

代表者集会
0

弁護士、統一サービス産業労働組合(ver.di)連邦

行政局(ベルリン)の労働組合の書記官

カール・ハインツ・シュト

ライビッヒ
(1)

1952年11月５日

2013年
2019年

株主総会
37,200

ソフトウェア・アーゲー(Software AG)(ダルム

シュタット)の最高経営責任者

ヨハネス・ガイスマン
(1)

1960年10月12日
2014年

2019年

株主総会
0 ドイツ連邦財務省(ベルリン)副大臣

Prof. Dr.ミヒャエル・カ

シュケ
(1)

1957年６月18日

2015年
2020年

株主総会
0

カール・ツァイス・アーゲー(Carl Zeiss AG)の社

長及び最高経営責任者

 

注(1) 株主代表。

(2) 従業員代表。

 

監査役会の改変

株主代表：Dr.ハンス・ベルンハルト・ボイスが2014年２月５日深夜零時をもって辞任した。関連する地方

裁判所は、2014年２月６日から2014年の株主総会終了時までの任期で、ヨハネス・ガイスマン氏を株主代表の

監査役として任命した。株主総会は、同氏を2019年の株主総会の終了時までの任期で任命した。監査役であっ

たDr.ベルンハルト・ヴァルターは2015年１月11日に逝去した。イネス・コルムゼーは裁判所命令により、

2015年１月31日を効力発生日として監査役に任命された。同氏は、その後すぐにEWEアーゲー(EWE AG)の取締

役の地位に就くことになり、EWEは同じく電子通信サービスを提供する子会社を有するため、生じ得る全ての

利益相反を防ぐためにドイツテレコム・アーゲーの監査役を退任した。Prof.ミヒャエル・カシュケがイネ

ス・コルムゼーの後任となった。Prof.カシュケは裁判所命令により、2015年４月22日を効力発生日として、

2015年５月21日の株主総会の終了時までの任期で監査役に任命された。2015年５月21日付の株主総会におい

て、同氏は株主代表の監査役として2020年の株主総会の終了時までを任期として任命された。
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(3) 役員の報酬及び利益

 

取締役会及び監査役会報酬

取締役会報酬

以下の取締役会報酬に関する開示は、ドイツ商法典(Handelsgesetzbuch-HGB)第314条及びドイツ会計基準第

17号(GAS第17号)に準拠している。

取締役会の構成の変更及び契約延長。2014年１月１日付で、ティモテウス・ヘッティゲスが、レーネ・オー

ベルマンの後任としてドイツテレコム・アーゲーの取締役会会長に就任した。また2014年１月１日付で、トー

マス・ダーネンフェルトが、ティモテウス・ヘッティゲスの後任として最高財務責任者に就任した。監査役会

は、2013年５月15日に双方の異動を承認した。最高人事責任者兼労務担当取締役のProf.マリオン・シック

は、健康上の理由から、2014年４月30日付で当グループを退職した。Dr.トーマス・クレマーは、2014年１月

以降Prof.マリオン・シックの代理を務めていたが、Prof.マリオン・シックの退職後、データ保護、法務及び

コンプライアンス担当取締役としての自身の職務と兼任して、暫定的に人事部門の責任者となっている。

取締役会報酬の基準。2010年２月24日に監査役会は、2009年８月５日に施行されたドイツ役員報酬法

(Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung-VorstAG)の規定条項を勘案し、取締役会の新しい報酬

制度について決議した。ドイツテレコム・アーゲーの株主総会は、2010年５月３日に本新制度を承認した。取

締役会報酬は、多様な要素で構成されている。役務契約の条件に基づき、取締役会は、年次固定報酬、年次変

動業績基準報酬、長期変動報酬、並びに当社の年金受給権に基づく付加給付及び繰延給付を受取る権利を有し

ている。監査役会は、取締役会報酬制度の構造を定義し、この構造及び報酬の妥当性を定期的に見直してい

る。

年間固定報酬は、株式会社法の要件に準拠して、市況に基づき、取締役毎に決定される。取締役会報酬は当

社の持続的発展を目指す方向で決定され、変動構成要素に対する複数年にわたる評価を基本とする。

十分に検討した結果、監査役会の裁量により、各取締役や取締役会全員が達成した目覚ましい業績に対し

て、特別ボーナスの形で報奨が与えられることもある。

業界基準及び企業基準に準拠して、当社は、役務契約の条件に基づき、取締役に付加給付を支給している。

一部の付加給付は非金銭報酬とみなされ、課税対象となる。非金銭報酬には、主に社用車の貸与及び賠償保険

加入、並びに自宅以外の住宅保有に関連した還付などがある。

当社以外の任用には、通常事前に承認を受けなければならない。当グループ他社の取締役又は監査役に就任

しても、通常、追加報酬は支払われない。

疾病、事故、又はその他の当該取締役に責任がない理由により一時的に業務遂行ができない場合、永久的に

勤務が不可能と確定された月の末日から引き続き、固定基本報酬が最大３か月間支払われる。
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業績比例変動報酬

取締役の変動報酬は、変動報酬IとⅡに区分されている。変動報酬Iには、特定の業績指標に係る予算達成、

戦略実行及び当グループのガイドライン遵守からなる、短期及び長期の構成要素が含まれている。変動報酬Ⅱ

は長期のみで、変動報酬が当社の持続可能な発展に重点を置き、特に長期のインセンティブ効果をもたらすよ

うにする。

変動報酬Ⅰ。取締役の年次業績比例変動報酬は、事業年度の初頭にドイツテレコム・アーゲー監査役会が取

締役毎に設定した目標の達成度に基づいて決定される。目標には、収益、特殊要因に対して調整されたEBITDA

及びフリー・キャッシュ・フローに関して設定される企業目標(50％)と取締役毎に設定される個人目標があ

る。個人目標は、戦略実行に係る当社の持続可能な成功を目指す目標(30％)及びガイドライン遵守(20％)で構

成されている。各事業年度の目標合意及び目標達成レベルは、監査役会の本会議で決定される。目標達成レベ

ルが100％を超えた場合、報酬額の150％を上限として、定額法で報酬が支払われる。このレベルを超える部分

は考慮されない。長期インセンティブ効果及び当社の継続可能な発展をより確実にするために、監査役会の本

会議で設定された年間変動報酬の３分の１をドイツテレコム・アーゲー株に投資する必要があり、各取締役は

最低４年間、これらの株式を所有しなければならない。

変動報酬Ⅱ。変動報酬Ⅱは長期目標のみを目指すもので、４つの実績パラメーター(調整済み投下資本利益

率(ROCE)、調整済み１株当たり利益、顧客満足度、従業員満足度)の達成度合が、同等の比重で評価される。

各パラメーターに基づき、報酬の４分の１の額が決定される。目標達成レベルが100％を超えた場合、報酬額

の150％を上限として、定額法で報酬が支払われる。評価期間は４年間で、トランシェの確定時に設定された

４年間を通じての目標達成平均が、評価のベースとなる。報酬額は、その他の報酬構成要素から切り離され、

各取締役に対して個別に設定される。

2014年度において、目標を100％達成したことにより、変動報酬Ⅱの2014年度トランシェに参加している取

締役に対して、額面金額で以下の絶対価額が供与された。

(単位：ユーロ)

  2014年度トランシェ  2013年度トランシェ

ラインハルト・クレメンス  650,000  650,000

ニーク・ヤン・ファン・ダム  640,083  550,000

トーマス・ダーネンフェルト
(2014年１月１日以降)

 550,000  0

ティモテウス・ヘッティゲス  1,092,000  760,500

Dr.トーマス・クレマー  550,000  550,000

クラウディア・ネマート  675,000  675,000

Prof.マリオン・シック
(2014年４月30日まで)

 0
(1)  550,000

注(1) Prof.マリオン・シックは退職したため、それ以降の変動報酬Ⅱの2014年度トランシェを受給しなかった。
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株式マッチング・プランに関する情報。2014年度において、取締役は前述のように、変動報酬Iの３分の１

をドイツテレコム・アーゲー株に投資する契約上の義務がある。ドイツテレコム・アーゲーは、前述の取締役

の個人投資(株式マッチング・プラン)の一環として取得された１株当たり１株を、４年の譲渡禁止期間満了時

に付与する。

GAS第17号及びIFRS第２号は、2014年度のマッチング株式に係る株式ベースの支払費用総額及びマッチング

株式の付与日における公正価値だけでなく、当事業年度におけるマッチング株式の受給資格数及びその推移の

開示を求めている。

下表の付与日におけるマッチング株式の公正価値は、2014年度の取締役会報酬の構成要素を示すものではな

く、関連する会計方針に基づいて算定されるマッチング株式受給資格の帰属価値である。本書では、公正価値

は予想配当落ちを差し引いた付与日における株価に等しい。下表は、マッチング株式の受給資格を得るため

の、2014年度の予測目標達成値及び各取締役の個人投資見込額に基づいている。2014年度に特定されるマッチ

ング株式の最終的な受給資格数は、ここでの見込み数よりも高い又は低い可能性がある。

IFRS第２号に従って2010年度から2013年度及び2014年度までに認識されるマッチング株式に係る株式報酬費

用総額は、下表の右２列に含まれている。

 
  2010年度より

事業年度始め

にマッチング

株式に付与さ

れた受給資格

数

 2014年度に

付与された

マッチング

株式の新規

受給資格数

 株式マッチ

ング・プラ

ンの一環と

して2014年

度に譲渡さ

れた株式数

 付与日におけ

るマッチング

株式の公正価

値

 2010年度から

2014年度まで

のマッチング

株式に係る

2014年度の株

式報酬費用

総額累計

 2010年度から

2013年度まで

のマッチング

株式に係る

2013年度の株

式報酬費用

総額累計

        ユーロ  ユーロ  ユーロ

ラインハルト・クレメンス  113,192  18,003  22,001  186,512  186,836  166,907

ニーク・ヤン・ファン・ダム  
103,500  17,403  18,914  180,295  169,408  153,160

トーマス・ダーネンフェルト

(2014年１月１日以降)
 

0  15,233  0  157,817  54,916  0

ティモテウス・ヘッティゲス  138,639  30,245  25,741  313,339  222,952  202,328

Dr.トーマス・クレマー  
29,791  15,233  0  157,817  57,619  38,270

クラウディア・ネマート  
54,821  18,695  0  193,685  97,441  79,415

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)
 

44,532  0  22,862  0  72,535  56,276

 

ドイツテレコムは2014年12月31日までに、株式マッチング・プランの一環として取締役会にマッチング株式

を付与する目的で363,857株を取得した。2014年度に、各取締役に初めてマッチング株式が譲渡された。2014

年度に合計89,518株が取締役に譲渡された。これには、退職契約の条項に従ってProf.マリオン・シックに譲

渡された22,862株を含む。Prof.マリオン・シックは、それ以上マッチング株式の受給資格を有していない。
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取締役としての地位が終了した場合の取決め。2009年度以降に締結された取締役の役務契約には、任期満了

前に当該契約が理由を欠いて終了した場合に支払われる補償額の上限について定められており、かかる補償額

は、ドイツ企業統治基準の勧告に合わせて最大２年分の報酬額に制限され、かつ当該契約の残任期間に支払わ

れるべき報酬額を上回ることはできない。

ドイツテレコム・アーゲーの取締役の労務契約は、当社の支配権の変更により取締役としての地位が終了し

た場合に、いかなる手当の受給資格も付与しない。

一般に、取締役の契約には雇用終了後の競業禁止が規定されている。別段の合意がない限り、取締役は、退

職後１年間は競合会社のために又は競合会社を代表して勤務することは禁じられている。この禁止期間につい

ての補償として、取締役は、前年度に受領した年間固定報酬の50％及び100％の目標達成に基づいた直近の変

動報酬Ⅰの50％、又は前年度に受領した年間固定報酬の100％の支払いを受取る。

 

企業年金制度

企業年金制度(従来の受給資格)。取締役は、当社から企業年金を受領する資格を有している。企業年金制度

による年金額は、受益者の年棒に直接関連している。取締役は、退職日より前に勤務した各年度における最終

的な固定年棒の固定割合に基づいた年金を受領する。取締役には、62歳から生涯退職年金という形で、また60

歳からは早期退職年金という形で年金を受給する権利が生じるが、早期退職年金については数理計算上の一定

の控除の対象となる。退職年金は、基本割合の５％に、取締役としての勤続期間を乗じて算出される。勤続期

間が10年経過すると、年金基準は最終的な固定年俸の最高割合の50％に達する。

年金支払は、動的に１％増加する。さらに、年金契約には、寡婦及び遺児への給付という形で、遺族年金に

関する取決めが含まれている。ある特定のケースでは、寡婦年金の受給資格が排除される。年金手配の適格性

に対する標準的な基準は、市場水準と一致している。就労が永続的に不能となった場合(就労不能)、現在の任

命期間の終了予定までの個々の在職期間は、年金計算の対象となる在職期間の基準としての役割を果たす。

企業年金制度(新しい受給資格)。企業年金の新しい受給資格を有する取締役全員に対し、退職時に１回限り

の支払いをする拠出型制度が設定されている。拠出金は勤務期間の各年度に、市場水準に対応する金利で取締

役の口座へ払い込まれる。年金口座への毎年度の繰入れによる、現金又は現金等価品の残高に変動はなく、

キャッシュ・アウトフローも、取締役の退職時にのみ行われる。原則として、受益者の退職日は62歳の誕生日

となる。2011年12月31日より前に締結された年金契約については、取締役は60歳になると、早期退職年金の受

給を選択することもできるが、その際は、数理計算上の一定の控除の対象となる。年額は個別に設定され、そ

の他の報酬構成要素から切り離されている。拠出金額の算定は、ベンチマークとして適切で、拠出型制度を導

入している同業他社との比較に基づいている。

さらに、年金契約には、寡婦及び遺児への給付という形で、遺族年金に関する取決めが含まれている。就労

が永続的に不能となった場合(就労不能)、受益者は年金基金を受ける権利を有する。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

226/636



各取締役に対する勤務費用及び確定給付債務の変動は、下表の通りである。

 

(単位：ユーロ)

  

勤務費用
2014年度  

確定給付債務

(DBO)の現在価値
2014年12月31日

現在  

勤務費用
2013年度  

確定給付債務

(DBO)の現在価値
2013年12月31日

現在

ラインハルト・クレメンス  
599,763

 

5,427,515
 

605,603

 

3,536,455

ニーク・ヤン・ファン・ダム  
288,661

 

2,129,080
 

305,199

 

1,584,901

トーマス・ダーネンフェルト
(2014年１月１日以降)

 
246,151

 

293,973
 

0

 

0

ティモテウス・ヘッティゲス  
818,212

 

8,695,342
 

582,852

 

5,607,988

Dr.トーマス・クレマー  
243,743

 

703,470
 

253,723

 

401,430

クラウディア・ネマート  
247,026

 

1,069,351
 

275,014

 

605,675
Prof.マリオン・シック
(2014年４月30日まで)

 
0  0

 
245,791

 

494,551

 

新しい企業年金制度の条項に従って、ニーク・ヤン・ファン・ダムに年間給付金290,000ユーロが割り当て

られた。トーマス・ダーネンフェルト、Dr.トーマス・クレマー、クラウディア・ネマート及びProf.マリオ

ン・シックについての金額は、勤続１年について250,000ユーロである。2014年12月31日現在、Prof.マリオ

ン・シックは、退職時に法的な権利確定要件を満たしていなかったため、取締役会の年金受給資格を有してい

なかった。

当社の企業年金制度による年金費用は、勤務費用として表示されている。

2014年度の取締役会報酬。法的要件及びその他ガイドラインにより、取締役に対して、以下の表の通り、

2014年度の報酬総額として合計13.9百万ユーロ(2013年度：15.6百万ユーロ)が支払われた。

この取締役会報酬は、固定年次報酬、その他の給付、非金銭給付、現物報酬、短期変動報酬(変動報酬I)、

該当する場合は目覚ましい業績に対する特別ボーナス、全額稼得された長期変動報酬のトランシェ(変動報酬

Ⅱ)、及びマッチング株式の公正価値からなる。これは、付与日の変動報酬Iの概算金額と、その結果のマッチ

ング株式の受給資格数を基礎として算出される。

固定年間報酬及びその他の報酬は、業績には全く関係ないものである。
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報酬総額。取締役会の報酬の詳細については、以下の通りである。

(単位：ユーロ)

    非業績連動型報酬 業績連動型報酬  

    

固定

年間報酬

その他の報

酬

短期変動

報酬

長期

変動業績

連動型報酬

(変動報酬Ⅱ)

長期変動

業績連動型

報酬(マッチ

ング株式の公

正価値) 報酬合計

ラインハルト・クレメン

ス
 2014年度  840,000 17,350 714,350 429,000 186,512 2,187,212

 2013年度  840,000 22,366 755,950 390,000 174,153 2,182,469

ニーク・ヤン・ファン・

ダム
 2014年度  850,000 26,758 708,760 363,000 180,295 2,128,813

 2013年度  794,355 24,555 647,900 330,000 147,360 1,944,170

トーマス・ダーネンフェ

ルト

(2014年１月１日以降)

 2014年度  700,000 22,433 641,300 - 157,817 1,521,550

 2013年度  - - - - - -

ティモテウス・ヘッティ

ゲス
 2014年度  1,450,000 22,359 1,307,124 429,000 313,339 3,521,822

 2013年度  1,037,500 23,972 953,667 390,000 203,759 2,608,898

Dr.トーマス・クレマー  2014年度 (1) 700,000 60,983 856,650 234,438 157,817 2,009,888

  2013年度  700,000 60,508 627,000 130,625 147,360 1,665,493

クラウディア・ネマート  2014年度  900,000 65,900 764,775 361,969 193,685 2,286,329

  2013年度  900,000 49,602 722,925 227,813 180,851 2,081,191

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)
 2014年度  233,333 5,743 - - - 239,076

 2013年度 (2) 700,000 23,272 568,150 137,500 147,360 1,576,282

  2014年度  5,673,333 221,526 4,992,959 1,817,407 1,189,465 13,894,690

  2013年度 (3) 4,971,855 204,275 4,275,592 1,605,938 1,000,843 12,058,503

注(1) 監査役会は、Dr.トーマス・クレマーに2014年の目覚ましい業績に対する特別ボーナスを支給することを決議した。そ

のため856,650ユーロには、250,000ユーロも含まれている。監査役会は、この支給により、Dr.トーマス・クレマーの

目覚ましい業績に対して報奨を与えた。同氏は、Prof. マリオン・シックが健康上の理由で退職したことから、デー

タ保護、法務及びコンプライアンスの分野における自身の職務と兼任して、2014年度通年にわたって人事部門の責任

者となっている。

　(2) Prof.マリオン・シックが2014年度に健康上の理由で退職したことから、監査役会は、同氏の変動報酬受給資格を減額

する権利を行使した。そのため、前年度の行に表示されている確定していたProf.マリオン・シックの短期変動報酬

は、支給日に40,471ユーロ減額された。長期変動報酬の支給額は、前年度の行に表示されている値よりも4,800ユーロ

減額された。

　(3) 2013年度中に退職した取締役に関する報酬は、表には含まれない。

 

「長期変動業績連動型報酬(変動報酬Ⅱ)」の列に表示されている金額は、2011年度に適格な取締役に供与さ

れていたものである。変動報酬Ⅱの現行制度トランシェの開始後に入社したクラウディア・ネマートには2011

年に、Dr.トーマス・クレマーには2012年に、それぞれ比例配分での供与が行われた。

レーネ・オーベルマンの退職契約の詳細は、前年度の公表要件の一環として開示された。これに関連して、

2014年度についても、競業禁止期間の補償としての定額年俸の支払いが発表されていた。しかし、レーネ・

オーベルマンの他の報酬支給規定について合意していたため、ドイツテレコムは2014年に同氏に報酬を支払う

必要はなかった。
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当社と、取締役を務めていたProf.マリオン・シックの間で交わした役務契約は、相互の合意により2014年

４月30日深夜零時を効力発生時として解消された。Prof.マリオン・シックと当社の間で交わした退職契約に

は、次のような要素が盛り込まれている。当社は、役務契約の早期解消に関する最終清算額2.7百万ユーロを

Prof.マリオン・シックに支払う。Prof.マリオン・シックには、株式マッチング・プランの一環として、ドイ

ツテレコム・アーゲー株式22,862株が譲渡されていたが、それ以外のマッチング株式受給資格はない。Prof.

マリオン・シックは、法的な権利確定要件を満たしていないため、取締役会の年金受給資格を失うこととな

る。競業禁止に伴い、Prof.マリオン・シックは５月から９月までの期間の報酬234,375ユーロを受け取る予定

である。これらの支払いは、元取締役と報告期間に退職した取締役に関する開示の一環として開示される。

Prof.マリオン・シックは療養中であるため、上記以外の2014年分の変動報酬受給資格はない。

前事業年度に取締役としての活動に対して、第三者から報酬又は相当の支払いを受けた取締役はいない。

元取締役及び報告年度に退職した元取締役。元取締役、報告年度に退職した取締役、及びその扶養遺族に対

する支払い及び受給権に関して、総額9.2百万ユーロ(2013年度：7.3百万ユーロ)が支払われた。

これらの元取締役及びその扶養遺族に対する現在の年金及び確定した年金受給権に関して、引当金(IAS第19

号に準拠して測定)196.9百万ユーロ(2013年12月31日：139.1百万ユーロ)が認識された。

その他。当社は、現取締役又は元取締役に対し、いかなる前払金又は貸付金も付与しておらず、これら取締

役又は監査役の利益となるその他の債務もなかった。

 

監査役会の報酬

監査役が受取る報酬については、ドイツテレコム・アーゲーの定款第13条に規定されている。2013年１月１

日に発効した新報酬制度に基づき、監査役は、70,000.00ユーロの固定年俸を受取る。

監査役会会長は70,000.00ユーロ、副会長は35,000.00ユーロを追加で受け取る。監査役はまた、監査役会委

員会における活動について、以下の報酬を受け取る。

(a) 監査委員会の委員長は80,000.00ユーロを受け取り、監査委員会の一般委員は40,000.00ユーロを受け取

る。

(b) 一般委員会の委員長は35,000.00ユーロを受け取り、一般委員会の一般委員は25,000.00ユーロを受け取

る。

(c) その他の委員会の委員長は30,000.00ユーロを受け取り、その他の委員会の一般委員は20,000.00ユーロ

を受け取る。
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指名委員会及び調停委員会の委員長及び一般委員は無報酬である。監査役は、監査役会の各会議又は委員会

に出席する毎に1,000.00ユーロの参加報酬を受取る。当社は、報酬及び費用に係る付加価値税の払戻しを行っ

ている。監査役は、無額面株式１株当たり純利益の推移次第で、依然として2012年12月31日まで適用されてい

た従来の報酬制度の下での、2012年度に関する業績連動型変動報酬を受け取ることができる。長期インセン

ティブの影響を有する年次業績関連報酬は、支払いが行われる当該事業年度の翌々年度(参照年度)における無

額面株式１株当たり純利益が当該事業年度の前事業年度における無額面株式１株当たり純利益を0.02ユーロ超

過する毎に1,000.00ユーロとなる。長期インセンティブとしての年次業績連動型報酬は、最大40,000.00ユー

ロに制限されている。

上記の業績連動型変動報酬の支払条件は2014年12月31日現在満たされていたため、2012年度の業績連動型変

動報酬が支払われる。

監査役の2014年度における合計報酬は3,160,791.65ユーロ(及びVAT)であった。

元監査役の2012年度の業績連動型変動報酬は、合計226,562.50ユーロ(及びVAT)であった。

当社は、現職又は元監査役に対していかなる貸付も行っておらず、またこのグループの監査役の利益となる

いかなる債務も負っていない。
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2014年度における各監査役の報酬は以下の通りである。

 

       (単位：ユーロ)

  固定報酬  参加報酬  2012年度の  合 計

監 査 役      業績連動型
報酬

  

サリ・バルダウフ  90,000.00  9,000.00  4,250.00  103,250.00

ヨーゼフ・ベドナースキ  103,333.33  13,000.00  -  116,333.33

Dr.ヴルフ・ベルノタット  103,333.33  12,000.00  40,000.00  155,333.33

Dr.ハンス・ベルンハルト・ボイス
(2014年２月５日まで)

 22,500.00  2,000.00  40,000.00  64,500.00

モニカ・ブランドル  90,000.00  10,000.00  40,000.00  140,000.00

ヨハネス・ガイスマン(2014年２月６日以

降)
 123,750.00  24,000.00  -  147,750.00

Dr.フーベルタス・フォン・グリュンベルグ  100,000.00  11,000.00  40,000.00  151,000.00

クラウス・ディーター・ハナス  70,000.00  7,000.00  14,875.00  91,875.00

シルヴィア・ハウケ
(1)  103,333.33  11,000.00  25,500.00  139,833.33

ラルス・ヒンリッヒ  90,000.00  11,000.00  -  101,000.00

ハンズ－ユルゲン・カールマイヤー
(2)  130,000.00  15,000.00  40,000.00  185,000.00

ダグマー・P・コールマン  130,000.00  20,000.00  40,000.00  190,000.00

ペトラ・ステフィ・クローゼル
(3)  110,000.00  13,000.00  -  123,000.00

Prof.ウルリヒ・レーナー(会長)  215,000.00  31,000.00  40,000.00  286,000.00

ヴァルトラウド・リッツェンベルガー  155,000.00  25,000.00  40,000.00  220,000.00

ローター・シュレーダー(副会長)
(4)  193,333.33  26,000.00  40,000.00  259,333.33

Dr.ウルリヒ・シュレーダー  113,333.33  12,000.00  38,250.00  163,583.33

ミヒャエル・ゾンマー  90,000.00  7,000.00  25,500.00  122,500.00

シビール・スプー  70,000.00  7,000.00  25,500.00  102,500.00

カール・ハインツ・シュトライビッヒ  90,000.00  11,000.00  -  101,000.00

Dr.h.c.ベルンハルード・ヴァルター
(2015年１月11日まで)†

 150,000.00  7,000.00  40,000.00  197,000.00

  2,342,916.65  284,000.00  533,875.00  3,160,791.65

注(1) ドイツテレコム・アーゲー監査役としての活動に対する報酬に加えて、シルヴィア・ハウケは、(テレコム・ドイチュ

ラントGmbH監査役の委任者として)2014年度に総額14,000.00ユーロのその他の報酬(会議出席費用を含む。)も受領し

ている。

　(2) ドイツテレコム・アーゲーの監査役としての活動に対する報酬に加えて、ハンズ－ユルゲン・カールマイヤーは、(T

システムズ・インターナショナルGmbH監査役の委任者として)2014年度に総額16,000.00ユーロのその他の報酬(会議出

席費用を含む。)も受領している。

　(3) ドイツテレコム・アーゲー監査役としての活動に対する報酬に加えて、ペトラ・ステフィ・クローゼルは、(Tシステ

ムズ・インターナショナルGmbH監査役の委任者として)2014年度に総額15,500.00ユーロのその他の報酬(会議出席費用

を含む。)も受領している。

　(4) ドイツテレコム・アーゲー監査役としての活動に対する報酬に加えて、ローター・シュレーダーは、2014年度に総額

29,000.00ユーロ(テレコム・ドイチュラントGmbH監査役の委任者として20,000.00ユーロ及びデータ保護諮問評議会議

長として9,000.00ユーロ)のその他の報酬(会議出席費用を含む。)も受領している。
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利益相反

Dr.ハンス・ベルンハルト・ボイスは、ドイツテレコム・アーゲーの監査役であり、同時にドイツ連邦財務

省副大臣であった。ヨハネス・ガイスマンは、ドイツテレコム・アーゲーの監査役であり、同時にドイツ連邦

財務省副大臣である。Dr.ウルリヒ・シュレーダーは、ドイツテレコム・アーゲーの監査役であり、またドイ

ツ復興金融公庫(KfW)の取締役会会長でもある。監査役会は、ドイツテレコム・アーゲーがドイツ連邦共和国

が相手方とする様々な法的紛争に関与していることを認識している。前述の監査役らとの間に、対応の必要な

利益相反は生じていない。利益相反が生じた場合には、監査役会の構成員は監査役会会長と、いかなる対処を

するか相談する。

 

利益相反の回避。取締役及び監査役は、いかなる利益相反も直ちに監査役会に開示しなければならない。取

締役が担当する取締役会の権限の及ばないいかなる職務も、監査役会の総務委員会による承認を受けなければ

ならない。

 

５ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

以下の文章は、取締役会及び監査役会による、ドイツ企業統治基準第3.10条に従ったドイツテレコム・アー

ゲーのコーポレート・ガバナンスについての報告と同内容である。コーポレート・ガバナンス報告書は、商法

典(HGB)第289条aに従って、コーポレート・ガバナンス説明書とともにドイツテレコムのウェブサイト

(www.telekom.com/289aGermanCommercialCode)上で公表される。

多数の子会社及び関係会社を有するドイツテレコムのような国際的グループにとっては、健全で組織的な

コーポレート・ガバナンスが特に重要となる。当社は、ドイツ企業統治基準に基づく政府委員会による勧告を

含む国内における定めを遵守するとともに、国際基準も遵守する。監査役会及び取締役会は、ドイツテレコム

の将来的な成功のためには、企業や業界特有の問題を考慮に入れた健全なコーポレート・ガバナンスが不可欠

な要素であると考えている。これに伴い、健全なコーポレート・ガバナンスの原則を遵守する責務を経営幹部

は負っている。

2014事業年度中、取締役会及び監査役会は、ドイツテレコム・アーゲー及びドイツテレコム・グループの

コーポレート・ガバナンス並びにドイツ企業統治基準の内容を、綿密に再検証した。直前に終了した事業年度

も過年度と同様に、ドイツテレコム・アーゲーは、同基準による全ての勧告を遂行していた。よって2014年12

月30日に、ドイツテレコム・アーゲーの監査役会及び取締役会は以下の通り、ドイツ企業統治基準の無限定適

合宣言をした。

 

株式会社法(Aktiengesetz － AktG)第161条に従った適合宣言

Ⅰ.　ドイツテレコム・アーゲーの取締役会及び監査役会は、AktG第161条に従った最新の適合宣言を2013年

12月30日付で提出して以降、ドイツテレコム・アーゲーが、2013年６月10日付で連邦官報

(Bundesanzeiger)の公告において連邦法務省が公表したドイツ企業統治基準に係る政府委員会による

勧告を例外なく遵守してきていることを、ここに宣言する。
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Ⅱ.　ドイツテレコム・アーゲーの取締役会及び監査役会はさらに、ドイツテレコム・アーゲーが、2014年

９月30日付で連邦電子官報(Bundesanzeiger)の公告において連邦法務省が公表したドイツ企業統治基

準に係る政府委員会による勧告を例外なく遵守してきていることを、ここに宣言する。

適合宣言は、ドイツテレコム・アーゲーのウェブサイト(www.telekom.com/declarations-of-conformity)に

掲載されている。当サイトからは、過年度の適合宣言へもアクセスすることができる。

監査役会及び取締役会の連携。監査役会及び取締役会は、当社の利益のために密接に連携し、定期的に連絡

を取り合う。ドイツテレコム・アーゲーの監査役会は、年４回の定例会議を行う。2014年には臨時会議が２回

及び当社の戦略的体制に係る徹底した会議が１回開催された。取締役会は適時に、当社及び主要なグループ会

社に関係する重要な事業上の取引についてのみならず、企業戦略、計画、事業の成長、リスク状況、リスク管

理、コンプライアンス及び当初の計画からの事業の成長におけるいかなる逸脱に関しても、十分かつ定期的に

監査役会に情報を提供する。取締役会は、書面及び口頭での定期的な報告を行う。取締役会の報告義務は監査

役会によって定められ、法的要件を超えるものとなっている。取締役会及び監査役会の行為については別途、

手続規則に定められている。取締役会を統治するための規定には、とりわけ、その責務の一覧表及び決議に必

要な多数決についての指針が記載されている。両役会の会長は、定期的に情報を交換する。

取締役会の構成。取締役会の責務の一覧表に従い、取締役会には、取締役会会長部門、財務部門、人事部

門、データ保護、法務及びコンプライアンス部門、Tシステムズ部門、ドイツ部門並びにヨーロッパ及び技術

部門の７部門がある。各取締役には、担当する責務範囲において管理する権限が与えられている。特定の事項

は、取締役全員の承認を要する。さらに各取締役は、取締役全員の裁決を仰ぐことができる。原則として、取

締役は62歳を超えてはならない(標準年齢制限)。

監査役会の構成。ドイツテレコム・アーゲーの監査役会は、株主代表10名及び従業員代表10名の計20名で構

成される。株主代表の監査役は、株主総会で単純多数決により選出される。過年度と同様、監査役会の選出は

直近の2015年５月21日付の株主総会で行われた。株主代表の各監査役の約５年間の任期は、監査役会構成の継

続性を維持するため、異なる日に終了する。従業員代表の監査役は、最も新しいところでは、共同決定法の規

定による2013年11月26日付の代表者会議において選出され、その結果監査役会の委員会に任命された。

構成については、監査役会は次の目標を設定している。

-　監査役会は、当社に特定の状況に留意しつつ、将来の監査役会への任命について法的資格を有する選挙

団体へ提言をする際、候補者の必須の専門性のみならず多様性の面も考慮することを、ここに目標とし

て設定する。

-　監査役会は、１つのグループとして各メンバーが自らの職務を適切に遂行する上で必要な知識、能力及

び専門的経験を有するよう構成されなければならない。

-　監査役会は、監査役会における女性代表が適切な割合を占めることを支持する。監査役会は、2015年度

末までに、女性の割合を当社が目標とする女性管理職の割合である30％とすることを目指している。

-　当社の国際的な観点に鑑み、将来の監査役会への任命においては、国際的な経歴を有する候補者に適切

な配慮をするべきである。
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-　監査役会への任命においては、利益相反は回避されなければならない。

-　監査役は、任命時において67歳を超えていてはならない(標準年齢制限)。

-　監査役会は、ドイツ企業統治基準第5.4.2条の意義の範囲内で、独立した最低16名の監査役を含めなけれ

ばならない。共同決定法に従って選出されたこれらの監査役は、その定義の通り原則として独立してい

ると考えられる。一方、株主代表の場合は、最低６名の監査役会が独立していなければならない。

監査役会のメンバーに係る目標達成のレベルについて：

監査役会における女性の割合は2014事業年度において合計で35％に達し、このことは、2015年末までに女性

の割合を30％にするという目標が既に達成されていたことを意味する。2015年１月31日付の裁判所命令による

イネス・コルムゼー氏の任命によって、監査役会における女性の割合は40％に達した。

監査役会は、１つのグループとして各メンバーが自らの職務を適切に遂行する上で必要な知識、能力及び専

門的経験を有するように構成されている。監査役は様々な専門職から構成され、うち数名は国際的な経歴を有

する。監査役会への任命において利益相反の回避及び標準年齢制限の遵守が考慮された。

ドイツ企業統治基準による勧告に従い、取締役会に公平な助言を提供し、取締役会を監視することができる

十分な人数の独立した監査役を有しているものと、監査役会は考えている。

監査役会の職務。監査役会は取締役を任命し、当社のガバナンスに関する問題について取締役会に助言し、

その活動を監査する。監査役会は、当社の戦略的重要性に係る全ての決定に直接関与する。監査役会の職務

は、手続規則に明記されている。監査役会は取締役会側の報告要件を明確にするために、承認を必要とする取

引の一覧を定めている。この一覧は、監査役会及び取締役会それぞれの手続規則の不可欠な部分である。監査

役会は、その職務の効率性を定期的に評価する。前回の自己評価は、2013年に実施された。この目的を達成す

るために行われた自己評価は包括的なアンケート及び監査役会内での活発な議論に基づくものであった。次回

の効率性監査は2015年秋に予定されている。

業務をより効率的に実行するために、監査役会には７つの委員会がある。総務委員会は、取締役会に関する

人事を行い、監査役会会議の準備を行う。人事委員会は、取締役会に関連しない一般的な人事事項を取り扱

う。財務委員会は、当社内の複雑な財政上及び事業運営上の問題を主に取り扱う。監査委員会は、法律により

義務付けられる業務を、ドイツ企業統治基準の定めるところにより遂行する。これらにはとりわけ、会計手

続、内部統制システムの効率性、リスク・マネジメント及び内部監査システム、財務書類の監査、コンプライ

アンス及びデータ保護の監視が含まれる。技術及びイノベーション委員会は、インフラや製品レベルでのイノ

ベーション及び技術の発展を支援及び促進し、新しい成長分野の開拓方法に関する助言をすることで取締役会

を支援している。監査役会はさらに、株主代表のみで構成される指名委員会を設置した。指名委員会は、特

に、株主総会での選出において、監査役会が引き続き適切な候補者を推薦できるよう、その候補者を提案する

責務を担っている。最後に、調停委員会があり、これは共同決定法第27条第３項に基づいて設置された。米国

における当社の事業に関する事項を担当する委員会は、2013年に臨時に設立されていたが、2014年５月14日に

再設立され、その業務を再開した。
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委員会の委員長は、委員会の業務について定期的に監査役会へ報告する。Dr.h.c.ベルンハルード・ヴァル

ターは当事業年度において、監査委員会の委員長であった。同氏は2015年１月に逝去するまでかかる役職に就

いていた。ダグマー・P.・コールマン氏は2015年２月４日に監査委員会の委員長を引き継いだ。前任者である

Dr.ヴァルターと同様に、ダグマー・P.・コールマン氏は会計、監査及び内部統制手続の分野において、特に

豊富な知識及び経験を有している。Dr.ヴァルターと同様に、同氏は、当社の取締役を務めたことはない。同

氏は同様に、AktG第100条第５項の要件を満たしている。

監査役会は、法で認められている範囲において、当社の利益のために業務を円滑に行うことを目的として、

最新の通信媒体を利用する。

監査役会会長は、監査役会の業務を調整し、会議の議長を務める。また、監査役会に関する組織的な職務に

加えて、取締役会会長及び取締役会メンバーと定期的に連絡を取り、当社の戦略、計画、事業の成長、リスク

及びリスク管理の状況並びにコンプライアンスに関する問題を協議できるようにし、一般的な事業の状況及び

重要な事由についての情報を入手しておくようにする。取締役会会長はこれに関連して、特に、当社の状況、

成長及びガバナンスにとって重要となる全ての事象について、監査役会会長に助言を行う。

利益相反の防止。上記「４ 役員の状況－(3) 役員の報酬及び利益」に記載の通り、取締役及び監査役は、

いかなる利益相反も直ちに監査役会に開示しなければならない。取締役が担当する取締役会の権限の及ばない

いかなる職務も、監査役会の総務委員会による承認を受けなければならない。

リスク及び機会管理。取締役会及び監査役会は、当社の事業活動に関連して生じる機会及びリスクの管理へ

の取り組みが、専門的なコーポレート・ガバナンスにおいて根本的な重要性を持つと考えている。取締役会

は、現時点でのリスク及びその展開に関して、当社のリスク管理部門から定期的に報告を受ける。次に、取締

役会は監査役会に、リスク・エクスポージャー及びリスク管理システムについて報告する。ドイツテレコム・

アーゲーの現行のリスク管理システムは、外部監査人によって評価され、常に拡大及び改善されている。法律

により課せられる責任及びドイツ企業統治基準により勧告される責任に加えて、監査委員会は、内部リスク管

理システムの効率性の監視を含む、リスク管理にも対応している。当システムは、財務リスク及び当社のレ

ピュテーション・リスクを含む多様なリスクを管理するように設計されている。詳しくは「第３ 事業の状況

－４ 事業等のリスク－リスク及び機会管理」の項を参照のこと。
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コンプライアンス。コンプライアンスには、法的要件及びグループ内部規則の遵守が含まれる。ドイツテレ

コム・アーゲーは、継続的に改善される、グループ規模のコンプライアンス組織を有している(詳細は、

www.cr-report.telekom.com上の2013年企業責任報告書を参照のこと。)。加えて、効率的なコンプライアンス

管理システムの枠組みをさらに発展させるために取締役会を支援するコンプライアンス委員会も存在する。コ

ンプライアンス委員会のメンバーは、コンプライアンス、法務、セキュリティ、内部監査及び人事の分野での

経験を有する管理職である。取締役会によって任命されるチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプ

ライアンス委員会の委員長を務める。各事業セグメント毎に、コンプライアンス・オフィサーが任命されてい

る。各事業部門は、その規模及びリスク状況に応じて、追加のコンプライアンス・オフィサー又は担当窓口を

有している。透明性のある報告構造は当グループ全体で実行されている。コンプライアンスの重要性は、取締

役会のデータ保護、法務及びコンプライアンス部門において、全てのコンプライアンス活動を共有するという

決定により強調されている。

ドイツテレコム・アーゲーは、総合的なコンプライアンス管理システムを導入している。かかるシステムに

基づき、コンプライアンス・プログラムは、当グループ全体で１年に１回行われる構造的なリスク評価プロセ

スに基づき策定される。コンプライアンス・プログラムについての詳細は、ドイツテレコム・アーゲーのウェ

ブサイトwww.telekom.com/company/complianceを参照のこと。コンプライアンス管理システムには、行動規

範、倫理規範及び様々な方針も含まれている。行動規範では、日々の事業活動において、従業員及び管理職が

価値観に基づく法的に適合した行為を実践する方法が定められている。倫理規範は、ドイツテレコム・アー

ゲーの取締役及び財務報告を行う特別の責務を担うグループ内部者に向けたもので、これらの個人が、正直

さ、誠実性、透明性及び倫理的行為の原則に従うことを義務付けている。行動規範及び倫理規範は、ドイツテ

レコムのウェブサイトwww.telekom.com/governanceに掲載されている。ドイツテレコム・アーゲー並びにその

他の選ばれた各国企業及び国際企業における現行のコンプライアンス管理システムは、2012年から2014年のス

テージにおいて、腐敗防止に重点を置く、ドイツ経済監査士協会(IDW)監査基準980に従い、外部監査人により

適切でありかつ効率的に実施されていると認定された。

財務報告に係る内部統制。ドイツテレコム・アーゲーは、財務報告に係る内部統制の効率性を体系的に評価

するプロセスを導入している。かかるプロセスにより2014事業年度における当グループ全体の統制の効率性が

再び証明されている。監査役会に代わり、監査委員会が会計及び財務報告プロセスを監視する任務を担ってい

る。財務報告に係る内部統制システムは継続的に更新され、内部監査及び外部監査人により個別に監視されて

いる。

監査委員会はまた、内部統制システムの効率性を監視している。そのシステムは財務報告の範囲を超えてい

る。
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会計及び財務書類の監査。監査中に明らかとなった諸問題(外部監査人の監査報告書中で除外又は留保とし

て記載される可能性があるもの)について、それらが即座に解決されない限り、監査役会会長又は監査委員会

委員長に対し、速やかに助言を行わなければならないという合意が、ドイツテレコム・アーゲーの外部監査人

との間で成立している。さらに、監査時に明らかになった監査役会の任務に直接影響する調査結果や問題につ

いて、外部監査人は直ちに報告しなければならないことも合意されている。この合意により、取締役会及び監

査役会によって提出された適合宣言とドイツ企業統治基準との相違を示す可能性がある、監査時に明らかに

なったいかなる事実についても、外部監査人は監査役会に通知するか、監査報告書に注記を付す責務を負う。

監査委員会は、外部監査人の独立性を評価する。

取締役及び監査役による株式保有。取締役及び監査役による、当社の株式又は関連金融商品の直接的若しく

は間接的保有の合計は、当社の発行済株式の１％を超えない。役員の報酬については、上記「４ 役員の状

況」の項を参照のこと。

 

リスク及び機会管理システム

ドイツテレコムは、関連するリスクを見失うことなく体系的に機会を活用できるよう、総体的なリスク及び

機会管理システムを採用している。当グループのリスク管理方針に従って、リスクは相当な水準の付加価値が

期待できる場合に限り統制下に置かれる。

リスク及び機会の早期認識、評価及び管理は、グループ全体の計画、統制及び監視システムの不可欠な要素

である。機会は、主に戦略及び技術革新開発活動の枠組みの中で検討される。ドイツテレコムは、詳細な市場

研究、シナリオ、見積り、関連要因及び重要成功要因に特別な重要性を置き、それらを利用して、事業セグメ

ント及び市場に対する特定の潜在的な機会を見出している。

リスク及び機会は、事業セグメント別に定期的に、またグループ本部において中枢的に検討される。かかる

過程において使用されるリスク早期警告システムは、規定されたグループ全体の方法に基づいており、個々の

要件に応じて調整されている。計画期間における潜在的な逸脱は、発生の見込まれる範囲及び発生の可能性を

判断するためにシナリオ・モデル等の方法で検討される。発生の見込まれる範囲に関する参考資料の変数は、

当グループの目標値(EBITDAを含む。)である。当グループの「総リスク」は、個別リスクの全体から決定され

る。個別のリスクは、発生見込み及び相関関係の可能性を勘案し、コンビネーション及びシミュレーション・

プロセスを用いて、全般的な潜在的リスクに集約される。あらゆる重要リスク分野を網羅する指標システム

は、総リスクの変化を判断するために使用される。当該検討は、「課題」(当グループのイメージ及び評判に

悪影響を与える可能性のある事象及び状況)として知られているものも含む。

主要なリスク及び機会の報告は標準的な四半期周期で行われ、予期せぬリスクが発生した場合には追加の報

告がその都度行われる。リスクに対する特定の重要性基準は、それぞれの報告レベルで規定されている。企業

リスク管理部門は、このグループ全体にわたる標準化されたリスク報告システムのために用いられる方策及び

システムについて責任を負い、当該システムが有効に機能することを確保する。取締役会、監査役会及び監査

委員会は、全ての重要リスク及び当グループの総体的なリスク状況について四半期毎に報告を受ける。
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当グループ内における犯罪行為(不正行為)に関連するリスクを減らすため、ドイツテレコムのグループ取締

役会は、標準化されたグループ全体の不正禁止管理過程の設置を開始した。かかる不正禁止管理過程の課題

は、当社における不正行為の防止、公開及び処罰についてのグループ全体の枠組みを改善し、これらのリスク

及び当グループに課せられた要件の適切な対処を確保することである。

ドイツテレコムは、財務状態により生じるリスクの管理を特に重視している。全ての財務活動(特にデリバ

ティブの活用)は、リスク最小化方針に従っている。この目的のために、全ての財務取引及びリスク・ポジ

ションは中央の財務システムにおいて管理されている。当グループの経営陣は、リスク・ポジションについて

定期的に報告を受ける。デリバティブは、キャッシュ・フローに影響を与える可能性のある金利変動リスク及

び通貨変動リスクをヘッジするために活用される。

一定の財務取引は、取締役会の事前承認を必要とし、また、現在のリスク・エクスポージャーの重要度及び

額についてその概要が定期的に伝えられる。異なる状況が市場に及ぼす影響を予測するために、異なる市場及

び最悪のシナリオを用いてシミュレーションが実施される。選ばれたデリバティブ・ヘッジ商品及び非デリバ

ティブ・ヘッジ商品は、リスク評価次第で、市場リスクをヘッジするために活用される。しかし、ドイツテレ

コムは、当グループのキャッシュ・フローに影響を与えるリスクをヘッジするだけである。デリバティブは、

ヘッジ商品として排他的に活用される(すなわち、取引や他の投機目的ではない。)。

リスク管理プロセスの効率性並びにドイツテレコムのリスク管理マニュアルで定められた規定及び指針の遵

守は、企業監査部門により定期的に検討される。当社の年次財務書類を監査する適法な委任の範囲内におい

て、独立監査人は、リスク管理システムが当社の将来を脅かす可能性のあるリスク及び進展を早期に認識し得

るか否かを検討する。

同システムにより、事業上のリスク及び機会が早い段階で認識され、さらに、当グループはそれらに対して

積極的かつ効率的に対処するという立場にあることが保証される。同システムは、リスクの早期警告システム

の法定要件を満たしており、ドイツ企業統治基準に準拠している。

 

内部監査及び外部監査

「グループ監査及びリスク管理、保険部門」(Group Audit & Risk Management, Insurance、以下「GAR」と

いう。)と呼ばれるグループ・サービスとして組織された内部監査を行う部門は、当グループ内における統治

機能の一環として、内部統制システム(ICS)の機能性を確保することに対して連帯して責任を負い、企業経営

プロセスにおいて最高経営陣を支えている、独立した検査及び制御機能である。グループ監査部門は当グルー

プの取締役会により経営手段として利用されており、当グループの価値に積極的に寄与している。グループ監

査部門は、取締役会に直接報告を行っており、またCFOの直接報告ラインに置かれている。グループ監査部門

は、組織的な条件として当社のその他の機能から独立しており、監査対象となる各部門に対して業務上の責任

は一切負わない。

グループ監査部門は、主に以下の事項について責任を負う。

-　当グループの全体的な監査システム

-　内部監査に関するグループ全体の規則及び原則
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-　グループ本部・共用事業、Tシステムズ、Tモバイル・ネザーランド及びTモバイル・オーストリア内の

ICS及び事業固有の監査

-　当グループの取締役会にとって特に重要な監査プロジェクト

-　グループ本部の取締役会による年次監査プログラムの導入

グループ監査の代表者は、主要な国際的持株会社の監査委員又は少なくともそのゲストである。

計画は当グループの取締役会によって同意され、当グループの取締役会会長から承認されている。またグ

ループ監査部門の長は、監査委員会委員長へ直接働きかけることもできる。

内部監査を行う全ての従業員は、各自の業務を遂行するために必要な専門的かつ個人的な研修を受けてお

り、追加的な研修にも継続的に参加している。監査業務の品質は、監査過程に組み込まれている品質管理に加

え、外部の品質管理者により行われる独立した調査により定期的に二重チェックされている。

GARは、グループの最高経営陣(特に取締役会)が、ドイツテレコム・グループ(関連会社を含む。)が事業を

行い、かつ自社の監査機関を有していない諸国及び諸地域において、主要な制御及び監督機能を担うこと(特

に財務報告に関する内部コントロール(ICFR)に関するICSの効果を確実にすること。)、戦略を実施すること、

品質、革新、効果及び有効性を確保すること、並びに法令規則を遵守することを助ける。加えて、GARの責任

者は定期的に、担当取締役に対して主要な監査結果について簡潔に概要を説明する。

内部監査機関は、ドイツテレコム・グループの取締役会の名において独立監査及び制御機能を担う。内部監

査機関は、透明性を保証し、解決を推し進める。その任務を果たすため、監査機関は情報の入手、監査及びグ

ループ全ての事業体へのアクセスに関して無制限の権利を有し、かつ当グループの取締役会及び監査委員会に

対して常時報告をする権利を有する。

その他の機能としては、外部監査人は、財務書類の作成及び会計が正確に行われ、法律を遵守しているか、

並びに会計が定款に従っているかを検査し確認する義務を負う。加えて、外部監査人は財務書類の作成から派

生する会計全般に対して、信頼性のある、合法かつ信用できる判断に達する義務及び会計に関して通報する義

務を負う。

外部監査人は、早期通報制度及び監督システムが、外部監査人が負う機能を満たすことができるか否かを評

価しなければならない(商法典(HGB)第317条(４))。外部監査人は、全社レベルの内部統制(company level

control(CLC)の構成要素である内部監査の有効性を検査する。

外部監査人は、内部監査機関の業務をどの程度まで使用することができるかについて誠実に検査しなければ

ならない。しかしながら、内部監査の成果は外部監査人の独自の監査手続を代替してはならない。

監査機関と外部監査人との間の協力は計画、実施及び監督にまで及ぶ(例えば、監査プログラムの合意、共

同プロジェクトの実施、報告書の交換)。

以下の事項は、監査機関と外部監査人との間の協力において、特に考慮されるべきものとする。

義務の拡大並びに監査機関の複雑化及び国際化の拡大。

責任リスク(例えば、環境保護、製造物責任、汚職)。

情報技術の重要性の増大。

内部監査機関の専門性の高度化。
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調整及び協力の最適化という目的達成を視野に入れて、外部監査人及び内部監査機関の代表者間で、定期的

な情報収集会議を行うものとする。外部監査人は、内部監査機関が有するグループ内関係に関する情報を利用

するものとする。

GARは、ドイツテレコム・グループの取締役会に代わり、透明性の確保、付加価値の創造、事業プロセスの

向上並びに解決の促進を意図する独立かつ客観的な監査(保証)及びコンサルティング業務を提供する。当該部

門は、リスク管理、制御並びに管理及び監督プロセスの効果を評価し、その発展に貢献する。

GARは当グループの取締役会を、特に以下の方法により支援する。

グループ全体の統括的な内部監査システム枠組みの中での主要な制御及び監督業務の遂行。

戦略の実施。

品質、革新、効果及び効力の確保。

グループ全体のリスク管理の長期的基盤に基づく向上。

ドイツテレコム・グループ(持株会社を含む。)が事業を行う諸国及び諸地域における法令及び規則の遵

守。

内部監査(Internal Audit(IA))において、GAR部門は、グループの状況及び事業プロセスに関して(定期的な

報告系列と並行して)取締役会に対して、ICSの効果をグループ内部で独立してレビューし、かつ透明性をさら

に向上させる責任を有する。

その業務の遂行のために、GARは、監査及び当グループの全ての部門へのアクセスのために必要な、包括的

情報の入手について無制限の権利を有し、かつ当グループの取締役会及び監査委員会に対して常時報告をする

権利を有する。

リスク管理/保険(RM)部門において、当該部門は、リスク管理及び保険に関する全ての質問、サービス及び

コンサルティングについて、内部及び外部の中央窓口としての機能を有する。

 

監査委員会

監査委員会が責任を負う領域は、原則的には、ドイツ法及びドイツ企業統治基準によって定められている。

とりわけ、監査委員会は会計活動を監視し、ICS、リスク管理システム及び内部監査システムを指導する。委

員会はまた、当社の財務書類の監査に関する事項を取り扱い、外部監査の独立性を確保し、さらに外部監査に

より提供される全ての追加的サービス並びにコンプライアンス及びデータ保護問題を監視する。ドイツテレコ

ム・アーゲーがニューヨーク証券取引所から最終的に上場廃止するまで、監査委員会はまた、米国外に本拠地

がある上場企業に適用される米国法に従い、その権限内のあらゆる事項を取り扱っていた。

 

内部監査、監査委員会、監査役会及び独立監査人の相互関係

当社は独立的な監査役を置いていないが、内部監査部門、監査委員会、監査役会及び独立監査人を置いてい

る。

内部監査部門の長は、重要な内部監査上の問題が発生した場合にはいつでも監査委員会委員長へ直接働きか

けることができる。内部監査の最新の問題点は、監査委員会の各会議において常に議題となる。
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当社の独立監査人(すなわち、プライスウォーターハウスクーパース・アクティエンゲゼルシャフト監査法

人(以下「PwC」という。)。以下「独立監査人」という。)は、当グループの財務書類の公表の公正性の観点か

ら、当グループからの独立性を確保するよう要求されている。さらに、独立監査人は当グループの監査委員会

により監督を受けており、監査人が行う業務は全て、監査委員会の事前承認を受けなければならない。法定事

項に従って、独立監査人は、ドイツテレコム・アーゲーの年次財務書類及び連結財務書類の監査結果、並びに

ドイツテレコム・アーゲー及びドイツテレコム・グループの経営報告書の監査結果について、監査役会及び監

査委員会の予備会議の双方に対して直接報告をしなければならない。独立監査人はまた、欧州連合により採択

されたIFRSに従って作成された連結財務書類の監査結果についても監査役会及び監査委員会の予備会議の双方

に報告をしなければならない。

 

独立監査人及び当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係

2010年２月８日付の公式文書の中で、独立監査人は自らが米国証券取引委員会の証券法の意味において、ま

た、ドイツ企業統治基準の意味において独立していることを確認した。独立監査人は、独立監査人に所属する

いかなる公認会計士にもドイツテレコム・アーゲーとの間に、独立監査人の独立性に影響を与え得る人的関

係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は何ら存在しないと明言した。

 

独立監査人における監査業務を執行した公認会計士の氏名

ハーラルト・カイザー氏(PwC)、ヴェレナ・ハイネケ氏(PwC)

PwC の監査に従事したチームの他のパートナー及びマネージャーは、ドイツの公認会計士

(Wirtschaftsprüfer)であり、彼らは複数のシニア及び若手の監査人を監督する。

 

独立監査人が当社のために監査関連業務に関与した連続年数

1995年１月１日の当社の民営化以来、PwCは当グループの独立監査人としての役割を果たしている。

 

当社の監査業務に関与した独立監査人における監査業務に係る補助者の構成

33名の公認会計士及び80名の公認会計士補
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区　　分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬
(百万ユーロ
(百万円))

非監査業務に
基づく報酬
(百万ユーロ
(百万円))

監査証明業務に
基づく報酬
(百万ユーロ
(百万円))

非監査業務に
基づく報酬
(百万ユーロ
(百万円))

提出会社
3.3
(449)

3.7
(503)

3.4
(462)

7.7
(1,047)

連結子会社
14.8

(2,012)
13.1

(1,781)
15.6

(2,120)
7.4

(1,006)

計
18.1

(2,460)
16.8

(2,283)
19.0

(2,582)
15.1

(2,052)

 

監査人の報酬

当社の「監査人への業務委託に関する方針」(以下「事前承認方針」という。)は、監査委員会により実施さ

れ、当社の独立監査人が行う全ての業務について監査委員会により事前承認がなされることを要求している。

かかる事前承認は、全般的な事前承認又は個別の事前承認という形式で行うことが可能である。

監査委員会は、「事前承認方針」において明記されていないサービスを事前承認することを要求されてい

る。監査委員会の個別の事前承認を要する業務の依頼又は提供の申請は、当社の最高会計監査人により監査委

員会に提出される。依頼は、かかる業務を提供する監査人及び当該業務を依頼しているグループ会社の最高財

務責任者により署名されていることを必要とする。かかるいかなる要請も、関与している監査人及びグループ

会社の最高財務責任者の視点から依頼又は申請が事前承認方針及び監査人の独立性に整合しているかどうかの

共同声明を含まなければならない。

当社の監査委員会は毎年、監査、監査関連、税及びその他の全ての業務についての手数料の上限を定めてい

る。これらの手数料の上限を、監査委員会の事前承認なしに超過することはできない。当社の独立監査人によ

り、ここ３事業年度において行われた全ての業務は、当社の事前承認方針に従って認められており、監査委員

会は行われた業務及び支払われた手数料について定期的に報告を受けている。

「禁止業務」として分類された業務は、ここ３事業年度において認められていない。

当社の独立監査人であるPwCは、2014年及び2013年に関する以下の業務について請求を行った。

 

  2013年  2014年

  (百万ユーロ)

監査手数料  18.1  19.0

監査関連手数料  13.8  12.2

税務手数料  0.4  0.7

その他全ての手数料  2.6  2.2

合　　計  34.9  34.1
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監査手数料

以下の業務(財務書類の監査、財務報告に係る内部統制の有効性の経営陣による評価、四半期報告書の審

査、減損テストの監査並びに法的義務及び法令により要求される書類提出に関連して行われる業務(監査意見

書及び報告書の作成、国内及び国際的な法的監査並びに提出書類の作成及び監査の支援を含む。))は「監査手

数料」の項目の下で請求された。監査業務には、請求、会計及び報告に関する問題への助言のみならず、情報

体系及び処理の監査、並びにこれらの情報体系及び企業内部統制に関する理解及び信頼性を促進する役割を果

たす試査も含まれる。

 

監査関連手数料

監査関連手数料は、主として、当社の年次財務書類の監査及びICFRの有効性の経営陣による評価に関連して

独立監査人が通常行う業務から構成された。監査関連業務には、将来生じる可能性のある企業買収及び売却に

関連するデュー・ディリジェンス、請求、会計及び報告に関する問題への助言(監査業務として分類されない

もの)、新たな会計基準及び報告基準の解説及び導入の支援、当社の年次財務書類の監査及び当社の情報シス

テムに関連せずに行われる手続きの監査、企業統制に関する報告義務の履行に関する支援、製品のコスト計算

の監査並びに規制当局の要件を遵守しているかチェックするITシステムズの支援も含まれる。

 

税務手数料

税務手数料は、国内税制及び国際税制の問題に関連する業務(税法の遵守、税務計画及び税務コンサルティ

ング)から構成された。さらに、税務業務は、税務申告書の検討、税務監査及び申立ての支援、並びに税法に

関連する支援及び国外の従業員に適用される税法の遵守の検討を目的として認められた。

 

その他全ての手数料

その他全ての手数料は主に、リスク管理に関する助言業務、事業計画の分析、当グループ内の事業再編施策

の枠組み内におけるプロジェクト運営業務、第三者による評価の検討、研修コース及び研修セミナー並びに連

邦ネットワーク庁及びその他の規制機関が要求する手続きに関連する支援から構成された。これらの業務は全

て、当社の財務書類の監査とは無関係であった。
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② 【その他重要な報酬の内容】

該当なし

 

③ 【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照のこと。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」の項を参照のこと。
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第６ 【経理の状況】

１　本書記載の2014年及び2013年12月31日終了事業年度に係るドイツテレコム・グループの連結財務書類は、欧州連合(以下

「EU」という。)に採用された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び商法典(Handelsgesetzbuch-HGB)第315a条第１

項に規定されている商法に基づく規則に準拠して作成されている。国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)公表のIFRS

は全て、欧州委員会により、EUで使用するよう採択されている。そのため、本有価証券報告書に記載されるドイツテレコム

の連結財務書類はIASBによって公表されたIFRSにも準拠している。ドイツテレコム・アーゲーの個別財務書類は、商法典

(HGB)及び株式会社法(Aktiengesetz)に従って作成されたものである。

本財務書類の作成に関連する、日本とIFRS及び日本とドイツとの一般に公正妥当と認められている会計原則、会計慣行及

び表示方法の主要な相違については、「４ ドイツと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に記載されている。

本書記載の日本文の連結財務書類及び個別財務書類は原文の英訳を日本語に翻訳したものであり、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第１項の規定の適用を受けている。

 

２　本書記載の2014年及び2013年12月31日終了事業年度の連結財務書類及び個別財務書類は、独立登録会計事務所であり、外

国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいう。)であるプライス

ウォーターハウスクーパース　アクティエンゲゼルシャフト監査法人の監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の

２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係る当該独立登録会計事務所の監査報告書を添付して

いる。

 

３　本書記載の連結財務書類及び個別財務書類の原文はユーロで表示されており、日本円への換算は2015年６月１日現在の株

式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が公表した対顧客電信直物売買相場の仲値である１ユーロ＝135.92円を用いて行われ、百万円未

満の端数は四捨五入されている。連結財務書類及び個別財務書類は原則として百万ユーロを単位とし、日本円の場合は百万

円単位で表示している。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。なお、

円表示額は単に便宜上の表示のためだけのものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換算されることを意味するものでは

ない。

 

４　以下で説明されている「２ 主な資産・負債及び収支の内容」から「４ ドイツと日本における会計原則及び会計慣行の主

要な相違」までにおける記載事項及び財務書類中の円金額は、原文の連結財務書類及び個別財務書類には含まれておらず、

当該事項における財務書類への参照事項を除き、会計監査の対象にもなっていない。
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１ 【財務書類】

Ａ　連結財務書類

(1) 連結財政状態計算書

 

    注記  

2014年12月31日

現在

百万ユーロ  

2013年12月31日

現在

百万ユーロ

資産の部         

流動資産      29,798  21,963

現金及び現金等価物    １  7,523  7,970

売掛金及びその他の未収金    ２  10,454  7,712

未収還付法人税等    25  84  98

その他の金融資産    ８  2,976  2,745

棚卸資産    ３  1,503  1,062

その他の資産    ９  1,380  1,343

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ    ４  5,878  1,033

　         

非流動資産      99,562  96,185

無形資産    ５  51,565  45,967

有形固定資産    ６  39,616  37,427

持分法で会計処理された投資    ７  617  6,167

その他の金融資産    ８  2,284  1,362

繰延税金資産    25  5,169  4,960

その他の資産    ９  311  302

　         

資産合計      129,360  118,148

 

      注記  

2014年12月31日

現在

百万ユーロ  

2013年12月31日

現在

百万ユーロ

負債及び株主持分の部           

流動負債        28,198  22,496

金融負債      10  10,558  7,891

買掛金及びその他の未払金      11  9,681  7,259

未払法人税等      25  276  308

その他の引当金      13  3,517  3,120

その他の負債      14  4,160  3,805

売却目的で保有される非流動資産及び処分

グループに直接関連する負債
     

 

４
 

6
 

113

　           

非流動負債        67,096  63,589

金融負債      10  44,669  43,708

年金及びその他の従業員給付に対する引当金      12  8,465  7,006

その他の引当金      13  2,373  2,071

繰延税金負債      25  7,712  6,916

その他の負債      14  3,877  3,888

　           

負債        95,294  86,085

　           

株主持分      15  34,066  32,063

資本金        11,611  11,395

自己株式        (53)  (54)

        11,558  11,341

資本準備金        51,778  51,428

前期繰越利益を含む留保利益        (39,783)  (37,437)

その他の包括利益累計        (1,838)  (2,383)

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに直

接関連するその他の包括利益累計
       

798
 

-

当期純利益(損失)        2,924  930

親会社の株主に帰属する資本金及び余剰金        25,437  23,879

非支配持分        8,629  8,184

　           

負債及び株主持分合計        129,360  118,148
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    注記  

2014年12月31日

現在

百万円  

2013年12月31日

現在

百万円

資産の部         

流動資産      4,050,144  2,985,211

現金及び現金等価物    １  1,022,526  1,083,282

売掛金及びその他の未収金    ２  1,420,908  1,048,215

未収還付法人税等    25  11,417  13,320

その他の金融資産    ８  404,498  373,100

棚卸資産    ３  204,288  144,347

その他の資産    ９  187,570  182,541

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ    ４  798,938  140,405

　         

非流動資産      13,532,467  13,073,465

無形資産    ５  7,008,715  6,247,835

有形固定資産    ６  5,384,607  5,087,078

持分法で会計処理された投資    ７  83,863  838,219

その他の金融資産    ８  310,441  185,123

繰延税金資産    25  702,570  674,163

その他の資産    ９  42,271  41,048

　         

資産合計      17,582,611  16,058,676

 

      注記  

2014年12月31日

現在

百万円  

2013年12月31日

現在

百万円

負債及び株主持分の部           

流動負債        3,832,672  3,057,656

金融負債      10  1,435,043  1,072,545

買掛金及びその他の未払金      11  1,315,842  986,643

未払法人税等      25  37,514  41,863

その他の引当金      13  478,031  424,070

その他の負債      14  565,427  517,176

売却目的で保有される非流動資産及び処分

グループに直接関連する負債
     

 

４
 

 

816
 

 

15,359

　           

非流動負債        9,119,688  8,643,017

金融負債      10  6,071,410  5,940,791

年金及びその他の従業員給付に対する引当金      12  1,150,563  952,256

その他の引当金      13  322,538  281,490

繰延税金負債      25  1,048,215  940,023

その他の負債      14  526,962  528,457

　           

負債        12,952,360  11,700,673

　           

株主持分      15  4,630,251  4,358,003

資本金        1,578,167  1,548,808

自己株式        (7,204)  (7,340)

　        1,570,963  1,541,469

資本準備金        7,037,666  6,990,094

前期繰越利益を含む留保利益        (5,407,305)  (5,088,437)

その他の包括利益累計        (249,821)  (323,897)

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに直

接関連するその他の包括利益累計
       

 

108,464
 

 

-

当期純利益(損失)        397,430  126,406

親会社の株主に帰属する資本金及び余剰金        3,457,397  3,245,634

非支配持分        1,172,854  1,112,369

　           

負債及び株主持分合計        17,582,611  16,058,676
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(2) 連結損益計算書

 

 注記  

2014年度

百万ユーロ  

2013年度

百万ユーロ  

2012年度

百万ユーロ

営業収益 16  62,658  60,132  58,169

売上原価 17  (38,539)  (36,255)  (34,256)

売上総利益   24,119  23,877  23,913

販売費 18  (13,898)  (13,797)  (14,075)

一般管理費 19  (4,721)  (4,518)  (4,855)

その他の営業収益 20  3,231  1,326  2,968

その他の営業費用 21  (1,484)  (1,958)  (11,913)

営業利益(損失)   7,247  4,930  (3,962)

金融費用 22  (2,340)  (2,162)  (2,033)

受取利息   325  228  306

支払利息   (2,665)  (2,390)  (2,339)

持分法で会計処理された関連会社及び

共同支配企業に対する投資利益(損失) 23
 

(198)
 

(71)
 

(154)

その他の財務収益(費用) 24  (359)  (569)  (225)

財務活動による利益(損失)   (2,897)  (2,802)  (2,412)

　        

税引前利益(損失)   4,350  2,128  (6,374)

法人税等 25  (1,106)  (924)  1,516

利益(損失)   3,244  1,204  (4,858)

　        

利益(損失)の帰属：        

親会社の株主(当期純利益(損失))   2,924  930  (5,353)

非支配持分 26  320  274  495

　        

１株当たり利益 27  ユーロ  ユーロ  ユーロ

基本   0.65  0.21  (1.24)

希薄化後   0.65  0.21  (1.24)

 
 

 

 注記  

2014年度

百万円  

2013年度

百万円  

2012年度

百万円

営業収益 16  8,516,475  8,173,141  7,906,330

売上原価 17  (5,238,221)  (4,927,780)  (4,656,076)

売上総利益   3,278,254  3,245,362  3,250,255

販売費 18  (1,889,016)  (1,875,288)  (1,913,074)

一般管理費 19  (641,678)  (614,087)  (659,892)

その他の営業収益 20  439,158  180,230  403,411

その他の営業費用 21  (201,705)  (266,131)  (1,619,215)

営業利益(損失)   985,012  670,086  (538,515)

金融費用 22  (318,053)  (293,859)  (276,325)

受取利息   44,174  30,990  41,592

支払利息   (362,227)  (324,849)  (317,917)

持分法で会計処理された関連会社及び

共同支配企業に対する投資利益(損失) 23  (26,912)  (9,650)  (20,932)

その他の財務収益(費用) 24  (48,795)  (77,338)  (30,582)

財務活動による利益(損失)   (393,760)  (380,848)  (327,839)

　        

税引前利益(損失)   591,252  289,238  (866,354)

法人税等 25  (150,328)  (125,590)  206,055

利益(損失)   440,924  163,648  (660,299)

　        

利益(損失)の帰属：        

親会社の株主(当期純利益(損失))   397,430  126,406  (727,580)

非支配持分 26  43,494  37,242  67,280

　        

１株当たり利益 27  円  円  円

基本   88  29  (169)

希薄化後   88  29  (169)
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(3) 連結包括利益計算書

 

  

2014年度

百万ユーロ  

2013年度

百万ユーロ  

2012年度

百万ユーロ

利益(損失)  3,244  1,204  (4,858)

損益計算書に遡及的に組み替えられない項目       

確定給付制度の再測定による利益（損失）  (1,581)  48  (1,822)

持分法で会計処理された投資利益（損失）  (29)  (17)  0

その他の包括利益の構成要素に関連する法人税  477  (16)  556

  (1,133)  15  (1,266)

　       

一定の条件が合えば損益計算書に遡及的に組み替えられる項目       

在外営業活動体に係る為替換算差額       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  (4)  0  4

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  1,849  (901)  318

売却可能金融資産       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  (1)  0  (227)

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  41  (4)  33

ヘッジ商品の利益(損失)       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  (267)  178  9

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  265  (162)  (219)

持分法で会計処理された投資利益（損失）       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  0  0  0

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  0  (37)  22

その他の包括利益の構成要素に関連する法人税等  3  (5)  77

  1,886  (931)  17

その他の包括利益  753  (916)  (1,249)

       

包括利益合計  3,997  288  (6,107)

       

包括利益合計の帰属：       

親会社の株主  3,184  197  (6,466)

非支配持分  813  91  359
 

 

  

2014年度

百万円  

2013年度

百万円  

2012年度

百万円

利益(損失)  440,924  163,648  (660,299)

損益計算書に遡及的に組み替えられない項目       

確定給付制度の再測定による利益（損失）  (214,890)  6,524  (247,646)

持分法で会計処理された投資利益（損失）  (3,942)  (2,311)  0

その他の包括利益の構成要素に関連する法人税  64,834  (2,175)  75,572

  (153,997)  2,039  (172,075)

　       

一定の条件が合えば損益計算書に遡及的に組み替えられる項目       

在外営業活動体に係る為替換算差額       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  (544)  0  544

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  251,316  (122,464)  43,223

売却可能金融資産       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  (136)  0  (30,854)

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  5,573  (544)  4,485

ヘッジ商品の利益(損失)       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  (36,291)  24,194  1,223

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  36,019  (22,019)  (29,766)

持分法で会計処理された投資利益（損失）       

損益計算書で認識されるその他の包括利益  0  0  0

(損益計算書で認識されない)その他の包括利益の変動  0  (5,029)  2,990

その他の包括利益の構成要素に関連する法人税等  408  (680)  10,466

　  256,345  (126,542)  2,311

その他の包括利益  102,348  (124,503)  (169,764)

       

包括利益合計  543,272  39,145  (830,063)

       

包括利益合計の帰属：       

親会社の株主  432,769  26,776  (878,859)

非支配持分  110,503  12,369  48,795
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(4) 連結株主持分変動計算書

 
  親会社の株主に帰属する資本金及び剰余金

  株数  株式  連結株主持分

    資本金  自己株式  資本

準備金

 前期繰越

利益を含む

留保利益

 当期純利益

(損失)

  千株  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

2012年１月１日現在残高  4,321,319  11,063  (6)  51,504  (25,371)  538

グループ構成の変更             

繰越未処分利益(損失)          538  (538)

配当金          (3,010)   

株式報酬による資本の増加        2     

自社株買戻し             

　             

利益(損失)            (5,353)

その他の包括利益          (1,266)   

包括利益合計             

　             

留保利益への振替          3   

2012年12月31日現在残高  4,321,319  11,063  (6)  51,506  (29,106)  (5,353)

　             

2013年１月１日現在残高  4,321,319  11,063  (6)  51,506  (29,106)  (5,353)

グループ構成の変更          12   

株主との取引        (1,050)  (4)   

繰越未処分利益(損失)          (5,353)  5,353

配当金          (3,010)   

ドイツテレコム・アーゲーの

増資
 129,856  332    811     

株式報酬による資本の増加        113     

自社株買戻し／株式の信託      (48)  48  (2)   

　             

利益(損失)            930

その他の包括利益          23   

包括利益合計             

　             

留保利益への振替          3   

2013年12月31日現在残高  4,451,175  11,395  (54)  51,428  (37,437)  930

　             

2014年１月１日現在残高  4,451,175  11,395  (54)  51,428  (37,437)  930

グループ構成の変更             

株主との取引        (527)     

繰越未処分利益(損失)          930  (930)

配当金          (2,215)   

ドイツテレコム・アーゲーの

増資  
84,396

 
216

 
 

 
807

 
 

 
 

株式報酬による資本の増加        70     

自社株買戻し／株式の信託      1    1   

　             

利益(損失)            2,924

その他の包括利益          (1,085)   

包括利益合計             

　             

留保利益への振替          23   

2014年12月31日現在残高  4,535,571  11,611  (53)  51,778  (39,783)  2,924
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親会社の株主に帰属する資本金及び剰余金    

その他の包括利益累計  合計  非支配

持分

 株主持分

合計在外営業

活動体に

係る為替

換算差額

 再評価

剰余金

 売却可能

金融資産

 ヘッジ

商品

 持分法で

会計処理

された投資

 税金     

百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

(2,778)  (33)  102  537  20  (174)  35,402  4,630  40,032

            0    0

            0    0

            (3,010)  (387)  (3,397)

            2  1  3

            0    0

                　

            (5,353)  495  (4,858)

330    (59)  (210)  22  70  (1,113)  (136)  (1,249)

            (6,466)  359  (6,107)

                　

  (3)          0    0

(2,448)  (36)  43  327  42  (104)  25,928  4,603  30,531

                　

(2,448)  (36)  43  327  42  (104)  25,928  4,603  30,531

            12  287  299

553    (1)        (502)  3,527  3,025

            0    0

            (3,010)  (369)  (3,379)

            1,143    1,143

            113  45  158

            (2)    (2)

                　

            930  274  1,204

(708)    (4)  16  (54)  (6)  (733)  (183)  (916)

            197  91  288

                 

  (3)          0    0

(2,603)  (39)  38  343  (12)  (110)  23,879  8,184  32,063

                 

(2,603)  (39)  38  343  (12)  (110)  23,879  8,184  32,063

            0  1  1

21            (506)  (324)  (830)

            0    0

            (2,215)  (81)  (2,296)

            1,023  2  1,025

            70  34  104

            2    2

                　

            2,924  320  3,244

1,335    41  (3)  (30)  2  260  493  753

            3,184  813  3,997

                　

  (23)          0    0

(1,247)  (62)  79  340  (42)  (108)  25,437  8,629  34,066
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  親会社の株主に帰属する資本金及び剰余金

  株数  株式  連結株主持分

    資本金  自己株式  資本

準備金

 前期繰越

利益を含む

留保利益

 当期純利益

(損失)

  千株  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2012年１月１日現在残高  4,321,319  1,503,683  (816)  7,000,424  (3,448,426)  73,125

グループ構成の変更             

繰越未処分利益(損失)          73,125  (73,125)

配当金          (409,119)   

株式報酬による資本の増加        272     

自社株買戻し             

　             

利益(損失)            (727,580)

その他の包括利益          (172,075)   

包括利益合計             

　             

留保利益への振替          408   

2012年12月31日現在残高  4,321,319  1,503,683  (816)  7,000,696  (3,956,088)  (727,580)

　             

2013年１月１日現在残高  4,321,319  1,503,683  (816)  7,000,696  (3,956,088)  (727,580)

グループ構成の変更          1,631   

株主との取引        (142,716)  (544)   

繰越未処分利益(損失)          (727,580)  727,580

配当金          (409,119)   

ドイツテレコム・アーゲーの

増資
 129,856  45,125    110,231     

株式報酬による資本の増加        15,359     

自社株買戻し／株式の信託      (6,524)  6,524  (272)   

　             

利益(損失)            126,406

その他の包括利益          3,126   

包括利益合計             

　             

留保利益への振替          408   

2013年12月31日現在残高  4,451,175  1,548,808  (7,340)  6,990,094  (5,088,437)  126,406

　             

2014年１月１日現在残高  4,451,175  1,548,808  (7,340)  6,990,094  (5,088,437)  126,406

グループ構成の変更             

株主との取引        (71,630)     

繰越未処分利益(損失)          126,406  (126,406)

配当金          (301,063)   

ドイツテレコム・アーゲーの

増資  
84,396  29,359    109,687     

株式報酬による資本の増加        9,514     

自社株買戻し／株式の信託      136    136   

　             

利益(損失)            397,430

その他の包括利益          (147,473)   

包括利益合計             

　             

留保利益への振替          3,126   

2014年12月31日現在残高  4,535,571  1,578,167  (7,204)  7,037,666  (5,407,305)  397,430
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親会社の株主に帰属する資本金及び剰余金    

その他の包括利益累計  合計  非支配

持分

 株主持分

合計在外営業

活動体に

係る為替

換算差額

 再評価

剰余金

 売却可能

金融資産

 ヘッジ

商品

 持分法で

会計処理

された投資

 税金     

百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

(377,586)  (4,485)  13,864  72,989  2,718  (23,650)  4,811,840  629,310  5,441,149

            0    0

            0    0

            (409,119)  (52,601)  (461,720)

            272  136  408

            0    0

                　

            (727,580)  67,280  (660,299)

44,854    (8,019)  (28,543)  2,990  9,514  (151,279)  (18,485)  (169,764)

            (878,859)  48,795  (830,063)

                　

  (408)          0    0

(332,732)  (4,893)  5,845  44,446  5,709  (14,136)  3,524,134  625,640  4,149,774

                　

(332,732)  (4,893)  5,845  44,446  5,709  (14,136)  3,524,134  625,640  4,149,774

            1,631  39,009  40,640

75,164    (136)        (68,232)  479,390  411,158

            0    0

            (409,119)  (50,154)  (459,274)

            155,357    155,357

            15,359  6,116  21,475

            (272)    (272)

                　

            126,406  37,242  163,648

(96,231)    (544)  2,175  (7,340)  (816)  (99,629)  (24,873)  (124,503)

            26,776  12,369  39,145

                　

  (408)          0    0

(353,800)  (5,301)  5,165  46,621  (1,631)  (14,951)  3,245,634  1,112,369  4,358,003

                　

(353,800)  (5,301)  5,165  46,621  (1,631)  (14,951)  3,245,634  1,112,369  4,358,003

            0  136  136

2,854            (68,776)  (44,038)  (112,814)

            0    0

            (301,063)  (11,010)  (312,072)

            139,046  272  139,318

            9,514  4,621  14,136

            272    272

                　

            397,430  43,494  440,924

181,453    5,573  (408)  (4,078)  272  35,339  67,009  102,348

            432,769  110,503  543,272

                　

  (3,126)          0    0

(169,492)  (8,427)  10,738  46,213  (5,709)  (14,679)  3,457,397  1,172,854  4,630,251
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

 

 注記  

2014年度

百万ユーロ  

2013年度

百万ユーロ  

2012年度

百万ユーロ

 31       

利益(損失)   3,244  1,204  (4,858)

減価償却費、アモチゼーション及び減損損失   10,574  10,904  21,957

法人税等費用(ベネフィット)   1,106  924  (1,516)

受取利息及び支払利息   2,340  2,162  2,033

その他の財務(収益)費用   359  569  225

持分法で会計処理された関連会社及び

共同支配企業に対する投資(利益)損失
  

198
 

71
 

154

完全連結子会社の売却に係る(利益)損失   (1,674)  (131)  (6)

米国における通信電波塔のリース及び使用に関する

クラウン・キャッスルとの契約によるその他の営業収益
  

-
 

-
 

(1,444)

その他の非貨幣取引   166  101  15

無形資産及び有形固定資産除却による(利益)損失   (436)  138  (83)

運転資本(資産)の増減   (2,275)  (1,266)  (24)

引当金の増減   382  (195)  (203)

その他運転資本(負債)の増減   2,207  696  (406)

法人税等還付(支払)額   (679)  (648)  (694)

配当金受取額   344  273  490

金利デリバティブの締結、解約又は契約条件の

変更による支払純額
  

55
 

290
 

122

営業から生じた現金   15,911  15,092  15,762

利息支払額   (3,390)  (2,961)  (3,060)

利息受取額   872  886  875

営業活動より生じた正味現金   13,393  13,017  13,577

投資による現金流出        

無形資産   (4,658)  (4,498)  (2,811)

有形固定資産   (7,186)  (6,570)  (5,621)

非流動金融資産   (806)  (667)  (1,028)

子会社及び関連会社の支配獲得に係る支払額   (606)  (48)  (19)

処分による収入        

無形資産   16  ８  26

有形固定資産   265  245  187

米国におけるクラウン・キャッスルとの枠組協定に

係る通信電波塔
  

-
 

-
 

1,769

非流動金融資産   74  54  549

子会社及び関連会社の支配の喪失による収入   1,540  650  50

メトロPCSの初めての全部連結による現金及び現金等価

物の純増減
  

-
 

1,641
 

-

短期投資及び市場性ある有価証券の純増減   591  (701)  219

その他   9  (10)  8

投資活動に使用された正味現金   (10,761)  (9,896)  (6,671)

流動金融負債による収入   12,785  10,874  22,664

流動金融負債の返済   (17,089)  (18,033)  (29,064)

非流動金融負債による収入   4,275  9,334  3,539

非流動金融負債の返済   (1,042)  (129)  (171)

配当金支払額   (1,290)  (2,243)  (3,400)

ドイツテレコム・アーゲーの自社株買戻し   -  (2)  -

リース債務の返済   (164)  (172)  (169)

他のTモバイルUS株主のストック・オプション（旧メト

ロPCSプログラム）
  

17
 

102
 

-

TモバイルUSの増資   -  1,313  -

Tモバイル・チェコ共和国の残存持分の取得   (828)  -  -

TモバイルUSの自社株買戻し   (53)  -  -

OTEの自社株買戻し   (69)  -  -

OTEのストック・オプションの割当による現金の流入   26  -  -

その他   (2)  (22)  -

財務活動により生じた（使用された）正味現金   (3,434)  1,022  (6,601)

現金及び現金等価物に対する為替レート変動の影響   323  (167)  (28)

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに関

連する現金及び現金等価物の増減
  

32
 

(32)
 

-

現金及び現金等価物の純増(減)   (447)  3,944  277

現金及び現金等価物期首残高   7,970  4,026  3,749

現金及び現金等価物期末残高   7,523  7,970  4,026
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 注記  

2014年度

百万円  

2013年度

百万円  

2012年度

百万円

 31       

利益(損失)   440,924  163,648  (660,299)

減価償却費、アモチゼーション及び減損損失   1,437,218  1,482,072  2,984,395

法人税等費用(ベネフィット)   150,328  125,590  (206,055)

受取利息及び支払利息   318,053  293,859  276,325

その他の財務(収益)費用   48,795  77,338  30,582

持分法で会計処理された関連会社及び

共同支配企業に対する投資(利益)損失   26,912  9,650  20,932

完全連結子会社の売却に係る(利益)損失   (227,530)  (17,806)  (816)

米国における通信電波塔のリース及び使用に関する

クラウン・キャッスルとの契約によるその他の営業収益   -  -  (196,268)

その他の非貨幣取引   22,563  13,728  2,039

無形資産及び有形固定資産除却による(利益)損失   (59,261)  18,757  (11,281)

運転資本(資産)の増減   (309,218)  (172,075)  (3,262)

引当金の増減   51,921  (26,504)  (27,592)

その他運転資本(負債)の増減   299,975  94,600  (55,184)

法人税等還付(支払)額   (92,290)  (88,076)  (94,328)

配当金受取額   46,756  37,106  66,601

金利デリバティブの締結、解約又は契約条件の

変更による支払純額   7,476  39,417  16,582

営業から生じた現金   2,162,623  2,051,305  2,142,371

利息支払額   (460,769)  (402,459)  (415,915)

利息受取額   118,522  120,425  118,930

営業活動より生じた正味現金   1,820,377  1,769,271  1,845,386

投資による現金流出        

無形資産   (633,115)  (611,368)  (382,071)

有形固定資産   (976,721)  (892,994)  (764,006)

非流動金融資産   (109,552)  (90,659)  (139,726)

子会社及び関連会社の支配獲得に係る支払額   (82,368)  (6,524)  (2,582)

処分による収入        

無形資産   2,175  1,087  3,534

有形固定資産   36,019  33,300  25,417

米国におけるクラウン・キャッスルとの枠組協定に

係る通信電波塔   -  -  240,442

非流動金融資産   10,058  7,340  74,620

子会社及び関連会社の支配の喪失による収入   209,317  88,348  6,796

メトロPCSの初めての全部連結による現金及び現金等価

物の純増減   -  223,045  -

短期投資及び市場性ある有価証券の純増減   80,329  (95,280)  29,766

その他   1,223  (1,359)  1,087

投資活動に使用された正味現金   (1,462,635)  (1,345,064)  (906,722)

流動金融負債による収入   1,737,737  1,477,994  3,080,491

流動金融負債の返済   (2,322,737)  (2,451,045)  (3,950,379)

非流動金融負債による収入   581,058  1,268,677  481,021

非流動金融負債の返済   (141,629)  (17,534)  (23,242)

配当金支払額   (175,337)  (304,869)  (462,128)

ドイツテレコム・アーゲーの自社株買戻し   -  (272)  -

リース債務の返済   (22,291)  (23,378)  (22,970)

他のTモバイルUS株主のストック・オプション（旧メト

ロPCSプログラム）   2,311  13,864  -

TモバイルUSの増資   -  178,463  -

Tモバイル・チェコ共和国の残存持分の取得   (112,542)  -  -

TモバイルUSの自社株買戻し   (7,204)  -  -

OTEの自社株買戻し   (9,378)  -  -

OTEのストック・オプションの割当による現金の流入   3,534  -  -

その他   (272)  (2,990)  -

財務活動により生じた（使用された）正味現金   (466,749)  138,910  (897,208)

現金及び現金等価物に対する為替レート変動の影響   43,902  (22,699)  (3,806)

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに関

連する現金及び現金等価物の増減   4,349  (4,349)  -

現金及び現金等価物の純増(減)   (60,756)  536,068  37,650

現金及び現金等価物期首残高   1,083,282  547,214  509,564

現金及び現金等価物期末残高   1,022,526  1,083,282  547,214
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(6) 連結財務書類に対する注記

会計方針の要約

 

概要

ドイツテレコム・グループ(以下「ドイツテレコム」又は「当グループ」という。)は、通信及び情報技術業界に

おける世界有数のサービス・プロバイダーの１つである。ドイツテレコムは自社の顧客に対し、生活や事業に直結

したあらゆる製品及びサービスを提供している。当グループは、ドイツ、米国、ヨーロッパ及びシステムズ・ソ

リューションズの４つの事業セグメント、並びにグループ本部＆グループ事業セグメントについて報告している。

当社は、1995年１月２日に、ドイツテレコム・アーゲーとしてボン地方裁判所(Amtsgericht - HRB 6794)の商業

登記所に登記された。

当社の登記事務所の所在地はドイツのボンである。住所は、ドイツテレコム・アーゲー、53113 ボン　フリード

リヒ・エーベルト・アレー 140である。

ドイツ株式会社法(Aktiengesetz - AktG)第161条により要求されているドイツのコーポレート・ガバナンス規約

の遵守宣言が公表され、株主の縦覧に供された。この遵守宣言にアクセスするには、ドイツテレコムのウェブサイ

トwww.telekom.comから、Investor Relations(インベスター・リレーションズ)/Corporate Governance(コーポ

レート・ガバナンス)/Declaration of Conformity(遵守宣言)の順に進む。

ドイツテレコム・アーゲーの株式は、フランクフルト・アム・マイン証券取引所及びその他のドイツ国内の証券

取引所で取引されている。

ドイツテレコム・アーゲーの年次財務書類及びドイツテレコム・アーゲーの連結財務書類は、プライスウォー

ターハウスクーパース・アクティエンゲゼルシャフト監査法人(フランクフルト・アム・マイン)より無限定適正意

見の監査報告書を受領しており、電子版連邦官報(elektronischer Bundesanzeiger)で公表されている。この年次

報告書は、ボンにあるドイツテレコム・アーゲーのインベスター・リレーションズに請求すれば入手でき、またド

イツテレコムのウェブサイトwww.telekom.comからも入手できる。

2014年度のドイツテレコムの連結財務書類は、2015年２月10日に取締役会により公表された。

 

表示基準

ドイツテレコムの連結財務書類は、欧州連合(以下「EU」という。)に採用された国際財務報告基準(以下

「IFRS」という。)及び商法典(Handelsgesetzbuch-HGB)第315a条第１項に規定されている商法に基づく規則に準拠

して作成されている。以下IFRSという用語が継続して使用されている。

会計年度は暦年に対応している。連結財政状態計算書には、１報告日の比較数値が含まれている。連結損益計算

書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書には、２比較事業年度が含

まれている。

財政状態計算書上の表示は資産及び負債を流動・非流動に区別しており、通常は連結財務書類に対する注記にお

いて各満期日毎にさらに分類されている。連結損益計算書は、売上原価法を用いて表示されている。この様式に基

づき、営業収益は、営業収益を生み出す際に生じた費用に対して比較される。費用は、売上原価、販売費及び一般

管理費に分類されている。連結財務書類はユーロ建で作成されている。
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連結財務書類に含まれているドイツテレコム・アーゲー及びその子会社の財務書類は、グループで統一されてい

る会計方針に準拠して作成された。

 

当事業年度において初めて適用された基準、解釈及び改訂

2014年度において、ドイツテレコムが初めて適用したIASB公表基準等及び／又はかかる基準等の改訂は以下の通

りである。

 

基準等  タイトル

IFRS第10号  連結財務諸表

IFRS第11号  共同支配の取決め

IFRS第12号  他の企業への関与の開示

IAS第28号  関連会社及び共同支配企業に対する投資

IAS第32号  金融商品：表示 - 金融資産と金融負債の相殺

IAS第39号  金融商品：認識及び測定 - デリバティブの契約更改とヘッジ会計の継続

 

2011年５月にIASBは、子会社、共同支配の取決め及び関連会社に対する投資の会計処理について規定する３件の

新たなIFRS(IFRS第10号、IFRS第11号、IFRS第12号)及び１件の改訂基準(IAS第28号)を公表した。EUは、2012年12

月にこれらの規定を承認した。これらの規定は、2014年１月１日以降に開始する事業年度において、EU内で発効す

る。IASBは2012年11月に、IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号に対するさらなる改訂を公表した。これらの改

訂は、投資会社の連結に関連するものである。EUは、2013年11月にこれらの規定を承認した。これらの新規及び改

訂IFRSの適用は、ドイツテレコムの経営成績、財政状態、キャッシュ・フロー又はグループの構成の表示には重要

な影響を与えない。IFRS第12号の適用により、ドイツテレコムの連結財務書類に開示が追加される。改訂IAS第27

号は、ドイツテレコムが商法典(HGB)第325条第2a項の適用により作成していない、IFRSに基づく年次個別財務書類

のみに係るものであるため、改訂IAS第27号がドイツテレコムに与える影響はない。

・IASBはIFRS第10号「連結財務諸表」を公表することにより統一的な連結モデルを導入している。この新基準に

より「伝統的」子会社(IAS第27号)と特別目的会社(SIC第12号)は区別されなくなる。支配権は、投資企業が被投資

企業に対して権利を持ち、変動収益にさらされており、且つ、変動収益の金額に影響を及ぼす権利を行使する能力

を持つ場合にのみ存在する。IFRS第10号はSIC第12号「連結 - 特別目的会社」、並びにIAS第27号「連結及び個別

財務諸表」における連結財務書類に関連する要件と置き替えられる。

・IFRS第11号「共同支配の取決め」はIAS第31号「共同支配企業に対する持分の報告」及びSIC第13号「共同支配

企業 - 共同支配投資企業による非貨幣性資産の拠出」を置き替える。当該基準は共同支配企業及び共同支配事業

に関する会計処理について規定している。IAS第31号の廃止に伴い、ドイツテレコムが適用を選択していなかった

共同支配企業の比例連結を行うという選択肢は認められなくなる。改訂IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に

対する持分」は、関連会社及び共同支配企業に対する投資を会計処理する際の持分法の適用について規定してい

る。共同支配事業の場合は、資産、負債、費用及び収益の持分が共同支配事業者の連結財務書類及び年次財務書類

で直接認識される。

・IFRS第12号「他の事業体に対する持分の開示」は、子会社、共同支配の取決め及び関連会社、並びに連結及び

非連結の組成された企業に関し、連結財務書類上行われるべき全ての開示内容を結合している。
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・改訂IAS第27号「個別財務諸表」は年次(個別) 財務書類及び対応する注記における子会社、共同支配企業及び

関連会社に関する会計処理についてのみ規定している(商法典(HGB)第325条第2a項による単一の事業体の財務書

類)。

・改訂IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」は関連会社及び共同支配企業に対する投資の、持

分法を用いた会計処理について規定している。

2011年12月に、IASBは、「金融資産と金融負債の相殺」と題する、金融商品の相殺について明記するIAS第32号

「金融商品：表示」の改訂を公表した。IAS第32号の新たな相殺要件に準拠するためには、企業の相殺権は、将来

の事象により偶発的に発生するものではなく、通常事業の過程においてもまた企業や全ての取引相手の支払不履行

あるいは支払不能時においても執行可能なものでなくてはならない。さらに、重要な信用に係る流動性リスクが残

存せず、債権と債務が単一の決済ステップで処理されていることを条件として、総額決済メカニズムもIAS第32号

による相殺要件に準拠すべきであることも規定されており、正味決済と同義のものとなっている。新たな要件は、

2012年12月にEUにより承認され、2014年１月１日以降に開始する事業年度から遡及的に適用されている。この改訂

は、ドイツテレコムの経営成績、財政状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。

2013年６月に、IASBはIAS第39号「金融商品：認識及び測定」に対する限定的な範囲の改訂を公表した。この改

訂は「デリバティブの更改とヘッジ会計の継続」と題され、たとえデリバティブが更改された場合でも、既存の

ヘッジ関係において引き続きヘッジ商品として指定される旨を規定している。「更改」という用語は、デリバティ

ブの当事者が、中央清算機関が当初の取引相手に取って代わり、各当事者の新たな取引相手となることに同意する

ことを示す。このための基本的要件は、CCPが新たな法律や規制により関与することである。IASBは、G20首脳会議

のコミットメントによりこの変更が迅速に促進され、店頭(以下「OTC」という。)デリバティブの透明性と規制当

局による監視が国際的に改善されたことを指摘している。この結果、標準化されたOTCデリバティブは全てCCPとの

間で締結されることになる。この改訂は、2013年12月にEUにより承認され、2014年１月１日以降に開始する事業年

度から遡及的に適用されている。この改訂は、ドイツテレコムの経営成績、財政状態又はキャッシュ・フローの表

示に重要な影響を及ぼさない。

 

公表されたがまだ適用されていない基準、解釈及び改訂

2009年11月に、IASBはIFRS第９号「金融商品」を公表した。この公表は、IAS第39号「金融商品：認識及び測

定」をIFRS第９号に置き換えるプロジェクトによるものである。IFRS第９号は、金融資産の分類及び測定を規定す

る。2010年10月に、IASBはIFRS第９号を再公表し、金融負債の認識及び認識中止に関連した要件、並びに大部分の

分類及び測定の要件をIAS第39号から変更せずに継承した。2013年11月に、IFRS第９号は再び改訂された。この改

訂は、主にヘッジ会計の規定の根本的な改訂に係るものであり、その適用範囲を拡大するものである。加えて、企

業の信用リスクの変化に起因する負債の公正価値の変動は損益には認識されず、その他の包括利益で認識されるこ

ととなった。2014年７月にIASBは、以前に公表された全ての規定と、減損に関する規定、並びに金融資産の分類及

び測定の限定的な変更に関する新規定とを合わせた完全な基準として、IFRS第９号の完成版を公表した。この新規

定は2018年１月１日以降に開始する事業年度から遡及的に適用されるが、まだEUに承認されていない。ドイツテレ

コムは現在、経営成績、財政状態又はキャッシュ・フローの表示に与える影響を分析している。
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2013年５月に、IASBは、IFRIC解釈指針第21号「賦課金」を公表した。この解釈指針における中核的な議題は、

政府によって課された賦課金を支払う負債をどの時点で認識すべきかという論点である。この解釈指針は、賦課金

を支払う負債を発生させる債務発生事象は、該当する法規に従って賦課金を支払う債務の原因となる活動であるこ

とを明確化している。しかし、継続企業の前提の下で将来期間に引き続き事業活動を行う「経済的強制」は、明示

的な債務発生事象には当たらない。新たな規定は、2014年６月にEUに承認され、2014年６月17日以降に開始する事

業年度から遡及的に適用されている。この改訂は、ドイツテレコムの経営成績、財政状態又はキャッシュ・フロー

の表示に重要な影響を及ぼさない。

2013年11月に、IASBは、「確定給付制度：従業員拠出」と題されたIAS第19号「従業員給付」に対する限定的な

範囲の改訂を公表した。この改訂の目的は、従業員又は第三者からの確定給付制度に対する拠出の会計処理を単純

化することである。この単純化された会計処理では、拠出額が勤務年数とは無関係な場合、かかる拠出は関連する

勤務が行われた期間の勤務費用から減額することが認められている。この改訂は、2014年12月にEUにより承認さ

れ、2015年２月１日以降に開始する事業年度より遡及的に適用されている。この改訂は、ドイツテレコムの経営成

績、財政状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。

2013年12月に、IASBは、９つの基準の詳細を改訂する、2010年－2012年サイクルのIFRS年次改善及び2011年－

2013年サイクルのIFRS年次改善を公表した。これらの改訂は、主に明確化を目的としている。この改訂は、2014年

12月にEUにより承認され、2015年１月１日以降(2011年－2013年サイクル)、及び2015年２月１日以降(2010年－

2012年サイクル)に開始する事業年度からそれぞれ将来に向かって適用される。この改訂は、ドイツテレコムの経

営成績、財政状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。

2014年１月に、IASBはIFRS第14号「規制繰延勘定」を公表した。この基準は、IFRSの初度適用企業にのみ適用

されるため、ドイツテレコムには影響がない。

2014年５月に、IASBは「共同支配事業に対する持分の取得に関する会計処理」と題するIFRS第11号「共同支配

の取決め」の改訂を公表した。IFRS第11号では、その活動がIFRS第３号で定義される事業に該当する共同支配事業

の持分を取得する場合に、IFRS第11号の適用指針と不整合となるものを除き、IFRS第３号及び他のIFRSにおける企

業結合の会計処理に関連するすべての指針を適用するよう求めている。この改訂は2016年１月１日以降に開始する

事業年度から見込みで適用されるが、まだEUに承認されていない。この改訂は、ドイツテレコムの経営成績、財政

状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。

2014年５月にIASBは、「許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化」と題された、IAS第16号「有形固定資

産」及びIAS第38号「無形資産」の改訂を公表した。これらの改訂に従い、収益を基礎とした有形固定資産の減価

償却は認められなくなるが、無形資産については、収益を基礎とした減価償却が不適切であると推定されるが、推

定の例外となる状況があることも認めている。この改訂は2016年１月１日以降に開始する事業年度から見込みで適

用されるが、まだEUに承認されていない。この改訂は、ドイツテレコムの経営成績、財政状態又はキャッシュ・フ

ローの表示に重要な影響を及ぼさない。
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2014年５月にIASBは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を公表した。当基準は、顧客との契約全て

に適用される収益の決定及び認識に関する、単一原則に基づいた５つのステップによるモデルを定めており、特

に、現行のIAS第18号「収益」及びIAS第11号「工事契約」に置き換わるものである。IFRS第15号の初度適用時に

は、企業は当基準を当期に全て適用する必要がある。報告期間の期首には完了していなかった全ての契約に対して

も遡及的に適用される。過年度については、移行に関する適用指針により、IFRS第15号を過年度に完全に適用する

か(特定の限られた実務上の簡便法が利用可能)、もしくは過年度の数値を従来の基準に基づいて報告し、IFRS第15

号の適用による累積的な影響を、初度適用日(当報告期間の期首)の資本残高に対して調整するかの選択肢が企業に

与えられる。当基準は、ドイツテレコムの経営成績及び財政状態の表示に重要な影響を与える。特にこの新規の規

定によって、多くの複数要素からなる契約(モバイル・サービス契約及びモバイル機器など)に関して（特定のビジ

ネスモデルによって）、事前に引き渡される要素(モバイル機器)に関する収益金額の割合が高まるため、収益の認

識が早まる。同時に、製品及び商品の販売により生じる収益は増加することとなり、サービスの提供による収益は

減少する。将来の資産計上、及び見積顧客保持期間にわたって計上される販売手数料の費用も、重要な影響を与え

ると予想される。定量的影響は、新基準の実施に関するグループ全体のプロジェクトの一部として分析されるが、

プロジェクト完了までに信頼できる見積を行うことは不可能である。この新規定は2017年１月１日以降に開始する

事業年度から適用されるが、まだEUに承認されていない。

2014年６月にIASBは、「果実生成型の植物」と題されたIAS第16号「有形固定資産」並びにIAS第41号「農業」

の改訂を公表した。この改訂は、ドイツテレコムには影響がない。

2014年８月にIASBは、「個別財務諸表における持分法」と題するIAS第27号「個別財務諸表」の改訂を公表し

た。この改訂は、ドイツテレコムには影響がない。

2014年９月にIASBは、「投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の売却又は拠出」と題された、

IFRS第10号「連結財務諸表」及びIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に関する限定的な範囲の

改訂を公表した。この改訂は、投資者とその関連会社又は共同支配企業との間の取引に影響を及ぼし、子会社が当

該事業を構成するかどうかに関わらず、投資者とその関連会社又は共同支配企業との間で売却又は拠出された資産

が事業を構成する場合には、支配の喪失時に損益全額を認識し、事業を構成しない場合には、損益の一部を認識す

るように規定している。この改訂は、2016年１月１日以降に開始する事業年度に生じる取引に対して将来に向かっ

て適用されるが、まだEUに承認されていない。この改訂は将来の取引のみに影響するため、ドイツテレコムの経営

成績又は財政状態の表示に対する影響を予想することはできない。

2014年９月にIASBは、「2012年－2014年サイクルのIFRS年次改善」を公表した。これには、４つの基準に対す

る改訂の詳細が含まれる。これらの改訂は、主に明確化を目的としている。この改訂は、2016年１月１日以降に開

始する事業年度に生じる取引に適用されるが、まだEUに承認されていない。この改訂は、ドイツテレコムの経営成

績、財政状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。
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2014年12月にIASBは、「開示イニシアティブ」と題するIAS第１号「財務諸表の表示」に対する限定的な範囲の

改訂を公表した。この改訂は、財務諸表における関連情報の表示において、企業がより多くの判断を行使できるよ

うにするものである。例えば、重要性の評価を財務諸表全体に適用すること、また重要性のない情報を含めると、

重要な情報が目立たなくなる可能性があることなどを明確にしている。この改訂は2016年１月１日以降に開始する

事業年度から見込みで適用されるが、まだEUに承認されていない。この改訂は、ドイツテレコムの経営成績、財政

状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。

2014年12月にIASBは、「投資企業：連結の例外の適用」と題された、IAS第10号「連結財務諸表」、IFRS第12号

「他の企業への関与の開示」、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に対する限定的な範囲の改

訂を公表した。この改訂は、投資企業の連結の例外規定に関して生じる問題に対処するもので、2016年１月１日以

降に開始する事業年度から将来に向かって適用される。この改訂はまだEUに承認されておらず、ドイツテレコムの

経営成績、財政状態又はキャッシュ・フローの表示に重要な影響を及ぼさない。

 

会計方針の変更及び報告構造の変更

当事業年度において初めて有効となる基準書、解釈指針、及び基準と解釈指針の改訂を例外として、ドイツテレ

コムは会計方針において大きな変更を行わなかった。ドイツテレコムは、2014年度に以下の報告構造の変更を実施

した。

ローカル事業部門(LBU)のICSS/GNFは、2013年12月31日まで組織上はシステムズ・ソリューションズ事業セグメ

ントに割り当てられていたが、2014年１月１日からヨーロッパ事業セグメントの下で取りまとめられ、報告されて

いる。さらに、以前はシステムズ・ソリューションズ事業セグメントの下で管理されていたTシステムズ・チェコ

共和国のローカル事業顧客部門は、2014年１月１日付でTモバイル・チェコ共和国に統合された。モバイル及び固

定ネットワーク事業活動に加え、当社は現在、法人顧客及び行政機関向けのICTソリューションも提供している。

これらの活動は、ヨーロッパ事業セグメントの下で開示される。

英国のEEジョイントベンチャーは、以前はヨーロッパ事業セグメントに割り当てられていたが、2014年１月１日

付でグループ本部＆グループ事業に変更された。

詳細は、注記32「セグメント報告」を参照のこと。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

261/636



会計方針

連結財政状態計算書に表示される主要な資産及び負債は以下の通り測定されている。

 

財政状態計算書項目  測定原則

資産の部   

流動資産   

現金及び現金等価物  償却原価

売掛金及びその他の未収金  償却原価

未収還付法人税等

 

 

 報告期間の期末までに施行された又は実質的に施行さ

れた税率を用いて、税務当局から回収が予想される金

額

その他の金融資産   

　その他のデリバティブ以外の金融資産   

　　満期保有投資等  償却原価

　　売却可能金融資産  公正価値又は取得原価

　　組成した貸付金及び未収金  償却原価

　デリバティブ金融資産  公正価値

棚卸資産  正味実現価値と取得原価のいずれか低い方

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ  帳簿価額と処分費用（配賦可能な負債を含む）控除後

の公正価値のいずれか低い方

　   

非流動資産   

無形資産   

　うち、耐用年数が有限  償却原価と回収可能価額のいずれか低い方

　うち、耐用年数が確定できない(のれんを含む)  償却原価と回収可能価額のいずれか低い方(減損認識に

よる測定)

有形固定資産  償却原価と回収可能価額のいずれか低い方

持分法で会計処理された投資  投資の繰越純資産を持分按分した額と回収可能価額の

いずれか低い方

その他の金融資産   

　その他のデリバティブ以外の金融資産   

　　満期保有投資等  償却原価

　　売却可能金融資産  公正価値又は取得原価

　　組成した貸付金及び未収金  償却原価

　デリバティブ金融資産  公正価値

繰延税金資産

 

 資産が実現される又は負債が決済される期間に適用が

予想される税率で測定された割り引かれない金額

　   

負債及び株主持分   

流動負債   

金融負債   

　デリバティブ以外の利付・無利息負債  償却原価

　デリバティブ金融負債  公正価値

買掛金  償却原価

未払法人税等

 

 

 報告期間の期末までに施行された又は実質的に施行さ

れた税率を用いて、税務当局への支払いが予想される

金額

その他の引当金  決済金額の現在価値

　   

非流動負債   

金融負債   

　デリバティブ以外の利付・無利息負債  償却原価

　デリバティブ金融負債  公正価値

年金及びその他の従業員給付に対する引当金  数理上の予測単位積増法

その他の引当金  決済金額の現在価値

繰延税金負債

 

 資産が実現される又は負債が決済される期間に適用が

予想される税率で測定された割り引かれない金額
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下記の認識及び測定に関する重要な原則は、連結財務書類で表示する全会計期間において、一律に適用されてい

る。

 

無形資産（のれんを除く）

無形資産のうち耐用年数が有限のもの(UMTS及びLTEライセンスを含む)は、取得原価で測定され、通常、耐用年

数にわたって定額法で償却される。当該資産は、回収可能価額(処分費用控除後の公正価値又は使用価値のいずれ

か高い方の価額で測定される)が帳簿価額を下回る場合に減損が計上される。耐用年数が確定できない無形資産(米

国連邦通信委員会が付与するモバイル通信ライセンス(以下「FCCライセンス」という。))は、取得原価で計上され

る。FCCライセンスは固定期間に発行されるが、FCCライセンスの更新は定期的にごくわずかの費用で生じる。さら

に、ドイツテレコムはFCCライセンスの耐用年数を制限する法的、規制上、契約上、競争的、経済的又はその他の

要因が現在ないと考えているため、FCCライセンスを耐用年数が確定できない無形資産として会計処理している。

当該資産は償却されないが、年に１度もしくは減損の兆候がある場合はその都度減損テストが実施され、必要に応

じて回収可能価額まで評価減される。減損を認識した原因が該当しなくなれば当該減損は戻入れられ、資産は減損

が過年度において認識されていなかった場合に評価されていたであろう価値で認識される。

資産の耐用年数及び償却方法に関する見直しは少なくとも各事業年度末に実施され、予想が従来の見積りと異な

る場合には、IAS第８号に従って会計上の見積りの変更として会計処理される。

モバイル通信ライセンスの償却は、関連するネットワークの使用準備が整った時点で開始される。モバイル通信

ライセンスの耐用年数は、各国の規制機関から付与されているライセンスの期限、ライセンスの更新可能性、ライ

センスの更新に係る予想費用並びに将来の技術開発といった複数の要因に基づいて決定される。

当社の最も重要なモバイル通信ライセンスの残存耐用年数は以下の通りである。

 

モバイル通信ライセンス  年

FCCライセンス  確定できない

LTEライセンス  ７年から25年

UMTSライセンス  ６年から17年

GSMライセンス  ２年から15年

 

開発費は、資産としての認識基準を満たした場合に資産計上され、その耐用年数にわたって償却される。研究費

は発生時に費用計上される。
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のれん

のれんは償却されないが、のれんが配分されている資金生成単位の回収可能価額に基づいて減損テストが実施さ

れる(impairment-only approach)。減損テストは各事業年度末に定期的に、また資金生成単位の帳簿価額の減損を

示す兆候がある場合に実施される。減損テストを行うため、企業結合により取得したのれんは当該結合のシナジー

効果による便益が予想される各資金生成単位に配分される。のれんが配分された資金生成単位の帳簿価額が回収可

能価額を上回る場合には、当該資金生成単位に配分されたのれんについて差額分を評価減する必要がある。のれん

の減損を戻入れてはならない。資金生成単位に関して認識された減損が配分されたのれんの帳簿価額を上回る場合

は、当該資金生成単位に配分された資産に対して、比例的に減損の追加額が配分される。個別資産の公正価値又は

使用価値(測定可能な場合)が、最低価値とみなされる。

 

有形固定資産

有形固定資産は、取得原価から定額法による減価償却費と減損(該当する場合)を控除した価額で計上される。償

却期間は見積耐用年数に基づいている。期中に取得した有形固定資産項目は、比例配分で減価償却される。資産の

残存価額、耐用年数及び減価償却方法に関する見直しは少なくとも各事業年度末に実施され、予想が従来の見積り

と異なる場合には、IAS第８号に従った会計上の見積りの変更として会計処理される。自社製造資産の原価には、

直接配賦可能原価の他に、間接材料費及び間接労務費の比例配賦額、並びに製造又はサービスの提供に関連する一

般管理費が含まれる。取得価額及び経営者が意図した方法での使用を可能にする設置場所並びに条件下に当該資産

を運搬するための直接的な付随費用に加えて、取得原価には、資産の解体及び除去並びに設置場所の回復に係る見

積費用が含まれる。有形固定資産項目が見積耐用年数の異なる複数の構成要素からなる場合には、それらの重要な

構成要素は、それぞれの耐用年数にわたって減価償却される。修繕維持費は発生時に費用計上される。公共投資補

助金は、補助金が与えられた資産の取得原価を減少させる。

有形固定資産を処分する場合、あるいは使用又は処分による経済的便益がもはや見込めない場合には、当該資産

の帳簿価額は除却される。有形固定資産の除却に伴う損益は処分対価の純額と当該資産の帳簿価額の差額であり、

当該資産の除却時にその他の営業収益あるいはその他の営業費用として認識される。重要な資産カテゴリーの耐用

年数は以下の通りである。

 

  年数

建物  25年から50年

電話設備及び端末機器  ３年から10年

データ通信設備、電話回線及びISDN切替装置、伝送設備、ラジオ送信設備、

ブロードバンド通信回線設備
 

 

２年から12年

ブロードバンド通信回線、外部工場回線、送電線  ８年から35年

その他の設備、営業設備及び事務機器  ２年から23年

 

リース資産改良費は、耐用年数と適用リース期間のうちいずれか短い方の期間にわたって減価償却される。
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借入費用

適格資産の取得、建設又は生産に直接帰属する借入費用は、当該資産の取得原価の一部として資産計上される。

ドイツテレコムは、適格資産を、使用又は売却に要する期間が少なくとも12か月の建設プロジェクト又はその他の

資産と定義する。公正価値で測定される資産及び反復的に大量製造又は大量生産される棚卸資産に関する借入費用

は、資産計上してはならない。

 

無形資産(のれんを含む)及び有形固定資産項目の減損

減損は、帳簿価額と回収可能価額の比較により識別される。各資産がその他の資産とは無関係に将来のキャッ

シュ・フローを生成しない場合、資産の配分が可能な資金生成単位に基づいて回収可能性が評価される。各報告日

に、ドイツテレコムは資産の減損の兆候について評価する。減損の兆候がある場合、当該資産又は資金生成単位の

回収可能価額が算定されなければならない。また、減損テストは、耐用年数を確定できない無形資産(のれん及び

FCCライセンス)について年に１度定期的に行われる。

資金生成単位の回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値及び使用価値のいずれか高い方の価額で測定され

る。回収可能価額は通常、市場価格に基づいて算定できない限り、割引キャッシュ・フロー計算(以下「DCF」とい

う。)を用いて算定される。当該DCF計算は、経営者が承認した10年間の財務予算に基づく、内部目的でも利用され

る予測を利用する。計画期間には、短期から中期の市場成長に関わる仮定が反映されている。10年超のキャッ

シュ・フローは、適切な成長率を用いて推測される。経営者が回収可能価額の計算の基礎とした主要な仮定は、収

益の推移、顧客獲得・維持費用、解約率、資本的支出、市場占有率、成長率及び割引率である。キャッシュ・フ

ロー計算は、外部情報により裏付けられている。使用される割引率は、資産又は資金生成単位に特有のリスクを反

映している。

 

棚卸資産

棚卸資産は正味実現可能価額又は取得原価のいずれか低い方の価額で計上される。取得原価は、購入価額総額と

加工費及び現在の場所並びに条件下に運搬する際に生じたその他の費用で構成されている。原価は加重平均法を用

いて測定される。正味実現可能価額は、通常の事業の過程で見積もられた売価から見積追加加工費及び見積販売直

接経費を控除したものをいう。ドイツテレコムの携帯電話販売は、サービス契約に関連する場合と単独で行われて

いる場合がある。サービス契約に関連して携帯電話を販売する場合、携帯電話に関する値引は、当社の新規顧客獲

得戦略の一環であるため、原価を下回る価額で販売することもある。このような場合、携帯電話売上損は販売時に

認識され、売上原価と値引後の収益との差額として計上される。
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売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループは、帳簿価額が継続的使用よりはむしろ主に売却取引を通し

て回収される場合に、売却目的保有として分類される。当該資産は帳簿価額又は処分費用控除後の公正価値のいず

れか低い方の価額で測定され、売却目的で保有される非流動資産及び処分グループとして分類される。当該資産の

減価償却は行われない。処分費用控除後の公正価値が帳簿価額を下回る場合には、当該資産の減損を認識する。そ

の後、処分費用控除後の公正価値が上昇した場合、以前に認識された減損損失の戻入を行わなければならない。減

損損失の戻入額は、当該資産について以前に認識された減損損失の額を上回ってはならない。売却目的で保有され

る当該資産の分類に関する要件が満たされなくなる場合、当該資産は売却目的保有として計上されなくなる。当該

資産は、当該資産が売却目的保有として分類されていなかった場合に適用される帳簿価額と、売却目的保有として

の分類に関する要件が満たされなくなる日の回収可能価額のいずれか低い方の価額で測定されることとなる。

 

従業員給付

ドイツテレコムは、当グループの従業員の年金給付の対象となる報酬及び従業員の勤続年数に基づいて各国で確

定給付年金制度を運営している。これらの年金制度の一部は、外部の年金基金や契約信託制度(以下「CTA」とい

う。)の設立を通じて資金手当てされている。年金引当金は確定給付年金制度に関する予測単位積増法を用いて年

金数理上測定され、報告日現在で把握されている年金債務及び確定済年金受給権だけでなく、将来予想される給料

及び給付額の増加も考慮される。年金債務の現在価値の算定に使用された割引率は通常、各通貨圏における格付け

の高い社債の利率に基づいて設定されている。年金制度資産運用収益及び割引の戻しによる支払金利は、金融費用

(純額)に計上される。勤務費用は、営業費用として分類される。年金制度の変更による未認識の過去勤務費用は、

当該変更が発効した期間に直ちに認識される。調整及び数理上の仮定の変更により生じる損益は、損益が発生した

期間において損益計算書を通さずに株主持分に計上される。一部のグループ会社は、法定又は契約上の要件に準拠

して、従業員に確定拠出制度を付与し、国民又は個人年金保険基金に対する支払が行われる。確定拠出制度に基づ

き、雇用主は外部基金への拠出金支払額を超過するその他の債務を引き受けない。将来の年金支払額は、もっぱ

ら、当該拠出金の投資による収益を含む、外部基金への雇用主(該当する場合は従業員)の拠出金による。未払額は

当該金額の支払義務が確定される時点で費用計上され、費用として分類される。

2012年12月31日まで、ドイツテレコムは公務員の年金制度のための共同基金である。Bundes-Pensions-Service

für Post und Telekommunikation e.V., Bonn (郵便通信連邦年金サービス-BPS-PT)をドイツポスト・アーゲー及

びドイツ・ポストバンク・アーゲーと共同で運営していた。BPS-PTは、公務員という身分により年金受給資格を有

する退職従業員及びその扶養遺族に対し、年金及び手当の支払を行っていた。ドイツの公務員年金基金の再編に関

する法律(Gesetz zur Neuordnung der Postbeamtenversorgungskasse-PVKNeuG)により、公務員年金に関連する

BPS-PT(公務員年金基金内の組織)の機能は、2013年１月１日付でドイツ連邦郵便通信機関に移管された。ドイツテ

レコム・アーゲーの公務員年金基金への支払債務の水準は、ドイツ・ブンデスポストの元従業員のための法規定に

関するドイツの法律(Postpersonalrechtsgesetz)第16条によって規定されている。ドイツテレコム・アーゲーは

2000年より、現職公務員の年金給付の対象となる報酬総額及び一時休職中の公務員の年金給付の対象となる仮定報

酬総額の33％を特別年金基金に毎年拠出する法的義務を負っている。
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過去において、ドイツテレコム・アーゲー及びその国内子会社は様々な契約条件で部分退職契約に合意してお

り、その大部分はブロック・モデルとして知られるものに基づいている。年金数理上の原則に従って現在価値で測

定される２種類の債務が発生し、別々に会計処理される。第一の債務は、契約期間にわたって比例的に計上される

未決済金額累計額に関係している。未決済金額累計額は、高齢者非常勤労働開始前の従業員の報酬(雇用主の社会

保障負担を含む)と高齢者非常勤労働に対する報酬(雇用主の社会保障負担を含むが、トップアップ支払は除く)と

の差額に基づいている。第二の債務は、トップアップ支払を行う雇用主の義務と法定年金制度に対する追加拠出に

関係している。トップアップ支払はハイブリッド型であることが多く、すなわち、契約は、期間満了前に雇用関係

を終了させる際の補償の一形態として考えられているものの、後日行われる支払いは将来の勤務実績を条件として

いる。トップアップ支払は退職金としての性格を備えているが、将来の勤務実績に応じた割合で権利確定期間にわ

たり認識しなければならない。ブロック・モデルが使用される場合、トップアップ支払の権利確定期間は、従業員

が部分退職プログラムへの参加資格を付与された時点で開始され、不稼働段階になった(離職)時点で終了する。

解雇給付の付与から発生する債務は、ドイツテレコムが対応する給付の付与を現実的に撤回できなくなった時点

で認識される。ドイツにおいて、従業員への退職手当及び早期退職に関連して発生する債務は、主に従業員に自主

退職の募集がなされる際に発生する。このような債務は原則として、従業員が当社からの募集を受け入れる前には

認識されないが、法的又はその他の制約により、従業員が当該募集を受け入れるよりも早い段階で当社が撤回する

ことができない場合は除かれる。当社が単独で決定した人員削減から発生する債務は、当社が雇用関係を終結させ

る詳細計画を正式に公表した際に認識される。解雇給付がIAS第37号で意味する事業再編の手段として付与される

場合、IAS第19号に従った負債が、事業再編の引当金と同時に計上される。解雇給付の支払日が報告日よりも12か

月以上先になる場合は、支払見込額は報告日まで割り引かれる。支払日又は支払金額が報告日時点で未確定の場

合、当該債務はその他の引当金に含めて報告される。
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その他の引当金

その他の引当金は、期日又は金額が不確実な第三者に対する現在の法的債務又はみなし債務について認識され

る。引当金は、債務が過去の取引又は事象に関係しており、債務の決済のために資源の流出が必要となる可能性が

高く、流出額が信頼性をもって測定できる場合に認識される。引当金は全ての識別可能リスクを考慮した見積決済

額で計上される。当該決済額は最善の見積りに基づいて計算され、債務の性質により、適切な見積り方法と情報源

が使用される。類似した複数の債務がある場合、当該債務グループを単一の債務として取り扱う。見積り方法とし

て予想価値法が使用される。発生確率が同じ様々な潜在的事象がある場合は平均値を採用する。個別債務(例え

ば、法的及び訴訟リスク)は最も可能性の高い結果に基づいて定期的に評価されるが、例外的な実際の分布が、そ

の他の見積りの方がより適切な評価額を算出できることを示している場合は、その限りではない。引当金の測定

は、過去の実績、現在の費用計算及び価格情報、並びに専門家による見積り及び報告書に基づく。実績あるいは現

在の費用計算又は価格情報が決済額の算定に使用される場合、当該評価額は決済予定日まで推定される。適切な価

格トレンド指数(例えば、建設価格指数又はインフレーション率)がこの目的のために使用される。引当金は金銭の

時間価値効果が重要な場合には割引かれる。引当金は債務の期間及びそれに関連するリスクを反映する税引前市場

金利を使用して割引かれる(決済額の計算においてすでに考慮されていない限り)。償還請求は引当金に対して相殺

されず、その実現が事実上確実になると直ちに、個別に認識される。

有形固定資産の取得から生じる解体、回復及び類似債務に対する引当金は、関連資産に資産計上された費用の増

加によって相殺される。見積額又は支払時期の後日における変更あるいは当該債務の測定に適用された金利の変更

も株主持分に直接認識され、これに伴い関連する有形固定資産項目の帳簿価額が遡及的に増加あるいは減少する。

引当金金額の減少が関連資産の帳簿価額を超過する場合、超過分は直ちに損益に認識される。

 

金融商品

金融商品は、一方の企業に金融資産を、もう一方の企業に金融負債又は資本商品を生じさせる契約である。金融

資産には、特に、現金及び現金等価物、売掛金及びその他の貸付金と未収金、満期保有投資並びにトレーディング

目的デリバティブ及びデリバティブ以外の金融資産が含まれる。金融負債は、通常、現金又はその他の金融資産に

よる返済要求の根拠を立証している。これには特に債券及びその他の証券化負債、買掛金、銀行債務、ファイナン

ス・リース債務、約束手形によるノンバンクに対する債務並びにデリバティブ金融負債が含まれる。金融商品は、

ドイツテレコムが金融商品の契約条項の当事者となった時点で認識される。しかしながら、通常の方法による購入

又は売却(関連する市場における規制又は慣習により通常定められている期限内に資産の譲渡を行うよう契約で規

定されている金融資産の購入又は売却)の場合、決済日は当初認識及び認識の中止に関係する。決済日とは、ドイ

ツテレコムに対する、又はドイツテレコムからの資産の譲渡が行われる日である。通常、金融資産及び金融負債

は、企業が認識されている金額を相殺する権利及び純額ベースで決済する意図を有する場合にのみ相殺され、純額

が財政状態計算書に表示される。非金融資産の売買契約がIAS第39号の範囲内におさまる限り、当該項目はこの基

準に準拠して会計処理される。
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金融資産は当初認識時に公正価値で測定される。その後損益を通じて公正価値で再測定されない全ての金融資産

については、取得に直接帰属する取引費用が考慮される。財政状態計算書に認識される公正価値は、通常、金融資

産の市場価格に基づいている。市場価格が入手できない場合は、現在の市場パラメーターに基づき標準的評価モデ

ルを用いて計算する。この計算において、現在のイールドカーブを用いて先渡レートによりすでに確定又は算定さ

れているキャッシュ・フローは、報告日現在で適用されるイールドカーブから計算された割引因数を用いて測定日

に割引かれる。その場合、仲値が使用される。

売掛金及びその他の流動未収金は、最初に認識された取得原価から、当該債権の回収期日まで１年超である場合

は、実効金利法を用いて算出された減損を控除した価額で測定される。減損は、貸倒引当金という形式で予想信用

リスクに対する適切な引当金を設定する。債務不履行が明確な場合には当該債権は償却される。貸倒引当金に関

し、評価減を必要とする可能性がある金融資産は信用リスクの類似性に基づきグループ分けされ、減損テストが一

括して実施され、適宜評価減される。ポートフォリオの予想将来キャッシュ・フローは、過去の債務不履行の状況

を考慮して、契約上合意されたキャッシュ・フローに基づいて計算される。キャッシュ・フローは、該当するポー

トフォリオに含まれる金融資産の当初の実効金利の加重平均に基づいて割引かれる。売掛金の償却は、貸倒引当金

勘定を用いて認識される場合がある。貸倒引当金勘定を用いて信用リスクを計上するか、あるいは売掛金を直接減

額するかの判断は、リスク評価の信頼性によって決まる。事業セグメントと地域環境が多様であるため、この判断

は各ポートフォリオ・マネージャーの責任となっている。

現金及び現金等価物は、現金及び短期銀行預金を含み、当初認識時においては３か月以内に満期が到来するもの

であり、償却原価で測定される。

その他の非流動未収金は実効金利法を用いて償却原価で測定される。

トレーディング目的金融資産は公正価値で測定される。これらは主にIAS第39号で規定されている有効なヘッジ

関係に該当しない部分のデリバティブを含んでおり、そのため「トレーディング目的」として分類されている。そ

の後の測定により生じる損益は損益計算書に認識される。

一部の種類の投資は、合理的な経済的実現性をもって満期保有が意図及び予定されている。これらの金融資産は

実効金利法を用いて償却原価で測定される。

別の金融商品カテゴリーの定義に合致しないデリバティブ以外の金融資産は売却可能として分類され、通常、公

正価値で測定される。公正価値での測定により生じる損益は、減損が一時的なものではない場合あるいは重要性が

ある場合や、為替の変動による債務証書の公正価値の変動が損益計算書に認識される場合を除いて、株主持分に直

接認識される。公正価値での測定により生じる損益累計額は、関連する金融資産を処分する時点で初めて損益計算

書に認識される。市場性のない資本商品の公正価値が十分な信頼性をもって測定できない場合、当該商品は取得原

価(適宜減損を控除後)で測定される。

ドイツテレコムは、当初認識時に金融資産を損益を通じて公正価値で測定される金融資産として指定する選択権

をまだ利用していない。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

269/636



損益を通じて公正価値で測定されない金融資産の帳簿価額は、客観的且つ重要性のある減損の証拠(例：債務者

が深刻な財政難に直面している、債務者の破産手続きが開始される可能性が高い、金融資産の活発な市場が消滅し

た、発行体の技術的、経済的又は法的環境及び市場環境に重要な変化があった、金融資産の公正価値が償却原価を

下回る程に継続的に下落している)があるか否かを判断するために報告日毎にテストされる。公正価値が帳簿価額

を下回ることによる減損は損益として認識される。売却可能金融資産の公正価値の変動が、従来、株主持分(その

他の包括利益)に直接認識されていた場合には、算定された減損の金額だけその他の包括利益から損益計算書に組

替える必要がある。その後の期間において金融資産の公正価値が上昇し、この上昇が減損認識後に発生した事象に

関係していると客観的に考えられる場合には、適切な金額の減損が利益に戻入れられる。債務証書の場合には、こ

れらの戻入れられた減損は損益に認識される。「売却可能」として分類され取得原価で計上されている市場性のな

い資本商品の減損は、戻入が行われない。減損テストで算定される満期保有証券の公正価値並びに減損テストが必

要な償却原価で測定される貸付金及び未収金の公正価値は、いずれも当初の実効金利を用いて割引かれた予想将来

キャッシュ・フローの現在価値に一致している。取得原価で測定される市場性のない資本商品の公正価値は、投資

の特別リスクポジションに対応する現行の金利を用いて割引かれた予想将来キャッシュ・フローの現在価値として

計算される。

金融負債は当初認識において公正価値で測定される。損益を通じてその後公正価値で測定されない全ての金融負

債については、取得に直接帰属する取引費用が認識される。

買掛金及びその他のデリバティブ以外の金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で測定される。

ドイツテレコムは、当初認識時に金融負債を損益を通じて公正価値で測定される金融負債として指定する選択権

をまだ利用していない。

IAS第39号で規定されている有効なヘッジ関係に該当しない部分のデリバティブは、「トレーディング目的」と

して分類され、損益を通じて公正価値で測定されなければならない。公正価値が負の場合には、当該デリバティブ

は金融負債として認識される。

ドイツテレコムは、デリバティブを利用して、営業、財務及び投資活動より生じる金利及び為替リスクをヘッジ

している。当社は投機的な目的ではデリバティブの保有又は発行を行っていない。デリバティブは当初認識時に公

正価値で計上される。公正価値は、その後の測定においても関連してくる。取引されるデリバティブの公正価値は

市場価格に等しく、正の場合も負の場合もある。入手可能な市場価格がない場合は、公正価値は標準的金融評価モ

デルを用いて算定される。

デリバティブの公正価値は、金融商品を報告日現在で譲渡した場合にドイツテレコムが受取る、又は支払うこと

になる価額である。これは、報告日現在の契約当事者に関連する為替レート及び金利に基づいて計算される。計算

には仲値が用いられる。利付デリバティブの場合、クリーン・プライスとダーティ・プライスとの区別がつけられ

る。クリーン・プライスとは異なり、ダーティ・プライスには未収利息も含まれる。認識される公正価値は、公正

価値全額又はダーティ・プライスに一致している。

公正価値の変動を損益計算書に計上するか株主持分に直接認識するかは、デリバティブがIAS第39号で規定され

ている有効なヘッジ関係に該当するか否かによって決まる。IAS第39号に従ったヘッジ会計が適用されない場合

は、デリバティブの公正価値の変動は必ず損益として認識されなければならない。一方、IAS第39号で規定されて

いる有効なヘッジ関係が存在する場合は、ヘッジとして認識される。
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ドイツテレコムは、財政状態計算書項目及び将来キャッシュ・フローをヘッジするためにヘッジ会計を適用して

おり、これにより損益計算書のボラティリティを軽減している。ヘッジ対象の項目により、公正価値ヘッジ、

キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外事業に対する正味投資額のヘッジの区別がつけられる。

公正価値ヘッジは、財政状態計算書に認識されている資産及び負債、又は財政状態計算書に認識されていない確

定契約の公正価値のヘッジに利用される。ヘッジ商品として指定されたデリバティブの公正価値の変動は全て損益

として認識され、ヘッジ対象の帳簿価額はヘッジされたリスクの分だけ損益計上を通して修正される(簿価修正)。

帳簿価額の修正はヘッジ関係が終結するまで償却されない。

キャッシュ・フロー・ヘッジは、財政状態計算書に認識されている資産及び負債、確定契約(為替リスクの場

合)、又は実行可能性が非常に高い予定取引からの将来キャッシュ・フローの変動をヘッジするのに利用される。

未認識の確定契約の為替リスクをヘッジするために、ドイツテレコムはそれを公正価値ヘッジではなくキャッ

シュ・フロー・ヘッジとして認識する選択権を利用している。キャッシュ・フロー・ヘッジが採用される場合、

ヘッジ商品の公正価値の変動の有効部分はヘッジ対象に係る損益が実現されるまで株主持分(ヘッジ準備金)に認識

され、ヘッジ商品の無効部分は損益として認識される。予定取引のヘッジにより金融又は非金融の資産又は負債を

認識することになった場合、株主持分に直接認識された関連する損益累計額は、取得した金融資産又は引き受けた

金融負債が損益に影響を与える期間と同じ期間の損益に組替えられる。この会計処理において、ドイツテレコム

は、非金融の財政状態計算書項目が発生した場合には、予定取引のヘッジに簿価修正の考えを利用しないことを決

定した。

在外事業に対する正味投資額のヘッジが採用される場合、ヘッジ商品の有効部分に係る全ての損益は、ヘッジさ

れている投資の換算に係る全ての損益とともに、株主持分に直接計上される。無効部分に係る全ての損益は、直ち

に損益として認識される。株主持分に直接認識されていたヘッジ商品の再測定に係る損益累計額及びヘッジ対象の

換算に係る損益は、投資処分時に初めて損益として認識される。

IAS第39号はヘッジ会計の利用に関する厳密な要件を定めている。ドイツテレコムは、ヘッジの開始時に、ヘッ

ジ商品として利用される金融商品とヘッジ対象との関係及びヘッジの目的と戦略に関する文書を作成することで、

この要件を満たしている。これには、ヘッジ商品を対応する資産又は負債もしくは将来の(確約済／予想)取引に具

体的に割当てること、及び採用するヘッジ商品の有効性の程度を評価することも含まれる。既存のヘッジ会計の有

効性は継続的に監視され、無効なヘッジは直ちに終結される

ドイツテレコムは、認識されている貨幣性資産及び負債の為替エクスポージャーをヘッジするために、IAS第39

号に従ったヘッジ会計を使用していない。これは、IAS第21号に従って損益として認識されているヘッジ対象の換

算に係る損益が、ヘッジ商品として使用されているデリバティブに係る損益とともに損益計算書上に表示されてい

るためである。
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偶発事象(偶発債務及び資産)

偶発事象(偶発債務及び資産)とは、ドイツテレコムが完全には統制できない１つ又は複数の不確実な将来の事象

の発生の有無により存在が確認される過去の事象から生じる潜在的な負債又は資産である。また偶発債務は、過去

の事象から現実に発生しているが、経済的便益を含む資源が流出する可能性が低い、あるいは金額を合理的に見積

もることができない現在の債務である。偶発債務は、企業結合の過程で引き受けた場合にのみ公正価値で認識され

る。企業結合の過程で引き受けられていない偶発債務は認識されない。偶発資産は認識されない。しかしながら、

利益の実現がほぼ確実な場合には、関連する資産は偶発資産ではなくなり、資産として認識される。偶発債務に関

する情報は、経済的便益の流出の可能性が極めて低くない限りは、連結財務書類に対する注記において開示され

る。偶発資産については、経済的便益の流入の可能性が高い場合に開示される。

 

リース

リース資産の受益所有権は、資産の所有に伴うリスクと便益のほとんど全てが帰属するリース契約当事者が保有

する。

ほとんど全てのリスクと便益が貸手に帰属する場合(オペレーティング・リース)、貸手がリース資産を財政状態

計算書に認識する。この場合のリース資産の測定は、当該資産に適用される会計方針に基づいて行われる。リース

料は、貸手により損益計算書に認識される。オペレーティング・リースの借手は、リース期間中の支払リース料を

損益計算書に認識する。リース期間中において将来的にリース料が変更することが契約で定められている場合、

リース料は契約開始日に１回限り定められる額を用いて全リース期間にわたって定額法で計上される。延長オプ

ションがある場合には、リース契約締結時において延長オプション行使の可能性がかなり確実であるとされるもの

を当初の考慮に入れる。リース期間中に延長オプション行使に関する当初の予測の変更につながる状況が明らかに

なった場合には、オペレーティング・リースから生じる将来の債務見積額はその状況に応じて変更される。

リース資産の所有に伴うリスクと便益のほとんど全てが借手に帰属する場合(ファイナンス・リース)、借手が

リース資産を財政状態計算書に認識しなければならない。リース期間開始時に、リース資産は、公正価値又は将来

の最低支払リース料の現在価値のいずれか低い方の価額で測定され、見積耐用年数又はリース期間のいずれか短い

方の期間にわたって減価償却される。減価償却費は費用として認識される。借手は、リース期間開始時に、リース

資産の帳簿価額と同額のリース負債を認識する。その後の期間において、リース負債は実効金利法を用いて減額さ

れ、それに応じて帳簿価額が修正される。ファイナンス・リースの貸手は、リースに対する正味投資額の未収金を

認識する。リースによる収益は、リース未収金の回収額と金融収益とに分類される。リース未収金は実効金利法を

用いて減額され、それに応じて帳簿価額が修正される。

セール・アンド・リースバック取引がファイナンス・リースである場合には、帳簿価額を超過する売却収入は全

額繰延べられ、リース期間にわたって償却される。
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持分決済型の株式報酬取引

持分決済型の株式報酬取引は公正価値で付与日に測定される。債務の公正価値は権利確定期間にわたって人件費

として認識され、対応する資本準備金が計上される。持分決済型の株式報酬取引の公正価値は、ブラック－ショー

ルズモデルやモンテカルロモデル等、国際的に認められている評価技法を用いて算定される。現金決済型の株式報

酬取引に関して、従業員が取得した商品及びサービス並びに企業に発生した負債は、当該負債の公正価値で認識し

なければならない。負債の公正価値は各報告日及び各決済日時点で新規に算定し、当該公正価値の変動は当該負債

が決済されるまで損益を通じて認識しなければならない。

 

営業収益

収益には、ドイツテレコムの通常の業務活動から発生する全ての収益が含まれる。収益は付加価値税及び顧客か

ら徴税され政府当局に支払われるその他の税金控除後の価額で計上される。収益は実現主義に基づき、サービスの

提供に従って稼得した会計期間において認識される。顧客からの初期手数料は繰延べられ、見積平均顧客維持期間

にわたって収益として認識される。ただし複数要素からなる契約の一部である場合には、顧客により支払われる契

約報酬の一部とされる。

複数要素からなる契約の場合、識別されている各会計単位(要素)に関する収益の認識は個別に決定される。収益

は個々の要素の公正価値(独立販売価格)に基づいて認識される。複数の物品・サービス等を提供する契約は、独自

で収益の対価を持つそれぞれの要素に分離される。複数要素からなる契約に関係する契約報酬合計は、それぞれの

相対的な独立販売価格(すなわち提供される複数の物品・サービス等の独立販売価格総額に対する各要素の独立販

売価格割合)に基づいてそれぞれの要素に配分される。しかしながら、個別要素の相対的な独立販売価格及びこの

会計単位に認識される収益は、追加要素の提供に依存しない支払である、顧客により提供される契約報酬合計の割

合によって制限されている。

ディーラー及びエージェントへの支払(割引、引当金)を含む顧客への支払は、通常、収益の減少として認識され

る。報酬がそれ自体で給付を提供し、容易に測定される場合、支払は費用として認識される。

ドイツテレコムにおける収益の認識は、以下の通りである。

ドイツ、米国及びヨーロッパの事業セグメントにおけるモバイル通信事業による収益には、モバイル通信サービ

ス、顧客からの初期手数料並びに携帯電話及び付属品の販売による収益が含まれる。モバイル通信サービス収益に

は、毎月発生する基本料金の他に、特殊機能に関する料金、通話料金並びにドイツテレコムの顧客と他のモバイル

通信業者の双方に請求を行うローミング料金が含まれる。モバイル通信サービス収益は、利用分数又はその他の通

話プランの取決めに基づく金額から、各控除額及び割引調整額を差引いた価額で認識される。携帯電話及び付属品

の販売に伴う収益及び関連費用は、製品の引渡し及び顧客による検収が行われた時点で認識される。
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ドイツ及びヨーロッパの事業セグメントにおける固定ネットワーク事業は、従来からの回線及びブロードバンド

による固定型ネットワークへのアクセス及びインターネット・アクセスを提供している。音声及びデータ通信の利

用に関するこの種のアクセスにより生じる収益は、サービスの提供時に認識される。提供されたサービスは、顧客

による利用(通話分数等)、使用可能時間帯(毎月発生する基本料金等)又はその他の合意された料金プランの取決め

に関連している。通信機器の販売、リース及びサービスも行っている。通信機器及び付属品の販売に伴う収益及び

費用は、その取引における顧客の最終的な検収に影響を与えるほどの当社による未履行責務がない限り、製品の引

渡し時に認識される。レンタル及びオペレーティング・リースによる収益は、手数料が発生した月に認識される。

顧客からの初期手数料収入は平均顧客維持期間にわたって繰延べられる。広告及びeコマースに関する料金からも

収益が発生する。広告収益は、広告が掲載される期間において認識される。取引による収益は、適格な取引が生

じ、その結果生じる債権の回収が合理的に確実であるという顧客からの通知をもって認識される。

システムズ・ソリューションズ事業セグメントにおいては、収益は、販売契約の確実な証拠が存在し、製品が引

き渡されるかサービスが提供され、売値あるいは料金が固定されているか確定しており、回収可能性が合理的に保

証されている場合に認識される。

コンピュータ及びデスクトップ・サービスによる収益は、サービスが提供された時点で、売上高比例法によって

認識される。収益は、価格固定契約の場合、契約上のサービス期間に比例的に認識され、その他のサービス契約に

ついては生産量あるいは消費量を基礎として認識される。時間及び材料消費に基づいて請求が行われるサービス契

約による収益は、発生した労働時間及び直接費用に応じて契約で定められた１時間当たりの料率によって認識され

る。

ハードウェアの販売又は販売型リースによる収益は、その取引における顧客の最終的な検収に影響を与えるほど

の当社による未履行責務がない限り、顧客への製品出荷時に認識される。これらの責務に係る費用は、対応する収

益の認識時に認識される。

通信サービスには、「ネットワーク・サービス」並びに「ホスト・サービス及びASPサービス」が含まれる。顧

客に対する通信ネットワークの設定及び運営で構成されているネットワーク・サービスに関する平均契約期間は約

３年間である。顧客からの初期手数料及び関連費用は繰延べられ、見積平均顧客維持期間にわたって償却される。

音声及びデータ・サービスに関する収益は、これらの契約に基づき顧客の利用時に認識される。契約がリースを含

む場合、当該リースはIFRIC第４号及びIAS第17号に従い個別に会計処理される。「ホスト・サービス及びASPサー

ビス」による収益は、各サービスの提供時に認識される。

レンタル及びリースによる収益は、賃貸期間にわたって定額法により認識される。

 

法人税等

法人税等には、当期法人税及び繰延税金が含まれる。当期法人税及び繰延税金は、収益又は費用として認識さ

れ、当該期間の損益に計上される。ただし、同一又は異なる期間において、損益の外でその他の包括利益又は株主

持分に直接認識される取引から税金が生じる場合を除く。税金負債／未収税金は主に国内及び海外の所得税に関す

る負債／未収税金から構成されている。税金負債／未収税金には当期分と過年度分が含まれる。税金負債／未収税

金は、ドイツテレコムが営業する国々で適用される税法に基づいて測定される。
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繰延税金は、連結財政状態計算書上の帳簿価額と税務上の帳簿価額に係る一時差異並びに繰越欠損金及び税額控

除について認識される。この原則の例外として、企業結合ではなく且つ取引時に会計上の利益にも課税所得／税務

上の欠損にも影響を与えない取引における資産又は負債の当初認識から繰延税金負債が発生する場合、一時差異に

係る繰延税金負債は認識されない。また、のれんの当初認識から発生する一次差異についても、繰延税金負債は認

識されない。繰延税金資産は、将来減算一時差異、繰越欠損金及び税額控除が利用できるほどの将来の課税所得が

見込まれる可能性が高い場合にのみ認識される。繰延税金負債は、通常、子会社及び関連会社に対する投資に関連

する一時差異に関して認識されるが、ドイツテレコムが一時差異の解消の時期を管理できる場合で、予見できる将

来において一時差異が解消されない可能性が高い場合は認識されない。繰延税金資産及び繰延税金負債は、報告期

間末までに施行されている又は実質的に施行されている税率及びその他の税法に基づいて、資産が実現する又は負

債が決済される期間に適用されると見込まれる税率で測定される。ドイツテレコムが当期税金資産と当期税金負債

を相殺する法的に行使可能な権利を有しており、繰延税金資産と繰延税金負債が同一の税務当局によって徴収され

る法人税等に関連するものである場合、繰延税金資産と繰延税金負債は、財政状態計算書上で相殺される。

 

判断及び見積り

連結財務書類における経営成績又は財政状態の表示は、会計方針、仮定及び見積りによって決められ、その影響

を受ける。実際の金額はこれらの見積数値とは異なる場合がある。以下の重要な会計上の見積り及び関係する仮定

並びに適用される会計方針に内在する不確実性は、潜在的な財務報告リスク並びにこれらの会計上の見積り、仮定

及び不確実性が連結財務書類に対して与える可能性のある影響を理解するために重要である。

有形固定資産及び無形資産の測定は、特に企業結合により取得された資産の場合、取得日現在の公正価値を算定

するための見積りの利用を必要とする。また、当該資産の耐用年数の見積りが必要である。資産及び負債の公正価

値並びに資産の耐用年数の算定は、経営者の判断に基づいている。

有形固定資産及び無形資産の減損の算定は、減損の原因、時期及び金額を含む(これらに限られない)見積りの利

用を必要とする。減損は、現在の競争状況の変化、通信産業の成長予想、資本コストの増加、将来の資金調達の可

能性、技術の陳腐化、サービスの中止、現在の再取得価格、類似取引における支払価格及び減損を示唆するその他

の状況の変化といった多くの要素に基づいている。減損兆候の識別には、将来キャッシュ・フローの見積りや資産

(又は資産グループ)の公正価値の算定と同様に、減損を示す兆候の識別及び評価、予想キャッシュ・フロー、適用

する割引率、耐用年数並びに残存価額に係る経営者の重要な判断が必要となる。特に、モバイル事業の公正価値の

基礎を成すキャッシュ・フローの見積りにおいては、新しいデータ通信商品及びサービスの提供を通じた将来の収

益の増加に必要なネットワーク・インフラに対する継続的投資が検討されているが、これらの商品及びサービスに

対する顧客需要の過去情報は限られている。これらの商品及びサービスに対する需要が予想通りに実現しなけれ

ば、収益及びキャッシュ・フローは減少し、減損が生じる可能性がある。公正価値を算定する際には、マクロ経済

動向によるリスクを反映する追加的な計画上の不確実性を考慮する必要があり、これは将来の経営成績に不利な影

響を与える可能性がある。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

275/636



資金生成単位の回収可能価額の算定は、経営者による見積りの利用を必要とする。回収可能価額の算定に利用さ

れる手法には、割引キャッシュ・フローに基づく手法及び市場価格を基礎として使用する手法が含まれる。割引

キャッシュ・フローに基づく測定は、経営者が承認した財務予算に基づく、内部目的でも利用される予測に基づい

ている。選択された計画期間には、短期から中期の市場成長に関する仮定が反映され、企業の永続的な利益を算定

するために必要となる事業の見通しの安定状態を達成するために選択されている。この安定状態は、特に時として

長期にわたる電気通信業界の投資サイクル並びに長期的に計画され見込まれる周波数帯使用権の取得及び延長のた

めの投資により、選択された計画期間に基づいてのみ達成される。社内中期計画期間を超えるキャッシュ・フロー

は適切な成長率を用いて予測される。経営者が回収可能価額の計算の基礎とした主要な仮定には、収益の推移、顧

客獲得・維持費用、解約率、資本的支出、市場占有率及び成長率などがあり、これらは、主に内部情報源から生

じ、過去の経験に基づいているが内部の期待も考慮しており、且つ外部の市場データ及び見積りにも裏付けられて

いる。割引率は、資金生成単位に係るリスクを考慮して、市場から得られる外部数値に基づき算定される。上記の

仮定における将来の変更は資金生成単位の公正価値に重要な影響を与える可能性がある。

経営者は、顧客が必要な支払を履行できないことにより発生する見積損失を会計処理するため、貸倒引当金を設

定している。貸倒引当金の妥当性を評価する際、経営者の見積りは、未収金の経過期間と過年度の償却実績、顧客

の信用格付け及び顧客の支払条項の変更に基づいている。顧客の財政状態が悪化すれば、実際の償却は予想を上回

る可能性がある。

法人税等は、グループが営業活動を行うそれぞれの地域毎に見積られ、各課税対象に関する予想実際法人税額の

特定計算、及びIFRS連結財務書類上と税務申告上の特定科目の処理方法の違いにより発生する一時差異の評価を必

要とする。一時差異について、通常、連結財務書類に繰延税金資産及び負債が認識される。実際及び繰延税金の計

算には経営者の判断が必要とされる。繰延税金資産は当該資産の利用が見込まれる範囲で認識される。繰延税金資

産の利用は、繰越欠損金の繰越期間に関する法的制限を考慮した上で、それぞれの税金種類及び地域において十分

な課税所得を稼得することが可能であるか否かによって決まる。繰延税金資産の将来における利用可能性の評価に

は、過去の経営成績、業務計画、繰越欠損金の繰越期間及び税務計画戦略を含む様々な要素が使用される。回収可

能性の評価に用いられる期間は、各グループ会社の状況によって決まり、通常５年から10年の間である。実際の業

績がこれらの見積りと異なる場合、又は将来の期間においてこれらの見積りの修正が必要な場合、経営成績、財政

状態及びキャッシュ・フローは負の影響を受ける可能性がある。繰延税金資産の将来の利用に関する評価が変更さ

れた場合、当該繰延税金資産の当初認識した方法に従って、認識されている繰延税金資産を損益を通じてもしくは

株主持分において直接減額させる、又は減損された繰延税金資産の減損損失を損益を通じてもしくは株主持分にお

いて直接戻入しなければならない。

公務員でない従業員に対する年金給付債務は、通常、確定給付制度により充足されている。公務員でない従業員

に対する年金給付費用は、割引率、予想昇給率、予想年金趨勢及び平均寿命に関する仮定に基づいた年金数理評価

により決定される。これらのパラメーターに関して仮定の変更が必要な場合には、将来の年金給付費用の金額が重

要な影響を受ける可能性がある。
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ドイツテレコムは、ドイツ連邦郵便及び通信機関再編成法(Gesetz zur Reorganisation der Bundesanstalt für

Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost)に基づき、公務員健康保険基金(Postbeamtenkrankenkasse)の

収入と給付支払額との差額である営業費用不足額の分担金を支払う義務を有している。公務員健康保険基金は、ド

イツテレコム・アーゲー、ドイツポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバンク・アーゲーに雇用される公務員又は

退職者である加入者及びその親族の、病気、誕生又は死亡の際にのみサービスを提供する。第二次通信改革法

(Postreform Ⅱ)の施行とともに、公務員健康保険基金への新規参加は打ち切られた。公務員健康保険基金により

徴収される保険料は、同等の保険給付金に対する民間保険会社の保険料を超過してはならないため、基金参加者の

年齢構成の変化は反映しない。ドイツテレコムは、割引率を用い、また平均寿命並びに拠出額及びドイツの基本的

医療費の将来的増加の予想に関する仮定を用い、年金数理的に算定された基金の将来的不足金に対するドイツテレ

コム分担金の現在価値同等額を引当計上している。これらの引当金の計算は50年超の期間に対する長期予想を必要

とするため、負債の現在価値は、基礎とする仮定の小さな変動によっても大きく左右される。

ドイツテレコムは、和解、調停、仲裁又は政府規制を必要とする係争中の訴訟に関する引当金及び偶発債務につ

いて、その測定及び認識において重要な判断を行っている。係争中の損害賠償請求が成功する、又は負債が発生す

る可能性を評価するため、また最終的な決済額の範囲を予測するために、判断が必要である。未履行契約による損

失に対する引当金は、損失の可能性が高く、且つ合理的に見積り可能なことを条件に認識される。この評価プロセ

スには不確実性が内在されているため、実際の損失は見積られた引当金とは異なる可能性がある。また、税金及び

訴訟リスクに関係する引当金の算定においては重要な見積りが必要となる。これらの見積りは、主に内部専門家の

援助(あれば)もしくは年金数理士又は弁護士等の外部コンサルタントの援助により新しい情報が入手可能になると

変更される。未履行契約によるこれらの損失見積りの変更は、将来の経営成績に重要な影響を与える可能性があ

る。

 

収益認識

複数要素からなる契約の一部ではない顧客からの初期手数料は繰延べられ、予想平均顧客維持期間にわたって収

益として認識される。予想平均顧客維持期間の見積りは、過去の顧客移動率に基づいている。経営者の見積りが変

更されれば、収益の金額及び認識時期に重要な影響を与える可能性がある。

いくつかの要素は価格感応性が高く競争市場における変動が激しいため、複数要素からなる契約の一部である、

個々の商品又はサービスの公正価値は算定が複雑である。これらの公正価値の見積りの変更は、各会計単位に対す

る契約報酬合計の配分に重要な影響を与え、将来の経営成績に影響する可能性がある。

 

連結方法

子会社

子会社とはドイツテレコムが直接もしくは間接的に支配している会社である。支配権は、投資企業が被投資企業

に対して権利を持ち、変動収益にさらされており、且つ、変動収益の金額に影響を及ぼす権利を行使する能力を持

つ場合にのみ存在する。ある事業体が支配されているかどうかを検討する際には、現在行使可能又は転換可能な潜

在的議決権(他のグループ会社が保有する潜在的議決権を含む)の存在及び影響も考慮している。
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事業セグメントもしくは当グループが以下の基準に基づいて重要性が低いと判断した子会社を除き、全ての子会

社は連結財務書類に含まれている。全ての非連結子会社に係る総額は、当グループの資産、収益、当該事業年度の

損益、偶発資産/債務、及びその他の金融債務の合計の１％を超過してはならない。１％の基準値を超える場合、

ドイツテレコムがどの会社を連結財務書類に含めるかを、投資の長期的展開及び連結効果を考慮して判定する。連

結グループにおける、各グループ会社の重要性を評価するにあたっては、定量的基準だけではなく定性的基準も用

いられる。子会社の除外によって、当該事業年度におけるセグメントの業績や当グループの損益に著しい変化を与

えることがあってはならず、また、その他の重要な動向を無視することがあってはならない。

子会社の収益及び費用は、取得日より連結財務書類に含まれている。子会社の収益及び費用は、親会社の支配が

消滅する日まで連結財務書類に含まれる。必要に応じて、子会社の会計原則は、ドイツテレコム・グループが適用

する統一された会計原則に一致させる。関係会社間の収益及び費用、未収金及び負債、並びに損益は相殺消去され

ている。

支配の喪失時に、(i)子会社処分による受取金、未処分持分の公正価値、非支配持分の帳簿価額及び当該子会社

に帰属するその他の包括利益累計と、(ii)処分された子会社の純資産の帳簿価額、の差額が子会社処分損益として

連結損益計算書において認識される。

 

共同支配事業、共同支配企業及び関連会社

複数の当事者が活動を共同支配する共同支配の取決めは、共同支配事業又は共同支配企業として分類されなけれ

ばならない。

共同支配事業は、取決めに対する共同支配を有する当事者(共同支配事業者)が、当該取決めに関連する資産に対

する権利及び負債に対する義務を有していることが特徴である。共同支配事業者は、共同支配事業に対する持分に

係る資産、負債、収益及び費用、並びに共同の資産、負債、収益及び費用の持分に関して会計処理しなければなら

ない。

一方共同支配企業においては、取決めの共同支配を有する当事者(パートナー)は、企業の純資産に対する権利を

有する。関連会社とはドイツテレコムが重大な影響力を持つ、子会社でも共同支配企業でもない会社である。共同

支配企業と同様に、関連会社は持分法で会計処理される。

持分法を使用して連結財務書類に含められた共同支配企業及び関連会社への投資は、取得時に取得原価で認識さ

れる。投資の帳簿価額には、投資原価と当該事業体の識別可能な資産及び負債の公正価値におけるドイツテレコム

の比例持分とのプラスの差額としてののれんが含まれる場合がある。必要に応じて、共同支配企業及び関連会社の

会計原則は、ドイツテレコム・グループが適用する統一された会計原則に一致させる。持分法で会計処理された投

資の帳簿価額は、減損の兆候がある場合はその都度減損テストが行われる。投資の帳簿価額がその回収可能価額を

上回る場合には、その差額は減損として認識されなければならない。回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値

又は使用価値のいずれか高い方の価額で測定される。

重大な影響力の喪失時に、(i) 持分の処分受取金、未処分持分の公正価値、当該共同支配企業／関連会社に帰属

するその他の包括利益累計と、(ii)処分された投資の帳簿価額、の差額が共同支配企業／関連会社処分損益として

認識される。
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共同支配企業及び関連会社の重要性の評価は、通常、子会社と同じ方法を使用して実施されるが、当期利益／損

失、偶発資産及び偶発債務、並びにその他の金融債務の判定基準に限定される。

 

企業結合

ドイツテレコムが他の事業体の支配を獲得した場合には、企業結合の対象となる。全ての企業結合は、取得法

を使用して会計処理されなければならない。取得された子会社の原価は、移転された対価の公正価値、すなわち譲

渡された資産、引き受けた負債及び発行した資本性金融商品の公正価値の合計額で測定される。取引コストは通

常、費用として認識される。取得原価は取得した資産、負債、偶発債務に配分される。取得した識別可能な資産並

びに引き受けた負債及び偶発債務は、ドイツテレコムの出資割合とは無関係に、取得日に全額が公正価値で認識さ

れる。

企業結合において発生したのれんは、取得原価、被取得企業における非支配持分及び（段階的取得による企業

結合の場合）取得日以前にドイツテレコムが保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計額が、取得した

識別可能資産と引き受けた負債の純額を超過する金額として測定される。ドイツテレコムが取得日以前に保有して

いた被取得企業における資本持分の再評価から発生する差額は、損益で認識される。

全ての企業結合について、非支配持分の測定に関連して選択肢がある。非支配持分は、公正価値(すなわち、被

取得企業の企業価値における非支配持分)で直接認識するか、又は被取得企業について認識された純資産の公正価

値における非支配持分を認識するかいずれか選択することができる。この結果、前者では非支配持分にも企業結合

から発生するのれんが含まれ、一方後者では非支配持分は再評価された資産及び負債に限定され、したがってのれ

んはドイツテレコムに帰属する残額としてのみ認識される。

その後の、ドイツテレコムの支配持分に影響を及ぼさない、他の株主のとの持分の追加取得又は売却に関連し

た取引は、のれんの計上額の変更をもたらさない。譲渡又は受領した対価の公正価値(すなわち、持分の購入価格)

と当該非支配持分に帰属する資本の帳簿価額との差異は、資本準備金において連結株主持分と直接相殺される。

 

グループ構成の変更及び株主との取引

2014年度において、ドイツテレコムはグループ構成に影響を与える以下の取引を実行した。ここで示されてい

ない他のグループ構成の変更は、ドイツテレコムの連結財務書類に重要な影響を及ぼさない。

 

GTSセントラル・ヨーロッパ・グループの取得

2013年11月始め、国際的なプライベートエクイティ投資家からなるコンソーシアムと、ルクセンブルグのコン

ソーシアム1 S.à.r.l（Consortium 1 S.à.r.l）株式の100％を取得する契約を締結した。その結果、GTSセントラ

ル・ヨーロッパ・グループ(GTS)は、2014年５月30日に完全取得された。関連当局は、2014年４月15日時点で当該

買収を承認している。GTSは、中央及び東ヨーロッパにおける電気通信サービスのインフラストラクチャー・ベー

スの大手プロバイダーであり、広範な光ファイバー・ネットワーク及び複数のデータ・センターを有している。そ

のため、GTSは音声及びデータ・サービス、バーチャル・プライベート・ネットワーク並びにクラウド・サービス

も提供している。当該買収により、ドイツテレコムは、ヨーロッパ事業セグメントにおいて、国内及びヨーロッパ

全土のB2B事業（国際的なホールセール顧客を含む）を強化、発展させるつもりである。
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GTS取得日に移転された現金対価は、301百万ユーロである。当該取得に関して539百万ユーロが支払われた（連

結キャッシュ・フロー計算書の注記事項「投資活動に使用された正味現金」を参照のこと）。この差額は主に、

GTSが第三者に対して行ったローン返済の金額が売り手に移転された対価に含まれなかったことによるものであ

る。資産計上された顧客基盤及び有形固定資産の測定の基準は、2014年５月30日の残高に対して調整されている。

進行中の買収価額の配分により、認識されたのれんは、18百万ユーロ減少し135百万ユーロとなった。買収価額の

配分は、2014年12月31日に完了した。

 

GTS取得日に認識された取得資産及び負債の公正価値は、以下の表の通りである。
 

  
取得日時点の公正価値

 
百万ユーロ

流動資産  138

現金及び現金等価物  24

売掛金及びその他の未収金  41

その他の流動資産  9
売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ  64

非流動資産  598

無形資産  350

のれん  135

顧客基盤  201

その他  14

有形固定資産  223
その他の非流動資産  25

資産  736

流動負債  387

金融負債  222

買掛金及びその他の未払金  27

その他の負債  54

その他の流動負債  20

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに直接関連する負
債

 64

非流動負債  48

繰延税金負債  44

その他の非流動負債  4

負債  435

 

資産計上された顧客基盤の測定は、予想顧客保持期間の測定に影響を及ぼす最も決定的な要因である、複数期

間の留保利益を用いる方法に基づいている。GTSの国内及びヨーロッパ全土のB2B事業の顧客基盤については、７年

の耐用年数が想定されていた。国際的な卸売に関する顧客基盤の耐用年数は17年と想定されている。有形固定資産

は、減耗による控除を含む再調達原価の直近の見積を用いて測定された(間接法)。GTSの取得された売掛金におい

て将来の重要な貸倒損失の発生は見込まれていない。したがって、取得された売掛金は、概して契約上の売掛金の

総額に一致する。

上記の表における「売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ」及び「売却目的で保有される非流動

資産及び処分グループに直接関連する負債」の項目は、GTSグループのうちスロバキアに関連する数値である。資

産処分益及び子会社売却益の影響は重要ではない。当該取引は、2014年６月２日に完了した。
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ドイツテレコムの連結財政状態計算書で認識される取得されたのれん１億ユーロは、以下のように算定される。

 

  
取得日時点における公正価値

 
百万ユーロ

移転された対価  301

株式の100％で取得された資産  (601)

株式の100％で取得された負債  435

のれん  135

 

のれんは、中央及び東ヨーロッパにおける電気通信サービスの総合プロバイダーであるGTSの今後の事業の可能

性に起因する取得によるシナジー効果の影響を受けている。以下の表は、取引完了日から2014年12月31日までのの

れんの変動を示している。

 

  
のれんの変動

 
百万ユーロ

2014年５月30日現在ののれん残高  135

為替レートの影響  (2)

2014年12月31日現在ののれん残高  133

 

企業結合により生じるのれんは現地の税法上は認識されず、よって、課税控除可能とはならない。購入価格の

配分はのれんに係る繰延税金を発生させておらず、将来に発生させることもない。

当該報告期間におけるドイツテレコムの収益の純額は、GTSの取得により172百万ユーロ増加した。2014年１月

１日現在で当該企業結合が実施されていたと仮定すると、当グループの収益はさらに133百万ユーロ増加していた

ことになる。当該報告期間におけるドイツテレコムの純損益には、GTSによる損失３百万ユーロが含まれている。

2014年１月１日現在で当該企業結合が実施されていたと仮定すると、ドイツテレコム・グループの純利益はさらに

31百万ユーロ減少していたことになる。

2014年12月31日までに、取引による費用で重要なものはなかった。
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スカウト24ホールディングGmbH及びスカウト24インターナショナル・マネジメント・アーゲーの売却

2014年２月12日に、ドイツテレコムは、スカウト24ホールディングGmbHの株式のうち70％をヘルマン・アン

ド・フリードマンLLC（以下「H&F」という。）へと売却した。その結果、スカウト24グループの持分は連結対象外

となり、ドイツテレコムが直接的又は間接的に保有する残り約30％の株式は、持分法で会計処理された投資として

公正価値の３億ユーロで、連結財政状態計算書に認識された。さらに、スカウト24インターナショナル・マネジメ

ント・アーゲー（現在はクラシファイズ・ビジネス・ベタイリグングス・ウント・フェアヴァルトゥングス・アー

ゲー(Classifieds Business Beteiligungs- und Verwaltungs AG)の名称で事業を行っている。）の株式の100％を

取得することにより、リンギエール・デジタル・アーゲー(Ringier Digital AG)は、2014年１月24日を効力発生日

として、スカウト24シュバイツ・アーゲー(Scout24 Schweiz AG)の持分57.6％を取得した。当該持分は、過去にス

カウト24ホールディングGmbHにより間接保有されていたものである。持分法で会計処理されるスカウト24グループ

の約30％の株式を考慮し、この２つの取引により売却収益17億ユーロが生じたが、これはその他の営業収益として

認識された。特に、無形資産２億ユーロ、現金及び現金等価物40百万ユーロが連結対象外となった。両取引による

キャッシュ・フローは、合計16億ユーロとなった。両企業は、グループ本部＆グループ事業セグメントの一部で

あった。持分法で会計処理されるスカウト24に対する残りの投資は、引き続きこのセグメントの一部として処理さ

れる。

 

ストラクチャード・リーシング特別目的会社（SPE）４社の新規連結

2014年３月25日に、ドイツテレコムは、ドイツのデータセンター２か所の運営に関連して、不動産並びに営業

設備及び事務機器のリーシングを行うSPE４社を新規連結した。この２つのデータセンターは、外部のリーシング

会社の管理下で設立され、Tシステムズ・インターナショナルGmbHにより運営されている。総額２億ユーロの資産

（不動産１億ユーロ、その他の設備、営業設備及び事務機器１億ユーロ）及び銀行への負債合計２億ユーロは、ド

イツテレコムの連結財政状態計算書で認識されている。リース料を支払うという契約上の義務を除き、ドイツテレ

コムはリーシングSPEに財務支援を行う義務はない。

 

グループ構成の変更の定量的影響の表示

ドイツテレコムは、当事業年度及び前事業年度において、複数の企業の取得及び売却を行った。このことによ

り、当該連結財務書類およびセグメント報告における開示における比較可能性は制限されている。

前年度では、これには主に、米国の事業セグメントにおいて2013年５月１日に取得した米国ダラスのメトロPCS

コミュニケーションズ・インクが含まれていた。さらに、ヨーロッパの事業セグメントでは、前年度において、

2013年７月31日付でコスモ・ブルガリア・モバイルEAD(Globul)及びジャーマノス・テレコム・ブルガリアAD

(Germanos)が売却され、2013年３月31日付でヘラス・サットS.A.の株式が売却された。

2014年１月２日付で、ドイツテレコムは、ヨーロッパ事業セグメントの一部であった、オランダのハーグにあ

るユーロネット・コミュニケーションズB.V.を売却した。資産処分益及び子会社売却益は重要ではない。
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ここで表示しているグループ本部＆グループ事業セグメントへの影響は、スカウト24グループ株式の売却によ

るものである。

以下の表は、2014年度の連結損益計算書及びセグメント報告における、グループ構成の変更の影響を示してい

る。

(単位:百万ユーロ)

  ドイツ  米国  ヨーロッパ  

システム

ズ・ソ

リューショ

ンズ  

グループ

本部＆グルー

プ事業  調整  合計

営業収益  (8)  1,278  (86)  (38)  (331)  0  815

売上原価  5  (809)  39  55  55  0  (655)

売上総利益(損失)  (3)  469  (47)  17  (276)  0  160

販売費  0  (265)  89  2  156  0  (18)

一般管理費  1  (27)  (18)  7  42  0  5

その他の営業収益  0  2  (184)  0  (4)  0  (186)

その他の営業費用  5  0  (53)  0  0  (3)  (51)

営業利益(損失)  3  179  (213)  26  (82)  (3)  (90)

金融費用  0  (77)  3  0  1  0  (73)

持分法で会計処理された

関連会社及び共同支配企

業に対する投資利益(損

失)  0  0  0  0  4  0  4

その他の財務収益(費用)  25  (23)  36  (5)  (1)  0  32

財務活動による利益(損

失)  25  (100)  39  (5)  4  0  (37)

税引前利益(損失)  28  79  (174)  21  (78)  (3)  (127)

法人税等  0  0  9  0  3  1  13

利益(損失)  28  79  (165)  21  (75)  (2)  (114)

 

グループ構成の変更

2014年度におけるドイツテレコム・グループ構成上の変更は、以下の通りである。

 

  ドイツ国内  国外  合計

連結子会社       

2014年１月１日現在  67  177  244

取得  2  34  36

処分(合併を含む)  13  14  27

2014年12月31日現在  56  197  253

持分法で会計処理される関連会社       

2014年１月１日現在  4  9  13

取得  1  1  2

処分  -  2  2

2014年12月31日現在  5  8  13

持分法で会計処理される共同支配企業       

2014年１月１日現在  3  6  9

取得  -  1  1

処分  -  4  4

2014年12月31日  3  3  6

合計       

2014年１月１日現在  74  192  266

取得  3  36  39

処分(合併を含む)  13  20  33

2014年12月31日現在  64  208  272

 

前へ　　　次へ
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グループの構成に影響を及ぼさないその他の取引

Tモバイル・チェコ共和国の残存持分の取得

2014年２月25日に、ドイツテレコムは、購入価格８億ユーロでTモバイル・チェコ共和国における未所有であっ

た残りの39.23％の持分を購入した。当該残存持分の取得により、Tモバイル・チェコ共和国における財務及びガバ

ナンス構造は単純化されている。さらに、当該取引により、非支配持分に対する配当金が減少することになる。株

主持分への影響については、「株主持分」の項を参照のこと。
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主要な子会社

当グループの主要な子会社は、以下の通りである。

 

  

ドイツテレ
コムの持分

割合 営業収益
c

営業利益

(損失)
c

 

株主持分
c

平均

従業員数
セグメント

割当

会社名及び登記事務所  (％)
(単位：百
万ユーロ)

(単位：百
万ユーロ)

(単位：百
万ユーロ)   

テレコム・ドイチュラントGmbH
(ボン、ドイツ)

2014年12月
31日現在 100.00 21,760 4,597 4,223 12,423

ドイツ
2013年12月
31日現在 100.00 21,990 4,562 4,671 12,834

T モ バ イ ル US イ ン ク ( ベ ル
ビュー、ワシントン州、米国)
a,b

2014年12月
31日現在 66.29 22,408 1,405 14,060 37,858

米国
2013年12月
31日現在 66.75 18,556 1,404 11,942 32,962

Tシステムズ・インターナショ
ナルGmbH(フランクフルト・ア
ム・マイン、ドイツ)

2014年12月
31日現在 100.00 6,472 (517) 997 21,590

システム
ズ・ソ

リューショ
ンズ

2013年12月
31日現在 100.00 6,730 (265) 1,275 22,347

ヘレニック・テレコミュニケー
ションズ・オーガニゼーション

S.A.(OTE)(アテネ、ギリシャ)
a

2014年12月
31日現在 40.00 3,918 365 3,591 21,903

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 40.00 4,244 315 3,597 25,325

マジャール・テレコム・パブ
リック・リミテッド・カンパ
ニー(ブダペスト、ハンガリー)
a,b

2014年12月
31日現在 59.23 2,013 262 2,137 14,559

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 59.23 2,145 193 2,151 14,493

Tモバイル・ネザーランド・
ホールディングB.V.(ハーグ、

オランダ)
a,b

2014年12月
31日現在 100.00 1,551 360 2,508 1,439

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 100.00 1,666 181 2,252 1,658

Tモバイル・ポルスカS.A.(ワル

シャワ、ポーランド)
b

2014年12月
31日現在 100.00 1,492 328 2,395 4,641

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 100.00 1,584 348 2,199 4,721

Tモバイル・チェコ共和国a.s.

(プラハ、チェコ共和国)
a,b

2014年12月
31日現在 100.00 874 228 1,588 3,419

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 60.77 988 271 1,540 3,360

フルバツキテレコムd.d.(ザグ

レブ、クロアチア)
a,b

2014年12月
31日現在 51.00 905 148 1,964 5,359

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 51.00 929 202 1,920 5,606

Tモバイル・オーストリア・
ホールディングGmbH(ウィー

ン、オーストリア)
a,b

2014年12月
31日現在 100.00 815 59 973 1,113

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 100.00 828 (510) 921 1,207

スロバキアテレコムa.s.(ブラ

チスラバ、スロバキア)
a,b

2014年12月
31日現在 51.00 768 98 1,956 3,752

ヨーロッパ
2013年12月
31日現在 51.00 828 69 1,903 3,811

a
　連結サブグループ

b
　ドイツテレコム・アーゲー間接持分

c
　各サブグループのIFRS数値
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非支配持分を有する主要な子会社は、以下の通りである。

 

  
非支配持分の
持分割合

非支配持分の
議決権割合

非支配持分

累計
C

非支配持分に
支払われた

配当金

会社名及び登記事務所  (％) (％)
(単位：百万
ユーロ)

(単位：百万
ユーロ)

TモバイルUSインク(ベルビュー、ワシン

トン州、米国)
a,b

2014年12月
31日現在 33.71 33.71 4,516 -
2013年12月
31日現在 33.25 33.25 3,782 -

ヘレニック・テレコミュニケーション
ズ・オーガニゼーションS.A.(OTE)(アテ

ネ、ギリシャ)
a

2014年12月
31日現在 60.00 50.00 1,966 -
2013年12月
31日現在 60.00 50.00 1,961 -

マジャール・テレコム・パブリック・リ
ミテッド・カンパニー(ブダペスト、ハン

ガリー)
a,b

2014年12月
31日現在 40.77 40.77 618 22
2013年12月
31日現在 40.77 40.77 610 77

Tモバイル・チェコ共和国a.s.(プラハ、

チェコ共和国)
a,b

2014年12月
31日現在 0.00 0.00 - -
2013年12月
31日現在 39.23 39.23 361 90

フルバツキテレコムd.d.(ザグレブ、クロ

アチア)
a,b

2014年12月
31日現在 49.00 49.00 745 48
2013年12月
31日現在 49.00 49.00 714 110

スロバキアテレコムa.s.(ブラチスラバ、

スロバキア)
a,b

2014年12月
31日現在 49.00 49.00 782 9
2013年12月
31日現在 49.00 49.00 756 35

a
　連結サブグループ

b
　ドイツテレコム・アーゲー間接持分

c
　ドイツテレコムの連結財務書類レベルでのIFRS数値

商法典(HGB)第313条に準拠して、連結財務書類に対する注記の一部を形成する投資持分一覧表は、連結財務書類とともに

連邦官報(Bundesanzeiger)で公表されている。この一覧表は、ボンにあるドイツテレコム・アーゲーのインベスター・リ

レーションズに請求すれば入手でき、ドイツテレコムのウェブサイトwww.telekom.com/investor-relationsから入手可能

である。また、投資持分一覧表には、商法典(HGB)第264条第３項に従って簡易選択を実施している全子会社の一覧表又は

商法典(HGB)第264b条に従って簡易開示を選択実施している全子会社の一覧表が含まれている。

 

ドイツテレコムは、報告日時点でOTEグループの株式の40％及び１議決権を保有しているが、ドイツテレコムと

ギリシャ共和国の間の株主間契約により、50％及び２議決権を支配しており、そのためOTEグループの財務及び経

営方針を支配している。その結果、OTEグループ会社は完全連結子会社となっている。
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重要な非支配持分を有する子会社の財務情報は、以下の通りである。

(単位:百万ユーロ)

会社名及び登記事務所  流動資産
c

非流動

資産
c

流動負債
c

 
非流動

負債
c

利益

(損失)
c

包括利益

合計
c

T モ バ イ ル US イ ン ク ( ベ ル
ビュー、ワシントン州、米国)
a,b

2014年12月
31日現在 12,387 37,398 7,499 28,226 344 1,994
2013年12月
31日現在 9,239 29,591 4,126 22,762 627 73

ヘレニック・テレコミュニケー
ションズ・オーガニゼーション

S.A.(OTE)(アテネ、ギリシャ)
a

2014年12月
31日現在 2,493 6,104 2,436 3,063 85 85
2013年12月
31日現在 2,531 6,368 2,443 3,376 39 34

マジャール・テレコム・パブ
リック・リミテッド・カンパ
ニー(ブダペスト、ハンガリー)
a,b

2014年12月
31日現在 662 3,460 1,046 1,089 100 39

2013年12月
31日現在 681 3,325 1,033 1,012 50 41

Tモバイル・チェコ共和国a.s.

(プラハ、チェコ共和国)
a,b

2014年12月
31日現在 - - - - - -
2013年12月
31日現在 489 739 190 56 227 146

フルバツキテレコムd.d.(ザグ

レブ、クロアチア)
a,b

2014年12月
31日現在 723 1,140 251 107 133 126
2013年12月
31日現在 672 1,084 247 51 162 152

スロバキアテレコムa.s.(ブラ

チスラバ、スロバキア)
a,b

2014年12月
31日現在 789 1,254 249 154 73 64
2013年12月
31日現在 617 1,467 339 157 49 33

a
　連結サブグループ

b
　ドイツテレコム・アーゲー間接持分

c
　各サブグループのIFRS数値

 

(単位:百万ユーロ)

会社名及び登記事務所  

営業活動より

生じた正味現

金
c

投資活動(に使用
された)より

生じた正味現金
c

財務活動(に使用
された)より

生じた正味現金
c

TモバイルUSインク(ベルビュー、ワシントン

州、米国)
a,b

2014年 3,246 (3,582) 1,952

2013年 2,727 (973) 2,728
ヘレニック・テレコミュニケーションズ・オー

ガニゼーションS.A.(OTE)(アテネ、ギリシャ)
a

2014年 1,135 (442) (438)

2013年 1,290 297 (976)
マジャール・テレコム・パブリック・リミテッ

ド・カンパニー(ブダペスト、ハンガリー)
a,b

2014年 482 (219) (50)

2013年 471 (234) (64)
Tモバイル・チェコ共和国a.s.(プラハ、チェコ

共和国)
a,b

2014年 - - -

2013年 343 (246) (267)
フルバツキテレコムd.d.(ザグレブ、クロアチ

ア)
a,b

2014年 320 (163) (122)

2013年 315 (196) (223)
スロバキアテレコムa.s.(ブラチスラバ、スロバ

キア)
a,b

2014年 275 (319) (25)

2013年 297 (362) (71)

a
　連結サブグループ

b
　ドイツテレコム・アーゲー間接持分

c
　各サブグループのIFRS数値
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組成された企業

ドイツテレコムは、組成された企業によってファクタリング取引が会計処理されている(注記37「金融商品及び

リスク管理」を参照のこと)。

持分法を用いて会計処理された投資としてドイツテレコムの連結財政状態計算書に計上されている、Tモバイル

USAタワーLLC並びにTモバイル・ウエスト・タワーLLCも組成された企業である (注記７「持分法で会計処理された

投資」を参照)。

 

共同支配事業

Tモバイル・ポルスカS.A.(ポーランド)が締結した契約上の取決めに基づき、2011年にドイツテレコムは経費削

減を目的として、ポーランドのモバイル・コミュニケーション・ネットワークの計画、構築及び運営に関わる活動

に関して、パートナーと統合した。ドイツテレコムは、割当可能な経済的実質に基づき、持分(50％)に対応する資

産を連結財政状態計算書に開示している。

 

外貨換算

外貨建取引は、取引日の為替レートで機能通貨に換算される。報告日に、貨幣項目は決算日レートで換算され、

非貨幣項目は取引日の為替レートで換算される。換算差額は、損益として認識される。

機能通貨がユーロではないグループ会社の資産及び負債は、報告日における仲値を用いて現地通貨からユーロに

換算される。仲値は、売値と買値の月次平均である。損益計算書及び対応するグループ会社の外貨建損益は、当該

期間における期中平均レートで換算される。両レートの使用により生じる差額は、資本に直接認識される。

特定の重要な通貨の為替レートの変動は以下の通りである。

 

  期中平均レート  決算日レート

  2014年度  2013年度  2012年度  2014年

12月31日

現在

 2013年

12月31日

現在

  ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ

100チェココルナ(CZK)  3.63124  3.85018  3.97740  3.60844  3.64929

１スターリングポンド(GBP)  1.24035  1.17714  1.23292  1.28428  1.20086

100クロアチアクーナ(HRK)  13.09950  13.19720  13.29600  13.06000  13.12490

1,000ハンガリーフォリント(HUF)  3.23940  3.36771  3.45820  3.17153  3.36594

100マケドニアデナル(MKD)  1.62380  1.61831  1.62376  1.62669  1.62712

100ポーランドズロチ(PLN)  23.89430  23.82270  23.89580  23.35810  24.08060

１米ドル(USD)  0.75241  0.75289  0.77820  0.82300  0.72597

 

前へ　　　次へ
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連結財政状態計算書に対する注記

 

１　現金及び現金等価物

現金及び現金等価物は、当初満期が３か月未満で、主に銀行定期預金からなる。また、当該資産には、少額の手

許現金及び小切手が含まれている。ドイツテレコムは、デリバティブ取引から生じる潜在的な信用リスクに対する

担保契約に基づいて、486百万ユーロ(2013年12月31日現在：40百万ユーロ)の現金担保を調達した。

報告期間において、現金及び現金等価物は４億ユーロ減少して75億ユーロとなった。詳細については、注記31の

連結キャッシュ・フロー計算書に対する注記を参照のこと。

2014年12月31日現在、ドイツテレコムはF.Y.R.O.マケドニアの子会社が保有する32百万ユーロ(2013年12月31日

現在：23百万ユーロ)の現金及び現金等価物を計上している。これらの子会社は外国為替管理又はその他の法的規

制の対象となっている。そのため、親会社又はその他のグループ会社は、現金残高の全額を使用することはできな

い。

 

２　売掛金及びその他の未収金

 

  

2014年

12月31日

現在  

2013年

12月31日

現在

  百万ユーロ  百万ユーロ

売掛金  10,262  7,580

その他の未収金  192  132

  10,454  7,712

 

売掛金及びその他の未収金のうち、8,897百万ユーロ(2013年12月31日現在：6,735百万ユーロ)は１年以内に期限

が到来する。

売掛金の変動は、主として米国事業セグメントにおける顧客数の増加及び分割払いプランで販売された端末機器

の割合の増加に起因する。これは、端末機器を奨励金付の価格では販売せず、例えば分割払いプランに基づいた価

格で販売するというTモバイルUSの戦略によるものである。

以下の表は、報告日現在減損されていない売掛金の満期構造を示している。

 

  
うち、報告日

現在減損され

ておらず、期

限も到来して

いないもの

 うち、報告日現在減損されておらず、以下の期間に期限が到来するもの

   30日未満  30日から

60日

 61日から

90日

 91日から

180日

 181日から

360日

 360日超

売掛金  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

2014年12月31日現在  3,226  421  116  64  73  63  46

2013年12月31日現在  2,816  661  82  51  75  106  77

 

減損されておらず、期限も到来していない売掛金について、報告日現在、債務者が支払債務を履行しないという

兆候はない。
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以下の表は、売掛金に対する引当金の増減を示している。

 

  2014年度  2013年度

  百万ユーロ  百万ユーロ

１月１日現在の引当金  1,344  1,316

為替換算調整勘定  15  (15)

繰入(費用として認識された引当金)  641  642

使用  (410)  (479)

戻入  (222)  (120)

12月31日現在の引当金  1,368  1,344

 

以下の表は、売掛金の貸倒損失費用及び貸倒処理した債権の回収額を示している。

 

  2014年度  2013年度  2012年度

  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

売掛金の貸倒損失費用  352  129  138

貸倒処理した債権の回収額  254  46  103

 

売掛金に対する引当金と貸倒損失費用に関連する全ての収益及び費用は、販売費として計上されている。

 

３　棚卸資産

 

  

2014年

12月31日

現在  

2013年

12月31日

現在

  百万ユーロ  百万ユーロ

原材料及び貯蔵品  65  75

仕掛品  24  40

製品及び商品  1,414  947

  1,503  1,062

 

2014年12月31日現在計上された棚卸資産のうち、正味実現可能価額に係る評価減57百万ユーロ(2013年度：46百

万ユーロ、2012年度：58百万ユーロ)は、損益計算書において認識された。

費用として認識されている棚卸資産の帳簿価額は、8,237百万ユーロ(2013年度：6,470百万ユーロ、2012年度：

5,519百万ユーロ)であった。

製品及び商品は、主に法人顧客向けの、自社製造ではない小売製品(端末機器及び付属品等)、並びに提供済未請

求のサービスからなる。

 

４　売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ並びに売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ

に関連する負債

2014年12月31日現在、連結財政状態計算書において認識された流動資産には、59億ユーロの売却目的で保有され

る非流動資産及び処分グループが含まれていた。これは2013年12月31日現在と比較して48億ユーロ増加しており、

主に以下の影響によるものである。
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2014年12月以降、ドイツテレコムとオレンジS.A.(フランス、パリ）は、BTグループPLC（英国、ロンドン）との

間で、EEジョイントベンチャーの各50％持分の売却に関する交渉を行ってきた。本売却契約は2015年２月５日に締

結された。この取引はまだBTの株主と管轄官庁の承認を受けていない。本契約の完了は2016年3月末前と予測され

ている。EEジョイントベンチャーは今まで、ドイツテレコムの連結財務諸表に含められ、持分法を用いて会計処理

されていた。現在は、グループ本部およびグループ事業セグメントに計上されている。

対照的に、2014年12月31日現在、売却目的で保有される非流動資産及び処分グループには、TモバイルUSの６億

ユーロの周波数ライセンスと３億ユーロのスカウト24グループの資産はもはや含まれていない。上記の取引はいず

れも2014年度に完了している。

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループの帳簿価額の減損の戻入は重要な金額ではなかった。

(単位：百万ユーロ)

 2014年12月31日現在

 EE ドイツテレ

コム・アー

ゲー不動産

その他 合計

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループ     

その他の流動資産 - - 5 5

　     

無形資産 - - 39 39

有形固定資産 - 95 12 107

持分法で会計処理された投資 5,727 - - 5,727

　     

合計 5,727 95 56 5,878

 

売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに直接関連する負債が１億ユーロ減少したのは、スカウト24

グループの売却完了によるものである。

IFRS第５号に従い、以下の資産及び処分グループは従来の帳簿価額では計上されず、2014年12月31日現在の処

分費用控除後の公正価値で計上されている。

 

(単位：百万ユーロ)

 2014年12月31日現在

 

レベル１

活発な市場の価格

としてのインプッ

ト

レベル２

直接的又は間接

的に観察可能な

その他のイン

プット

レベル３

観察不能なイン

プット

合計

売却目的で保有される非流動資産及

び処分グループ
    

ドイツテレコム・アーゲー不動産 - - 75 75

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

291/636



ドイツテレコム・アーゲーの売却目的で保有する不動産は、営業に不要となったとみなされる拠点に関連してい

る。公正価値は、外部の専門家によって算定される。公正価値は、市場では観察不能なインプット・パラメーター

を含む現地市場の見積り及び物件の具体的な性格を考慮に入れて、通常の収益還元法で測定される。予想される処

分費用（現在のところ通常は、公正価値の約10％）は控除される。物件は帳簿価額と処分費用控除後の公正価値の

いずれか低い方で認識される。当該不動産は処分費用控除後の公正価値まで１億ユーロ評価減され、この費用はそ

の他の営業費用として認識された。

 

５　無形資産

(単位：百万ユーロ)

  自己創設  取得した無形資産

  無形資産  合計  取得した

使用許可、

工業所有権等の

権利及び資産

 LTE

ライセンス

原価         

2012年12月31日現在  3,602  46,913  839  1,355

為替換算  (83)  (1,310)  (12)  0

グループの構成の変更  0  3,654  104  0

その他の変動  0  0  0  0

増加額  112  1,262  214  20

減少額  456  1,151  30  0

売却目的で保有される非流動資産及び

処分グループからの変更  (18)  (1,165)  (119)  0

他勘定振替高  961  2,268  10  1,075

2013年12月31日現在  4,118  50,471  1,006  2,450

為替換算  272  3,714  22  (19)

グループの構成の変更  3  248  12  0

その他の変動  0  0  0  0

増加額  93  4,577  117  320

減少額  551  1,249  43  1

売却目的で保有される非流動資産及び

処分グループからの変更  (1)  (856)  0  0

他勘定振替高  851  1,919  24  918

2014年12月31日現在  4,785  58,824  1,138  3,668

アモチゼーション累計額         

2012年12月31日現在  2,352  22,173  614  158

為替換算  (63)  (432)  (2)  0

グループの構成の変更  0  (331)  (71)  0

増加額(アモチゼーション)  995  2,460  52  146

増加額(減損)  0  116  1  0

減少額  454  1,131  29  0

売却目的で保有される非流動資産及び

処分グループからの変更  (11)  (438)  0  0

他勘定振替高  1  16  2  10

2013年12月31日現在  2,820  22,433  567  314

為替換算  206  965  1  (1)

グループの構成の変更  0  (14)  0  0

増加額(アモチゼーション)  842  2,956  87  216

増加額(減損)  3  11  0  0

減少額  551  1,215  42  1

売却目的で保有される非流動資産及び

処分グループからの変更  (1)  (47)  0  0

他勘定振替高  (226)  231  6  14

減損損失の戻入  0  (4)  0  0

2014年12月31日現在  3,093  25,316  619  542

正味帳簿価額         

2013年12月31日現在  1,298  28,038  439  2,136

2014年12月31日現在  1,692  33,508  519  3,126
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(単位：百万ユーロ)

取得した無形資産  のれん  前払金及び

開発中の

無形資産

 合計

UMTS

ライセンス

 GSM

ライセンス

 FCC

ライセンス

(TモバイルUS)

 

 その他の

取得した

無形資産

 

   

　             

10,048  1,777  20,045  12,849  27,494  1,417  79,426

(18)  (19)  (1,012)  (249)  (565)  (13)  (1,971)

(16)  (85)  2,920  731  1  (6)  3,649

0  0  0  0  0  0  0

13  174  271  570  984  3,859  6,217

32  365  0  724  2  63  1,672

0  0  (940)  (106)  (298)  (14)  (1,495)

(7)  (32)  0  1,222  0  (3,111)  118

9,988  1,450  21,284  14,293  27,614  2,069  84,272

(10)  (14)  3,272  463  1,196  22  5,204

0  0  0  236  0  3  254

0  0  0  0  0  0  0

0  0  3,551  589  176  2,319  7,165

0  52  0  1,153  0  20  1,820

0  0  (854)  (2)  0  0  (857)

(49)  (93)  0  1,119  0  (2,705)  65

9,929  1,291  27,253  15,545  28,986  1,688  94,283

　             

5,196  1,211  5,694  9,300  13,054  0  37,579

(7)  (17)  (245)  (161)  (410)  0  (905)

3  (29)  0  (234)  0  0  (331)

603  105  0  1,554  0  0  3,455

0  0  104  11  605  0  721

32  351  0  719  0  0  1,585

0  0  (343)  (95)  (197)  0  (646)

(5)  (10)  0  19  0  0  17

5,758  909  5,210  9,675  13,052  0  38,305

(5)  (5)  696  279  1,206  0  2,377

0  0  0  (14)  0  0  (14)

597  76  0  1,980  0  0  3,798

0  0  10  1  51  0  65

0  52  0  1,120  0  0  1,766

0  0  (44)  (3)  0  0  (48)

(8)  (4)  0  223  0  0  5

0  0  (4)  0  0  0  (4)

6,342  924  5,868  11,021  14,309  0  42,718

　             

4,230  541  16,074  4,618  14,562  2,069  45,967

3,587  367  21,385  4,524  14,677  1,688  51,565

 

UMTSライセンスの正味帳簿価額36億ユーロは、主にドイツ事業セグメントに関連している。TモバイルUSは2014

年度にモバイル・ライセンスの取得及び交換を行った。当該取引は主に、総額33億ユーロのベライゾン・コミュニ

ケーションからのライセンスの取得および同社とのライセンスの交換からなり、両取引は2014年４月に完了した。

当該ライセンスは「増加額」に含まれている（注記20「その他の営業収益」も参照のこと）。

ドイツテレコムは報告日現在、10億ユーロ(2013年12月31日現在：７億ユーロ)の無形資産の取得に関するコミッ

トメントを有していた。この増加は主に、TモバイルUSのモバイル通信ライセンスの購入義務に起因している。
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のれんの帳簿価額は、以下の通り事業セグメント、グループ本部＆グループ事業セグメント、資金生成単位に配

分されている。

(単位：百万ユーロ)

  

2014年

12月31日

現在  

2013年

12月31日

現在
a

ドイツ  3,978  3,977

米国  1,028  907

ヨーロッパ  6,580  6,576

うち、     

　ポーランド  1,578  1,573

　オランダ  1,312  1,312

　ハンガリー  994  1,055

　チェコ共和国  707  674

　クロアチア  493  484

　スロバキア  428  428

　ギリシャ - モバイル通信  422  422

　オーストリア  324  324

　ルーマニア - モバイル通信  122  144

　F.Y.R.O.マケドニア  52  52

　インターナショナル・キャリア・セールス＆ソリューションズ 102  62

　その他  46  46

システムズ・ソリューションズ  3,091  3,074

グループ本部＆グループ事業  0  28

うち、デジタル・ビジネス・ユニット  0  28

  14,677  14,562

a
　前年の比較数値は、ローカル・ビジネス・ユニットの開示の変更に伴い、遡及的に調整されている。

 

2014年度において、資金生成単位におけるのれんの帳簿価額の主な変動は以下の通りであった。

 

米国　のれんが2013年12月31日と比べて１億ユーロ増加したのは、為替レートの影響によるものである。

 

ヨーロッパ　GTSセントラル・ヨーロッパ・グループの取得によるのれんは、以下の通り、資金生成単位に割り

当てられた。ポーランドが54百万ユーロ、チェコが41百万ユーロ、インターナショナル・キャリア・セールス＆ソ

リューションズが40百万ユーロであった。以下の結果もまた、影響を及ぼした。ポーランドでGTSの取得によりの

れんが増加したが、為替レートの影響により相殺された。ハンガリーでは為替レートの影響により、のれんが減少

した。

 

年次減損テストに関する開示　ドイツテレコムは、資金生成単位に配分したのれんの年次減損テストを2014年12

月31日現在で実施した。市場及び競争環境の将来の動向に関して報告日に入手可能な情報及び予想に基づき、2014

年12月31日現在、資金生成単位であるグループ本部＆グループ事業セグメントのデジタル・ビジネス・ユニット

（29百万ユーロ）とルーマニア－モバイル通信（22百万ユーロ）において、総額51百万ユーロの減損の必要がある

ことが判明した。資金生成単位であるデジタル・ビジネス・ユニットののれんに関して認識された減損損失は、リ

ストラクチャリング・イニシアチブに起因するキャッシュ・フローの減少と関連リスクの上昇によるものである。

資金生成単位であるルーマニア－モバイル通信は、とりわけ競争の激化による影響と全般的に厳しい市況の影響を

受けた。
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減損テストで明らかになった回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値に基づいて算定された。かかる価額

は、正味現在価値法を使用して算出された。主要なパラメーターは、下表に表示されている。ルーマニア－モバイ

ル通信の回収可能価額（債務純額控除前）は782百万ユーロ、グループ本部＆グループ事業の回収可能価額は164百

万ユーロであった。回収可能価額は、IFRS第13号に基づき、レベル３のインプット・パラメーター（すなわち、観

察不能のインプット・パラメーター）を使用して算出された。

2014年度に資金生成単位に対して実施された減損テストに使用された回収可能価額は通常、処分費用控除後のか

かる資金生成単位の公正価値である。対照的に、クロアチアの資金生成単位の回収可能価額は使用価値に基づいて

決定されたが、これは使用価値が公正価値よりも高いためである。米国資金生成単位では、TモバイルUSの活発か

つ流動性の高い市場における市場価格（株価）が処分費用控除後の公正価値の算定に使用された。その他全ての資

金生成単位の測定は、通常は、経営者が承認し、また内部目的で使用される財務計画に基づく予測を基礎としてい

る。選択された計画期間には、短期から中期の市場成長に関する仮定が反映され、永久年金を計算するために必要

な事業の見通しにおける安定状態を達成するために選択されている。この安定状態は、特に時として長期にわたる

電気通信業界の投資サイクル並びに長期的に計画され見込まれる周波数帯使用権の取得及び延長のための投資によ

り、選択された計画期間に基づいてのみ確立することができる。社内の中期計画期間を超えるキャッシュ・フロー

は適切な成長率を用いて予測される。経営者が回収可能価額の算定の基礎とした主要な仮定には、収益の推移、顧

客獲得・維持費用、解約率、資本的支出、市場占有率及び成長率などがあり、これらは、主に内部情報源から生

じ、過去の経験に基づいているが内部の期待も考慮しており、かつ外部の市場データ及び見積りにも裏付けられて

いる。割引率は、資金生成単位に関する市場リスクを考慮して、市場から導き出した外部の数値に基づき算定され

た。上記の仮定における将来の重要な変更は、資金生成単位の公正価値に影響を与える可能性がある。マクロ経済

状況の動向、熾烈な競争の継続、将来における法律改正の可能性(例えば、国の緊縮政策の一環として)及び行政介

入の結果として、これらの仮定が変更される場合、マイナスの影響が生じる可能性がある。
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以下の表は、キャッシュ・フロー予測期間、キャッシュ・フロー予測に使用した成長率、キャッシュ・フロー予

測に適用した割引率、及びIFRS第13号に従って回収可能価額に割り当てられたインプット・パラメーターの分類

(レベル)の概要を記載している。また、以下の表はのれんが割り当てられた最も重要な資金生成単位を示してい

る。

 

  2014年12月31日現在のパラメーター

  予測期間

(年)

 成長率

％

 割引率

％

 インプット・

パラメーター

に割り当てら

れたレベル

ドイツ  10  1.0  6.14  3

米国  -  -  -  1

ヨーロッパ         

　ポーランド  10  2.0  7.54  3

　オランダ  10  2.0  6.47  3

　ハンガリー  10  2.0  6.81  3

　チェコ共和国  10  2.0  7.52  3

　クロアチア  10  2.0  8.63
a

 -

　スロバキア  10  2.0  6.88  3

　ギリシャ－モバイル通信  10  2.0  9.50  3

　オーストリア  10  2.0  6.50  3

　ルーマニア－モバイル通信  10  2.0  9.52  3

　F.Y.R.O.マケドニア  10  2.0  9.29  3

　インターナショナル・キャリア・

セールス＆及びソリューションズ
 

10  2.0  5.68  3

　その他の資金生成単位  10  1.5-2.0  8.85-9.71  3

システムズ・ソリューションズ  10  1.5  7.80  3

グループ本部＆グループ事業         

　デジタル・ビジネス・ユニット  10  0.5  9.84  3

a　使用価値算定における税効果考慮前の割引率である。税効果考慮後の割引率は、6.97％である。
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  2013年12月31日現在のパラメーター

  予測期間

(年)

 成長率

％

 割引率

％

 インプット・

パラメーター

に割り当てら

れたレベル

ドイツ  10  1.0  6.23  3

米国  -  -  -  1

ヨーロッパ         

　ポーランド  10  2.0  7.75  3

　オランダ  10  2.0  6.76  3

　ハンガリー  10  2.0  7.15  3

　チェコ共和国  10  2.0  7.73  3

　クロアチア  10  2.0  8.78
a

 -

　スロバキア  10  2.0  7.11  3

　ギリシャ－モバイル通信  10  2.0  10.48  3

　オーストリア  10  2.0  6.86  3

　ルーマニア－モバイル通信  10  2.0  9.70  3

　F.Y.R.O.マケドニア  10  2.0  9.79  3

　インターナショナル・キャリア・

セールス＆ソリューションズ
 

10  2.0  5.82  3

　その他の資金生成単位  10  1.5-2.0  9.14-10.18  3

システムズ・ソリューションズ  10  1.5  7.97  3

グループ本部＆グループ事業         

　デジタル・ビジネス・ユニット  10  0.5  9.48  3

a　使用価値算定における税効果考慮前の割引率である。税効果考慮後の割引率は、7.27％である。

 

減損テストに使用された正味キャッシュ・フロー、割引率、もしくは成長率が予測期間において0.5パーセント

高かった、又は低かった場合でも、減損損失の大幅な増加又は減少には至らなかった。

 

前へ　　　次へ
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６　有形固定資産

 

  土地及び

同等の権利、

並びに建物

(第三者所有

地上の建物

を含む)

 技術設備

及び機械

 その他の

設備、

営業設備

及び事務機器

 前払金及び

建設仮勘定

 合計

  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

取得原価           

2012年12月31日現在  19,134  102,496  7,711  2,857  132,198

為替換算  (133)  (879)  (103)  (51)  (1,166)

グループの構成の変更  (394)  188  313  49  156

増加額  199  2,483  462  3,999  7,143

減少額  353  3,684  720  76  4,833

売却目的で保有される非流動

資産及び処分グループからの

変更  (304)  (117)  (52)  (2)  (475)

他勘定振替高  281  3,706  248  (4,353)  (118)

2013年12月31日現在  18,430  104,193  7,859  2,423  132,905

為替換算  176  1,997  167  123  2,463

グループの構成の変更  84  324  95  19  522

増加額  153  2,895  475  4,393  7,916

減少額  148  3,544  590  72  4,354

売却目的で保有される非流動

資産及び処分グループからの

変更  (326)  (32)  (4)  (2)  (364)

他勘定振替高  275  3,210  330  (3,880)  (65)

2014年12月31日現在  18,644  109,043  8,332  3,004  139,023

　           

減価償却累計額           

2012年12月31日現在  10,129  79,000  5,635  27  94,791

為替換算  (77)  (560)  (78)  0  (715)

グループの構成の変更  (211)  (454)  121  0  (544)

増加額(減価償却)  700  5,189  722  0  6,611

増加額(減損)  96  12  6  2  116

減少額  245  3,484  636  1  4,366

売却目的で保有される非流動

資産及び処分グループからの

変更  (240)  (100)  (37)  (1)  (378)

他勘定振替高  48  (42)  (23)  0  (17)

減損損失の戻入  (20)  0  0  0  (20)

2013年12月31日現在  10,180  79,561  5,710  27  95,478

為替換算  135  1,220  124  1  1,480

グループの構成の変更  0  102  (1)  0  101

増加額(減価償却)  683  5,265  685  0  6,633

増加額(減損)  59  13  1  2  75

減少額  90  3,435  518  1  4,044

売却目的で保有される非流動

資産及び処分グループからの

変更  (254)  (33)  (3)  (2)  (292)

他勘定振替高  (1)  (17)  13  0  (5)

減損損失の戻入  (18)  (1)  0  0  (19)

2014年12月31日現在  10,694  82,675  6,011  27  99,407

正味帳簿価額           

2013年12月31日現在  8,250  24,632  2,149  2,396  37,427

2014年12月31日現在  7,950  26,368  2,321  2,977  39,616
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減価償却費、アモチゼーション及び減損損失についての詳細は、注記30「減価償却費、アモチゼーション及び減

損損失」を参照のこと。

2014年12月31日現在、２億ユーロ(2013年12月31日現在：３億ユーロ)の原状回復債務が認識された。ドイツテレ

コムは報告日現在、有形固定資産の取得に関する21億ユーロ(2013年12月31日現在：11億ユーロ)のコミットメント

を有していた。この増加は主に、米国事業セグメント(６億ユーロ)及びドイツ事業セグメント(２億ユーロ)のモバ

イル・ネットワークの構築に起因している。

 

７　持分法で会計処理された投資

持分法で会計処理された会社に対する重要な投資の内訳は、以下の通りである。

 

  

ドイツテレコムの

持分割合

 

議決権割合  

セグメントへの

割当

 投資の公正価値

（上場市場の価格が入手

可能な場合）

会社名及び登記事務所  

2014年12月

31日現在

(％)  

2013年12月

31日現在

(％)  

2014年12月

31日現在

(％)  

2013年12月

31日現在

(％)    

2014年12月

31日現在

単位：百万

ユーロ  

2013年12月

31日現在

単位：百万

ユーロ

Asa NewCo GmbH（ドイ

ツ、ミュンヘン）
a  

28.24  -  28.24  -  

グループ本部＆グ

ループ事業  -  -
Hrvatske

telekomunikacije

d.d.Mostar（ボスニア

ヘルツェゴヴィナ、モ

スタル）
b

 

39.10  39.10  39.10  39.10  ヨーロッパ  38  41

TモバイルUSAタワーLLC

（米国、ウィルミント

ン）
c

 

100.00  100.00  100.00  100.00  米国  -  -
Tモバイル・ウエスト・

タワーLLC（米国、ウィ

ルミントン）
c

 

100.00  100.00  100.00  100.00  米国  -  -
トール・コレクトGmbH

（ドイツ、ベルリン）
 

45.00  45.00  45.00  45.00  

システムズ・

ソリューションズ  -  -

a
　本報告年度に売却されたスカウト24ホールディングGmbHの合計1.76％の持分は、スカウト・ラックス・マネジメント・エ

クイティ・カンパニーS.a.r.l.を通じて間接的に保有されている。

b
　フルバツキテレコム d.d.（クロアチア）を通じた間接的株式保有(ドイツテレコム・アーゲー持分：51.00％)

c
　TモバイルUSインク(米国)を通じた間接的株式保有(ドイツテレコム・アーゲー持分：66.29％)

 

全ての会社は持分法を用いて会計処理されている。

 

共同支配の取決め又は関連会社の活動の性質に関する詳細

2014年度のスカウト24ホールディングGmbHの株式の売却後、ドイツテレコムの残存持分はAsa NewCo GmbHにより

保有されている。

Hrvatske telekomunikacije d.d.はボスニアヘルツェゴヴィナでモバイル及び固定ネットワーク通信サービスを

提供している。
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TモバイルUSAタワーLLCとTモバイル・ウエスト・タワーLLCは、TモバイルUSが設立した組成された企業である。

TモバイルUSは、TモバイルUSとクラウン・キャッスル・インターナショナル・コーポレーション（米国、ヒュース

トン）の間で2012年に締結された通信電波塔のリース及び利用に関する包括協定に従い、通信電波塔を提供する目

的で100％の持分を保有している。当該電波塔を継続的に使用及びリースする独占的な権利がクラウン・キャッス

ルに譲渡された。TモバイルUSは、通信電波塔の通信機器を引き続き運用するため、クラウン・キャッスルから必

要な設備をリースバックしている。クラウン・キャッスルは過去に使用されていなかった設備を第三者にリースす

ることができる。その代わりに、通信電波塔が建設される土地の所有者は、当該通信電波塔に関してTモバイルUS

からリース料の支払いを受けなくなる。当該通信電波塔は関連会社２社に提供していたが、売却された。両社は

2012年の協定の締結日に連結対象外となった。これは、クラウン・キャッスルが通信電波塔を独自に運営し、平均

28年間の通信電波塔のリースにより収益を生み出しており、また連結目的で関連のある両事業体の財務及び事業活

動を決定しているためである。通信電波塔をリースすることで、クラウン・キャッスルは契約上の義務を履行でき

る十分な利益とキャッシュ・フローを継続的に生み出すことができると予想される。そのため、議決権の過半数が

支配を判断する適切な基準とはならない。結果的に、ドイツテレコムが唯一大きな影響力を有していると判断さ

れ、両事業体はドイツテレコムの連結グループに関連会社として含められている。一定の条件下では、Tモバイル

USは引き続き、通信電波塔の現在の土地所有者に対するクラウン・キャッスルによるリース料の支払いが行われな

い場合に責任を負う。これは、保証の対象となる事象が発生する可能性は低いものの、その事象が発生する場合、

TモバイルUSは、該当する通信電波塔のその後の使用を引き継ぐことができる、あるいは代替的に、土地の所有者

との契約を直前の通知で解約することができることから、契約内のドイツテレコムの最大保証金額が非常に低いこ

とによる。協定の締結時に、TモバイルUSはクラウン・キャッスルに支払義務のない現行の管理費用を支払うには

十分な、金額的に重要性がない現金準備金を事業体に積み立てた。保証及び管理費用の支払いを除いて、Tモバイ

ルUSには他に資金調達の義務はない。

トール・コレクトGmbHはドイツで道路料金システムを運営している。
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以下の２つの表は、連結財務書類に含まれており、持分法を用いて会計処理された主要な会社の財務情報の要約

である。この情報はドイツテレコム・グループに帰属する割合に基づくものではなく、百分率での持分を示してい

る。

 

持分法を用いて会計処理された重要な共同支配企業に関する財務情報の要約

(単位：百万ユーロ)

      HTモスタルd.d.  トール・コレクトGmbH

      

2014年

12月31日現

在／2014年度

 

2013年

12月31日現

在／2013年度

 

2014年

12月31日現

在／2014年度

 

2013年

12月31日現

在／2013年度

流動資産      41  38  557  557

　うち、現金及び現金等価物      1  1  76  54

非流動資産      171  186  136  53

流動負債      34  42  805  523

　うち、金融負債      2  5  20  0

非流動負債      6  10  2  62

　うち、金融負債      1  3  0  60

             

営業収益      119  120  433  410

受取利息      0  2  5  8

支払利息      0  (1)  (5)  (6)

法人税等      0  1  (33)  21

利益(損失)      5  7  (139)  2

             

その他の包括利益      0  0  0  0

包括利益合計      5  7  (139)  2

             

減価償却費及び償却費      (250)  (31)  (2)  (2)

　             

ドイツテレコムへの配当金支払額     2  3  0  0

 

持分法を用いて会計処理された重要な関連会社に関する財務情報の要約

(単位：百万ユーロ)

  Asa NewCo GmbH  TモバイルUSAタワーLLC  Tモバイル・ウエスト・タワー

LLC

  

2014年

12月31日現

在／2014年度

 

2013年

12月31日現

在／2013年度

 

2014年

12月31日現

在／2014年度

 

2013年

12月31日現

在／2013年度

 

2014年

12月31日現

在／2014年度

 

2013年

12月31日現

在／2013年度

流動資産  63  -  0  0  0  0

非流動資産  2,127  -  60  75  91  86

流動負債  94  -  0  0  0  0

非流動負債  1,037  -  0  0  0  0

　             

営業収益  306  -  0  0  0  0

利益(損失)  (39)  -  0  0  0  0

　             

その他の包括利益  2  -  0  0  0  0

包括利益合計  (37)  -  0  0  0  0

　             

ドイツテレコムへの配当金支払額 0  -  38  0  79  0
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2014年12月31日現在のドイツテレコムの連結財政状態計算書に含まれる帳簿価額の調整

(単位：百万ユーロ)

      HTモスタルd.d.  トール・コレクトGmbH

      2014年  2013年  2014年  2013年

１月１日現在の純資産      172  172  25  23

利益(損失)      5  7  (139)  2

その他の包括利益      0  0  0  0

配当金支払額      (5)  (7)  0  0

為替レートの影響      0  0  0  0

12月31日現在の純資産      172  172  (114)  25

　             

12月31日現在のドイツテレコムに

帰属する純資産の持分
 

    66  67
 

(57)  13

帳簿価額の調整      0  0  57  0

その他の調整効果      (15)  (15)  0  0

12月31日現在の帳簿価額      51  52  0  13

 

(単位：百万ユーロ)

  Asa NewCo GmbH  TモバイルUSAタワーLLC  Tモバイル・ウエスト・タワー

LLC

  2014年
a  2013年  2014年  2013年  2014年  2013年

１月１日現在の純資産  1,096  -  75  79  86  90

利益(損失)  (39)  -  0  0  0  0

その他の包括利益  2  -  0  0  0  0

配当金支払額  0  -  (38)  0  (79)  0

増資  0  -  13  0  73  0

為替レートの影響  0  -  10  (4)  11  (4)

12月31日現在の純資産  1,059  -  60  75  91  86

　             

12月31日現在のドイツテレコムに

帰属する純資産の持分
 

309  -  60  75
 

91  86

帳簿価額の調整  0  -  0  0  0  0

その他の調整効果  0  -  0  0  0  0

12月31日現在の帳簿価額  309  -  60  75  91  86

a
　Asa NewCo GmbHは、持分法を用いて会計処理された投資として、2014年２月12日以降、連結財政状態計算書に含められて

いる。

 

TモバイルUSAタワーLLC及びTモバイル・ウエスト・タワーLLCは2014年度にそれぞれ38百万ユーロ及び79百万

ユーロの配当金を支払ったが、これは2012年度からの契約上の取決めに基づいていた。当該配当金支払額は、Tモ

バイルUSの通信電波塔に関する両社への拠出に直結している。かかる拠出は増資として開示されている。

ドイツテレコムは持分法を用いて会計処理された投資に関する損失57百万ユーロ(2013年：０百万ユーロ)を報告

しなかったが、これはかかる損失を相殺する義務がないためである。
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持分法を用いて会計処理された重要性の低い投資に関する全体的な財務情報の要約

数値はドイツテレコムに帰属する持分に関連するものである。

(単位：百万ユーロ)

　  共同支配企業  関連会社

  2014年

12月31日現在／

2014年度

 

2013年

12月31日現在／

2013年度

 

2014年

12月31日現在／

2014年度

 

2013年

12月31日現在／

2013年度

帳簿価額総額  14  24  92  73

　         

持分合計         

利益(損失)  (1)  1  (30)  (28)

その他の包括利益  0  0  0  0

包括利益合計  (1)  1  (30)  (28)

 

８　その他の金融資産

(単位：百万ユーロ)

　     

  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

  合計  うち、流動  合計  うち、流動

組成した貸付金及び未収金  3,224  2,632  2,672  2,347

売却可能金融資産  683  224  652  110

デリバティブ金融資産  1,343  117  771  283

満期保有投資等  10  3  12  5

  5,260  2,976  4,107  2,745

 

(単位：百万ユーロ)

　     

  

うち、報告日

現在減損され

ておらず、期

限も到来して

いないもの

 

うち、報告日現在減損されておらず、以下の期間に期限が到来するもの

組成した貸付金及び

未収金   

30日未満  30日から

60日

 61日から

90日

 91日から

180日

 181日から

360日

 360日越

2014年12月31日現在               

１年以内期限到来  1,836  53  29  33  37  1  1
１年超期限到来  590  -  -  -  -  -  1
　               
2013年12月31日現在               
１年以内期限到来  2,283  9  3  3  0  1  2
１年超期限到来  324  -  -  -  -  -  1

 

減損されておらず、期限も到来していない組成した貸付金及び未収金に関して、報告日現在、債務者が支払債務

を履行しない兆候はない。

未収金527百万ユーロ(2013年12月31日現在：941百万ユーロ)は、デリバティブ取引から生じる潜在的な信用リス

クに対する担保契約に関して担保として使用された。

売却可能金融資産は、その他の資産の間でも、公正価値が確実に測定できない非上場持分証券を含んでおり、そ

れゆえ2014年12月31日現在、122百万ユーロ(2013年12月31日現在：280百万ユーロ)の取得原価で計上されている。

報告日現在、これら証券の売却計画は存在しない。

 

９　その他の資産

その他の資産には、主に11億ユーロ(2013年12月31日現在：11億ユーロ)の繰延費用が含まれている。
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10　金融負債

(単位：百万ユーロ)

  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

  合計  期限

１年以内

 期限

１年超

５年以内

 期限

５年超

 合計  期限

１年以内

 期限

１年超

５年以内

 期限

５年超

債券及びその他の

証券化負債

 

44,219
 

5,425
 

13,890
 

24,904  40,535
 

3,315
 

13,676
 

23,544
うち、債券  32,751  3,250  9,333  20,168  28,211  545  9,531  18,135
うち：コマー

シャル・ペー

パー、ミディア

ム・ターム・

ノート及び類似

負債

 

11,468

 

2,175

 

4,557

 

4,736  12,324

 

2,770

 

4,145

 

5,409
銀行借入金  3,676  1,369  1,934  373  4,105  1,721  2,185  199
うち：約束手形  520  140  193  187  1,689  1,227  332  130
うち：欧州投資

銀行からの借入

金

 

2,110

 

493

 

1,617

 

-  1,760

 

10

 

1,750

 

-
うち：その他の

借入金

 

1,046
 

736
 

124
 

186  656
 

484
 

103
 

69
  47,895  6,794  15,824  25,277  44,640  5,036  15,861  23,743
ファイナンス・

リース負債

 

1,461
 

180
 

570
 

711  1,446
 

162
 

550
 

734
約束手形による

ノンバンクに対す

る負債

 

946

 

40

 

647

 

259  1,072

 

127

 

529

 

416
その他の利付負債  1,775  1,196  392  187  891  577  210  104
その他の

無利息負債

 

2,055
 

1,942
 

110
 

3  1,967
 

1,855
 

109
 

3
デリバティブ

金融負債

 

1,095
 

406
 

442
 

247  1,583
 

134
 

594
 

855
  7,332  3,764  2,161  1,407  6,959  2,855  1,992  2,112
金融負債  55,227  10,558  17,985  26,684  51,599  7,891  17,853  25,855

 

金融負債は前年度末から36億ユーロ増加して合計552億ユーロとなった。

ドイツテレコムは、継続的に流動性を管理している。当グループ及びドイツテレコム・アーゲーの支払能力及び

財務柔軟性を常に確保するため、与信枠及び現金で流動性準備金を維持している。この流動性準備金は、今後24か

月にわたる資本市場からの調達の満期支払いを常にカバーする。

計上された銀行借入金に加えて、ドイツテレコムは2014年12月31日現在、21の銀行と総額123億ユーロの２者間

標準与信契約を有していた。当該与信契約のうち２億ユーロが2014年12月31日までに利用された。当該与信契約に

基づき、契約条件は、ドイツテレコムの格付によって決定される。２者間与信契約期間は当初は36か月であるが、

12か月毎にさらに12か月延長することで36か月の期限を延長することもできる。現時点では、国際的な公社債市場

へのアクセスが危機状態にあるとはみなされていない。2014年度に、TモバイルUSは総額30億米ドルの債券を発行

した。10億米ドルの債券は期限前に償還した。2014年12月に、TモバイルUSは、３年後にTモバイルUSの株式に転換

される予定の総額10億米ドルの強制転換条項付優先株式を発行した。かかる強制転換条項付優先株式の額面価額は

債券に記載されている。
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以下の表は、デリバティブ以外の金融負債及び正と負の公正価値を伴うデリバティブに関するドイツテレコムの

契約上合意された(割り引かれない)支払利息及び返済額を示している。

(単位：百万ユーロ)

　   
  

 2015年のキャッシュ・フロー

  

2014年

12月31日現在の

帳簿価額  固定金利  変動金利  返済額

デリバティブ以外の金融負債：         

債券、その他の証券化負債、銀行借入金、

約束手形によるノンバンクに対する債務

及び類似負債  (48,841)  (1,317)  (14)  (7,087)

ファイナンス・リース負債  (1,461)  (102)    (183)

その他の利付負債  (1,775)  (80)  (6)  (1,197)

その他の無利息負債  (2,055)      (1,942)

デリバティブ金融負債及び資産：         

デリバティブ金融負債：         

ヘッジ関係のない通貨デリバティブ  (229)      (233)

キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する

通貨デリバティブ  (9)      (10)

正味投資額のヘッジに関連する

通貨デリバティブ  0       

ヘッジ関係のないその他のデリバティブ  (15)      (6)

ヘッジ関係のない金利デリバティブ  (420)  (131)  (8)  (68)

公正価値ヘッジに関連する金利デリバ

ティブ  (8)  5  (1)   

キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する

金利デリバティブ  (414)  (37)  4   

デリバティブ金融資産：         

ヘッジ関係のない通貨デリバティブ  67      63

キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する

通貨デリバティブ  4      4

ヘッジ関係のない金利デリバティブ  584  24  26  20

公正価値ヘッジに関連する金利デリバ

ティブ  222  218  (116)   

キャッシュ・フロー・ヘッジに関連する

金利デリバティブ         

  282  22     

財務保証及びローン・コミットメント
 a  (1)      (339)

a 詳細については、注記37「金融商品及びリスク管理」を参照のこと。いずれの場合も想定できる最も早い利用日における

支払最高額が示されている。
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2016年のキャッシュ・フロー

 
 

2017 - 2019年の

キャッシュ・フロー
 

2020 - 2024年の

キャッシュ・フロー
 

2025年以降のキャッシュ・フロー

 

固定金利  変動金利  返済額  固定金利  変動金利  返済額  固定金利  変動金利  返済額  固定金利  変動金利  返済額

                       

(2,146) (13) (4,812) (5,307) (13) (9,794) (5,116)   (17,379) (3,563)   (8,929)

(99)   (173) (208)   (394) (222)   (416) (94)   (295)

(12)   (255) (53)   (137) (73)   (106) (21)   (81)

    (107)     (3)     (2)     (1)

　                       

　                       

　                       

　                       

　                       

    (4)     (6)            

(47) (3)   (31) (26) (25) 49  (49)   55  (73) 17

5  (1)   5    (16)            

(57) 5    (27) 4    148      110    137

　                       

　                       

　                       

(8) 27  64  (19) 53  228  (12) 37    6  83  183

214  (114)   472  (224)   477  (128)   1,017  (363)  

　                       

22    42  72    47  80    129  47    72
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(単位：百万ユーロ)

   キャッシュ・フロー

 

2013年

12月31日

現在の

帳簿価額  

2014年  2015年  2016-

2018年

 2019-

2023年

 2024年

以降

デリバティブ以外の金融負債：            

債券、その他の証券化負債、銀

行借入金、約束手形によるノン

バンクに対する債務及び類似負

債 (45,712)  (7,284)  (6,991)  (16,550)  (20,933)  (12,142)

ファイナンス・リース負債 (1,446)  (267)  (260)  (604)  (632)  (448)

その他の利付負債 (891)  (581)  (117)  (109)  (128)  (35)

その他の無利息負債 (1,967)  (1,856)  (35)  (73)  (3)   

デリバティブ金融負債

及び資産：            

デリバティブ金融負債：            

ヘッジ関係のない通貨

デリバティブ (39)  (43)         

キャッシュ・フロー・

ヘッジに関連する

通貨デリバティブ (3)  (1)  (1)       

純投資ヘッジに関連する通

貨デリバティブ -           

ヘッジ関係のない金利

デリバティブ (542)  (138)  (68)  (100)  (2)  (97)

公正価値ヘッジに関連

する金利デリバティブ (276)  66  66  173  309  644

キャッシュ・フロー・

ヘッジに関連する

金利デリバティブ (723)  (12)  (91)  (237)  70  (57)

デリバティブ金融資産：            

ヘッジ関係のない

通貨デリバティブ 26  25         

キャッシュ・フロー・

ヘッジに関連する

通貨デリバティブ 24  24         

ヘッジ関係のない

金利デリバティブ 412  218  115  3    32

公正価値ヘッジに関連

する金利デリバティブ 62  43  48  57     

キャッシュ・フロー・

ヘッジに関連する

金利デリバティブ 89  10  10  69  140  55

　            

財務保証及びローン・コミット

メント
a

(1)  (340)         

a 詳細については、注記37「金融商品及びリスク管理」を参照のこと。いずれの場合も想定できる最も早い利用日における

支払最高額が示されている。
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2014年12月31日に保有されており、支払が契約ですでに合意された商品は全て含まれている。将来のデータ予想

には、新しい負債は含まれていない。外貨建の金額はそれぞれ、報告日現在の期末レートで換算された。金融商品

により生じる変動金利支払額は、2014年12月31日より前に確定した直近の金利を用いて算定された。いつでも返済

可能である金融負債は、常に最短の期間に割当てられる。ドイツ連邦郵便会社を株式会社の法的構造に転換するド

イツの法律(株式会社転換法－Postumwandlungsgesetz)第２条第４項に従い、連邦共和国は1995年１月１日現在未

返済のドイツテレコム・アーゲーの全ての負債に対する保証人となっている。2014年12月31日現在、当該負債の額

面価額は20億ユーロ(2013年12月31日現在：21億ユーロ)であった。2014年12月にTモバイルUSが発行した強制条項

付転換優先株式（額面価額10億米ドル、金利5.5％、期限2017年）は、TモバイルUSが株式の形式で全ての利息を支

払うという契約上合意した権利を有していることから、上記の表には含まれていない。株式の形式で返済すること

が強制されている。

 

11　買掛金及びその他の未払金

(単位：百万ユーロ)

  

2014年

12月31日

現在  

2013年

12月31日

現在

買掛金  9,631  7,231

その他の未払金  50  28

  9,681  7,259

 

買掛金及びその他の未払金の合計のうち、9,679百万ユーロ(2013年12月31日現在：7,253百万ユーロ)は１年以内

に期限が到来する。

 

12　年金及びその他の従業員給付に対する引当金

 

確定給付制度

当グループの年金債務は、主にドイツ、ギリシャ及びスイスの直接的及び間接的な年金契約に基づいている。こ

のほか、ドイツ国内ではドイツ基本法(Grundgesetz - GG)第131条に基づく債務がある。

ドイツテレコムの年金債務の内訳は、以下の通りである

(単位：百万ユーロ)

　       

    

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

確定給付債務    8,465  7,006

確定給付資産    (18)  (14)

確定給付債務(資産)純額    8,447  6,992

　       

うち、直接的なコミットメントに対する引当金    8,023  6,698

うち、間接的なコミットメントに対する引当金    423  292

うち、ドイツ基本法(GG)第131条に基づく債務に対する引当金    1  2
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確定給付債務は、連結財政状態計算書では非流動負債に含めて表示されている。確定給付資産は、連結財政状態

計算書ではその他の非流動資産において認識される。

 

確定給付債務(資産)純額の算定：

(単位：百万ユーロ)

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

年金資産により全部又は一部の積立が行われている債務の現在

価値

 

7,854

 

6,487

年金資産の公正価値  (2,498)  (1,973)

確定給付債務の年金資産超過額  5,356  4,514

基金未積立債務の現在価値  3,086  2,478

　     

IAS第19号第63項に基づく確定給付債務(資産)  8,442  6,992

資産計上額の上限による影響(IAS第19号第64項)  5  -

確定給付債務(資産)純額  8,447  6,992

 

(単位：百万ユーロ)

  2014年度  2013年度

１月１日現在の確定給付債務(資産)純額  6,992  7,295

勤務費用  220  160

確定給付債務(資産)純額に係る純利息費用(収益)  225  228

再測定の影響  1,581  (48)

雇用者により直接支払われた年金給付額  (298)  (366)

雇用者による年金資産への拠出  (266)  (269)

企業結合／事業移管／買収及び処分に起因する変動  (8)  (7)

管理費用実際発生額（年金資産より支払）  0  0

外貨建年金制度の為替レートの変動  1  (1)

12月31日現在の確定給付債務(資産)純額  8,447  6,992

 

確定給付債務の測定に係る主要な仮定は、割引率、予測昇給率、年金予測増加率及び平均寿命である。以下の表

は、12月31日現在において確定給付債務の基礎となった仮定を示している。それぞれの事業年度の予測年金費用

（確定給付費用）は、その前年度の12月31日現在で行われた仮定を使用して測定されている。

2014年度から、スイスの年金制度に係る以下の数値は、Tシステムズ・シュバイツ・アーゲーとTシステムズ・

データ・マイグレーション・コンサルティングAG(過年度は、Tシステムズ・シュバイツ・アーゲーのみ)に関連し

ている。
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12月31日現在の確定給付債務の算定に用いられた仮定：

 

　     

  2014年度 2013年度 2012年度

  ％ ％ ％

割引率 ドイツ 1.89 3.29 3.26

 スイス 1.14 2.34 1.78

 ギリシャ(OTE S.A.) 1.83
a
/1.09

b
3.25

a
/2.53

b
2.86

a
/2.26

b

予測昇給率 ドイツ 2.50 2.75 2.75

 スイス 1.25 1.50 1.50

 ギリシャ(OTE S.A.) 1.00
c

1.00
d

1.00
e

年金予測増加率 ドイツ(一般) 1.50 1.50 1.50

 ドイツ(定款に準拠) 1.00 1.00 1.00

 スイス 0.30 0.30 0.30

 ギリシャ(OTE S.A.) 該当なし 該当なし 該当なし

a 割引率は、従業員退職補償及び電話のクレジット・プランに関連している(下記のプランの詳細を参照のこと)。

b 割引率は、ユース・アカウント・プランに関連している(下記の制度の詳細を参照のこと)。

c  今後数年の予測昇給率に関して2014年度に次の仮定が行われた。2015年度：-1.00％、2016年度：0.00％、2017年度：

0.00％、2018年度：11.00％。2019年度以降の年度については、1.00％の昇給が仮定されている。

d 今後の予測昇給率に関して2013年度に次の仮定が行われた。2014年度：0.97％、2015年度：9.69％、2016年度：0.00％。

2017年度以降の年度については、1.00％の昇給が仮定されていた。

e 今後の予測昇給率に関して2012年度に次の仮定が行われた。2013年度：0.97％、2014年度：0.97％、2015年度：9.69％、

2016年度：0.00％。2017年度以降の年度については、1.00％の昇給が仮定されていた。

 

  2014年12月31日現在 2013年12月31日現在

期間  年 年

 ドイツ 14.5 13.7

 スイス 18.6 17.1

 ギリシャ(OTE S.A.) 13.8
a
/6.3

b
13.0

a
/7.0

b

a 期間は、従業員退職補償及び電話のクレジット・プランに関連している(下記の制度の詳細を参照のこと)。

b 期間は、ユース・アカウント・プランに関連している(下記の制度の詳細を参照のこと)。

 

年金債務の測定には、以下の寿命測定上の仮定が必要不可欠である。

ドイツ：ホイベック2005G、スイス：BVG 2010 Generational、ギリシャ(OTE S.A.): EVK2000。

前述の割引率は、2014年12月31日時点で確定給付債務の現在価値を算定する際に今後の昇給を考慮して、使用さ

れた。当該割引率は、各債務の平均加重期間に従って設定されている

ユーロ圏において、割引率は、各期間の直物金利を表すイールドカーブ上に示される、AA格を有する高格付の

ヨーロッパ社債の利回りに基づいて算定される。スイスでは、AAA格の債券のスワップ・イールドに基づいて算定

される。異なったデュレーションのこのようなスワップの取引量は、スイス国債の取引量よりも多い。こうしたス

ワップ・イールドからのイールドカーブは、会計目的上は低すぎる信用リスクで構成されている。そのため、イー

ルドカーブにリスク・プレミアム（信用スプレッド）を上乗せする形で追加調整が行われるが、リスクプレミアム

は量が限定されているAA格のスイス社債から算出される。
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各報告年度における確定給付債務の増減：

 

　     

  2014年度  2013年度

  百万ユーロ  百万ユーロ

１月１日現在の確定給付債務  8,965  8,973

当期勤務費用  228  219

利息費用  290  282

再測定の影響  1,783  (33)

　うち、実績値に基づく調整  (6)  27

　うち、財務上の仮定の調整  1,789  (57)

　うち、人口統計上の仮定の調整  -  (3)

実際に支払われた給付額合計  (328)  (408)

制度加入者による拠出額  5  5

企業結合／事業の移転／取得及び処分に帰属する変動  (8)  (8)

過去勤務費用(制度変更による)  (3)  (64)

過去勤務費用(制度縮小による)  (8)  (8)

清算  3  13

年金の一部として支払うべき税金  -  -

外貨年金制度の為替レートの変動  13  (6)

12月31日現在の確定給付債務  10,940  8,965

　うち、現職従業員  5,070  4,080

　うち、受給権確定後に離職した制度加入者  1,980  1,528

　うち、受給者  3,890  3,357

 

年金資産を考慮に入れ、年金債務は全額計上された。

 

2014年12月31日現在のドイツテレコムで最も重要性の高い年金制度に関する債務の状況：

(単位：百万ユーロ)

 ドイツ  スイス

 

 ギリシャ

(OTE S.A.)

 その他の制度

確定給付債務 10,082  227  292  339

年金資産の公正価値 (2,078)  (171)  -  (249)

アセットシーリングの影響 -  -  -  5

確定給付債務(資産)純額 8,004  56  292  95
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以下の年齢構成の分析、感応度分析及び制度並びに関連するリスクの詳細は、ドイツ、スイス及びギリシャ(OTE

S.A.)に関連している。

 

年齢構成：

ドイツテレコムの重要な年金制度は、以下の資格ごとの年齢構成の影響を受ける。

 

 

確定給付債務の感応度分析：

以下の感応度分析は、2014年12月31日現在で算定された確定給付債務の測定に係る重要な保険数理上の仮定に対

して行われる可能性のある調整による影響を示している。下記の範囲において、測定上の仮定に変更がなされる場

合、他の仮定に変更がないとすると、2014年12月31日現在の確定給付債務に以下の影響が及ぼされていたと考えら

れる。

(単位：百万ユーロ)

  2014年12月31日現在の確定給付債務の増加(減少)

  ドイツ  スイス  ギリシャ

(OTE S.A.)

100ベーシス・ポイントの割引率の上昇  (1,239)  (29)  (30)

100ベーシス・ポイントの割引率の低下  1,530  37  36

　       

50ベーシス・ポイントの予測昇給率の上昇  7  4  18

50ベーシス・ポイントの予測昇給率の低下  (6)  (4)  (15)

　       

25ベーシス・ポイントの年金予測増加率の

上昇

 

7  6  0

25ベーシス・ポイントの年金予測増加率の

低下

 

(6)  (6)  0

　       

平均寿命の１年延長  262  6  1

平均寿命の１年短縮  (271)  (7)  (1)
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(単位：百万ユーロ)

  2013年12月31日現在の確定給付債務の増加（減少）

  ドイツ  スイス  ギリシャ

(OTE S.A.)

100ベーシス・ポイントの割引率の上昇  (950)  (21)  (25)

100ベーシス・ポイントの割引率の低下  1,160  26  30

       

50ベーシス・ポイントの予測昇給率の上昇  7  3  15

50ベーシス・ポイントの予測昇給率の低下  (6)  (3)  (13)

       

25ベーシス・ポイントの年金予測増加率の

上昇

 

5  5  0

25ベーシス・ポイントの年金予測増加率の

低下

 

(5)  (4)  0

　       

平均寿命の１年延長  185  4  1

平均寿命の１年短縮  (191)  (4)  (1)

 

割引率、予測昇給率及び年金予測増加率について、個別に感応度分析が実施された。この目的のために、仮定の

上昇及び低下の両方について追加的な保険数理上の評価が行われた。仮定に使用された変動は、それぞれの仮定が

１年以内に分析の範囲を超えて変動しない確率が60％から90％となるように選択された。制度加入者の平均寿命は

１年以内に大幅に変動することはないと仮定することができる。しかし、平均寿命の変動が債務に及ぼす影響は、

リスクの観点から追加的に算定された。この評価は、65歳の制度加入者の平均寿命が１年延長又は短縮される仮定

（年齢遷移法）に基づいて実施された。この年齢遷移は残りの加入者についても同様に適用された。仮定される退

職年齢又は離職率の変動の影響は、特にドイツにおいては、重要性のないものであった。

 

グローバル・ペンション・ポリシー及び制度の詳細：

ドイツテレコムは、グループ全体でのグローバル・ペンション・ポリシーに基づいて年金に対する約定債務を管

理している。グローバル・ペンション・ポリシーは、会社の年金給付の付与及び管理に関して全世界的にグループ

の最低基準が遵守され、制度に整合性があり、中核事業に対するリスクが回避又は低減されていることを徹底す

る。加えて、このポリシーは、年金に対する約定債務の履行及び管理についての指針を規定し、対応する制度の導

入、改訂及び閉鎖についての要件を定義している。このグループ・ポリシーで制定されている規則及び規定は、国

家年金並びにその他の労働法、税法及び社会法の下での約定債務や、年金約定債務の分野における一般的なビジネ

ス慣習の国家間の相違を考慮に入れている。

当グループの最終給与に基づく確定給付制度は、リスクを最小化するために大部分が拠出ベースの約定を有する

制度に置き換えられている。また、2011年にドイツで年金債務に対する追加積立を可能にする会社型 CTA(ドイツ

テレコム・トラストe.V.)が設立された。CTAは年金資産により未積立の年金約定債務をカバーし、また当該債務の

不履行から保護するために法的に組成された信託契約である。

世界的な債務及び既存の年金資産の公正価値は、例えば、資産／負債調査及び定期的な給付監査を実施してその

リスク軽減措置が定期的に見直される。
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ドイツでは、過半数の従業員に対する年金及び就業不能給付並びにこうした従業員の扶養遺族に対する年金給付

についての約定債務がある。会社の年金制度の再編の一環として、1997年にドイツ全国で、現職従業員を対象に

キャピタル・アカウント・プランが導入された。さらに、その後に企業買収によって引き継いだ約定債務もキャピ

タル・アカウント・プランに移行された。キャピタル・アカウント・プランは、企業拠出の拠出ベースでの給付を

確約する。年次で付与される給与に連動した拠出金は、60歳まで各年について前払での金利が加算され、年齢に基

づいた係数を使用して計算され、拠出金は保証付の保険金額に変換される。現在の前払利率は年利3.75％である

（キャピタル・アカウント・プランについての目標利率）。

ドイツテレコムは、2013年度にキャピタル・アカウント・プランの変更を実施して、プランにおける将来の拠出

に対する付与利率を年利５％から年利3.75％に引き下げた。この変更は、2013年度のIAS第19号(改訂)の適用とは

関連していない。目標利率を変更できるオプションにより、キャピタル・アカウントに対する拠出の利回りの資本

市場との整合性を達成することが可能となる。市場金利が急速に低下したため、目標利率は市場環境にそぐわない

ものとなった。

拠出期間は、当初は将来の10年間に限定されているが、退職しない限り、拠出期間は自動的に毎年１年延長され

る。勤務期間にわたって累積された保険金額は、保険事象が発生した場合に、主として一時金の形態で支払われ

る。したがって、こうした約定債務は限定的な長寿リスクしか負担しない。支払の指針及びキャピタル・アカウン

ト・プランの構造に基づいて、雇用主はこれを計画することができるため、報酬ダイナミクスの激しい変動に関す

るプラン固有のリスクは小さい。

加えて、ドイツにおいては新規加入が終了している各種の旧制度の約定があり、これらは概して長期年金の形態

での老齢給付及び就業不能補償給付並びに扶養遺族に対する給付を提供している。これらの約定の大部分が、法的

年金制度を踏まえた補足的退職年金機関(Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost -VAP)の全体的な年金を

構成している。これらの約定の加入者の大部分は確定受給権を持つ元従業員及び受給額がすでに確定している退職

者である。したがって、VAPの全体的な年金制度は、1997年時点で既に退職していた、あるいはその時点で受給権

確定後に離職していた元従業員に引き続き適用される。

ドイツにおける確定給付制度により年金が付与される範囲で、当該年金の将来の調整は、重要でない例外を除い

て、現行の給付規則により拘束的に定められている。このため、ドイツの一般的な年金予想増加率に係る仮定の変

化が確定給付債務に及ぼす影響は重要ではない。

平均寿命の変更は主に従来型の年金約定債務による債務に影響を及ぼし、1997年以降には年金約定債務はキャピ

タルの形態で付与されているため、グループにとって平均寿命から発生するリスクの重要性は今後低下すると予想

される。

長期的に年金債務を賄うために、ドイツテレコムは資金を会社型CTA及び会社型特別年金基金

(Unterstützungskasse)に移管している。
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スイス(Tシステムズ・シュバイツ・アーゲー)においては、企業年金制度（第２の柱）の一環として、雇用主及

び従業員の拠出により資金が賄われる拠出ベースの給付制度があり、同制度は法的に独立したTシステムズの年金

基金により運営されている。2014年１月１日のスイスの企業再編及び年金基金の約定の調整を受け、Tシステム

ズ・データ・マイグレーション・コンサルティングAGもTシステムズ・シュバイツ・アーゲーの年金基金に含めら

れている。スイスにおける一般的な慣行に従って、両社とも法律で要求される最低給付額を超過する給付を付与し

ている。職域退職、扶養遺族及び不就業補償年金に係るスイス連邦法(Bundesgesetz über die berufliche

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge -BVG)は、保証されるべき支払の最低要件、年齢に基づく拠

出、年金で支払われるべき積立退職資産の強制部分についての最低年金係数を規定している。加えて、連邦委員会

は、強制退職資産について最低利率（2014年：1.75％、2015年：1.75％）を規定している。

基金委員会(Stiftungsrat)がスイスの年金基金を統括している。基金委員会は、年金基金の日常運営を確実に

し、年金給付の金額及び構造並びに基金の投資戦略などの基本的な特徴について決定を下す。基金委員会は、雇用

主側と従業員側で同数の代議員で構成される。年金基金から提供された情報では、過去の平均利回りは、年利約

2.0％から2.5％であった。

強制退職資産の最低利回りが定められていることから、スイスの年金制度には、年金基金の資金が不足した場合

には、追加的な資源を割り当てなければならなくなるリスクが存在する。年金基金は、加入者に対して一時金支払

ではなく終身年金を選択するオプションを認めている。このオプションにより、退職時に寿命と投資利益率につい

ての仮定を行わなければならないため、長寿リスク及び投資リスクが発生する。

ギリシャ(OTE S.A.)では、雇用主による任期満了前の退職の場合に従業員退職補償が義務付けられ、従業員都合

の退職の際には、より少ない金額が支払われる。これらは一時給付金として支払われ、従業員の勤続年数に応じ

て、従業員の最終月給の数倍となる(上限がある)。2012年度の法律の変更により、一時金の支払の上限は最大12か

月分の給与となった。当社が任意で追加支払を行うこともある。2012年度及び2013年度にリストラクチャリング・

プログラムの一環として行われた当該範囲内の支払いは、2014年度には実施されなかった。

またOTE S.A.には、従業員の子供が25歳になる際にその子供に対して一時金の支払いを行う義務がある(ユー

ス・アカウント)。当該給付制度は、以前には従業員の最終月給の水準に基づいて行われていたが、2011年11月に

改定され、従業員による拠出及び限定的であるが対応する雇用主によるマッチング拠出により資金調達される、拠

出ベースの約定を有する制度になった。

従業員退職補償及びユース・アカウントによって付与される給付金は一時金で支払われ、したがって、長寿リス

クは負わない。2014年度末に締結された新しい団体賃金協約に従って、当初2015年度に予定されていた約10％の昇

給は2018年度まで延期された。

従業員及び退職者は、電話クレジットの権利も有している。そのため、OTE S.A.の支払義務は、電話装置の価格

及び権利を有する従業員によるクレジットの利用レベルによって決まる。当該支払義務(クレジット)には上限が設

定されている。OTE S.A.が支払う年金給付総額と比較すると、これらの債務の範囲は比較的少額である。
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各報告年度における年金資産の公正価値の変動：

(単位：百万ユーロ)

　     

  2014年度  2013年度

１月１日現在、年金資産の公正価値  1,973  1,680

企業結合／事業移管／買収及び処分に起因する増減  0  (1)

年金資産に係る利息収益（割引率を使用して算出）  65  54

年金資産に係る利息収益に対する実際収益の超過額(不足額)(再測定)  207  13

雇用者による拠出額  266  269

制度加入者による拠出額  5  5

年金資産から実際に支払われた給付額  (30)  (42)

清算  -  0

管理費用  0  0

税金の支払  -  -

外貨建年金制度の為替レートの変動  12  (5)

12月31日現在、年金資産の公正価値  2,498  1,973

 

2014年12月31日現在の雇用主による拠出額には、ドイツの会社型CTAに割当てられた250百万ユーロ(2013年12月

31日現在：250百万ユーロ)の支払いが含まれている。雇用主からの拠出は、通常年度末に割り当てられる。2014年

度から実際の収益の割合が大きいのは、資本市場のリターンの低下に伴う債券市場の価格上昇を背景とした、ドイ

ツにおける資産の増加によるものである。

 

年金資産の公正価値の投資カテゴリー別内訳：

(単位：百万ユーロ)

　      

 2014年12月31日  うち、活発な

市場価格が存

在するもの

 うち、活発な

市場価格が存

在しないもの

株式 521  521  0

債務証券 1,688  1,688  0

不動産 45  45  0

デリバティブ 9  9  0

投資ファンド 0  0  0

資産担保証券 0  0  0

仕組債務商品 0  0  0

現金及び現金等価物 181  181  0

その他 54  12  42

年金資産の公正価値 2,498  2,456  42
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(単位：百万ユーロ)

　      

 2013年12月31日  うち、活発な

市場価格が存

在するもの

 うち、活発な

市場価格が存

在しないもの

株式 419  419  0

債務証券 1,298  1,298  0

不動産 44  44  0

デリバティブ 5  5  0

投資ファンド 0  0  0

資産担保証券 0  0  0

仕組債務商品 0  0  0

現金及び現金等価物 142  142  0

その他 65  32  33

年金資産の公正価値 1,973  1,940  33

 

投資方針及びリスク管理は、年金債務が負うリスクと成長特性に沿ったものとなっている。システム的かつ総合

的な資産負債管理(ALM)分析に基づいて、多種類の資産クラスを対象とすることが可能な、各種の投資ポートフォ

リオからの潜在的な成果が確率的なシミュレーションによる年金債務の変動と比較され、これにより、年金債務に

対する年金資産の相対的な変動が明示的に検討される。投資哲学の主な特徴は、年金約定の付与による将来の債務

を、適切な年金資産のポートフォリオをシステム的に設定し、専門家が管理することにより、年金コミットメント

付与で生じる将来の債務を適時に満たすという、その目的である。投資戦略は、その基礎となる年金債務を直接参

照し、この投資哲学の目的から導き出される。この負債対応投資 (LDI) 戦略は、対応するリスク要因と分散を用

いて全体的な目的に適切なリスクプロファイルを創り出す広範に分散された投資ポートフォリオの設定を目指して

いる。投資の管理は、能動的なリスク管理を確実にするための継続的な監視の対象である。コスト効率の高い投資

管理は、外部のサービスプロバイダーが関与した専門家によるポートフォリオ管理によって達成される。

報告日現在、年金資産の公正価値には、ドイツテレコム・アーゲーが発行した株式736千ユーロ(2013年12月31日

現在：株式合計600千ユーロ)が含まれていた。当社が発行する他の金融商品は、上記年度には含まれていない。

 

アセットシーリングの影響の変動：

(単位：百万ユーロ)

　     

  2014年度  2013年度

１月１日現在のアセットシーリングの影響  0  2

アセットシーリングに係る利息費用(損益計算書上で認識)  0  0

アセットシーリングの増減（持分において認識される（利益）損失）  5  (2)

為替差益(損)  0  0

12月31日現在のアセットシーリングの影響  5  0

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

317/636



各期間の確定給付費用の内訳は以下の通りであり、損益計算書の各勘定項目に計上されている。

(単位：百万ユーロ)

  

損益計算書に

おける表示

      

 2014年度  2013年度  2012年度

当期勤務費用  
機能別原価

a  
228  219  185

過去勤務費用

（制度の変更による）

 
機能別原価

a  

(3)  (64)  16

過去勤務費用

（削減による）

 
機能別原価

a  

(8)  (8)  (6)

清算  
機能別原価

a  
3  13  2

勤務費用    220  160  197

利息費用  その他の財務

収益(費用)

 

290  282  353

年金資産に係る利息収

益（割引率を使用して

算出）

 その他の財務

収益(費用)

 

(65)  (54)  (40)

アセットシーリングの

影響に係る利息費用

 その他の財務

収益(費用)

 

0  0  0

純確定給付負債(資産)

に係る利息費用(収益)

の純額

   

225  228  313

確定給付費用    445  388  510

管理費用実際発生額

（年金資産より支払）

 一般管理費  

0  0  0

損益に認識された金額

の合計

   

445  388  510

a その他の営業費用を含む。

 

連結包括利益計算書には、以下の金額が含まれている。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

再測定(事業年度においてその他の包括利益に認識

された(収益)損失)  1,581  (48)  1,822

うち、確定給付債務の増減による再測定  1,783  (33)  1,868

うち、年金資産の増減による再測定  (207)  (13)  (45)

うち、アセットシーリングの増減による再測定

(IAS第19号第64項に準拠)  5  (2)  (1)

       

 

予想される給付金支払額合計：

(単位：百万ユーロ)

　           

  2015年度  2016年度  2017年度  2018年度  2019年度

年金引当金から

の給付金支払  314  361  385  362  411

年金資産からの

給付金支払  29  29  31  32  33

予想される給付

金支払額合計
 

343  390  416  394  444
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雇用主が直接支払った給付は、CTAの資産が通常利用されるため、一般的に支払直後にCTA資産から雇用主に払い

戻される。かかる払戻しは、当初数年間のCTA内の資産の形成に悪影響を及ぼすとされるため、現在のところまだ

行われていない。

2015年度にドイツでは、年金資産を増加させるため、250百万ユーロがCTAに割当てられる予定である。グループ

レベルでは、2015年度に266百万ユーロが年金資産に割当てられると予想されている。

 

確定給付債務、年金資産、確定給付債務の年金資産超過額及び実績に基づく調整に関する当事業年度及び前４事

業年度の金額：

(単位：百万ユーロ)

　            

  

2014年

12月31日現在  

2013年

12月31日現在  

2012年

12月31日現在  

2011年

12月31日現在  

2010年

12月31日現在
a  

確定給付債務  10,940  8,965  8,973  6,966  7,017

年金資産の

公正価値

 

(2,498)  (1,973)  (1,680)  (860)  (629)

確定給付債務の年

金資産超過額

 

8,442  

 

6,992  

 

7,293  

 

6,106  

 

6,388

a 表示されている2010年度の数値は、2011年１月１日現在の株主持分の前期繰越利益を含む留保利益の期首残高においてIAS第

19号(改訂)を適用するために、調整された。

 

　  2014年度  2013年度  2012年度  2011年度  2010年度
a

調整  ％  ％  ％  ％  ％

実績に基づく、

確定給付債務の

増加(減少)

 

(0.1)  0.3  (0.2)  (0.3)  0.1

実績に基づく、

年金資産の増加

(減少)

 

8.3  0.7  2.6  (1.2)  1.1

a IAS第19号(改訂)は2011年１月１日から遡及的に適用されたため、表示されている2010年度の数値について当該基準の会計処

理に係る調整は行われていない。

 

確定拠出制度

2014年度にドイツにおいて法定年金制度(Deutsche Rentenversicherung)に支払われた雇用者拠出金は総額４億

ユーロであった（2013年度：４億ユーロ）。グループ全体では、2014年度の連結損益計算書において追加確定拠出

制度への当期拠出額88百万ユーロ(2013年度：103百万ユーロ、2012年度：99百万ユーロ)が認識された。

 

ドイツテレコムの公務員の退職契約

現職公務員の年金給付の対象となる報酬総額及び一時休職中の公務員の年金給付の対象となる仮定報酬総額の

33％を公務員年金基金に毎年拠出する金額について、552百万ユーロの費用が、2014年度に認識された(2013年度：

567百万ユーロ、2012年度：592百万ユーロ)。将来の支払債務の報告日現在の現在価値は51億ユーロ（2013年12月

31日現在：50億ユーロ）であり、その他の金融債務に表示される（注記35「その他の金融債務」を参照のこと）。
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13　その他の引当金

(単位：百万ユーロ)

　               

  

退職手当

引当金  

その他の

人件費引当金  

原状回復

債務引当金  

訴訟リスク

に対する

引当金  

売却及び

調達

サポート

引当金  

その他の

諸引当金  合計

2012年12月31日現在  78  1,871  1,035  342  448  968  4,742
　うち、流動  65  1,373  44  320  448  635  2,885
グループの構成の変更  (1)  52  151  7  2  (3)  208
為替換算調整勘定  (2)  (22)  (10)  (2)  (7)  (3)  (46)
繰入  361  1,712  136  111  339  386  3,045
使用  (138)  (1,581)  (29)  (117)  (394)  (199)  (2,458)
戻入  (10)  (86)  (31)  (48)  (21)  (128)  (324)
金利の影響  0  42  (5)  (2)  0  3  38
その他の変動  (6)  (7)  0  (2)  0  1  (14)
2013年12月31日現在  282  1,981  1,247  289  367  1,025  5,191
　うち、流動  279  1,434  46  281  367  713  3,120
グループの構成の変更  0  4  0  0  0  4  8
為替換算調整勘定  0  43  37  3  14  26  123
繰入  60  1,881  140  239  430  695  3,445
使用  (152)  (1,677)  (49)  (91)  (347)  (247)  (2,563)
戻入  (7)  (106)  (57)  (27)  (42)  (115)  (354)
金利の影響  0  49  60  0  0  11  120
その他の変動  0  (63)  0  2  0  (19)  (80)
2014年12月31日現在  183  2,112  1,378  415  422  1,380  5,890
　うち、流動  181  1,467  175  408  422  864  3,517

 

退職手当引当金及びその他の人件費引当金は、従業員リストラクチャリングに対する引当金を含んでいる。当事

業年度の退職手当引当金の変動は、以下の通りである。

 
(単位：百万ユーロ)

　             

  
2014年

１月１日現在
 

繰入

 
 

使用

 
 

戻入

 
 
その他の変動

 
 

2014年

12月31日現在

会社都合及び自己

都合退職モデル  282  60  (152)  (7)  -  183

部分退職  133  301  (215)  -  (43)  176

  415  361  (367)  (7)  (43)  359

　うち、流動  347          272

 

その他の人件費引当金には、繰延報酬、手当並びに記念品に対する引当金といった様々な個別の事項が含まれて

いる。当該費用は、発生主義に基づき、機能別原価又はその他の営業費用に配分される。

原状回復債務引当金には、資産の解体及び除去並びに設置場所の回復に係る見積費用が含まれている。見積費用

は各資産の取得原価に含まれている。

訴訟リスクに対する引当金は主に、係属中の訴訟に起因する潜在的な和解金に関連している。

売却及び調達サポート引当金は、ディーラー手数料、広告費補助金及び払戻に対して認識されている。

その他の諸引当金には、未履行契約、事業の売却及び工場閉鎖に関する引当金(特に過年度において)、並びに保

証引当金及び環境破壊引当金といったわずかな金額からなる多くの個別項目が含まれている。
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14　その他の負債

(単位：百万ユーロ)

　     

 2014年

12月31日

現在

うち、流動 2013年

12月31日

現在

うち、流動

早期退職 1,669 566 2,053 629

繰延収益 1,512 1,286 1,733 1,232

定額法によるリースによる負債 1,801 - 1,434 -

その他の税金による負債 1,173 1,167 1,105 1,099

その他の繰延収益 969 490 474 295

解雇手当による負債 144 135 106 106

その他の諸負債 769 516 788 444

 8,037 4,160 7,693 3,805

 

早期退職の法的根拠は、フェデラル・レイルウェイズ及び旧ドイツ・ブンデスポストの後継会社の残余特別資産

における人員構造の改善に関する法律である。ドイツテレコムにおいて雇用される公務員については、この法律

は、一定の条件の下で、55歳から早期退職する機会を与えている。公務員年金基金の再編に関するドイツの法律

(Gesetz zur Neuordnung der Postbeamtenversorgungskasse)が成立した場合、公務員の早期退職に対する引当金

は2016年12月31日まで延長される。取締役会は、2014年度及び2015年度における当該引当金の利用を決議した。

 

15　株主持分

発行済株式資本

2014年12月31日現在、ドイツテレコムの資本金は合計11,611百万ユーロであった。記名式無額面株式は

4,535,571,247株である。

 

  2014年度

  千株  ％

ドイツ連邦共和国－ドイツ、ベルリン  646,575  14.3

KfWバンクグループ－ドイツ、フランクフルト・アム・マイン  791,176  17.4

浮動株  3,097,820  68.3

　うち、ブラックロック－米国ニューヨーク州ニューヨーク
a  226,636   

  4,535,571  100.0

a 2014年12月５日に、ドイツテレコムの持株比率は4.997％であった。2014年12月９日付のブラックロックからの直近の通知に

よれば、持株比率は報告の閾値である議決権の５％を下回っている。
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自己株式　株主総会は、2012年５月24日の決議において、取締役会に対し、2017年５月23日までに以下の条件

で、資本金合計1,106,257,715.20ユーロまでの枠内で当社株式を購入する権限を与えた。この権限に基づいて購入

される株式は、当社が既に購入し、かつ現在保有する、又はドイツ株式会社法(AktG)第71d条及び第71e条に基づき

当社に割当てられる株式と合計しても、いかなる時点においても当社発行済株式資本の10％を超えてはならない。

さらには、ドイツ株式会社法(AktG)第71条第２項第２文及び第３文の要件を満たさなくてはならない。かかる株式

の購入は自社株の売買目的で行われてはならない。かかる権限はまとめて、又は分割して行使することが可能であ

る。かかる株式の購入は、授権期間内において、購入最高額までは複数の購入時点に分かれて部分トランシェとし

て行使できる。ドイツ株式会社法(AktG)第17条によるところのドイツテレコム・アーゲーのグループ会社もしくは

ドイツテレコム・アーゲー又はドイツ株式会社法(AktG)第17条によるところのドイツテレコム・アーゲーのグルー

プ会社の代理人である第三者も、当該株式を購入する権限を有する。かかる株式は、株主の平等原則(ドイツ株式

会社法(AktG)第53a条)に従い証券取引所を経由して購入される。かかる方法に代わり、全株主を対象とした公開買

付又は株式交換公募という形で株式を買い戻すことも可能であるが、その際、株式を提供する権利を排斥する事が

事後的に認められることを前提に、同じく株主の平等原則が遵守されなくてはならない。

株式は、2012年５月24日開催の株主総会の第７号決議に基づき付与された権限により認められた１つ又は複数の

目的のために使用されることとする。また株式は、新株引受権の排除を含む目的で使用することができる。株式は

また、証券取引所においてもしくは全株主を対象とする割当によって売却、又は消却することができる。株式は、

取締役の報酬を統制管理する取決めの一部として、この趣旨での監査役会の決定に基づき、監査役会が取締役会に

許諾するドイツテレコム・アーゲーの株式を受け取る権利を履行するために使用することもできる。

株式デリバティブの利用を通じて株式を取得するという取締役会決議も2012年５月24日の株主総会によって承認

された。

2012年５月24日の株主総会で付与された上記の権限及び2011年５月12日の株主総会で付与された類似の権限に基

づき、2011年６月に110千株、2011年９月に206千株、2013年１月に268千株の株式をそれぞれ取得した。株式総額

は2011年度で2,762千ユーロ、2013年度で2,394千ユーロであった（取引費用は除く）。かかる株式取得により、自

己株式数がそれぞれ316千株及び268千株増加した。株式マッチング・プランの一環として、2012年度及び2013年度

に合計２千株の株式が有資格参加者のための信託口座に振り替えられた。

さらに、2014年４月、６月及び12月に合計で90千株の株式が再割当され、株式マッチング・プランの有資格参加

者のための信託口座に無償で振り替えられた。

ボイスストリーム・ワイヤレス・コープ、ベルビュー及びパワーテル・インクの買収の一環として、ドイツテレ

コムは2001年に、特にワラント、オプション及び転換権の保有者のために、受託者に対して授権資本から新株を発

行した。これらのオプション又は転換権は、2013年度において完全に失効した。この結果、受託者は当該信託口座

の目的に従った請求を満たす義務から解放された。当該18,517千株の預託株式は、ドイツ商法（HGB）第272条(1a)

及びIFRSに従って、自己株式と同様に会計処理された。
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議決権　株主は、１株につき１議決権が与えられている。しかし、これらの議決権は、自己株式及び自己株式と

同様にドイツテレコムに対して割当可能な株式に関連して制限されている(2014年12月31日現在で合計約21百万

株)。「信託」株式(2014年12月31日現在で約19百万株)は、2001年度のボイスストリームとパワーテル(現Tモバイ

ルUS)の買収に関連し、2014年12月31日現在で自己株式と同様にドイツテレコムに割当可能である。信託に発行さ

れた株式に関して、その受託者は議決権及び新株引受権、並びに信託期間における通常の配当権を放棄した。

 

授権資本及び条件付資本　2014年12月31日現在の授権資本及び条件付資本は、以下の通りである。

 

  資本金額  無額面株式  目的

  百万ユーロ  千株   

　       

2013年授権資本
a  1,960  765,604  現金出資／現物出資に対する増資(2018年５

月15日まで)

2014年条件付資本  1,100  429,688  2019年５月14日又はそれ以前に発行された転

換社債及び/又はワラント債の履行

a
　監査役会の承認が必要である

 

現物配当に関連した増資　2013年度に１株当たり0.50ユーロの配当金の支払いが決議され、株主は現金配当又

は配当権のドイツテレコム・アーゲーの株式への転換を選択することができた。ドイツテレコム・アーゲーの株主

の、授権資本(2013年授権資本)から発行される株式に対する10億ユーロに相当する配当権は2014年６月に出資さ

れ、このため、キャッシュ・フローへの影響はなかった。配当権の出資に対して、ドイツテレコム・アーゲーは

2014年６月に資本金を２億ユーロ増加させた。これに関連して資本準備金は８億ユーロ増加し、株式数は84.4百万

株増加した。取引費用に重要性はなかった。

 

株主との取引

株主との取引の金額は、主にTモバイル・チェコ共和国の残存持分の取得によるものである。次の表は、2014年

12月31日現在のドイツテレコムの連結株主持分計算書に含まれている最も重要な影響を示している。

(単位：百万ユーロ)

 親会社の株主に帰属する

資本金及び剰余金

非支配持分 株主持分合計

 

グループの構成の変更 0 1 1

その他の影響 0 1 1

　    

株主との取引 (506) (324) (830)

Tモバイル・チェコ共和国

の残存持分の取得 (455) (373) (828)

その他の影響 (51) 49 (2)

詳細については、「グループ構成の変更及び株主との取引」の項を参照のこと。
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非支配持分：その他の包括利益累計

非支配持分のその他の包括利益累計は、主にOTEグループの買収（段階的な企業結合）の一環としての総額８億

ユーロ（2013年12月31日現在：10億ユーロ）の再測定の影響を反映している。かかる影響は２億ユーロ（2013年12

月31日現在：７億ユーロ）の為替の影響により相殺された。

 

連結損益計算書に対する注記

特別要因に関する詳細については、「第３ 事業の状況―７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」の「グループにおける事業の動向」の項を参照のこと。

 

16　営業収益

営業収益は、以下の収益カテゴリーに分類される。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

サービスの提供による収益  54,108  52,863  53,734

製品及び商品の販売による収益  8,206  6,676  3,859

他社による当社資産の利用による収益  344  593  576

  62,658  60,132  58,169

 

営業収益の変動の詳細については、「第３ 事業の状況―７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析」の「グループにおける事業の動向」の項を参照のこと。

 

17　売上原価

固定ネットワーク及びモバイル通信に関連して発生する売上原価は、電気通信ネットワークの運営及び維持から

生じる全ての費用に関係している。かかる費用には、ネットワーク関連資産の減価償却費及びアモチゼーション、

ネットワークの運営及び維持を担当する従業員に係る人件費、その他の修繕費、ネットワーク・サイトの賃借料及

び付随費用並びに相互接続及びローミング・コストが含まれている。端末装置の購入費もこの項目に表示されてい

る。

システムズ・ソリューションズ事業セグメントに帰属する売上原価は、ソフトウェアの開発及び維持、コン

ピューティングセンター及びワークステーションの運営並びに顧客ネットワークの構築及び運営に関係している。

かかる費用には、特に技術設備の減価償却費、情報技術及び通信の開発と支援サービスに係る人件費、並びにアッ

プストリーム・サービス及び材料費が含まれている。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

固定ネットワーク及びモバイル通信の売上原価  32,904  30,287  28,150

システムズ・ソリューションズ事業セグメントの売上

原価

 

5,045

 

5,251  5,314

その他の売上原価  590  717  792

  38,539  36,255  34,256
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売上原価は、米国事業セグメントにおける事業開発により、前年比で23億ユーロ増加した。売上原価の増加は、

とりわけ、メトロPCSの連結、並びに2013年度は2013年度第２四半期からのみ連結していること、機器の売上に関

する支出の増加、メトロPCSのCDMAネットワークの廃止による費用によるものであった。ヨーロッパ事業セグメン

トの減収に伴う売上原価の減少は、相殺効果を及ぼした。

過年度の数値は、セグメント構造の変更により、比較可能性を高めるために調整されている。詳細については、

注記32「セグメント報告」の説明を参照のこと。

 

18　販売費

販売費は、当グループの製品及びサービスの価値を直接増加させるものではないものの、販売の確保に役立つ活

動に係る全ての費用からなる。販売分野で発生した材料費及び人件費並びに減価償却費及びアモチゼーションに加

えて、かかる費用には顧客未収金の評価減に対する引当金、未収金の償却、発送費及び輸送保険のような販売固有

のあらゆる費用が含まれている。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

営業費用  9,527  9,309  9,395

マーケティング費用  2,465  2,386  2,373

受注管理費用  234  268  254

未収金管理費用  737  794  1,010

その他の販売費  935  1,040  1,043

  13,898  13,797  14,075

 

販売費は前年度から１億ユーロ増加した。販売費の増加は主に、メトロPCSを初めて通年で取り込んだこと及び

新規顧客との事業の強化に伴うTモバイルUSのマーケティング費用の増加によるものであった。

 

19　一般管理費

一般管理費は、生産又は販売過程に直接配分できない基幹的な管理機能に帰属する全ての費用からなる。一般管

理費は、財務、人事、グループ戦略及び組織、内部監査並びにデータプライバシー、法務及びコンプライアンスな

どの部門での管理機能業務に関連して発生する全ての費用を含んでいる。かかる費用は通常、購入した製品及び

サービスの取得原価、人件費、減価償却費及びアモチゼーション、並びに株主総会の費用などの当該機能分野に具

体的に配分できるその他の費用からなる。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

事業セグメントで発生する一般管理費  3,319  3,103  3,268

グループ本部＆グループ事業で発生する一般管理費  1,402  1,415  1,587

  4,721  4,518  4,855

 

一般管理費は前年度から２億ユーロ増加した。メトロPCSとの企業結合後の米国事業セグメントの人員増強に係

る支出の増加は、一般管理費に影響を及ぼした。また、リスクに関する会計処理の一環として認識された訴訟リス

クに対する引当金の計上による費用の増加も含まれている。

過年度の数値は、セグメント構造の変更により、比較可能性を高めるために調整されている。詳細については、

注記32「セグメント報告」の説明を参照のこと。
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20　その他の営業収益

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

払戻による収益  451  452  408

IFRS第５号に基づく非流動金融資産の減損損失減損損失

戻入による収入  24  20  15

非流動資産処分益  567  113  1,702

保険補償による収益  79  79  55

事業売却による収益  1,716  184  6

その他の諸営業収益  394  478  782

  3,231  1,326  2,968

 

その他の営業収益は、前年度比で19億ユーロ増加した。非流動資産処分益の４億ユーロの増加は主に、2014年４

月に、TモバイルUSとベライゾン・コミュニケーションズによる、Aブロック周波数帯の取得及び交換に係る約４億

ユーロの取引が完了したことにより生じた。事業売却による収益は前年度と比較して15億ユーロ増加したが、これ

は総額17億ユーロのスカウト24グループの株式70％の売却によるものである。ドイツテレコムが引き続き保有する

株式について、支配喪失日に公正価値で認識された際の収益額は５億ユーロである。前年度の売却益には、ヘラ

ス・サットへの投資有価証券売却益合計１億ユーロに加え、コスモ・ブルガリア・モバイル（グローブル）及び

ジャーマノス・テレコム・ブルガリア（ジャーマノス）への投資有価証券売却益合計１億ユーロが含まれている。

その他の諸営業収益に含まれるそれ以外の項目は、わずかな金額からなる多くの個別項目である。

 

21　その他の営業費用

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

期末減損テストによる減損損失  51  600  360

TモバイルUSAとメトロPCSの企業結合の合意に関する減

損損失  -  -  10,589

その他減損損失  92  238  159

  143  838  11,108

　       

非流動資産処分損  138  251  177

売却による損失  41  53  -

その他の諸営業費用  1,162  816  628

  1,341  1,120  805

　       

  1,484  1,958  11,913

 

その他の営業費用は前年度比で５億ユーロ減少した。これは主に、前年度に認識されたオーストリアの資金生成

単位に係る５億ユーロののれんの減損損失によるものであった。

その他の諸営業費用には、既存の金融ファクタリング契約に関連して発生した２億ユーロの費用及びわずかな金

額からなる多くの個別項目が含まれている。

2014年度のその他の営業費用には、無形資産(のれんを除く)及び有形固定資産について認識された減損損失、並

びに非流動資産の処分から発生した２億ユーロ(2013年：５億ユーロ、2012年82億ユーロ)の費用が含まれている。

これらの費用は、大部分が売上原価に割り当てることも可能であった。
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22　金融費用

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

受取利息  325  228  306

支払利息  (2,665)  (2,390)  (2,339)

  (2,340)  (2,162)  (2,033)

うち、IAS第39号に準拠したカテゴリーに関連する金融

商品によるもの       

　貸付金及び未収入金(LaR)  16  20  51

　満期保有投資(HtM)  -  -  2

　売却可能金融資産(AfS)  6  9  48

　償却原価で測定される金融負債(FLAC)
a  

(2,290)
 

(2,160)  (2,036)

 

a
IAS第39号に準拠したヘッジ会計では、支払利息は実効金利法に従って計算され、償却原価で測定される金融負債の報告期

間における公正価値の金利に基づく変動に対してヘッジ商品として使用されたデリバティブによる未収利息により調整さ

れる(2014年度：受取利息263百万ユーロ及び支払利息107百万ユーロ、2013年度：受取利息119百万ユーロ及び支払利息31

百万ユーロ、2012年度：受取利息156百万ユーロ及び支払利息36百万ユーロ)。

 

当事業年度における取得費用の一部として、95百万ユーロ(2013年度：51百万ユーロ、2012年度：27百万ユーロ)

が資産計上された。この金額は、当グループ全体に適用される4.6％から4.7％の範囲(2013年度：4.6％から5.0％

の範囲)の平均金利に基づいて算定された。

当事業年度において、35億ユーロの利息(2013年度：30億ユーロ、2012年度：31億ユーロ)が支払われた(資産計

上された利息を含む)。

IAS第39号に準拠した公正価値ヘッジにおいてヘッジ商品として指定されたデリバティブ(金利スワップ)による

未払利息は、スワップ契約毎に相殺され、正味金額により受取利息又は支払利息として認識される。金融費用は

ヘッジ対象に基づいたカテゴリーに割当てられ、金融負債のみが報告期間にヘッジされていた。

ドイツテレコム・アーゲーは、2014年度に金利の低下による恩恵を受けた。金融費用の増加は、主に2014年度の

TモバイルUSの自己資金の調達が大幅に増加したことに起因している。

 

23　持分法で会計処理された関連会社及び共同支配企業に対する投資利益(損失)における持分

 

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

共同支配企業に対する投資利益(損失)  (152)  (38)  (129)

関連会社に対する投資利益(損失)  (46)  (33)  (25)

  (198)  (71)  (154)

 

持分法で会計処理された関連会社及び共同支配企業に対する投資利益/損失は、-137百万ユーロ(2013年度：-44

百万ユーロ、2012年度：-118百万ユーロ)のEEジョイントベンチャーからの損失の比率が前年度に比べ上昇したこ

とにより当事業年度に１億ユーロ改善した。これは、共同支配企業に対する投資利益/損失に含まれている。
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24　その他の財務収益/費用

 
(単位：百万ユーロ)

  2014年度  2013年度  2012年度

投資による収益  1  1  16

金融商品による利益(損失)  (14)  (278)  251

引当金及び負債の測定による利息部分  (346)  (292)  (492)

  (359)  (569)  (225)

 

IAS第39号に準拠して、トレーディング目的保有に分類される金融商品からの受取利息及び支払利息を含む収益/

費用の構成要素は全て、その他の財務収益/費用に計上される。

金融商品からの利益及び損失は、外貨建ヘッジ会計のヘッジとして使用されるデリバティブから生じた損益-387

百万ユーロ（2013年：174百万ユーロ、2012年：86百万ユーロ）、その他のデリバティブから生じた利益、並びに

株式投資の測定373百万ユーロ（2013年：-452百万ユーロ、2012年：165万ユーロ）を含む為替の影響からなる。

 

25　法人税等

連結損益計算書における法人税等

法人税等は、各国の当期の支払又は未払法人税等、並びに繰延税金に分類される。

以下の表は、ドイツ国内及び国外における法人税等の内訳である。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

当期法人税額  599  487  596

ドイツ  234  56  172

国外  365  431  424

繰延税金  507  437  (2,112)

ドイツ  587  (41)  81

国外  (80)  478  (2,193)

  1,106  924  (1,516)

 

2014年度におけるドイツテレコムの結合法人所得税率は30.7％である。これは、15％の法人所得税率、法人所得

税に対する5.5％の連帯付加税、及び平均税率425％の営業税からなる(2013年度：425％、2012年度：425％)。2013

年度及び2012年度の結合法人所得税率も30.7％である。
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実効税率の調整　報告年度の法人税等(費用)-1,106百万ユーロ(2013年度：-924百万ユーロ(費用)、2012年度：

1,516百万ユーロ(ベネフィット))は、親会社に対する法定法人税率(結合法人税率)が税引前利益/損失に適用され

た場合に生じる予定法人税等費用(ベネフィット)から以下の通り導き出される。

(単位：百万ユーロ)

　      

 2014年度  2013年度  2012年度

税引前利益(損失) 4,350  2,128  (6,374)

予定法人税等費用(ベネフィット)

(ドイツテレコム・アーゲーに適用される法人税率：

2014年：30.7％、2013年:30.7％、2012年:30.7％) 1,335  653  (1,957)

予定法人税等費用(ベネフィット)の調整      

法定税率の変更による影響 1  48  8

過年度からの税効果 (78)  (61)  (11)

その他の法人税等による税効果 68  51  45

非課税所得 (456)  (36)  (29)

株式投資による税効果 (43)  20  39

控除不能費用 85  120  101

永久差異 88  (89)  (62)

のれんの減損損失 3  166  856

繰越欠損金による税効果 57  136  76

地方税の増加及び減少による税効果 81  66  55

異なる外国税率への税額調整 (37)  (152)  (641)

その他の税効果 2  2  4

連結損益計算書に基づく法人税等費用(ベネフィット) 1,106  924  (1,516)

実効法人所得税率 25  43  24

 

連結損益計算書における当期法人税等

以下の表は、当期法人税等の内訳である。

(単位：百万ユーロ)

　      

 2014年度  2013年度  2012年度

当期法人税等 599  487  596

うち、      

当期税金費用 598  559  594

過年度税金費用 1  (72)  2

 

連結損益計算書における繰延税金

以下の表は、繰延税金の増減を示している。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

繰越税金費用(ベネフィット)  507  437  (2,112)

うち、       

一時差異によるもの  (252)  391  (2,651)

繰越欠損金によるもの  780  34  543

税額控除によるもの  (21)  12  (4)
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2014年度において11億ユーロの法人税等が計上された。税率がわずか25％と比較的低かったのは、スカウト24グ

ループ株式売却による収益に関連する税負担が軽微であった結果である。前年度の法人税等は、合計９億ユーロで

あった。このように税金費用が減少した主な理由は、税引前損益の減少にある。また、2013年度にはヨーロッパで

のれんの減損損失を認識したものの、税効果を認識せず、税金費用が減少しなかったため、税率は上昇した。

 

連結財政状態計算書における法人税等

連結財政状態計算書における当期法人税等は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

未収還付法人税等  84  98

未払法人税等  (276)  (308)

     

その他の包括利益で認識される当期法人税等：     

　ヘッジ商品  54  54

 

連結財政状態計算書における繰延税金は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

繰延税金資産  5,169  4,960

繰延税金負債  (7,712)  (6,916)

  (2,543)  (1,956)

うち、その他の包括利益で認識されるもの：     

　確定給付年金の再測定による収益(損失)  1,150  680

　再評価剰余金  1  -

　ヘッジ商品  (161)  (163)

　売却可能金融資産  -  -

その他の包括利益で認識されるもの(非支配持分考慮前)  990  517

　非支配持分  (6)  (13)

  984  504
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繰延税金の増減は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

財政状態計算書で認識される繰延税金  (2,543)  (1,956)

前年度に対する差額  (587)  (680)

うち、     

　損益計算書で認識されるもの  (507)  (437)

　その他の包括利益で認識されるもの  480  (21)

　資本準備金で認識されるもの  6  47

　取得/(処分) (売却目的で保有される資産及び処分グループを含む)  (40)  (418)

　為替換算調整勘定  (526)  149

 

繰越欠損金に係る繰延税金の増減は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

繰越欠損金に係る引当金控除前繰延税金  3,288  3,786

前年度に対する差額  (498)  647

うち、     

　認識額/(認識中止額)  (786)  452

　取得/(処分) (売却目的で保有される資産及び処分グループを含む)  17  268

　為替換算調整勘定  271  (73)
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以下の主要な財政状態計算書項目、繰越欠損金及び税額控除に関連する繰延税金は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

  
2014年12月31日

現在
 

2013年12月31日

現在

  繰延税金資産  繰延税金負債  繰延税金資産  繰延税金負債

流動資産  1,529  (270)  1,147  (488)

売掛金及びその他の未収金  551  -  368  (8)

棚卸資産  130  -  108  -

その他の資産  848  (270)  671  (480)

　         

非流動資産  2,828  (12,347)  2,738  (10,807)

無形資産  807  (7,213)  756  (6,097)

有形固定資産  787  (3,620)  683  (3,648)

その他の金融資産  1,234  (1,514)  1,299  (1,062)

　         

流動負債  711  (847)  699  (625)

金融負債  306  (670)  282  (412)

買掛金及びその他の未払金  48  (4)  37  (17)

その他の引当金  120  (35)  136  (61)

その他の負債  237  (138)  244  (135)

　         

非流動負債  5,159  (1,303)  4,069  (1,256)

金融負債  2,816  (126)  2,438  (344)

年金及びその他の従業員給付に

対する引当金  1,531

 

(1,044)  1,001

 

(787)

その他の引当金  606  (118)  367  (99)

その他の負債  206  (15)  263  (26)

　         

税額控除  296  -  237  -

繰越欠損金  3,288  -  3,786  -

繰越利息  55  -  43  -

　         

合計  13,866  (14,767)  12,719  (13,176)

　うち、非流動  11,599  (14,027)  11,122  (12,664)

引当金  (1,642)  -  (1,499)  -

相殺  (7,055)  7,055  (6,260)  6,260

認識額  5,169  (7,712)  4,960  (6,916)

 

引当金は、主に繰越欠損金と関連している。
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繰越欠損金は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

法人所得税上の繰越欠損金  8,208  9,991

期限     

１年以内  22  21

２年以内  77  34

３年以内  108  14

４年以内  269  114

５年以内  125  189

５年超  4,277  4,899

無期限の繰越  3,330  4,720

 

繰延税金が計上されない繰越欠損金及び一時差異は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

法人所得税上の繰越欠損金  2,420  2,369

期限     

１年以内  22  14

２年以内  77  29

３年以内  108  11

４年以内  44  102

５年以内  55  14

５年超  209  257

無期限の繰越  1,905  1,942

法人所得税の一時差異  424  406

 

また、営業税繰越欠損金100百万ユーロ(2013年12月31日現在：126百万ユーロ)及び営業税上の一時差異８百万

ユーロ(2013年12月31日現在：19百万ユーロ)に関して繰延税金は認識されていない。さらに、法人所得税繰越欠損

金とは別に、繰延税金796百万ユーロ(2013年12月31日現在：730百万ユーロ)は、その他の外国所得税繰越欠損金に

対して認識されておらず、営業税上の一時差異とは別に、繰延税金50百万ユーロ(2013年12月31日現在：０百万

ユーロ)は、その他の外国所得税に対して認識されていない。

当該繰越欠損金を利用できる近い将来の課税利益が見込まれないため、前述の繰越欠損金及び一時差異に関する

繰延税金資産は認識されなかった。

繰延税金資産が認識されなかった繰越欠損金の利用に起因する、正の税効果17百万ユーロ(2013年度：14百万

ユーロ、2012年度：７百万ユーロ)が当報告年度に計上された。

一時差異が近い将来解消される可能性がないため、子会社に対する持分に関する一時差異175百万ユーロ(2013年

12月31日現在：107百万ユーロ)について繰延税金負債は認識されなかった。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

333/636



その他の包括利益の各構成要素に関する税効果の開示

(単位：百万ユーロ)

  2014年  2013年  2012年

  

税引前

の金額  

法人税等

(費用)

ベネフィット  

税引後

の金額  

税引前

の金額  

法人税等

(費用)

ベネフィット  

税引後

の金額  

税引前

の金額  

法人税等

(費用)

ベネフィット  

税引後

の金額

損益計算書に遡及的に組

み替えられない項目                   

確定給付年金の再測定に

よる収益(損失)  (1,581)

 

477

 

(1,104)  48

 

(16)

 

32  (1,822)

 

556

 

(1,266)

持分法で会計処理された

投資利益(損失)における

持分  (29)

 

0

 

(29)  (17)

 

0

 

(17)  0

 

0

 

0

  (1,610)  477  (1,133)  31  (16)  15  (1,822)  556  (1,266)

一定の条件が合えば損益

計算書に遡及的に組み替

えられる項目   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

在外営業活動体に係る為

替換算差額   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

うち、損益計算書のそ

の他の包括利益で認識

されたもの  (4)

 

0

 

(4)  0

 

0

 

0  4

 

0

 

4

(損益計算書で認識さ

れない)その他の包括

利益の変動  1,849

 

0

 

1,849  (901)

 

0

 

(901)  318

 

0

 

318

売却可能金融資産                   

うち、損益計算書のそ

の他の包括利益で認識

されたもの  (1)

 

0

 

(1)  0

 

0

 

0  (227)

 

14

 

(213)

(損益計算書で認識さ

れない)その他の包括

利益の変動  41

 

1

 

42  (4)

 

1

 

(3)  33

 

0

 

33

ヘッジ商品からの利益

(損失)   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

うち、損益計算書のそ

の他の包括利益で認識

されたもの  (267)

 

82

 

(185)  178

 

(55)

 

123  9

 

(3)

 

6

(損益計算書で認識さ

れない)その他の包括

利益の変動  265

 

(80)

 

185  (162)

 

49

 

(113)  (219)

 

66

 

(153)

持分法で会計処理された

投資利益(損失)における

持分   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

うち、損益計算書のそ

の他の包括利益で認識

されたもの  0

 

0

 

0  0

 

0

 

0  0

 

0

 

0

(損益計算書で認識さ

れない)その他の包括

利益の変動  0

 

0

 

0  (37)

 

0

 

(37)  22

 

0

 

22

  1,883  3  1,886  (926)  (5)  (931)  (60)  77  17

その他の包括利益  273  480  753  (895)  (21)  (916)  (1,882)  633  (1,249)

利益(損失)      3,244      1,204      (4,858)

包括利益合計      3,997      288      (6,107)

 

前へ　　　次へ
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26　非支配持分に帰属する利益/損失

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

TモバイルUSA  115  18  -

フルバツキテレコム  65  79  105

ヘレニック・テレコミュニケーションズ・オーガニゼー

ション(OTE)
 

48
 

24  144

マジャール・テレコム  47  43  31

スロバキアテレコム  36  25  31

Tモバイル・チェコ共和国  11  91  112

その他  (2)  (6)  72

  320  274  495

 

27　１株当たり利益

基本及び希薄化後１株当たり利益は、IAS第33号に準拠して以下の通り算定される。

 

　        

   2014年度  2013年度  2012年度

親会社の株主に帰属する利益

(当期純利益(損失)) 百万ユーロ  2,924  930  (5,353)

調整 百万ユーロ  -  -  -

調整後基本/希薄化後当期純利益(損

失) 百万ユーロ  2,924  930  (5,353)

発行済普通株式数 百万株  4,497  4,391  4,321

自己株式 百万株  (21)  (5)  (2)

未行使オプションについて留保されて

いる株式 百万株  -  (16)  (19)

発行済普通株式の調整後

加重平均株式数(基本/希薄化後) 百万株  4,476  4,370  4,300

基本/希薄化後１株当たり利益 ユーロ  0.65  0.21  (1.24)

 

基本１株当たり利益の算定は、全ての発行済普通株式の時間加重株式数に基づいている。さらに、発行済普通株

式の加重平均株式数は、ドイツテレコム・アーゲーが保有する自己株式の加重平均株式数を控除して算定される。

TモバイルUSA(ボイスストリーム/パワーテル)の買収過程における新株発行の一環として、過年度に存在していた

オプション及び転換権は、今後の発行及び今後のトレーディングに備えて信託保管口座で記名式株式として保有さ

れていたが、2013年度に全て期限切れとなった。それ以降、これらは自己株式として会計処理されており、期間に

応じて引き続き2013年度の平均残高に含められている。現在、希薄化効果を持つ株式はない。

 

28　１株当たり配当金

2014年度において、取締役会は、配当権付無額面株式１株当たり0.50ユーロの配当金を提案している。この支払

額に基づき、配当金総額2,257百万ユーロが、2015年２月10日に配当権付無額面株式に割当てられる予定である。

配当金総額の最終金額は、株主総会日に承認される当期純利益の処分に関する決議日現在の配当権付無額面株式数

によって決まる。
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2013年度の配当権付無額面株式１株当たり0.50ユーロの配当金は、2014年に支払われた。株主は、現金による支

払いか、又は代替的に配当権をドイツテレコム・アーゲー株式に転換する(現物配当)かのいずれかの選択肢を有し

ていた。2014年６月、10億ユーロの配当権が授権資本から発行された株式によって代替されたため、キャッシュ・

フローには影響を及ぼさなかった(注記15「株主持分」も参照のこと)。

 

29　平均従業員数及び人件費

平均従業員数

 

　        

   2014年度  2013年度  2012年度

グループ(合計)   228,248  229,704  232,342

ドイツ国内   116,067  117,995  120,614

国外   112,181  111,709  111,728

　        

公務員以外   207,855  208,422  209,422

公務員(国内、在職中)   20,393  21,282  22,920

　        

研修生及び実習生   8,098  8,145  8,402

人件費 百万ユーロ  14,683  15,144  14,726

 

平均従業員数は、前年比で0.6％減少した。この傾向は、主にドイツ国内の従業員数が1.6％減少したことに起因

している。システムズ・ソリューションズ事業セグメントの従業員リストラクチャリング策、特にグループ本部＆

グループ事業セグメントに属していたスカウト24グループを連結対象外としたことが、影響している。それとは対

照的に、ドイツ事業セグメントでは、ネットワークの構築とアップグレードを目的として従業員数を増加させた。

ドイツ国外における平均従業員数は0.4％増加した。これは特に、顧客基盤が拡大した結果、米国事業セグメン

トの従業員数が増加したためである。GTSセントラル・ヨーロッパ・グループを完全に取得したこと、及びギリ

シャの従業員リストラクチャリングの一環として新規採用を行ったことから、ヨーロッパ事業セグメントでも従業

員数が増加し、増加の傾向に影響した。ただし、ルーマニア、クロアチア、ハンガリーの効率性向上施策による

ヨーロッパ事業セグメントの従業員リストラクチャリング及び人員削減、並びにオランダにおけるユーロネット・

コミュニケーションズ株式の売却は、増加の影響を相殺した。そのため、ヨーロッパ事業セグメントの実際の平均

従業員数は減少した。

特にリストラクチャリング費用が減少したことにより、人件費は前年比で3.0％減少した。2013年度とは対照的

に、ドイツ事業セグメントとヨーロッパ事業セグメント、特にギリシャでは、大規模な従業員リストラクチャリン

グ策を導入しなかった。一方、2014年度から始まったビジネスモデル修正の一環として、システムズ・ソリュー

ションズ事業セグメントのリストラクチャリング費用は増加した。主に団体協約に基づく昇給に起因する国内人件

費の増加は、平均従業員数の減少により部分的に影響を相殺された。米国事業セグメントでは、従業員数が増加し

た結果、人件費が増加した。
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30　減価償却費、アモチゼーション及び減損損失

以下の表は、機能別原価及びその他の営業費用に含まれる減価償却費、アモチゼーション及び減損損失の内訳を

示している。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

無形資産のアモチゼーション及び減損  3,863  4,176  12,259

うち、       

のれんの減損損失  51  605  2,965

モバイル・ライセンスのアモチゼーション  889  854  831

モバイル・ライセンスの減損損失  10  104  5,822

有形固定資産の減価償却費及び減損  6,711  6,728  9,698

うち、       

有形固定資産について認識された減損損失  78  117  2,020

  10,574  10,904  21,957

 

以下の表は、減損損失の内訳を示している。

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

無形資産  65  721  9,088

うち、       

期末の減損テストによるのれん  51  600  360

TモバイルUSAとメトロPCSの企業結合に関連するのれ

ん  -  -  2,605

FCCライセンス  10  104  -

TモバイルUSAとメトロPCSの企業結合に関連する無形

資産(のれんを除く)  -  -  6,094

有形固定資産  78  117  2,020

うち、

期末の減損テストによるもの  -  -  -

TモバイルUSAとメトロPCSの企業結合に関連するもの  -  -  1,890

  143  838  11,108

 

減価償却費、アモチゼーション及び減損損失は、前年度比で３億ユーロ減少した。

このように著しく減少した主な原因は、オーストリアの資金生成単位ののれんについて、前年度に５億ユーロの

減損損失が認識されたためである。

当報告年度において、この資金生成単位での定期的な減損テスト後、51百万ユーロの減損損失がのれんについて

認識された。詳細については、注記５「無形資産」を参照のこと。

有形固定資産に係る減損損失は、主に土地及び建物に関連していた。

総額で、減価償却費及びアモチゼーションは、前年度比で４億ユーロ増加した。その主な原因は、メトロPCSを

初めて通年で含めたこと、またTモバイルUSのネットワーク近代化計画の一環として、LTEネットワークを公表した

ことにある。メトロPCSのCDMAモバイル・ネットワークの閉鎖（２億ユーロ）による耐用年数の減少は前年度から

引き続いてのものだが、これも減価償却費及びアモチゼーションを増加させた。
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その他の開示

 

31　連結キャッシュ・フロー計算書の注記事項

 

営業活動より生じた正味現金

EEジョイントベンチャーから受領した配当金（前年度より１億ユーロ増加）が、営業活動より生じた正味現金に

プラスの影響を及ぼした。当報告期間において、ファイナンシング・オプションが選択されたことで、そのプロセ

スに関与する銀行により買掛金の支払期間が延長された。ファイナンシング・オプションは、支払時に財務活動に

使用された／財務活動より生じた正味現金に表示される。これにより、営業活動より生じた正味現金に計４億ユー

ロのプラスの影響が生じた。前年度の営業活動より生じた正味現金には、AT&TとメトロPCSの取引に伴う合計２億

ユーロの現金流出、及び退職手当及び早期退職手当に係る３億ユーロの現金流出の増加が含まれていた。これに対

して、営業活動より生じた正味現金は、支払利息純額が４億ユーロ増加したことにより減少した。前年度の数値に

は、金利デリバティブの締結、解約及び契約条件の変更に伴う２億ユーロの現金流入の増加が含まれていた。
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投資活動に使用された正味現金

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

現金設備投資       

　ドイツ事業セグメント  (3,807)  (3,411)  (3,418)

　米国事業セグメント  (5,072)  (3,279)  (2,560)

　ヨーロッパ事業セグメント  (2,101)  (3,661)  (1,739)

　システムズ・ソリューションズ事業セグメント  (1,171)  (1,066)  (1,171)

　グループ本部＆グループ事業  (381)  (411)  (379)

　調整  688  760  835

  (11,844)  (11,068)  (8,432)

ヘッジ取引に関して預けられた担保に関する正味キャッ

シュ・フロー
 606  (776)  (339)

年金契約に関する契約信託制度に基づく配分  (250)  (250)  (750)

政府債の取得/売却(純額)  11  (159)  319

メトロPCSの新規連結による現金及び現金等価物の純増

減
 -  1,641  -

子会社及び関連会社の支配権喪失に伴う受取額
a  1,540  650  2,199

有形固定資産の処分による収入  265  245  187

EEジョイントベンチャーが発行した社債によるキャッ

シュ・フロー
 -  -  218

GTSセントラル・ヨーロッパ・グループの取得  (539)  -  -

その他  (550)  (179)  (73)

  (10,761)  (9,896)  (6,671)

 

a 2014年度の値は、スカウト24グループの株式70％の売却に伴う16億ユーロの現金流入を含む。2013年度の値は、Globul及び

Germanosの売却による６億ユーロの現金流入、並びにヘラス・サットの売却による２億ユーロの現金流入を含む。2012年度の
値は、米国における電波通信塔の売却による18億ユーロの現金流入、及びテレコム・セルビアの売却による４億ユーロの現金
流入を含む。

 

報告年度の現金設備投資は、８億ユーロ増加し、118億ユーロとなった。ドイツ事業セグメントにおける増加は

主に、統合ネットワーク戦略の一環として、光ファイバー・ケーブルの導入並びにIPへの移行及びLTE構築に対し

て投資を行ったことによるものであった。2014年度に、主に米国事業セグメント、ハンガリー、チェコ共和国、

ポーランド及びスロバキアにおいて総額23億ユーロのモバイル・ライセンスが取得された。前年度には、主にオラ

ンダ、オーストリア、ルーマニア、並びに米国事業セグメントにおいて、モバイル・ライセンスに同程度の22億

ユーロが支払われた。

当年度の利息支払額(資産計上された利息を含む)は、35億ユーロ(2013年度：30億ユーロ、2012年度：31億ユー

ロ)であった。資産計上された利息は、関連する資産と共に、投資活動に使用された正味現金の現金設備投資に含

めて報告されている。
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財務活動に使用された／財務活動により生じた正味現金

(単位：百万ユーロ)

　       

  2014年度  2013年度  2012年度

       

社債の発行  3,816  9,051  3,076

TモバイルUSの増資  -  1,313  -

TモバイルUSのストック・オプション  17  102  -

社債の返済  (4,677)  (4,748)  (3,597)

配当金(非支配持分への配当金を含む)  (1,290)  (2,243)  (3,400)

OTEの与信枠(純額)  (45)  (704)  (757)

ヘッジ取引に関して預けられた担保に関する正味キャッ

シュ・フロー
 170  (537)  90

Sireoへの金融負債の返済  -  (534)  -

約束手形(純額)  (1,293)  (309)  -

EEジョイントベンチャーからの現預金(純額)  3  (195)  280

リース債務の返済  (164)  (172)  (169)

欧州投資銀行(EIB)からの借入金の返済  -  (32)  (532)

ドイツテレコム・アーゲーの自社株買戻し  -  (2)  -

EIBからの借入金  400  -  300

コマーシャル・ペーパー(純額)  1,561  -  (1,657)

OTEのストック・オプションの割当による現金流入  26  -  -

Tモバイル・チェコ共和国の残存持分の取得  (828)  -  -

設備投資及び営業費用の資金調達による金融負債の返済  (760)  -  -

OTEの自社株買戻し  (69)  -  -

その他  (301)  32  (235)

  (3,434)  1,022  (6,601)

 

連結キャッシュ・フロー計算書における非現金取引

2014年６月、ドイツテレコム・アーゲー株主の配当権10億ユーロは、行使時点で財務活動に使用された／財務活

動により生じた正味現金に影響を与えず、授権資本から発行された株式で代替された(注記15「株主持分」を参照

のこと)。キャッシュ・フローに影響を与えたドイツテレコム・アーゲー株主の配当権は、合計12億ユーロであっ

た。前年度は、キャッシュ・フローに影響を与えなかったドイツテレコム・アーゲー株主の配当権が11億ユーロ、

キャッシュ・フローに影響を与えた配当権は19億ユーロであった。

2014年度に、ドイツテレコムは、合計６億ユーロのファイナンシング・オプションを選択し、それに基づいて、

プロセスに関与する銀行により、営業活動及び投資活動により生じた買掛金の支払期限が延長された。当該買掛金

は現時点で財政状態計算書において金融負債として計上されている。支払が行われ次第、当該支払は財務活動に使

用された／財務活動により生じた正味現金の部で開示されている。
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放送権取得の対価は、契約条件に従い、契約締結時又は契約期間にわたってドイツテレコムが支払う予定であ

る。2014年度には、取得した放送権について将来支払う対価に関して、２億ユーロの金融負債が認識された。支払

が行われ次第、当該支払は財務活動に使用された／財務活動により生じた正味現金の部で開示されている。

 

32　セグメント報告

ドイツテレコムは、４つの事業セグメント、並びにグループ本部＆グループ事業セグメントについて報告してい

る。３つの事業セグメントでは事業活動が地域別に割り当てられているのに対し、１つの事業セグメントでは活動

が製品及び/又は顧客別に割当てられている。

ドイツ事業セグメントは、ドイツ国内の全ての固定ネットワーク及びモバイル通信事業活動から構成される。ま

た、当該事業セグメントは、当グループの他の事業セグメント向けに卸売電気通信サービスを提供する。米国事業

セグメントは、米国市場における全てのモバイル通信事業活動を結合する。ヨーロッパ事業セグメントは、ギリ

シャ、ルーマニア、ハンガリー、ポーランド、チェコ共和国、クロアチア、オランダ、スロバキア、オーストリ

ア、アルバニア、F.Y.R.O.マケドニア及びモンテネグロにおける国営企業の固定ネットワーク及びモバイル通信事

業全般から構成される。また、当該セグメントは、主に当グループの他の事業セグメント向けに卸売電気通信サー

ビスを提供するインターナショナル・キャリア・セールス＆ソリューションズを含んでいる。ヨーロッパ事業セグ

メントは、各国営企業法人顧客へのICTサービス提供も行っている。

固定ネットワーク事業には、固定ネットワーク及びブロードバンド技術に基づいた音声及びデータ通信に関する

全事業活動が含まれている。この事業活動には、端末機器及びその他のハードウェア販売、並びに再販業者への

サービスの販売が含まれている。

モバイル通信事業は、顧客及び法人顧客向けにモバイル音声及びデータ・サービスを提供している。提供された

サービスと関連して、携帯端末及びその他のハードウェアが販売される。また、モバイル・サービスは、再販業

者、並びにネットワーク・サービスを購入しそれらを独自に第三者に販売する会社(MVNO)に販売されている。

システムズ・ソリューションズ事業セグメントは、Tシステムズ・ブランドの下、多国籍大企業向けICT製品及び

ソリューションにより事業を取りまとめている。当該セグメントは、単一源から情報通信技術を顧客に提供し、多

国籍企業及び公共機関向けのインフラ及び産業ソリューションを開発し運営している。当該セグメントが提供する

製品及びサービスは、規格品及びIPに基づく高パフォーマンスのネットワークから全面的なICTソリューションに

まで及ぶ。

グループ本部＆グループ事業セグメントは、サービス本部＆グループ事業セグメントに割当てられないドイツテ

レコム・アーゲーの子会社及び英国のEEジョイントベンチャーから構成される。2014年12月31日現在、EEジョイン

トベンチャーは、売却目的で保有される非流動資産及び処分グループに報告されている(注記４参照)。

ドイツテレコムの取締役会は、表示されている事業セグメントについて、資源の配分及び収益実績の観点から定

期的に検討を行う。

セグメント構造は、2014年度に以下のように変更された。
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ローカル事業部門(LBU)のICSS/GNFは、2013年12月31日まで組織上はシステムズ・ソリューションズ事業セグメ

ントに割り当てられていたが、2014年１月１日からヨーロッパ事業セグメントの下で取りまとめられ、報告されて

いる。LBUは、ヨーロッパ事業セグメントの一部としてICSS（インターナショナル・キャリア・セールス＆ソ

リューションズ(International Carrier Sales & Solutions)）向け及び第三者向けに卸売電気通信サービスを主

に提供するヨーロッパ（ドイツを除く）内外の部門である。さらに、以前はシステムズ・ソリューションズ事業セ

グメントの下で管理されていたTシステムズ・チェコ共和国のローカル事業顧客部門は、2014年１月１日付でTモバ

イル・チェコ共和国に統合された。モバイル及び固定ネットワーク事業活動に加え、当社は現在、法人顧客及び行

政機関向けのICTソリューションも提供している。これらの活動は、ヨーロッパ事業セグメントの下で開示され

る。事業部門の管理を改善する目的で、これらの報告セグメントは変更された。

英国のEEジョイントベンチャーは、以前はヨーロッパ事業セグメントに割り当てられていたが、2014年１月１日

付でグループ本部＆グループ事業に変更された。EEジョイントベンチャーで新たに定義された経営モデルに従い、

それ以降、EEジョイントベンチャーは財務部門の下で報告されている。

比較数値は、遡及的に調整されている。

ドイツテレコムのセグメント報告構造の測定原則は、主に連結財務書類で採用されているIFRSに基づいている。

ドイツテレコムは、中でも営業収益及び営業損益(EBIT)並びにその他の要因に基づきセグメントの業績を評価して

いる。セグメント間収益並びにセグメント間で取引された商品及びサービスは、市場価格に基づき算定される。テ

レコムITが提供したサービスに対しては、原価で請求が行われる。セグメント資産及び負債には、セグメントによ

り作成され、連結財務書類に含まれた財務書類に計上される全ての資産及び負債が含まれている。セグメント投資

には、無形資産及び有形固定資産の増加分が含まれている。持分法で会計処理された企業が直接１つのセグメント

に割当てられる場合、税引後損益及び帳簿価額は当該セグメント勘定において報告される。以下の表の業績指標は

専ら、セグメントの視点から表示されている。セグメント間取引による影響は消去され、調整項目に総額で表示さ

れる。
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以下の表は、セグメントの経営成績を評価するためにドイツテレコムにより使用された業績指標並びにその他の

セグメント関連指標を示している。

 

(単位：百万ユーロ)

   営業収益  セグメント

間収益

 

 営業収益

合計

 営業利益
(損失)

(EBIT)

 

 受取利息  支払利息  持分法で会

計処理され

た関連会社

及び共同支

配企業に対

する投資利

益(損失）

 法人税等

ドイツ 2014年度  20,903  1,354  22,257  4,663  6  (277)  2  0
 2013年度  21,056  1,379  22,435  4,435  20  (367)  1  5
 2012年度  21,384  1,352  22,736  4,213  38  (501)  1  (6)
米国 2014年度  22,405  3  22,408  1,405  2  (867)  (41)  (203)
 2013年度  18,552  4  18,556  1,404  461  (737)  (33)  (418)
 2012年度  15,365  6  15,371  (7,547)  86  (661)  (26)  2,191
ヨーロッパ 2014年度  12,596  376  12,972  1,704  27  (365)  2  (371)
 2013年度  13,174  530  13,704  972  25  (423)  4  (417)
 2012年度  13,931  510  14,441  1,453  64  (419)  5  (402)
システムズ・
ソリューショ
ンズ

2014年度  5,988  2,613  8,601  (422)  14  (1)  (9)  (31)
2013年度  6,244  2,794  9,038  (294)  15  (1)  4  (29)
2012年度  6,411  3,140  9,551  (323)  37  (23)  (14)  19

グ ル ー プ 本
部＆グループ
事業

2014年度  766  1,750  2,516  (109)  906  (1,808)  (152)  (492)
2013年度  1,106  1,773  2,879  (1,582)  1,145  (1,871)  (47)  (249)
2012年度  1,078  1,757  2,835  (1,750)  1,458  (2,057)  (120)  (292)

合計 2014年度  62,658  6,096  68,754  7,241  955  (3,318)  (198)  (1,097)
 2013年度  60,132  6,480  66,612  4,935  1,666  (3,399)  (71)  (1,108)
 2012年度  58,169  6,765  64,934  (3,954)  1,683  (3,661)  (154)  1,510
調整 2014年度  -  (6,096)  (6,096)  6  (630)  653  -  (9)
 2013年度  -  (6,480)  (6,480)  (5)  (1,438)  1,009  -  184
 2012年度  -  (6,765)  (6,765)  (8)  (1,377)  1,322  -  6
当グループ 2014年度  62,658  -  62,658  7,247  325  (2,665)  (198)  (1,106)
 2013年度  60,132  -  60,132  4,930  228  (2,390)  (71)  (924)
 2012年度  58,169  -  58,169  (3,962)  306  (2,339)  (154)  1,516
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   セグメント

資産
a

 セグメント

負債

 セグメント

投資

 持分法で会計

処理された

投資

 減価償却費

及びアモチ

ゼーション

 減損損失  平均従業員数

   百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ   

ドイツ 2014年度  29,980  23,148  4,144  19  (3,884)  (9)  68,106
 2013年度  30,738  23,200  3,538  17  (3,959)  (7)  67,765
 2012年度  31,224  22,972  3,559  16  (4,389)  (4)  68,653
米国 2014年度  49,784  35,724  7,318  197  (2,829)  (10)  37,858
 2013年度  38,830  26,888  4,676  198  (2,133)  (105)  32,962
 2012年度  27,436  21,254  4,217  215  (2,265)  (10,601)  30,184
ヨーロッパ 2014年度  30,923  12,761  2,718  52  (2,567)  (30)  52,829
 2013年度  29,976  12,695  4,192  59  (2,755)  (644)  56,810
 2012年度  30,457  12,127  1,961  58  (2,921)  (388)  58,785
システムズ・
ソリューショ
ンズ

2014年度  8,788  5,962  1,279  14  (712)  (5)  48,817
2013年度  8,428  5,279  1,133  24  (639)  (13)  49,985
2012年度  8,766  5,775  3,950  23  (614)  (17)  52,680

グ ル ー プ 本
部＆グループ
事業

2014年度  81,500  48,100  441  335  (582)  (89)  20,639
2013年度  83,596  51,219  573  5,869  (627)  (72)  22,182
2012年度  87,690  53,523  279  6,414  (654)  (99)  22,040

合計 2014年度  200,975  125,695  15,900  617  (10,574)  (143)  228,249
 2013年度  191,568  119,281  14,112  6,167  (10,113)  (841)  229,704
 2012年度  185,573  115,651  13,966  6,726  (10,843)  (11,109)  232,342
調整 2014年度  (71,615)  (30,401)  (819)  -  143  -  (1)
 2013年度  (73,420)  (33,196)  (752)  -  47  3  -
 2012年度  (77,631)  (38,240)  (3,417)  -  (5)  -  -
当グループ 2014年度  129,360  95,294  15,081  617  (10,431)  (143)  228,248
 2013年度  118,148  86,085  13,360  6,167  (10,066)  (838)  229,704
 2012年度  107,942  77,411  10,549  6,726  (10,848)  (11,109)  232,342
a グループ本部＆グループ事業セグメントに関連して、ドイツテレコム・アーゲーの株主は配当権の一部を株式に転換するこ

とを選択したため、この現物配当はキャッシュ・フローに影響を与えなかった(注記15「株主持分」も参照のこと)。
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   営業活動より

生じた正味現金

 投資活動

(に使用された)

より生じた

正味現金

 うち、

現金設備投資
a

 財務活動(に使用

された)より生じ

た正味現金
b

   百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

ドイツ 2014年度  8,810  (4,171)  (3,807)  (6,844)

 2013年度  8,646  (3,444)  (3,411)  (5,691)

 2012年度  8,489  (3,509)  (3,418)  (7,174)

米国 2014年度  3,170  (5,417)  (5,072)  1,952

 2013年度  2,580  (1,232)  (3,279)  2,728

 2012年度  3,164  (785)  (2,560)  (2,301)

ヨーロッパ 2014年度  3,597  (2,196)  (2,101)  662

 2013年度  3,658  (3,026)  (3,661)  (2,128)

 2012年度  3,967  (903)  (1,739)  (2,362)

システムズ・ 2014年度  687  (840)  (1,171)  424

ソリューションズ 2013年度  999  (531)  (1,066)  138

 2012年度  268  (448)  (1,171)  363

グループ本部＆グループ

事業

2014年度  2,510  912  (381)  (4,055)

2013年度  3,266  3,731  (411)  (5,552)

2012年度  3,028  3,665  (379)  (5,135)

合計 2014年度  18,774  (11,712)  (12,532)  (7,861)

 2013年度  19,149  (4,502)  (11,828)  (10,505)

 2012年度  18,916  (1,980)  (9,267)  (16,609)

調整 2014年度  (5,381)  951  688  4,427

 2013年度  (6,132)  (5,394)  760  11,527

 2012年度  (5,339)  (4,691)  835  10,008

当グループ 2014年度  13,393  (10,761)  (11,844)  (3,434)

 2013年度  13,017  (9,896)  (11,068)  1,022

 2012年度  13,577  (6,671)  (8,432)  (6,601)

a キャッシュ・フロー計算書に表示されている無形資産(のれんを除く)及び有形固定資産に対する投資に係る現金流出。

b グループ本部＆グループ事業セグメントに関して、ドイツテレコム・アーゲーの株主は配当権の一部を株式に転換すること

を選択し、そのため、この現物配当はキャッシュ・フローに影響を与えなかった(注記15「株主持分」も参照のこと)。

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

345/636



地域別情報

当グループの非流動資産及び営業収益は地域別に表示されている。これらは、ドイツ、ヨーロッパ(ドイツを除

く)、北米及びその他の国々である。北米地域は、米国及びカナダからなる。ヨーロッパ地域(ドイツを除く)は、

欧州連合全体(ドイツを除く)及びその他のヨーロッパ諸国を網羅している。「その他の国」はドイツ又はヨーロッ

パ(ドイツを除く)あるいは北米以外の全ての国を含む。非流動資産は、かかる資産のある場所に準じて当該地域に

割当てられる。非流動資産は、無形資産、有形固定資産、持分法で会計処理された投資並びにその他の非流動資産

を含む。営業収益は各顧客の営業場所に準じて割当てられる。

(単位：百万ユーロ)

　     

  非流動資産  営業収益

  

2014年

12月31日

現在  

2013年

12月31日

現在  

2012年

12月31日

現在  2014年度  2013年度  2012年度

ドイツ  35,343  35,200  36,433  24,999  25,384  25,775

国外  56,766  54,663  49,877  37,659  34,748  32,394

うち、             

ヨーロッパ(ドイツを除く)  21,654  27,288  28,066  14,311  15,173  15,966

北米  35,039  27,289  21,696  22,701  18,796  15,593

その他の国  73  86  115  647  779  835

当グループ  92,109  89,863  86,310  62,658  60,132  58,169

 

商品及びサービス情報

外部顧客に対する同種商品及びサービスグループ毎の収益は以下の通りである。

(単位：百万ユーロ)

　   

  営業収益

  2014年度  2013年度  2012年度

テレコミュニケーションズ  55,946  53,220  51,150

ICTソリューションズ  6,513  6,713  6,790

その他  199  199  229

  62,658  60,132  58,169

 

33　偶発事象

通常の事業活動の一環として、ドイツテレコムは、政府機関、競合相手及びその他の当事者との間で法廷内外の

様々な訴訟に関与しており、その結果は多くの場合、信頼性をもって予測することはできない。報告日現在、当グ

ループは、３億ユーロ(2013年12月31日現在：６億ユーロ)の偶発債務及び０億ユーロ(2013年12月31日現在：０億

ユーロ)の偶発資産を有しているが、これは入手できる情報及び見積りに基づき、財政状態計算書に負債又は資産

として認識する要件には満たない。訴訟引当金は、法律顧問サービスの費用及び発生する可能性の高い損失を含ん

でいる。ドイツテレコムは、法律顧問サービス又は訴訟手続きの結果生じる追加費用が、当グループの経営成績及

び財政状態に重要な悪影響を与えることはないと考えている。重要な影響を及ぼさない個々の事件の他、上記の偶

発債務総額は以下の項目も含んでいるが、順序の設定は発生の可能性又は潜在的な損害の評価を意味するわけでは

ない。極めて稀な場合において、ドイツテレコムは、IAS第37号が求める開示を行えば、関連する訴訟の結果に深

刻な打撃を及ぼす可能性があるという結論に達する場合には、そのような開示はなされない。
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偶発債務

ポーランドにおける独占禁止委員会による訴訟

2011年11月23日、ポーランド独占禁止委員会(以下「UOKiK」という。)は2010年度に開始した調査を完了した。

UOKiKは、Tモバイル・ポルスカ(旧PTC)及びその他のポーランドの電気通信会社が独占禁止法に違反して価格を固

定したという判決を下し、Tモバイル・ポルスカに34百万ポーランドズロチ(約８百万ユーロ)の罰金を課徴したも

のである。Tモバイル・ポルスカは、これらの申立は根拠のないものと引き続き考えており、裁判所に判決への不

服を申し立てた。そのため、罰金はまだ支払われていない。同じく、2012年１月２日、消費者保護法違反の疑いに

より21百万ポーランドズロチ(約５百万ユーロ)の罰金がUOKiKによりTモバイル・ポルスカに科せられた。裁判所は

まだ判決を下していない。

 

電話帳の提携出版社からの請求

電話帳を編集し、加入者に対して出版する目的で、ドイツテレコム・アーゲーの完全子会社であるデーテメディ

エンGmbHと共同支配企業を設立した出版社数社は、2013年度末にデーテメディエンGmbH及び/又はドイツテレコ

ム・アーゲーに対する請求を申し立てた。この訴状は、デーテメディエンGmbH及び一定の範囲に関してデーテメ

ディエンGmbHとの連帯債務者であるドイツテレコム・アーゲーに対して損害賠償又は返金を請求している。この訴

状は、共同支配企業における加入者データの提供に対する過剰請求を申立ての根拠としている。2014年に、提携出

版社はデーテメディエンGmbHに対して、新たな補填又は返金を求める請求を申し立てた。2014年度末に、複数の原

告がさらに具体的な請求額を提示し、請求額の合計は現在のところ、約470百万ユーロに利息を加えた金額となっ

ている。デーテメディエンGmbHに対する２件の訴訟に関する審理が、2014年７月16日にフランクフルト・アム・マ

イン地方裁判所で行われ、当該裁判所は2014年10月22日の判決においてこの訴えを棄却した。判決はまだ確定して

おらず、法的拘束力もない。原告は、この判決に対して、フランクフルト高等地方裁判所に上訴した。2015年に、

他の多数の訴訟の判決が下されることが予想される。ドイツテレコムは、2014年に財政状態計算書において適切な

リスク引当金を認識している。

 

損害賠償請求 - スロバキアテレコム

1999年度に、スロバキアテレコムの法的前身が基本契約に反して国際ラジオ・プログラムの放送を停止したとす

る告訴に基づき、スロバキアテレコムに対して訴訟が提起された。原告は当初、損害賠償及び利益の損失として約

100百万ユーロ及び利息の支払いを要求していた。2011年11月９日、ブラチスラバの地方裁判所は一部原告に有利

な裁定を下し、スロバキアテレコムに約32百万ユーロ及び利息の支払いを命じた。2011年12月27日、スロバキアテ

レコムはこの判決を不服として最高裁判所に抗告した。スロバキアテレコムに対して最終的且つ法的拘束力のある

判決が下された場合、ドイツテレコム・アーゲーは、要求合計額の一部について、第三者に対して償還請求を主張

できる。

同様に、入手できる情報及び見積りに基づき、以下の事柄は財政状態計算書に負債として認識する要件を満たさ

ない。しかしながら当グループは、以下に述べる不確実性のため、各事柄の偶発債務又は偶発債務グループの金額

を見積ることができないことから、これらを上記の偶発債務総額に含めなかった。
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反トラスト法及び消費者保護法に関する訴訟

他の多くの会社と同様に、当グループは独占禁止法の規制の対象にある。一部の国では、ドイツテレコム、その

子会社、共同支配企業並びに関連会社は、独占禁止法又は競争法に基づく様々な訴訟に直面しており、それに続い

て民事訴訟でも損害賠償を請求されるおそれがある。それぞれの訴訟を個々に検討した結果、いずれも重要な影響

を及ぼすものはない。ドイツテレコムは、個々の主張は根拠のないものであると考えている。現時点において訴訟

の結果は予測することができない。

 

欧州委員会によるスロバキアテレコム及びドイツテレコムに対する手続き

2014年10月15日、欧州委員会は、スロバキアテレコムがスロバキアのブロードバンド市場で市場支配力を乱用し

たという裁定を公表し、その結果、スロバキアテレコムとドイツテレコムに制裁金を科した。欧州委員会の見解

は、スロバキアテレコムが自社のローカル・ループに対するアンバンドル・アクセスを拒否し、代替通信事業者の

利ざやを取ったというものである。制裁金は、スロバキアテレコムとドイツテレコムに対する38.8百万ユーロの他

に、既に2003年度にドイツで利ざや圧縮に関して制裁金が科されていたことを理由に、ドイツテレコムには31.1百

万ユーロが上乗せされた。当グループは、スロバキアテレコムが嫌疑をかけられている反トラスト法の侵害に対し

てドイツテレコムが責任を負うべき根拠がないという主張を続ける。さらに、当グループは、スロバキアテレコム

が適用法を遵守していると確信している。スロバキアのブロードバンド市場では、熾烈な競争及び継続的価格低下

が起きているため、スロバキアテレコムが競合相手を妨害したという主張への反論となる。そのため、ドイツテレ

コムとスロバキアテレコムは、2014年12月29日に欧州連合裁判所で、欧州委員会の裁定への不服を申し立てた。当

該制裁金は、2014年12月31日現在のその他の負債に含められている。

 

トール・コレクトの仲裁手続き

トール・コレクトのコンソーシアムの主要参加企業は、ダイムラー・ファイナンシャル・サービシズ・アーゲー

及びドイツテレコム・アーゲーである。これらの主要株主並びにコンソーシアム企業であるトール・コレクトGbR

とドイツ連邦共和国との間の、トラック通行料金回収システムに関する争点に係る仲裁手続きにおいて、ドイツテ

レコムは、2005年８月２日にドイツ連邦共和国の請求書面を受領した。連邦共和国はこの書面において、運営開始

の遅延により、約35.1億ユーロに利息を加算した通行料金収益を喪失したとしている。契約上の違約金に係る損害

賠償請求額は、合計で16.5億ユーロに利息を加算した金額であった。当該請求額は、運営契約の違反(外部委託に

関する合意の欠如、オンボード・ユニット及び監視装置の提供の遅延)に基づいている。2008年５月16日付の書面

において、連邦共和国は喪失した通行料金収益の損害賠償請求額を再計算し、169百万ユーロ減額した。この請求

額は、現在約33.3億ユーロに利息を加算したものである。連邦共和国による主な請求額(契約上の違反金を含む)

は、合計約49.8億ユーロに利息を加算した金額となる。2014年の春と秋にさらに審理が行われた。2014年春の審理

に伴い、仲裁手続き及びドイツテレコムが負うリスク分担を再評価した結果、財政状態計算書において適切なリス

ク引当金が認識された。ドイツテレコムは、連帯責任から生じる請求がドイツテレコムのリスク分担を越えてなさ

れることはないと考えている。

 

－銀行借入金保証　ドイツテレコムは、トール・コレクトGmbHに付与された最大100百万ユーロの銀行借入金を

第三者に保証した。これらの銀行借入金の保証は2015年10月15日に期限切れとなる。
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－持分維持保証　コンソーシアムのパートナーは、(ドイツGAAPに準拠して作成される単一の事業体の財務書類

において)最低資本比率15％を維持するために(以下「持分維持保証」という。)、トール・コレクトGmbHに提

供する義務を連帯責任主義で有している。この義務は、運営契約が2018年８月31日に失効する時点又は運営契

約が早期に終了する場合はそれより前に終了する。資本維持契約に起因して発生しうる和解金の金額は、不確

実であるため見積ることができない。

 

2006年６月に、ドイツ連邦共和国は、既に上記の仲裁手続きの対象となっている契約上の違約金に対して、トー

ル・コレクトGmbHに対する運営費用に関する毎月の前払金８百万ユーロの一部相殺を開始した。その結果として、

コンソーシアムのメンバーがトール・コレクトGmbHにさらなる流動性を提供することが必要となる。

コンパニー・フィナンシエール・エ・アンデュストリエル・デ・オトルートS.A、セーブル・セデックス(以下

「コフィルート」という、トール・コレクトの10％の持分を保有している。)のリスク及び義務は、70百万ユーロ

までに制限されている。ドイツテレコム・アーゲー及びダイムラー・フィナンシャル・サービシズ・アーゲーは、

さらなる損害賠償請求額に対してコフィルートを補償するための義務を連帯責任で負っている。

 

目論見書発行に係る責任に関する訴訟

1999年５月28日(第２回募集又はDT2)及び2000年５月26日(第３回募集又はDT3)付の目論見書に従って売り出され

たT株式の購入者、約16,000人によって申し立てられた約2,600件の訴訟が係争中である。原告は、これらの目論見

書に記載されている個々の数値が不正確又は不完全であると主張している。損害賠償の総額は約80百万ユーロであ

る。訴訟の一部には、ドイツ復興金融公庫(KfW)及び/又はドイツ連邦共和国並びに株式発行銀行に対する訴訟も含

まれている。フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、ドイツにおける投資者モデル手続法(Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz(KapMuG))に基づき、認証質問書をフランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所に提出

し、第一審を一時的に保留させた。2013年７月３日の第２回募集(DT２)に関するモデル手続き(Musterverfahren)

において、フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所が判決を下し、問題の株式目論見書に間違いはなかった

との決定を下した。

フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所は既に2012年５月16日に第３回募集(DT３)のモデル手続き

(Musterverfahren)について、ドイツテレコムの第３回募集の目論見書にも間違いはなかったとの決定を下してい

た。したがって、ドイツテレコム・アーゲーに責任があるとの判断を示す根拠はない。ドイツ連邦司法裁判所は、

2014年10月21日付の判決で当判決を覆し、目論見書に誤りがあったという判断を示して、本件をフランクフルト・

アム・マイン上級地方裁判所に差し戻した。損害賠償責任の有無に関する判決はまだ下されていない。当社は、ド

イツテレコム・アーゲーが損害賠償責任を負う必要はないとする説得力ある根拠があるという意見を変えていな

い。
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ケーブルダクトの共同使用料金に関する請求

2012年春に提起された訴訟に関して、カベル・ドイチュラント・フェアトリーブ・ウント・セルビスGmbH(以下

「KDG」という。)は、２件の請求権を主張している。第一に、テレコム・ドイチュラントGmbHは、ケーブルダクト

容量使用権の年間料金を将来減額すべきだとするものであり、第二に、2004年以降にこれに関連して支払った金額

を一部返金すべきだとするものである。KDGは、2012年までに発生した請求額として約340百万ユーロに利息を加え

た金額を示した。フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、2013年８月28日の裁定でこの訴えを却下した。控

訴審で、KDGは請求対象期間を延長し2013年度分の請求額も示し、現在の約407百万ユーロの申立による超過支払額

並びに約34百万ユーロの正味受取利息に、各事案の利息を加算した金額の払戻しを請求している。2014年12月９

日、フランクフルト・アム・マイン高等地方裁判所は控訴を棄却し、上告も認めなかった。KDGは、上告棄却に対

する不服を連邦司法裁判所に申し立てた。2013年１月23日に、テレコム・ドイチュラントGmbHはまた、ユニティメ

ディア・ヘッセンGmbH & Co. KG、ユニティメディアNRW GmbH、及びカベルBW GmbHが提出した訴状を受領してお

り、それはテレコム・ドイチュラントGmbHに対し、ケーブルダクトの共同使用に関して明確にはっきりと決められ

た金額を超えて原告に請求することを中止するよう求めたものである。ケーブルダクトの共同使用料金に関して

2009年度から2012年度までに支払われた申立による超過額として、ユニティメディア・ヘッセンGmbH & Co. KGは

約36.5百万ユーロに利息を加えた支払い、ユニティメディアNRW GmbHは90.8百万ユーロに利息を加えた支払い、ま

たカベルBW GmbHは61.5百万ユーロに利息を加えた支払いを現在、要求している。

 

OTEに対する損害賠償請求

2009年５月に、ランネット・コミュニケーションズS.A.は、OTEによるサービス(主に相互接続サービス、ローカ

ル・ループのアンバンドリング、及び専用回線のリース)の違法終了を申し立て、OTEを相手取って176百万ユーロ

に利息を加えた損害賠償請求訴訟を提起した。審問が2013年５月30日に行われたが、判決はまだ下されていない。

 

特許及びライセンス

他の多くの大規模通信/インターネット・プロバイダーと同様に、ドイツテレコムは多数の知的財産権（IPR)係

争にさらされている。ドイツテレコムが、ライセンス料及び/又は補償金を支払うこととなるリスクがあり、また

例えば、商品の販売、技術の使用等に関連して差止命令を受けるリスクもある。

 

税務リスク

多くの国において、ドイツテレコムは該当する税法の規定の制約を受ける。各国又は管轄区域の税法の変更及び

現行規則の解釈の相違により、税金費用及びベネフィット、並びに未収還付税金及び未払税金に影響を及ぼすリス

クが発生する可能性がある。

 

前へ　　　次へ
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34　リース

借手としてのドイツテレコム

ファイナンス・リース

リースがリスクと便益のほとんど全てを借手としてのドイツテレコムに移転する場合、ドイツテレコムは、最初

に公正価値又は将来の最低リース支払額の現在価値のいずれか低い方の価額で財政状態計算書にリース資産を認識

する。ファイナンス・リースの一部として財政状態計算書に計上されるリース資産の大部分は、事務所建物及び通

信電波塔又はモバイル通信施設の長期レンタル及びリース契約に関連する。平均リース期間は18年である。この契

約には、延長及び購入オプションが含まれている。以下の表は、ファイナンス・リースに関連して資産計上された

リース資産の報告日現在の正味帳簿価額を示している。

(単位：百万ユーロ)

　         

  

2014年

12月31日

現在  

うち、

セール・

アンド・

リースバック

取引  

2013年

12月31日

現在  

うち、

セール・

アンド・

リースバック

取引

土地及び建物  599  347  680  394

技術設備及び機械  455  0  362  0

その他  8  0  8  0

資産計上されたリース資産の

正味帳簿価額  1,062  347  1,050

 

394

 

リース期間の開始時に、ドイツテレコムは、リース資産の帳簿価額に等しいリース負債を認識する。その後、負

債は、実効金利法を用いて貸手に支払うリース金額分が減少することとなる。リース支払額を構成する利息部分

は、損益計算書において認識される。

以下の表は、これらの金額の内訳である。

(単位：百万ユーロ)

　       

  最低リース支払額  利息部分  現在価値

  合計  

うち、

セール・

アンド・

リースバック 合計  

うち、

セール・

アンド・

リースバック 合計  

うち、

セール・

アンド・

リースバック

2014年12月31日現在             

満期日             

１年以内  278  108  98  49  180  59

１年超３年以内  509  206  178  82  331  124

３年超５年以内  372  183  133  60  239  123

５年超  1,028  393  317  165  711  228

  2,187  890  726  356  1,461  534

2013年12月31日現在             

満期日             

１年以内  260  109  98  52  162  57

１年超３年以内  475  209  183  90  292  119

３年超５年以内  398  198  140  70  258  128

５年超  1,079  472  345  189  734  283

  2,212  988  766  401  1,446  587
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オペレーティング・リース

リースの受益所有権は、資産の所有に伴うリスクと便益のほとんど全てが貸手に移転される場合には貸手に帰属

する。貸手は、財政状態計算書においてリース資産を認識する。ドイツテレコムは、オペレーティング・リース期

間に行われたリース支払額を損益計算書において認識する。オペレーティング・リースから生じるドイツテレコム

の債務は、主に通信電波塔、ネットワーク・インフラ及び不動産に関する長期レンタル又はリース契約に関連して

いる。

延長オプションを含み、段階的賃料について規定するリースもある。当該リースの大部分は、米国の通信電波塔

に関連している。

損益計算書において認識されたオペレーティング・リース料は、2014年度において33億ユーロ(2013年度：32億

ユーロ、2012年度：28億ユーロ)であった。以下の表は、オペレーティング・リースにより生じる将来の債務の内

訳を示している。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

満期日     

１年以内  2,918  2,684

１年超３年以内  4,856  4,490

３年超５年以内  3,971  3,770

５年超  7,164  6,496

  18,909  17,440

 

貸手としてのドイツテレコム

ファイナンス・リース

ドイツテレコムはファイナンス・リースの貸手であるが、これは基本的には、ドイツテレコムが顧客に提供する

データ及び電話ネットワーク・ソリューション用のルーター及びその他のハードウェアのリースに関連している。

ドイツテレコムは、リースの正味投資額において未収金を認識する。借手によるリース支払額は、実効金利法を用

いて利息部分と元本部分に分割される。リース未収金は受取元本により減額される。支払額の利息部分は損益計算

書において財務収益に認識される。ファイナンス・リースの正味投資額は、以下の通り決定されている。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

最低リース支払額  242  208

無保証残存価額  2  10

投資総額  244  218

前受財務収益  (17)  (15)

正味投資額(最低リース支払額の現在価値)  227  203
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以下の表は、投資総額及び未払最低リース支払額の現在価値を示している。

(単位：百万ユーロ)

　     

  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

  投資総額  

最低リース

支払額

現在価値  投資総額  

最低リース

支払額

現在価値

満期日         

１年以内  98  90  104  79

１年超３年以内  113  103  92  91

３年超５年以内  31  33  12  23

５年超  2  1  10  10

  244  227  218  203

 

オペレーティング・リース

ドイツテレコムがオペレーティング・リースの貸手の場合は、財政状態計算書において引き続きリース資産を認

識する。受領したリース支払額は、損益計算書において認識される。当該リースは主に通信電波塔及び建築用地の

レンタルに関連しており、リース期間は平均15年である。以下の表は、解約不能オペレーティング・リースから生

じる将来の最低リース支払額を示している。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

2014年

12月31日

現在

 

2013年

12月31日

現在

満期日     

１年以内  314  275

１年超３年以内  380  382

３年超５年以内  289  302

５年超  507  603

  1,490  1,562

 

35　その他の金融債務の開示

以下の表は、ドイツテレコムのその他の金融債務の概要である。

(単位：百万ユーロ)

  2014年12月31日現在

　   

  合計 １年以内 １年超５年以内 ５年超

有形固定資産に関する購入契約  2,103 1,683 403 17

無形資産に関する購入契約  1,036 887 149 0

棚卸資産に関する確定購入契約  5,287 2,699 2,588 0

その他の購入契約及び類似債務  8,717 4,759 3,126 832

公務員年金基金に対する支払債務  5,137 545 1,970 2,622

その他の諸債務  1,025 274 751 0

  23,305 10,847 8,987 3,471
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36　株式報酬制度

 

株式マッチング・プラン

2011年度において、特定の取締役は、契約上自己の短期変動報酬部分のうち最低10％及び最大33.3％をドイツテ

レコム・アーゲーの株式に投資する義務を負っており、これは事業年度に各取締役毎に設定される目標の達成度に

基づいている(変動報酬Ⅰ)。ドイツテレコム・アーゲーは前述の通り、取締役が個人投資として取得した株式１株

につき、追加で１株付与する(株式マッチング・プラン)。これらの株式は、４年間の譲渡禁止期間満了後にこのプ

ランの受益者に付与される。

株式マッチング・プランに加入している取締役の報酬制度については、注記40を参照のこと。

 

TモバイルUSにおける株式報酬制度

2013年度において、TモバイルUSの取締役会及び株主は、2013年オムニバス・インセンティブ・プランを承認し

た。このプランは、TモバイルUSの普通株式の発行を63百万株を上限として承認するものであった。このインセン

ティブ・プランに基づき、当該企業はストック・オプション、株式評価益権、制限付ストック、制限付ストック・

ユニット、並びに従業員、コンサルタント、アドバイザー及び非従業員取締役に対する業績報奨を付与することが

できる。2014年12月31日現在、これらのプログラムの一環として37百万株を将来に発行することが可能である。

2013年度に、TモバイルUSは、適格従業員に制限付ストック・ユニット(以下「RSU」という。)を付与した。RSU

の被付与者は、３年半を上限とする権利確定期間満了時にTモバイルUS普通株式を受け取る権利を有する。

2013年度に、TモバイルUSはまた、会社の主要な適格上級管理者にパフォーマンス・ストック・ユニット(以下

「PSU」という。)も付与した。PSUの保有者は、特定の業績ゴールが達成された場合、２年半を上限とする権利確

定期間満了時にTモバイルUS普通株式を受け取る権利を有する。最終的に受け取る株数は、同社の営業フリー・

キャッシュ・フローに関する特定の業績と、既に確定済の同業他社と比較した株主トータル・リターンに関する特

定の業績に応じて決まる。

当該制度による増減は以下の通りであった。

 

 株数
付与日時点の加重平均公正価値

単位：米ドル

2014年１月１日現在権利未確定 22,949,165 22.14

付与 5,199,290 28.52

権利確定 (6,296,107) 21.21

失効 (1,900,259) 21.53

2014年12月31日現在権利未確定 19,952,089 24.15

 

このプログラムは、付与日における公正価値で測定され、予想失効分控除後で、関連する勤務期間にわたる段階

的な権利確定スケジュールに従って費用として認識される。RSUによる株式報奨の公正価値は、付与日におけるTモ

バイルUS普通株式の終値に基づく。PSUによる株式報奨の公正価値は、モンテカルロモデルを用いて算定された。

2014年12月31日現在の株式報酬費用は159百万ユーロ(2013年12月31日現在：112百万ユーロ)であった。
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企業結合の前までは、メトロPCSは、様々なストック・オプション制度(以下「前身制度」という。)を規定して

いた。メトロPCSのストック・オプションは、当該企業結合に関連して調整された。TモバイルUSの2013年オムニバ

ス・インセンティブ・プランの承認後は、前身制度の下で新たな報奨が付与されることは認められない。

当該制度によるTモバイルUSのストック・オプションの増減は以下の通りである。

 

 株数 加重平均行使価格

単位：米ドル

加重平均残存契約年数

単位：年

2014 年１月１日現在ス

トック・オプション残高/

行使可能 6,333,020 24.64  

行使 (1,496,365) 17.95  

失効 (487,743) 42.41  

2014 年 12 月 31 日現在ス

トック・オプション残高/

行使可能 4,348,912 24.96 3.7

 

2014年度に、ストック・オプションの行使によってもたらされた現金流入は、17百万ユーロ(27百万米ドル)で

あった(2013年度：102百万ユーロ(137百万米ドル))。
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37　金融商品及びリスク管理

クラス別及び測定カテゴリー別の帳簿価額、認識価額及び公正価値

 
　       

  IAS第39号による

カテゴリー

 2014年12月31日

現在の帳簿価額

 IAS第39号による財政状態計算書上の認識価額

    償却原価  取得原価  持分において

認識された

公正価値

 損益計算書に

おいて

認識された

公正価値

    百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

資産             

現金及び現金等価物  LaR  7,523  7,523       

売掛金  LaR  10,262  10,262       

組成した貸付金及び未収

金  LaR/該当なし  3,224  2,997       

うち、差入担保金  LaR  527  527       

その他のデリバティブ以

外の金融資産             

満期保有投資等  HtM  10  10       

売却可能金融資産
a

 AfS  683    122  561   

デリバティブ金融資産
b

            

ヘッジ関係のないデリ

バティブ  FAHfT  835        835

うち、発行社債に組

み込まれた償還権及

び転換権  FAHfT  183        183

ヘッジ関係のあるデリバ

ティブ  該当なし  508      286  222

負債及び株主持分
c

            

買掛金  FLAC  9,631  9,631       

債券及びその他の証券化

負債  FLAC  44,219  44,219       

銀行借入金  FLAC  3,676  3,676       

約束手形によるノンバン

クに対する負債  FLAC  946  946       

その他の利付負債  FLAC  1,775  1,775       

うち、受入担保金  FLAC  486  486       

その他の無利息負債  FLAC  2,055  2,055       

ファイナンス・リース負

債  該当なし  1,461         

デリバティブ金融負債
b

           
 

ヘッジ関係のないデリ

バティブ  FLHfT  664        664

ヘッジ関係のあるデリ

バティブ  該当なし  431      423  8

うち、IAS第39号に従った

測定カテゴリー別の総額            

 

貸付金及び未収金  LaR  20,782  20,782       

満期保有投資  HtM  10  10       

売却可能金融資産
a

 AfS  683    122  561   

トレーディング目的金

融資産  FAHfT  835        835

償却原価で測定される

金融負債  FLAC  62,302  62,302       

トレーディング目的

金融負債  FLHfT  664        664

a
　詳細については、注記８「その他の金融資産」を参照のこと。

b
　詳細については、本注記のデリバティブの項目の表を参照のこと。

c
　報告日現在に存在している財務保証及び融資契約については、本注記の補足情報を参照のこと。

d
　特定の公正価値情報についてはIFRS第7号第29項(a)の下で免除規定が適用されている。
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IAS第17号

による

財政状態

計算書上の

認識価額

 2014年

12月31日

現在の

公正価値
d

 IAS第39号

による

カテゴリー

 2013年

12月31日

現在の

帳簿価額

 IAS第39号による財政状態計算書上の認識価額  IAS第17号

による

財政状態

計算書上の

認識価額

 2013年

12月31日

現在の

公正価値
d

償却原価  取得原価  持分に

おいて

認識された

公正価値

 損益計算書

において

認識された

公正価値

百万ユーロ  百万ユーロ    百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

                   

  -  LaR  7,970  7,970          -
  -  LaR  7,580  7,580          -

227  3,256  

LaR/該当

なし  2,672  2,469        203  -
  -  LaR  941  941          -
                   

  -  HtM  12  12          -
  561  AfS  652    280  372      372

                   

  835  FAHfT  596        596    596

  183  FAHfT  158        158    158

  508  該当なし  175      113  62    175

                   

  -  FLAC  7,231  7,231          -
  49,402  FLAC  40,535  40,535          44,631

  3,788  FLAC  4,105  4,105          4,219

  1,106  FLAC  1,072  1,072          1,230

  1,836  FLAC  891  891          881

  -  FLAC  40  40          -
  -  FLAC  1,967  1,967          -

1,461  1,869  該当なし  1,446          1,446  1,768

                   

  664  FLHfT  581        581    581

  431  該当なし  1,002      726  276    1,002

                   

  3,029  LaR  18,019  18,019          -
  -  HtM  12  12          -
  561  AfS  652    280  372      372

  835  FAHfT  596        596    596

  56,132  FLAC  55,801  55,801          50,961

  664  FLHfT  581        581    581

 

売掛金には、回収期限まで１年超の未収金16億ユーロ(2013年12月31日現在：10億ユーロ)が含まれている。公正

価値は、概して帳簿価値に等しい。
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公正価値で測定されないが、公正価値が開示される金融商品

(単位：百万ユーロ)

　    

 2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

 

レベル１

活発な市場

の価格とし

てのイン

プット  

レベル２

直接的又は

間接的に観

察可能なそ

の他のイン

プット  

レベル３

観察不能な

インプット
a
 合計  

レベル１

活発な市場

の価格とし

てのイン

プット  

レベル２

直接的又は

間接的に観

察可能なそ

の他のイン

プット  

レベル３

観察不能な

インプット  合計

資産                

組成した貸付金及び

未収金   3,256    3,256        -
負債及び株主持分                

償却原価で測定され

る金融負債(FLAC) 41,121  14,828  183  56,132  38,026  12,935    50,961

うち、債券及びそ

の他の証券化負債 41,121  8,098  183  49,402  38,026  6,605    44,631

うち、銀行借入金   3,788    3,788    4,219    4,219

うち、約束手形に

よるノンバンクに

対する負債   1,106    1,106    1,230    1,230

うち、その他有利

子負債   1,836    1,836    881    881

ファイナンス・リー

ス負債   1,869    1,869    1,768    1,768

a
　組込デリバティブの区別：金融商品全体の公正価値はレベル１に分類。

 

公正価値で測定される金融商品

(単位：百万ユーロ)

　    

 2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

 

レベル１

活発な市場

の価格とし

てのイン

プット  

レベル２

直接的又は

間接的に観

察可能なそ

の他のイン

プット  

レベル３

観察不能な

インプット  合計  

レベル１

活発な市場

の価格とし

てのイン

プット  

レベル２

直接的又は

間接的に観

察可能なそ

の他のイン

プット  

レベル３

観察不能な

インプット  合計

資産                

売却可能金融資産

(AfS) 348  5  208  561  365  7    372

トレーディング目的

金融資産(FAHfT)   652  183  835    596    596

ヘッジ関係のあるデ

リバティブ金融資産   508    508    175    175

負債及び株主持分                

トレーディング目的

金融負債(FLHfT)   664    664    581    581

ヘッジ関係のあるデ

リバティブ金融負債   431    431    1,002    1,002

 

その他の非デリバティブ金融資産に計上されている売却可能金融資産(AfS)のうち、レベル１とレベル２に表示

される金融商品は、別個のクラスとして構成される。レベル１では348百万ユーロ(2013年12月31日現在：365百万

ユーロ)が認識されているが、その大半は上場国債であり、その公正価値は報告日現在の相場価格である。
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レベル３に割り当てられ、その他の非デリバティブ金融資産に計上されている売却可能金融資産は、報告日現

在入手可能な最善の情報を用いて測定される株式投資である。通常、最も関連性を有している当該企業の株式を含

む実行取引を考慮する。類似企業の株式を含む実行取引も考慮される。当該取引が報告日に近い時期に行われた

か、及び当該取引が独立当事者間取引として行われたか否かという問題が、最終的にどの情報を測定に用いるかと

いう判断に関わってくる。帳簿価額が192百万ユーロの投資の場合、当該企業の株式に関する取引は、報告日に十

分に近い時期に独立当事者間で実施された取引として行われた。それゆえ、取引で合意された株価が、2014年12月

31日現在の測定に調整なしで使用されるべきであると判断した。帳簿価額が16百万ユーロの投資の場合、報告日に

十分に近い時期に行われた当該企業の株式に関する独立当事者間の取引はなかった。そのため当該投資は、報告日

に十分に近い時期に行われた類似企業の株式に関する独立当事者間の取引に基づいて測定された。本書では、営業

収益やEBITといった参照変数に対する倍数(営業収益の場合は0.52から3.5、EBITの場合は6.6から39.75)に関して

は、通常それぞれの中央値を用いた。参照変数自体は変わらないものの、それぞれの2/3四分位(1/3四分位)にあた

る値を倍数として使用した場合、報告日現在の投資の公正価値は５百万ユーロ高くなる(６百万ユーロ低くなる)計

算である。倍数は変わらないものの、参照変数が10％高かった(低かった)場合、報告日現在の投資の公正価値は１

百万ユーロ高くなる(１百万ユーロ低くなる)計算である。報告期間には、報告日現在ポートフォリオに組み入れら

れていた投資に係る未実現損失に関して、ネットの費用54百万ユーロがその他の財務収益/費用で認識された。当

該企業の財政状態及び経営成績の定期的な個別分析が公正価値の大幅な変動を示唆しない限り、実務上の理由か

ら、投資の再測定は年１回の頻度では実施していない。前年度の投資は取得原価で計上されていた。報告期間の帳

簿価額の変動については、次の表を参照のこと。

上場債券及びその他の証券化負債は、該当商品の取引量に基づいてレベル１又はレベル２に割り当てられてい

る。比較的額面金額が大きなユーロ建又は米ドル建の銘柄は通常レベル１に分類され、それ以外は通常レベル２に

分類される。レベル１に割り当てられた商品の公正価値は、額面に報告日の相場価格を乗じた金額に等しい。レベ

ル２に割り当てられた商品の公正価値は、適用されるイールドカーブ及び特定の通貨に関するドイツテレコムの信

用スプレッド・カーブに基づいて、当該債券に関連する支払額の現在価値として計算される。

銀行借入金、約束手形によるノンバンクに対する債務、その他の有利子負債及びファイナンス・リース負債の公

正価値は、適用されるイールドカーブ及び特定の通貨に関するドイツテレコムの信用スプレッド・カーブに基づい

て、債務に関連する支払額の現在価値として計算される。

ポートフォリオで保有されているデリバティブ金融商品のうち、レベル２に割り当てられた商品は、市場に上場

されていないという事実により利用可能な市場価格が存在しないため、公正価値は観察可能なインプットのみに基

づいて標準的な財務評価モデルを使用して算出される。デリバティブの公正価値は、報告日現在で当該金融商品が

譲渡される場合にドイツテレコムが受け取るか又は支払わなければならない金額である。この点において、報告日

現在の契約相手先に関連する金利が使用される。為替レートとしては、報告日現在で適用される仲値が使用され

る。利付デリバティブの場合、クリーン・プライスとダーティ・プライスに区別される。クリーン・プライスとは

異なり、ダーティ・プライスには未収利息も含まれる。認識される公正価値は、公正価値全額又はダーティ・プラ

イスに一致している。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

359/636



レベル３に割り当てられたトレーディング目的金融資産(FAHfT)は、ユーロ建に換算すると帳簿価額が183百万

ユーロのTモバイルUSが発行した社債に組み込まれているオプションに関連している。TモバイルUSが随時行使でき

るこのオプションは、定額の行使価格で社債を繰上償還できるというものである。社債全体に関しては、日常的

に、また報告日現在、観察可能な市場価格を入手できるが、社債に組み込まれているオプションに関しては、入手

できない。過年度は、オプションの測定上、観察可能なインプットの大幅な調整は不要であったが、報告日現在、

TモバイルUS及び類似の発行体が発行した社債と満期が同程度の金利のヒストリカル・ボラティリティは、報告日

に観察可能で満期が同程度の市場金利のボラティリティとかなり異なっていた。報告日時点では、これらの金利の

ヒストリカル・ボラティリティの方が、現在の市場金利のボラティリティよりも、より関連していると考えられ

る。そのため、金利のヒストリカル・ボラティリティを用いて報告日時点の測定を行った。そのことを要因とし

て、初めて測定に観察不能なインプット・パラメーターを採り入れた。使用した金利のボラティリティは、観察不

能に分類されるため、また社債全体に関しては観察可能な市場価格が存在するという点を考慮すると、Tモバイル

USが負担する満期が同程度のスプレッド(対無リスク金利)も、レベル２ではなく、レベル３のインプット・ファク

ターに分類する必要がある。報告日現在の測定に用いた金利のヒストリカル・ボラティリティは18％から22％で

あったのに対して、TモバイルUSが発行した社債の現在の市場価格に基づいて計算したスプレッドは、3.7％から

4.2％である。スプレッドは変わらないものの、報告日現在の測定に用いた金利のボラティリティが10％高かった

(低かった)場合、TモバイルUSの立場から見たオプションの公正価値は、ユーロ建に換算すると131百万ユーロ高く

なる(112百万ユーロ低くなる)計算である。また金利のボラティリティは変わらないものの、報告日現在の測定に

用いたスプレッドが100ベーシス・ポイント大きかった(小さかった)場合、TモバイルUSの立場から見たオプション

の公正価値は、ユーロ建に換算すると99百万ユーロ低くなる(163百万ユーロ高くなる)計算である。報告期間に

は、報告日現在ポートフォリオに組み入れられていたオプションに係る未実現利益に関して、ユーロ建に換算して

75百万ユーロの純収益が、レベル３の測定で、その他の財務収益/費用において認識された。レベル２への分類が

最後に行われたのは2014年９月30日である。報告期間の帳簿価額の変動については、次の表を参照のこと。
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帳簿価額が１百万ユーロに満たず、レベル３に割り当てられたトレーディング目的金融資産は、TモバイルUSが

2014年12月に発行した強制転換条項付優先株式に組み込まれているストック・オプションに関連している(注記10

「金融負債」を参照のこと)。この強制転換条項付優先株式は、2017年の期日にTモバイルUS株式に転換されるが、

その株式数は変動する。またIFRSに準拠して、株主持分ではなく、借入資本として会計処理される。強制転換条項

付優先株式全体は、償却原価で測定される負債性商品(社債)と、損益を通じて公正価値で測定される組込デリバ

ティブに分けることができる。このデリバティブには、期日における転換に加えて、投資家に付与される繰上転換

権も組み込まれている。報告日現在、強制転換条項付優先株式全体に関する観察可能な市場価格は存在するもの

の、それに組み込まれているオプションに関する観察可能な市場価格はない。発行日に近いため、TモバイルUS及

び当時の類似の発行体が発行した社債のスプレッド変動を用いて、報告日現在の社債部分を測定した。その結果、

報告日時点の強制転換条項付優先株式全体の市場価格と比較して生じた差異も、このデリバティブの公正価値に算

入される。強制転換条項付優先株式全体とその個別構成要素の市場価格は、主に、TモバイルUSの株価パフォーマ

ンスと市場金利によって変動を受ける。他の変数は変わらないものの、TモバイルUSの株価変動に伴い、報告日現

在の強制転換条項付優先株式全体の市場価格が10％高かった(低かった)場合、TモバイルUSの立場から見たオプ

ションの公正価値は、ユーロ建に換算すると86百万ユーロ低くなる(高くなる)計算である。また他の変数は変わら

ないものの、報告日現在の測定に用いたスプレッドが100ベーシス・ポイント大きかった(小さかった)場合、Tモバ

イルUSの立場から見たオプションの公正価値は、ユーロ建に換算すると23百万ユーロ低くなる(24百万ユーロ高く

なる)計算である。報告期間には、報告日現在ポートフォリオに組み入れられていたオプションに係る未実現損失

に関して、ユーロ建に換算して35百万ユーロのネットの費用がその他の財務収益/費用で認識された。報告期間の

帳簿価額の変動については、次の表を参照のこと。発行日から報告日までの間の市場価格の変動は、主にTモバイ

ルUSの株価上昇に起因する。

 

レベル３に割り当てられた金融資産の帳簿価額の変動

(単位：百万ユーロ)

　       

  

売却可能金融資産

(AfS)  

トレーディング目的

金融資産(FAHfT)：社

債に組み込まれてい

る繰上償還

オプション  

トレーディング目的

金融資産(FAHfT)：強

制転換条項付優先株

式に組み込まれてい

る

転換オプション

2014年１月１日現在の帳簿価額  0  0  0

増加額（初めてレベル３に分類された分を

含む。)
 

237  104  35

損益計算書で認識された評価減  (54)  0  (35)

損益計算書で認識された評価増  0  75  0

株主持分で直接認識された評価減  (16)  0  0

株主持分で直接認識された評価増  60  0  0

処分  (19)  0  0

株主持分で直接認識された為替換算の影響  0  4  0

2014年12月31日現在の帳簿価額  208  183  0
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測定カテゴリー別純利益/純損失

(単位：百万ユーロ)

　           

  利息、配当

金により損

益計算書で

認識された

金額

 

事後測定により

損益計算書で認識された金額

 事後測定に

より株主持

分に直接認

識された

金額

 認識中止に

より損益計

算書で認識

された金額

 

純利益

(純損失)

 公正価値

 

 外貨換算

 

 減損/

引当金

 公正価値

 

2014年

 

貸付金及び未収金

(LaR)  16    1,865  (602)      1,279

満期保有投資(HtM)              -
売却可能金融資産

(AfS)  7      (132)  41  20  (64)

トレーディング目的

金融商品

(FAHfT及びFLHfT)  該当なし  435          435

償却原価で測定され

る金融負債

(FLAC)  (2,446)    (2,255)      29  (4,672)

  (2,423)  435  (390)  (734)  41  49  (3,022)

 

(単位：百万ユーロ)

  利息、配当

金により損

益計算書に

認識された

金額

 

事後測定により

損益計算書に認識された金額

 事後測定に

より株主持

分に直接認

識された

金額

 認識中止に

より損益計

算書に認識

された金額

 純利益

(純損失)

 公正価値

 

 外貨換算

 

 減損/

引当金

 公正価値

 

2013年

 

貸付金及び未収金

(LaR)  20    (1,051)  (573)      (1,604)

満期保有投資(HtM)              -
売却可能金融資産

(AfS)  11      (29)  (4)  30  8

トレーディング目的

金融商品

(FAHfT及びFLHfT)  該当なし  (451)          (451)

償却原価で測定され

る金融負債

(FLAC)  (2,248)    1,220        (1,028)

  (2,217)  (451)  169  (602)  (4)  30  (3,075)
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金融商品に係る利息は、金融費用、その他の財務収益／費用の配当金として認識されている(詳細については注

記22「金融費用」及び注記24「その他の財務収益/費用」を参照のこと)。ドイツテレコムは、販売費として計上し

ている「貸付金及び未収金」に分類される売掛金に対する引当金(注記２「売掛金及びその他の未収金」を参照の

こと。)を除き、純利益/損失のその他構成要素をその他の財務収益/費用として認識する。トレーディング目的金

融商品の事後測定による純利益(435百万ユーロ)は、利息及び為替換算による影響も含んでいる。「貸付金及び未

収金」として分類される金融資産に係る為替換算損失純額(1,865百万ユーロ)は、ドイツテレコムの金融会社であ

るドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.が、資本市場で調達した外貨貸付金をグループ内で譲

渡したことが主因である。これらの為替差益は、資本市場での負債に係る対応する2,255百万ユーロの為替差損に

よって相殺された。これには、ドイツテレコムが外貨建ヘッジ会計上ヘッジとして使用していたデリバティブに起

因する為替差益(331百万ユーロ2013年度：98百万ユーロの為替差損)も含まれている。償却原価で測定される金融

負債による金融費用(費用純額2,446百万ユーロ)は、主に債券及びその他(証券化された)金融負債に係る支払利息

で構成されている。この項目は、買掛金からの金利の割戻しによる支払利息及び金利の割引による受取利息も含ん

でいる。しかし、報告期間にドイツテレコムが金融負債の公正価値に対するリスクのヘッジ目的に利用した、金利

デリバティブによる支払利息及び受取利息(詳細については注記22「金融費用」を参照のこと。)は含んでいない。

 

リスク管理の原則　ドイツテレコムは、特に、資産、負債及び予想取引に影響を及ぼす為替レート、金利及び市

場価格の変動のリスクにさらされている。財務リスク管理の目的は、継続的な営業及び財務活動を通して、これら

の市場リスクを制限することである。リスク評価に応じて、特定のデリバティブ及びデリバティブ以外のヘッジ商

品(ヘッジ取引)が、この目的のために利用されている。しかし、ドイツテレコムは当グループのキャッシュ・フ

ローに影響を及ぼすリスクのみをヘッジしている。デリバティブはヘッジ商品としてのみ利用され、トレーディン

グ又はその他の投機的な目的では利用されない。信用リスクを軽減するために、通常、信用格付けがBBB+/Baa1以

上の大手金融機関とのみヘッジ取引を行っている。また、カウンターパーティーの格付け、株価の推移及びクレ

ジット・デフォルト・スワップのレベルに応じてそれぞれの相対的及び絶対的なリスク・エクスポージャーの数値

を設定する限度管理という方法で、正の公正価値を有する金融商品の信用リスクは最小限に抑えられている。

ドイツテレコムの財務方針の基本は、取締役会により策定され、監査役会により監督されている。当グループの

財務部は財務方針の実施及び継続的なリスク管理に対して責任を有している。特定の取引は取締役会による事前の

承認を必要としており、また取締役会は現在のリスク・エクスポージャーの程度と金額について定期的な報告を受

けている。財務部は、市場リスクの効率的管理を主要な任務の１つと考えている。財務部は、様々な最悪の事態と

市場シナリオを想定したシミュレーションによる計算を行っており、これにより様々な市況による影響を見積るこ

とができる。
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為替リスク　ドイツテレコムは、投資、財務及び営業活動からの為替リスクにさらされている。外貨によるリス

クは、当グループのキャッシュ・フローに影響を及ぼす程度までヘッジされている。当グループのキャッシュ・フ

ローに影響を及ぼさない為替リスク(すなわち、在外事業体の資産及び負債を当グループの報告通貨へ換算するこ

とにより生じるリスク)については通常はヘッジされていないが、ドイツテレコムは、特定の状況においては当該

為替リスクをヘッジすることもある。

投資分野における為替リスクは、例えば外国会社に対する投資の取得及び処分により生じる。ドイツテレコムは

当該リスクをヘッジしている。リスクが100百万ユーロを超過する場合、取締役会はリスクのヘッジ方法について

特別な決定を下さなければならない。リスクが100百万ユーロを下回る場合、当グループの財務部が為替ヘッジを

することとなっている。報告日現在、ドイツテレコムは、投資分野における外貨建取引による重要なリスクにはさ

らされていない。

財務分野における為替リスクは、外貨建金融負債及び財務上の目的のために当グループ会社にまで及ぶ外貨建貸

付金によるものである。財務部は当該リスクを全てヘッジしている。外貨建金融債務及び当グループ内の貸付金を

当グループ会社の機能通貨建に転換するために、クロスカレンシー・スワップ及び通貨デリバティブが利用されて

いる。

報告日現在、為替リスクがヘッジされている外貨建負債は、主に豪ドル、英ポンド、日本円、ノルウェークロー

ナ、スイスフラン及び米ドル建の社債及びミディアム・ターム・ノートからなる。これらのヘッジ操作により、ド

イツテレコムは報告日現在、財務分野における重要な為替リスクにはさらされていない。

当グループ会社は、大部分の営業活動をそれぞれの機能通貨で行っている。それぞれの機能通貨以外で行われた

支払は、当グループに為替リスクをもたらしている。これらは、特にネットワーク機器及び携帯電話機の調達に対

する支払、並びに接続サービスの提供に対する国際通信事業会社への支払に関連している。ドイツテレコムは、

ヘッジ目的で通貨デリバティブ、場合によっては通貨オプションを利用している。これらのヘッジ操作により、報

告日現在、ドイツテレコムは営業活動による重大な為替リスクにさらされていない。

市場リスク表示目的で、IFRS第７号は、関連するリスク変数の仮定上の変動による損益及び株主持分への影響を

示す感応度分析を要求している。為替リスクに加えて、ドイツテレコムは、投資に係る金利リスク及び価格リスク

にもさらされている。期別の影響額は、リスク変数の仮定上の変動を報告日現在の金融商品残高に関係させること

で算出される。報告日現在の残高は事業年度全体を表すものと仮定されている。

IFRS第７号で定義されている為替リスクは、機能通貨以外の通貨建の貨幣性金融商品により発生する。財務書類

上の通貨を当グループの表示通貨へ換算することで発生する差額は考慮されていない。関連するリスク変数は、通

常、ドイツテレコムが契約金融商品を保有している機能通貨以外の全通貨である。

為替感応度分析は次の仮定に基づいて実施される。主要なデリバティブ以外の貨幣性金融商品(当座資産、受取

債権、利付有価証券及び/又は債務証書、有利子負債、ファイナンス・リース負債、無利息負債)は、機能通貨建で

直接計上されるか、デリバティブを用いて機能通貨に換算される。このため為替レートの変動は、損益又は株主持

分に対して影響を及ぼさない。

無利息有価証券又は資本商品は非貨幣性であり、このためIFRS第７号で定義されている為替リスクにはさらされ

ていない。

金融商品による受取利息及び支払利息もまた、機能通貨建で直接計上されるか、デリバティブを用いて機能通貨

に換算される。このため、この点に関して考慮される変数に対する影響はない。
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為替リスクをヘッジするために指定される公正価値ヘッジの場合、為替レート変動に帰属するヘッジ対象とヘッ

ジ取引の公正価値の変動は、同期間の損益計算書においてほぼ全額相殺される。このため、当該金融商品は、損益

又は株主持分に影響を与えるような為替リスクにはさらされていない。

為替リスクをヘッジするために指定される正味投資ヘッジの場合、為替レート変動に帰属するヘッジ対象とヘッ

ジ商品の公正価値の変動は、同期間の株主持分において全額相殺される。このため、当該金融商品は、損益又は株

主持分に影響を与えるような為替リスクにはさらされていない。

デリバティブ以外のヘッジ対象については、常にクロスカレンシー・スワップが締結されており、このため当該

商品もまた為替による影響を受けない。

このため、ドイツテレコムは、特定の通貨デリバティブによる為替リスクにのみさらされている。その１つは、

為替レート変動による支払額の変動をヘッジするためのIAS第39号に準拠した有効なキャッシュ・フロー・ヘッジ

の一部となっている通貨デリバティブである。当該通貨の為替レートの変動は、株主持分における繰延ヘッジ損益

及び当該ヘッジ取引の公正価値に影響を及ぼす。もう１つには、IAS第39号で定義されているヘッジの一部でも通

常ヘッジの一部でもない通貨デリバティブがある。これらのデリバティブは予定取引のヘッジに利用されている。

当該金融商品の基礎通貨の為替レートの変動は、その他の財務収益/費用(金融資産及び負債の公正価値での再測定

による純利益/損失)に影響を及ぼす。

2014年12月31日現在の米ドル及び英ポンドに対してユーロが10％強い(弱い)と仮定した場合、株主持分及び税引

前のヘッジ商品の公正価値における繰延ヘッジ損益は21百万ユーロ(増加)減少(2013年12月31日現在：56百万ユー

ロ(増加)減少)する。損益に対する21百万ユーロの仮定上の影響額は、主に為替感応度(ユーロ/米ドル：35百万

ユーロ、ユーロ/英ポンド：-14百万ユーロ)によるものである。

2014年12月31日現在の全通貨に対してユーロが10％強い(弱い)と仮定した場合、その他の財務収益及び税引前の

ヘッジ商品の公正価値は115百万ユーロ増加(減少)(2013年12月31日現在：64百万ユーロ増加(減少))する。損益に

対する115百万ユーロの仮定上の影響額は、主に為替感応度(ユーロ/ポーランドズロチ：68百万ユーロ、ユーロ/

チェココルナ：29百万ユーロ、ユーロ/ハンガリーフォリント：12百万ユーロ)によるものである。

 

金利リスク　ドイツテレコムは、主にユーロ圏及び米国において金利リスクにさらされている。これらの地域に

おける金利の変動による影響を最小限に抑えるために、ドイツテレコムはユーロ建及び米ドル建の正味金融負債に

係る金利リスクを別々に管理している。年に一度、取締役会は、最短３年間計画期間中の固定及び変動利付正味金

融負債の望ましい構成について決定する。財務部は当グループの既存及び予定の債務構造を考慮して、取締役会の

決定に従って正味金融負債の金利構成を調整するために金利デリバティブを利用している。

デリバティブ・ヘッジにより、2014年度のユーロ建正味金融負債の平均60％(2013年度：64％)、及び米ドル建正

味金融負債の93％(2013年度：76％)は固定利付きであった。平均値は事業年度全体を表している。TモバイルUSは

自ら資金調達する企業として「米ドル建のネット・エクスポージャー」について責任を担っており、またハイイー

ルド債発行体の高めの固定利付部分は、市場では極めて通常のことであり妥当な水準であるため、2014年度に決定

又は導入された米ドルに対する金利管理に関する施策はなかった。
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金利リスクはIFRS第７号に従った感応度分析により表示されている。これらは、市場金利の変動による利息支払

額、受取利息、支払利息及びその他収益構成要素に対する影響、また株主持分に対する影響についても適宜示して

いる。金利感応度分析は次の仮定に基づいて実施される。デリバティブ以外の固定利付金融商品の市場金利の変動

は、公正価値で測定される場合にのみ収益に影響を及ぼす。このため償却原価で計上される全ての固定利付金融商

品は、IFRS第７号に定義されている金利リスクにさらされていない。

金利リスクをヘッジするために指定される公正価値ヘッジの場合、金利の変動に帰属するヘッジ対象とヘッジ商

品の公正価値の変動は、同期間の損益計算書においてほぼ全額相殺される。これは、ヘッジ対象とヘッジ商品の測

定における金利に基づく変動が収益に影響を及ぼさないため、金利リスクにさらされていないことを意味してい

る。

しかしながら、公正価値ヘッジの金利デリバティブの場合、市場金利の変動は、支払利息の金額に影響を及ぼ

す。このため、この変動は受取利息に影響を及ぼすため、収益関連の感応度計算に含まれている。

金利の変動による支払額の変動をヘッジするためのキャッシュ・フロー・ヘッジにおいてヘッジ商品として指定

された金融商品の市場金利の変動は、株主持分における繰延ヘッジ損益に影響を及ぼすため、持分関連の感応度計

算において考慮される。

利息支払額が金利リスクに対するキャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ対象として指定されていない金融商品の

市場金利の変動は、デリバティブ以外の変動利付金融商品による受取利息又は支払利息に影響を及ぼす。このた

め、この変動は、収益関連の感応度計算に含まれている。

IAS第39号に規定されているヘッジ関係の一部ではない金利デリバティブ(金利スワップ、クロスカレンシー・ス

ワップ)の市場金利の変動は、その他の財務収益/費用に影響を及ぼすため、収益関連の感応度計算において考慮さ

れる。通貨デリバティブは金利リスクにさらされていないため、金利感応度には影響を及ぼさない。

2014年12月31日現在の市場金利が100ベーシス・ポイント高いと仮定した場合、税引前の利益又は損失は301百万

ユーロ(2013年12月31日現在：176百万ユーロ)低くなる。2014年12月31日現在の市場金利が100ベーシス・ポイント

さらに低いと仮定した場合、税引前の利益又は損失は366百万ユーロ(2013年12月31日現在：176百万ユーロ)高くな

る。このシミュレーションには、上記のレベル３に割り当てられた金融商品の影響も含まれている。収益に対する

-301百万ユーロ/+366百万ユーロの仮定上の影響額は、金利デリバティブの影響が-289百万ユーロ/+354百万ユー

ロ、デリバティブ以外の変動利付金融負債の影響が-12百万ユーロ/+12百万ユーロである。金利デリバティブによ

る潜在的な影響は、非デリバティブ金融商品の対照的なパフォーマンスにより一部相殺されるが、適用される会計

基準の結果として表示されることはない。2014年12月31日現在の市場金利が100ベーシス・ポイント高い(低い)と

仮定した場合、繰延ヘッジ損益は97百万ユーロ(2013年12月31日現在：184百万ユーロ)高く(低く)なる。

 

その他の価格リスク　市場リスクの表示目的で、IFRS第７号は、リスク変数の仮定上の変動による金融商品の価

格に対する影響についても開示するよう求めている。重要なリスク変数は、株式取引価格又はインデックスであ

る。

上記のレベル３に割り当てられた金融商品における価値創出要因を除けば、2013年12月31日現在と同様に、2014

年12月31日現在もその他の価格リスクはなかった。
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信用リスク　ドイツテレコムは営業活動及び特定の財務活動からの信用リスクにさらされている。原則として、

財務活動に関しては、営業上の信用管理システムに関連して、最低でも信用格付けがBBB+/Baa1を有する取引相手

とのみ取引を行っている。営業レベルでは、地域毎に債務残高が継続的に監視されている。信用リスクは個別及び

合計の引当金を通して考慮されなければならない。

法人顧客、特に国際通信事業者との取引のソルベンシーは個別に管理されている。しかし、信用リスクからの全

体的なリスク・エクスポージャーという観点から見ると、これらの取引相手からの未収金は特別なリスクの集中と

判断される程に多額なものではない。

 
(単位：百万ユーロ)

 2014年12月31日現在

 売掛金 買掛金 デリバティブ

金融資産

デリバティブ

金融負債

法的強制力のあるマスター・ネッティング契約又

は類似した契約の対象総額 301 347 1,160 1,095

IAS第32号第42項に従って財政状態計算書上で相

殺された金額 (102) (102) - -

財政状態計算書上で表示された純額 199 245 1,160 1,095

法的強制力のあるマスター・ネッティング契約又

は類似した契約対象で、IAS第32号第42項に従っ

た全ての相殺要件は満たさない金額 (11) (11) (1,108) (1,091)

　うち、認識された金融商品に関連した金額 (11) (11) (624) (624)

　うち、金融担保(現金担保を含む)に関連した金

額 - - (484) (467)

純額 188 234 52 4

 

(単位：百万ユーロ)

 2013年12月31日現在

 売掛金 買掛金 デリバティブ

金融資産

デリバティブ

金融負債

法的強制力のあるマスター・ネッティング契約又

は類似した契約の対象総額 410 362 613 1,583

IAS第32号第42項に従って財政状態計算書上で相

殺された金額 (177) (177) - -

財政状態計算書上で表示された純額 233 185 613 1,583

法的強制力のあるマスター・ネッティング契約又

は類似した契約対象で、IAS第32号第42項に従っ

た全ての相殺要件は満たさない金額 (18) (18) (610) (1,514)

　うち、認識された金融商品に関連した金額 (18) (18) (574) (574)

　うち、金融担保(現金担保を含む)に関連した金

額 - - (36) (940)

純額 215 167 3 69

 

ドイツテレコム・アーゲー及びテレコム・ドイチュラントGmbHにおける、国際通話の固定ネットワーク経由の

ルーティング及びモバイル・ネットワークにおけるローミング料金に関する債権及び負債においては特に、相殺が

適用される。
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契約条項に従い、債務不履行があれば、各取引相手との間に有する正又は負の公正価値のデリバティブは、未収

金又は負債純額以外全て相互に相殺される。通常、純額は銀行営業日毎に再計算され、互いに相殺される。正及び

負の公正価値のデリバティブ全ての相殺後の金額がドイツテレコムにとって正の値の場合、取引相手は、注記１

「現金及び現金等価物」に記載される担保契約に従ってドイツテレコムに現金を提供した。これにより信用リスク

はさらに減少した。

正及び負の公正価値のデリバティブ全ての相殺後の金額がドイツテレコムにとって負の値の場合、ドイツテレコ

ムは、担保契約に従って取引相手に現金担保を提供した。通常、純額は銀行営業日毎に再計算され、互いに相殺さ

れる。現金担保支払額(注記８「その他の金融資産」を参照のこと。)は、報告日に対応するマイナスの正味デリバ

ティブ・ポジション467百万ユーロと相殺されるため、報告日現在、この金額では信用リスクにさらされていな

かった。担保支払額は、その他の金融資産の組成した貸付金及び未収金に報告される。対応するデリバティブに緊

密に関係しているため、担保支払額は別の種類の金融資産に該当する。金融負債のその他の利付負債に含めて報告

されているが、その対応するデリバティブとの緊密な関連性から、独立した金融負債のクラスに該当する。

ドイツテレコムの子会社が発行した社債の条件に従って、当該子会社は特定の状況下で当該社債を期限前に償還

する権利を有している。償還を行う権利は組込デリバティブに該当し、デリバティブ金融資産として別個に会計処

理されている。ドイツテレコムの子会社が発行した強制転換条項付優先株式に含まれている転換権は、組込デリバ

ティブに該当し、デリバティブとして別途認識される。これらの償還権と転換権は信用リスクにさらされていない

ため、別の種類の金融商品に該当する。

金融資産の信用リスクに対する最大エクスポージャーを軽減させるようなその他の重要な契約はない。したがっ

て、その他の金融資産の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、その帳簿価額に一致する。

また、ドイツテレコムは財務保証を付与することによって信用リスクにさらされている。報告日現在において額

面総額50百万ユーロ(2013年12月31日現在：70百万ユーロ)の保証契約が担保されており、これは信用リスクに対す

る最大エクスポージャーも表している。

報告日現在、ドイツテレコムが財務保証から損失を被るような兆候はなかった。

 

財務及び貸付契約によるリスク　ドイツテレコムは、報告期間において、通常の市場条件で最大225百万英ポン

ドの取消不能貸付契約をEEジョイントベンチャーに再度付与したが、まだ利用されていない。この与信枠は随時利

用可能であり、2015年11月16日に失効する。当該与信枠は、期間終了の３か月前に打ち切りとされない限り、12か

月毎に延長される。当該額面価額225百万英ポンドが、この貸付契約に関する債務不履行リスクの上限である。

財務及び貸付契約の最大債務不履行リスクを軽減させる重要な契約はない。報告日現在、ドイツテレコムが損失

を被るような兆候はなかった。

 

流動性リスク　注記10「金融負債」も参照のこと。

 

前へ　　　次へ
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ヘッジ会計

公正価値ヘッジ　固定利付負債の公正価値リスクをヘッジするために、ドイツテレコムは、主にユーロ、英ポン

ド、ノルウェークローナ及び米ドルの金利スワップ及び先渡金利スワップ(変動金利支払、固定金利受取)を利用し

ている。ユーロ、英ポンド、ノルウェークローナ及び米ドル建の固定利付社債/MTNは、ヘッジ対象として指定され

ている。Euribor、GBP Libor、NOK OIBOR又はUSD Liborのスワップレート変動により生じるヘッジ対象の公正価値

の変動は、金利スワップの価値の変動と相殺されている。加えて、合計125百万豪ドルのクロスカレンシー・ス

ワップが公正価値ヘッジとして指定されている。このクロスカレンシー・スワップは、固定利付MTNを変動利付有

価証券に変換する。当該ヘッジの目的は固定利付社債を変動利付社債に転換し、金融負債の公正価値をヘッジする

ことである。信用リスクはヘッジの一部ではない。

ヘッジ関係の有効性は、回帰分析を用いた統計的手法により、各報告日に見込み及び遡及的に評価される。全て

のヘッジ関係が報告日現在有効であった。

報告期間には、名目元本が合計35億ユーロとなる新規公正価値ヘッジが、公正価値リスクを軽減する目的で指定

された。　

デリバティブの公正価値のリスト(「デリバティブ」の項目の表を参照のこと)にある通り、ドイツテレコムは、

2014年12月31日現在、公正価値ヘッジとして指定されている正味公正価値２億ユーロ(2013年12月31日現在：-２億

ユーロ)の金利デリバティブを保有していた。ヘッジ対象の再測定により、2014年度に４億ユーロの損失(2013年

度：４億ユーロの利益)がその他の財務収益/費用に計上された。ヘッジ取引の公正価値の変動により、４億ユーロ

の利益(2013年度：４億ユーロの損失)がその他の財務収益/費用に計上された。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ - 金利リスク　ドイツテレコムは、変動利付債のキャッシュ・フロー・リスクを

ヘッジするために、支払金利スワップ及び先渡支払金利スワップ(固定利支払、変動利受取)を締結した。ヘッジ期

間に行われる利息支払はヘッジ対象であり、同期間の損益計算書に認識される。Euribor及びLiborのレートの変動

により生じるヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動は、金利スワップのキャッシュ・フローの変動と相殺されて

いる。このヘッジの目的は、変動利付債を固定利付債に転換し、金融負債のキャッシュ・フローをヘッジすること

にある。ヘッジ関係の期間は2015年度から2018年度までの間に終了する。信用リスクはヘッジの一部ではない。

ヘッジ関係の有効性は、回帰分析を用いた統計手法により、見込み及び遡及的に評価される。

無効部分19百万ユーロ(収益)(2013年度：21百万ユーロの費用)が、報告年度の損益計算書におけるその他の財務

収益/費用として認識された。

報告日現在、全ての指定されたヘッジ関係の有効性は十分であった。　

デリバティブの公正価値のリスト(「デリバティブ」の項目の表を参照のこと)にある通り、ドイツテレコムは、

2014年12月31日現在、キャッシュ・フロー・ヘッジの一部として金利リスクをヘッジするためのヘッジ商品として

指定されている公正価値-３億ユーロ(2013年12月31日：-３億ユーロ)、名目元本総額31億ユーロ(2013年12月31

日：50億ユーロ)の金利デリバティブを保有していた。
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ヘッジ商品の公正価値の変動を株主持分で直接認識することにより、2014年度の株主持分において97百万ユーロ

の(税引前)損失(2013年度：36百万ユーロの利益)が計上された。株主持分に直接認識された77百万ユーロの損失

(2013年度：124百万ユーロの損失)は、2014年度の損益計算書においてその他の財務収益/費用に再分類された。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ－為替リスク　ドイツテレコムは、機能通貨建ではないキャッシュ・フローをヘッ

ジするために、通貨デリバティブ及びクロスカレンシー・スワップ契約を締結した。ヘッジ期間中に行われる外貨

建の支払はヘッジ対象であり、同一期間の損益計算書に認識される。ヘッジ関係の期間は2015年度から2033年度に

終了する。ヘッジ関係の有効性は、回帰分析を用いた統計手法により見込み及び遡及的に評価される。報告日現

在、指定されたヘッジ関係全ての有効性は十分であった。

また報告期間に、この種類の新規キャッシュ・フロー・ヘッジに指定されたものはない。

2014年度に、通貨デリバティブの公正価値の変動により生じた計362百万ユーロの利益(税引前)(2013年度：199

百万ユーロの損失)は、株主持分(繰延ヘッジ損益)に直接計上された。これらの変動はヘッジ関係の有効部分を構

成している。2014年度に、株主持分で直接認識された338百万ユーロの利益がその他の財務収益/費用に、また合計

６百万ユーロの利益が営業損益に(2013年度：70百万ユーロの損失がその他の財務収益/費用に、また16百万ユーロ

の利益が営業損益に)、それぞれ再分類された。報告日現在、これらのヘッジについて計上された重要な無効部分

はない。

デリバティブの公正価値のリスト(表を参照のこと)にある通り、ドイツテレコムは、２億ユーロの外貨購入及び

４億ユーロの外貨売却(2013年12月31日現在：３億ユーロの外貨購入及び８億ユーロの外貨売却)による正味公正価

値-５百万ユーロ(2013年12月31日：+21百万ユーロ)の通貨先渡、並びに2014年12月31日現在、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジのヘッジ商品として指定されている正味公正価値１億ユーロ(2013年12月31日：-３億ユーロ)及び計

48億ユーロ(2013年12月31日：48億ユーロ)のクロスカレンシー・スワップを保有していた。

 

純投資ヘッジ　2012年度に指定されたTモバイルUSへの正味投資額の米ドルの直物為替レートの変動に対する

ヘッジによる影響は、2014年度には発生しなかった。直接的に株主持分(その他の包括利益合計)で認識された利

益/損失の水準は、-４億ユーロ(税引前)で変動しなかった。
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デリバティブ　以下の表は、様々なデリバティブの公正価値を示している。これらがIAS第39号に記載されている

効果的なヘッジ関係(公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、純投資ヘッジ)の一部であるかどうかにより

識別がされている。その他のデリバティブ(デリバティブ以外のホスト契約を含む複合商品の構成要素)も組み込ま

れている。

(単位：百万ユーロ)

　     

  

正味帳簿価額

2014年12月31日

現在

 

正味帳簿価額

2013年12月31日

現在

資産     

金利スワップ     

　トレーディング目的  53  54

　公正価値ヘッジに関するもの  222  62

　キャッシュ・フロー・ヘッジに関するもの  -  -

通貨先渡/通貨スワップ     

　トレーディング目的  67  26

　キャッシュ・フロー・ヘッジに関するもの  4  24

クロスカレンシー・スワップ     

　トレーディング目的  531  358

　公正価値ヘッジに関するもの  -  -

　キャッシュ・フロー・ヘッジに関するもの  282  89

キャッシュ・フロー・ヘッジに関するその他のデリバティブ  -  -

ヘッジ関係のないその他のデリバティブ  1  -

組込デリバティブ  183  158

負債及び株主持分     

金利スワップ     

　トレーディング目的  235  226

　公正価値ヘッジに関するもの  -  264

　キャッシュ・フロー・ヘッジに関するもの  252  336

通貨先渡/通貨スワップ     

　トレーディング目的  229  39

　キャッシュ・フロー・ヘッジに関するもの  9  3

　正味投資ヘッジに関するもの  -  -

クロスカレンシー・スワップ     

　トレーディング目的  185  316

　公正価値ヘッジに関するもの  8  12

　キャッシュ・フロー・ヘッジに関するもの  162  387

キャッシュ・フロー・ヘッジに関するその他のデリバティブ  -  -

ヘッジ関係のないその他のデリバティブ  15  -

組込デリバティブ  -  -
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金融資産の譲渡

ほぼ全てのリスク及び便益が移転するファクタリング取引　ドイツテレコムは、１件のファクタリング契約を締

結した。これに基づき、銀行は毎月繰り返し発生する名目元本が計300百万ユーロの受取債権を購入することが要

求される。この契約は2015年度まで継続し、ドイツテレコムは、受取債権を売却するかどうか、また繰り返し発生

する名目元本をどの程度売却するかを決定することができる。売却された受取債権に関するリスクの評価は、信用

リスク及び支払遅延リスクに基づいている。ドイツテレコムが負担することとなる信用リスクに係る最大損失は、

売却時に銀行が留保するその時々で異なる購入価額の割引部分(受取債権の額面価額と銀行による取得価額との差

額)に制限され、この留保部分の未使用額は払い戻される。残りの信用リスクに係る損失は、受取債権の所有に伴

うリスクと便益のほとんど全てを示しており、それぞれの銀行により負担される。支払遅延リスクは引き続き、ド

イツテレコムにより全額負担されることとなる。2014年12月31日現在において売却され、認識が中止された受取債

権(名目元本167百万ユーロ)に関連する信用リスク及び支払遅延リスクによって生じる損失の最大エクスポー

ジャーは、６百万ユーロである。当該認識中止日には、変動する購入価格割引分から支払遅延リスクによる予想損

失の公正価値を控除した値のうち、予想払戻分の公正価値がその他の金融資産に資産計上され、残りの金額は費用

計上される。2014年12月31日現在、ドイツテレコムが全体的に継続的に関与している、その他の金融資産の帳簿価

額は２百万ユーロであり、その公正価値は２百万ユーロであった。そのプログラム手数料(金利と銀行の利ざや)を

含む継続的関与のため、ドイツテレコムは2014年度に、信用リスク・ディスカウントから毎月の貸倒損失を賄うた

めのボーナスを控除した額を含めて51百万ユーロを費用計上し、取引開始以降では総額300百万ユーロの費用を計

上している。ドイツテレコムは、購入者から受け取った購入価格支払額を、営業より生じた現金に計上している。

銀行はドイツテレコムに期限の過ぎた受取債権を売り戻す権利を有している。しかし、このときの購入価格は回収

又は売却によって実際に受け取る金額に相当するため、信用リスクに係る損失の配分に影響を及ぼさない。銀行に

対する購入価格の支払いは、回収又は売却による手取金が受領された後にのみ行われるため、当該買戻しはドイツ

テレコムにとっていかなる流動性リスクも伴わない。過年度と同様に、当事業年度においても売却された受取債権

金額が大きく変動することはなかった。2014年12月31日現在、ドイツテレコムが実施する受取債権の管理について

総額３百万ユーロの引当金が認識された。前期にはまだ有効であったファクタリング契約は、報告日現在完了し、

決済された。
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重要なリスク及び便益の分割並びに支配の移転を伴ったファクタリング取引　ファクタリング契約が締結された

ことから、それらに基づいて、銀行は受取債権を購入することが要求される。これらのファクタリング契約プログ

ラムの枠は、ユーロ建に換算すると402百万ユーロにのぼる。受取債権の購入額が増加すると、それに応じてプロ

グラム枠に達するまで、購入価格の支払いが定期的に繰り延べられる。これらの契約は2015年度から2017年度まで

の間に満了し、これらの契約によりドイツテレコムは、受取債権を売却するかどうか、またどれだけ売却するかを

決定することができる。売却された受取債権に関するリスクの評価は、信用リスク及び支払遅延リスクに基づいて

いる。当該購入価格は名目元本に相当する。ドイツテレコムが負担する各種のトランシェからの信用リスクの最大

額は140百万ユーロである。その他の信用リスクに係る損失は全額銀行が負担する。既存の融資保険契約により特

定の受取債権に関連する損失が最大150百万ユーロまで補償されるため、損失に対するエクスポージャーは軽減さ

れている。支払遅延リスクは引き続き、ドイツテレコムにより全額負担される。2014年12月31日現在において売却

された受取債権に関連する信用リスク及び支払遅延リスクによって生じる損失の最大エクスポージャー(ユーロ換

算額で名目元本407百万ユーロ)は、融資保険の補償範囲を除き、154百万ユーロである。受取債権の所有に伴うリ

スクと便益の実質的に全てが移転されたのでも、全てが留保されたのでもない(ドイツテレコムと銀行間で重要な

リスクが分配されている)。売却された受取債権の支配権は、実務上転売できることから銀行に移転された。2014

年12月31日現在において、売却された受取債権は全て認識が中止されている。当該認識中止日には、予想される損

失の公正価値が費用処理され、金融負債として計上された。2014年12月31日現在、ドイツテレコムの全体としての

継続的関与を示す金融負債の帳簿価額は８百万ユーロであり、その公正価値は８百万ユーロであった。プログラム

手数料(金利と銀行の利ざや)を含む継続的関与のため、ドイツテレコムは当事業年度に、信用リスク・ディスカウ

ント及び毎月の信用リスクを賄うための損失配分を含めて19百万ユーロを費用計上し、当該取引開始からの総額で

36百万ユーロを費用計上した。ドイツテレコムは、購入者から受け取った購入価格支払額を、営業より生じた現金

に計上している。銀行は、ドイツテレコムに受取債権を名目元本で全て売り戻す権利を有している。合意されたリ

スク配分に従って銀行に戻されるため、これは信用リスクに係る損失の配分に影響を及ぼさない。当該買戻しによ

るキャッシュ・アウトフローは、短期間で(すなわち2015年に)生じることとなる。売却された受取債権金額が、取

引開始以降大きく変動することはなかった。実施予定の受取債権管理に対してドイツテレコムが2014年12月31日現

在において認識していた引当金の帳簿価額は、１百万ユーロに満たない。

 

重要なリスクと便益を分割するが、支配権はドイツテレコムが留保するファクタリング取引　ドイツテレコムは

３件のファクタリング契約を締結しており、それらに基づき、繰り返し受取債権を売却している。受取債権は日次

で売却され、月１回まとめて決済される。売却された受取債権は、既に支払期限を迎えた携帯電話機販売代金請求

分と最長で２年間にわたって支払われる携帯電話機販売代金請求分である。債務者は個人顧客と法人顧客である。

いずれの取引においても、ドイツテレコムは、各契約での合意により売却した受取債権に起因する信用リスクと支

払遅延リスク以外、リスクにさらされていない。契約期間は、2016年から2020年までの間に満了する。
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１件目のファクタリング契約プログラムの枠は、ユーロ建に換算すると519百万ユーロにのぼる。受取債権購入

額が増加すると、それに応じてプログラム枠に達するまで、購入価格は据え置かれる。この契約に基づき、ドイツ

テレコムの子会社は、同じくドイツテレコムの子会社で、このファクタリング契約のためのみに設立された組成さ

れた企業に、受取債権を売却する。この組成された企業は、ファクタリング契約に基づく受取債権の売買に伴うも

の以外、資産や負債を保有していない。同事業体は、別の組成された企業に受取債権を転売する。ドイツテレコム

はこの別の組成された企業の関連業務を指示できないため、これを連結していない。この別の組成された企業は、

受取債権における所有持分を按分し、複数の銀行に売却する。ドイツテレコムの一般的なグループ内融資の範囲内

で、必要な資金がドイツテレコムにより連結対象の組成された企業に供与される。ドイツテレコムによる連結対象

外の組成された企業は、外部の受取債権購入者から資金を調達する。受取債権購入契約で定められた購入資格基準

が満たされていることを条件に、全ての受取債権購入が選別プロセスを経ずに自動的に実行される。

２件目のファクタリング契約は、150百万ユーロをプログラム枠としている。受取債権購入額が増加すると、そ

れに応じてプログラム枠に達するまで、購入価格が据え置かれる。この構造で、ドイツテレコムが連結対象とする

組成された企業はない。受取債権は、ドイツテレコムが関連業務を指示できないため連結対象外とする組成された

企業に、直接売却される。この組成された企業は受取債権を保有し、当該債権から発生する便益とリスクを、契約

上の取決めに基づいて、ドイツテレコムと銀行に配分する。この組成された企業は、コマーシャル・ペーパーをグ

ループ外の第三者に向けて発行するか、あるいは銀行が提供する借入枠によって、資金を調達する。ある受取債権

ポートフォリオにおいては、受取債権購入契約で定められた購入資格基準が満たされていることを条件に、受取債

権購入は選別プロセスを経ずに自動的に実行される。別の受取債権ポートフォリオでは、組成された企業は、合意

した最低額の購入は必須とされているものの、受取債権を購入するか否か、またどの受取債権を購入するかを決定

することができる。

いずれの組成された企業も、受取債権の売買以外の事業活動を行っていない。

150百万ユーロの受取債権をプログラム枠とする３件目のファクタリング契約では、ドイツテレコムは、仲介と

して組成された企業を利用せずに、グループ外の購入者に受取債権を直接売却する。ドイツテレコムは、受取債権

を売却するか否か、またどの程度売却するかを決定することができる。既存の融資保険契約により特定の受取債権

に関連する損失が最大50百万ユーロまで補償されるため、損失に対するエクスポージャーは軽減されている。
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ドイツテレコムがこれら３件のファクタリング契約に基づいて売却したものの、債務者がまだ決済していない受

取債権の名目元本は、報告日現在、ユーロ建に換算すると862百万ユーロであった。売却された受取債権に関する

リスクの評価は、信用リスク及び支払遅延リスクに基づいている。ドイツテレコムが負担する信用リスクの上限

は、報告日現在、ユーロ建に換算すると292百万ユーロで、いずれも組成された企業が関与する取引に起因する。

その他の信用リスクに係る損失は購入者が負担する。支払遅延リスクは引き続き、ドイツテレコムにより全額負担

される。報告日現在売却されていた受取債権に関連する信用リスクと支払遅延リスクに起因する損失に対するドイ

ツテレコムの最大エクスポージャーは、ユーロ建に換算すると297百万ユーロで、組成された企業が関与する取引

に主に起因している。受取債権の所有に伴うリスクと便益のほぼ全てが、移転も留保もされていない(重要なリス

クと便益はドイツテレコムと購入者の間で分配されている)。ドイツテレコムは、売却した受取債権に関して、引

き続き債権回収を行う。組成された企業が関与するファクタリング契約に基づき、購入者は、特段の理由なく債権

回収を第三者に移管する権利を有する。ドイツテレコムは、債権回収業者以外の立場で売却済受取債権を使用する

権限を与えられていないが、購入者及び組成された企業には購入済受取債権を転売する実務的な能力がないため、

売却済受取債権に対する支配権が留保されている。受取債権売却時点における予想損失の公正価値は費用計上さ

れ、関連負債の構成要素として報告される。ドイツテレコムは、継続的に関与する範囲、すなわち売却済受取債権

に内在する信用リスクと支払遅延リスクに関してまだ責任を有する最大の金額で、売却済受取債権を引き続き認識

し、銀行に対する負債として表示される、対応する関連負債も認識している。受取債権と関連負債は、その後、ド

イツテレコムの継続的な関与が低減する分に関して(特に顧客が支払った場合)、認識を中止する。受取債権の帳簿

価額は、その後、信用リスクと支払遅延リスクに起因してドイツテレコムが実際に負担する損失が、当初の予想損

失を超過する分に関して、減額される。この金額は費用として認識される。2014年12月31日現在、ユーロ建に換算

すると、ドイツテレコムの継続的な関与は297百万ユーロ、関連負債の帳簿価額は300百万ユーロであった。ドイツ

テレコムは、購入者から受け取った購入価格支払額が認識を中止している受取債権分の場合、営業より生じた現金

に表示し、引き続き認識している受取債権分の場合は、財務活動から生じた／財務活動に使用された正味現金に表

示している。組成された企業が関与するファクタリング契約に基づき、ドイツテレコムは、期限の超過した受取債

権及び間もなく減損が発生する見込みの受取債権を名目価額で買い戻す必要がある。後者の受取債権は合意された

リスク配分に従って購入者に戻されるため、このような買戻しは、信用リスク関連の損失の配分に一切影響を及ぼ

さない。当該買戻しによるキャッシュ・アウトフローは、短期間で(すなわち2015年に)生じることとなる。売却さ

れた受取債権金額が、それぞれの取引開始以降大きく変動することはなかった。
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38　資本管理

 

資本管理に関する開示　ドイツテレコムの資本管理の最も重要な目標は、以下の４タイプの利害関係者の異なる

期待の中でバランスを維持することである。

・株主

・債権者

・従業員

・「企業内起業家」

 

詳細については、「第３ 事業の状況―７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「グ

ループのマネジメント」の項を参照のこと。

投資家、アナリスト及び格付機関との資本市場におけるコミュニケーションのための重要な業績評価指標は、関

連する債務(すなわち、調整後のEBITDAに対する債務純額)である。2014年12月31日現在、当該比率は2.4であった

(2013年12月31日現在：2.2)。関連する債務の目標範囲は、2.0から2.5の間である。債務純額は、国際財務報告基

準が適用されにない非GAAP数値であり、その定義及び算定は会社により異なる可能性がある。さらに重要な業績評

価指標は、自己資本比率(すなわち、連結財政状態計算書に表示されている総資産に対する株主持分の比率)であ

る。この自己資本比率は、2014年12月31日現在、26.3％(2013年12月31日現在：27.1％)であった。目標範囲は、

25％から35％である。また、ドイツテレコムは、今後24か月にわたる満期支払いをカバーする流動性準備金を維持

している。

 

債務純額及び株主持分の算定

(単位：百万ユーロ)

　     

  
2014年12月31日

現在
 

2013年12月31日

現在

金融負債(流動)  10,558  7,891

金融負債(固定)  44,669  43,708

金融負債  55,227  51,599

未払利息  (1,097)  (1,091)

その他  (1,038)  (881)

債務総額  53,092  49,627

     

現金及び現金等価物  7,523  7,970

売却可能/トレーディング目的金融資産  289  310

デリバティブ金融資産  1,343  771

その他の金融資産  1,437  1,483

債務純額  42,500  39,093

     

株主持分  34,066  32,063
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39　関連当事者の開示

ドイツ連邦共和国及びその他の関連当事者　ドイツ連邦共和国は、直接及び(ドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグ

ループを介した)間接の株主であり、ドイツテレコム・アーゲーの資本金の約31.7％(2013年12月31日現在：

31.9％)を保有している。ドイツ連邦共和国は、通常出席率の高さにより株主総会において安定的多数を占めるこ

とから、ドイツテレコムはドイツ連邦共和国の管理下にある。したがって、連邦共和国及び連邦共和国により支配

される会社又は連邦共和国が重大な影響力を行使できる会社は、ドイツテレコムの関連当事者として分類される。

連邦共和国並びに政府部門及び政府機関、並びに個別の会社に提供されたサービスに係る請求は、ドイツテレコム

の商業価格方針に基づいて行われている。ドイツテレコムは連邦ネットワーク庁の周波数帯オークションに参加す

る。ライセンスを通じてモバイル通信周波数帯を獲得することにより、連邦ネットワーク庁が定める構築要件を満

たす場合がある。

連邦郵便通信機関(連邦機関)は、ドイツテレコム・アーゲー、ドイツポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバン

ク・アーゲーの全社的な課題に影響を及ぼす特定の業務を法律により委任されている。当該連邦機関の責任には、

ドイツテレコム・アーゲー、ドイツポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバンク・アーゲーのための公務員健康保

険基金(Postbeamtenkrankenkasse)、レクリエーション・サービス(Erholungswerk)、補足的退職年金機関

(Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost)及び福利厚生サービス(Betreuungswerk)の維持が含まれてい

る。調整及び管理業務は、代理期間契約に基づいて行われている。2012年度まで、ドイツテレコムは公務員の年金

制度のための共同基金であるBundes-Pensions-Service für Post und Telekommunikation e.V., Bonn (郵便通信

連邦年金サービス-BPS-PT)をドイツポスト・アーゲー及びドイツ・ポストバンク・アーゲーと共同で運営してい

た。ドイツの公務員年金基金の再編に関する法律(Gesetz zur Neuordnung der Postbeamtenversorgungskasse-

PVKNeuG)により、公務員年金に関連するBPS-PT(公務員年金基金内の組織)の機能は、2013年１月１日付で既存の連

邦機関に移管された。したがって、公務員年金機能は公務員年金基金によって、連邦機関の不可分な一部として遂

行される。この共同公務員年金基金は、これらの３社全ての基金としての役割を果たし、信託ベースで連邦共和国

の年金基金の財務管理も取り扱う。2014年度において、ドイツテレコムは58百万ユーロ(2013年度：58百万ユー

ロ、2012年度：61百万ユーロ)を拠出した。さらに、支払いは、公務員年金基金の再編に関する法律の条項に従

い、公務員年金基金に対しても行われた(注12「年金及びその他の従業員給付に対する引当金」も参照のこと)。

連邦共和国及び連邦共和国により支配される会社、又は連邦共和国が重大な影響力を行使できる会社はドイツテ

レコムの顧客又は供給者であり、したがってドイツテレコムと相互に契約関係がある。

2014年に全ての株主に対して付与したオプションに関連して、ドイツ復興金融公庫（KfW）バンクグループは保

有するドイツテレコム・アーゲーの株式の2013年度の配当権に対して、一部を現金、一部を授権資本からの株式で

支払うことを要求した。この結果、ドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグループは、2014年６月に32,559千株を受け

取った。2014年12月31日現在のドイツテレコム・アーゲーにおけるドイツ復興金融公庫(KfW)バンクグループの持

分割合は合計で17.4％となった。この他には、ドイツテレコムは2014年度に、市場における取引条件以外又は、記

述されている通常営業活動以外で、個別に重要な取引を行っていない。
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共同支配企業　2014年度において、ドイツテレコムは2010年４月１日に設立されたEEジョイントベンチャーか

らの収益及びその他の営業収益合計283百万ユーロ(2013年度：294百万ユーロ、2012年度：315百万ユーロ)並びに

トール・コレクトからの収益65百万ユーロ(2013年度：62百万ユーロ、2012年度：61百万ユーロ)を計上した。

EEジョイントベンチャーが当初投資していた２億ユーロ（純額）は、当報告年度中に同社にドイツテレコムに

よって返済された。その後、EEジョイントベンチャーは、ドイツテレコムに純額で２億ユーロを再投資した。

当事業年度末において、EEジョイントベンチャーに対する受取債権は175百万ユーロ(2013年12月31日現在：94百

万ユーロ、2012年12月31日現在：96百万ユーロ)、負債は257百万ユーロ(2013年12月31日現在：241百万ユーロ、

2012年12月31日現在：453百万ユーロ)、貸付契約は３億ユーロ(2013年12月31日現在：３億ユーロ、2012年12月31

日現在：３億ユーロ)であった。当社が第三者に供与した６億ユーロ(2013年12月31日現在：６億ユーロ、2012年12

月31日現在：６億ユーロ)の融資保証及び保証書が存在していた。

2014年12月31日現在、トール・コレクトに対する受取債権11百万ユーロ(2013年12月31日現在：13百万ユーロ、

2012年12月31日現在：12百万ユーロ)、負債12百万ユーロ(2013年12月31日現在：12百万ユーロ、2012年12月31日現

在：12百万ユーロ)、資本維持契約及び銀行に差し入れられた借入保証があった。詳細については、注記33「偶発

事象」を参照のこと。

この他には、共同支配企業との間で、重要性のある収益、債権又は負債はない。

 

関係する個人　
1

報告期間において取締役会及び監査役会に支給する短期給付金の費用は13.5百万ユーロ(2013

年度：14.9百万ユーロ)、長期給付金の費用は2.5百万ユーロ(2013年度：2.9百万ユーロ)であった。取締役会の給

付金に関して、勤務費用2.4百万ユーロ(2013年度：3.3百万ユーロ)が計上された。また、取締役会の株式報酬費用

862千ユーロ(2013年度：157千ユーロ)が発生した。2.9百万ユーロ(2013年度：０百万ユーロ)が退職手当として支

払われ、費用として認識された。

報告年度の取締役会及び監査役会報酬は、合計22.2百万ユーロ(2013年度：21.3百万ユーロ)であった。

詳細については、注記40「取締役会及び監査役会報酬」を参照のこと。

ドイツテレコムの監査役会に選出された従業員は、雇用契約の一環として、引き続き基本給を受取る権利があ

る。給与の額は、社内での業務又は活動に対応する対価とされる。これ以外には、関係する個人との重要な取引は

なかった。
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40　取締役会及び監査役会報酬

取締役会報酬

以下の取締役会報酬に関する開示は、ドイツ商法典(Handelsgesetzbuch-HGB)第314条及びドイツ会計基準第17号

(GAS第17号)に準拠している。

 

取締役会の構成の変更及び契約延長　2014年１月１日付で、ティモテウス・ヘッティゲス氏が、レーネ・オーベ

ルマン氏の後任としてドイツテレコム・アーゲーの取締役会会長に就任した。また2014年１月１日付で、トーマ

ス・ダーネンフェルト氏が、ティモテウス・ヘッティゲス氏の後任として最高財務責任者に就任した。監査役会

は、2013年５月15日に双方の異動を承認した。最高人事責任者兼労務担当取締役のProf.マリオン・シックは、健

康上の理由から、2014年４月30日付で当グループを退職した。Dr.トーマス・クレマーは、2014年１月以降Prof.マ

リオン・シックの代理を務めていたが、Prof.マリオン・シックの退職後、データ保護、法務、及びコンプライア

ンス担当取締役としての自身の職務と兼任して、暫定的に人事部門の責任者となっている。

 

取締役会報酬の基準　2010年２月24日に監査役会は、2009年８月５日に施行されたドイツ役員報酬法(Gesetz

zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung-VorstAG)の規定条項を勘案し、取締役会の新しい報酬制度について

決議した。ドイツテレコム・アーゲーの株主総会は、2010年５月３日に本新制度を承認した。取締役会報酬は、多

様な要素で構成されている。役務契約の条件に基づき、取締役会は、年次固定報酬、年次変動業績基準報酬、長期

変動報酬、並びに当社の年金受給権に基づく付加給付及び繰延給付を受取る権利を有している。監査役会は、取締

役会報酬制度の構造を定義し、この構造及び報酬の妥当性を定期的に見直している。

年間固定報酬は、株式会社法の要件に準拠して、市況に基づき、取締役毎に決定される。取締役会報酬は当社の

持続的発展を目指す方向で決定され、変動構成要素に対する複数年にわたる評価を基本とする。

十分に検討した結果、監査役会の裁量により、各取締役や取締役会全員が達成した目覚ましい業績に対して、特

別ボーナスの形で報奨が与えられることもある。

業界基準及び企業基準に準拠して、当社は、役務契約の条件に基づき、取締役に付加給付を支給している。一部

の付加給付は非金銭報酬とみなされ、課税対象となる。非金銭報酬には、主に社用車の貸与及び賠償保険加入、並

びに自宅以外の住宅保有に関連した還付などがある。

当社以外の任用には、通常事前に承認を受けなければならない。当グループ他社の取締役又は監査役に就任して

も、通常、追加報酬は支払われない。

疾病、事故、又はその他の当該取締役に責任がない理由により一時的に業務遂行ができない場合、永久的に勤務

が不可能と確定された月の末日から引き続き、固定基本報酬が最大３か月間支払われる。
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業績比例変動報酬

取締役の変動報酬は、変動報酬IとⅡに区分されている。変動報酬Iには、特定の業績指標に係る予算達成、戦略

実行及び当グループのガイドライン遵守からなる、短期及び長期の構成要素が含まれている。変動報酬Ⅱは長期の

みで、変動報酬が当社の持続可能な発展に重点を置き、特に長期のインセンティブ効果をもたらすようにする。

 

変動報酬Ⅰ　取締役の年次業績比例変動報酬は、事業年度の初頭にドイツテレコム・アーゲー監査役会が取締役

毎に設定した目標の達成度に基づいて決定される。目標には、収益、特殊要因に対して調整されたEBITDA及びフ

リー・キャッシュ・フローに関して設定される企業目標(50％)と取締役毎に設定される個人目標がある。個人目標

は、戦略実行に係る当社の持続可能な成功を目指す目標(30％)及びガイドライン遵守(20％)で構成されている。各

事業年度の目標合意及び目標達成レベルは、監査役会の本会議で決定される。目標達成レベルが100％を超えた場

合、報酬額の150％を上限として、定額法で報酬が支払われる。このレベルを超える部分は考慮されない。長期イ

ンセンティブ効果及び当社の継続可能な発展をより確実にするために、監査役会の本会議で設定された年間変動報

酬の３分の１をドイツテレコム・アーゲー株に投資する必要があり、各取締役は最低４年間、これらの株式を所有

しなければならない。

 

変動報酬Ⅱ　変動報酬Ⅱは長期目標のみを目指すもので、４つの実績パラメーター(調整済み投下資本利益率

(ROCE)、調整済み１株当たり利益、顧客満足度、従業員満足度)の達成度合が、同等の比重で評価される。各パラ

メーターに基づき、報酬の４分の１の額が決定される。目標達成レベルが100％を超えた場合、報酬額の150％を上

限として、定額法で報酬が支払われる。評価期間は４年間で、トランシェの確定時に設定された４年間を通じての

目標達成平均が、評価のベースとなる。報酬額は、その他の報酬構成要素から切り離され、各取締役に対して個別

に設定される。

 

2014年度において、目標を100％達成したことにより、変動報酬Ⅱの2014年度トランシェに参加している取締役

に対して、額面金額で以下の絶対価額が供与された。

(単位：ユーロ)

　     

  2014年度トランシェ  2013年度トランシェ

ラインハルト・クレメンス  650,000  650,000

ニーク・ヤン・ファン・ダム  640,083  550,000

トーマス・ダーネンフェルト

(2014年１月１日以降)
 

550,000
 

0

ティモテウス・ヘッティゲス  1,092,000  760,500

Dr.トーマス・クレマー  550,000  550,000

クラウディア・ネマート  675,000  675,000

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)
 

0
a  

550,000

a Prof.マリオン・シックは退職したため、それ以降の変動報酬Ⅱの2014年度トランシェを受給しなかった。
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株式マッチング・プランに関する情報　2014年度において、取締役は前述のように、変動報酬Iの３分の１をド

イツテレコム・アーゲー株に投資する契約上の義務がある。ドイツテレコム・アーゲーは、前述の取締役の個人投

資(株式マッチング・プラン)の一環として取得された１株当たり１株を、４年の譲渡禁止期間満了時に付与する。

GAS第17号及びIFRS第２号は、2014年度のマッチング株式に係る株式ベースの支払費用総額及びマッチング株式

の付与日における公正価値だけでなく、当事業年度におけるマッチング株式の受給資格数及びその推移の開示を求

めている。

下表の付与日におけるマッチング株式の公正価値は、2014年度の取締役会報酬の構成要素を示すものではなく、

関連する会計方針に基づいて算定されるマッチング株式受給資格の帰属価値である。本書では、公正価値は予想配

当落ちを差し引いた権利付与日における株価に等しい。下表は、マッチング株式の受給資格を得るための、2014年

度の予測目標達成値及び各取締役の個人投資見込額に基づいている。2014年度に特定されるマッチング株式の最終

的な受給資格数は、ここでの見込み数よりも高い又は低い可能性がある。

IFRS第２号に従って2010年度から2013年度及び2014年度までに認識されるマッチング株式に係る株式報酬費用総

額は、下表の右２列に含まれている。

 

　             

  2010年度より

事業年度始めに

マッチング株式

に付与された

受給資格数

 2014年度に

付与された

マッチング

株式の新規

受給資格数

 株式マッチン

グ・プランの一

環として2014年

度に譲渡された

株式数

 付与日における

マッチング株式

の公正価値

 2010年度から

2014年度までの

マッチング株式

に係る2014年度

の株式報酬費用

総額累計

 2010年度から

2013年度までの

マッチング株式

に係る2013年度

の株式報酬費用

総額累計

        ユーロ  ユーロ  ユーロ

ラインハルト・クレメンス  113,192  18,003  22,001  186,512  186,836  166,907

ニーク・ヤン・ファン・ダム  103,500  17,403  18,914  180,295  169,408  153,160

トーマス・ダーネンフェルト

(2014年１月１日以降)
 

0  15,233  0  157,817  54,916  0

ティモテウス・ヘッティゲス  138,639  30,245  25,741  313,339  222,952  202,328

Dr.トーマス・クレマー  29,791  15,233  0  157,817  57,619  38,270

クラウディア・ネマート  54,821  18,695  0  193,685  97,441  79,415

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)
 

44,532  0  22,862  0  72,535  56,276

 

ドイツテレコムは2014年12月31日までに、株式マッチング・プランの一環として取締役にマッチング株式を付与

する目的で363,857株を取得した。2014年度に、各取締役に初めてマッチング株式が譲渡された。2014年度に合計

89,518株が取締役に譲渡された。これは、退職契約の条項に従ってProf.マリオン・シックに譲渡された22,862株

を含む。Prof.マリオン・シックは、それ以上マッチング株式の受給資格を有していない。

 

取締役としての地位が終了した場合の取決め　2009年度以降に締結された取締役の役務契約には、任期満了前に

当該契約が理由を欠いて終了した場合に支払われる補償額の上限について定められており、かかる補償額は、ドイ

ツ企業統治基準の勧告に合わせて最大２年分の報酬額に制限され、かつ当該契約の残任期間に支払われるべき報酬

額を上回ることはできない。

ドイツテレコム・アーゲーの取締役の労務契約は、当社の支配権の変更により取締役としての地位が終了した場

合に、いかなる手当の受給資格も付与しない。
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一般に、取締役の契約には雇用終了後の競業禁止が規定されている。別段の合意がない限り、取締役は、退職後

１年間は競合会社のために又は競合会社を代表して勤務することは禁じられている。この禁止期間についての補償

として、取締役は、前年度に受領した年間固定報酬の50％及び100％の目標達成に基づいた直近の変動報酬Ⅰの

50％、又は前年度に受領した年間固定報酬の100％の支払いを受取る。

 

企業年金制度

企業年金制度(従来の受給資格)　取締役は、当社から企業年金を受領する資格を有している。企業年金制度によ

る年金額は、受益者の年棒に直接関連している。取締役は、退職日より前に勤務した各年度における最終的な固定

年棒の固定割合に基づいた年金を受領する。取締役には、62歳から生涯退職年金という形で、また60歳からは早期

退職年金という形で年金を受給する権利が生じるが、早期退職年金については数理計算上の一定の控除の対象とな

る。退職年金は、基本割合の５％に、取締役としての勤続期間を乗じて算出される。勤続期間が10年経過すると、

年金基準は最終的な固定年俸の最高割合の50％に達する。

年金支払は、動的に１％増加する。さらに、年金契約には、寡婦及び遺児への給付という形で、遺族年金に関す

る取決めが含まれている。ある特定のケースでは、寡婦年金の受給資格が排除される。年金手配の適格性に対する

標準的な基準は、市場水準と一致している。就労が永続的に不能となった場合(就労不能)、現在の任命期間の終了

予定までの個々の在職期間は、年金計算の対象となる在職期間の基準としての役割を果たす。

 

企業年金制度(新しい受給資格)　企業年金の新しい受給資格を有する取締役全員に対し、退職時に１回限りの支

払いをする拠出型制度が設定されている。拠出金は勤務期間の各年度に、市場水準に対応する金利で取締役の口座

へ払い込まれる。年金口座への毎年度の繰入れによる、現金又は現金等価品の残高に変動はなく、キャッシュ・ア

ウトフローも、取締役の退職時にのみ行われる。原則として、受益者の退職日は62歳の誕生日となる。2011年12月

31日より前に締結された年金契約については、取締役は60歳になると、早期退職年金の受給を選択することもでき

るが、その際は、数理計算上の一定の控除の対象となる。年額は個別に設定され、その他の報酬構成要素から切り

離されている。拠出金額の算定は、ベンチマークとして適切で、拠出型制度を導入している同業他社との比較に基

づいている。

さらに、年金契約には、寡婦及び遺児への給付という形で、遺族年金に関する取決めが含まれている。就労が永

続的に不能となった場合(就労不能)、受益者は年金基金を受ける権利を有する。
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各取締役に対する勤務費用及び確定給付債務の変動は、下表の通りである。

 
(単位：ユーロ)

　         

  

勤務費用
2014年度  

確定給付債務

(DBO)の現在価値
2014年12月31日

現在  

勤務費用
2013年度  

確定給付債務

(DBO)の現在価値
2013年12月31日

現在

ラインハルト・クレメンス  599,763  5,427,515  605,603  3,536,455
ニーク・ヤン・ファン・ダム  288,661  2,129,080  305,199  1,584,901
トーマス・ダーネンフェルト
(2014年１月１日以降)

 
246,151

 
293,973

 
0

 
0

ティモテウス・ヘッティゲス  818,212  8,695,342  582,852  5,607,988
Dr.トーマス・クレマー  243,743  703,470  253,723  401,430
クラウディア・ネマート  247,026  1,069,351  275,014  605,675
Prof.マリオン・シック
(2014年４月30日まで)

 
0  0

 
245,791

 
494,551

 

新しい企業年金制度の条項に従って、ニーク・ヤン・ファン・ダム氏に年間給付金290,000ユーロが割り当てら

れた。トーマス・ダーネンフェルト氏、Dr.トーマス・クレマー、クラウディア・ネマート氏及びProf.マリオン・

シックについての金額は、勤続１年について250,000ユーロである。2014年12月31日現在、Prof.マリオン・シック

は、退職時に法的な権利確定要件を満たしていなかったため、取締役会の年金受給資格を有していなかった。

当社の企業年金制度による年金費用は、勤務費用として表示されている。

 

2014年度の取締役会報酬　法的要件及びその他ガイドラインにより、取締役に対して、以下の表の通り、2014年

度の報酬総額として合計13.9百万ユーロ(2013年度：15.6百万ユーロ)が支払われた。

この取締役会報酬は、固定年次報酬、その他の給付、非金銭給付、現物報酬、短期変動報酬(変動報酬I)、該当

する場合は並外れた業績に対する特別ボーナス、全額稼得された長期変動報酬のトランシェ(変動報酬Ⅱ)、及び

マッチング株式の公正価値からなる。これは、付与日の変動報酬Iの概算金額と、その結果のマッチング株式の受

給資格数を基礎として算出される。

固定年間報酬及びその他の報酬は、業績には全く関係ないものである。
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報酬総額　取締役会の報酬の詳細については、以下の通りである。

(単位：ユーロ)

　       

    非業績連動型報酬 業績連動型報酬  

    

固定

年間報酬

その他の報

酬

短期変動

報酬

長期

変動業績

連動型報酬

(変動報酬Ⅱ)

長期変動

業績連動型

報酬(マッチ

ング株式の公

正価値) 報酬合計

ラインハルト・クレメン

ス

 2014年度  840,000 17,350 714,350 429,000 186,512 2,187,212

 2013年度  840,000 22,366 755,950 390,000 174,153 2,182,469

ニーク・ヤン・ファン・

ダム

 2014年度  850,000 26,758 708,760 363,000 180,295 2,128,813

 2013年度  794,355 24,555 647,900 330,000 147,360 1,944,170

トーマス・ダーネンフェ

ルト

(2014年１月１日以降)

 2014年度  700,000 22,433 641,300 - 157,817 1,521,550

 2013年度  - - - - - -

ティモテウス・ヘッティ

ゲス

 2014年度  1,450,000 22,359 1,307,124 429,000 313,339 3,521,822

 2013年度  1,037,500 23,972 953,667 390,000 203,759 2,608,898

Dr.トーマス・クレマー  2014年度 a 700,000 60,983 856,650 234,438 157,817 2,009,888

  2013年度  700,000 60,508 627,000 130,625 147,360 1,665,493

クラウディア・ネマート  2014年度  900,000 65,900 764,775 361,969 193,685 2,286,329

  2013年度  900,000 49,602 722,925 227,813 180,851 2,081,191

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)

 2014年度  233,333 5,743 - - - 239,076

 2013年度 b 700,000 23,272 568,150 137,500 147,360 1,576,282

  2014年度  5,673,333 221,526 4,992,959 1,817,407 1,189,465 13,894,690

  2013年度 c 4,971,855 204,275 4,275,592 1,605,938 1,000,843 12,058,503

a
　監査役会は、Dr.トーマス・クレマーに2014年の並外れた業績に対する特別ボーナスを支給することを決議した。そのた

め856,650ユーロには、250,000ユーロも含まれている。監査役会は、この支給により、Dr.トーマス・クレマーの並外れた

な業績に対して報奨を与えた。同氏は、Prof. マリオン・シックが健康上の理由で退職したことから、データ保護、法

務、及びコンプライアンスの分野における自身の職務と兼任して、2014年度通年にわたり人事部門の責任者となってい

る。

b
　Prof.マリオン・シックが2014年度に健康上の理由で退職したことから、監査役会は、同氏の変動報酬受給資格を減額す

る権利を行使した。そのため、前年度の行に表示されている確定していたProf.マリオン・シックの短期変動報酬は、支給

日に40,471ユーロ減額された。長期変動報酬の支給額は、前年度の行に表示されている値よりも4,800ユーロ減額された。

c
　2013年度中に退職した取締役に対する報酬は、表には含まれない。

 

「長期変動業績連動型報酬(変動報酬Ⅱ)」の列に表示されている金額は、2011年度に適格な取締役に供与されて

いたものである。変動報酬Ⅱの現行制度トランシェの開始後に入社したクラウディア・ネマート氏には2011年に、

Dr.トーマス・クレマーには2012年に、それぞれ比例配分での供与が行われた。

レーネ・オーベルマン氏の退職契約の詳細は、前年度に公表された規定の一部として開示されていた。これに関

連して、2014年度についても、競業禁止期間の補償としての定額年俸が支払われることが発表されていた。しか

し、レーネ・オーベルマン氏の他の報酬支給規定について合意していたため、ドイツテレコムは2014年に同氏に報

酬を支払う必要はなかった。
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当社と、取締役を務めていたProf.マリオン・シックの間で交わした役務契約は、相互の合意により2014年４月

30日深夜零時を効力発生時として解消された。Prof.マリオン・シックと当社の間で交わした退職契約には、次の

ような要素が盛り込まれている。当社は、役務契約の早期解消に関する最終的な清算額として2.7百万ユーロを

Prof.マリオン・シックに支払う。Prof.マリオン・シックには、株式マッチング・プランの一環として、ドイツテ

レコム・アーゲー株式22,862株が譲渡されていたが、それ以外のマッチング株式受給資格はない。Prof.マリオ

ン・シックは、法的な権利確定要件を満たしていないため、取締役会の年金受給資格を失うこととなる。競業禁止

に伴い、Prof.マリオン・シックは５月から９月までの期間の報酬として234,375ユーロを受け取る予定である。こ

れらの支払いは、元取締役と報告期間に退職した取締役に関する開示として開示される。Prof.マリオン・シック

は療養中であるため、上記以外の2014年分の変動報酬受給資格はない。

前事業年度に取締役としての活動に対して、第三者から報酬又は相当の支払を受けた取締役はいない。

 

元取締役及び報告年度に退職した元取締役　元取締役、報告年度に退職した取締役、及びその扶養遺族に対する

支払い及び受給権に関して、総額9.2百万ユーロ(2013年度：7.3百万ユーロ)が支払われた。

これらの元取締役及びその扶養遺族に対する現在の年金及び確定した年金受給権に関して、引当金(IAS第19号に

準拠して測定)196.9百万ユーロ(2013年12月31日：139.1百万ユーロ)が認識された。

 

その他　当社は、現取締役又は元取締役に対し、いかなる前払金又は貸付金も付与しておらず、これら取締役又

は監査役の利益となるその他の債務もなかった。

 

監査役会の報酬

監査役が受取る報酬については、ドイツテレコム・アーゲーの定款第13条に規定されている。2013年１月１日に

発効した新報酬制度に基づき、監査役は、70,000.00ユーロの固定年俸を受取る。

監査役会会長は70,000.00ユーロ、副会長は35,000.00ユーロを追加で受け取る。監査役はまた、監査役会委員会

における活動について、以下の報酬を受け取る。

(a) 監査委員会の委員長は80,000.00ユーロを受け取り、監査委員会の一般委員は40,000.00ユーロを受け取る。

(b) 一般委員会の委員長は35,000.00ユーロを受け取り、一般委員会の一般委員は25,000.00ユーロを受け取る。

(c) その他の委員会の委員長は30,000.00ユーロを受け取り、その他の委員会の一般委員は20,000.00ユーロを受

け取る。

 

指名委員会及び調停委員会の委員長及び一般委員は無報酬である。監査役は、監査役会の各会議又は委員会に出

席する毎に1,000.00ユーロの参加報酬を受取る。当社は、報酬及び費用に係る付加価値税の払戻しを行っている。

監査役は、無額面株式１株当たり純利益の推移次第で、依然として2012年12月31日まで適用されていた従来の報酬

制度の下での、2012年度に関する業績連動型変動報酬を受け取ることができる。長期インセンティブの影響を有す

る年次業績関連報酬は、支払が行われる当該事業年度の翌々年度(参照年度)における無額面株式１株当たり純利益

が当該事業年度の前事業年度における無額面株式１株当たり純利益を0.02ユーロ超過する毎に1,000.00ユーロとな

る。長期インセンティブとしての年次業績連動型報酬は、最大40,000.00ユーロに制限されている。
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上記の業績連動型変動報酬の支払条件は2014年12月31日現在満たされていたため、2012年度の業績連動型変動報

酬が支払われる。

監査役の2014年度における合計報酬は3,160,791.65ユーロ(及びVAT)であった。

元監査役の2012年度の業績連動型変動報酬は、合計226,562.50ユーロ(及びVAT)であった。

当社は、現職又は元監査役に対していかなる貸付も行っておらず、またこのグループの監査役の利益となるいか

なる債務も負っていない。

2014年度における各監査役の報酬は以下の通りである。

(単位：ユーロ)

　         

  固定報酬  参加報酬  2012年度の  合計

監査役      
業績連動型

報酬
  

サリ・バルダウフ  90,000.00  9,000.00  4,250.00  103,250.00

ヨーゼフ・ベドナースキ  103,333.33  13,000.00  -  116,333.33

Dr.ヴルフ・ベルノタット  103,333.33  12,000.00  40,000.00  155,333.33

Dr.ハンス・ベルンハルト・ボイス

(2014年２月５日まで)
 

22,500.00  2,000.00  40,000.00
 

64,500.00

モニカ・ブランドル  90,000.00  10,000.00  40,000.00  140,000.00

ヨハネス・ガイスマン(2014年２月６日以降)  123,750.00  24,000.00  -  147,750.00

Dr.フーベルタス・フォン・グリュンベルグ  100,000.00  11,000.00  40,000.00  151,000.00

クラウス・ディーター・ハナス  70,000.00  7,000.00  14,875.00  91,875.00

シルヴィア・ハウケ
a  103,333.33  11,000.00  25,500.00  139,833.33

ラルス・ヒンリッヒ  90,000.00  11,000.00  -  101,000.00

ハンズ－ユルゲン・カールマイヤー
b  130,000.00  15,000.00  40,000.00  185,000.00

ダグマー・P・コールマン  130,000.00  20,000.00  40,000.00  190,000.00

ペトラ・ステフィ・クローゼル
c  110,000.00  13,000.00  -  123,000.00

Prof.ウルリヒ・レーナー(会長)  215,000.00  31,000.00  40,000.00  286,000.00

ヴァルトラウド・リッツェンベルガー  155,000.00  25,000.00  40,000.00  220,000.00

ローター・シュレーダー(副会長)
d  193,333.33  26,000.00  40,000.00  259,333.33

Dr.ウルリヒ・シュレーダー  113,333.33  12,000.00  38,250.00  163,583.33

ミヒャエル・ゾンマー  90,000.00  7,000.00  25,500.00  122,500.00

シビール・スプー  70,000.00  7,000.00  25,500.00  102,500.00

カール・ハインツ・シュトライビッヒ  90,000.00  11,000.00  -  101,000.00

Dr.h.c.ベルンハルード・ヴァルター

(2015年１月11日まで)†
 

150,000.00  7,000.00  40,000.00
 

197,000.00

  2,342,916.65  284,000.00  533,875.00  3,160,791.65

a
　ドイツテレコム・アーゲー監査役としての活動に対する報酬に加えて、シルヴィア・ハウケ氏は、(テレコム・ドイチュ

ラントGmbH監査役の委任者として)2014年度に総額14,000.00ユーロのその他の報酬(会議出席費用を含む)も受領してい

る。

b
　ドイツテレコム・アーゲーの監査役としての活動に対する報酬に加えて、ハンズ－ユルゲン・カールマイヤー氏は、(Tシ

ステムズ・インターナショナルGmbH監査役の委任者として)2014年度に総額16,000.00ユーロのその他の報酬(会議出席費用

を含む)も受領している。

c
　ドイツテレコム・アーゲー監査役としての活動に対する報酬に加えて、ペトラ・ステフィ・クローゼル氏は、(Tシステム

ズ・インターナショナルGmbH監査役の委任者として)2014年度に総額15,500.00ユーロのその他の報酬(会議出席費用を含

む)も受領している。

d
　ドイツテレコム・アーゲー監査役としての活動に対する報酬に加えて、ローター・シュレーダー氏は、2014年度に総額

29,000.00ユーロ(テレコム・ドイチュラントGmbH監査役の委任者として20,000.00ユーロ及びデータ保護諮問評議会議長と

して9,000.00ユーロ)のその他の報酬(会議出席費用を含む)も受領している。
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41　ドイツ株式会社法(AktG)第161条に準拠したドイツのコーポレート・ガバナンス規約の遵守宣言

ドイツテレコム・アーゲーの取締役会及び監査役会は、ドイツ株式会社法(AktG)第161条に従い、義務付けられ

ている遵守宣言を提出し、ドイツテレコム・アーゲーのウェブサイトにおいて株主の縦覧に供した。適合宣言の全

文は、ドイツテレコムのウェブサイト (www.telekom.com) にある、企業統治セクションのインベスター・リレー

ションに掲載されている。

 

42　後発事象

周波数帯ライセンスの取得　米国の通信監督官庁(FCC)は、1.6GHz帯、1.7GHz帯、2.1GHz帯(AWS-3周波数帯)の

計65MHzの周波数帯のオークションを実施した。TモバイルUSもオークションに参加し、2015年１月29日にオーク

ションは終了した。TモバイルUSが取得したライセンスの評価額は、合計18億米ドルである。関係当局の承認を受

ける必要があるが、TモバイルUSはAWS周波数帯ライセンスを2015年度第２四半期に取得できると見込んでいる。

 

EEジョイントベンチャーの売却契約　2015年２月５日、ドイツテレコムとフランスの通信事業者であるオレンジ

は、EEジョイントベンチャーの売却に関して英国の通信事業者であるBTと合意に達した。合意した売買価格125億

英ポンドでの取引完了時に、ドイツテレコムは、約12％の持分を所有することとなり、BTの筆頭株主となる。完了

時のBTの株価と他の要素次第では、ドイツテレコムは12％のBT持分に加え、現金の支払いを受ける可能性がある。

本案件は、まだBT株主と管轄官庁の承認を受けていないが、2016年３月末までには完了する見込みである。グルー

プ本部＆グループ事業セグメントの一部であるEEジョイントベンチャーは、2014年12月31日の時点では、売却目的

で保有される非流動資産及び処分グループの区分で報告されていた。

 

43　商法典(HGB)第314条に準拠した監査人の報酬及びサービス

以下の表は、2014年度に費用として認識された監査報酬の内訳を示している。

 

　   

プライスウォーターハウスクーパース監査法人合資会社

(PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)

 

 2014年度

  百万ユーロ

監査業務  12

その他の保証業務  6

税務関連業務  0

その他の監査以外の業務  2

  20

 

監査業務に対する専門家報酬には、特に年次財務書類と連結財務書類の法定監査、中間財務書類のレビュー、財

務報告に係る内部統制システムに関する文書化に伴う監査業務、情報システムとプロセスの監査、並びにその他の

監査業務に対する報酬が含まれている。

その他の保証業務に対する専門家報酬は、主に、連邦ネットワーク庁に関わる規制上の問題点のレビュー受託業

務に関連するものである。
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その他の監査以外の業務は、主に連邦ネットワーク庁及びその他当局により規定される要件を当社が順守するこ

とに関する基本的な業務上の課題に関連している。2014年４月からプライスウォーターハウスクーパースの傘下に

入ったコンサルティング会社クンダス・アーゲー及びストラテジーアンド(旧ブーズ・アンド・カンパニー)が提供

するサービスも報告されている。

 

責任に関する報告書

 

私どもの知る限りにおいて、また適用可能な報告原則に準拠して、この連結財務書類は当グループの資産、負

債、財政状態及び損益について真実かつ公正な概観を与えるものであり、ドイツテレコム・アーゲーの経営者の報

告書と結合された当グループの経営報告書は、当グループの予想される発展に関する主な機会及びリスクの詳細と

ともに、当グループの事業及び財政状態の推移及び業績に関する公正な概観を含んでいる。

 

ボン、2015年２月10日

 

ドイツテレコム・アーゲー

取締役会

 

ティモテウス・ヘッティゲス ラインハルト・クレメンス ニーク・ヤン・ファン・ダム

　

　

　

  

トーマス・ダーネンフェルト Dr.トーマス・クレマー クラウディア・ネマート

 

前へ　　　次へ
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Ｂ　ドイツテレコム・アーゲーの個別財務書類

(1) 貸借対照表

 

(単位：百万ユーロ)  注記  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

資産の部       

非流動資産  １     

無形資産    310  285

有形固定資産    3,594  3,921

金融資産    85,705  86,215

    89,609  90,421

流動資産       

棚卸資産  ２  5  3

未収金  ３  12,655  10,888

その他の資産  ４  1,135  1,654

現金及び現金等価物  ５  387  1,122

    14,182  13,667

前払費用及び繰延項目  ６  581  603

　       

年金資産と対応する負債の差額  ７  6  7

　       

資産合計    104,378  104,698

　       

株主持分及び負債の部       

株主持分  ８     

資本金  ９  11,611  11,395

　自己株式帰属価値控除    (53)  (54)

自己株式帰属価値控除後資本金    11,558  11,341

　条件付資本1,100百万ユーロ       

資本準備金  10  28,392  27,604

留保利益  11  9,547  9,546

当期未処分利益    4,667  2,877

    54,164  51,368

引当金       

年金及び類似債務  13  1,682  1,879

納税引当金  14  194  257

その他の引当金  15  3,110  2,894

    4,986  5,030

負債  16     

借入債務    5,977  5,307

その他の負債    39,037  42,764

    45,014  48,071

繰延収益  17  214  229

　       

株主持分及び負債合計    104,378  104,698
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(単位：百万円)  注記  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

資産の部       

非流動資産  １     

無形資産    42,135  38,737

有形固定資産    488,496  532,942

金融資産    11,649,024  11,718,343

　    12,179,655  12,290,022

流動資産       

棚卸資産  ２  680  408

未収金  ３  1,720,068  1,479,897

その他の資産  ４  154,269  224,812

現金及び現金等価物  ５  52,601  152,502

    1,927,617  1,857,619

前払費用及び繰延項目  ６  78,970  81,960

　       

年金資産と対応する負債の差額  ７  816  951

　       

資産合計    14,187,058  14,230,552

　       

株主持分及び負債の部       

株主持分  ８     

資本金  ９  1,578,167  1,548,808

　自己株式帰属価値控除    (7,204)  (7,340)

自己株式帰属価値控除後資本金    1,570,963  1,541,469

　条件付資本149,512百万円       

資本準備金  10  3,859,041  3,751,936

留保利益  11  1,297,628  1,297,492

当期未処分利益    634,339  391,042

    7,361,971  6,981,939

引当金       

年金及び類似債務  13  228,617  255,394

納税引当金  14  26,368  34,931

その他の引当金  15  422,711  393,352

    677,697  683,678

負債  16     

借入債務    812,394  721,327

その他の負債    5,305,909  5,812,483

    6,118,303  6,533,810

繰延収益  17  29,087  31,126

　       

株主持分及び負債合計    14,187,058  14,230,552
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(2) 損益計算書

 

(単位：百万ユーロ)  注記  2014年度  2013年度

営業収益  19  3,677  3,765

資産計上されたその他の費用  20  18  12

営業収支合計    3,695  3,777

その他の営業収益  21  3,639  3,254

購入した製品及びサービス  22  (1,372)  (1,405)

人件費  23  (2,836)  (3,062)

減価償却費、アモチゼーション及び評価減  24  (434)  (459)

その他の営業費用  25  (3,688)  (4,184)

財務収益(費用)純額  26  5,281  5,046

経常利益    4,285  2,967

特別利益(損失)  27  (17)  (17)

税金  28  (263)  (113)

税引後利益    4,005  2,837

前期繰越未処分利益    662  40

当期未処分利益  29  4,667  2,877

 

(単位：百万円)  注記  2014年度  2013年度

営業収益  19  499,778  511,739

その他の資産計上された費用  20  2,447  1,631

営業収支合計    502,224  513,370

その他の営業収益  21  494,613  442,284

購入した製品及びサービス  22  (186,482)  (190,968)

人件費  23  (385,469)  (416,187)

減価償却費、アモチゼーション及び評価減  24  (58,989)  (62,387)

その他の営業費用  25  (501,273)  (568,689)

財務収益(費用)純額  26  717,794  685,852

経常利益    582,417  403,275

特別利益(損失)  27  (2,311)  (2,311)

税金  28  (35,747)  (15,359)

税引後利益    544,360  385,605

前期繰越未処分利益    89,979  5,437

当期未処分利益  29  634,339  391,042
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(3) 財務書類に対する注記

会計方針の要約

 

業務内容に関する記載

ドイツテレコム・アーゲー
1
(ボン) (以下「ドイツテレコム」又は「当社」という。) は、通信サービス、情報

技術(以下「IT」という。)、マルチメディア、情報及びエンターテインメント、セキュリティー・サービス、並び

に当社の子会社を通じた販売代理店サービスのプロバイダーとして営業活動を行っている。ドイツテレコムの活動

はドイツ国内外にわたっており、ドイツ連邦共和国各地に支店を構えている。

ドイツテレコム・グループの本部として、ドイツテレコムは戦略的かつセグメントをまたぐ管理機能を担い、他

のグループ企業にサービスを提供している。この機能の代表的なものには、人員削減プログラムの一環として従業

員に新しい雇用機会を与えるテレコム・プレースメント・サービスによるサービス、当社の不動産ポートフォリオ

の管理などの業務を行う不動産サービス部門、ドイツテレコム・グループ内の商品及び技術革新に対して責任を負

う商品・技術革新部門、並びに技術、IT、モバイル通信の分野でのグループ全体にわたるその他の機能などがあ

る。さらに当社には、主にドイツテレコムの子会社に電気通信卸売サービスを提供するインターナショナル・キャ

リア・セールス・アンド・ソリューションズ部門がある。

当社の従業員の一部は子会社雇用となっており、その大半は法規定に準拠して業務を割り当てられた公務員であ

る。

 

1
　ドイツテレコムは、1995年１月２日にドイツテレコム・アーゲーの社名でボン地方裁判所(Amtsgericht-HRB 6794)の商業

登記所に登記された。

 

ドイツ連邦共和国政府との関係について

当報告期間の期末現在において、ドイツテレコムにおけるドイツ連邦共和国の持分合計は31.70％であり、その

うち17.44％はKfW Bankengruppe(KfW)が保有しており、ドイツ株式会社法(Aktiengesetz-AktG)第16条第４項に準

拠してドイツ連邦共和国に帰属している。2005年12月以降、ドイツ連邦財務省は、連邦共和国の保有株式の管理及

び株主としての権利行使に対して責任を有している。

法的規制に準拠して、ドイツ・ブンデスポスト連邦郵便通信機関(ボン)(連邦機関)は、ドイツテレコム、ドイツ

ポスト・アーゲー(ボン)、ドイツポストバンク・アーゲー(ボン)の全社に影響を及ぼす問題の調整及び管理業務を

担当している。これらの業務は、特に、公務員健康保険基金(Postbeamtenkrankenkasse-PBeaKK)、レクリエーショ

ン・サービス(Erholungswerk)、補足的退職年金機関(Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost-VAP)、福祉

サービス(Betreuungswerk)及び公務員年金基金(Postbeamtenversorgungskasse)に対して、代理機関契約に基づい

て行われている。

ドイツ連邦共和国はドイツテレコムの顧客として、当社のサービスを利用している。連邦共和国並びに政府部門

及び政府代理機関に対するサービスに係る請求は、ドイツテレコムの商業価格方針に基づいて行われている。いず

れか１つの政府部門や政府代理機関に対するサービスが、ドイツテレコムの営業収益の重要な構成要素となること

はない。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

392/636



電気、ガス、通信、郵便及び鉄道に関するドイツ連邦ネットワーク庁はドイツ連邦経済技術省の業務範囲にある

個別の上位の連邦機関である。連邦ネットワーク庁の職務には、ドイツにおける通信部門の監督が含まれている。

この職権により、同庁はドイツテレコムの事業活動を規制している。

 

作成基準

ドイツ商法(Handelsgesetzbuch - HGB)第315条第３項及び第298条第３項に準拠してグループ経営者報告書に結

合されているドイツテレコムの年次財務書類及び経営者の報告書は、ドイツGAAP及びドイツ株式会社法に準拠して

作成されている。

貸借対照表及び損益計算書はドイツ商法(HGB)第266条及び第275条の勘定分類の規定に従って作成されている。

損益計算書はドイツ商法(HGB)第275条第２項に従って総原価法によって作成されている。別段記載のない限り、全

ての金額は百万ユーロ(百万€/EUR)で表されている。会計年度は暦年に対応している。財務書類をより明確にする

ために、貸借対照表及び損益計算書において、表示目的で合算されている項目もある。これらの項目は、注記にお

いて個別に開示されている。貸借対照表及び損益計算書の個別項目について要求されるその他の開示についても、

注記において行われる。

 

会計方針

購入した無形資産は、取得原価で計上されており、見積耐用年数にわたり定額法で償却されている。資産価値の

減損が一時的ではないと考えられる場合は、取得原価又は市場価値のいずれか低い方まで、評価減が行われる。

ドイツテレコムは、ドイツ商法(HGB)第248条第２項で認められている、自己創設無形資産を認識する選択肢を選

んでいない。

第二次通信改革法(PostreformⅡ)により認められているように、1995年１月１日にドイツテレコムに移管された

有形固定資産は、ドイツテレコムの期首貸借対照表上、同日の時価で計上されていた。しかしながら、1993年１月

１日以降に取得した有形固定資産については測定日からの経過期間が短いことから、1994年12月31日現在の帳簿価

額が取得原価として認識された。同資産に係る残存耐用年数及び減価償却方法は変更されていない。期首貸借対照

表上に計上されたこれらの有形固定資産項目の時価は、取得原価として繰越されている。

その他の有形固定資産項目は、取得原価又は製造原価から減価償却予定額を控除した金額で計上されている。製

造原価は直接配賦可能費用、間接材料費及び間接人件費の適切な配賦額を含む。借入費用は資産計上されていな

い。資産価値の減損が一時的ではないと考えられる場合は、取得原価あるいは市場価値のいずれか低い方まで、評

価減が行われる。

減価償却費は通常、定額法により計上されている。算出に用いられる標準耐用年数は、技術的及び商業的減価要

因の双方を考慮した、企業特有の見積りに基づいている。

評価減の全て又は一部に関する事由が事後の年度においてもはや存在しなくなる場合は、増加させた価値の範囲

で戻入を行う。しかし、これは評価減が行われなかったと仮定した場合に認識されていたであろう金額を超えては

ならない。
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ドイツ企業会計近代化法(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG)の施行以降、税法上でのみ認められて

いた評価減は、通常、年次財務書類では認められなくなった。ドイツテレコムは、ドイツ商法導入法

(Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch - EGHGB)第67条第４項第１文に準拠し、現行の帳簿価額を維持する

選択を行っている。2009年12月31日現在の残存価値は、2010年１月１日から耐用年数にわたって定額法で評価減さ

れる。これにより、当社の実際の財政状態及び経営成績がより正確に反映され、把握されるようになる。

資産は、以下の耐用年数にわたって減価償却される。

 

　  年数

取得したソフトウェア  ３年から４年

その他の使用権及び使用許諾権  契約上合意された通り

建物  25年から50年

伝送、切替及びラジオ送信設備  ３年から10年

国際ケーブルシステム  ３年から15年

その他の設備、工場設備及び事務機器  ３年から23年

 

有形固定資産のうち不動産及び動産は、取得年度から比例配分で減価償却される。

2008年１月１日以降、取得原価又は製造原価が150ユーロを下回る資産は、取得年度に即時に評価減される。取

得原価又は製造原価が150ユーロ超1,000ユーロ未満である資産は、重要性が低い年次総合項目に資産計上され、５

年間にわたり減価償却されている。これらの資産は、全額償却される時点で非流動資産変動表上の当期減少額に表

示される。簡素化のため、総合項目をまとめるために用いる税法上の手法を財務書類の勘定科目にも適用してい

る。

売却又は処分された非流動資産は、その帳簿価額(取得原価から減価償却累計額を控除した額)で除却される。売

却収入と対象資産の帳簿価額の差額に対しては、損益が損益計算書上に認識される。

金融資産は低価法(取得原価又は時価のいずれか低い方)で計上される。外貨建金融資産を取得する場合、取得原

価の決定には取引日の為替相場が利用される。ヘッジの場合は、有効なヘッジが認識されることを条件として、購

入した外貨に対するヘッジ相場が利用される。貸付債権は、貸付金額から返済額を控除した額及び該当する場合は

公正価値までの評価減も考慮した金額で評価される。不定期の評価減は、金融資産の価値の減損が一時的ではない

と考えられる場合のみ計上される。ストラクチャードファイナンス商品の会計処理はドイツ経済監査士協会(IDW)

の基準 RS HFA第22号に従って行われる。

改訂されたドイツ経済監査士協会(IDW) ERS HFA第13号注釈94の適用により、株主が資産を引き出す場合、投資

の正味帳簿価額の減少額は、「引き出された資産の公正価値の、投資の公正価値に対する割合」に基づき算出さ

れ、認識される。そのため、正味帳簿価額の減少額と引き出された資産額の差額が損益計算書で認識される。

商品は取得原価で認識され、取得原価と貸借対照表日現在の時価のうちいずれか低い方の価額まで減額される。

陳腐化又は商品価値の低下により生じる棚卸資産に係るリスクについて、適切な評価減が行われる。

ドイツ商法(HGB)第240条第４項に準拠し、在庫品は類似する性質ごとにグループ化され、移動加重平均価格で計

上されている。
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未収金、その他の資産並びに現金及び現金等価物は、額面価額で計上されている。識別された個別のリスクに対

しては、適切な個別評価引当金が設定され、一般的な信用リスクに対しては一般的評価引当金が設定される。低金

利及び無利息で満期日まで１年超の項目については割引計算されている。

ドイツ商法(HGB)第256a条に準拠し、外貨建の売掛金及びその他の資産は貸借対照表日の平均スポットレートで

換算され、実現主義の適用(ドイツ商法(HGB)第252条第１項第４号第２短文)により、取得原価又は製造原価で測定

される(ドイツ商法(HGB)第253条第１項第１文)。１年以内に満期が到来する流動項目は、ドイツ商法(HGB)第256a

条に準拠し、貸借対照表日にスポットレート仲値で測定される。

ドイツ商法(HGB)第266条第２項Cに準拠し、前払費用及び繰延項目は、各貸借対照表日ごとに個別に表示され、

再計算される。前払費用及び繰延項目に含まれる割引額は、金融負債の決済金額と、それよりも低い元本金額との

差額により生じたものであり、金融負債の期間にわたり体系的に年間経費として償却される(ドイツ商法(HGB)第

250条第３項第２文)。ドイツテレコムでは、差額を費用として即時に認識するという選択肢は選んでいない。

株式報酬制度の一環として、中期インセンティブ制度(MTIP)は現金で決済される制度であり、導入時から損益計

算書に認識される。株式報酬取引は、現金決済と株式決済のいずれの場合においても、公正価値は、(モンテカル

ロモデル等の)国際的に認められている評価技法を用いて算定される。また、業績連動給与部分の変動報酬Ⅰに基

づき、取締役会及び首脳陣は、個人別に設定される事業年度の固定目標の達成度に応じて決定される年間変動報酬

の一部をドイツテレコム株式に投資し最低４年間保有する契約上の義務も負っている。ドイツテレコムは受益者が

取得した株式１株につき、追加で１株供与し(株式マッチング・プラン)、これらの株式は、４年間の譲渡禁止期間

満了後に、ドイツテレコム保有の自己株式からこのプランの受益者に付与される。さらに、取締役会、首脳陣及び

その他の役員は長期目標の達成度に基づく業績連動報酬を受け取れる(変動報酬Ⅱ)。変動報酬Ⅰのマッチング株式

供与に係る予想費用及び変動報酬Ⅱに対して引当金が認識され、関連する人件費は最短期間にわたり配分される。

年金及び類似債務に関する引当金は、公務員でない従業員に対する債務に基づくものである。これらの引当金

は、予測単位積増法を適用し、将来の予想給与と給付額の増加も考慮に入れ、クラウス・ヒューベック教授が発表

した2005年G平均寿命表を用いることにより、保険数理原則に基づき算出されている。年金債務の現在価値の決定

に用いる割引率は、満期までの残存期間を15年と推定した、ドイツ連邦銀行公表の過去７年間の平均市場金利に対

応している(ドイツ商法(HGB)第253条第２項第２文)。ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の施行に伴う測定方法の変

更により年金引当金の繰入れが必要となった場合は、その繰入総額が2024年12月31日までの各報告年度において少

なくとも15分の１となるようにする必要がある(ドイツ商法導入法(EGHGB)第67条第１項第１文)。当社では、年間

の繰入額が繰入総額の15分の１に一致するような選択を行った。
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過去において、ドイツテレコムはブロック・モデルとして知られるものに主として基づき、様々な契約条件で部

分退職契約を締結している。クラウス・ヒューベック教授が公表した2005年G表の寿命測定を用いる数理上の原則

に従って現在価値で測定される２種類の債務が発生し、別々に会計処理される。これら２種類の債務とは、未決済

金額とステップアップ金額である。ステップアップ金額はハイブリッド型であることが多く、すなわち、契約は、

期間満了前に雇用関係を終了させる際の補償の一形態として考えられているものの、後日行われる支払いは将来の

勤務実績を条件としている。過年度に締結された部分退職協定が主に解雇手段と見なされる場合は、ステップアッ

プ支払額は義務が発生した時点で全額認識された。焦点が将来の勤務実績に置かれる現行の部分退職協定の場合

は、トップアップ支払額は権利確定期間にわたりこのように認識される。

長期信用は保険数理原則を用いた現在価値で測定されている。

部分退職、長期信用及び年金債務による支払請求をヘッジするため、契約信託制度(CTA)の下で有価証券を受託

者に移転している。ドイツ商法(HGB)第246条第２項第２文に準拠し、長期信用及び年金債務に関する引当金、並び

に部分退職の債務に関する未決済金額の引当金は対応する年金資産と相殺されている。年金資産の相殺額は、ドイ

ツ商法(HGB)第253条第１項第４文に準拠して公正価値で測定するものとされ、年金資産余剰金は全て資産として認

識され、別項目として表示される(ドイツ商法(HGB)第266条第２項E)。ドイツ商法(HGB)第246条第２項第２文に準

拠し、割引並びに相殺予定資産からの収益及び費用は、財務収益／費用とも相殺される。年金資産の公正価値が取

得原価を超える部分は、ドイツ商法(HGB)第268条第８項に準拠し、分配に関する制限の対象となる。

納税引当金及びその他の引当金(偶発損失及び環境債務に対する引当金を含む)は、節度ある商業上の慣行によっ

て必要とみなされる決済金額で計上される。これらの引当金の評価時において、認識された全てのリスクに対して

十分な引当金が計上されている。その間に予想される価格及び費用の上昇が考慮されている。

残存期間１年超の引当金は、ドイツ連邦銀行公表の満期までの残存期間に対応する過去７年間の平均市場金利で

貸借対照表日に割り引かれる。

ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の導入及びそれに伴う測定方法の変更から2010年度において引当金を取り崩す

必要が生じた場合、2024年12月31日より前に再度その額を繰り入れなければならない場合は、ドイツテレコムは、

高い方の帳簿価額を保持する選択肢を適用している(ドイツ商法導入法(EGHGB)第67条第１項第２文)。

負債は、返済金額で認識されている。例えば、負債の返済金額が元本金額よりも大きい場合、その差額は前払費

用及び繰延項目に計上され、負債の返済期限到来までの期間にわたり配分される。ドイツ商法(HGB)第256a条に準

拠して、外貨建の負債は貸借対照表日にスポットレート仲値で換算され、取得原価主義を用いて(ドイツ商法(HGB)

第253条第１項第１文)、実現主義を適用して(ドイツ商法(HGB)第252条第１項第４号第２短文)測定される。１年以

内に満期が到来する流動項目は、ドイツ商法(HGB)第256a条に準拠し、貸借対照表日にスポットレート仲値で測定

される。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

396/636



非平準原則に従い、非デリバティブ金融商品及びデリバティブ金融商品に係る未実現損失は発生時に費用計上さ

れる。この原則はストラクチャードファイナンス商品に組み込まれ、切り離して会計処理しなければならないデリ

バティブにも適用される。金融商品が評価単位(ヘッジ対象項目及びヘッジ取引)として適格である場合には、ヘッ

ジ対象のリスクから生じる未実現損失は、当該損失を相殺する同額の未実現利益がある場合には、ドイツ商法

(HGB)第254条に従い認識されない(正味ヘッジ表示法)。ヘッジ対象項目とヘッジ商品の価値の変動の相殺(ネッ

ティング)により純損失が生じる場合は、ドイツ経済監査士協会(IDW) RS HFA第35号に準拠し、偶発損失に対する

引当金を通じて純利益又は損失に認識されるが、未実現利益の場合には実現するまでは認識されない。

ヘッジの一部である外貨建金融負債は、取引日のスポットレート仲値で認識される。

ローリング・ヘッジの対象となる満期を迎えたヘッジ取引から生じる未実現清算損益(ロールオーバー損益)は、

その他の資産又はその他の負債として別途計上される。

営業収益には、ドイツテレコムの通常のサービスの提供及び商品の販売による全ての収益、すなわちドイツテレ

コムの通常の営業活動による収益が含まれている。これは主に、インターナショナル・キャリア・セールス・アン

ド・ソリューションズ部門及び商品・技術革新部門からの収益、並びに社員派遣、不動産賃貸及びリース、並びに

研修サービス提供によるものである。

収益は、付加価値税及び販売に係る控除額を差引いた後の金額で計上される。実現主義に従って、収益は稼得さ

れた会計期間に認識される。

研究開発費は発生時に費用計上される。

年金費用には、現従業員について発生している年金費用の当期配分額としての費用、及び被雇用公務員を代表す

る連邦機関への継続的な支払額が含まれる。

法人税費用には当期未払法人税等が含まれている。ドイツテレコムは、ドイツ商法(HGB)第274条第１項に準拠し

て、繰延税金資産を認識する選択は行わなかった。

ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)に従って会計処理を調整したことによる影響額は、特別利益/損失に表示され

ている。

 

裁量の範囲

年次財務書類の作成において、当社は財務書類日現在の資産及び負債の帳簿価額、期末に認識された資産及び負

債に係るリスク並びに不確実性の開示、また当報告期間に認識された収益と費用の金額に影響を与える見積りや仮

定を行うことが求められている。実績はこれらの見積りと異なる可能性がある。

 

前へ　　　次へ
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貸借対照表に対する注記

 

１　非流動資産

2014年12月31日現在、無形資産は合計310百万ユーロ(2013年12月31日現在: 285百万ユーロ)となり、これには主

としてソフトウェアの使用権、使用許諾権及び前払金が含まれている。無形資産の105百万ユーロの増加は、主にT

システムズ・インターナショナルGmbH(フランクフルト・アム・マイン)(以下「Tシステムズ」という。)が使用許

諾権を持つソフトウェアの使用権によるものである。グループ会社への振替による減少額は、主にTシステムズの

テレコムIT部門へのソフトウェアの売却によるものである。

有形固定資産は当報告期間に327百万ユーロ減少して36億ユーロとなったが、この減少は主に当報告年度におけ

る348百万ユーロの減価償却費及びアモチゼーションによるものであり、このうち275百万ユーロは不動産の減価償

却に関連していた。当報告年度の有形固定資産への投資は合計62百万ユーロ(2013年12月31日: 76百万ユーロ)であ

り、このうち31百万ユーロはその他の設備、工場設備及び事務機器に関連していた。有形固定資産が正味帳簿価額

で減少したのは主に、54百万ユーロの不動産に関連している。

貸借対照表日現在、金融資産は、2013年12月31日現在と比較して510百万ユーロ減少している。

子会社に対する投資の188百万ユーロの減少は、特にスカウト24ホールディングGmbH(ミュンヘン)の株式70％の

売却(142百万ユーロ)及び期限前の元本返済(42百万ユーロ)によるものであった。残りのスカウト24ホールディン

グGmbH(ミュンヘン)の株式30％は、公正価値でAsa NewCo GmbH(ミュンヘン)に売却された。これによって当報告年

度に合計10億ユーロの収益が生じた。2014年度の子会社への投資の増加は、主にドイツテレコム・ベンチャー・

ファンドGmbH(ボン)(47百万ユーロ)、ラムダ・テレコミュニカシオンスディーンステGmbH(ボン)(18百万ユーロ)に

よるものであった。

2014年12月31日現在の子会社に対する貸付金は、主にTモバイルUSAインク(米国ベルビュー) (43億ユーロ)、テ

レコム・ドイチュラントGmbH(ボン)(以下「テレコム・ドイチュラント」という。)(34億ユーロ)、Tモバイル・ネ

ザーランドB.V.(ハーグ)(936百万ユーロ)、マジャール・テレコム・テレコミュニケーションズ・パブリック・リ

ミテッド・カンパニー(ブダペスト)(578百万ユーロ)、シレオ・イモビリエンフォンド No.1 GmbH & Co. KG(ホイ

ゼンシュタム)(224百万ユーロ)、GTSセントラル・ヨーロッパ・グループ(184百万ユーロ)及びデーテーフリート

サービシズGmbH(ボン)(91百万ユーロ)に対するものである。643百万ユーロの減少は、主にテレコム・ドイチュラ

ントによる17億ユーロ及びデーテーフリートサービシズGmbH(ボン)による100百万ユーロの返済、並びにスカウト

24ホールディングGmbH(ミュンヘン)による322百万ユーロの貸付金の返済に起因している。Tモバイル・ネザーラン

ドB.V.(ハーグ)(936百万ユーロ)、マジャール・テレコム・テレコミュニケーションズ・パブリック・リミテッ

ド・カンパニー(ブダペスト)(341百万ユーロ)及びGTSセントラル・ヨーロッパ・グループ(184百万ユーロ)への新

規の貸付によって、貸付金が増加した。

関連会社及び関係会社に対する投資が320百万ユーロ増加したのは、特にスカウト24ホールディングGmbH(ミュン

ヘン)の株式30％を、Asa NewCo GmbH(ミュンヘン)(320百万ユーロ)へ拠出したことによるものであった。

当報告年度の金融資産の評価減は合計17百万ユーロで、「財務収益/費用、純額」に計上された(注記26を参照の

こと)。

ドイツ商法(HGB)第285条第11号に準拠した投資持分一覧表については、注記40を参照のこと。
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非流動資産変動表

 
百万ユーロ  取得価額

  2014年

１月１日

現在残高

 増加額  グループ

会社から

の振替に

よる増加

額

 転換及び

類似取引

による増

加額

 減少額  グループ

会社への

振替に

よる減少

額

 転換及び

類似取引

による減

少額

 他勘定

振替高

 2014年

12月31日

現在残高

　                   

Ⅰ．無形資産                   

１．取得した使用許

可、工業所有権等

の権利及び資産、

並びにそれらの権

利及び資産に関す

るライセンス  391  105  2  -  (77)  (36)  -  13  398

２．前払金  33  41  -  -  (7)  (10)  -  (13)  44

  424  146  2  -  (84)  (46)  -  -  442

Ⅱ．有形固定資産                   

１．土地及び同等の権

利、並びに建物(第

三者所有地上の建

物を含む)  10,451  7  1  -  (386)  -  -  4  10,077

２．技術設備及び機械  506  5  -  -  (17)  (4)  -  -  490

３．その他の設備、工

場設備及び事務機

器  818  31  1  -  (88)  (6)  -  6  762

４．前払金及び建設仮

勘定
 

15  19  -  -  -  -  -  (10)  24

  11,790  62  2  -  (491)  (10)  -  -  11,353

Ⅲ．金融資産                   

１．子会社に対する投

資  79,022  70  -  -  (184)  -  (61)  -  78,847

２．子会社に対する貸

付金  10,470  1,696  -  -  (2,340)  -  -  -  9,826

３．関連会社及び関係

会社に対する投資  226  5  -  320  -  -  (1)  -  550

４．関連会社及び関係

会社に対する長期

貸付金  -  2  -  -  (1)  -  -  

 

-  

 

1

５．その他の長期貸付

金  13  -  -  -  -  -  -  -  13

  89,731  1,773  -  320  (2,525)  -  (62)  -  89,237

非流動資産  101,945  1,981  4  320  (3,100)  (56)  (62)  -  101,032
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減価償却費、アモチゼーション及び評価減  正味帳簿価額
 

2014年

１月１日

現在残高

 

 増加額  グループ

会社から

の振替に

よる増加額

 評価増  減少額  グループ

会社への

振替による

減少額

 2014年

12月31日

現在残高

 

 2014年

12月31日

現在残高

 

 2013年

12月31日

現在残高

 

　                 

　                 

(139)

 

 

 

 

 

 

 (86)  -  -  74  19  (132)  266  252

-  -  -  -  -  -  -  44  33

(139)  (86)  -  -  74  19  (132)  310  285

                 

(6,753)

 

 

 

 (275)  (1)  16  332  -  (6,681)  3,396  3,698

(450)  (22)  -  -  17  3  (452)  38  56

(666)

 

 

 (51)  -  -  88  3  (626)  136  152

-
 

 -  -  -  -  -  -  24  15

(7,869)  (348)  (1)  16  437  6  (7,759)  3,594  3,921

                 

(3,409)

 

 (13)  -  -  -  -  (3,422)  75,425  75,613

(5)

 

 -  -  -  1  -  (4)  9,822  10,465

(102)

 

 (4)  -  -  -  -  (106)  444  124

-
 

 -  -  -  -  -  -  1  -

-  -  -  -  -  -  -  13  13

(3,516)  (17)  -  -  1  -  (3,532)  85,705  86,215

(11,524)  (451)  (1)  16  512  25  (11,423)  89,609  90,421

 

２　棚卸資産

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

商品  5  3

  5  3
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３　未収金

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

売掛金     

うち、満期までの期間が１年超のものは０百万ユーロ

(2013年12月31日：０百万ユーロ)  170  114

子会社に対する未収金     

うち、満期までの期間が１年超のものは27百万ユーロ

(2013年12月31日：36百万ユーロ)  12,452  10,738

関連会社及び関係会社に対する未収金     

うち、満期までの期間が１年超のものは０百万ユーロ

(2013年12月31日：０百万ユーロ)  33  36

  12,655  10,888

 

売掛金は特に国際通信事業者向けのネットワーク・オペレーター・サービス及びネットワーク・サービスに関す

るインターナショナル・キャリア・セールス・アンド・ソリューションズ部門における未収金に関連しており、当

報告年度には請求日の関係により、増加した。この項目には、個人顧客及び法人顧客向けの商品・技術革新部門に

おける未収金も含まれる。

子会社に対する未収金は、会社間のキャッシュ・マネージメントに関連する未収金10,686百万ユーロ(2013年12

月31日現在：8,917百万ユーロ)、その他未収金668百万ユーロ(2013年12月31日現在：613百万ユーロ)、会社間の売

掛金649百万ユーロ(2013年12月31日現在：610百万ユーロ)、及び金融債権449百万ユーロ(2013年12月31日現在：

598百万ユーロ)からなる。子会社に対する未収金の増加は、主にテレコム・ドイチュラントからのキャッシュ・マ

ネージメントによる未収金の増加に起因している。

関連会社及び関係会社に対する未収金は、主にEEリミテッド(ハットフィールド)に対する未収金に関連してい

る。当報告年度における関連会社及び関係会社に対する売掛金は１百万ユーロ(2013年12月31日現在：１百万ユー

ロ)であった。

 

４　その他の資産

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

未収還付税金     

未収還付法人税等     

法人所得税  2  2

営業税  1  0

その他の税金  1  33

  4  35

担保による未収金  527  941

立替金  271  276

未収利息  231  218

デリバティブによる未収金  61  130

従業員立替金  5  6

その他の諸資産  36  48

  1,131  1,619

  1,135  1,654
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未収還付税金の減少は、主にドイツ電気通信法(Telekommunikationsgesetz - TKG)第45条h号に基づく、過年度

の付加価値税の未収還付税金によるものである。未収還付法人税等は、特に過年度からドイツ法人税法

(Körperschaftssteuergesetz - KStG)第37条に従い認識された法人所得税控除に関係している。

デリバティブ金融商品による信用リスクをヘッジするために、担保が使用される。この場合に、ドイツテレコム

はもう一方の契約当事者に現金によって担保を移転する。担保による未収金の減少は、特にユーロに対する米ドル

の上昇と米ドル金利が2013年度より低下したことによって、外部デリバティブの市場価値が高まったことに起因し

ている。

立替金は主に国外のモバイル通信事業者とのローミング契約に関連するオペレーター間の割引サービスから構成

されている。ドイツテレコムの子会社は、最初の時点でドイツテレコムが一括設定している立替金を受取る権利を

有しており、受領した立替金は貸方計上されることになる。

未収利息は、ほぼ全てが金利デリバティブによるものである。

デリバティブによる未収金は、リボルビング・ヘッジに関して失効したヘッジ取引による未実現決済損益に主に

関連している(ロールオーバー損益)。

その他の諸資産には、主に連邦機関に対する未収金及び従業員貸付金に関わる未収金が含まれている。

その他の資産に計上されている未収金のうち、61百万ユーロ(2013年12月31日現在：133百万ユーロ)は、満期ま

での残存期間が１年超である。

 

５　現金及び現金等価物

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

手許現金及び銀行預金  387  1,122

  387  1,122

 

現金及び現金等価物の満期は３か月未満である。

 

６　前払費用及び繰延項目

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

人件費  480  419

借入債務の割引額  81  97

その他の前払費用  20  87

  581  603

 

当報告期間における繰延人件費は、主に2015年度の公務員年金基金への前払費用及び前払金からなる。
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７　年金資産と対応する負債の差額

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

部分退職契約及び長期信用から生じる純債務額の決済金額  98  93

CTA資産の公正価値  104  100

CTA資産の取得原価  102  102

純費用額  4  3

純収益額  5  1

部分退職契約及び長期信用からの未決済金額から生じる債務を超過する資

産の金額  6  7

 

年金資産と部分退職給付債務の差額６百万ユーロは、市場性ある有価証券及び銀行預金104百万ユーロの、部分

退職及び長期信用に対する引当金の未決済金額98百万ユーロによる相殺に関連している。受託者に譲渡済みの市場

性ある有価証券及び銀行預金は、CTAに基づく部分退職契約及び従業員長期貸付による受給権を保証するための担

保として機能する。CTA資産の公正価値は、法律によって求められている2014年12月31日現在の部分退職及び長期

貸付による債務に関連するドイツテレコムの割引未決済金額を全額補償している。またCTA資産は、公務員の任意

の部分的な退職によって生じた債務に関連するドイツテレコムの割引未決済金額を一部補償している。部分退職及

び長期貸付による債務に関連するCTA資産の取得原価は、公正価値を下回っている。結果として生じる約２百万

ユーロの差額は、配当制限の対象である。当該資産からの収益は通常、対応する費用と相殺されて正味受取・支払

利息に計上されている。

CTA資産は、現在の価格を考慮して、貸借対照表日付で評価された。

 

８　株主持分

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

資本金  11,611  11,395

自己株式帰属価値控除  (53)  (54)

自己株式帰属価値控除後資本金  11,558  11,341

資本準備金  28,392  27,604

  28,392  27,604

留保利益     

その他の留保利益  9,547  9,546

  9,547  9,546

当期未処分利益  4,667  2,877

  54,164  51,368

 

株主持分は、前年度と比較して2,796百万ユーロ増加した。この変動については、以下の項に詳細が記載されて

いる。
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９　資本金

 
    発行された授権資本  授権資本(未発行)  条件付資本(未発行)

    千株  千ユーロ  千株  千ユーロ  千株  千ユーロ

2013年12月31現在    4,451,175  11,395,008  865,000  2,214,400  429,688  1,100,000

2013年授権資本の使

用(資本増加)    84,396  216,054  (84,396)  (216,054)  -  -
2009年授権資本IIの

失効    -  -  (15,000)  (38,400)  -  -
2014年条件付資本の

発行    -  -  -  -  429,688  1,100,000

2010年条件付資本の

消却
   -  -  -  -  (429,688)  (1,100,000)

2014年12月31日現在    4,535,571  11,611,062  765,604  1,959,946  429,688  1,100,000

 

2014年12月31日現在のドイツテレコムの資本金は、合計116億ユーロであった。資本金は、記名式無額面株式

4,535,571,247株に分類される。当該株式の株主は、１株につき１議決権が与えられる。

2013年度における１株につき0.50ユーロの配当金に関する決議は、現金で支払いを受けるか又は配当金を受け取

る権利をドイツテレコム株式へ転換するかという選択肢を株主に与えた。授権資本(2013年授権資本)の株式に対す

る合計10億ユーロの配当金をドイツテレコム株主が受け取る権利は2014年６月に付与されたため、キャッシュ・フ

ローに影響を及ぼさなかった。このため、2014年６月に配当金を受け取る権利付与に備えてドイツテレコムは216

百万ユーロ増資した。これに関連して資本剰余金が788百万ユーロ増加した。株式数は84,396千株増加した。

2014年12月31日現在において、以下の表に記載されている株主は、ドイツ証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz

- WpHG)第21条第１項に準拠した報告要件に従って、ドイツテレコムに株式を保有していた。残りの株式は浮動株

であった。

株主ブラックロック・インク(米国ニューヨーク州ニューヨーク)は、届出義務の対象とされており、その株式

保有は当年度において変動している。2014年12月９日にブラックロックが公表した届出によれば、2014年12月５日

現在、ドイツテレコムにおける同社の持分は、議決権の５％という届出基準を下回り4.997％となった。

 

  2014年12月31日現在

  千株  ％

ドイツ連邦共和国  646,575  14.26

KfWバンクグループ(フランクフルト・アム・マイン、ドイツ)  791,176  17.44

ブラックロック・インク（米国ニューヨーク州ニューヨーク）*  226,636  4.997

* 2014年12月９日付の議決権届出時点。

 

2015年２月６日付の届出により、ブラックロック・インク（米国ニューヨーク州ニューヨーク）は、議決権の

５％という届出基準を上回ったことを示した。2015年２月４日に、ドイツテレコムにおける同社の持分は議決権の

5.005％、すなわち227,000千株であった。
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授権資本

2014年12月31日現在、ドイツテレコムの授権資本は以下の通りであった。

 

  千ユーロ  千株  目的  授権期限

2013年授権資本  1,959,946  765,604  

現金拠出／現物出資に対する

増資  2018年５月15日

 

2013年授権資本

2013年５月16日の株主総会は、監査役会の承認を受け、取締役会に対し、2018年５月15日までの期間において、

現金及び/又は現金以外の拠出に対し最大850,000,000株の記名式無額面株式を発行することにより、額面で最大

2,176,000,000ユーロまで増資を行う権限を与えた。この権限は、全部又は部分的に複数回にわたって行使するこ

とができる。取締役会は、監査役会の承認を受け、株主の新株引受権の残額を排除する権限を有する。さらに、取

締役会は、監査役会の承認を条件として、企業結合又は既存の投資持分を増加することによる企業、企業の一部も

しくは持分の取得のため新株を発行する際に、あるいは当社からの未収金を含めた買収負担金としてその他の資産

を取得する際に、現金以外の資本拠出に対する資本増加の場合には株主の新株引受権を拒否する権限を有してい

る。取締役会はまた、監査役会の承認を条件として、将来において当該株式に生じる権利の内容及び株式発行条件

を決定する権限を有している。配当金を受け取る権利の付与に備えた増資後に、2013年授権資本は

1,959,945,871.36ユーロとなった。2014年６月11日に2013年授権資本の残額は商業登記簿に登記された。

 

条件付資本

2014年12月31日現在、ドイツテレコムの条件付資本は以下の通りであった。

 

  千ユーロ  千株  目的

2014年条件付資本  1,100,000  429,688  

2019年５月14日又はそれ以前に発行された転換社債

及び/又はワラント債の履行

 

2014年条件付資本

当社の資本金は、2014年12月31日現在、記名式無額面株式を最大429,687,500株発行して条件付で1,100,000,000

ユーロ増資された。この条件付増資は、以下の範囲でのみ行われる。

a)　2014年５月15日の株主総会で承認された決議に基づき、2019年５月14日までに、ドイツテレコムもしくはそ

の直接的又は間接的な過半数保有により発行又は保証されるワラント債、転換社債、オプション又は転換権

付の利益分配権及び/又は利益参加型社債(あるいは当該商品の組み合わせ)の保有者もしくは債権者が、そ

のオプション及び/又は転換権を使用する範囲。

b)　2014年５月15日の株主総会で承認された決議に基づき、2019年５月14日までに、ドイツテレコムもしくはそ

の直接的又は間接的な過半数保有により発行又は保証されるワラント債、転換社債、利益分配権及び/又は

利益参加型社債(あるいは当該商品の組み合わせ)により、保有者もしくは債権者が、そのオプション又は転

換義務を履行することが義務付けられている範囲。
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履行に関してその他の形式は使用されない。新株は、オプション又は転換権の行使、あるいはいずれかのオプ

ション又は転換義務の履行により発行される当該事業年度の期首より、利益に参加するものとする。監査役会は、

条件付資本の特定の使用に準拠して、全てのオプション又は転換期間の満了後に、定款第５条第３項を改訂する権

限を有している。

 

自己株式

自己株式に割り当てられた資本金の金額は、2014年12月31日現在、53.5百万ユーロであった。これは、資本金の

0.5％に相当する。自己株式20,888,822株の内訳は以下の通りである。

 

(単位：株数)   

1999年従業員株式購入制度  5,185,278

2000年従業員株式購入制度による減少  (2,988,980)

2005年従業員株式購入制度による減少  (314,790)

株式マッチング・プラン  490,503

受託者に預託した株式  18,516,811

  20,888,822

 

ドイツテレコム株式の買戻し及び自己株式と同じ方法でドイツテレコムに割当て可能な株式

株主総会は、2012年５月24日の決議において、取締役会に対し、2017年５月23日までに以下の条件で、資本金合

計1,106,257,715.20ユーロまでの枠内で当社株式を購入する権限を与えた。この権限に基づいて購入される株式

は、当社が既に購入し、かつ現在保有する、又はドイツ株式会社法(AktG)第71d条及び第71e条に基づき当社に割り

当てられる株式と合計しても、いかなる時点においても当社発行済株式資本の10％を超えてはならない。さらに

は、ドイツ株式会社法(AktG)第71条第２項第２文及び第３文の要件を満たさなくてはならない。かかる株式の購入

は自社株の売買目的で行われてはならない。かかる権限はまとめて、又は分割して行使することが可能である。か

かる株式の購入は、授権期間内において、購入最高額までは複数の購入時点に分かれて部分トランシェとして行使

できる。ドイツ株式会社法(AktG)第17条によるところのドイツテレコムのグループ会社もしくはドイツテレコム又

はドイツ株式会社法(AktG)第17条によるところのドイツテレコムのグループ会社の代理人である第三者も、当該株

式を購入する権限を有する。かかる株式は、株主の平等原則(ドイツ株式会社法(AktG)第53a条)に従い証券取引所

を経由して購入される。かかる方法に代わり、全株主を対象とした公開買付又は株式交換公募という形で株式を買

い戻すことも可能であるが、その際、株式を提供する権利を排斥する事が事後的に認められることを前提に、同じ

く株主の平等原則が遵守されなくてはならない。

株式は、2012年５月24日開催の株主総会の第７号決議に基づき付与された権限により認められた１つ又は複数の

目的のために使用されることがある。また株式は、新株引受権の排除を含む意図にも使用されることがある。株式

は証券取引所で売却、全株主を対象とする公募、又は回収される場合もある。株式は、取締役の報酬を統制管理す

る取決めの一部として、この趣旨での監査役会の決定に基づき、監査役会が取締役会のメンバーに許諾するドイツ

テレコムの株式を受け取る権利を履行するために利用することもある。

株式デリバティブの利用を通じて株式を取得するという取締役会決議が2012年５月24日の株主総会によって承認

された。
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2012年５月24日の株主総会で付与された上記の権限及び2011年５月12日の株主総会で付与された類似の権限に基

づき、2011年６月に110千株、2011年９月に206千株、2013年１月に268千株の株式をそれぞれ取得した。株式総額

は2011年度で2,762千ユーロ、2013年度で2,394千ユーロであった（取引費用は除く）。かかる株式取得により、自

己株式数がそれぞれ316千株及び268千株増加した。株式マッチング・プランの一環として、2012年度及び2013年度

に合計２千株の株式が有資格参加者のための信託口座に振り替えられた。

さらに、2014年４月、６月及び12月に合計で90千株の株式が再割当され、株式マッチング・プランの有資格参加

者のための信託口座に無償で振り替えられた。2014年12月31日現在、報告期間中に生じた自己株式の売却は、資本

金の0.02パーミルである229千ユーロであり、留保利益は561千ユーロ増加した。

2001年におけるボイスストリーム・ワイヤレス・コープ(ベルビュー)及びパワーテル・インク(ベルビュー)の買

収の一環として、ドイツテレコムは特にワラント、オプション、及び転換権の保有者のために受託者に対して授権

資本から新株を発行した。2013年度においてこうしたオプション及び転換権は完全に失効した。その結果、もはや

受託者には預託の目的に基づくいかなる請求も満たす義務はない。ドイツ商法(HGB)第272条第１項第a号に準拠し

て、18,517千の預託株券が同様に自己株式として設定されている。これは、ドイツテレコムの株主資本の0.4％に

相当する48百万ユーロになる。

 

10　資本準備金

2014年度において、資本準備金は788百万ユーロ増加した。これは、配当金を受け取る権利の付与に備えた増資

によるものであった。

 

11　留保利益

留保利益は、過年度の税引後利益からその他の留保利益への振替を含んでいる。ドイツテレコムが保有していた

自己株式が株式マッチング・プランの加入者の口座に移行されたことにより、留保利益は561千ユーロ増加した。

 

ドイツ商法(HGB)第268条第８項に準拠した配当制限

ドイツ商法(HGB)第268条第８項第３文に準拠した配当制限の対象となる金額は、年金に対する引当金及び類似債

務に係るCTA資産の公正価値での評価171百万ユーロ、長期信用に関するCTA資産の評価約１百万ユーロ、並びに部

分退職債務に係るCTA資産の評価約１百万ユーロに起因している。173百万ユーロのうち53百万ユーロを相殺し、繰

延税金負債は純額で120百万ユーロとなる。繰延税金負債に対して相殺される53百万ユーロの繰延税金資産を考慮

し、ドイツ商法(HGB)第268条第８項に準拠した配当制限対象金額は173百万ユーロとなる。配当制限の対象となる

173百万ユーロが自由に利用できる準備金により全額カバーされるため、当期未処分利益は全額分配することが可

能である。
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12　株式報酬制度

ドイツテレコム・アーゲーの中期インセンティブ制度(MTIP)

ドイツテレコムの中期インセンティブ制度(以下「MTIP」という。)は現金に基づく制度で、加重の等しい２つの

株式に基づく業績目標－絶対的目標と相対的目標－と結び付いている。両方の業績目標が達成された場合には報奨

は各雇用者によって受益者に全額支払われ、１つの業績目標のみ達成された場合には50％が支払われ、いずれの業

績目標も達成されない場合には支払は行われない。

絶対的業績目標は、各制度の終了時におけるドイツテレコムの株価が制度開始時の株価より少なくとも30％上昇

した場合に達成される。評価の基準となるのは、制度の開始及び終了前20営業日における、フランクフルト証券取

引所(ドイツ・ベルゼAG)におけるT株式の非加重平均株価(クセトラ取引でのT株式の終値に基づく)である。

相対的業績目標は、各制度の期間におけるT株式の総利回りがダウ・ジョーンズのEURO STOXX®のトータル・リ

ターン・インデックスを上回った場合に達成される。基準となるのは、(クセトラ取引でのT株式の終値に基づく)T

株式の非加重平均価格に支払われた又はドイツテレコム株式に再投資された配当金を加えた価額、特別配当株等、

並びに制度の開始及び終了前20営業日におけるダウ・ジョーンズのEURO STOXX®のトータル・リターン・インデッ

クスの非加重平均価格である。

MTIPが最後に発行されたのは2010年度であり、変動報酬Ⅱに置き換えられた。ただし、取締役に対する新報酬制

度に切替えていなかった取締役会メンバーは除かれた。これらのメンバーに対しては、MTIPの2011年度トランシェ

が発行された。

MTIPの2011年度のトランシェについては、相対的制度目標のみが達成され、50％の支払いが行われた。

 

株式マッチング・プラン

特定の取締役は、契約上自己の短期変動報酬部分のうち最低10％及び最大33.3％をドイツテレコム・アーゲーの

株式に投資する義務を負っており、これは事業年度に各取締役毎に設定される目標の達成度に基づいている(変動

報酬Ⅰ)。ドイツテレコム・アーゲーは前述の通り、取締役が個人投資として取得した株式１株につき、追加で１

株付与する(株式マッチング・プラン)。これらの株式は、４年間の譲渡禁止期間満了後にこのプランの受益者に付

与される。

 

変動報酬Ⅱ

ドイツテレコムのMTIPは、2010年度に変動報酬Ⅱに置き換えられた。変動報酬Ⅱは長期目標のみを目指すもの

で、４つの実績パラメーター(調整済み投下資本利益率(ROCE)、調整済み１株当たり利益(EPS)、顧客満足度、従業

員満足度)の達成度合が、同等の比重で評価される。各パラメーターに基づき、報酬の４分の１の額が決定され

る。目標達成レベルが100％を超えた場合、報酬額の150％を上限として、定額法で報酬が支払われる。評価期間は

４年間で、トランシェの確定時に設定された４年間を通じての目標達成平均が、評価のベースとなる。
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13　年金及び類似債務に関する引当金

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

直接年金債務     

うち、平行債務：12億ユーロ

(2013年12月31日:13億ユーロ)  1,654  1,852

間接年金債務  27  25

  1,681  1,877

ドイツ憲法(GG)第131条に従った債務  1  2

  1,682  1,879

 

年金に関する全引当金の減少は主に161百万ユーロの年金資産の処分に起因しており、これは引当金の決済金額

と相殺されている。

記載されている年金債務の帳簿価額は、年金数理上の報告に基づいて算出されたものである。

非公務員に対する年金債務は、間接年金債務及び直接年金債務に基づくものである。間接年金債務には、ドイ

ツ・ブンデスポスト補足年金機関(以下「VAP」という。)による債務及びドイツテレコム企業年金サービスe.V.(ボ

ン、以下「DTBS」という。)による特別年金基金に関する債務が含まれている。

ドイツテレコムの直接年金債務は、VAP平行債務を有する直接債務及びVAP平行債務を有していない直接債務から

なっている。VAP平行債務は、当初はVAPに帰属していた、ドイツテレコムに対する直接的な法的請求権に基づくも

のである。VAPの債務はこれにより一時停止する。

VAPによる給付は法定年金給付を補い、定款で特定された給付水準へと引き上げるが、これは通常、従業員の報

酬水準及び適格従業員の勤務期間により決定される。1997年に行われた企業年金制度の再編成の一環として、雇用

者と労働組合は確定VAP給付の保護に関する規定を定めた契約を締結した。

この契約に従って、退職者及びまもなく退職する従業員に対する給付債務には変更がない。確定給付を有する若

年従業員に関しては、年金債務は、その時点までの勤続年数に基づく当初金額に転換され、雇用者の資本勘定に計

上されている(キャッシュバランス制度)。ドイツテレコムは毎年この勘定に計上していくが、保険適用対象の事象

が発生する場合、その残高は全額一括又は分割で支払われるか、あるいは終身年金に転換される可能性がある。

実施形式は、2005年８月17日に締結されたドイツテレコムの企業年金制度の再編成に関する団体契約により変更

された。この契約に従い、現職及び休職従業員のための全ての企業年金サービスは直接付与される予定であり、従

業員は法的請求権を有している。

年金引当金は、2010年１月１日付のドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の導入以降、予測単位積増法を用いて測定

されている。年金引当金の測定の変更により生じる増額分は、ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の暫定規定(ドイ

ツ商法導入法(EGHGB)第67条第１項第１文)に準拠して、15年間にわたって配分される。

ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の暫定規定の結果として、2014年12月31日現在の貸借対照表に計上されていな

い年金引当金は、直接年金債務が138百万ユーロ(2013年12月31日現在:152百万ユーロ)、間接年金債務が28百万

ユーロ(2013年12月31日現在:31百万ユーロ)であった。
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貸借対照表日における算定は、以下の仮定に基づいていた。

 

(単位：％)  2014年

名目金利  4.54

予測昇給率   

給与制従業員  2.50

非給与制従業員  2.50

年金予測増加率   

一般  1.50

定款に準拠  1.00

変動  4.00

 

年金債務を算定する際、年金数理士は2014年11月の割引率予想を、2014年12月31日時点のドイツ連邦銀行公表の

金利とわずか0.01パーセントポイントしか乖離していない（すなわち大きくは乖離していない）ものと想定した。

年金債務はクラウス・ヒューベック教授が公表した2005年G表の寿命測定を用いて算定された。

年金数理上の報告に基づいて、直接年金債務に関する引当金1,654百万ユーロは、貸借対照表日に認識される

(2013年12月31日現在：1,852百万ユーロ)。

この金額は、2014年12月31日現在の直接年金債務の清算金額2,897百万ユーロ(2013年12月31日現在：2,837百万

ユーロ)を、市場価額で測定された公正価値1,105百万ユーロの年金資産(2013年12月31日現在：833百万ユーロ)及

び残りの繰入額(ドイツ企業会計近代化法(BilMoG))138百万ユーロと相殺したことによるものである。年金資産の

取得原価は合計934百万ユーロ(2013年12月31日現在：773百万ユーロ)で、公正価値を下回っている。資産の公正価

値が取得原価を超過したことによる171百万ユーロの差額は、配当制限の対象である。当報告年度の資産の相殺に

より生じる収益111百万ユーロ(2013年：28百万ユーロ)は、利息費用純額の234百万ユーロ(2013年度：173百万ユー

ロ)の費用と相殺された。

 

14　税金引当金

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

法人税等  135  132

その他の税金  59  125

  194  257

 

法人税等引当金は、営業税及び法人所得税によるもので、特に過年度からの税金に関連するものであった。すで

に前払金が支払われたため、法人税等引当金のごく一部のみが2014年度の当期税金に関連しており、これは繰越欠

損金があっても支払が必要な最小課税額である。

その他の税金の大部分は過年度の付加価値税に関連している。
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15　その他の引当金

 

(単位：百万ユーロ)  

2014年12月31日

現在  

2013年12月31日

現在

従業員給付     

公務員健康保険基金  281  234

部分退職契約  47  36

早期退職(公務員年金基金)  -  4

諸債務  215  236

その他の債務     

年金及び部分退職債務に関する担保契約に対する引当金  1,633  1,542

未決済取引による偶発損失  270  295

未払費用  205  164

訴訟リスク  157  71

デリバティブによる偶発損失  53  99

その他の諸引当金  249  213

  3,110  2,894

 

公務員健康保険基金(Postbeamtenkrankenkasse - PBeaKK)に対する引当金は、PBeaKKに対する損失を補填するリ

スクをカバーするものである。取崩のリスクは基金の資産から計画的な引出が行われた後に赤字が残る場合に発生

する。

部分退職に対する引当金の増加は、主に当事業年度に締結された新規の部分退職契約に起因している。部分退職

に対する引当金47百万ユーロは、基本的にステップアップ金額に関連している。

年金及び部分退職債務に関する担保契約に対する引当金16億ユーロは、主に年金請求に関するサービス会社(ド

イツテレコム・テヒニシェル・サービスGmbH(ボン)、ドイツテレコム・テクニックGmbH(ボン)、及びドイツテレコ

ム・クンデンサービスGmbH(ボン))の負債に関してドイツテレコムが引き受けた経済的債務からなる。この引当金

の増加は、主に金利の低下によるものである。

前年度同様、未決済取引から生じる偶発損失に対する引当金は、主に人員余剰により生じる費用について貢献差

益を生み出すことを意図してドイツテレコム・グループ外のパートナーと締結した契約に関連している。

未払費用に対する引当金には、法律、IT及びコンサルティング・サービスに対する引当金が含まれていた。

訴訟リスクに対する引当金は、主に継続中の訴訟に係るリスク引当金からなる。

デリバティブによる偶発損失に対する引当金は、報告年度において主に通貨デリバティブ、金利デリバティブ、

ディーゼル・デリバティブについて認識された。2014年12月31日現在、偶発損失に対する引当金が46百万ユーロ減

少した。これは、金利デリバティブに係る偶発損失に対する引当金の減少84百万ユーロと通貨、ディーゼル及び組

込デリバティブに係る偶発損失に対する引当金の増加38百万ユーロからなり、主に基本的な業績指標に起因してい

る。

その他の諸引当金には、従業員リストラクチャリングに関連した保険料移転に対する引当金、第三者による利害

主張に対する引当金、環境浄化引当金、ドイツテレコムが出資するプロフェッサーシップへの拠出に対する引当

金、及びアーカイビング費用に対する引当金が含まれている。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

411/636



ドイツテレコムは、ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の暫定規定に基づいて、引当金の帳簿価額のうちより高い

方を維持するという選択を行った。高い方の帳簿価額を維持するこの選択肢を放棄していた場合、その他の諸引当

金は２百万ユーロの超過額が生じる結果となっていた。

 

16　負債

 
  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

    期限    期限

( 単 位 ： 百 万

ユーロ)  合計  １年以内  

１年超

５年以内  ５年超  合計  １年以内  

１年超

５年以内  ５年超

借入債務                 

社債  1,859  -  1,561  298  2,037  265  563  1,209

銀行借入金  4,118  2,258  1,623  237  3,270  1,407  1,663  200

  5,977  2,258  3,184  535  5,307  1,672  2,226  1,409

                 

その他の負債                 

前受金  0  0  -  -  0  0  -  -

買掛金  266  266  -  -  215  215  0  -

子会社に

対する債務
 

33,907  14,395  7,162  12,350
 

37,588  14,583  9,279  13,726

関連会社及び

関係会社に対

する債務  250  250  -  -  233  233  -  -

その他の負債  4,614  2,159  1,951  504  4,728  1,936  2,116  676

うち、税金

によるもの  188  188  -  -  225  225  -  -

うち、社会

保障による

もの  16  9  5  2  17  8  7  2

  39,037  17,070  9,113  12,854  42,764  16,967  11,395  14,402

負債合計  45,014  19,328  12,297  13,389  48,071  18,639  13,621  15,811

 

社債は、トレジャリー・ノート(1,296百万ユーロ)及びミディアム・ターム・ノート(563百万ユーロ)に関するも

のである。

社債の構成は以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)             

12月31日までに期限が到来

する年度
 ３％まで  ４％まで  ６％まで  ７％まで  ８％まで  合計

2015年  -  -  -  -  -  -

2016年  300  -  -  -  -  300

2017年  -  165  98  -  -  263

2018年  -  -  -  -  -  -

2019年から2020年  -  -  -  -  1,296  1,296

合計  300  165  98  -  1,296  1,859

 

銀行借入金の増加848百万ユーロの大部分は、16億ユーロにのぼるコマーシャル・ペーパーの新規発行によるも

のである。これは、当期の銀行借入金の返済８億ドルによって相殺された。
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買掛金は、特に国際通信事業者向けのネットワーク・オペレーター・サービス及びネットワーク・サービスに関

するインターナショナル・キャリア・セールス・アンド・ソリューションズ部門における未払金に関連しており、

当報告年度には請求日の関係により、増加した。

子会社に対する債務は、主に金融負債232億ユーロ(2013年12月31日現在:261億ユーロ)、及びキャッシュ・マ

ネージメントによる負債98億ユーロ(2013年12月31日現在:106億ユーロ)から構成されていた。当報告年度における

子会社に対する債務は、買掛金439百万ユーロ(2013年12月31日現在: 445百万ユーロ)、その他の負債437百万ユー

ロ(2013年12月31日現在: 394百万ユーロ)となった。子会社に対する債務のうち、233億ユーロ(2013年12月31日現

在:263億ユーロ)は、ドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(アムステルダム)に対する負債に

関連している。子会社に対する金融負債は、特に子会社（主にドイツテレコム・インターナショナル・ファイナン

スB.V.(アムステルダム)）に対する30億ユーロの債務返済により、純額で29億ユーロ減少した。

ドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(アムステルダム)は、グループ会社に融通するための

社債及びミディアム・ターム・ノートを発行する。結果として生じるドイツテレコム・インターナショナル・ファ

イナンスB.V.(アムステルダム)に対するドイツテレコムの負債は以下の通りである。個別の発行について、ドイツ

テレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(アムステルダム)がグループ外で金融負債を発行する年度は、

当該金融負債をドイツテレコムに融通する年度と異なる。2014年度にドイツテレコムに融通された社債又はミディ

アム・ターム・ノートはなかった。記載されている変動金利債務の金利は2014年12月31日における最新の妥当な金

利に基づいて割り当てている。

 

2003年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

ユーロ  500,000,000  6.706  2018年

ユーロ  500,000,000  7.580  2033年

 

2005年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

ユーロ  1,548,801,384
*

 4.075  2015年

 

2006年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

ユーロ  390,000,000
*

 4.825  2016年

 

2008年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

ユーロ  200,000,000  5.926  2023年

 

2009年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

ユーロ  1,960,000,000
*

 6.075  2017年

ユーロ  350,000,000  5.450  2021年

英ポンド  700,000,000  6.575  2022年
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2010年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

英ポンド  250,000,000  7.455  2019年

ユーロ  462,246,714  4.375  2020年

英ポンド  300,000,000  7.715  2030年

ユーロ  300,000,000  4.625  2030年

 
 

2011年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

米ドル  1,250,000,000  3.250  2016年

 

2012年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

米ドル  1,000,000,000  2.375  2017年

ユーロ  370,000,000
*

 2.125  2019年

ユーロ  650,000,000  2.875  2024年

米ドル  1,000,000,000  5.000  2042年

*　2014年度に一部返済。

 

2013年度トランシェ  

額面価額

(単位：各発行通貨)  

金利

(単位：％)  満期

米ドル  1,904,865,000  2.614
**

 2015年

米ドル  1,000,000,000  5.825  2016年

米ドル  850,000,000  8.195  2018年

米ドル  750,000,000  6.075  2019年

ユーロ  1,250,000,000  2.255  2021年

ユーロ  1,250,000,000  4.375  2022年

ユーロ  500,000,000  5.000  2025年

ユーロ  750,000,000  3.380  2028年

米ドル  1,815,000,000  8.023  2030年

米ドル  1,685,000,000  6.800  2030年

米ドル  500,000,000  9.330  2032年

**　変動金利

 

関連会社及び関係会社に対する負債には、４百万ユーロ（2013年12月31日現在：12百万ユーロ）の買掛金が含ま

れている。

以下の表は、その他の負債の構成を示している。

 

 

(単位：百万ユーロ)
 

2014年12月31日

現在
 

2013年12月31日

現在

早期退職契約による負債  1,672  2,075

ローン・ノートによる負債  994  1,120

未払利息による負債  576  504

担保による負債  486  31

オペレーター間の割引サービスによる負債  274  334

デリバティブによる負債  237  283

未払税金  188  225

従業員に対する負債  63  37

その他の諸負債  124  119

  4,614  4,728
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公務員の早期退職契約による負債は公務員退職基金によるもので、既に締結された契約に基づく支払債務から発

生している。当該債務は、最大７回までの年次分割で支払われるものである。ドイツテレコムで就業している公務

員であり、55歳に達し、1993年に制定され2012年11月21日に改正されたフェデラル・レイルウェイズ及び旧ドイ

ツ・ブンデスポストの後継会社の残余特別資産における人員構造の改善に関する法律に規定する全ての基準を満た

す者は、早期退職を申請することができる。ドイツテレコムはその結果減少する公務員の退職年金支払いを、公務

員年金基金及びその他費用への分割前払金で相殺する。公務員年金基金の再編に関する法律(Gesetz zur

Neuordnung der Postbeamtenversorgungskasse)は公務員の早期退職に関する規定を2016年12月31日まで延長し

た。2014年１月14日に、取締役会は2014年度の早期退職規定の行使により、限られた範囲で追加の経済的負担に対

処することを決議した。

ローン・ノートによる負債は、保険会社及びその他の機関投資家に関するものであった。2002年以降に受取った

現時点でのローン合計555百万ユーロを除き、全てのローン・ノートは、ドイツ連邦共和国によって保証されてい

る。

未払利息による負債は、そのほとんどが金利デリバティブ、ローン・ノート及びミディアム・ターム・ノートに

係る繰延利息に関連している。

担保は、デリバティブ金融商品による信用リスクをヘッジするために使用される。この場合に、ドイツテレコム

はもう一方の契約当事者から現金による担保を受領する。担保による負債の増加は、特にユーロに対する米ドルの

上昇と米ドル金利が2013年度より低下したことにより、外部デリバティブの市場価値が高まったことに起因してい

る。オペレーター間の割引サービスによる負債は、主に国外のモバイル通信事業者とのローミング契約に関する

ローミング割引事業に関連している。当該債務は当初ドイツテレコムに含まれていたが、その後ドイツテレコムの

子会社へ移管された。

デリバティブによる負債は、主にリボルビング・ヘッジに関して失効したヘッジ取引による未実現決済損益

(ロールオーバー損益)に関連している。

未払税金は、未払法人税等４百万ユーロ(2013年12月31日現在：９百万ユーロ)及びその他の税金による負債184

百万ユーロ(2013年12月31日現在：216百万ユーロ)からなる。これは、主に、財務上の親会社に関する通常の事業

活動による未払付加価値税169百万ユーロ及び未払賃金税15百万ユーロから構成されていた。

従業員に対する負債は、主に退職金契約に関するものであった。

その他の諸負債は、一部については発生主義に基づく処分益の認識からなり、TシステムズにおけるテレコムIT

部門の設立に向けた、グループ内での重要なIT部門及びサポート部門の統合の一環として無形資産を移転したこ

と、並びに人員再編成(例えば公務員のための保険料移転)による負債から生じた。

 

17　繰延収益

前年度比の繰延収益の減少15百万ユーロは、主にドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(ア

ムステルダム)からの貸付金に係る両替手数料の償却によるものであった。
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18　繰延税金

繰延税金資産は、当報告年度において繰延税金負債を上回った。ドイツテレコムは、税金を軽減する効果を繰延

税金資産として認識する、ドイツ商法(HGB)第274条第１項に準拠したオプションを行使していない。繰延税金資

産／負債は、主に貸借対照表項目の有形固定資産における税務上の帳簿価額とドイツGAAPに基づく帳簿価格との差

異、並びに繰越欠損金に関連している。繰延税金を算定する場合、法人税等、連帯付加税及び営業税をカバーす

る、実効税率30.7％が使用された。

 

損益計算書に対する注記

 

19　営業収益

事業活動分野別営業収益

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

不動産賃貸及びリースによる収益  1,186  1,204

社員派遣による収益  1,146  1,197

固定ネットワーク収益  1,143  1,162

研修サービスによる収益  202  202

  3,677  3,765

 

不動産賃貸及びリースによる収益は合計12億ユーロ（2013年：12億ユーロ）であり、水道光熱費込の家賃により

発生した。ドイツテレコムは主にGMGゲネラルミートゲゼルシャフトmbH（ケルン）から不動産をリースし、標準設

備製品という形で設備管理サービスとともに、ドイツの子会社に貸し出していた。

社員派遣による収益は11億ユーロ(2013年：12億ユーロ)であり、社員を他の企業へ派遣することで得られた。社

員は出向又は派遣契約によって、また公務員は委任又は休職扱いで、社内外の雇用者に配置された。

固定ネットワーク収益は11億ユーロ(2013年度：12億ユーロ)であり、主に国際通信事業者向けの卸売サービスに

よるものであり、例えばドイツテレコムでは、国際音声データ通信サービスを提供している。商品・技術革新部門

からも電子書籍の販売、広告（ポータルでの広告）、コミュニケーション（企業のインターネット・ネットワーク

向け等のセキュリティ・ソフトウェア）、並びにInform&Entertain（動画のダウンロード、電子書籍リーダー向け

コンテンツの電子配信など）といったインターネット事業分野からも収益が生じた。

研修サービスによる収益は、ドイツ内の若年従業員向け研修サービス及び合宿並びに会議サービスからなる。

 

地域別営業収益

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

国内  3,092  3,136

国外  585  629

  3,677  3,765

 

前へ　　　次へ
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20　その他の資産計上された費用

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

その他の資産計上された費用  18  12

  18  12

 

21　その他の営業収益

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

経費の振替/払戻し  1,090  1,180

非流動資産売却益  674  80

為替差益  394  676

デリバティブによる収益  350  292

その他のサービスによる収益  264  361

引当金戻入益  198  139

非流動資産評価増による収益  16  60

その他の収益  653  466

  3,639  3,254

 

経費の振替/払戻しによる収益は、特にGMGゲネラルミートゲゼルシャフトmbH(ケルン)への不動産賃貸及びリー

スによる収益、子会社向け請求サービス(クロスチャージ)による収益、ブランドのライセンス費用振替による収

益、並びにドイツテレコム・アカウンティングGmbH(ボン)及びサービス会社に対する管理費用請求による収益を含

む。

非流動資産売却益674百万ユーロは、スカウト24グループの売却による収入603百万ユーロと土地及び建物の売却

による収入52百万ユーロからなる。非流動資産売却益は、異なる期間へ売却益（11百万ユーロ）を配分したことに

伴う負債の認識の中止も含む。かかる認識の中止は、バックライセンシングにかかる無形資産の経済的耐用年数に

わたって、損益計算書に表示される。

為替差益は主に、外貨建の貸付金/借入金の満期到来時に実現された為替レートの影響245百万ユーロを含む。為

替差益が前年比で減少したのは、米ドル建のヘッジ取引の売却額の減少によるものである。売掛金及び買掛金（74

百万ユーロ）並びに会社間決済勘定（32百万ユーロ）の測定も為替差益に影響を与えている。

デリバティブによる収益は、特に通貨デリバティブの満期到来によるものであった。

当報告年度のその他のサービスによる収益は、主にドイツテレコムの子会社向けサービス提供に関連して生じた

ものであり、これらはHRビジネスサービスが提供するサービス、衛生保健管理、法律事務及び手数料を含む。

当報告年度の引当金戻入益は、特に従業員費用に対する引当金戻入益24百万ユーロ（2013年度：15百万ユー

ロ）、偶発損失に対する引当金戻入益19百万ユーロ（2013年：8百万ユーロ）、未払費用に対する引当金戻入益15

百万ユーロ(2013年度:35百万ユーロ)、訴訟費用に対する引当金戻入益10百万ユーロ(2013年度:31百万ユーロ)及び

連邦機関サービスに対する引当金戻入益２百万ユーロ(2013年度：８百万ユーロ)に関連していた。

その他の収益は、主にスカウト24ホールディングGmbH（ミュンヘン）からの資本の引き上げとスカウト24グルー

プの残りの株式をAsa NewCo GmbH（ミュンヘン）に公正価値で拠出することに関連する437百万ユーロの含み資産

の実現によるものであった。
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ドイツ商法(HGB)第277条第４項に従い、他の期間に係る収益277百万ユーロ(2013年度:219百万ユーロ)が、当報

告年度のその他の営業収益に含まれている。これは主に、引当金の戻入と非流動資産売却益によるものである。

 

22　購入した製品及びサービス

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

購入した製品     

原材料及び貯蔵品  12  1

購入した製品  73  78

  85  79

購入したサービス     

相互接続料  741  744

その他のサービス  546  582

  1,287  1,326

  1,372  1,405

 

当報告年度に購入した製品は73百万ユーロであり、特にトリノ製品（電子書籍など）に関連していた。

国債通信事業者向け卸売アップストリーム・サービスとして、接続料741百万ユーロが当報告年度に発生した。

その他のサービスには、主に水道光熱費込の家賃で発生した、貸出及びリース関連のアップストリーム・サービ

ス費用388百万ユーロが含まれている。またその他のサービスには、広告（広告掲載など）、コミュニケーション

（セキュリティ・ソフトウェア向けなど）及びInform&Entertain（動画のアップロードなど）といったインター

ネット事業分野に関連するアップストリーム・サービス、並びにITインフラストラクチャー・オペレーション

(データ・センターの運営など)に係る通信サービスの費用、また、エネルギー及び研修に係るアップストリーム・

サービスに関連する費用が含まれている。

 

23　人件費／平均従業員数

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

賃金及び給与  2,021  2,205

社会保険料の拠出並びに年金制度及び給付関連費用     

公務員に対する年金制度関連費用  579  590

社会保険料の拠出  109  128

サポート引当金  99  116

非公務員に対する年金制度関連費用  28  23

  815  857

  2,836  3,062

 

人件費は、前年比で合計226百万ユーロ減少した。この人件費減少のうち、特に184百万ユーロは、賃金及び給与

に係る費用の前年比での減少によるものであった。

賃金及び給与に係る費用の減少184百万ユーロは、主に早期退職契約の利用に係る費用の減少に起因している。
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連邦政府機関の公務員年金基金は、ドイツ・ブンデスポスト及び後継企業の公務員年金基金のための、ドイツ・

ブンデスポストの元従業員のための法規定に関する法律(Postpersonalrechtsgesetz - PostPersRG)の第14条から

第16条に規定されている機能を果たしている。これは、ドイツポスト・アーゲー、ドイツ・ポストバンク・アー

ゲー及びドイツテレコム・アーゲーの公務員に関する年金及び手当の支払に係る取引を全て行っている。ドイツ郵

政再組織法(Postneuordnungsgesetz-PTNeuOG)の規定に基づき、公務員年金基金は公務員という身分により年金受

給資格を有する退職従業員及びその扶養遺族に対し、年金及び手当の支払を行っている。

ドイツ郵政再組織法(PTNeuOG)に基づいて、ドイツ連邦共和国は、公務員年金基金の現行の支払債務、ドイツテ

レコムから受け取った金額と年金資産の運用収益との差額を補填し、公務員年金基金が引き受けた債務を常に履行

できる状態にあることを保証している。ドイツ連邦共和国はこの条項に準拠して、公務員年金基金に対して支払っ

た金額に関してドイツテレコムに求償することはできない。

PostPersRG第16条に従って、ドイツテレコムは公務員年金基金に代表される連邦政府に対して、現職公務員の報

酬総額及び一時休職中の公務員の年金給付の対象となる仮定報酬総額それぞれの33％を拠出する義務を負ってい

る。この拠出は毎年継続的な費用として認識される。2013年10月28日の連邦財務省の発表では、2014年度の拠出に

関して567百万ユーロの公務員年金に関連する前払金が規定されている。ドイツテレコムは既に全額を支払ってい

る。前払金のうち552百万ユーロ(2013年度：567百万ユーロ)だけが、現職公務員数及び一時休職中の公務員数の減

少により、費用として当報告年度に認識されている。当該費用の前年度比での減少は、主に現職公務員数の減少

(定年退職、早期退職の選択及び他の政府機関への転属)によるものである。多額の負担が残っているため、ドイツ

テレコムは拠出金の支払いの減額を申請している。競争力を鑑みると、拠出金の支払いは不当な負担となる。

平均従業員数の変動は、以下の通りである。

 

平均従業員数  2014年度  2013年度

公務員  20,393  21,282

公務員以外  8,933  9,012

  29,326  30,294

研修生及び実習生  8,022  8,095

 

従業員数の減少は、主に公務員の早期退職契約利用によるものである。

 

24　減価償却費、アモチゼーション及び評価減

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

減価償却費及びアモチゼーション     

無形資産のアモチゼーション  86  77

有形固定資産の減価償却費  287  325

  373  402

評価減     

ドイツ商法(HGB)第253条第３項第３文に基づくもの  61  57

  434  459

 

無形資産のアモチゼーション76百万ユーロは、ソフトウェアの使用権のアモチゼーションに関連していた(2013

年度：71百万ユーロ)。
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当報告年度における有形固定資産の減価償却費214百万ユーロは、建物に関連していた(2013年度:241百万ユー

ロ)。

当報告年度における評価減は全て、低価法による不動産の評価減であり、61百万ユーロであった(2013年度:57百

万ユーロ)。

金融資産の評価減は、「財務収益/費用、純額」に計上されている(注記26を参照のこと)。

 

25　その他の営業費用

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

貸借料及び支払リース料  1,048  1,041

為替差損  381  698

デリバティブにより生じる費用  344  413

その他の従業員関連費  279  207

マーケティング費  212  206

法律顧問料及びコンサルタント料  173  185

清掃、輸送及び監視  111  111

ITサポート  110  132

研究開発費  104  143

偶発損失引当金繰入額  101  124

維持修繕費  91  95

賠償により生じる費用  51  53

年金及び部分退職債務に関する担保契約により生じる費用  28  14

その他の費用  655  762

  3,688  4,184

 

賃借料及び支払リース料は、特に水道光熱費込の家賃により生じたものであり、ドイツテレコムによる内部的利

用がほぼ全てを占める。

為替差損には、特に外貨建の貸付金/借入金の満期到来時に実現された為替レートの影響172百万ユーロが含まれ

る。為替差損が前年比で減少したのは、主に米ドル建の非流動金融資産の売却額の減少によるものである。売掛金

及び買掛金（67百万ユーロ）並びに会社間決済勘定（66百万ユーロ）の測定も為替差損に影響を与えている。

デリバティブにより生じる費用が前年比で69百万ユーロ減少したのは、主に通貨デリバティブの満期到来による

ものであった。

その他の従業員関連費用279百万ユーロには、各連邦政府機関における公務員配置に係る報酬支払87百万ユー

ロ、連邦機関に支払われる一般管理費の配分により生じる79百万ユーロ、社員教育費用26百万ユーロ、及び会議費

用10百万ユーロが含まれる。

当報告年度におけるマーケティング費は、特にスポンサー、広告、展示会及び会議の費用、並びにその他代理手

数料に関連している。

法律顧問料及びコンサルタント料には、特に技術及び経営コンサルティング費用、法律相談費用並びに年次財務

書類の作成及び監査に対する費用が含まれている。

清掃、輸送及び調査費用は、水道光熱費込の家賃により生じたものであり、ドイツテレコムによる内部的利用が

ほぼ全てを占める。

ITサポート費は、コンピューティング及びネットワーク・サービスの提供並びにワークステーション・システム

向けサービスに関連するものである。
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研究開発費は、主にソフトウェア開発費用及び大学パートナーシップ・プログラム費用からなる。

偶発損失引当金繰入額の増加は、主に人員余剰により生じる費用について限界利益を生み出すことを意図してド

イツテレコム・グループ外のパートナーと締結した契約によるものである。

賠償により生じる費用は、主に子会社が提供するサービスのクロスチャージに関連する費用からなる。

当報告年度において、その他の費用は、特に現在進行中の訴訟に関連するリスク引当金、旅費、保険証券、及び

一時的な雇用の費用からなる。

ドイツ商法(HGB)第277条第４項に準拠し、他の期間に係る費用17百万ユーロ(2013年度：76百万ユーロ)が、当報

告年度のその他の営業費用に含まれていた。かかる費用は、売掛金に係る損失及び非流動資産除去費に関連してい

る。

 

26　財務収益/費用、純額

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

子会社、関連会社及び関係会社に係る収益     

うち、子会社から39百万ユーロ(2013年:151百万ユーロ)  39  152

利益移転契約による収益  7,106  6,383

損失移転による費用  (686)  (507)

子会社、関連会社及び関連会社に係る収益(損失)  6,459  6,028

非流動金融資産からの長期貸付金による収益     

うち、子会社から529百万ユーロ(2013年:582百万ユーロ)  529  582

その他の受取利息及び類似収益     

うち、子会社から91百万ユーロ(2013年:142百万ユーロ)

うち、引当金の割引から１百万ユーロ(2013年:０百万ユーロ)  137  445

支払利息及び類似費用     

うち、子会社に対して12億ユーロ(2013年:12億ユーロ)

うち、引当金への利息戻入によるもの302百万ユーロ

(2013年:305百万ユーロ)  (1,827)  (1,867)

支払利息純額  (1,161)  (840)

金融資産及び市場性ある有価証券に係る評価減  (17)  (142)

  5,281  5,046

 

子会社、関連会社及び関係会社に係る収益は、主にシレオ・イモビリエンフォンド No.1 GmbH & Co. KG(ホイゼ

ンシュタム)からの配当金36百万ユーロからなる。

当報告期間に認識された利益移転契約による収益は、主にテレコム・ドイチュラント(44億ユーロ)、Tモバイ

ル・グローバル・ツヴィッシェンホールディングGmbH(ボン)(21億ユーロ）、DFMGホールディングGmbH(ボン)(376

百万ユーロ)、及びPASMパワー・アンド・エア・コンディション・ソルーション・マネージメントGmbH(ミュンヘ

ン)(91百万ユーロ)に関係するものである。

損失移転による費用は、主にTシステムズ(472百万ユーロ)、ラムダ・テレコミュニカシオンスディーンステGmbH

(ボン)(62百万ユーロ)、ヴィヴェント・カスタマー・サービシズGmbH(ボン)(57百万ユーロ)、及びドイツテレコ

ム・ベンチャー・ファンドGmbH(ボン)(55百万ユーロ)に関係するものである。

利益移転契約による収益及び損失移転契約による費用はともに、一時的な要因による一定の影響を受けた。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

421/636



非流動金融資産からの長期貸付金による収益、並びに子会社からのその他の受取利息及び類似収益は、主にTモ

バイルUSAインク(ベルビュー)への貸付金による利息及びテレコム・ドイチュラントへの貸付金による利息に関連

するものである。その他の受取利息及び同様の収益の減少は、主に2013年の金利デリバティブの満期前の解約件数

が2014年よりも多いこと、前年においてプラスの効果があったこと、並びに内部資金管理決済口座の利息の低下に

関連している。

子会社に対する支払利息は、主にドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンス B.V.(アムステルダム)

との融資関係によるものである。

当報告期間において、年金引当金並びに部分退職及び長期信用に対する引当金への利息戻入による費用は総額

238百万ユーロ(2013年：176百万ユーロ)で、支払利息純額のCTA資産からの収益116百万ユーロ(2013年：29百万

ユーロ)と相殺されている。

2014年度の金融資産に係る評価減は、主にドイツテレコム(UK)Limited(ハットフィールド)(13百万ユーロ)及び

HMMドイチェラントGmbH(メールス)(４百万ユーロ)への投資の評価減に関連するものである。

 

27　特別利益/損失

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

引当金評価による特別損失  (17)  (17)

  (17)  (17)

 

当報告年度の特別損失は、ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)に準拠して年金引当金の評価を調整したことから生

じたものである。当社では、ドイツ商法導入法(EGHGB)第67条第１項第１文に準拠して、年間の繰入額が、繰入総

額の15分の１に一致するような選択を行った。

 

28　税金

 

(単位：百万ユーロ)  2014年度  2013年度

法人税等  243  93

その他の税金  20  20

  263  113

 

法人税等の大部分は当事業年度の当期税金に関連しており、これは繰越欠損金があっても支払が必要な最小課税

額である。

法人所得税費用は、ドイツ商法(HGB)第277条第４項に準拠して、他の期間に関連する57百万ユーロの費用を含ん

でいる。

その他の税金は、主に不動産税費用からなる。

 

29　当期未処分利益に対する税引後利益の調整

2014年度に生じた税引後利益は、4,005百万ユーロであった。2013年度から繰り越された配当金支払後の未処分

利益662百万ユーロ(前年度の未処分利益2,877百万ユーロから合計2,215百万ユーロの配当金支払額を控除)を加算

すると、未処分利益は4,667百万ユーロとなった。
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その他の開示

 

30　ドイツ商法(HGB)第285条第３項に準拠して貸借対照表に含まれていない保証債務、契約債務及び取引、並びに

ドイツ商法(HGB)第285条第27項に準拠した、保証債務及び契約債務の利用に係るリスク評価に内在する根拠

 

(単位：百万ユーロ)  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

保証債務  678  995

保証契約関連債務

うち、子会社47百万ユーロ(2013年12月31現在:０百万ユーロ)  5,174  5,179

  5,852  6,174

 

保証には訴訟及び証券担保保証、並びに保証契約が含まれている。保証契約により生じた負債は第三者に関連し

ており、子会社に対して負担されることが多い。

保証契約により生じた負債には、保証及びコンフォートレターが含まれており、主にテレコム・ドイチュラント

(958百万ユーロ)、EEリミテッド(ハットフィールド)(871百万ユーロ)、TモバイルUSAインク(ベルビュー)(412百万

ユーロ)及びTシステムズ(328百万ユーロ)に関するものである。保証は特に、貸付担保保証に関連している。ドイ

ツテレコムは、大部分が社債及びミディアム・ターム・ノートから発生する、外部第三者に対するドイツテレコ

ム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(アムステルダム)の負債を保証している。資金がドイツテレコムに融

通されなかったために負債として認識された場合には、保証契約により生じた債務が計上されなければならない。

ドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンスB.V.(アムステルダム)に対するそうした負債として、2014年

12月31日現在、822百万ユーロが計上されている。

ドイツテレコムは、2008年度にシュトラバッグ・プロパティ・アンド・ファシリティ・サービシズGmbH(ミュン

スター)との間で包括購入契約を締結した。そのため、ドイツテレコムは、不動産管理及び技術上のインストール

の維持に関する極めて専門的なサービス・プロバイダーと長期契約関係を確立することが出来た。この契約に基づ

いて、ドイツテレコムは、2018年度末までドイツテレコムが直接に又はその国内子会社が使用するサービスをシュ

トラバッグ・プロパティ・アンド・ファシリティ・サービシズGmbH(ミュンスター)から購入することを保証してい

る。ドイツテレコムは、発注したサービス相当分が、合意された最低購入量の相当分に満たない場合に、無条件支

払債務リスクを負っている。この場合、ドイツテレコムはその国内子会社に対し、この不足分に対する責任範囲ま

で請求を行うことができる。合意された最低購入量相当額(現在も引き続き10億ユーロ)は、保証契約により生じた

負債に計上されている。
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トール・コレクトのコンソーシアムの主要参加企業は、ダイムラー・ファイナンシャル・サービシズ・アーゲー

(シュトゥットガルト)、及びドイツテレコムである。主要株主及びコンソーシアム企業であるトール・コレクト

GbR(ベルリン)とドイツ連邦共和国との間の、トラック通行料金回収システムに関する争いに係る仲裁手続きにお

いて、ドイツテレコムは、2005年８月２日にドイツ連邦共和国の請求書面を受領した。連邦共和国はこの請求書面

において、運営開始の遅延により、約35.1億ユーロに利息を加算した通行料金収益を喪失したとしている。契約上

の違約金に係る損害賠償請求額は、合計で16.5億ユーロに利息を加算した金額であった。当該請求額は、運営契約

の違反(外部委託に関する合意の欠如、オンボード・ユニット及び監視装置の提供の遅延)に基づいている。2008年

５月16日付の書面において、連邦共和国は喪失した通行料金収益の損害賠償請求額を再計算し、169百万ユーロ減

額した。新たな請求額は、現在約33.3億ユーロに利息を加算したものである。連邦共和国による主な請求額は契約

上の違反金請求を含むため、合計約49.8億ユーロに利息を加算したものとなる。2014年の春と秋にさらに審理が行

われた。2014年春の審理に伴い、仲裁手続き及びドイツテレコムが負うリスク分担を再評価した結果、財政状態計

算書において適切なリスク引当金が認識された。ドイツテレコムは、連帯責任から生じる請求がドイツテレコムの

リスク分担を越えてなされることはないと考えている。

銀行借入金保証　ドイツテレコムは、トール・コレクトGmbH(ベルリン)に付与された最大100百万ユーロの銀行

借入金を第三者に保証している。これらの銀行借入金の保証は2015年10月15日に期限を迎える。

持分維持保証　コンソーシアムのパートナーは、(ドイツGAAPに準拠して作成される単一の事業体の財務書類に

おいて)最低資本比率15％を維持するために(以下「持分維持保証」という。)、トール・コレクトGmbH(ベルリン)

に提供する義務を連帯責任主義で有している。この義務は、運営契約が2018年８月31日に失効する時点又は運営契

約が早期に解除される場合はそれより前に終了する。資本維持契約に起因して発生しうる和解金の金額は、不確実

であるため見積ることができない。

2006年６月に、ドイツ連邦共和国は、既に上記の仲裁手続きの対象となっている契約上の違約金に対して、トー

ル・コレクトGmbH(ベルリン)に対する運営費用に関する毎月の前払金８百万ユーロの一部相殺を開始した。その結

果として、コンソーシアムのメンバーがトール・コレクトGmbH(ベルリン)にさらなる流動性を提供することが必要

となる。

コンパニー・フィナンシエール・エ・アンデュストリエル・デ・オトルートS.A.、セーブル・セデックス(以下

「コフィルート」という、トール・コレクトの10％の持分を保有している。)のリスク及び義務は、70百万ユーロ

までに制限されている。ドイツテレコム及びダイムラー・ファイナンシャル・サービシズ・アーゲー(ベルリン)

は、さらなる損害賠償請求額に対してコフィルートを補償するための義務を連帯責任主義で有している。

子会社のための保証及び第三者と締結した保証契約により生じた偶発債務は、原債務が当社の子会社によって履

行されるため、債務として認識されず、求償される可能性はないものとされる。
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ドイツ組織変更法(UmwG)第133条に準拠した継続債務

ドイツ組織変更法(UmwG)第133条に準拠して、ドイツテレコムは2010年１月１日付で経済効果を伴ってスピンオ

フされたTホーム事業部門の債務に対し、連帯責任を負う。連帯責任は、スピンオフより前に発生した債務に適用

され、2010年３月30日に実施した、スピンオフの商業登記簿への登記の発表から５年後に終了する。スピンオフ契

約は、ドイツテレコム及びテレコム・ドイチュラントが、スピンオフ契約の条項に基づいて主に責任を負うべき当

事者である債務の法定連帯責任から相互免除することを規定している。

 

貸借対照表に含まれていない取引

前述の保証債務及び契約債務は、貸借対照表に含まれていない取引に係るものである。

 

31　その他の金融債務

 

  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

  合計  うち  合計  うち

(単位：百万ユーロ)    

翌事業年度

に期限が到

来するもの

 

貸借対照表

日後２年目

以降に期限

が到来する

もの    

翌事業年度

に期限が到

来するもの

 

貸借対照表

日後２年目

以降に期限

が到来する

もの

公務員年金基金に対する支払額の現

在価値  4,391  545  3,846  4,552  540  4,012

レンタル及びリース契約に基づく債務  9,092  1,553  7,539  9,529  1,618  7,911

うち、子会社に対するもの：

90億ユーロ

(2013年12月31日現在:94億ユーロ)             

将来的な支出及び投資に関する

購入契約  634  418  216  749  504  245

うち、子会社に対するもの：

446百万ユーロ

(2013年12月31日現在:473百万ユー

ロ)             

未払の拠出契約及び未決済取引から

生じる契約債務  

 

963  

 

938  

 

25  1,059  1,032  27

うち、子会社に対するもの：

938百万ユーロ

(2013年12月31現在:486百万ユー

ロ)             

  15,080  3,454  11,626  15,889  3,694  12,195

 

ドイツ郵政再組織法(PTNeuOG)に準拠し、クラウス・ヒューベック教授による2005年G平均寿命表に基づいてドイ

ツテレコムが公務員年金基金に対して求められている支払額の現在価値は、2014年12月31日現在で合計44億ユーロ

であった。前年比の減少は、特に早期退職による現公務員数の減少によるものである。

レンタル及びリース契約に基づく債務には、子会社に対する債務90億ユーロが含まれており、特にGMGゲネラル

ミートゲゼルシャフトmbH(ケルン)に対する89億ユーロ及びデテフリートサービスGmbH(ボン)に対する83百万ユー

ロから構成されている。
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将来の支出及び投資に関する購入契約は、主に資本以外の支出に関する契約508百万ユーロから構成されてい

た。購入契約の減少は主に、ドイツテレコムによるTシステムズへのITサービスの注文が減少したことによるもの

である。

未払及び未請求の拠出契約は、特にヴィヴェント・カスタマー・サービシズGmbH(ボン)(96百万ユーロ)に関連し

ている。

関連会社との未決済取引から生じる契約債務は、主にTシステムズ(273百万ユーロ)、ヴィヴェント・カスタ

マー・サービシズGmbH(ボン)(100百万ユーロ)、ドイツテレコム・ベンチャー・ファンドGmbH(ボン)(34百万ユー

ロ)及びクリックアンドバイ・ホールディングGmbH(ダルムシュタット)(21百万ユーロ)からの損益移転から生じる

契約に関連している。さらに、ドイツテレコムがその子会社であるTシステムズを通じて76％の持分を間接保有す

るサテリックNV(グルートビジャーデン)との間で、報告年度に締結された融資契約に基づく396百万ユーロの債務

がある。

ドイツテレコムは、通常の事業活動より生じる数多くの訴訟及びその他の手続の当事者となっている。法律顧問

費用及び不利な訴訟結果に関連する予測費用は、訴訟リスク引当金及び/又はその他の諸営業費用に計上された。

 

32　デリバティブ金融商品

報告日現在、評価単位に含まれないデリバティブ金融商品は以下の通りである。

 

  名目元本
2  公正価値

(単位：百万ユーロ)  2014年12月31日現在  2014年12月31日現在

金利関連商品     

金利スワップ  3,938  (44)

組込デリバティブ
1  4,609  (4)

  8,547  (48)

為替関連商品     

先物為替取引  185  (2)

  185  (2)

その他の商品     

ディーゼル・デリバティブ  51  (15)

  51  (15)

  8,783  (65)

1
経済特性及び主契約のリスクと密接には関連していない再評価要素。

2
表示されている数値は絶対値である。

 

上記の公正価値は全て、2014年12月31日現在の計算に入力パラメーターとして関連市場データを用いる、割引

キャッシュ・フロー・モデル及びオプション評価モデルにより算定されている。
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デリバティブに関連する未収金、負債及び引当金は、以下の貸借対照表項目に計上された。

 

(単位：百万ユーロ)  2014年12月31日現在

子会社に対する未収金  101

その他の資産  231

その他の引当金  (53)

子会社に対する債務  (345)

負債  (457)

  (523)

 

当社は現在進展中の事業運営に伴う金利、為替及び原材料価格のリスクをヘッジするために、デリバティブを利

用している。デリバティブが利用される全ての場合における最優先事項は、ヘッジ対象項目のリスクを限定するこ

とである。そのため、デリバティブはリスクを解消するためにのみ利用可能であり、投機目的で新たなリスクを生

み出すために利用されることはない。

デリバティブは、対象となる金融資産及び負債に関する公正価値及びキャッシュ・フロー・リスクの変動を相殺

することを目的としている。そのようなデリバティブは、ヘッジとしての有効性を定期的に見直されている。デリ

バティブは内部統制の対象となっている。

一般に、デリバティブ金融商品の名目元本は、単に支払利息算定のための基礎にすぎない(金利スワップ及びク

ロス・カレンシー・スワップの場合、名目元本は未収金又は負債を表すに過ぎない)。名目元本は、通常、デリバ

ティブの価値を算定するにあたり重要ではない。逆に、デリバティブの市場価額に重要な影響を与えるのは、金利

レート、為替レート及びその他の条件の変動である。

金利スワップは、年に一度設定される固定金利と変動金利の金利商品の構成比率に基づき、社債のクーポン及び

貸付金に対する金利を交換する目的で締結されている。

当社は、為替レートの変動をヘッジするために為替先渡予約及びノンデリバラブル・フォワードを、また為替リ

スク及び場合によって金利リスク並びに資金調達に関連するリスクを軽減するためにクロス・カレンシー・スワッ

プ及び金利スワップを利用している。

為替先渡予約及びヘッジ対象項目は、通貨の種類及び貸借対照表日現在の時価評価毎に分類された為替ヘッジの

評価単位に割当てられている。為替先渡予約は貸借対照表日の先渡為替レートで評価され、クロス・カレンシー・

スワップ及び金利スワップは将来の支払額の現在価値で認識される。評価損益は、評価単位毎に相殺される。未決

済取引による偶発損失に対する引当金は、超過損失額について評価単位毎に設定されている。純利益は認識されな

い。

クロス・カレンシー・スワップ及び金利スワップは、主に社債、ミディアム・ターム・ノートによる借入金及び

ローン・ノートの当初の通貨をドイツテレコムのターゲット通貨(ユーロ及び米ドル)に換算するために利用され

る。また、各種クロス・カレンシー・スワップ及び金利スワップは、子会社の資金調達における為替リスクをヘッ

ジするために利用される。

ディーゼル・デリバティブは、ドイツテレコムの車両用ディーゼル燃料の購入から生じる価格リスクをヘッジす

るために用いられる。
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評価単位によるヘッジ・リスク

ヘッジ対象項目

 

 

 

ヘッジ対象リスクの種類

 

 

 

ヘッジ対象項目の価値

(帳簿価額、期待値)

百万ユーロ

資産     

  為替リスク  6,423

  金利/為替リスク  270

負債     

  金利リスク  (12,975)

  金利/為替リスク  (7,568)

  為替リスク  (6,207)

発生する可能性が非常に高い予定取引     

  金利リスク  (3,793)

　     

未決済取引     

  金利リスク  -

　     

    (23,850)

 

評価単位は、常にミクロ・ヘッジの形をとる。

あらゆる場合において、主要なリスク・パラメーターがヘッジ対象項目及びヘッジ取引に対応しているため、

ヘッジ関係は極めて有効である。

ヘッジされたリスクの評価単位別の金額(必要性が回避された偶発損失引当金、外貨建債務の繰延評価益及び外

貨建未収金の繰延評価損)は以下の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)  2014年12月31日現在

金利リスク  1,169

金利/為替リスク  322

為替リスク  1,333

  2,824

 

価値及びキャッシュ・フローの変動を相殺することにより、金利と為替ヘッジの双方に関して、2042年３月６日

までに大部分が相殺されるものと予想される。

貸借対照表日のヘッジ対象リスクに関するヘッジ関係の有効性は、主要条件同一法を用いて評価される。リボル

ビング・ヘッジについては、有効性はスポット価格要素に基づく公正価値の変動の分析(ドル・オフセット法)によ

り測定される。この場合、この方法により算定された価値の変動の非有効部分は、非平準原則に従って、損益計算

書に直接計上された。

金利リスクを有するヘッジ対象項目は負債に認識されており、総額130億ユーロの内訳は、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジ29億ユーロ及び公正価値ヘッジ101億ユーロである。

発生する可能性が非常に高い取引は38億ユーロであり、2015年度及び2016年度に予定されている資金調達手段に

関連している。ヘッジの対象となる価値が当グループの計画に基づいて決定されたため、発生する可能性は非常に

高い。
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33　為替レート

 

  期中平均レート  決算日レート

(単位：ユーロ)  2014年度  2013年度  

2014年

12月31日現在  

2013年

12月31日現在

100スイスフラン(CHF)  82.32630  81.23780  83.17990  81.49130

100チェココルナ(CZK)  3.63124  3.85018  3.60844  3.64929

１英ポンド(GBP)  1.24035  1.17714  1.28428  1.20086

100香港ドル(HKD)  9.70276  9.70653  10.61282  9.36264

100クロアチアクーナ(HRK)  13.09950  13.19720  13.06000  13.12490

100ハンガリーフォリント(HUF)  0.32394  0.33677  0.31715  0.33659

100日本円(JPY)  0.71265  0.77181  0.68899  0.69150

100ポーランドズロチ(PLN)  23.89430  23.82270  23.35810  24.08060

100シンガポールドル(SGD)  59.43490  60.16870  62.28090  57.46090

１米ドル(USD)  0.75241  0.75289  0.82300  0.72597

 

34　監査人の報酬及びサービス

ドイツ商法(HGB)第285条第17項に定義されるように、当報告年度において外部監査人により請求された報酬総額

の詳細は、連結財務書類の関連する注記に記載されている。

 

35　2014年度のドイツテレコム・アーゲーの取締役会メンバー

ティモテウス・ヘッティゲス

2014年１月１日より取締役会長

その他の会社の監査役会の役職：

・ミュンヘンにあるFCバイエルン・ミュンヘン・アーゲー(2010年２月より)

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・米国のベルビューにあるTモバイルUSインク、

取締役会会長(2013年５月より)

・英国のハットフィールドにあるEEリミテッド、

取締役会メンバー(2012年４月より2014年１月まで)

・ボンにあるテレコム・ドイチュラントGmbH(2005年４月より)、

監査役会会長 (2009年７月より)

 

ラインハルト・クレメンス

2007年12月１日よりTシステムズ担当取締役

-他の役職はない-

 

ニーク・ヤン・ファン・ダム

2009年７月１日よりドイツ担当取締役

以下の子会社及び関連会社の監査役会メンバー：

・ボンにあるドイツテレコム・クンデンサービスGmbH(2009年８月より)

・ボンにあるドイツテレコム・テヒニシェル・サービスGmbH(2009年９月より)、

監査役会会長(2009年12月より)
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・ボンにあるテレコム・ショップ・フェアトリープスゲゼルシャフトmbH(2009年８月より)、

監査役会会長(2009年９月より)

・オランダのハーグにあるTモバイル・ネザーランド・ホールディングB.V.、

監査役会会長(2014年４月より)

 

トーマス・ダーネンフェルト

2014年１月１日より財務担当取締役

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・ベルギーのブリュッセルにあるBUYIN S.A.、

取締役(2014年２月より)

・英国のハットフィールドにあるEEリミテッド、

取締役会メンバー(2014月２月より)

・米国のベルビューにあるTモバイルUSインク、

取締役メンバー(2013年11月より)

・フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbH

監査役会会長(2014年１月より)

 

Dr.トーマス・クレマー

2012年６月１日よりデータ保護、法務及びコンプライアンス部門担当取締役、

2014年１月より人事部門担当取締役代理、

2014年５月１日より人事部門担当暫定取締役

-他の役職はない-

 

クラウディア・ネマート

2012年１月１日よりヨーロッパ技術担当取締役

2011年10月１日よりヨーロッパ担当取締役

その他の会社の監査役会の役職：

・レバークーゼンにあるランクセス・アーゲー(2013年７月より)

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・ベルギーのブリュッセルにあるBUYIN S.A. (2011年10月より)、

取締役会会長(2015年１月より)

・英国のハットフィールドにあるEEリミテッド(2011年10月より2014年２月まで)

・ギリシャのマロウシ・アテネにあるヘレニック・テレコミュニケーションズ・オーガニゼーションS.A.(OTE

S.A.)(2011年10月より)

 

以下の個人は、2014年度中に退任した。

Prof. Dr. マリオン・シック

2012年５月３日より2014年４月30日まで人事部門担当取締役
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以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbH(2012年５月より2014年４月ま

で)

・ボンにあるテレコム・ドイチュラントGmbH(2012年５月より2014年４月まで)

 

36　2014年度のドイツテレコム・アーゲーの監査役会のメンバー

Prof. Dr. ウルリヒ・レーナー

2008年４月17日より監査役会メンバー

2008年４月25日より監査役会会長

デュッセルドルフにあるヘンケルAG & Co. KGaAの株主委員会メンバー

その他の会社の監査役会役職:

・シュトゥットガルトにあるポルシェ・オートモービル・ホールディングSE(2007年11月より)

・デュッセルドルフにあるE.ON SE(2003年４月より)

・デュースブルク及びエッセンにあるティッセンクルップ・アーゲー(2008年１月より)、

監査役会会長(2013年３月より)

ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー：

・ビーレフェルトにあるDr.アオグスト・エートカーKG、諮問委員会メンバー(2000年３月より2014年４月ま

で)

・スイスのバーゼルにあるノバルティス・アーゲー、取締役会メンバー(2002年３月より2015年２月)

 

ローター・シュレーダー

2006年６月22日より監査役会メンバー

2006年６月29日より監査役会副会長

ベルリンにあるver.di全国執行理事会メンバー

その他の会社の監査役会役職:

・シュトゥットガルトにあるフェアアイニクテ・ポストフェアジヒャルングVVaG(2011年６月より)

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・ボンにあるテレコム・ドイチュラントGmbH(2003年８月より)

監査役会副会長(2003年９月より)

 

サリ・バルダウフ

2012年11月１日より監査役会メンバー

フィンランドのエスポーにあるフォータムOyj非業務執行取締役及び取締役会会長

その他の会社の監査役会役職:

・オランダのアムステルダムにあるアクゾ・ノベルN.V.(2012年４月より)

・シュトゥットガルトにあるダイムラー・アーゲー(2008年２月より)
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ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー：

・フィンランドのヘルシンキにあるF-Secure Oyj取締役会メンバー(2005年３月より2014年３月まで)

 

ヨーゼフ・ベドナースキー

2013年11月26日より監査役会メンバー、

ボンにあるドイツテレコム・アーゲーのグループ労使協議会の副会長、及び

ボンにあるドイツテレコム・クンデンサービスGmbHの中央労使協議会の会長

その他の会社の監査役会役職:

・ボンにあるドイツテレコム・クンデンサービスGmbH(2007年11月より)

 

Dr.ヴルフH.ベルノタット

2010年１月１日より監査役会メンバー

エッセンにあるベルノタット&Cie. GmbHの常務会会長及び株主

デュッセルドルフにあるE.ON AGの元取締役会会長

その他の会社の監査役会役職:

・ミュンヘンにあるアリアンツSE(2003年４月より)

・ギュータースローにあるベルテルスマンSE & Co. KGaA (2006年５月より)

・ギュータースローにあるベルテルスマン・マネジメントSE (2012年５月より)

・デュッセルドルフにあるドイツ・アニンゴット・イモビリエンSE、

監査役会会長(2013年６月より)

・デュッセルドルフにあるメトロ・アーゲー (2003年５月より)

 

モニカ・ブランドル

2002年11月６日より監査役会メンバー

ボンにあるドイツテレコム・アーゲーの中央労使協議会の会長

－他の役職はない－

 

ヨハネス・ガイスマン

2014年２月６日より監査役会メンバー

ベルリンにある連邦財務省副大臣

その他の会社の監査役会役職:

・フランクフルト・アム・マインにあるKfW IPEX-Bank GmbH(2014年２月より)

 

Dr.フーベルタス・フォン・グリュンベルグ

2000年５月25日より監査役会メンバー

スイスのチューリッヒにあるABB Ltd.取締役会会長
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ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー：

・スイスのチューリッヒにあるABB Ltd.、取締役会会長(2007年５月より)

・スイスのヘルギスヴィルにあるシンドラー・ホールディング・アーゲー、

取締役会メンバー(1999年５月より)

・オランダのスキポールにあるサピンダ・ホールディングB.V.、

諮問委員会会長(2011年２月より2014年４月まで)、

監査役会会長(2014年４月より)

 

クラウス・ディーター・ハナス

2012年６月１日より監査役会メンバー

ボンにあるドイツテレコム・クンデンサービスGmbHの中央／東部地区労使協議会の会長

その他の会社の監査役会役職:

・ブラウンシュワイクにあるPSDバンク・ブランシュワイクeG(1999年11月より)、

監査役会副会長(2011年７月より)

 

シルヴィア・ハウケ

2007年５月３日より監査役会メンバー

ボンにあるテレコム・ドイチュランドGmbHの中央労使協議会の会長(2014年６月より)

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・ボンにあるテレコム・ドイチュラントGmbH(2011年１月より)

 

ラルス・ヒンリヒ

2013年10月１日より監査役メンバー、

ハンブルクにあるシンコ・キャピタルGmbHの最高経営責任者

－他の役職はない－

 

ハンズ－ユルゲン・カールマイヤー

2008年10月15日より監査役会メンバー

フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbHの中央労使協議会の会長

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbH(2010年12月より)

 

ダグマーP.コールマン

2012年５月24日より監査役会メンバー

企業家、ウンターシュライスハイムにあるハイポ・リアル・エステート・ホールディング・アーゲーの監査役会

副会長

フランクフルト・アム・マインにあるモルガン・スタンレー・バンクの前CEO

英国のロンドンにあるモルガン・スタンレー・バンク・インターナショナル・リミテッドの前取締役
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その他の会社の監査役会役職:

・ウンターシュライスハイムにあるハイポ・リアル・エステイト・ホールディングス・アーゲーの監査役会副

会長(2009年８月より)

・ウンターシュライスハイムにあるドイチェ・ファンドブリーフバンク・アーゲーの監査役会副会長(2009年

８月より)

・フランクフルト・アム・マインにあるKfW IPEXバンクGmbH(2012年５月より)

・フランスのパリにあるユニボール・ロダムコSE (2014年５月より)

ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー：

・オーストリアのウィーンにあるバンク・グートマン・アクティエンゲゼルシャフト、

監査役会メンバー(2010年９月より)

・カールスルーエにあるランデスクレディットバンク・バーデン・ヴュルテンベルク－フェルダーバンク(L-

バンク)(バーデン・ヴュルテンベルク州の州立地方銀行／開発銀行)、公法が定められる機構(AktG(ドイツ

株式会社法)第100条第２項第第１号１文に定められる営利企業ではない)、

諮問委員会メンバー(純粋な諮問機関)(2004年７月より)

・独占委員会メンバー(2012年１月より)

 

イネス・コルムゼー

2015年１月31日より監査役会メンバー

フェルダフィンクにあるスマート・ハイドロ・パワーGmbHの起業家

その他の会社の監査役会役職:

・マンハイムにあるフックス・ペトロラブSE(2011年５月より2015年５月まで)

ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー：

・ベルギーのブリュッセルにあるウミコアSA(2011年４月より)

・フランスのパリにあるスエズ・エンバイロメントS.A.(2014年５月より)

 

ペトラ・ステフィ・クローゼル

2013年１月１日より監査役会メンバー

フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbHのエグゼグティブ・プログラム・ア

ンド・サポート代表

ボンにあるドイツテレコム・アーゲーのグループ事業所委員会の副会長

フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbHの事業所委員会の副会長

以下の子会社、関連会社及び関係会社の監査役会メンバー：

・フランクフルト・アム・マインにあるTシステムズ・インターナショナルGmbH(2010年12月より)

 

ヴァルトラウド・リッツェンベルガー

1999年６月１日より監査役会メンバー

ボンにあるドイツテレコム・アーゲーの団体労使協議会の会長

－他の役職はない－
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Dr.ウルリヒ・シュレーダー

2008年10月１日より監査役会メンバー

フランクフルト・アム・マインにあるKfWバンクグループの常務会会長

その他の会社の監査役会役職:

・ケルンにあるDEG - ドイチェ・インヴェスティツィオンス・ウント・エントヴィックルングスゲゼルシャフ

トmbH
*
(2009年10月より)

・ボンにあるドイツポスト・アーゲー(2008年９月より)

・ルクセンブルグのルクセンブルグにおけるエネルギー、気候変動、インフラのための2020年ヨーロッパ基金

(Fonds Marguerite)(2009年11月より)

 

ミヒャエル・ゾンマー

2000年４月15日より監査役会メンバー

ベルリンのドイツ労働組合連合会(DGB)の労働組合書記官、元会長

ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー:

・フランクフルト・アム・マインにあるKfW、

取締役会メンバー(2003年１月より2014年６月まで)

 

シビール・スプー

2010年５月４日より監査役会メンバー

弁護士、ベルリンにあるver.di 連邦行政局労働組合書記官

－他の役職はない－

 

カール・ハインツ・シュトライビッヒ

2013年10月１日より監査役会メンバー

ダルムシュタットにあるソフトウェア・アーゲーの最高経営責任者

その他の会社の監査役会役職:

・ハノーバーにあるドイツ・メッセ・アーゲー(2013年１月より)

・ビーティッヒハイム－ビッシンゲンにあるデュール・アーゲー(2011年５月より)

・ルートヴィヒスブルクにあるMANN+HUMMEL GMBH(2013年６月より2014年４月まで)
* *

・ルートヴィヒスブルクにあるMANN+HUMMEL ホールディングGMBH(2013年６月より2014年４月まで)
* *

 

*
AktG(ドイツ株式会社法)第100条第２項第２文に規定される通り、同一グループ会社の監査役会議席

**
同じ会合に出席する同一の委員のいる委員会

 

以下の個人は、2014年度に監査役会を辞任した。

Dr.ハンス・ベルンハルト・ボイス

2011年12月15日より2014年２月５日まで監査役会メンバー

2014年１月８日までベルリンのドイツ連邦財務省副大臣
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その他の会社の監査役会役職:

・ベルリンにあるドイツ鉄道アーゲー(2010年３月より2014年１月まで)

・ベルリンにあるドイツ鉄道モビリティー・ロジスティクス・アーゲー(2010年３月より2014年１月まで)

・ケルンにあるゲゼルシャフト・フュア・エントヴィックルング・ベシャフュング・ウント・ベトリープmbH

(2012年８月より2014年１月まで)

・フランクフルト・アム・マインにあるKfW IPEXバンクGmbH(2010年３月より2014年１月まで)

ドイツ国内又は国外の会社の監査機関メンバー：

・ボンにある連邦不動産庁、公法が定める機構(AktG(ドイツ株式会社法)第100条第２項第１号１文に定められ

る営利企業ではない)、

理事会議長(純粋な諮問機関)(2011年５月より2014年１月まで)

 

以下の個人は、2015年度に監査役会を辞任した。

Dr.h.c.ベルンハルード・ヴァルター

1999年５月27日より2015年１月11日まで監査役会メンバー(†)

フランクフルト・アム・マインにあるドレスナー・バンク・アーゲーの前常務会会長

その他の会社の監査役会役職:

・マンハイムにあるビルフィンガー・ベルガーSE(1998年７月より2014年11月まで)、

監査役会会長(2006年５月より2014年11月まで)

・シュトゥットガルトにあるダイムラー・アーゲー(1998年５月より2014年４月まで)

 

*
AktG(ドイツ株式会社法)第100条第２項第２文に規定される通り、同一グループ会社の監査役会議席

**
同じ会議で招集される同一会員による委員会

 

37　取締役会及び監査役会報酬

取締役会報酬

取締役会報酬に関する次の情報の開示は、ドイツ商法(Handelsgesetzbuch-HGB)第285条及びドイツ会計基準第17

号(GAS第17号)に基づくものである。

 

取締役会の構成の変更及び契約延長

2014年１月１日付で、ティモテウス・ヘッティゲス氏が、レーネ・オーベルマン氏の後任としてドイツテレコ

ム・アーゲーの取締役会会長に就任した。また2014年１月１日付で、トーマス・ダーネンフェルト氏が、ティモテ

ウス・ヘッティゲス氏の後任として最高財務責任者に就任した。監査役会は、2013年５月15日に双方の異動を承認

した。最高人事責任者兼労務担当取締役のProf.マリオン・シックは、健康上の理由から、2014年４月30日付で当

グループを退職した。Dr.トーマス・クレマーは、2014年１月以降Prof.マリオン・シックの代理を務めていたが、

Prof.マリオン・シックの退職後、データ保護、法務、及びコンプライアンス担当取締役としての自身の職務と兼

任して、暫定的に人事部門の責任者となっている。
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2014年12月31日現在の取締役会の構成

 

取締役  部門

ラインハルト・クレメンス  Tシステムズ

ニーク・ヤン・ファン・ダム  ドイツ

トーマス・ダーネンフェルト(2014年１月１日より)  財務(CFO)

ティモテウス・ヘッティゲス(2014年１月１日よりCEO)  取締役会会長（CEO）

Dr.トーマス・クレマー  データ保護、法務及びコンプライアンス

クラウディア・ネマート  ヨーロッパ及び技術

Prof.マリオン・シック(2014年４月30日まで)  人事

 

取締役会報酬の基準

2010年２月24日に監査役会は、2009年８月５日より施行されたドイツ役員報酬法((Gesetz zur Angemessenheit

der Vorstandsvergütung-VorstAG))の規定条項を勘案し、取締役の新しい報酬制度について決議した。ドイツテレ

コムの株主総会は、2010年５月３日に本新制度を承認した。取締役会報酬は、多様な要素で構成されている。役務

契約の条件に基づき、取締役は、年次固定報酬、年次変動業績基準報酬、長期変動報酬、並びに当社の年金受給権

に基づく付加給付及び繰延給付を受取る権利を有している。監査役会は、取締役会報酬制度の構造を定義し、この

構造及び報酬の妥当性を定期的に見直している。

年次固定報酬は、株式会社法の要件に準拠して、市況に基づき、取締役ごとに決定される。取締役会報酬は当社

の持続的発展を目指す方向で決定され、変動構成要素に対する複数年にわたる評価を基本とする。

十分に検討した結果、監査役会の裁量により、各取締役や取締役会全員が達成した目覚ましい業績に対して、特

別ボーナスの形で報奨が与えられることもある。

業界基準及び企業基準に準拠して、当社は、役務契約の条件に基づき、取締役に付加給付を支給している。一部

の付加給付は非金銭報酬とみなされ、課税対象となる。非金銭報酬には、主に社用車の貸与及び賠償保険加入、並

びに自宅以外の住宅保有に関連した還付などがある。

当社以外の任用には、通常事前に承認を受けなければならない。当グループ他社の取締役又は監査役に就任して

も、通常、追加報酬は支払われない。

疾病、事故、又はその他の当該取締役に責任がない理由により一時的に業務遂行ができない場合、永久的に勤務

が不可能と確定された月の末日から引き続き、固定基本報酬が最大３か月間支払われる。

 

業績比例変動報酬

取締役の変動報酬は、変動報酬ⅠとⅡに区分されている。変動報酬Ⅰには、特定の業績指標に係る予算達成、戦

略実行及び当グループのガイドライン遵守からなる、短期及び長期の構成要素が含まれている。変動報酬Ⅱは長期

のみで、変動報酬が当社の持続可能な発展に重点を置き、特に長期のインセンティブ効果をもたらすようにする。

 

前へ　　　次へ
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変動報酬Ⅰ

取締役の年次業績比例変動報酬は、事業年度の初頭にドイツテレコム・アーゲーの監査役会が取締役ごとに設定

した目標の達成度に基づいて決定される。目標には、収益、特殊要因に関して調整されたEBITDA及びフリー・

キャッシュ・フローとの関連で設定される企業目標(50％)と取締役ごとに設定される個人目標がある。個人目標

は、戦略実行に係る当社の持続可能な成功を目指す目標(30％)、並びにガイドライン遵守(20％)で構成されてい

る。各事業年度の目標合意及び目標達成レベルは、監査役会の本会議で決定される。目標達成レベルが100％を超

えた場合、報酬額の150％を上限として、定額法で報酬が支払われる。このレベルを超える部分は考慮されない。

長期インセンティブ効果及び当社の継続可能な発展をより確実にするために、監査役会の本会議で設定された年間

変動報酬の３分の１をドイツテレコム・アーゲー株に投資する必要があり、各取締役は最低４年間、これらの株式

を所有しなければならない。

 

変動報酬Ⅱ

変動報酬Ⅱは長期目標のみを目指すもので、４つの実績パラメーター(調整済み投下資本利益率(ROCE)、調整済

み１株当たり利益(EPS)、顧客満足度、従業員満足度)の達成度合が、同等の比重で評価される。各パラメーターに

基づき、報酬の４分の１の額が決定される。目標達成レベルが100％を超えた場合、報酬額の150％を上限として、

定額法で報酬が支払われる。評価期間は４年間で、トランシェの確定時に設定された４年間を通じての目標達成平

均が、評価のベースとなる。報酬額は、その他の報酬構成要素から切り離され、各取締役に対して個別に設定され

る。

2014年度において、目標を100％達成したことにより、変動報酬Ⅱの2014年度トランシェに参加している取締役

会のメンバーに対して、額面金額で以下の絶対価額が供与された。

 

(単位：ユーロ)    
100％の目標達成に基づいた

変動報酬Ⅱの額面価額

ラインハルト・クレメンス  2014年度トランシェ  650,000

  2013年度トランシェ  650,000

ニーク・ヤン・ファン・ダム  2014年度トランシェ  640,083

  2013年度トランシェ  550,000

トーマス・ダーネンフェルト  2014年度トランシェ  550,000

(2014年１月１日より)  2013年度トランシェ  0

ティモテウス・ヘッティゲス  2014年度トランシェ  1,092,000

  2013年度トランシェ  760,500

Dr.トーマス・クレマー  2014年度トランシェ  550,000

  2013年度トランシェ  550,000

クラウディア・ネマート  2014年度トランシェ  675,000

  2013年度トランシェ  675,000

Prof.マリオン・シック  2014年度トランシェ  0
1

(2014年４月30日まで)  2013年度トランシェ  550,000

1 Prof.マリオン・シックは退職したため、それ以降の変動報酬Ⅱの2014年度トランシェを受給しなかった。
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株式マッチング・プランに関する情報

2014年度において、取締役には前述のように、変動報酬Iの３分の１をドイツテレコム株に投資する契約上の義

務がある。ドイツテレコムは、前述の取締役による個人投資(株式マッチング・プラン)の一環として購入された１

株当たり１株を、４年の譲渡禁止期間満了時時に付与する。GAS第17号は、2014年度のマッチング株式に係る株式

ベースの支払費用総額及びマッチング株式の付与日における公正価値だけでなく、当事業年度におけるマッチング

株式の受給資格数及びその推移の開示を求めている。下表に示す付与日におけるマッチング株式の公正価値は、

2014年度の取締役の報酬の構成要素を示すものではなく、関連する会計方針に基づいて算定されるマッチング株式

の受給資格の帰属価値である。本書では、公正価値は予想配当落ちを差し引いた権利付与日における株価に等し

い。下表は、マッチング株式の受給資格を得るための、2014年度の予測目標達成値、並びに各取締役の個人投資見

込額に基づいている。2014年度に特定されるマッチング株式の最終的な受給資格数は、ここでの見積数よりも高い

又は低い場合がある。2010年度から2013年度及び2014年度に認識されるマッチング株式に係る株式報酬費用総額

は、下表の右２列に含まれている。

 

  

2010年度よ

り事業年度

始めに付与

されたマッ

チング株式

の受給資格

数

 2014年度に

付与された

マッチング

株式の新規

受給資格数

 株式マッチ

ング・プラ

ンの一環と

して2014年

度に譲渡さ

れた株式数

 付与日にお

けるマッチ

ング株式の

公正価値

 2010年度か

ら2014年度

までのマッ

チング株式

に係る2014

年度の株式

報酬費用総

額累計

 2010年度か

ら2013年度

までのマッ

チング株式

に係る2013

年度の株式

報酬費用総

額累計

        ユーロ  ユーロ  ユーロ

ラインハルト・クレメンス  113,192  18,003  22,001  186,512  186,836  166,907

ニーク・ヤン・ファン・ダム  103,500  17,403  18,914  180,295  169,408  153,160

トーマス・ダーネンフェルト

(2014年１月１日より)
 0  15,233  0  157,817  54,916  0

ティモテウス・ヘッティゲス  138,639  30,245  25,741  313,339  222,952  202,328

Dr.トーマス・クレマー  29,791  15,233  0  157,817  57,619  38,270

クラウディア・ネマート  54,821  18,695  0  193,685  97,441  79,415

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)
 44,532  0  22,862  0  72,535  56,276

 

ドイツテレコムは2014年12月31日までに、株式マッチング・プランの一環として取締役会メンバーにマッチング

株式を付与する目的で363,857株を取得した。2014年度に、各取締役に初めてマッチング株式が譲渡された。2014

年度に合計89,518株が取締役に譲渡された。これは、退職契約の条項に従ってProf.マリオン・シックに譲渡され

た22,862株を含む。Prof.マリオン・シックは、それ以上マッチング株式の受給資格を有していない。

 

取締役としての地位が終了した場合の取決め

2009年度から、取締役の契約には、任期満了前に当該契約が理由を欠いて終了した場合に支払われる補償額の上

限について定められており、かかる補償額は、ドイツ企業統治基準の勧告に合わせて最大２年分の報酬額に制限さ

れ、かつ当該契約の残任期間に支払われるべき報酬額を上回ることはできない。
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ドイツテレコムの取締役の労務契約は、当社の支配権の変更により取締役としての地位が終了した場合に、いか

なる手当の受給資格も付与しない。

一般に、取締役の契約には雇用終了後の競業禁止が規定されている。別段の合意がない限り、取締役は、退職後

１年間は競合会社のために又は競合会社を代表して勤務することは禁じられている。この禁止期間についての補償

として、取締役は、前年度に受領した年間固定報酬の50％及び100％の目標達成に基づいた直近の変動報酬Ⅰの

50％、又は前年度に受領した年間固定報酬の100％の支払を受取る。

 

企業年金制度

企業年金制度(従来の受給資格)

取締役は、当社から企業年金を受領する資格を有している。企業年金制度による年金額は、受益者の年棒に直接

関連している。取締役は、退職日より前に勤務した各年度における最終的な固定年棒の固定割合に基づいた年金を

受領する。取締役には、62歳から生涯退職年金という形で、また60歳からは早期退職年金という形で年金を受給す

る権利が生じるが、早期退職年金については数理計算上の一定の控除を伴う。退職年金は、基本割合の５％に、取

締役としての勤続期間を乗じて算出される。勤続期間が10年経過すると、年金基準は最終的な固定年俸の最高割合

の50％に達する。

年金支払は、動的に１％増加する。さらに、年金契約には、寡婦及び遺児への給付という形で、遺族年金に関す

る取決めが含まれている。ある特定のケースでは、寡婦年金の受給資格が排除される。年金手配の適格性に対する

標準的な基準は、市場水準と一致している。永続的な業務遂行が不可能となった場合(就労不能)、現在の任命期間

の終了予定までの個々の在職期間は、年金計算の対象となる在職期間の基準としての役割を果たす。

 

企業年金制度(新しい受給資格)

企業年金の新しい受給資格を有する取締役全員に対し、退職時に一回限りの支払をする拠出型制度が設定されて

いる。拠出金は勤務期間の各年度に、市場水準に対応する金利で取締役の口座へ払い込まれる。年金口座への毎年

度の繰入れによる、現金又は現金等価物の残高に変動はなく、キャッシュ・アウトフローも、取締役の退職時にの

み行われる。原則として、受益者の退職日は62歳の誕生日となる。2011年12月31日より前に締結された年金契約に

ついては、取締役は60歳になると、早期退職年金の受給を選択することもできるが、その際は、数理計算上の一定

の控除の対象となる。年額は個別に設定され、その他の報酬構成要素から切り離されている。拠出金額の算定は、

ベンチマークとして適切で、拠出型制度を導入している同業他社との比較に基づいている。

さらに、年金契約には、寡婦及び遺児への給付という形で、遺族年金に関する取決めが含まれている。永続的な

業務遂行が不可能となった場合(就労不能)、受益者は年金基金も受ける権利を有する。
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各取締役に対する年金引当金の変動は、下表の通りである。

 

  現取締役の年金引当金の動向

(単位：ユーロ)  

2014年度

年金引当金

への繰入額

 

確定給付債務の

現在価値

2014年12月31日

現在  

2013年度

年金引当金

への繰入額

 

確定給付債務の

現在価値

2013年12月31日

現在

ラインハルト・クレメンス  601,292  3,157,137  511,542  2,556,718

ニーク・ヤン・ファン・ダム  363,048  1,758,282  319,244  1,394,562

トーマス・ダーネンフェルト

(2014年１月１日より)
 211,420  211,420  0  0

ティモテウス・ヘッティゲス  854,073  4,757,086  2,005,084  3,909,233

Dr.トーマス・クレマー  254,685  622,773  233,668  368,088

クラウディア・ネマート  253,287  728,659  213,310  475,372

Prof.マリオン・シック

(2014年４月30日まで)
 0  0  227,737  446,148

 

新しい企業年金制度の条項に従って、ニーク・ヤン・ファン・ダム氏に年間給付金290,000ユーロが割り当てら

れた。トーマス・ダーネンフェルト氏、Dr.トーマス・クレマー、クラウディア・ネマート氏及びProf.マリオン・

シックについての金額は、勤続１年について250,000ユーロである。2014年12月31日現在、Prof.マリオン・シック

は、退職時に法的な権利確定要件を満たしていなかったため、取締役会の年金受給資格を有していなかった。

当報告年度の現職取締役に対する年金引当金の追加費用計上は、2,537,805ユーロ(2013年度：8,022,432ユーロ)

となった。

 

報告年度の取締役会報酬

法的要件及びその他ガイドラインにより、取締役会メンバーに対する2014年度の報酬総額として報告された計

13.9百万ユーロ(2013年度：15.6百万ユーロ)を下表に示す。

取締役会報酬は、固定年間報酬、その他の給付、非金銭給付、現物報酬、短期変動報酬(変動報酬Ⅰ)、該当する

場合は並外れた業績に対する特別ボーナス、全額稼得された長期変動報酬(変動報酬Ⅱ)のトランシェ、及びマッチ

ング株式の公正価値からなる。これは付与日の変動報酬Ⅰの概算金額と、その結果のマッチング株式の受給資格数

を基礎として算出される。

固定年間報酬及びその他の報酬は、業績には全く関係ないものである。
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報酬総額

取締役会の報酬の詳細については、下表の通りである。

 
    非業績連動型報酬 業績連動型報酬  

    

固定年間報酬 その他の報酬 短期変動報酬 長期変動業績

連動型報酬

(変動報酬Ⅱ)

長期変動業績

連動型報酬

(マッチング株

式の公正価値)

報酬合計

ラインハルト・ク

レメンス

 2014年度  840,000 17,350 714,350 429,000 186,512 2,187,212

 2013年度  840,000 22,366 755,950 390,000 174,153 2,182,469

ニーク・ヤン・

ファン・ダム

 2014年度  850,000 26,758 708,760 363,000 180,295 2,128,813

 2013年度  794,355 24,555 647,900 330,000 147,360 1,944,170

トーマス・ダーネ

ンフェルト(2014

年１月１日より)

 2014年度  700,000 22,433 641,300 - 157,817 1,521,550

 2013年度  - - - - - -

ティモテウス・

ヘッティゲス

(2014年１月１日

よりCEO)

 2014年度  1,450,000 22,359 1,307,124 429,000 313,339 3,521,822

 2013年度  1,037,500 23,972 953,667 390,000 203,759 2,608,898

Dr.トーマス・ク

レマー

 2014年度 1 700,000 60,983 856,650 234,438 157,817 2,009,888

 2013年度  700,000 60,508 627,000 130,625 147,360 1,665,493

クラウディア・ネ

マート

 2014年度  900,000 65,900 764,775 361,969 193,685 2,286,329

 2013年度  900,000 49,602 722,925 227,813 180,851 2,081,191

Prof.マリオン・

シック(2014年４

月30日まで)

 2014年度  233,333 5,743 - - - 239,076

 2013年度 2 700,000 23,272 568,150 137,500 147,360 1,576,282

  2014年度  5,673,333 221,526 4,992,959 1,817,407 1,189,465 13,894,690

  2013年度 3 4,971,855 204,275 4,275,592 1,605,938 1,000,843 12,058,503

1　監査役会は、Dr.トーマス・クレマーに2014年の並外れた業績に対する特別ボーナスを支給することを決議した。そのた

め856,650ユーロには、250,000ユーロも含まれている。監査役会は、この支給により、Dr.トーマス・クレマーの並外れ

た業績に対して報奨を与えた。同氏は、Prof. マリオン・シックが健康上の理由で退職したことから、データ保護、法

務、及びコンプライアンスの分野における自身の職務と兼任して、2014年度通年にわたり人事部門の責任者となってい

る。

2　Prof.マリオン・シックが2014年度に健康上の理由で退職したことから、監査役会は、同氏の変動報酬受給資格を減額す

る権利を行使した。そのため、前年度の行に表示されている確定していたProf.マリオン・シックの短期変動報酬は、支

給日に40,471ユーロ減額された。長期変動報酬の支給額は、前年度の行に表示されている値よりも4,800ユーロ減額され

た。

3　2013年度中に退職した取締役に対する報酬は、表には含まれない。

 

「長期変動業績連動型報酬(変動報酬Ⅱ)」の列に表示されている金額は、2011年度に適格な取締役に供与されて

いたものである。変動報酬Ⅱの現行制度トランシェの開始後に入社したクラウディア・ネマート氏には2011年に、

Dr.トーマス・クレマーには2012年に、それぞれ比例配分での供与が行われた。

レーネ・オーベルマン氏の退職契約の詳細は、前年度に公表された規定の一部として開示されていた。これに関

連して、2014年度についても、競業禁止期間の補償としての定額年俸が支払われることが発表されていた。しか

し、レーネ・オーベルマン氏の他の報酬支給規定について合意していたため、ドイツテレコムは2014年に同氏に報

酬を支払う必要はなかった。
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当社と、取締役を務めていたProf.マリオン・シックの間で交わした役務契約は、相互の合意により2014年４月

30日深夜零時を効力発生時として解消された。Prof.マリオン・シックと当社の間で交わした退職契約には、次の

ような要素が盛り込まれている。当社は、役務契約の早期解消に関する最終的な清算額として2.7百万ユーロを

Prof.マリオン・シックに支払う。Prof.マリオン・シックには、株式マッチング・プランの一環として、ドイツテ

レコム・アーゲー株式22,862株が譲渡されていたが、それ以外のマッチング株式受給資格はない。Prof.マリオ

ン・シックは、法的な権利確定要件を満たしていないため、取締役会の年金受給資格を失うこととなる。競業禁止

に伴い、Prof.マリオン・シックは５月から９月までの期間の報酬として234,375ユーロを受け取る予定である。こ

れらの支払いは、元取締役と報告期間に退職した取締役に関する開示として開示される。Prof.マリオン・シック

は療養中であるため、上記以外の2014年分の変動報酬受給資格はない。

前事業年度に取締役としての活動に対して、第三者から報酬又は相当の支払を受けた取締役はいない。

 

取締役会の元メンバー及び報告年度に退職した元メンバー　

取締役会の元メンバー及び報告年度に退職した元メンバー、並びにその扶養遺族に関する支払い及び受給権に関

して、計9.2百万ユーロ(2013年度：7.2百万ユーロ)が支払われた。

これらの元取締役及びその扶養遺族に対する現在の年金及び確定した年金受給権に関して、引当金123.8百万

ユーロ(2013年：104.4百万ユーロ)が認識された。ドイツ企業会計近代化法(BilMoG)の暫定規定により、貸借対照

表に含まれていない年金引当金は、貸借対照表日において合計6.1百万ユーロ(2013年度：6.8百万ユーロ)であっ

た。

数名の取締役会メンバーは、公務員年金基金から公務員年金を受給する資格を有する。当報告年度において、当

該費用は発生しなかった。取締役会メンバーの予測年金金額の現在価値は、3.2百万ユーロ(2013年度：3.2百万

ユーロ)となる。

 

その他

当社は、現取締役又は元取締役に対し、いかなる前払金又は貸付金も付与しておらず、これらの取締役のための

契約済みの他の金銭的債務もなかった。

 

監査役会の報酬

監査役会メンバーが受け取る報酬については、ドイツテレコムの定款第13条に規定されている。2013年１月１日

に施行した新しい報酬体系に基づいて、監査役会メンバーは、70,000.00ユーロの固定年俸を受け取る。

 

監査役会会長はさらに70,000.00ユーロを受け取り、副会長は35,000.00ユーロを受け取る。監査役会のメンバー

はまた、監査役会の各種委員会活動に関して以下の報酬を受け取る。

a) 監査委員会会長は80,000.00ユーロを受け取り、監査委員会の通常メンバーは40,000.00ユーロを受け取る。

b) 一般委員会会長は35,000.00ユーロを受け取り、一般委員会の通常メンバーは25,000.00ユーロを受け取る。
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c) その他委員会会長は30,000.00ユーロを受取り、その他委員会の通常メンバーは20,000.00ユーロを受取る。

指名委員会及び調停委員会の会長職及び会員は無報酬である。監査役会メンバーは、監査役会の各会議又は委員

会に出席する毎に1,000.00ユーロの参加報酬を受け取る。当社は、報酬及び費用に係る付加価値税の払戻しを行っ

ている。

2012年12月31日まで実施されていた旧報酬体系に基づいて、監査役会のメンバーは、無額面株式１株当たり純利

益の増加に応じて2012年度の業績連動型報酬を受け取ることができる。長期インセンティブの効果を有する年次業

績連動型報酬は、対象となる事業年度(参照年度)の翌年度における無額面株式１株当たり純利益が、当該事業年度

の前年度における無額面株式１株当たり純利益を0.02ユーロ超過する毎に1,000.00ユーロとなる。長期インセン

ティブとしての業績連動型報酬は、最大40,000.00ユーロに制限されている。

上記の業績連動型変動報酬の支払条件は2014年12月31日現在満たされていたため、2012年度分の業績連動型報酬

が支払われる。

監査役会メンバーの2014年度における合計報酬は3,160,791.65ユーロ(及びVAT)であった。

監査役会の元メンバーに関する2012年度分の業績連動型変動報酬は、計226,562.50ユーロ(及びVAT)であった。
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当社は現職又は元監査役会メンバー対して、いかなる前払金又は貸付も行っておらず、また、そのメンバーの便

益に対して、金融債務も負っていなかった。2014年度における各監査役会メンバーの報酬は以下の通りである。

 

  固定報酬  参加報酬  

2012年度分の

業績連動型

報酬

 合計

監査役  ユーロ  ユーロ  ユーロ  ユーロ

サリ・バルダウフ  90,000.00  9,000.00  4,250.00  103,250.00

ヨーゼフ・ベトナースキ  103,333.33  13,000.00  0.00  116,333.33

Dr.ヴルフ・ベルノタット  103,333.33  12,000.00  40,000.00  155,333.33

Dr.ハンス・ベルンハルト・ボイス

(2014年２月５日まで)
 22,500.00  2,000.00  40,000.00  64,500.00

モニカ・ブランドル  90,000.00  10,000.00  40,000.00  140,000.00

ヨハネス・ガイスマン(2014年２月６日より)  123,750.00  24,000.00  0.00  147,750.00

Dr.フーベルタス・フォン・グリュンベルグ  100,000.00  11,000.00  40,000.00  151,000.00

クラウス・ディーター・ハナス  70,000.00  7,000.00  14,875.00  91,875.00

シルヴィア・ハウケ
a  103,333.33  11,000.00  25,500.00  139,833.33

ラルス・ヒンリッヒ  90,000.00  11,000.00  0.00  101,000.00

ハンズ―ユルゲン・カールマイヤー
b  130,000.00  15,000.00  40,000.00  185,000.00

ダグマー・P・コールマン  130,000.00  20,000.00  40,000.00  190,000.00

ペトラ・ステフィ・クローゼル
c  110,000.00  13,000.00  0.00  123,000.00

Prof.ウルリヒ・レーナー(会長)  215,000.00  31,000.00  40,000.00  286,000.00

ヴァルトラウド・リッツェンベルガー  155,000.00  25,000.00  40,000.00  220,000.00

ローター・シュレーダー(副会長)
d  193,333.33  26,000.00  40,000.00  259,333.33

Dr.ウルリヒ・シュレーダー  113,333.33  12,000.00  38,250.00  163,583.33

ミヒャエル・ゾンマー  90,000.00  7,000.00  25,500.00  122,500.00

シビル・スプー  70,000.00  7,000.00  25,500.00  102,500.00

カール・ハインツ・シュトライビッヒ  90,000.00  11,000.00  0.00  101,000.00

Dr.h.c.ベルンハルード・ヴァルター(2015年

１月11日まで†)
 150,000.00  7,000.00  40,000.00  197,000.00

  2,342,916.65  284,000.00  533,875.00  3,160,791.65

a ドイツテレコムの監査役会のメンバーとしての活動に対する報酬に加えて、シルヴィア・ハウケ氏は、(テレコム・ドイ

チュラントGmbHの監査役会メンバーの委任者として)2014年度に総額14,000.00ユーロ(会議出席報酬を含む)のその他の報

酬も受領している。
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b ドイツテレコムの監査役会のメンバーとしての活動に対する報酬に加えて、ハンズ・ユルゲン・カールマイヤー氏は、(T

システムズ・インターナショナルGmbHの監査役会メンバーの委任者として)2014年度に総額16,000.00ユーロのその他の報

酬(会議出席報酬を含む。)も受領している。

c ドイツテレコムの監査役会のメンバーとしての活動に対する報酬に加えて、ペトラ・シュテフィ・クルーセル氏は、(Tシ

ステムズ・インターナショナルGmbHの監査役会メンバーの委任者として)2014年度に総額15,500.00ユーロのその他の報酬

(会議出席報酬を含む)も受領している。

d ドイツテレコムの監査役会のメンバーとしての活動に対する報酬に加えて、ローター・シュレーダー氏は、2014年度に総

額29,000.00ユーロ(会議参加報酬を含む)(テレコム・ドイチュラントGmbHの監査役会メンバーの委任者として20,000.00

ユーロ及びデータ保護諮問評議会議長として9,000.00ユーロ)のその他の報酬も受領している。

 

38　ドイツ株式会社法(AktG)第161条に準拠したドイツのコーポレート・ガバナンス規約の遵守宣言

ドイツテレコム・アーゲーの取締役会及び監査役会は、ドイツ株式会社法(AktG)第161条に従い、義務付けられ

ている遵守宣言を提出し、ドイツテレコム・アーゲーのウェブサイトにおいて株主の縦覧に供した。適合宣言の全

文は、ドイツテレコムのウェブサイト (www.telekom.com) にある、企業統治セクションのインベスター・リレー

ションに掲載されている。

 

39　当期純利益の処分案

ドイツテレコムの取締役会は、株主総会に対して、合計4,667百万ユーロの当期未処分利益から、配当権の付さ

れた無額面株式１株当たり0.50ユーロの配当金を支払うこと、及び残高を繰越すことを提案している。

配当金総額の最終金額は、株主総会日に承認される当期純利益の処分に関する決議日現在の配当権の付された無

額面株式数による。

ドイツ商法(HGB)第268条第８項第３文に準拠した配当制限の対象となる金額は、年金に対する引当金及び類似債

務に係るCTA資産の評価171百万ユーロ、長期貸付金で運用しているCTA資産の評価約１百万ユーロ、並びに部分退

職債務に係るCTA資産の評価約１百万ユーロに起因している。173百万ユーロのうち53百万ユーロを相殺し、繰延税

金負債は純額で120百万ユーロとなる。繰延税金負債に対して相殺される53百万ユーロの繰延税金資産を考慮し、

ドイツ商法(HGB)第268条第８項に準拠した配当制限対象金額は173百万ユーロとなる。配当制限の対象となる173百

万ユーロが自由に利用できる準備金により全額カバーされるため、当期未処分利益は全額分配することが可能であ

る。
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40　ドイツ商法(HGB)第285条第11号に準拠した投資持分一覧表

 
 

番号
 
 
名称及び登記上の事務所

 
 

経由
 

 
間接

%
 

 
直接

%
 

 
額面価額総額

 
 

通貨
 

 
株主持分

 
 

純利益/
純損失

  
報告通貨

  
注

  1. 子会社                   

1.  3.T-Venture Beteiligungsgesellschaft mbH
(3.TVB), Bonn

 1.77.  100.00    25,000  ユーロ  5,679,362  (465,934)  ユーロ  h)

2.  Accumio Finance Services GmbH, Heidelberg  1.316.  100.00    2,001,000  ユーロ  9,696,656  0  ユーロ  h)a)

3.  Albanian Mobile Communications Sh.A, Tirana  1.19.  14.76    813,821,916  アルバニア
レク

 71,136,473,000  4,123,920,000  アルバニア
レク

 h)b)

3.  Albanian Mobile Communications Sh.A, Tirana  1.29.  85.00    813,821,916  アルバニア
レク

 71,136,473,000  4,123,920,000  アルバニア
レク

 h)b)

4.  Antel Germany GmbH, Karben  1.90.  100.00    25,000  ユーロ  (65,859)  (26,254)  ユーロ  c)b)

5.  Ariviakom (Proprietary) Limited i.L., Midrand  1.296.  100.00    1  南アフリカ
ランド

 -  -  -  c)

6.  Assessment Point (Proprietary) Limited,
Johannesburg

 1.112.  100.00    100  南アフリカ
ランド

 (219,850)  3,630  ユーロ  c)

7.  Atrada Trading Network AG, Nuremberg      100.00  146,302  ユーロ  2,321,519  140,542  ユーロ  h)

8.  Atrada Trading Network Limited, Manchester  1.7.  100.00    1  英ポンド  1  0  英ポンド  c)

9.  BENOCS GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  158,990  (700,623)  ユーロ  c)

10.  BERCOS Gesellschaft für
Kommunikationstechniken mbH, Bonn

 1.47.  100.00    400,000  ドイツ
マルク

 233,840  (1,000)  ユーロ  c)

11.  CA INTERNET d.o.o., Zagreb  1.116.  100.00    20,000  クロアチア
クーナ

 158,625  97,785  クロアチア
クーナ

 h)

12.  CBS GmbH, Cologne  1.22.  100.00    838,710  ユーロ  18,054,711  0  ユーロ  h)a)

13.  CE Colo Czech, s.r.o., Prague  1.90.  99.00    617,000  チェコ
コルナ

 (246,308,558)  66,348,688  チェコ
コルナ

 c)b)

13.  CE Colo Czech, s.r.o., Prague  1.20.  1.00    617,000  チェコ
コルナ

 (246,308,558)  66,348,688  チェコ
コルナ

 c)b)

14.  CMobil B.V., Maastricht  1.63.  100.00    67,006  ユーロ  9,633,711,606  139,648,905  ユーロ  h)

15.  COMBIS - IT Usluge d.o.o., Belgrade  1.17.  100.00    49,136  セルビア
ディナール

 (94,412,626)  (95,324,909)  ユーロ  h)

16.  COMBIS d.o.o. Sarajevo, Sarajevo  1.17.  100.00    2,000  ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナマルカ

 3,760,670  1,117,359  ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナマルカ

 h)

17.  COMBIS, usluge integracija informatickih
tehnologija, d.o.o., Zagreb

 1.102.  100.00    48,710,900  クロアチア
クーナ

 103,726,381  17,456,819  クロアチア
クーナ

 h)b)

18.  COSMO-ONE HELLAS MARKET SITE
SOCIETE ANONYME OF ELECTRONIC
COMMERCE SERVICES, Athens

 1.100.  30.87    5,391,100  ユーロ  978,804  113,708  ユーロ  h)b)

18.  COSMO-ONE HELLAS MARKET SITE
SOCIETE ANONYME OF ELECTRONIC
COMMERCE SERVICES, Athens

 1.19.  30.87    5,391,100  ユーロ  978,804  113,708  ユーロ  h)b)

19.  COSMOTE Mobile Telecommunications S.A.,
Maroussi, Athens

 1.100.  100.00    157,899,931  ユーロ  2,377,094,000  404,847,000  ユーロ  h)b)

20.  Carduelis B.V. (Netherlands), The Hague  1.91.  100.00    18,000  ユーロ  (181,485)  (17,431)  ユーロ  c)b)

21.  Click & Buy Services India Private Limited,
Hydrabad

 1.87.  99.62    1,609,920  インド
ルピー

 26,619,219  5,243,856  インド
ルピー

 j)

22.  ClickandBuy Holding GmbH, Darmstadt      100.00  25,000  ユーロ  33,025,000  0  ユーロ  h)a)

23.  ClickandBuy International Limited, London  1.22.  100.00    1,301,007  英ポンド  9,177,595  (7,296,430)  ユーロ  h)b)

24.  Com.unique Telekommunikácios Szolgáltato Kft.,
Budapest

 1.127.  100.00    25,000,000  ハンガリー
フォリント

 100,864,000  27,028,000  ハンガリー
フォリント

 h)

25.  Combridge S.R.L., Sfântu Gheorghe  1.127.  100.00    29,801,490  ルーマニア
レイ

 36,038,295  4,990,359  ルーマニア
レイ

 h)

26.  Compendo GmbH, Nuremberg  1.7.  100.00    25,000  ユーロ  27,024  (218)  ユーロ  c)

27.  Consortium 1 S.à r.l., Luxembourg  1.14.  100.00    2,423,526  ユーロ  2,423,526  (42,419,223)  ユーロ  h)

28.  Consortium 2 S.à r.l., Luxembourg  1.27.  100.00    2,395,668  ユーロ  1,698,889  (134,134)  ユーロ  c)b)

29.  Cosmo Holding Albania Societe Anonyme,
Maroussi, Athens

 1.19.  100.00    64,722,000  ユーロ  102,099,000  (20,000)  ユーロ  h)b)

30.  Cosmoholding International B.V., Amsterdam  1.19.  99.00    1,600,000  ユーロ  -  -  ユーロ   

30.  Cosmoholding International B.V., Amsterdam  1.97.  1.00    1,600,000  ユーロ  -  -  ユーロ   
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%
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注

31.  Cosmoholding Romania Ltd., Limassol  1.19.  100.00    30,000  ユーロ  99,048,435  5,374,950  ユーロ  h)b)

32.  Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Podgorica  1.127.  76.53    123,857,700  ユーロ  165,819,715  18,844,531  ユーロ  h)b)

33.  Cronon AG, Berlin  1.182.  100.00    51,129  ユーロ  56,242  0  ユーロ  h)a)

34.  DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Münster  1.316.  16.67    30,000  ユーロ  7,726,925  0  ユーロ  h)a)

34.  DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Münster  1.35.  83.33    30,000  ユーロ  7,726,925  0  ユーロ  h)a)

35.  DFMG Holding GmbH, Bonn      100.00  26,000  ユーロ  53,751  0  ユーロ  l)a)

36.  DIERGASIA Interim Employment S.A., Athens  1.160.  100.00    67,500  ユーロ  (17,190)  (20,356)  ユーロ  h)b)

37.  DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  1.190.  100.00    5,152,230  ユーロ  917,244  (3,247,260)  ユーロ  h)

38.  Dataware Szolgáltató Kft. i.L., Budapest  1.106.  100.00    80,000,000  ハンガリー
フォリント

 303,630  3,410  ユーロ  c)

39.  DeTeAsia Holding GmbH, Bonn      100.00  50,000  ドイツ
マルク

 49,378  0  ユーロ  h)a)

40.  DeTeAssekuranz -
Deutsche Telekom Assekuranz-
Vermittlungsgesellschaft mbH, Cologne

     100.00  1,000,000  ユーロ  1,000,000  0  ユーロ  h)a)

41.  DeTeFleetServices GmbH, Bonn      100.00  5,000,000  ユーロ  129,262,852  0  ユーロ  h)a)

42.  DeTeMedien, Deutsche Telekom Medien GmbH,
Frankfurt/Main

     100.00  23,008,135  ユーロ  24,572,258  0  ユーロ  h)a)

43.  Detecon (Schweiz) AG, Zurich  1.47.  100.00    1,000,000  スイス
フラン

 6,323,470  345,150  ユーロ  c)

44.  Detecon Asia-Pacific Ltd., Bangkok  1.47.  100.00    49,000,000  タイ
バーツ

 1,607,600  500,410  ユーロ  c)

45.  Detecon Consulting Austria GmbH, Vienna  1.43.  100.00    72,673  ユーロ  341,000  246,000  ユーロ  c)

46.  Detecon Consulting FZ-LLC, Dubai  1.47.  100.00    500,000  ディルハム  250,730  61,360  ユーロ  c)

47.  Detecon International GmbH, Cologne  1.277.  100.00    8,700,000  ユーロ  8,812,000  2,663,000  ユーロ  c)

48.  Detecon Vezetési Tanácsadó Kft., Budapest  1.47.  100.00    4,600,000  ハンガリー
フォリント

 28,000  12,000  ユーロ  c)

49.  Detecon, Inc., Wilmington, DE  1.47.  100.00    1,872,850  米ドル  930  (62,450)  ユーロ  c)

50.  Deutsche TELEKOM Asia Pte Ltd., Singapore      100.00  137,777,793  シンガポー
ルドル

 4,562,564  819,055  シンガポー
ルドル

 c)

51.  Deutsche TELEKOM Ltd., London      100.00  240,000  英ポンド  2,137,490  (11,904)  英ポンド  h)

52.  Deutsche Telekom (UK) Limited, Hatfield      100.00  30,100,000  英ポンド  35,087,000  2,748,000  英ポンド  h)

53.  Deutsche Telekom Accounting GmbH, Bonn      100.00  100,000  ユーロ  100,000  0  ユーロ  h)a)

54.  Deutsche Telekom BK-Holding GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  275,000  0  ユーロ  h)a)

55.  Deutsche Telekom Business Development &
Venturing Ltd., Herzliya

     100.00  10  イスラエル
シェケル

 -  -  -   

56.  Deutsche Telekom Business Services S.R.L.,
Bucharest

     100.00  13,198,200  ルーマニア
レイ

 13,183,953  14,247  ルーマニア
レイ

 h)

57.  Deutsche Telekom Capital Partners Fund GmbH,
Hamburg

 1.58.  100.00    25,000  ユーロ  -  -  -   

58.  Deutsche Telekom Capital Partners Management
GmbH, Hamburg

     100.00  25,000  ユーロ  -  -  -   

59.  Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund
Co-Invest I GmbH & Co. KG, Hamburg

 1.58.  100.00    1  ユーロ  -  -  -   

60.  Deutsche Telekom Capital Partners Portfolio Fund
GmbH & Co. KG, Hamburg

 1.58.  100.00    1  ユーロ  -  -  -   

61.  Deutsche Telekom Capital Partners Venture Fund
GmbH & Co. KG, Hamburg

 1.58.  100.00    1  ユーロ  -  -  -   

62.  Deutsche Telekom Clinical Solutions GmbH,
Bonn

 1.66.  100.00    25,000  ユーロ  2,029,000  3,341  ユーロ  c)a)

63.  Deutsche Telekom Europe Holding B.V.,
Maastricht

 1.217.  100.00    25,002  ユーロ  25,000  0  ユーロ  h)

64.  Deutsche Telekom Glasfaser Service GmbH, Bonn  1.316.  100.00    25,000  ユーロ  31,000  0  ユーロ  h)a)

65.  Deutsche Telekom Healthcare Solutions
Netherlands B.V., Bunnik (Utrecht)

 1.277.  100.00    18,000  ユーロ  1,649,000  866,000  ユーロ  c)

66.  Deutsche Telekom Healthcare and Security
Solutions GmbH, Bonn

 1.277.  100.00    511,300  ユーロ  2,160,800  0  ユーロ  c)a)

67.  Deutsche Telekom Holding B.V., Maastricht  1.216.  100.00    20,500  ユーロ  8,830,274,631  (16,168)  ユーロ  h)
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68.  Deutsche Telekom Hosted Business Services, Inc.,
Wilmington, DE

 1.123.  99.81    5,306  米ドル  7,762,717  (16,227,113)  米ドル  h)

68.  Deutsche Telekom Hosted Business Services, Inc.,
Wilmington, DE

 1.77.  0.19    5,306  米ドル  7,762,717  (16,227,113)  米ドル  h)

69.  Deutsche Telekom International Finance B.V.,
Amsterdam

     100.00  453,780  ユーロ  321,172,000  (110,093,000)  ユーロ  h)b)

70.  Deutsche Telekom Kundenservice GmbH, Bonn  1.316.  100.00    25,000  ユーロ  19,110,240  0  ユーロ  h)a)

71.  Deutsche Telekom North America Inc.,
Wilmington, DE

 1.287.  100.00    30  米ドル  15,386,000  6,416,000  ユーロ  c)

72.  Deutsche Telekom Regional Services and
Solutions GmbH, Frankfurt/Main

 1.316.  100.00    25,000  ユーロ  406,362  (8,908)  ユーロ  h)a)

73.  Deutsche Telekom Shared Services s.r.o.,
Bratislava

 1.258.  0.01    6,520,000  ユーロ  1,864,643  (2,231,500)  ユーロ  h)

73.  Deutsche Telekom Shared Services s.r.o.,
Bratislava

 1.53.  99.99    6,520,000  ユーロ  1,864,643  (2,231,500)  ユーロ  h)

74.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn  1.316.  100.00    27,000  ユーロ  29,651,556  0  ユーロ  h)a)

75.  Deutsche Telekom Technischer Service GmbH,
Bonn

 1.316.  100.00    27,000  ユーロ  56,964,589  0  ユーロ  h)a)

76.  Deutsche Telekom Training GmbH, Bonn      100.00  102,300  ユーロ  124,988  0  ユーロ  h)a)

77.  Deutsche Telekom Venture Funds GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  256,863,053  0  ユーロ  h)a)

78.  Deutsche Telekom, Inc., New York, NY      100.00  100  米ドル  7,709,048  557,655  米ドル  h)

79.  Digital Media Audience Products GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  25,838  (1,162)  ユーロ  h)

80.  E-Tours d.o.o., Zagreb  1.102.  100.00    20,000  クロアチア
クーナ

 3,211,440  532,880  クロアチア
クーナ

 h)b)

81.  E-Value Collection Ltd., Agios Stefanos  1.83.  100.00    350,010  ユーロ  2,144,000  215,000  ユーロ  h)b)

82.  E-Value International S.A., Bucharest  1.83.  0.01    6,700,000  ルーマニア
レイ

 -  -  -   

82.  E-Value International S.A., Bucharest  1.30.  99.99    6,700,000  ルーマニア
レイ

 -  -  -   

83.  E-Value Societe Anonyme of Direct Marketing
and Customer Support Services, Agios Stefanos

 1.97.  100.00    5,105,062  ユーロ  4,907,000  1,441,000  ユーロ  h)b)

84.  Erste DFMG Deutsche Funkturm Vermögens-
GmbH, Bonn

     100.00  100,000  ユーロ  170,272,893  0  ユーロ  h)a)

85.  Eutelis Consult GmbH i.L., Ratingen  1.47.  60.00    1,360,000  ドイツ
マルク

 -  -  ユーロ  c)

86.  Fal Dete Telecommunications S.A.L., Furn El
Chebbak

 1.47.  51.00    150,000,000  レバノン
ポンド

 -  -  ユーロ  c)

87.  Firstgate Holding AG, Baar  1.22.  100.00    100,000  スイス
フラン

 1,819,414  252,784  スイス
フラン

 c)

88.  GEMAPPS Gesellschaft für mobile Lösungen
mbH, Hamburg

 1.277.  100.00    25,000  ユーロ  208,000  0  ユーロ  c)

89.  GMG Generalmietgesellschaft mbH, Cologne      100.00  51,130,000  ユーロ  51,423,214  0  ユーロ  h)a)

90.  GTS Central European Holding B.V.
(Netherlands), Amsterdam

 1.91.  99.46    18,500  ユーロ  33,573,847  (22,920,483)  ユーロ  c)b)

90.  GTS Central European Holding B.V.
(Netherlands), Amsterdam

 1.20.  0.54    18,500  ユーロ  33,573,847  (22,920,483)  ユーロ  c)b)

91.  GTS Central European Holdings Limited
(Cyprus), Luxembourg

 1.28.  100.00    171,000  ユーロ  37,514,779  2,306  ユーロ  c)b)

92.  GTS Czech s.r.o., Prague  1.90.  99.00    1,300,400,000  チェコ
コルナ

 1,557,996,977  188,693,890  チェコ
コルナ

 c)b)

92.  GTS Czech s.r.o., Prague  1.20.  1.00    1,300,400,000  チェコ
コルナ

 1,557,996,977  188,693,890  チェコ
コルナ

 c)b)

93.  GTS Hungary Távközlési Kft, Budaõrs  1.90.  100.00    2,043,270,000  ハンガリー
フォリント

 6,468,266,270  645,888,097  ハンガリー
フォリント

 c)b)

94.  GTS Poland Sp. z o.o. (Poland), Warsaw  1.90.  100.00    207,844,000  ポーランド
ズロチ

 220,127,494  32,740,652  ポーランド
ズロチ

 c)b)

95.  GTS Telecom S.R.L., Bucharest  1.91.  52.56    7,368,415  ルーマニア
レイ

 28,994,525  5,576,658  ルーマニア
レイ

 c)b)

95.  GTS Telecom S.R.L., Bucharest  1.90.  47.44    7,368,415  ルーマニア
レイ

 28,994,525  5,576,658  ルーマニア
レイ

 c)b)
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96.  GTS Ukraine L.L.C., Kiev  1.90.  100.00    1,150,000  ウクライナ
フリヴニャ

 (46,305,070)  (12,130,222)  ウクライナ
フリヴニャ

 c)b)

97.  Germanos Industrial and Commercial Company of
Electronic Telecommunicationmaterials and
supply of Services Societe Anonyme, Agios
Stefanos

 1.19.  100.00    29,600,892  ユーロ  228,048,000  (2,667,000)  ユーロ  h)b)

98.  Germanos Telecom Romania S.A., Bucharest  1.97.  99.99    77,100,310  ルーマニア
レイ

 (145,875,915)  (34,193,632)  ルーマニア
レイ

 h)b)

99.  HATWAVE Hellenic-American
Telecommunications Wave Ltd., Donetsk

 1.100.  52.67    100  キプロス
ポンド

 -  -  -   

100.  Hellenic Telecommunications Organization S.A.
(OTE), Athens

     40.00  1,171,459,430  ユーロ  2,616,800,000  (138,000,000)  ユーロ  h)b)

101.  HfTL Trägergesellschaft mbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  37,074  11,063  ユーロ  h)

102.  Hrvatski Telekom d.d., Zagreb  1.14.  51.00    8,882,853,500  クロアチア
クーナ

 10,820,394,389  1,431,245,824  クロアチア
クーナ

 h)b)

103.  HÄVG Rechenzentrum GmbH, Cologne  1.66.  25.00    100,000  ユーロ  1,790,800  (767,800)  ユーロ  c)

104.  I.T.E.N.O.S. International Telecom Network
Operation Services GmbH, Bonn

 1.277.  100.00    3,000,000  ユーロ  6,410,000  0  ユーロ  c)a)

105.  IBSV LLC, Bellevue  1.249.  100.00    0  米ドル  0  0  米ドル  h)

106.  IT Services Hungary Szolgáltató Kft., Budapest  1.277.  100.00    150,100,000  ハンガリー
フォリント

 33,508,340  2,753,260  ユーロ  c)

107.  ImmoCom Verwaltungs GmbH, Heusenstamm  1.89.  100.00    50,000  ドイツ
マルク

 (5,629,041)  83,078  ユーロ  h)

108.  Infovan (Proprietary) Limited, Midrand  1.296.  100.00    2,000  南アフリカ
ランド

 7,725,720  152,000  ユーロ  c)

109.  InteractiveMedia CCSP GmbH, Darmstadt      100.00  901,000  ユーロ  2,484,000  0  ユーロ  c)a)

110.  International System House Kereskedelmi és
Szoftverfejlesztö Kft., Budapest

 1.127.  100.00    3,000,000  ハンガリー
フォリント

 21,192,000  (2,513,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

111.  Intersolve Health Informatics (Proprietary)
Limited i.L., Midrand

 1.5.  100.00    100  南アフリカ
ランド

 -  -  -  c)

112.  Intervate Holdings (Proprietary) Limited,
Johannesburg

 1.296.  100.00    2,091  南アフリカ
ランド

 1,052,900  (221,670)  ユーロ  c)

113.  Intervate Project Services (Proprietary) Limited,
Johannesburg

 1.114.  100.00    300  南アフリカ
ランド

 264,390  162,860  ユーロ  c)

114.  Intervate Solutions (Proprietary) Limited,
Johannesburg

 1.112.  100.00    1,070  南アフリカ
ランド

 (45,820)  (51,600)  ユーロ  c)

115.  Investel Magyar Távközlési Befektetési ZRt.,
Budapest

 1.127.  100.00    1,113,000,000  ハンガリー
フォリント

 1,316,185,000  14,765,000  ハンガリー
フォリント

 h)

116.  Iskon Internet d.d., Zagreb  1.102.  100.00    272,902,200  クロアチア
クーナ

 42,745,574  5,170,152  クロアチア
クーナ

 h)

117.  KIBU Innováció Nonprofit Kft., Budapest  1.127.  99.20    40,000,000  ハンガリー
フォリント

 67,049,000  (8,113,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

117.  KIBU Innováció Nonprofit Kft., Budapest  1.115.  0.80    40,000,000  ハンガリー
フォリント

 67,049,000  (8,113,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

118.  Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Cakovec  1.102.  100.00    1,229,600  クロアチア
クーナ

 2,853,830  65,442  クロアチア
クーナ

 h)

119.  KalászNet Kft., Budapest  1.127.  100.00    200,000,000  ハンガリー
フォリント

 1,112,257,000  (40,033,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

120.  Kolga Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)a)

121.  Kristall Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  25,774  (219)  ユーロ  h)

122.  Kumukan GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  26,149  (851)  ユーロ  h)

123.  Lambda Telekommunikationsdienste GmbH,
Bonn

     100.00  25,000  ユーロ  44,356,678  0  ユーロ  h)a)

124.  Lite Elements GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  72,486  (854,003)  ユーロ  e)

125.  Loki Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)a)

126.  MAGYARCOM SZOLGÁLTATÓ
KOMMUNIKÁCIÓS Kft., Budapest

     100.00  50,000,000  ハンガリー
フォリント

 803,415,000  96,931,000  ハンガリー
フォリント

 h)

127.  Magyar Telekom Telecommunications Public
Limited Company, Budapest

 1.14.  59.23    104,274,254,300  ハンガリー
フォリント

 355,529,000,000  32,133,000,000  ハンガリー
フォリント

 h)

128.  Makedonski Telekom A.D. Skopje, Skopje  1.194.  56.67    9,583,887,760  マケドニア
ディナール

 16,445,964,000  2,202,832,000  マケドニア
ディナール

 h)b)

129.  Med-RZ Medizinisches Rechenzentrum GmbH,
Cologne

 1.66.  50.00    25,000  ユーロ  31,000  (16,000)  ユーロ  c)

130.  MetroPCS California, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  252,395,967  304,337,037  米ドル  h)
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131.  MetroPCS Florida, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  353,774,288  441,747,959  米ドル  h)

132.  MetroPCS Georgia, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  44,432,798  40,549,486  米ドル  h)

133.  MetroPCS Massachusetts, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (38,754,561)  (89,171,351)  米ドル  h)

134.  MetroPCS Michigan, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    0  米ドル  29,246,357  25,305,311  米ドル  h)

135.  MetroPCS Networks California, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (28,662,330)  (36,240,667)  米ドル  h)

136.  MetroPCS Networks Florida, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (3,611,862)  (5,917,095)  米ドル  h)

137.  MetroPCS Nevada, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (3,381,969)  (15,863,188)  米ドル  h)

138.  MetroPCS New York, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  1,733,972  (30,371,678)  米ドル  h)

139.  MetroPCS Pennsylvania, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (17,899,167)  (43,442,781)  米ドル  h)

140.  MetroPCS Texas, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (6,058,608)  19,394,271  米ドル  h)

141.  Minerva Telekommunikationsdienste GmbH,
Bonn

 1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

142.  Mobilbeeep Telecommunications One Person
Limited Liability, Maroussi, Athens

 1.19.  100.00    620,100  ユーロ  37,159  (201,600)  ユーロ  h)b)

143.  Motionlogic GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  178,128  (2,136,071)  ユーロ  c)

144.  Neptun Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

145.  NextGen Communications S.R.L, Bucharest  1.307.  100.00    227,824,020  ルーマニア
レイ

 98,267,020  (13,018,647)  ルーマニア
レイ

 h)b)

146.  Novatel EOOD, Sofia  1.127.  100.00    5,190,000  ブルガリア
レフ

 5,966,000  (761,000)  ブルガリア
レフ

 h)

147.  Novatel Ukraine Ltd. i.L., Kiev  1.127.  99.94    1,656,900  ウクライナ
フリヴニャ

 -  -  -   

147.  Novatel Ukraine Ltd. i.L., Kiev  1.115.  0.06    1,656,900  ウクライナ
フリヴニャ

 -  -  -   

148.  ORBIT Gesellschaft für Applikations- und
Informationssysteme mbH, Bonn

 1.47.  100.00    128,000  ユーロ  1,737,640  377,000  ユーロ  c)

149.  OT-Optima Telekom d.d., Zagreb  1.102.  19.11    632,659,190  クロアチア
クーナ

 (602,675,992)  (40,123,898)  クロアチア
クーナ

 h)b)

150.  OT-Optima Telekom d.o.o., Koper  1.149.  100.00    8,763  ユーロ  262,362  76,961  ユーロ  h)

151.  OTE Academy S.A., Maroussi, Athens  1.100.  100.00    1,761,030  ユーロ  (654,128)  122,395  ユーロ  h)b)

151.  OTE Academy S.A., Maroussi, Athens  1.186.  0.00    1,761,030  ユーロ  (654,128)  122,395  ユーロ  h)b)

152.  OTE Estate S.A., Athens  1.100.  100.00    455,987,091  ユーロ  972,672,073  (83,987,207)  ユーロ  h)b)

152.  OTE Estate S.A., Athens  1.160.  0.00    455,987,091  ユーロ  972,672,073  (83,987,207)  ユーロ  h)b)

153.  OTE Insurance Agency S.A., Athens  1.100.  99.90    86,000  ユーロ  717,921  141,562  ユーロ  h)b)

153.  OTE Insurance Agency S.A., Athens  1.160.  0.10    86,000  ユーロ  717,921  141,562  ユーロ  h)b)

154.  OTE International Investments Limited, Limassol  1.100.  100.00    477,366,811  ユーロ  493,051,333  272,985  ユーロ  h)b)

155.  OTE International Solutions S.A., Maroussi,
Athens

 1.100.  100.00    163,879,541  ユーロ  188,010,741  13,721,251  ユーロ  h)b)

155.  OTE International Solutions S.A., Maroussi,
Athens

 1.186.  0.00    163,879,541  ユーロ  188,010,741  13,721,251  ユーロ  h)b)

156.  OTE Investment Services S.A., Maroussi, Athens  1.154.  100.00    3,400,000  ユーロ  3,112,971  (7,006)  ユーロ  h)b)

157.  OTE Plc., London  1.100.  100.00    50,000  英ポンド  28,947,289  802,039  ユーロ  h)b)

158.  OTE Rural North SPV, Maroussi, Athens  1.100.  100.00    1,775,112  ユーロ  -  -  -   

159.  OTE Rural South SPV, Maroussi, Athens  1.100.  100.00    2,255,520  ユーロ  -  -  -   

160.  OTEplus Technical & Business Solutions S.A.,
Athens

 1.100.  100.00    4,714,408  ユーロ  10,510,356  (1,900,535)  ユーロ  h)b)
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161.  Omikron Telekommunikationsdienste GmbH,
Bonn

     100.00  25,000  ユーロ  26,546  0  ユーロ  h)a)

162.  One2One Limited, Hatfield  1.222.  100.00    2  英ポンド  2  0  英ポンド  h)

163.  One2One Personal Communications Ltd., Hatfield  1.222.  100.00    1  英ポンド  1  0  英ポンド  h)

164.  Optima Telekom za upravljanje nekretninama i
savjetovanje d.o.o., Zagreb

 1.149.  100.00    20,000  クロアチア
クーナ

 0  0  クロアチア
クーナ

 h)b)

165.  Optima direct d.o.o., Buje  1.149.  100.00    19,216,000  クロアチア
クーナ

 (9,313,163)  125,611  クロアチア
クーナ

 h)b)

166.  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató ZRt.,
Budapest

 1.127.  100.00    300,331,000  ハンガリー
フォリント

 335,931,000  (420,779,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

167.  P & I Holding GmbH, Darmstadt      100.00  30,000  ユーロ  85,351  0  ユーロ  h)a)

168.  PASM Power and Air Condition Solution
Management Beteiligungs GmbH, Bonn

     100.00  25,000  ユーロ  37,955  (487)  ユーロ  h)

169.  PASM Power and Air Condition Solution
Management GmbH, Munich

     100.00  10,025,000  ユーロ  137,787,476  0  ユーロ  h)a)

170.  Pamona Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

171.  Pan-Inform Kutatás-Fejlesztési és Innovácios Kft.,
Balatonfüred

 1.281.  20.00    500,000  ハンガリー
フォリント

 (89,239,000)  (66,591,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

172.  Pelsoft Informatika Kft., Balatonfüred  1.281.  16.67    600,000  ハンガリー
フォリント

 (92,181,000)  (101,416,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

173.  PosAm spol. s.r.o., Bratislava  1.190.  51.00    170,000  ユーロ  9,618,976  2,339,652  ユーロ  h)

174.  Powertel Memphis Licenses, Inc., Bellevue  1.175.  100.00    1  米ドル  178,572,703  (2,084,425)  米ドル  h)

175.  Powertel/Memphis, Inc., Bellevue  1.249.  100.00    32,262  米ドル  146,000,000  (75,000,000)  米ドル  h)

176.  PreHCM Services GmbH, Miltenberg  1.277.  100.00    25,000  ユーロ  800,600  341,000  ユーロ  c)

177.  Qingdao DETECON Consulting Co. Ltd., Beijing  1.47.  100.00    2,000,000  米ドル  181,170  109,360  ユーロ  c)

178.  REGICA.NET d.o.o., Zagreb  1.116.  100.00    28,000  クロアチア
クーナ

 388,139  186,190  クロアチア
クーナ

 h)

179.  Residenzpost GmbH & Co. Liegenschafts KG,
Heusenstamm

     100.00  1  ユーロ  1  461,739  ユーロ  h)

180.  Rho Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.316.  100.00    25,000  ユーロ  26,306  (327)  ユーロ  h)

181.  SCS Personalberatung GmbH, Düsseldorf      100.00  100,000  ドイツ
マルク

 51,129  0  ユーロ  c)a)

182.  STRATO AG, Berlin  1.235.  100.00    6,033,345  ユーロ  9,716,049  0  ユーロ  h)a)

183.  Sallust Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  h)a)

184.  Saphir Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  25,791  219  ユーロ  h)

185.  Satellic NV, Groot-Bijgaarden  1.277.  76.00    10,000,000  ユーロ  10,000,000  0  ユーロ  c)

186.  Satellite and Maritime Telecommunications S.A.,
Athens

 1.100.  94.08    5,463,750  ユーロ  8,879,731  472,342  ユーロ  h)b)

186.  Satellite and Maritime Telecommunications S.A.,
Athens

 1.160.  0.01    5,463,750  ユーロ  8,879,731  472,342  ユーロ  h)b)

187.  Sigma Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  26,546  0  ユーロ  h)a)

188.  Sireo Immobilienfonds No. 1
Verwaltungsgesellschaft mbH, Heusenstamm

 1.189.  100.00    25,000  ユーロ  43,669  2,717  ユーロ  c)

189.  Sireo Immobilienfonds No.1 GmbH & Co. KG,
Heusenstamm

     94.90  6,858,242  ユーロ  3,809,465  20,021,482  ユーロ  c)

190.  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  1.14.  51.00    864,113,000  ユーロ  1,586,847,000  47,686,000  ユーロ  h)b)

191.  Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.,
Vienna

 1.277.  100.00    290,691  ユーロ  23,306,000  4,149,000  ユーロ  c)

192.  Soluciones y Proyectos Consulting, S.L.,
Barcelona

 1.274.  100.00    3,006  ユーロ  159,130  (4,620)  ユーロ  c)

193.  SoundCall GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  211,558  (440,947)  ユーロ  c)

194.  Stonebridge Communication A.D., Skopje  1.127.  100.00    16,383,228,786  マケドニア
ディナール

 27,480,228,000  2,033,934,000  マケドニア
ディナール

 h)b)

195.  SunCom Wireless Holdings Inc., Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  1,054,575,557  49,020,028  米ドル  h)
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196.  SunCom Wireless Investment Co., LLC, Bellevue  1.195.  100.00    1  米ドル  2,250,412,174  0  米ドル  h)

197.  SunCom Wireless License Co., LLC, Bellevue  1.330.  100.00    1  米ドル  23,216,091  0  米ドル  h)

198.  SunCom Wireless Management Co., Inc, Bellevue  1.201.  100.00    1  米ドル  (26,779,558)  1  米ドル  h)

199.  SunCom Wireless Operating Co., LLC, Bellevue  1.330.  100.00    1  米ドル  -  -  米ドル   

200.  SunCom Wireless Property Co., LLC, Bellevue  1.330.  100.00    1  米ドル  -  -  米ドル   

201.  SunCom Wireless, Inc., Bellevue  1.196.  100.00    1  米ドル  2,225,092,053  (223,761)  米ドル  h)

202.  Sunlight Romania - Filiala Bucuresti S.R.L.,
Bucharest

 1.98.  100.00    12,700,000  ルーマニア
レイ

 (14,373,334)  (1,581,028)  ルーマニア
レイ

 h)

203.  SureNow situationally intelligent solutions GmbH,
Bonn

 1.318.  100.00    25,000  ユーロ  15,598  (10,954)  ユーロ  f)

204.  T SYSTEMS TELEKOMÜNIKASYON
LIMITED SIRKETI, Istanbul

 1.258.  0.60    385,600  トルコリラ  2,938,000  471,000  ユーロ  c)

204.  T SYSTEMS TELEKOMÜNIKASYON
LIMITED SIRKETI, Istanbul

 1.277.  99.40    385,600  トルコリラ  2,938,000  471,000  ユーロ  c)

205.  T-Infrastruktur Holding GmbH, Vienna  1.211.  100.00    35,000  ユーロ  38,788  (3,212)  ユーロ  h)

206.  T-Infrastruktur Services GmbH, Vienna  1.205.  100.00    35,000  ユーロ  32,008  (2,992)  ユーロ  h)

207.  T-Mobile (UK Properties), Inc., Denver, CO  1.222.  100.00    1  米ドル  -  -  -   

208.  T-Mobile (UK) Ltd., Hatfield  1.222.  100.00    1  英ポンド  1  0  英ポンド  h)

209.  T-Mobile (UK) Retail Limited, Hatfield  1.222.  100.00    105  英ポンド  0  0  英ポンド  h)

210.  T-Mobile Airtime Funding LLC, Bellevue  1.239.  100.00    1  米ドル  -  -  -   

211.  T-Mobile Austria GmbH, Vienna  1.212.  100.00    60,000,000  ユーロ  580,781,500  52,743,404  ユーロ  c)

212.  T-Mobile Austria Holding GmbH, Vienna  1.14.  100.00    15,000,000  ユーロ  1,001,574,493  (548,597,958)  ユーロ  h)

213.  T-Mobile Central LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  8,341,000,000  676,000,000  米ドル  h)

214.  T-Mobile Czech Republic a.s., Prague  1.14.  100.00    520,000,000  チェコ
コルナ

 26,772,000,000  7,161,000,000  チェコ
コルナ

 h)

215.  T-Mobile Financial LLC, Wilmington, DE  1.249.  100.00    100,000  米ドル         

216.  T-Mobile Global Holding GmbH, Bonn  1.221.  100.00    50,000  ユーロ  15,897,724,576  0  ユーロ  h)a)

217.  T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH, Bonn      100.00  30,000  ユーロ  11,649,419,665  0  ユーロ  h)a)

218.  T-Mobile Global Holding Nr. 3 GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  14,177  (383)  ユーロ  h)

219.  T-Mobile Global Holding Nr. 4 GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  14,885  (579)  ユーロ  h)

220.  T-Mobile Global Holding Nr. 5 GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  14,491  (382)  ユーロ  h)

221.  T-Mobile Global Zwischenholding GmbH, Bonn      100.00  26,000  ユーロ  21,069,847,754  0  ユーロ  h)a)

222.  T-Mobile Holdings Limited, Hatfield  1.216.  100.00    706,540,268  英ポンド  4,903,161,000  228,953,000  ユーロ  h)

223.  T-Mobile HotSpot GmbH, Bonn      100.00  26,000  ユーロ  5,969,771  0  ユーロ  c)a)

224.  T-Mobile International Austria GmbH, Vienna  1.211.  100.00    37,000  ユーロ  1,179,592  (34,999)  ユーロ  c)

225.  T-Mobile International Limited, Hatfield  1.222.  100.00    1  英ポンド  1  0  英ポンド  h)

226.  T-Mobile International UK Pension Trustee
Limited, Hatfield

 1.52.  100.00    1  英ポンド  1  0  英ポンド  g)

227.  T-Mobile License LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  9,242,282,992  1,628,332  米ドル  h)

228.  T-Mobile Ltd., Hatfield  1.222.  100.00    1  英ポンド  1  0  英ポンド  h)

229.  T-Mobile Macedonia A.D. Skopje, Skopje  1.128.  100.00    2,344,377,000  マケドニア
ディナール

 8,223,865,000  2,257,507,000  マケドニア
ディナール

 h)b)

230.  T-Mobile Netherlands B.V., The Hague  1.231.  100.00    1,250,628  ユーロ  2,312,072,000  99,547,000  ユーロ  h)
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231.  T-Mobile Netherlands Holding B.V., The Hague  1.14.  100.00    90,756,042  ユーロ  1,126,047,000  70,037,000  ユーロ  h)n)

232.  T-Mobile Netherlands Klantenservice B.V.,
The Hague

 1.230.  100.00    1,116,950  ユーロ  (335,881,916)  (36,922,455)  ユーロ  h)

233.  T-Mobile Netherlands Retail B.V., The Hague  1.230.  100.00    18,000  ユーロ  (361,101,486)  (132,680,187)  ユーロ  h)

234.  T-Mobile Newco Nr. 3 GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  25,000  0  ユーロ  h)a)

235.  T-Mobile Newco Nr. 4 GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  h)a)

236.  T-Mobile No. 1 Limited, Hatfield  1.222.  100.00    1  英ポンド  -  -  英ポンド   

237.  T-Mobile No. 5 Limited, Hatfield  1.222.  100.00    1  英ポンド  -  -  英ポンド   

238.  T-Mobile Northeast LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  7,303,000,000  383,000,000  米ドル  h)

239.  T-Mobile PCS Holdings, LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  (8,290,000,000)  (2,166,000,000)  米ドル  h)

240.  T-Mobile Poland Sp. z o.o., Warsaw  1.241.  100.00    5,000  ポーランド
ズロチ

 (97,235)  (46,283)  ポーランド
ズロチ

 h)

241.  T-Mobile Polska S.A., Warsaw  1.14.  100.00    471,000,000  ポーランド
ズロチ

 3,053,333  1,142,827  ポーランド
ズロチ

 h)b)

242.  T-Mobile Puerto Rico Holdings LLC, Bellevue  1.330.  100.00    1  米ドル  -  -  米ドル   

243.  T-Mobile Puerto Rico LLC, Bellevue  1.242.  100.00    1  米ドル  748,572,065  18,322,729  米ドル  h)

244.  T-Mobile Resources Corporation, Bellevue  1.239.  100.00    1  米ドル  5,256,105  (2,771,242)  米ドル  h)

245.  T-Mobile Service GmbH, Vienna  1.217.  100.00    35,000  ユーロ  69,412  1,185  ユーロ  h)

246.  T-Mobile South LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  3,413,090,273  201,761,234  米ドル  h)

247.  T-Mobile Subsidiary IV Corporation, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  0  0  米ドル  h)

248.  T-Mobile US, Inc., Bellevue  1.67.  66.29    8,075  米ドル  6,115,000  (104,000)  米ドル  h)

249.  T-Mobile USA, Inc., Bellevue  1.248.  100.00    293  米ドル  (20,548,398,652)  (184,831,523)  米ドル  h)

250.  T-Mobile West LLC, Bellevue  1.249.  100.00    1,000  米ドル  9,746,401,679  1,026,832,119  米ドル  h)

251.  T-Mobile Worldwide Holding GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  1,977,990,187  0  ユーロ  h)a)

252.  T-Online Beteiligungs GmbH, Darmstadt      100.00  25,000  ユーロ  23,062  (1,581)  ユーロ  h)

253.  T-Online Travel GmbH, Darmstadt      100.00  4,000,000  ユーロ  (4,899,375)  959,506  ユーロ  h)

254.  T-Online Verwaltungs GmbH, Darmstadt      100.00  25,000  ユーロ  23,597  (1,582)  ユーロ  h)

255.  T-Systems Argentina S.A., Buenos Aires  1.258.  2.00    2,424,250  アルゼンチ
ンペソ

 197,000  76,000  ユーロ  c)

255.  T-Systems Argentina S.A., Buenos Aires  1.277.  98.00    2,424,250  アルゼンチ
ンペソ

 197,000  76,000  ユーロ  c)

256.  T-Systems Austria GesmbH, Vienna  1.277.  100.00    185,000  ユーロ  40,299,000  1,026,000  ユーロ  c)

257.  T-Systems Belgium N.V., Groot-Bijgaarden  1.285.  0.65    172,125  ユーロ  1,275,570  (1,226,880)  ユーロ  c)

257.  T-Systems Belgium N.V., Groot-Bijgaarden  1.277.  99.35    172,125  ユーロ  1,275,570  (1,226,880)  ユーロ  c)

258.  T-Systems Beteiligungsverwaltungs-
gesellschaft mbH, Frankfurt/Main

 1.277.  100.00    25,600  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

259.  T-Systems Bulgaria EOOD i.L., Sofia  1.277.  100.00    5,000  ブルガリア
レフ

 176,000  (57,000)  ユーロ  c)

260.  T-Systems CIS, Moscow  1.277.  100.00    4,630,728  ロシア
ルーブル

 3,034,000  (894,000)  ユーロ  c)

261.  T-Systems Canada, Inc., Saint John  1.287.  100.00    2,031,554  カナダ
ドル

 8,298,000  1,494,610  ユーロ  c)

262.  T-Systems China Limited, Hong Kong  1.277.  100.00    24,000,000  香港ドル  4,186,000  784,000  ユーロ  c)

263.  T-Systems DDM GmbH, Weingarten  1.277.  100.00    154,400  ユーロ  3,788,752  0  ユーロ  c)a)

264.  T-Systems Data Migration Consulting AG,
Kreuzlingen

 1.291.  100.00    100,000  スイス
フラン

 2,048,310  (4,748,640)  ユーロ  c)

265.  T-Systems Eltec, S.L., Barcelona  1.274.  100.00    667,400  ユーロ  2,210,240  (4,325,110)  ユーロ  c)
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266.  T-Systems France S.A.S., Saint Denis  1.277.  100.00    2,000,000  ユーロ  5,232,260  (10,107,890)  ユーロ  c)

267.  T-Systems GEI GmbH, Aachen  1.277.  100.00    11,301,600  ユーロ  14,605,566  0  ユーロ  c)a)

268.  T-Systems ICT Romania S.R.L., Bucharest  1.258.  5.00    200  ルーマニア
レイ

 372,000  22,000  ユーロ  c)

268.  T-Systems ICT Romania S.R.L., Bucharest  1.277.  95.00    200  ルーマニア
レイ

 372,000  22,000  ユーロ  c)

269.  T-Systems IT Epsilon GmbH, Bonn  1.277.  100.00    25,000  ユーロ  25,000  0  ユーロ  c)a)

270.  T-Systems IT Eta GmbH, Bonn  1.277.  100.00    25,000  ユーロ  25,000  0  ユーロ  c)a)

271.  T-Systems IT Gamma GmbH, Bonn  1.277.  100.00    25,000  ユーロ  25,000  0  ユーロ  c)a)

272.  T-Systems IT Theta GmbH, Bonn  1.277.  100.00    25,000  ユーロ  23,000  0  ユーロ  c)

273.  T-Systems IT Zeta GmbH, Bonn  1.277.  100.00    25,000  ユーロ  25,000  0  ユーロ  c)a)

274.  T-Systems ITC Iberia, S.A., Barcelona  1.277.  100.00    1,245,100  ユーロ  16,456,910  (206,690)  ユーロ  c)

275.  T-Systems Information and Communication
Technology E.P.E., Athens

 1.258.  1.00    18,000  ユーロ  616,000  106,000  ユーロ  c)

275.  T-Systems Information and Communication
Technology E.P.E., Athens

 1.277.  99.00    18,000  ユーロ  616,000  106,000  ユーロ  c)

276.  T-Systems Information and Communication
Technology India Private Limited, Pune

 1.258.  0.00    34,500,000  インド
ルピー

 373,186  144,188  ユーロ  c)

276.  T-Systems Information and Communication
Technology India Private Limited, Pune

 1.277.  100.00    34,500,000  インド
ルピー

 373,186  144,188  ユーロ  c)

277.  T-Systems International GmbH, Frankfurt/Main      100.00  154,441,900  ユーロ  1,343,000  0  ユーロ  h)a)

278.  T-Systems Japan K.K., Tokyo  1.277.  100.00    495,000,000  日本円  205,340  (2,963,120)  ユーロ  c)

279.  T-Systems Limited, London  1.277.  100.00    550,001  英ポンド  13,356,000  (15,374,000)  ユーロ  c)

280.  T-Systems Luxembourg S.A., Münsbach  1.258.  0.02    1,500,000  ユーロ  5,837,000  632,000  ユーロ  c)

280.  T-Systems Luxembourg S.A., Münsbach  1.277.  99.98    1,500,000  ユーロ  5,837,000  632,000  ユーロ  c)

281.  T-Systems Magyarország ZRt., Budapest  1.127.  100.00    2,002,000,000  ハンガリー
フォリント

 18,484,893,000  463,172,000  ハンガリー
フォリント

 h)

282.  T-Systems Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur  1.277.  100.00    4,000,000  マレーシア
リンギット

 12,130,649  2,264,475  ユーロ  c)

283.  T-Systems Mexico, S.A. de C.V., Puebla  1.277.  100.00    32,000,000  メキシコ
ペソ

 9,028,980  5,186,750  ユーロ  c)

284.  T-Systems Multimedia Solutions GmbH, Dresden  1.277.  100.00    4,090,400  ユーロ  4,106,430  0  ユーロ  c)a)

285.  T-Systems Nederland B.V., Vianen (Utrecht)  1.277.  100.00    908,000  ユーロ  68,118,000  8,056,000  ユーロ  c)

286.  T-Systems Nordic A/S, Ballerup  1.277.  100.00    5,500,000  デンマーク
クローネ

 2,171,512  (4,787,020)  ユーロ  c)

287.  T-Systems North America, Inc., Wilmington, DE  1.277.  100.00    34  米ドル  14,075,000  (678,000)  ユーロ  c)

288.  T-Systems P.R. China Ltd., Beijing  1.277.  100.00    31,500,000  ユーロ  (920,000)  (3,982,000)  ユーロ  c)

289.  T-Systems Polska Sp. z o.o., Wroclaw  1.277.  100.00    8,327,000  ポーランド
ズロチ

 7,472,000  304,000  ユーロ  c)

290.  T-Systems RUS OOO, Moscow  1.260.  99.00    10,000  ロシア
ルーブル

 2,851,200  2,454,000  ユーロ  c)

290.  T-Systems RUS OOO, Moscow  1.277.  1.00    10,000  ロシア
ルーブル

 2,851,200  2,454,000  ユーロ  c)

291.  T-Systems Schweiz AG, Münchenbuchsee  1.277.  100.00    13,000,000  スイス
フラン

 28,052,000  5,750,000  ユーロ  c)

292.  T-Systems Singapore Pte. Ltd., Singapore  1.277.  100.00    38,905,000  シンガポー
ルドル

 37,366,660  (617,100)  ユーロ  c)

293.  T-Systems Slovakia s.r.o., Kosice  1.258.  2.50    258,581  ユーロ  35,531,000  8,774,000  ユーロ  c)

293.  T-Systems Slovakia s.r.o., Kosice  1.277.  97.50    258,581  ユーロ  35,531,000  8,774,000  ユーロ  c)

294.  T-Systems Solutions (Proprietary) Limited i.L.,
Midrand

 1.296.  100.00    1  南アフリカ
ランド

 -  -  -  c)

295.  T-Systems Solutions for Research GmbH,
Weßling

 1.277.  100.00    5,000,000  ユーロ  5,427,260  0  ユーロ  c)a)
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296.  T-Systems South Africa (Proprietary) Limited,
Midrand

 1.297.  70.00    6,000  南アフリカ
ランド

 27,660,680  8,106,150  ユーロ  c)

297.  T-Systems South Africa Holdings (Proprietary)
Limited, Midrand

 1.277.  100.00    4,100,085  南アフリカ
ランド

 55,021,670  67,000  ユーロ  c)

298.  T-Systems Spring Italia S.R.L., Rozzano  1.277.  100.00    594,000  ユーロ  2,372,000  1,472,000  ユーロ  c)

299.  T-Systems TMT Limited, Milton Keynes  1.279.  100.00    500,000  英ポンド  642,000  0  ユーロ  c)

300.  T-Systems Telecomunicacoes e Servicos Ltda.,
Sao Paulo

 1.301.  100.00    4,182,560  ブラジル
レアル

 2,558,283  (124,450)  ユーロ  c)

300.  T-Systems Telecomunicacoes e Servicos Ltda.,
Sao Paulo

 1.258.  0.00    4,182,560  ブラジル
レアル

 2,558,283  (124,450)  ユーロ  c)

301.  T-Systems do Brasil Ltda., Sao Paulo  1.258.  0.01    15,000,000  ブラジル
レアル

 42,564,000  3,337,000  ユーロ  c)

301.  T-Systems do Brasil Ltda., Sao Paulo  1.277.  99.99    15,000,000  ブラジル
レアル

 42,564,000  3,337,000  ユーロ  c)

302.  T-Systems on site services GmbH, Berlin  1.277.  100.00    154,000  ユーロ  154,000  0  ユーロ  c)a)

303.  T-Systems, informacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana  1.277.  100.00    8,763  ユーロ  463,000  44,000  ユーロ  c)

304.  T-Venture Holding GmbH, Bonn      100.00  10,225,900  ユーロ  19,027,284  3,656,280  ユーロ  h)

305.  T-Venture of America, Inc., San Francisco, CA  1.304.  100.00    100  米ドル  670,428  42,777  米ドル  c)

306.  TAMBURO Telekommunikations-
dienste GmbH, Bonn

     100.00  25,000  ユーロ  51,662  (354)  ユーロ  h)

307.  TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
S.A., Bucharest

 1.154.  54.01    5,975,037,351  ルーマニア
レイ

 3,618,721,000  59,181,000  ルーマニア
レイ

 h)b)

308.  TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A., Bucharest

 1.19.  70.00    1,593,747,500  ルーマニア
レイ

 (427,546,133)  (24,365,550)  ルーマニア
レイ

 h)

308.  TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A., Bucharest

 1.307.  30.00    1,593,747,500  ルーマニア
レイ

 (427,546,133)  (24,365,550)  ルーマニア
レイ

 h)

309.  TMUS Assurance Corporation, Honolulu  1.249.  100.00    10  米ドル  138,444,000  49,668,000  米ドル  h)

310.  TOB T-Systems Ukraine, Kiev  1.258.  0.10    35,000  ウクライナ
フリヴニャ

 105,000  (61,000)  ユーロ  c)

310.  TOB T-Systems Ukraine, Kiev  1.277.  99.90    35,000  ウクライナ
フリヴニャ

 105,000  (61,000)  ユーロ  c)

311.  Tau Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.316.  100.00    25,000  ユーロ  26,306  (328)  ユーロ  h)

312.  Tel-Team Inwestycje Sp. z o.o., Zielonka  1.94.  100.00    15,000,000  ポーランド
ズロチ

 21,441,021  79,472  ポーランド
ズロチ

 c)b)

313.  Tele Haus Krakow Sp. z o.o, Tarnowo Podgórne  1.94.  100.00    4,002,850  ポーランド
ズロチ

 2,726,529  20,476  ポーランド
ズロチ

 c)b)

314.  Tele Haus Polska Sp. z o.o. (Poland), Tarnowo
Podgórne

 1.94.  100.00    1,164,840  ポーランド
ズロチ

 8,266,236  1,469,543  ポーランド
ズロチ

 c)b)

315.  Tele-Data Távközlési Adatfeldolgozó és
Hirdetésszervezö Kft., Budaõrs

 1.127.  50.99    510,000  ハンガリー
フォリント

 (134,000)  (87,161,000)  ハンガリー
フォリント

 h)

316.  Telekom Deutschland GmbH, Bonn      100.00  1,515,000,000  ユーロ  2,103,000,000  0  ユーロ  h)a)

317.  Telekom Deutschland Multibrand GmbH, Bonn  1.316.  100.00    25,000  ユーロ  26,857  0  ユーロ  h)a)

318.  Telekom Innovation Pool GmbH, Bonn      100.00  26,000  ユーロ  16,332,592  0  ユーロ  h)a)

319.  Telekom New Media ZRt., Budapest  1.127.  100.00    669,930,000  ハンガリー
フォリント

 669,930,000  0  ハンガリー
フォリント

 h)

320.  Telekom Sec, s.r.o., Bratislava  1.190.  100.00    11,639  ユーロ  624  (3,017)  ユーロ  c)

321.  Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH, Bonn  1.316.  100.00    10,000,000  ユーロ  44,258,116  0  ユーロ  h)a)

322.  Telemacedónia A.D. i.L., Skopje  1.127.  100.00    621,300  マケドニア
ディナール

 9,954,000  (1,649,000)  マケドニア
ディナール

 h)b)

323.  Telemobil S.A., Bucharest  1.31.  100.00    360,090,000  ルーマニア
レイ

 (559,040,900)  (95,274,926)  ルーマニア
レイ

 h)

324.  Tellus Telekommuniktionsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

325.  The Digitale GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  26,149  (851)  ユーロ  h)

326.  Theta Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  26,546  0  ユーロ  h)a)

327.  Thor Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)a)

328.  Tibull Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  h)a)

329.  Triton PCS Finance Co., Inc., Bellevue  1.201.  100.00    1  米ドル  1,524,761,391  28,776,024  米ドル  h)

330.  Triton PCS Holdings Company, LLC, Bellevue  1.201.  100.00    1  米ドル  (49,124,599)  2,145,035  米ドル  h)
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331.  Trust2Core GmbH, Berlin  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  1,002,898  (2,500,917)  ユーロ  f)

332.  Tulip 2 B.V., The Hague  1.231.  100.00    124,105  ユーロ  124,105  0  ユーロ  h)

333.  Türkis Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn      100.00  25,000  ユーロ  25,791  (219)  ユーロ  h)

334.  VIOLA Kabelgesellschaft (Deutschland) mbH,
Bonn

 1.35.  100.00    1,000,000  ユーロ  989,125  (6,216)  ユーロ  l)

335.  VOICENET Limited Company
Telecommunications Services & Infrastructures
S.A., Athens

 1.100.  100.00    5,650,050  ユーロ  2,009,027  (216,633)  ユーロ  h)b)

336.  Vesta Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn  1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

337.  Vidanet ZRt., Györ  1.127.  67.50    2,000,000,000  ハンガリー
フォリント

 6,393,788,000  1,087,735,000  ハンガリー
フォリント

 h)

337.  Vidanet ZRt., Györ  1.115.  22.50    2,000,000,000  ハンガリー
フォリント

 6,393,788,000  1,087,735,000  ハンガリー
フォリント

 h)

338.  Vivento Customer Services GmbH, Bonn      100.00  100,000  ユーロ  97,173,009  0  ユーロ  h)a)

339.  VoiceStream PCS I Iowa Corporation, Bellevue  1.249.  100.00    1  米ドル  33,120,675  (2,790,584)  米ドル  h)

340.  VoiceStream Pittsburgh General Partner, Inc.,
Bellevue

 1.249.  100.00    100  米ドル  166,511,134  (1,753,631)  米ドル  h)

341.  VoiceStream Pittsburgh, LP, Bellevue  1.340.  54.00    1  米ドル  167,117,490  3,682,849  米ドル  h)

341.  VoiceStream Pittsburgh, LP, Bellevue  1.238.  46.00    1  米ドル  167,117,490  3,682,849  米ドル  h)

342.  Vulcanus Telekommunikationsdienste GmbH,
Bonn

 1.318.  100.00    25,000  ユーロ  27,000  0  ユーロ  c)

343.  ZODIAC Telekommunikationsdienste GmbH,
Bonn

     100.00  25,600  ユーロ  27,137  (219)  ユーロ  h)

344.  Zoznam Mobile, s.r.o., Bratislava  1.190.  100.00    6,639  ユーロ  487,035  29,198  ユーロ  c)

345.  Zoznam, s.r.o., Bratislava  1.190.  100.00    6,639  ユーロ  2,193,186  79,594  ユーロ  h)

346.  Zweite DFMG Deutsche Funkturm Vermögens-
GmbH, Bonn

 1.316.  100.00    100,000  ユーロ  37,124,753  0  ユーロ  h)a)

347.  bodyconcept GmbH, Bonn  1.318.  80.00    100,001  ユーロ  1,539,435  (110,565)  ユーロ  h)

348.  brightONE IT Solutions Private Limited, Pune  1.258.  0.00    2,146,070  インド
ルピー

 547,000  218,000  ユーロ  c)

348.  brightONE IT Solutions Private Limited, Pune  1.277.  100.00    2,146,070  インド
ルピー

 547,000  218,000  ユーロ  c)

349.  congstar GmbH, Cologne  1.316.  100.00    250,000  ユーロ  3,747,047  0  ユーロ  h)a)

350.  congstar Services GmbH, Cologne  1.349.  100.00    30,000  ユーロ  4,091,854  0  ユーロ  h)a)

351.  d-Core NETWORK IBERIA, S.L., Tarragona  1.274.  100.00    3,010  ユーロ  219,640  (86,060)  ユーロ  c)

352.  operational services Beteiligungs-GmbH,
Frankfurt/Main

 1.353.  100.00    25,000  ユーロ  35,950  870  ユーロ  c)

353.  operational services GmbH & Co. KG,
Frankfurt/Main

 1.277.  50.00    250,000  ユーロ  17,510,310  5,159,000  ユーロ  c)

354.  rola Security Solutions GmbH, Cologne  1.277.  100.00    800,000  ユーロ  11,602,000  7,405,450  ユーロ  c)

355.  xplosion interactive GmbH, Bonn  1.109.  100.00    100,000  ユーロ  (1,981,125)  (3,324,624)  ユーロ  c)

                     

  2. 関連会社及びその他の関係会社                   

1.  Asa NewCo GmbH, Munich      28.24  2,000,000  ユーロ  1,052,428,302  (51,062,664)  ユーロ  g)

2.  BUYIN S.A., Brussels      50.00  123,000  ユーロ  126,389  1,086  ユーロ  h)

3.  Blinks Labs GmbH, Berlin  1.77.  20.30    33,256  ユーロ  358,882  (346,764)  ユーロ  k)

4.  BodyTel Europe GmbH, Bad Wildungen  1.77.  30.71    361,163  ユーロ  (731,360)  (1,578,037)  ユーロ  k)

5.  CTDI GmbH, Malsch  1.316.  49.00    2,500,000  ユーロ  40,536,574  3,284,607  ユーロ  h)

6.  Callahan Nordrhein-Westfalen GmbH, Cologne  1.334.  45.00    2,595,000  ユーロ  -  -  -   

7.  Central Georgian Communications Co. Ltd.,
Roustavi

 1.160.  25.00    280,000  グルジア
ラリ

 -  -  -   

8.  Cittadino GmbH, Düsseldorf  1.77.  46.95    52,034  ユーロ  (274,000)  25,824  ユーロ  h)

9.  Clipkit GmbH, Berlin  1.77.  29.56    97,832  ユーロ  (469,800)  (2,610,500)  ユーロ  h)

10.  Content Fleet GmbH, Hamburg  1.77.  22.75    74,458  ユーロ  315,179  (1,581,511)  ユーロ  l)
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11.  CoreMedia AG, Hamburg  1.77.  26.23    3,942,106  ユーロ  6,502,387  951,568  ユーロ  i)

12.  Cost Xpert AG, Gersthofen  1.77.  46.00    71,429  ユーロ  718,618  (2,252,933)  ユーロ  h)

13.  DETECON AL SAUDIA Co. Ltd., Riyadh  1.47.  46.50    4,000,000  サウジアラ
ビアリヤル

 33,704,640  8,506,430  ユーロ  c)

14.  Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH,
Frankfurt/Main

 1.42.  25.10    500,000  ユーロ  544,996  15,559  ユーロ  h)

15.  Das Örtliche Service- und Marketing GmbH,
Frankfurt/Main

 1.42.  25.10    500,000  ユーロ  735,915  17,202  ユーロ  h)

16.  Devas Multimedia Private Limited, Bangalore  1.50.  20.73    177,313  インド
ルピー

 2,778,540,445  (432,676,816)  インド
ルピー

 g)

17.  Donbass Telecom Ltd., Donetsk  1.160.  49.00    342,700  ウクライナ
フリヴニャ

 -  -  -   

18.  EE Limited, Hatfield  1.222.  50.00    22,050,306  英ポンド  9,733,047,062  (75,630,010)  英ポンド  h)

19.  Electrocycling Anlagen GmbH, Goslar  1.316.  25.00    9,000,000  ドイツ
マルク

 6,601,513  817,520  ユーロ  h)

20.  Electrocycling GmbH, Goslar  1.316.  25.50    1,500,000  ユーロ  12,616,980  1,964,555  ユーロ  h)

21.  Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH,
Frankfurt/Main

 1.42.  25.10    500,000  ユーロ  498,932  (117,303)  ユーロ  h)

22.  Gini GmbH, Munich  1.77.  40.08    41,408  ユーロ  (332,710)  (859,647)  ユーロ  k)

23.  HMM Deutschland GmbH, Moers      38.46  197,758  ユーロ  18,750,153  (60,439)  ユーロ  k)

23.  HMM Deutschland GmbH, Moers  1.77.  10.97    197,758  ユーロ  18,750,153  (60,439)  ユーロ  k)

24.  HWW - Höchstleistungsrechner für Wissenschaft
und Wirtschaft GmbH, Stuttgart

 1.277.  20.00    50,000  ユーロ  894,000  55,000  ユーロ  c)

24.  HWW - Höchstleistungsrechner für Wissenschaft
und Wirtschaft GmbH, Stuttgart

 1.295.  20.00    50,000  ユーロ  894,000  55,000  ユーロ  c)

25.  HiProCall, Inc., Wilmington, DE  1.77.  44.10    554  米ドル  (6,155,338)  (816,677)  米ドル  h)

26.  Hrvatska posta d.o.o., Mostar  1.102.  30.29    26,335,069  ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナマルカ

 22,256,404  (1,351,439)  ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナマルカ

 h)b)

27.  Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Mostar  1.102.  39.10    315,863,250  ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナマルカ

 339,632,374  14,441,423  ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナマルカ

 h)b)

28.  Iowa Wireless Services LLC, Bellevue  1.339.  44.68    64,751,961  米ドル  80,709,504  1,134,074  米ドル  d)

29.  JVL Ventures, LLC, Little Rock  1.249.  20.00    515,499,999  米ドル  27,024,004  (186,646,207)  米ドル  d)

30.  Közbringa Kft., Budapest  1.281.  25.00    20,000,000  ハンガリー
フォリント

 96,723,000  76,723,000  ハンガリー
フォリント

 h)

31.  LOCANIS AG, Unterföhring  1.77.  25.93    1,172,787  ユーロ  3,789,120  751,209  ユーロ  h)

32.  MGRID B.V., Amsterdam  1.77.  21.05    22,800  ユーロ  219,106  (5,995)  ユーロ  k)

33.  MNP Deutschland GbR, Düsseldorf  1.316.  16.67    0  ユーロ  453,604  (4,215)  ユーロ  h)

34.  MedInvest Inc., Wilmington, DE  1.77.  20.00    5,688  米ドル  834,847  (201,997)  米ドル  k)

35.  Metasonic AG, Pfaffenhofen-Hettenshausen  1.77.  49.75    541,924  ユーロ  (1,614,166)  (5,045,297)  ユーロ  k)

36.  Mobile Telephony Companies Association,
Maroussi, Athens

 1.19.  33.33    5,000,699  ユーロ  910,296  (660,142)  ユーロ  h)b)

37.  Moviepilot GmbH, Berlin  1.77.  28.90    95,812  ユーロ  2,479,623  (1,332,575)  ユーロ  h)

38.  NetWorkS! Sp. z o.o, Warsaw  1.241.  50.00    30,000,000  ポーランド
ズロチ

 52,692,605  9,715,836  ポーランド
ズロチ

 h)b)

39.  Pie Digital, Inc., Newark  1.77.  49.99    57  米ドル  (3,034,135)  (7,219,389)  米ドル  m)

40.  Portavita B.V., Amsterdam  1.77.  21.05    22,800  ユーロ  1,605,421  76,276  ユーロ  k)

41.  SEARCHTEQ GmbH, Frankfurt/Main  1.42.  25.10    7,239,000  ユーロ  4,668,881  41,515  ユーロ  h)

42.  Scortel-FMS Ltd., Sofia  1.160.  44.00    55,000  ブルガリア
レフ

 -  -  -   

43.  Scout Lux Management Equity Co S.à.r.l.,
Luxembourg

     30.00  12,500  ユーロ  12,949,710  (75,290)  ユーロ  c)

44.  Smarkets Ltd., London  1.77.  24.47    13,318  英ポンド  608,572  (704,959)  英ポンド  h)

45.  Sones GmbH i.L., Leipzig  1.77.  23.14    48,640  ユーロ  2,030,363  (820,996)  ユーロ  m)
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番号

 
 
名称及び登記上の事務所

 
 

経由
 

 
間接

%
 

 
直接

%
 

 
額面価額総額

 
 

通貨
 

 
株主持分

 
 

純利益/
純損失

  
報告通貨

  
注

46.  Streetlight Data, Inc., San Francisco, CA  1.77.  25.19    4,900  米ドル  (2,314,698)  (1,610,005)  米ドル  h)

47.  T-Mobile USA Tower LLC, Wilmington, DE  1.249.  100.00    1  米ドル  (647,184,259)  (16,454,299)  米ドル  h)

48.  T-Mobile West Tower LLC, Wilmington, DE  1.250.  100.00    1  米ドル  (812,680,340)  (88,166,510)  米ドル  h)

49.  TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag
GmbH & Co. KG, Frankfurt/Main

 1.42.  25.10    2,501,000  ユーロ  4,668,616  224,246  ユーロ  h)

50.  Tehnoloski centar Split d.o.o., Split  1.102.  29.76    3,900,000  クロアチア
クーナ

 1,908,488  9,329  クロアチア
クーナ

 h)

51.  Tele-Auskunft Online GmbH, Frankfurt/Main  1.42.  25.32    250,000  ユーロ  2,864,860  325,360  ユーロ  h)

52.  TeleOp Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Oberpfaffenhofen

 1.277.  32.40    25,000  ユーロ  190,000  19,000  ユーロ  c)

53.  TelesensKSCL AG i.L., Cologne  1.304.  24.09    23,588,222  ユーロ  -  -  ユーロ   

54.  Teqcycle Solutions GmbH, Munich  1.77.  20.00    39,222  ユーロ  25,100  (129,244)  ユーロ  h)

55.  Toll Collect GbR, Berlin      45.00  0  ユーロ  25,039  2,111  ユーロ  h)b)

56.  Toll Collect GmbH, Berlin      45.00  5,000,000  ユーロ  25,039  2,111  ユーロ  h)b)

57.  Trans Jordan For Communication Services
Company Ltd., Amman

 1.100.  40.00    3,500,000  ヨルダン
ディナール

 -  -  -   

57.  Trans Jordan For Communication Services
Company Ltd., Amman

 1.160.  10.00    3,500,000  ヨルダン
ディナール

 -  -  -   

58.  VeliQ B.V., Barendrecht  1.77.  0.01    1,019,148  ユーロ  5,085,360  (1,686,882)  ユーロ  h)

59.  VibeSec Ltd., Haifa  1.77.  27.04    5,535  イスラエル
シュケル

 220,000  (1,513,000)  イスラエル
シュケル

 k)

60.  Vivento Interim Services GmbH, Bonn      49.02  51,000  ユーロ  808,450  755,063  ユーロ  h)

61.  Yemen Public Payphone Company Ltd., Sana’a  1.100.  10.00    2,960,000  米ドル  -  -  -   

61.  Yemen Public Payphone Company Ltd., Sana’a  1.160.  15.00    2,960,000  米ドル  -  -  -   

62.  iesy Holdings GmbH, Oberursel (Taunus)  1.334.  35.00    1,000,000  ユーロ  -  -  -   

63.  myON-ID Media GmbH, Munich  1.77.  39.89    98,380  ユーロ  581,508  (1,166,446)  ユーロ  k)

64.  qLearning Applications GmbH, Berlin  1.77.  23.41    34,516  ユーロ  29,167  (79,693)  ユーロ  h)

65.  solute holding GmbH & Co. KG, Hanover  1.42.  25.10    1,000,000  ユーロ  13,000,000  274,266  ユーロ  h)

 

a) 損益移転契約を考慮した純利益/損失

b) IFRSに基づく株主持分及び純利益/損失

c) 2014年12月31日現在の株主持分及び純利益/損失

d) 2014年９月30日現在の株主持分及び純利益/損失

e) 2014年９月29日現在の株主持分及び純利益/損失

f) 2014年10月８日現在の株主持分及び純利益/損失

g) 2014年３月31日現在の株主持分及び純利益/損失

h) 2013年12月31日現在の株主持分及び純利益/損失

i) 2013年６月30日現在の株主持分及び純利益/損失

j) 2013年３月31日現在の株主持分及び純利益/損失

k) 2012年12月31日現在の株主持分及び純利益/損失

l) 2011年12月31日現在の株主持分及び純利益/損失

m) 2010年12月31日現在の株主持分及び純利益/損失

n) 株主持分及び純利益/損失(連結上の数値)
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責任に関する報告書

 

私どもの知る限りにおいて、また適用可能な報告原則に準拠して、本財務書類は当社の資産、負債、財政状態及び

損益について真実かつ公正な概観を与えるものであり、グループの経営者の報告書と統合されているドイツテレコ

ム・アーゲーの経営者の報告書は、当社の予想される発展に関する主な機会及びリスクの詳細とともに、当社の事

業及び財政状態の推移及び業績に関する公正な概観を含んでいる。

 

ボン、2015年２月10日

 

ドイツテレコム・アーゲー

取締役会

 

ティモテウス・ヘッティゲス ラインハルト・クレメンス ニーク・ヤン・ファン・ダム

　   

トーマス・ダーネンフェルト Dr.トーマス・クレマー クラウディア・ネマート
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２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

前掲の連結財務書類及び個別財務書類に対する注記を参照のこと。

 

３ 【その他】

(1) 後発事象

上記「第３ 事業の状況－７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－後発事象」の項を

参照のこと。

 

(2) 訴　　訟

上記「第３ 事業の状況－４ 事業等のリスク－訴訟」の項を参照のこと。

 

４ 【ドイツと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

 

１ IFRSと日本の会計基準の相違

 

本書記載のドイツテレコム・アーゲーの連結財務書類は、当社の2014年度年次報告書に基づいている。当連結

財務書類は、財務報告に適用されるものとしてEUにより採用されたIFRSに準拠して作成されており、日本におい

て一般に公正妥当と認められた会計原則と一部異なっている。本考察はドイツテレコム・アーゲーにより適用さ

れる会計原則と日本の会計原則の間の全ての相違を含むものではないが、相違のうち主要なものを以下に要約す

る。

 

(1) 連結損益計算書の表示

IFRSでは、連結損益計算書の表示には、営業収益、売上原価、販売費、一般管理費並びにその他の営業収益

及び費用、金融費用、持分法で会計処理される関連会社及びジョイントベンチャーに対する投資利益、その他

の財務収益及び費用、法人税等、(i)非継続事業の税引後損益及び(ii)売却費用控除後の公正価値の測定又は

非継続事業を構成する資産の処分若しくは非継続事業を構成する資産グループの処分にあたって認識された税

引後損益の合計数値並びに、非支配持分に帰属する損益及び親会社の株主に帰属する損益が含まれている。

日本では、売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益、営業外損益、経常利益、特

別損益、税金等調整前当期純利益、法人税等、非支配持分調整前当期純利益、非支配持分及び当期純利益を連

結損益計算書に表示することが要求される。

 

(2) のれん

IFRSの下では、企業結合で取得したのれんは償却されない。代わりに取得者は、IAS第36号「資産の減損」

に従って、毎年、又は減損の可能性を示す事象若しくはその状況の変化があった場合にはそれ以上の頻度で、

減損テストを実施する。

日本では、のれんは20年を超えない期間で償却され、「固定資産の減損に係る会計基準」により減損テスト

が実施される。
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(3) 資産の減損

IFRSでは、無形資産及び有形固定資産の減損損失は、帳簿価額と回収可能価額を比較することによって認識

される。その他の資産から独立して生み出される将来キャッシュ・フローを個々の資産に配分できない場合に

は、その資産に配分することが可能な資金生成単位に基づいて、回収可能性をテストする。のれんは、内部管

理目的で監視している資金生成単位に基づいてテストが実施される。ドイツテレコムは、少なくとも毎決算日

に、資産が減損している可能性を示す兆候の有無を査定する。かかる兆候がある場合には、資産の回収可能価

額又は資金生成単位を決定しなければならない。減損損失を計上した当初の事由が消滅又は軽減した場合、減

損損失の戻入れが行われる。のれんに係る減損損失は、戻入れを行うことができない。一般に、資金生成単位

の回収可能価額の算定には、割引キャッシュ・フロー法が用いられる。キャッシュ・フローは、資産又は資金

生成単位の推定耐用年数に基づいて測定される。この測定に用いられた割引率は、資産又は資金生成単位に特

有のリスクを反映したものである。この測定に用いられたキャッシュ・フローは、経営予測を反映し、外部の

情報源に支えられたものである。

日本の会計原則では、長期性資産の割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価

額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。

 

(4) 年金債務

IFRSでは、調整及び数理上の仮定の変更により生じる損益は、数理計算上の差異が発生した期間において損

益計算書を通さずに株主持分に計上される。これらの再測定は、その後の期間に純損益に振り替えられること

はない。日本の会計基準においては、見積りと実績との差額及び数理計算上の仮定の変更により生じる数理計

算上の差異は、従来までその発生した期もしくは翌期以降に損益認識されていた。

なお、2012年５月17日付で企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第

25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」が公表され、この取扱いは2013年４月１日以後開始する事業年

度の年度末に係る財務諸表から適用されており、未認識過去勤務債務及び未認識保険数理差損益が貸借対照表

に計上されている。

 

(5) 開発費用

IFRSでは、開発費用がIAS第38号「無形資産」に記載される資産としての認識要件を満たした場合に資産計

上され、その耐用年数にわたって償却される。

日本では、開発段階で発生した費用は発生時に費用計上される。

 

(6) 金融資産の消滅の認識

IFRSでは、金融資産の消滅の認識は、まず当該金融資産のリスク及び便益のほぼ全てが移転したか否かで評

価される。リスク及び便益のほぼ全てが留保も移転もされない場合には、支配及び継続的関与の存在によって

決定される。
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日本の会計原則では、金融資産の消滅は、(a)譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人

及びその債権者から法的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常

の方法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買い戻す権利及び義務を実質的

に有していない場合に、認識される。

 

(7) ヘッジ会計

ドイツテレコムは、損益計算書の変動を軽減させるためIAS第39号「金融商品：認識及び測定」に従いヘッ

ジ会計を適用し、財政状態計算書の項目及び将来のキャッシュ・フローをヘッジしている。これにより、損益

計算書の変動を低減させている。ヘッジ対象の性質により、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ及

び海外事業への純投資のヘッジに区別される。

公正価値ヘッジは、財政状態計算書に計上された資産、財政状態計算書に計上された負債又は財政状態計算

書には未計上の確定約定の公正価値をヘッジする目的で使用される。ヘッジ手段として指定されたデリバティ

ブの公正価値の変動は、損益として計上される。ヘッジ対象の帳簿価額は、ヘッジ・リスクの範囲内で損益に

より調整される(ベーシス・アジャストメント)。帳簿価額の調整は、ヘッジ関係が中断されて初めて償却され

る。

キャッシュ・フロー・ヘッジは、財政状態計算書に計上された資産及び負債、(通貨リスクの場合の)確定約

定、又は蓋然性の高い予定取引による将来的なキャッシュ・フローの変動をヘッジする目的で使用される。未

計上の確定約定の通貨リスクをヘッジするために、ドイツテレコムはこれを公正価値ヘッジではなくキャッ

シュ・フロー・ヘッジとして計上するというオプションを利用している。キャッシュ・フロー・ヘッジが採用

された場合、ヘッジ手段の公正価値の変動のうち有効な部分は、ヘッジ対象に係る損益が計上されるまでは、

資本に計上される(繰延ヘッジ損益)。ヘッジ手段の無効部分は、直ちに損益に計上される。通貨リスクの場

合、直物相場の変動に起因する公正価値の変動分が通常ヘッジ・リスクとみなされ、金利要素は通常IAS第39

号第74項(b)に従ったヘッジから切り離されている。

予定取引のヘッジが、後に金融又は非金融の資産又は負債として計上されることとなった場合、資本として

直接計上された関連する累積損益は、当該獲得金融資産又は引受金融負債が当期損益に影響を与えるのと同期

間における損益に再分類される。この会計処理において、ドイツテレコムは、非金融の財政状態計算書項目が

発生した場合には、予定取引のヘッジに簿価修正の考えを利用しないことを決定した。

海外事業への純投資のヘッジが採用された場合、ヘッジ手段の有効部分に関する全ての損益はヘッジ対象投

資の外貨換算に係る損益とともに、株主持分に直接計上される。無効部分の損益は、直ちに損益に計上され

る。過去に資本に直接計上されていたヘッジ手段に関する再測定された累積損益、及びヘッジ対象の通貨換算

に係る損益は、投資の処分時にのみ損益に計上される。

IAS第39号はヘッジ会計の利用に関する厳密な要件を定めている。ドイツテレコムは、ヘッジの開始時に、

ヘッジ商品として利用される金融商品とヘッジ対象との関係及びヘッジの目的と戦略に関する文書を作成する

ことで、この要件を満たしている。これには、ヘッジ商品を対応する資産又は負債もしくは将来の(確約済/予

想)取引に具体的に割り当てること、及び採用するヘッジ商品の有効性の程度を評価することも含まれる。既

存のヘッジ会計の有効性は継続的に監視され、無効なヘッジは即時に終結される。
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日本の会計原則の下では、ヘッジ取引は、当該ヘッジの対象となる資産又は負債の市場変動を相殺する取

引、及びキャッシュ・フローの変動を回避する取引から成る。一般的な原則としてヘッジは、ヘッジ手段の公

正価値の変動が、対応するヘッジ対象に係る損益が計上されるまで純資産の部において繰り延べられることと

なる繰延ヘッジ会計処理を利用するものとされている。これは、公正価値ヘッジ及びキャッシュ・フロー・

ヘッジの両方に適用される。「その他有価証券」のヘッジについては、「繰延ヘッジ」と「時価ヘッジ」の利

用が認められており、後者の処理では公正価値の変動を損益計算書で認識する。

資産購入に関する予定取引のヘッジについては、「ベーシス・アジャストメント」と同様の処理が認められ

る。

一定のヘッジ関係が完全に有効であるとの仮定の下、金利スワップに関して特例処理が認められている。

 

(8) 有給休暇引当金

IFRSの下では、IAS第19号「従業員給付」に従って、有給休暇引当金を計上することが要求されている。

日本では、有給休暇引当金に関する特定の会計基準はなく、有給休暇に対する引当金は通常、現行の会計慣

行の下では計上されない。

 

(9) 複数要素取引におけるカスタマー・ロイヤルティ・プログラム

IFRSの下では、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムに関する会計処理について特別な指針が存在する

(IFRIC第13号)。顧客が財貨又はサービスの購入に関するロイヤルティ・プログラムにおける報奨クレジット

を受取る場合の取引を複数要素取引として会計処理する。したがって、収益は、取引における個別に識別可能

な構成要素に対してそれぞれ割り当てられる。報奨クレジットに割り当てられる金額はその公正価値(例え

ば、報奨クレジットが個別に売られた場合の金額)を参照することによって測定される。

日本では、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムに関する会計処理に関する明確な指針は規定されていな

い。しかし、当初の売上時点で報奨クレジットを区分せず全額を収益として計上し、財貨又はサービス提供の

見積りによる将来の費用を計上する引当金方式が一般的である。

 

(10) 借入費用の資産化

IFRSの下では、IAS第23号(改訂)「借入費用」に従って、適格資産の取得、建設又は生産に直接帰属する借

入費用は、当該資産の取得原価の一部として資産計上される。ドイツテレコムは、適格資産を、使用又は売却

に要する期間が少なくとも12か月の建設プロジェクト又はその他の資産と定義する。公正価値で測定される資

産及び反復的に大量製造又は大量生産される棚卸資産に関する借入費用は、資産計上してはならない。

日本では、借入費用を費用処理しなければならない。但し、自家建設の固定資産及び不動産開発事業支出金

について支払利子の資産化が容認されている。
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(11) 企業結合

IFRSでは、IFRS第３号「企業結合」に基づき、全ての企業結合(共同支配企業の設立、共通支配下の企業又

は事業の結合等を除く。)は取得法が適用される。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得

した資産及び引き受けた負債を、原則として、取得日時点の公正価値で認識する。

日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、全ての企業結合(共同支配企業の

形成及び共通支配下の取引を除く。)はパーチェス法(取得法に類似する方法)で会計処理されている。

日本の会計原則とIFRSの間には、主に以下の差異が存在する。

 

(a) 取得関連コスト(企業結合に直接起因する費用)の処理

IFRSでは、IAS第32号及びIAS第39号にそれぞれ準拠して認識される負債性証券又は持分証券の発行コスト

を除き、サービスの提供を受けた期間の費用として処理する。

日本では、取得に直接要した支出額のうち取得の対価性が認められるものについては、従来まで取得原価

に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理していたが、2013年９月13日付改正企業会

計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、2014年４月１日以降開始する事業年度の期首より、

これらの費用は全て発生した事業年度の費用として処理することとされている。

 

(b) 条件付対価の処理

IFRSでは、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換により移転した対価に含め、取得日時点の公正

価値で認識しなければならない。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、取得日時

点の事実及び状況を測定期間中に調整しなければならないような新しい情報がある場合を除き、のれんの修

正は行わない。

日本では、条件付取得対価での交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に確定できる時点で、支

払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれんの修正を行う。

 

(c) のれんの当初認識及び非支配持分の測定

IFRSでは、企業結合毎に以下のいずれかの方法を選択できる。

・　非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含

めて測定する方法(全部のれん方式)

・　非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有

者に与えているものは、被取得企業の識別可能純資産の認識価額に対する比例持分相当額として測

定し、のれんは取得企業の持分相当額についてのみ認識する方法(購入のれん方式)

日本では、IFRSのように非支配持分(旧少数株主持分)自体を時価評価する処理(全部のれん方式)は認めら

れておらず、のれんは、取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を超過する額とし

て算定される(購入のれん方式)。
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(d) のれんの償却

IFRSでは、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期及び減損の兆候が

ある場合はその都度、減損テストの対象とされる。

日本では、原則として、のれんは計上後20年以内に、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却す

る。ただし、金額的重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することがで

きる。

 

２ ドイツの会計基準と日本の会計基準の相違

 

ドイツテレコム・アーゲーの個別財務書類については、商法典(HGB)及び株式会社法に準拠して作成されてい

る。

個別財務書類に関する日本とドイツとの一般に公正妥当と認められている会計原則、会計慣行及び表示方法の

主要な相違点について、以下に記載する。

 

一般原則

ドイツでは、認識及び測定は、保守主義の概念に基づいて行われる。したがって、以下の原則が個別財務書類

に適用される。

1)　「保守主義の原則」に従い、期末日以前に発生した損失は、たとえ未実現であっても認識する。

2)　「実現主義の原則」に従い、利益は実現されるまで認識しない。

3)　「低価主義」に基づき、無形資産、有形固定資産及び金融資産については、将来回復しないと認められる

評価損考慮後の金額で貸借対照表に計上する。金融資産については、価値の低下が一時的であると認め

られる場合であっても、評価減される。

日本においては、「保守主義の原則」はドイツにおける解釈とほぼ同一である。日本では、「保守主義の原

則」及び「実現主義の原則」は、法律として規定されておらず、「一般に公正妥当と認められている会計原則」

の一部である。「低価主義」については、日本において規定されているが、その適用には制限がある。

 

貸借対照表

配列

商法典(HGB)による個別財務書類の貸借対照表の配列法については、固定性配列法によって列挙されなければ

ならない。これによると、資産側は、無形資産、有形固定資産、金融資産の順に記載され、資本・負債項目につ

いては、資本の部(資本金、剰余金、当期利益)、引当金、その他の負債の順に記載される。

日本においては、財務書類の配列法は、主として日本の会計原則に準拠する。原則的には、貸借対照表項目は

主として流動性配列法により記載される。これによると、資産項目は、流動資産から記載され、有形固定資産、

無形資産、投資その他の資産の順に配列される。資本・負債項目については、流動負債から資本へと順に記載さ

れる。
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無形資産

購入された無形資産は、取得原価で認識され、見積耐用年数にわたり定額法で償却される。公正価値が取得原

価を下回る場合には、一時的ではない減損を実施しなければならない。

ドイツの会計原則には、自己創設された無形固定資産の計上に関する会計方針の選択が含まれている。当該無

形資産は、個別に利用できる資産の一般的な定義を満たす場合には、資産化される可能性がある。会計方針は、

状況に応じて継続的に適用されなければならない。自己創設された商標、著作権、版権、顧客リスト及び類似の

無形固定資産は、無形資産としての認識の対象外である。

自己創設された無形資産は、一般論として例えば、第三者に売却又はライセンス供与されるなど独立して利用

可能な場合にのみ計上される。(第三者が独立して利用可能ではない事業体特有の無形資産は、無形資産の定義

を満たさない。このため、当該資産は自己創設のれんを示し、計上されないこととなる)。

日本基準によれば、創立費、並びに新製品及び新技術の研究、新技術又は新経営システムの採用に要した費

用、資源の開発及び市場開拓費等を資産として計上することができる。この場合、これらの資産は耐用年数以内

に償却されなければならない。

 

有形固定資産

商法典(HGB)により作成された個別財務書類においては、有形固定資産は当初、取得原価又は製造原価で測定

される。

取得原価には、資産に直接帰属する全ての原価が含まれている。以下の原価は、当初の測定に含まれている。

・購入価格(輸入関税及び還付不能な購入税を含み、割引及びリベートを除く)

・資産を、事業を行うために必要である位置と状態にするために直接帰属する原価

・設置場所準備費用

・当初の取扱い・発送費

・据付・組立費

・適切な機能性に関する資産テスト費用

・専門家報酬

・資産の解体及び除去並びに設置場所の回復に係る費用は、資産の当初の測定に含まれていない。法律上又は

契約上の義務の場合、引当金は定額法により資産の耐用年数にわたって認識されなければならない。

製造原価は、直接配賦可能費用、間接材料費及び間接人権費の適切な配賦額を含む。

当初認識後の有形固定資産は、原価モデルを用いて会計処理される。ドイツの会計原則の下では、再評価は認

められていない。例外として、計画資産、すなわちその他の全債権者の求償権が阻止され、年金債務又は類似の

長期負債をカバーするためにのみ使用される資産に再評価が適用される。当該資産は公正価値で計上されなけれ

ばならない(注：公正価値から関連する繰延税金負債及び取得原価を控除した額は、配当原資から除かれる。)。

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

611/636



日本の会計基準では、固定資産は、取得原価又は建設原価で計上され、減価償却の対象である場合は、定率法

又は定額法により見積耐用年数にわたり減価償却される。減損費用は、必要に応じて認識される。

 

棚卸資産

ドイツの会計原則では、後入先出法、先入先出法及び加重平均法は、事後測定に利用される。在庫数量及び市

場価格に関係なく常に一定の価額で貸借対照表に計上する方法(Constant Values)は、一定の条件の下で認めら

れる。

日本では、後入先出法及びConstant Valuesは認められていない。

 

年金債務

ドイツの会計原則及び日本の会計原則はいずれも、一貫した合理的な基準に基づいて、従業員が事業体に対し

て役務を提供する期間にわたって、従業員給付費用を認識することを求めている。

ドイツの会計原則の下では、年金債務の会計処理方法は、会社が受給者に対する直接の債務を負う場合(直接

年金債務)と年金債務が独立した法人(例えば、給付基金 (Unterstützungskasse)、保険会社又は従業員年金ス

キーム (Pensionskasse))を通じて決済される場合(間接年金債務)とで異なる。

間接年金制度から生じるオフバランスの債務を認識し、費用として拠出金を会計処理することは可能である

(積立不足については、注記において開示されなければならない)。直接年金制度から生じる債務により、一般的

に貸借対照表に認識される負債及び損益計算書において負債の引当に関する費用が生じる。

年金債務の測定に関して、ドイツの会計原則の下で特定の年金数理評価法は規定されていない。年金数理法の

利用により、経済的に合理的な金額がもたらされる。予測単位積増法(PUCM)は、許容される年金数理評価法と考

えられる。

ドイツの会計原則の下で、現実的な仮定事項(給与及び/又は年金の増加、回転率及び死亡発生率等)は、年金

債務の算定に適用されなければならない。

将来の年金債務の現在価値の算定に使用される割引率に関して、特定のドイツ法(RückAbzinsV)が適用され

る。ドイツ連邦銀行は、毎月、過去７年間の平均市場利回りに基づいて利回り曲線を公表している。この割引率

は、年金及び類似債務の割引に使用される。割引率については、基本的に債務に一致した期間を選択するべきで

あるが、計算を簡素化するために、重要な債務の過大評価又は過小評価がもたらされない場合には、15年間と仮

定することが認められる。

年金資産は、長期従業員給付基金及び適格保険証書により保有される資産からなる。従業員給付の支払い又は

積立目的でのみ保有される場合は、雇用主の清算に係る負債の返済を含めて、その他の目的で雇用主によって利

用されることはない。年金資産として適格であるために、各資産は、営業外資産でなければならない。また資産

は、法的に独立した法人により保有されない場合でも年金資産として適格である場合がある。
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事業体が当該債務を履行するために確定給付制度及び年金資産による債務を有する場合、確定給付債務として

認識される金額は、確定給付債務の現在価値と年金資産の公正価値の正味合計額となる。年金資産の公正価値が

確定給付債務を超過する場合、その超過額は資産として会計処理され、貸借対照表に個別の勘定科目として認識

される。

年金数理上の損益は全て、損益計算書において即時に認識される。ドイツの会計原則の下では、年金数理上の

損益に関する遅延認識はない。しかし、割引率のボラティリティは、７年間の平均を用いてドイツ連邦銀行に

よって決定されるために、(IFRSに基づいたものよりも)低いと予想されていた。

日本では、IFRSと同様に、年金制度は確定拠出年金と確定給付年金に分けられる。確定給付資産(又は債務)と

して認識される金額は、確定給付債務の現在価値から制度資産の現在価値を控除した額である。なお従来までは

この額に数理計算上の差異及び未認識の過去勤務費用を加算又は減算しており、数理計算上の差異は即時に認識

されるか、当該損益が発生した会計期間若しくはその翌会計期間から平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分

されていたが、上記の通り2013年４月１日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表より、オフバランスと

なっていた未認識数理計算上の差異及び未認識の過去勤務費用が貸借対照表に認識されている(回廊方式は認め

られない)。制度資産の期待収益は、IFRSと同様、認識される。日本では、給付債務の割引率は財政状態計算書

日現在に用いられている利率を適用しており、平均利率を割引率として使用するという代替的処理方法は認めら

れない。

 

その他の引当金

商法典(HGB)に準拠した個別財務書類において、以下の３つの基準が満たされる場合に引当金が計上される。

・対外債務が法的に発生する、又は経済的に確定する場合

・債務が発生する可能性がある場合

・債務が見積り可能な場合

「発生する可能性がある」という用語は、結果が生じる可能性があるという状況を表すのに使用される。これ

は、債務の支払いを請求する上での実質的な理由を意味する。

引当金は、不確定債務、未履行の契約から生じる予想損失、前年度末から３ヶ月以内に発生する必要な修繕維

持費、翌年度に発生する除去費用及び法律上又は契約上の義務を伴わずに発生する保証について計上されなけれ

ばならない。上述の引当金の計上以外のその他の目的の引当金の計上は、禁止されている。

ドイツの会計原則の下で、費用に対する特定の引当金又は第三者に対する債務を伴わずに認識される引当金を

計上するという選択肢はない。しかし、前事業年度末から３か月以内に発生する必要な修繕・維持及び翌年度に

発生する建物の除去・解体費用については、引当金を設定する必要がある。

引当金は、保守主義の原則に準拠した健全な経営判断に基づいて債務を返済するよう要求される金額で計上さ

れなければならない。残存期間が１年超の引当金は、該当期間(ドイツ連邦銀行によって提供される７年間の平

均)において適切と考えられる市場レートを用いて割り引かれる。価格及び原価の今後の上昇は、引当金の測定

において考慮される。
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日本においては、将来の特定の費用又は損失に対して、それらが過年度における事象に起因するものであって

合理的に見積りが可能で発生の可能性が高い場合に、引当金が積み立てられる。引当金は個別の項目として表示

され、流動負債又は固定負債に計上される。しかしながら、有給休暇に対する引当金は要求されておらず、通常

は計上されない。

 

外貨換算

商法典(HGB)に基づいて作成されたドイツテレコム・アーゲーの個別財務書類は、ユーロ建で作成されてい

る。

外貨建の売掛金、その他の資産及び負債は実現主義の適用により、貸借対照表日の平均スポットレートで換算

され、それぞれの実際取得原価あるいは実際製造原価で測定される。１年以内に満期が到来する流動項目は、貸

借対照表日の平均スポットレートで測定される。外貨換算による損益は損益計算書に認識され、「その他の営業

収益」/「その他の営業費用」の一部として個別に表示される。

日本において外貨建ての金融資産及び負債は原則として決算日レートで、貸借対照表日に換算される。

 

損益計算書

売上原価法

損益計算書の作成及び表示方法に関して、ドイツ及び日本の規則の間に重要な差異はない。日本では、売上原

価法が要求されているが、ドイツの法律では任意である。商法典(HGB)に基づき作成されたドイツテレコム・

アーゲーの個別財務書類においては、損益計算書は総費用法を用いて表示される。

 

特別項目

特別項目の概念については一定の差異が存在する。商法典(HGB)は、特別損益とは、通常活動外、すなわち頻

繁に又は規則的に生じない事象による損益であると定義している。特別項目は、財務書類にとって非常に重要で

ある。前期修正項目は、主として通常活動に起因している。

日本においては、特別項目の定義に含まれる項目は多く、その性質が経常的なものでなければ、頻繁に生じて

も当該事象及び取引は特別項目となる。したがって、固定資産売却損益、経常的でない投資有価証券売却損益及

び災害損失は、前期修正項目と同様、特別項目とされる。

 

セグメント報告

個別財務書類について、商法典(HGB)では、セグメント間で重大な偏りがある場合に注記の中で売上高を主要

事業別及び地域別に開示することのみを規定している。

連結財務書類を作成する必要がある会社にとってセグメント報告を含めることは任意である。連結財務書類を

作成する必要がない株式公開会社は、当該会社の個別財務書類にセグメント報告を付け加えることができる。

日本において、個別財務書類に関するセグメント情報の開示は要求されない。
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第７ 【外国為替相場の推移】

１ 【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

企業内容等の開示に関する内閣府令第８号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。

 

２ 【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

企業内容等の開示に関する内閣府令第８号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。

 

３ 【最近日の為替相場】

企業内容等の開示に関する内閣府令第８号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１ 日本における株式事務等の概要

本株式を取得する者(以下「実質株主」という。)と、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」

という。)との間の外国証券取引口座約款により、実質株主の名義で外国証券取引口座(以下「取引口座」とい

う。)が開設される。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管及びその他本株式の取引に関する事項は全てこ

の取引口座を通じて処理される。

以下は、日本証券業協会が定める参考様式としての外国証券取引口座約款に従った、本株式に関する標準的な

事務手続の概要である。

 

(1) 証券の保管

本株式は、窓口証券会社のためにドイツの保管機関(以下「保管機関」という。)又はその名義人名義で登録

される。実質株主については、窓口証券会社の帳簿上に所有者として記載され、実質株主には窓口証券会社か

ら取引残高報告書が交付される。

 

(2) 本株式の譲渡に関する手続

実質株主は、その持株の保管替え又は売却注文をなすことができる。実質株主と窓口証券会社との間の決済

は、円貨又は窓口証券会社が応じ得る範囲内で実質株主が指定した外貨による。

 

(3) 実質株主に対する諸通知報告

当社が株主に対して行い、窓口証券会社が受領した通知及び通信は、窓口証券会社が保管し、実質株主の閲

覧に供される。実質株主がかかる通知及び通信の送付を希望する場合は、窓口証券会社はかかる実質株主にそ

れらを送付し、実費は当該実質株主に請求される。

 

(4) 実質株主の議決権行使

議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、保管機関又はその名義人が行う。実

質株主の指示がない限り、保管機関又はその名義人は実質株主のために議決権を行使しない。

 

(5) 配当金の支払い等

外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口

座を通じて実質株主に交付される。

 

２ 株式名義書換取扱場所及び株主名簿管理人

当社は日本国内において株式名義書換取扱場所及び株主名簿管理人を置いていない。
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３ 株主に対する特典

なし。

 

４ 株式の譲渡制限

欧州連合反テロ法に記載されている人物又は企業への譲渡を除き、株式の譲渡制限はない。

 

５ その他の株式事務に関する事項

決 算 期 …… 毎年12月31日

定時株主総会 …… 当社の登記上の本店所在地、ドイツの証券取引所の所在地又は250,000

人超の住民を有するドイツの大都市において決算期日から８か月以内

に開催される。

基 準 日 …… 配当を受領する権利を有する実質株主は、通常、配当金の支払いを決

議する株主総会の日と同一の日現在における窓口証券会社の帳簿上の

名義人である。

株券の種類 …… 無額面。

株券に関する手数料 …… 日本における当社株式の実質株主は、日本の証券会社に外国証券取引

口座を開設、維持するにあたり、外国証券取引口座約款に従って年間

口座管理料の支払いを行う必要がある。

公　　告 …… 日本において公告は行われない。

 

６ 配当等に関する日本における課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下の通りである。課税上の取扱いは変更される可能性があり、また当

該実質株主の具体的な事情により異なる取扱いがなされることがある。個別の課税上の取扱いについては各人の

税務顧問に相談すべきである。

(イ)配　　当

実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。

日本の居住者たる個人又は日本の法人が支払いを受ける配当については、ドイツにおいて当該配当の支

払いの際に徴収されたドイツの国又は地方公共団体の源泉徴収税額があるときは、この額を控除した金額

に対して、2014年１月１日以降に支払いを受けるべき場合は、個人の場合は15％の所得税と５％の住民税

が、法人の場合は15％の所得税が源泉徴収される。これに加えて、復興特別所得税(元の適用される所得

税率に2.1％を乗じる。)が2013年１月１日から2037年12月31日まで所得税に追加される予定である。

また、個人が支払いを受ける配当については、原則として総合課税となるが、申告分離課税を選択する

ことも可能である。申告分離課税を選択した場合は、2014年１月１日以降に支払いを受ける配当について

は15％の所得税と５％の住民税が課せられる。これに加えて、復興特別所得税(元の適用される所得税率

に2.1％を乗じる。)が2013年１月１日から2037年12月31日まで所得税に追加される予定である。
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なお、上記の配当は外国法人からの受取配当であるため、個人株主についての配当控除の適用及び法人

株主についての受取配当の益金不算入の適用はない。但し、内国法人の2009年４月１日以後に開始する事

業年度において受ける配当に関しては、益金不算入が認められる場合がある。

ドイツにおいて課税された税金は、日本の税法の規定に従い、外国税額控除の対象となることがある。

(ロ)売買損益

当社株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、日本の内国法人の株式の売買損益課税と

同様である。

(ハ)相 続 税

当社株式を相続し又は遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税が課せられる

が、外国税額控除が認められる場合がある。
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等に該当する会社は存在しない。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

 

１　有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　2013年度(自平成25年１月１日　至平成25年12月31日)

平成26年６月30日関東財務局長に提出

２　半期報告書及びその添付書類

事業年度　2014年度半期(自平成26年１月１日　至平成26年６月30日)

平成26年９月26日関東財務局長に提出

 

 

 

 

EDINET提出書類

ドイツテレコム・アーゲー(E05830)

有価証券報告書

619/636



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし
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(訳文)

独立監査人の監査報告書

 

ドイツテレコム・アーゲー（ボン）

 

連結財務書類に関する報告

私どもは、2014年１月１日から12月31日までの事業年度における、ドイツテレコム・アーゲー(ボン)及びその子

会社の、連結財政状態計算書、連結損益計算書及び包括利益計算書、連結株主持分変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書並びに連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類の監査を行った。

 

連結財務書類に関する経営者の責任

ドイツテレコム・アーゲーの経営者は連結財務書類の作成について責任を持つものである。かかる責任には、連

結財務書類が欧州連合に採用された国際財務報告基準(IFRS)及びドイツ商法(Handelsgesetzbuch－HGB)第315a条第

１項によるドイツの商法の追加要件に準拠して作成されること、また連結財務書類がこれらの要件に従いグループ

の純資産、財政状態及び経営成績に関する真実かつ公正な概観を示すことが含まれる。経営者はまた、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない連結財務書類を作成するために必要と判断した内部統制について責任を持つもので

ある。

 

監査人の責任

私どもの責任は、私どもが実施した監査に基づいて、連結財務書類に対する意見を表明することにある。私ども

は、ドイツ商法(HGB)第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により規定されているドイツで一般に認められた財

務書類監査基準に従って、また国際監査基準(ISA)を遵守して、監査を実施した。監査の基準は、私どもに連結財

務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、倫理的要求に従い、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための監査手続が実施される。監査

手続は、監査人の職業的専門家としての判断により選択される。その判断には、不正又は誤謬による連結財務書類

の重要な虚偽表示のリスクについての評価が含まれる。これらのリスク評価の実施に際して、監査人は、会社によ

る真実かつ公正な概観を与える連結財務書類の作成に関連する内部統制を検討する。この目的は、与えられた状況

下において適切な監査手続を計画し実施することであり、グループの内部統制の有効性について意見を表明するこ

とを目的とはしていない。また監査には、経営者が適用した会計方針の妥当性及び経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性の評価も含め全体として連結財務書類の表示を検討することが含まれる。

私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、連結財務書類に対する私どもの監査の結果としていか

なる限定事項もないことを宣言する。

監査の検出事項に基づき、私どもは、上記の連結財務書類が、欧州連合に採用されたIFRS及びドイツ商法(HGB)

第315a条第１項によるドイツの商法の追加要件に準拠して、グループの2014年12月31日現在の純資産及び財政状態

並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績のすべての重要な点において真実かつ公正な概観を示すものと認

める。

 

グループの経営者の報告書に関する報告

私どもは、親会社の経営者の報告書と結合された、2014年１月１日から12月31日までの事業年度における、ドイ

ツテレコム・アーゲー(ボン)の、グループの経営者の報告書を監査した。ドイツテレコム・アーゲーの経営者は、

ドイツ商法(HGB)第315a条第１項により適用されるドイツの商法の要件に従った、結合された経営者の報告書の作

成に責任を持つものである。私どもは、ドイツ商法(HGB)第317条第２項及びドイツ経済監査士協会(IDW)により規

定されているドイツで一般に認められた結合された経営者の報告書の監査基準に従って監査を実施した。当該監査

基準は、私どもに、結合された経営者の報告書が連結財務書類及び監査の検出事項と首尾一貫しており、全体とし

て、グループの状態の適切な概観を与えており、将来の進展の機会と起こり得るリスクを適切に表示しているかど

うかについての合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の結

果として、いかなる限定事項もないことを宣言する。

連結財務書類及び結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の検出事項に基づき、私どもは、結合された

経営者の報告書が連結財務書類と首尾一貫しており、全体としてグループの状態の適切な概観を示しており、将来

の進展の機会と起こり得るリスクを適切に表示しているものと認める。

 

フランクフルト・アム・マイン、2015年２月10日

 

プライスウォーターハウスクーパース

アクティエンゲゼルシャフト

監査法人

 

 

(ハーラルト・カイザー)

経済監査士

(ヴェレナ・ハイネケ)

経済監査士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Deutsche Telekom AG, Bonn
 
Vermerk zum Konzernabschluss
 
Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der Deutschen Telekom AG, Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften
- bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Konzerngesamtergebnisrechnung,
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, Konzernkapitalflussrechnung und Konzernanhang - für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft.
 
Verantwortung des Vorstands für den Konzernabschluss
 
Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ist verantwortlich für die Aufstellung dieses
Konzernabschlusses. Diese Verantwortung umfasst, dass dieser Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften aufgestellt wird und unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Der
Vorstand ist auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung
eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten -
falschen Darstellungen ist.
 
Verantwortung des Abschlussprüfers
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Konzernabschluss abzugeben. Wir
haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter
ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Danach haben wir die
Berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende
Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist.
 
Eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im
Konzernabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Dies schließt die Beurteilung der
Risiken wesentlicher - be¬absichtigter oder unbeabsichtigter -falscher Darstellungen im Konzernabschluss ein. Bei
der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für
die Aufstellung eines Konzernabschlusses, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.
Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns
abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten
Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der von dem Vorstand ermittelten geschätzten Werte in der
Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses.
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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Prüfungsurteil
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des Konzernabschlusses zu keinen
Einwendungen geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss
in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs.
1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31.
Dezember 2014 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.
 
Vermerk zum Konzernlagebericht
 
Wir haben den beigefügten Konzernlagebericht der Deutschen Telekom AG, Bonn, der mit dem Lagebericht der
Gesellschaft zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Der
Vorstand der Deutschen Telekom AG ist verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts
in Übereinstimmung mit den nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften. Wir
haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 2 HGB und unter Beachtung der für die Prüfung des
zusammengefassten Lageberichts vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach ist die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts so
zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der zusammengefasste
Lagebericht mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in
Einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt und die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen
Einwendungen geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des Konzernabschlusses und zusammengefassten
Lageberichts gewonnenen Erkenntnisse steht der zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 
 
Frankfurt am Main, den 10. Februar 2015
 
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 
 
Harald Kayser Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。
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(訳文)

独立監査人の監査報告書

 

ドイツテレコム・アーゲー（ボン）

 

年次財務書類に関する報告

私どもは、2014年１月１日から12月31日までの事業年度における、ドイツテレコム・アーゲー（ボン）の、貸借

対照表、損益計算書及び財務書類に対する注記からなる年次財務書類の監査を行った。

 

財務書類に関する経営者の責任

ドイツテレコム・アーゲー（ボン）の経営者は会計帳簿の記帳及び年次財務書類の作成について責任を持つもの

である。かかる責任には、年次財務書類がドイツの商法及び定款にある補足規定に準拠して作成されること、また

年次財務書類が(ドイツの)適正な会計原則に従い会社の純資産、財政状態及び経営成績に関する真実かつ公正な概

観を示すことが含まれる。経営者はまた、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務書類を作成するため

に必要と判断した内部統制について責任を持つものである。

 

監査人の責任

私どもの責任は、私どもが実施した監査に基づいて、年次財務書類に対する意見を表明することにある。私ども

は、ドイツ商法(HGB)第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により規定されているドイツで一般に認められた財

務書類監査基準に従って、また国際監査基準(ISA)を遵守して、監査を実施した。監査の基準は、私どもに年次財

務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、倫理的要求に従い、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、年次財務書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための監査手続が実施される。監査

手続は、監査人の職業的専門家としての判断により選択される。その判断には、不正又は誤謬による年次財務書類

の重要な虚偽表示のリスクについての評価が含まれる。これらのリスク評価の実施に際して、監査人は、会社によ

る真実かつ公正な概観を与える年次財務書類の作成に関連する内部統制を検討する。この目的は、与えられた状況

下において適切な監査手続を計画し実施することであり、会社の内部統制の有効性について意見を表明することを

目的とはしていない。また監査には、経営者が適用した会計方針の妥当性及び経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性の評価も含め全体として年次財務書類の表示を検討することが含まれる。

私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、年次財務書類に対する私どもの監査の結果としていか

なる限定事項もないことを宣言する。

監査の検出事項に基づき、私どもは、上記の年次財務書類が、法的要件及び定款にある補足規定に準拠し、また

(ドイツの)適正な会計原則に従い、会社の2014年12月31日現在の純資産及び財政状態並びに同日をもって終了する

事業年度の経営成績のすべての重要な点において真実かつ公正な概観を示すものと認める。

 

経営者の報告書に関する報告

私どもは、グループの経営者の報告書と結合された、2014年１月１日から12月31日までの事業年度における、ド

イツテレコム・アーゲー（ボン）の、経営者の報告書を監査した。経営者は、法的要件に従った、結合された経営

者の報告書の作成に責任を持つものである。私どもは、ドイツ商法(HGB)第317条第２項及びドイツ経済監査士協会

(IDW)により規定されているドイツで一般に認められた結合された経営者の報告書の監査基準に従って監査を実施

した。当該監査基準は、私どもに、結合された経営者の報告書が年次財務書類及び監査の検出事項と首尾一貫して

おり、全体として、会社の状態の適切な概観を与えており、将来の進展の機会と起こり得るリスクを適切に表示し

ているかどうかについての合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の結

果として、いかなる限定事項もないことを宣言する。

年次財務書類及び結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の検出事項に基づき、私どもは、結合された

経営者の報告書が年次財務書類と首尾一貫しており、全体として会社の状態の適切な概観を示しており、将来の進

展の機会と起こり得るリスクを適切に表示しているものと認める。

 

フランクフルト・アム・マイン、2015年２月10日

 

プライスウォーターハウスクーパース

アクティエンゲゼルシャフト

監査法人

 

 

(ハーラルト・カイザー)

経済監査士

(ヴェレナ・ハイネケ)

経済監査士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
 
An die Deutsche Telekom AG, Bonn
 
Vermerk zum Jahresabschluss
 
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG, Bonn, - bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnungund Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2014 geprüft.
 
Verantwortung des Vorstands für den Jahresabschluss
 
Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ist verantwortlich für die Buchführung und die Aufstellung
dieses Jahresabschlusses. Diese Verantwortung umfasst, dass dieser Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt wird und
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Der Vorstand ist auch
verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
 
Verantwortung des Abschlussprüfers
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.
Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, dass
hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen
ist.
 
Eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im
Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Dies schließt die Beurteilung der
Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss ein. Bei der
Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die
Aufstellung eines Jahresabschlusses, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Ziel
hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten
Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der von dem Vorstand ermittelten geschätzten Werte in der
Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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Prüfungsurteil
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des Jahresabschlusses zu keinen Einwendungen
geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 sowie der
Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.
 
Vermerk zum Lagebericht
 
Wir haben den beigefügten Lagebericht der Deutschen Telekom AG, Bonn, der mit dem Lagebericht des Konzerns
zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Der Vorstand der
Deutschen Telekom AG, Bonn, ist verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts in
Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit
§ 317 Abs. 2 HGB und unter Beachtung der für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Danach ist die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende
Sicherheit darüber erlangt wird, ob der zusammengefasste Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei
der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen
Einwendungen geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des Jahresabschlusses und zusammengefassten
Lageberichts gewonnenen Erkenntnisse steht der zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 
 
 
Frankfurt am Main, den 10. Februar 2015
 
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 
 
Harald Kayser Verena Heineke
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。
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(訳文)

独立監査人の監査報告書

 

ドイツテレコム・アーゲー（ボン）

 

連結財務書類に関する報告

私どもは、2013年１月１日から12月31日までの事業年度における、ドイツテレコム・アーゲー(ボン)及びその子

会社の、連結財政状態計算書、連結損益計算書及び包括利益計算書、連結株主持分変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書並びに連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類の監査を行った。

 

連結財務書類に関する経営者の責任

ドイツテレコム・アーゲーの経営者は連結財務書類の作成について責任を持つものである。かかる責任には、連

結財務書類が欧州連合に採用された国際財務報告基準(IFRS)及びドイツ商法(Handelsgesetzbuch－HGB)第315a条第

１項によるドイツの商法の追加要件に準拠して作成されること、また連結財務書類がこれらの要件に従いグループ

の純資産、財政状態及び経営成績に関する真実かつ公正な概観を示すことが含まれる。経営者はまた、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない連結財務書類を作成するために必要と判断した内部統制について責任を持つもので

ある。

 

監査人の責任

私どもの責任は、私どもが実施した監査に基づいて、連結財務書類に対する意見を表明することにある。私ども

は、ドイツ商法(HGB)第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により規定されているドイツで一般に認められた財

務書類監査基準に従って、また国際監査基準(ISA)を遵守して、監査を実施した。監査の基準は、私どもに連結財

務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、倫理的要求に従い、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための監査手続が実施される。監査

手続は、監査人の職業的専門家としての判断により選択される。その判断には、不正又は誤謬による連結財務書類

の重要な虚偽表示のリスクについての評価が含まれる。これらのリスク評価の実施に際して、監査人は、会社によ

る真実かつ公正な概観を与える連結財務書類の作成に関連する内部統制を検討する。この目的は、与えられた状況

下において適切な監査手続を計画し実施することであり、グループの内部統制の有効性について意見を表明するこ

とを目的とはしていない。また監査には、経営者が適用した会計方針の妥当性及び経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性の評価も含め全体として連結財務書類の表示を検討することが含まれる。

私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、連結財務書類に対する私どもの監査の結果としていか

なる限定事項もないことを宣言する。

監査の検出事項に基づき、私どもは、上記の連結財務書類が、欧州連合に採用されたIFRS及びドイツ商法(HGB)

第315a条第１項によるドイツの商法の追加要件に準拠して、グループの2013年12月31日現在の純資産及び財政状態

並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績のすべての重要な点において真実かつ公正な概観を示すものと認

める。

 

グループの経営者の報告書に関する報告

私どもは、親会社の経営者の報告書と結合された、2013年１月１日から12月31日までの事業年度における、ドイ

ツテレコム・アーゲー(ボン)の、グループの経営者の報告書を監査した。ドイツテレコム・アーゲーの経営者は、

ドイツ商法(HGB)第315a条第１項により適用されるドイツの商法の要件に従った、結合された経営者の報告書の作

成に責任を持つものである。私どもは、ドイツ商法(HGB)第317条第２項及びドイツ経済監査士協会(IDW)により規

定されているドイツで一般に認められた結合された経営者の報告書の監査基準に従って監査を実施した。当該監査

基準は、私どもに、結合された経営者の報告書が連結財務書類及び監査の検出事項と首尾一貫しており、全体とし

て、グループの状態の適切な概観を与えており、将来の進展の機会と起こり得るリスクを適切に表示しているかど

うかについての合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の結

果として、いかなる限定事項もないことを宣言する。

連結財務書類及び結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の検出事項に基づき、私どもは、結合された

経営者の報告書が連結財務書類と首尾一貫しており、全体としてグループの状態の適切な概観を示しており、将来

の進展の機会と起こり得るリスクを適切に表示しているものと認める。

 

フランクフルト・アム・マイン、2014年２月18日

 

プライスウォーターハウスクーパース

アクティエンゲゼルシャフト

監査法人

 

 

(ハーラルト・カイザー)

経済監査士

(ウーヴェ・シュワルム)

経済監査士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Deutsche Telekom AG, Bonn
 
Vermerk zum Konzernabschluss
 
Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der Deutschen Telekom AG, Bonn, und ihrer Tochtergesellschaften 
– bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und Konzerngesamtergebnisrechnung,
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, Konzernkapitalflussrechnung und Konzernanhang – für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 geprüft.
 
Verantwortung des Vorstands für den Konzernabschluss
 
Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ist verantwortlich für die Aufstellung dieses
Konzernabschlusses. Diese Verantwortung umfasst, dass dieser Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften aufgestellt wird und unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Der
Vorstand ist auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung
eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
 falschen Darstellungen ist.
 
Verantwortung des Abschlussprüfers
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Konzernabschluss abzugeben. Wir
haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter
ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Danach haben wir die
Berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende
Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist.
 
Eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im
Konzernabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Dies schließt die Beurteilung der
Risiken wesentlicher – be-absichtigter oder unbeabsichtigter –falscher Darstellungen im Konzernabschluss ein. Bei
der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für
die Aufstellung eines Konzernabschlusses, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.
Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns
abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten
Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der von dem Vorstand ermittelten geschätzten Werte in der
Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses.
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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Prüfungsurteil
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des Konzernabschlusses zu keinen
Einwendungen geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss
in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a
Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Konzerns zum 31. Dezember 2013 sowie der Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.
 
Vermerk zum Konzernlagebericht
 
Wir haben den beigefügten Konzernlagebericht der Deutschen Telekom AG, Bonn, der mit dem Lagebericht der
Gesellschaft zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Der
Vorstand der Deutschen Telekom AG ist verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts
in Übereinstimmung mit den nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften. Wir
haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 2 HGB und unter Beachtung der für die Prüfung des
zusammengefassten Lageberichts vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach ist die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts so
zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der zusammengefasste
Lagebericht mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in
Einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt und die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen
Einwendungen geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des Konzernabschlusses und zusammengefassten
Lageberichts gewonnenen Erkenntnisse steht der zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 
 
Frankfurt am Main, den 18. Februar 2014
 
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 
Harald Kayser Uwe Schwalm
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
 
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。
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(訳文)

独立監査人の監査報告書

 

ドイツテレコム・アーゲー（ボン）

 

年次財務書類に関する報告

私どもは、2013年１月１日から12月31日までの事業年度における、ドイツテレコム・アーゲー（ボン）の、貸借

対照表、損益計算書及び財務書類に対する注記からなる年次財務書類の監査を行った。

 

財務書類に関する経営者の責任

ドイツテレコム・アーゲー（ボン）の経営者は会計帳簿の記帳及び年次財務書類の作成について責任を持つもの

である。かかる責任には、年次財務書類がドイツの商法及び定款にある補足規定に準拠して作成されること、また

年次財務書類が(ドイツの)適正な会計原則に従い会社の純資産、財政状態及び経営成績に関する真実かつ公正な概

観を示すことが含まれる。経営者はまた、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務書類を作成するため

に必要と判断した内部統制について責任を持つものである。

 

監査人の責任

私どもの責任は、私どもが実施した監査に基づいて、年次財務書類に対する意見を表明することにある。私ども

は、ドイツ商法(HGB)第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により規定されているドイツで一般に認められた財

務書類監査基準に従って、また国際監査基準(ISA)を遵守して、監査を実施した。監査の基準は、私どもに年次財

務書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、倫理的要求に従い、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、年次財務書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための監査手続が実施される。監査

手続は、監査人の職業的専門家としての判断により選択される。その判断には、不正又は誤謬による年次財務書類

の重要な虚偽表示のリスクについての評価が含まれる。これらのリスク評価の実施に際して、監査人は、会社によ

る真実かつ公正な概観を与える年次財務書類の作成に関連する内部統制を検討する。この目的は、与えられた状況

下において適切な監査手続を計画し実施することであり、会社の内部統制の有効性について意見を表明することを

目的とはしていない。また監査には、経営者が適用した会計方針の妥当性及び経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性の評価も含め全体として年次財務書類の表示を検討することが含まれる。

私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、年次財務書類に対する私どもの監査の結果としていか

なる限定事項もないことを宣言する。

監査の検出事項に基づき、私どもは、上記の年次財務書類が、法的要件及び定款にある補足規定に準拠し、また

(ドイツの)適正な会計原則に従い、会社の2013年12月31日現在の純資産及び財政状態並びに同日をもって終了する

事業年度の経営成績のすべての重要な点において真実かつ公正な概観を示すものと認める。

 

経営者の報告書に関する報告

私どもは、グループの経営者の報告書と結合された、2013年１月１日から12月31日までの事業年度における、ド

イツテレコム・アーゲー（ボン）の、経営者の報告書を監査した。経営者は、法的要件に従った、結合された経営

者の報告書の作成に責任を持つものである。私どもは、ドイツ商法(HGB)第317条第２項及びドイツ経済監査士協会

(IDW)により規定されているドイツで一般に認められた結合された経営者の報告書の監査基準に従って監査を実施

した。当該監査基準は、私どもに、結合された経営者の報告書が年次財務書類及び監査の検出事項と首尾一貫して

おり、全体として、会社の状態の適切な概観を与えており、将来の進展の機会と起こり得るリスクを適切に表示し

ているかどうかについての合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。

ドイツ商法(HGB)第322条第３項第１文に従い、私どもは、結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の結

果として、いかなる限定事項もないことを宣言する。

年次財務書類及び結合された経営者の報告書に対する私どもの監査の検出事項に基づき、私どもは、結合された

経営者の報告書が年次財務書類と首尾一貫しており、全体として会社の状態の適切な概観を示しており、将来の進

展の機会と起こり得るリスクを適切に表示しているものと認める。

 

フランクフルト・アム・マイン、2014年２月18日

 

プライスウォーターハウスクーパース

アクティエンゲゼルシャフト

監査法人

 

 

(ハーラルト・カイザー)

経済監査士

(ウーヴェ・シュワルム)

経済監査士
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
 
An die Deutsche Telekom AG, Bonn
 
Vermerk zum Jahresabschluss
 
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG, Bonn, – bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung und Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2013 geprüft.
 
Verantwortung des Vorstands für den Jahresabschluss
 
Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ist verantwortlich für die Buchführung und die Aufstellung
dieses Jahresabschlusses. Diese Verantwortung umfasst, dass dieser Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt wird und
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Der Vorstand ist auch
verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.
 
Verantwortung des Abschlussprüfers
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.
Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, dass
hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen
ist.
 
Eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im
Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers. Dies schließt die Beurteilung der
Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss ein. Bei
der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für
die Aufstellung eines Jahresabschlusses, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.
Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft
abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten
Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der von dem Vorstand ermittelten geschätzten Werte in der
Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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Prüfungsurteil
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des Jahresabschlusses zu keinen Einwendungen
geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 sowie der
Ertragslage für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr.  
 
Vermerk zum Lagebericht  
 
Wir haben den beigefügten Lagebericht der Deutschen Telekom AG, Bonn, der mit dem Lagebericht des Konzerns
zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Der Vorstand der
Deutschen Telekom AG, Bonn, ist verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts in
Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit
§ 317 Abs. 2 HGB und unter Beachtung der für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Danach ist die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende
Sicherheit darüber erlangt wird, ob der zusammengefasste Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei
der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen
Einwendungen geführt hat.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des Jahresabschlusses und zusammengefassten
Lageberichts gewonnenen Erkenntnisse steht der zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
 
Frankfurt am Main, den 18. Februar 2014
 
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 

 

Harald Kayser Uwe Schwalm
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。
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